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◎ 開 会

○外山三博議長 これより平成23年11月定例県

議会を開会いたします。

ただいまの出席議員39名。全員でございま

す。定足数に達しておりますので、これより本

日の会議を開きます。

◎ 会議録署名議員指名

○外山三博議長 会議録署名議員に、後藤哲朗

議員、井上紀代子議員を指名いたします。

◎ 議会運営委員長審査結果報告

○外山三博議長 まず、今期定例会の会期日程

に係る議会運営委員長の審査結果報告を求めま

す。押川議員。

○押川修一郎議員〔登壇〕 おはようございま

す。御報告いたします。

去る11月18日に、閉会中の議会運営委員会を

開き、本日招集されました平成23年11月定例県

議会の会期日程等について協議いたしました。

今期定例会に提案されます知事提出議案は、

合計35件、その内訳は、補正予算３件、条例14

件、予算・条例以外18件であります。このほか

１件の報告があります。また、さらに補正予算

及び人事案件が追加提案される予定でありま

す。

これら提出議案の内容等を踏まえ、当委員会

において慎重に審査をいたしました結果、会期

については、本日から12月13日までの19日間と

することに決定をいたしました。会議日程は、

お手元に配付されております日程表のとおりで

あります。

提案されます議案のうち、給与改定関連の議

案２件につきましては、他の議案に先立ち関係

常任委員会で審査していただき、11月30日の本

会議で採決する予定となっております。

次に、今期定例会は、11月30日から５日間の

日程で一般質問を行います。質問人数は合計

で22名以内とし、質問順序は28日の通告締め切

り後に行う抽せんにより決定いたします。質問

時間は１人30分以内といたします。

一般質問終了の後、議案・請願の所管常任委

員会への付託を行います。12月７日、８日の２

日間で各常任委員会を開催していただき、12

月13日の最終日に、付託された議案・請願の審

査結果報告を願います。

なお、議員から提出される議案の取り扱い及

び特別委員会については、日程表に記載のとお

りであります。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますようお願いいた

します。

以上で当委員会の報告を終わります。〔降

壇〕

○外山三博議長 議会運営委員長の報告は終わ

りました。

質疑の通告はありません。

◎ 会期決定

○外山三博議長 会期についてお諮りをいたし

ます。

今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日より12月13日まで

の19日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

平成23年11月25日(金)
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◎ 議案第１号から第35号まで上程

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、知事より議案第１号から第35号までの各号

議案の送付を受けましたので、これらを一括上

程いたします。〔巻末参照〕

◎ 知事提案理由説明

○外山三博議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。平成23年11月定例県議会の開会に当た

りまして、まず冒頭に、本県漁協所属漁船の火

災事故で、不幸にもお亡くなりになられた方々

とその御遺族に対しまして、心よりお悔やみを

申し上げます。

11月22日に八丈島近海で発生しました川南町

漁協所属のマグロはえ縄船「光栄丸」の火災事

故におきまして、乗組員５名のうち、インドネ

シア人の乗組員１名が救助されましたが、残念

ながら、船長と他のインドネシア人乗組員１名

の合計２名の死亡が確認され、残る２名の方々

がいまだ行方不明となっておられます。この行

方不明２名の方々につきましては、現在も、海

上保安庁や近辺海域の本県漁船など多くの方々

が懸命に捜索活動を続けておられますので、県

民の皆様とともに、一刻も早く発見、救助され

ますことを強く願いますとともに、お亡くなり

になられましたお二方の御冥福を心よりお祈り

申し上げます。

それでは、ただいま提案いたしました議案の

御説明に先立ち、県政に関しまして４点ほど御

報告をさせていただきます。

１点目は、口蹄疫復興宝くじについてであり

ます。

口蹄疫復興宝くじにつきましては、口蹄疫に

よる被害を受けた熊本県、大分県、鹿児島県と

本県の４県が共同で発売し、全都道府県及び政

令指定都市の協力を得て、10月15日から25日ま

での11日間、全国で販売いたしました。販売実

績につきまして、売上額は23億7,791万5,600

円、発行額に対し47.6％と、目標としていた過

半数には届かなかったものの、県内においては

当初割り当て額の569％を売り上げるなど、県民

の皆様の御協力によりまして大変大きな成果を

残すことができました。御協力いただきました

県議会を初め県民の皆様や県内各団体の皆様

に、心より感謝を申し上げます。

また、宝くじを御購入いただいた全国の皆

様、宝くじの販売に御尽力をいただいた関係団

体の皆様に対しましても、改めまして深く感謝

の意を表します。

今後は、この収益金を財源として有効に活用

し、口蹄疫からの再生・復興が一日も早く図ら

れるよう、全力を尽くしてまいりたいと考えて

おります。

２点目は、環太平洋パートナーシップ協定

（ＴＰＰ）についてであります。

第１次産業を基幹産業とする本県経済にとり

まして、ＴＰＰへの参加は、大きな打撃となる

可能性があるものと考えております。このた

め、10月26日から27日にかけて、政府・与党に

対し、十分な説明や国民的な議論がなされてい

ない現段階で交渉に参加しないよう、外山県議

会議長とともに直接要請を行ったところであり

ます。今月11日の政府決定は、「ＴＰＰ交渉参

加に向けて関係国との協議に入る」というもの

でありまして、大変残念であり遺憾でありま

す。国に対しましては、引き続き、詳細な情報

の提示や今後の見通し等についての十分な説明

平成23年11月25日(金)
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を求めますとともに、国民的な議論を踏まえた

慎重な対応がなされるよう、県内関係団体等と

も連携を図りながら、強く要請してまいりたい

と考えているところであります。

３点目は、「オールみやざき営業チーム」に

よる東アジア地域へのアピール及びトップセー

ルスについてであります。

今月15日から19日までの日程で、台湾、香

港、マカオにおきまして、相互交流の進展・拡

大等を図るべく、外山県議会議長や経済界を代

表する方々とともに、交通、観光、ブランド、

畜産の各分野の官民が一体となって、宮崎を強

力にアピールしてまいりました。まず台湾で

は、チャイナエアラインや台湾政府に出向き、

宮崎―台北線の維持充実や相互交流の促進、本

県産農産物の輸出促進に向けた要請などを行う

とともに、政府関係者や旅行エージェント等に

対し本県をＰＲするため、「謝恩の夕べ」を開

催しました。香港では、国会に当たる立法会に

おいて、宮崎牛を初めとする農畜産物の輸出に

関する協力要請を行うとともに、宮崎牛指定店

での認証式や意見交換、地元最大手を初め旅行

エージェント数社に対する本県への送客のお願

いをいたしました。またマカオでは、マカオ

フードフェスティバルにおける宮崎牛ブースで

のアピールや、宮崎牛指定店で意見交換を行い

ました。

東アジアは、本県の経済活性化はもとより、

口蹄疫被害等からの復興を図る上でも大変重要

な市場と考えておりますので、今回の取り組み

が着実な成果につながるよう、今後とも関係者

一丸となって引き続き努力してまいりたいと考

えております。

４点目は、第66回国民体育大会についてであ

ります。

９月から10月にかけて開催されました第66回

国民体育大会「おいでませ！山口国体」におき

まして、本県は、団体競技のソフトボール成年

男子とバスケットボール少年男子が優勝を果た

し、個人競技においてもカヌーやウエイトリフ

ティングで１位となるなど、目覚ましい成果を

上げました。その結果、男女総合成績である天

皇杯順位が28位となり、昭和62年の沖縄国体以

来24年ぶりの20位台という大躍進をなし遂げる

ことができました。これもひとえに、本県選手

団が「がんばろう宮崎！」を合い言葉に、宮崎

のみならず全国に元気を発信する気概を持って

競技に臨んでいただいた結果であると、大変う

れしく思っております。県民の皆様にとりまし

ても大変明るいニュースとなり、勇気と元気を

与えていただきました。本県選手団の堂々とし

た戦いぶりに、改めて敬意と感謝を表しますと

ともに、県議会を初め御支援をいただきました

県民の皆様に、心より感謝を申し上げます。

それでは、議案の概要について御説明申し上

げます。

初めに、補正予算案についてであります。

補正額は、一般会計45億5,695万4,000円、特

別会計2,435万4,000円であります。このうち一

般会計の歳入財源は、使用料及び手数料71

万1,000円、国庫支出金31億5,621万3,000円、財

産収入１億2,933万1,000円、寄附金１億円、繰

入金９億3,809万9,000円、諸収入２億円、県

債3,260万円であります。この結果、一般会計の

歳入歳出予算規模は5,889億1,338万9,000円とな

ります。

以下、その主なものについて御説明いたしま

す。

まず、東日本大震災対策についてであります

が、県内市町村から寄附をいただいた１億円に
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つきまして、「宮崎県東日本大震災被災者等支

援基金」に積み立てるとともに、その一部を、

「みやざき感謝プロジェクト」の一環として、

宮城県内の学校給食への食材提供に活用するこ

ととしております。また、東日本大震災による

福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、環境放

射能の監視体制を強化するため、空気中の放射

線量を測定するモニタリングポストなどの測定

機器の整備を行うこととしております。

次に、口蹄疫・経済復興対策についてであり

ますが、口蹄疫防疫期間中の家畜人工授精業務

自粛の影響により、今後、競り市場への子牛の

出荷頭数の大幅な増減が想定されますことか

ら、子牛価格の安定対策等を講じることとして

おります。

また、口蹄疫からの再生・復興に当たり、肥

育用の子豚を供給する養豚繁殖センターを整備

するなど、畜産農家の経営再開に向けた取り組

みの積極的な支援を行うことにより、飼養頭数

の確保及び地域経済の回復を図ることとしてお

ります。

最後に、その他の対策といたしまして、地域

医療再生計画の拡充と、葉たばこ農家対策を講

じることとしております。

地域医療再生計画につきましては、地域医療

再生基金を創設し、宮崎大学医学部における地

域医療学講座の設置支援やドクターヘリの導入

など、さまざまな事業に取り組んでいるところ

でありますが、今般、全県的な施策をさらに推

進するため、本基金への積み増し等を行うこと

といたしました。今後、拡充分の計画実施によ

り、がん対策、急性心筋梗塞対策のほか、東日

本大震災等を踏まえた災害・救急医療対策な

ど、地域医療対策のさらなる充実強化に向け、

各種施策を積極的に講じてまいります。

葉たばこ農家対策につきましては、葉たばこ

を廃作して作物転換を図る農家や、栽培を継続

して規模拡大等を行う農家が、必要な経費につ

いて融資を受ける場合に利子補給を行い、農業

経営を支援することとしております。

次に、予算関係以外の議案について御説明い

たします。

議案第４号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」は、高齢者の居住の安定確

保の推進を図るため、サービス付き高齢者向け

住宅登録制度を新設することに伴い、所要の改

正を行うものであります。

議案第12号「みやざき県民の住みよい環境の

保全等に関する条例の一部を改正する条例」

は、本県における地球温暖化防止対策の推進を

目的に、事業者における省エネルギーなどの温

室効果ガス排出量削減の取り組みを強化するた

め、所要の改正を行うものであります。

議案第16号から第30号の「公の施設の指定管

理者の指定について」は、宮崎県男女共同参画

センターなど109施設の管理を行わせる指定管理

者の指定について、「公の施設に関する条例」

等の規定に基づき、議会の議決に付するもので

あります。

議案第33号「都市公園条例の一部を改正する

条例」は、都市公園における自動販売機の設置

等に係る使用料の区分等を規定するため、所要

の改正を行うものであります。

議案第34号及び議案第35号は、県人事委員会

勧告を踏まえ、「職員の給与に関する条例」

外、関係条例の一部を改正する条例でありま

す。

このほか、議案第５号「議会の議員その他非

常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一

部を改正する条例」外11件でありますが、説明
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は省略をさせていただきます。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

○外山三博議長 知事の説明は終わりました。

◎ 議案第34号及び第35号委員会付託

○外山三博議長 ただいま提案されました議案

のうち、議案第34号及び第35号について、質疑

の通告はありません。

当該議案については、お手元に配付の付託表

のとおり、それぞれ関係の委員会に付託いたし

ます。

◎ 議員発議案送付の通知

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会から議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成23年11月25日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 議会運営委員長 押川修一郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

軽油引取税の免税措置及び農林漁業用Ａ重

油に係る石油石炭税の免除・還付措置に関

する意見書

◎ 議員発議案第１号追加上程、採決

○外山三博議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第１号を日程に追加し、議題とするこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第２項及び

第３項の規定により、説明、質疑及び委員会の

付託を省略して直ちに審議することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第１号についてお諮りいたしま

す。

本案を原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は原案のとおり可決されました。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす26日から29日までは、常任委員会並びに

議案調査等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、30日午前10時開会、一般質問

並びに、先ほど付託いたしました議案につきま

しての常任委員長の審査結果報告から採決まで

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時20分散会



11月30日（水）



平 成 2 3 年 1 1 月 3 0 日 （ 水 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 岩 下 斌 彦 （自 民 党 つ く し の 会）

3番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 黒 木 正 一 （自由民主党）

7番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

8番 内 村 仁 子 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 図 師 博 規 （日 日 新）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

17番 太 田 清 海 （ 同 ）

18番 田 口 雄 二 （新みやざき）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 押 川 修一郎 （ 同 ）

24番 外 山 衛 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

30番 井 上 紀代子 （新みやざき）

31番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 横 田 照 夫 （ 同 ）

34番 中 野 一 則 （ 同 ）

35番 中 野 廣 明 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 牧 元 幸 司
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福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

環 境 森 林 部 長 加 藤 裕 彦

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

県 土 整 備 部 長 児 玉 宏 紀

会 計 管 理 者 豊 島 美 敏

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 日 隈 俊 郎

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

選 挙 管 理 委 員 長 川 崎 浩 康

人 事 委 員 長 村 社 秀 継

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 高 勝 弘

事 務 局 次 長 成 合 修

総 務 課 長 山之内 稔

議 事 課 長 武 田 宗 仁

政 策 調 査 課 長 福 嶋 幸 徳

議 事 課 長 補 佐 谷 口 浩太郎

議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 議案第36号から第39号まで追加上程

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、一般質問並びに議案第34号及

び第35号についての常任委員長の審査結果報告

から採決まででありますが、お手元に配付のと

おり、知事より議案第36号から第39号までの各

号議案の送付を受けましたので、これらを日程

に追加し、議題とすることに御異議ありません

か。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 知事提案理由説明

○外山三博議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 ただいま提案

いたしました議案の概要について御説明申し上

げます。

初めに、補正予算案についてであります。

今回の補正は、国の平成23年度補正予算第３

号の成立及び公共事業費の国庫補助の決定に伴

うもの、並びにその他必要とする経費について

措置するものでありまして、東日本大震災関連

の全国防災対策事業としての公共事業や、口蹄

疫復興宝くじの収益金の積み立て等を行うもの

であります。

補正額は、一般会計74億6,765万4,000円であ

ります。これに要します歳入財源は、分担金及

び負担金１億3,540万円、国庫支出金36億8,173

万1,000円、繰入金9,604万9,000円、諸収入７

億9,157万4,000円、県債27億6,290万円でありま

す。この結果、一般会計の歳入歳出予算規模

は5,963億8,104万3,000円となります。

以下、その主なものについて御説明申し上げ

ます。

まず、国の３次補正関連事業等につきまして

は、東日本大震災関連としまして、全国防災対

策とその他の事業を行うことといたしておりま

す。全国防災対策としましては、特別支援学校

の耐震補強工事等を行うとともに、道路、河

川、漁港、治山等の一般公共事業を行うことと

しております。その他の事業としまして、医療

関係では、災害拠点病院や災害派遣医療チーム

（ＤＭＡＴ）の機能強化を図るとともに、雇用

関係では、緊急雇用創出事業の拡充により追加

交付される交付金を基金に積み立てることとし

ております。また、今議会の冒頭に御報告いた

しました口蹄疫復興宝くじにつきまして、その

収益金の額が確定いたしましたので、その全額

を口蹄疫復興対策基金へ積み立てることといた

しました。

次に、議案第37号は、収用委員会委員久保和

華氏が平成23年12月27日をもって任期満了とな

りますので、その後任委員として梅田菜保子氏

を任命いたしたく、議案第38号は、収用委員会

委員眞茅喜久氏が平成23年12月27日をもって任

期満了となりますので、その後任委員として梅

薗雄次郎氏を任命いたしたく、また議案第39号

は、収用委員会予備委員梅薗雄次郎氏が平成23

年12月27日をもって任期満了となりますので、

その後任予備委員として沼田憲明氏を任命いた

したく、土地収用法第52条第３項の規定により

県議会の同意を求めるものであります。

以上、追加提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

平成23年11月30日(水)
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○外山三博議長 知事の説明は終わりました。

◎ 一般質問

○外山三博議長 それでは、ただいまから一般

質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、黒木正一議員。

○黒木正一議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。通告に従いまして一般質問を行いま

す。

月日のたつのは早いもので、東日本大震災が

起こりましてから、もう８カ月以上がたちまし

た。大震災を経験して多くの人たちが、大きな

悲しみとともに、何かが変わらなければならな

いと感じてきました。地震と津波、これも確か

に異常なことでした。特に被害に遭われた、犠

牲になられた方々にとってはとてつもなく大き

な出来事であったと思います。しかし、地震や

津波は、千年に一度かどうかはわかりませんけ

れども、自然現象の大きなサイクルの一つであ

ります。しかし、原発事故は、それが地震、津

波によって引き起こされたものであるにせよ、

全く別の出来事でありました。人がもっともっ

とと求めてきた豊かさの産物であり、自然現象

とは別物であり、そのことが多くの人たちに、

これまでの発展、豊かさを求める延長線では未

来はないという思いを持たせたのではないで

しょうか。

先日、ブータン国王夫妻が来日し、その謙虚

な態度と言葉が多くの人たちに大きな感動を与

えました。ブータンについては過去に井本議員

から詳しい解説がありましたが、人口70万人の

小さな国、ＧＤＰ168位の国の国王の言葉にはな

ぜか力がありました。何かが変わらなければな

らないと感じていた我々にとって共感を覚える

ものでした。慶應大学名誉博士号授与式での、

「我々の世代は真の発展とは何かを考え直すこ

とが求められており、そうすることで本当に持

続可能な成長が実現できる」という言葉に心を

打たれました。

そこで、総合計画にもうたわれておりますけ

れども、24年度予算編成方針の中には、財政が

厳しい中にあっても、本県が抱える政策課題に

対応する優先度の高い施策については積極的に

推進する必要があるとして、アクションプラン

における重点施策新しい「ゆたかさ」創造プロ

グラムを推進すると書かれておりますが、知事

の考える新しい「ゆたかさ」とは何か、考えを

お伺いいたします。

以下の質問については質問者席より行いま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

新しい「ゆたかさ」についてであります。長

期的な視点から本県の将来を見ました場合、人

口構造の変化や経済のグローバル化など、私た

ちを取り巻く社会経済情勢は大きく変化してま

いりますので、これに伴い、価値観や豊かさに

対する意識も変わっていくものと考えておりま

す。このため、総合計画の中では、人口増加や

経済拡大を前提とした従来の価値観を転換し、

これからの時代に対応した新しい「ゆたかさ」

を創造していくこととしたところであります。

この新しい「ゆたかさ」とは、経済的な豊か

さはもちろんでありますが、人や地域のきず

な、健康で安全・安心な暮らし、豊かな自然や

環境など、心豊かに幸せに暮らせることを言っ

平成23年11月30日(水)
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ておるものであります。今お話のあったブータ

ンの幸福度と相通ずるものもあるのではないか

と考えておるところであります。このようなこ

とから、総合計画のアクションプランでは、産

業の振興だけでなく、地域コミュニティーの機

能の強化や高齢者の社会参加の促進、地域防災

力の向上や環境・新エネルギーの先進地づくり

など、10の新しい「ゆたかさ」創造プログラム

を設定したところであります。以上でありま

す。〔降壇〕

○黒木正一議員 24年度の予算編成方針重点施

策を見ますと、過疎地域における医療確保や、

都市部と中山間地域の交流促進による地域の活

性化など、中山間地域に特に配慮したものだと

私は勝手に解釈をしております。６月の議会に

おいて、農家所得が減少していること、農業所

得も減少しているものの、農外所得が大きく減

少し、全国で最下位の位置にまで減少して経済

的に厳しくなっていることを申し上げました。

この大きな原因は、公共事業の減少など、雇用

の減少、不安定化が大きいと考えられます。本

県には高速道路や、国県道もそうでありますけ

れども、真に整備が必要な社会資本が、特に中

山間地域を中心として多く残っています。口蹄

疫の影響などにより停滞している本県経済の状

況などを踏まえ、特別枠を設け、予算の重点化

を図ることが検討されているようであります

が、景気対策に効果のある公共事業の確保につ

いて、知事の考えをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県の社会資本整備の

状況でありますが、御指摘のような高速道路や

国県道の改良を初めとしまして、全国に比べて

大きくおくれている状況にございます。また加

えて、東日本大震災を契機といたしました防災

対策事業など、県民の安全・安心を確保するた

めの取り組みが必要となっておりますので、今

後とも、必要な公共事業予算の確保を図ること

が極めて重要であると考えております。しかし

ながら、国の来年度予算の概算要求における公

共事業関係費につきましては、一律10％削減と

されておりまして、別枠措置の日本再生重点化

措置につきましても、総額7,000億円の予算枠に

全体で約２兆円の要求がなされるなど、公共事

業予算の見通しは大変厳しい状況にあるものと

考えております。

本県におきましては、極めて厳しい財政状況

に対応するために、来年度予算編成におきまし

て、公共事業費についても一定のシーリングを

行うこととしておりますが、一方で、口蹄疫の

影響などで停滞している地域経済の活性化など

を図る観点から、特別枠といたしまして─名

称は仮称でありますが─地域経済活性化枠を

設けることを検討することとしております。今

後とも、真に県民福祉の向上に必要な公共事業

につきましては、的確に取り組むことができる

ように、県債残高の抑制など財政改革の取り組

みとの均衡を図りながら、国庫補助等の財源確

保を含めまして、適切に対応してまいりたいと

考えております。

○黒木正一議員 過去の補正予算においても、

いろいろと景気対策に配慮していただいて、非

常にみんなから喜ばれております。ぜひ、財源

の確保についても御努力いただきますように、

よろしくお願いをしておきたいと思います。

続きまして、みやざき感謝プロジェクトにつ

いてお尋ねをいたします。

先ほども申しましたとおり、大震災が起きま

して８カ月以上が過ぎました。最近、マスコミ

で、被災地において自殺者がふえているという

報道がありました。すべてが震災の影響を受け
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ているとは言えないかもしれませんけれども、

被災地での自殺者数が、４月が４％、５月が20

％、６月には８％ぐらいの勢いでふえているこ

とが明らかになっています。この感謝プロジェ

クトは、県民が心を一つにして県民一体となっ

た取り組みを息長く進めていくための、宮崎と

してのさまざまな支援の取り組みについて、

「みやざき感謝プロジェクト」という名称を用

いて行動するということになっておりますけれ

ども、この中にあります「息長く進めていく」

ということが非常に重要だと思います。口蹄疫

のときも、いつまでも宮崎が忘れられなかった

ことが大きな励みになりました。片づけが次第

に進んで、ボランティアの人たちが少なくなっ

たこれからが大事と考えます。今回提案されて

いる補正予算でも、１億円を支援基金に積み立

てて、その一部を「みやざき感謝プロジェク

ト」の一環として活用することになっておりま

すが、今後の被災地への支援策についてお伺い

します。また、現時点において本県への避難者

数はどうなっているのか、公営住宅の入居状

況、さらに児童生徒の学校での受け入れ状況は

どうなっているのかを総務部長にお伺いしま

す。

○総務部長（稲用博美君） 東日本大震災の支

援につきましては、「みやざき感謝プロジェク

ト」といたしまして、県のみならず、市町村、

県民、企業・団体の皆様の協力もいただきつ

つ、また県民の皆様からの寄附を一部財源とす

る基金も活用して、職員やボランティアなどの

人的支援や本県の１次産品を活用した炊き出し

等、さまざまな支援に取り組んできているとこ

ろであります。このような中で、お話がありま

したように、震災発生から８カ月が経過し、被

災地は本格的な復旧・復興へ向かおうとしてお

りますが、一方では、仮設住宅での生活環境や

心身の健康の問題、地域コミュニティーの問題

などが生じていると伺っております。また、依

然、県外への避難を余儀なくされている被災者

が多数いらっしゃるといった状況もございま

す。

大震災の関係で県内へ避難しておられる方

は、11月22日現在で245名、このうち公営住宅に

入居されている方が100名程度、県内の公立学校

で受け入れている児童生徒数が30数名という状

況でございます。今後とも、庁内の関係部局や

市町村、さらには支援に積極的な県内外の民間

団体等とも連携・協力して、その時々の被災地

・被災者のニーズに応じた支援を行っていきた

いと考えております。

○黒木正一議員 これからできることは何なの

か、しっかりと検討して、息長く取り組んでい

ただきたいというふうに思います。

次に、「みやざき感謝プロジェクト」の一環

として、中山間地域において被災者の生活再建

を図るための雇用を委託する事業を行っており

ますけれども、何人雇用しているのか、またど

のような職種で雇用されているのかをお伺いい

たします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 東日本大震災

被災者受入応援事業で雇用された方でございま

すけれども、11月30日、本日現在で、農業や地

域づくり等の分野におきまして７名の方が雇用

されております。なお、12月１日からは、農業

の分野において新たに１名の方が雇用されるこ

とになっておりまして、雇用人数は合わせて８

名となる見込みでございます。

○黒木正一議員 大震災の後、私の地元におい

ても、何かしてあげられることはないかという

ことで、廃校を利用したり空き家を利用して被
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災者を受け入れたらどうか、食料は何とかみん

なでしますよという話がありました。ただ、い

ろいろ話し合っていくうちに、長期的な雇用を

どうするかということになったときに非常に悩

ましいものがありました。こういう事業で１名

ふえて８名になるということでありますけれど

も、この実施期間が平成24年３月31日までだっ

たでしょうか。その延長も含めまして、希望に

応じられるように取り組んでいただきたいとい

うふうに思います。

続きまして、山間部における防災対策につい

てお伺いをいたします。

災害が起こったら、それを検証して新たな災

害に備えるということは非常に重要なことであ

ります。大震災による津波の被害を受けて、各

地で防災計画・マニュアルの見直しが行われて

おります。本県においては、新燃岳の噴火とか

大雨などの災害はあったものの、ここ数年大き

な台風の接近、上陸がなくて、かつての台風災

害は忘れられようとしております。本年９月の

初め、近畿地方を中心に台風12号が甚大な被害

を与えました。100人近くの方が亡くなられたと

聞いておりますが、この台風12号は、６年前に

本県に被害をもたらした平成17年の14号台風と

共通する点が多くありました。例えば、1,000ミ

リを超える大雨が降ったこと、深層崩壊が起き

て土砂ダムをつくったこと、避難勧告・指示が

なくて惨事が拡大したこと、高齢者の避難に手

間取ったこと、情報網がうまく機能しなかった

ことなどです。このような台風が本県に来た場

合、14号台風の教訓は果たして生かされたのか

と考えさせられました。

ことしの12号台風の後、死者、行方不明者が

出た箇所の多くで、避難指示・勧告発令が出て

いなかったということが報道されました。６年

前の台風14号では─これは国土交通省の砂防

課の検証でありますけれども─土砂災害で死

者の出た箇所のうち、災害前に避難勧告が発出

されたのは10カ所中１カ所だけという報告がさ

れております。山間地においては危険箇所が多

く、安全な避難適地が少ないことや、河川の水

量とか水位などの判断が難しくて避難勧告など

発令しにくいという状況が考えられます。市町

村が発令できない場合には、かわりに知事が出

せることになっておりますけれども、このよう

な避難勧告発令等につきまして、県としてはど

のような支援を行っているのか、総務部長にお

伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 住民に対する避難

勧告等につきましては、災害対策基本法におき

まして、市町村長が判断し、発令するものとさ

れております。しかしながら、特に土砂災害の

発生に関しましては、地形・地質や降雨の状況

などに左右されるため、災害の発生箇所を事前

に特定することが難しく、避難勧告等の発令区

域やタイミングの判断が難しいケースもあると

思われます。県といたしましては、平時から市

町村に対しまして、避難基準の策定に向けた働

きかけや技術的助言などの支援のほか、災害が

予想される段階では、総合河川砂防情報システ

ムによる土砂災害の予測情報や、土砂災害警戒

情報などの警戒避難のための情報を適時的確に

提供し、市町村の判断の支援にも取り組んでい

るところであります。なお、市町村の意思決定

機能に影響を及ぼすような大災害が発生しまし

た場合には、県が市町村にかわって避難勧告の

発令などを行うこととなっております。

○黒木正一議員 12号台風で10人以上の犠牲者

が出ました奈良県十津川村に、私も学生のころ

行きました。96％が山林ということで、私の住
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んでいる村といい勝負だなと、行ったとき思っ

たんですけれども、それぐらいの山村でした。

ここの避難場所というのは４割ぐらいが災害の

危険があるところにあるそうです。多分ここの

村長さんも避難指示・勧告―想定外の雨量が

あったこともありますけれども―を発令する

のに非常に悩んだのではないかなと、想像した

ところでありました。

６年前の14号台風のときの―これも国土交

通省の検証でありますけれども―土砂災害で

死者・行方不明者の出た11カ所―宮崎県です

が―のうち砂防施設があったのは１カ所のみ

であったのが課題とされ、その対応策として避

難地を保全、創出する砂防事業の重点実施が必

要というふうに指摘されております。深層崩壊

の危険地域も多く、すべての危険地域の安全対

策は財政的にも困難であるということから、安

全な避難地づくりに重点を置いた対策が山間地

域の防災上重要なことと考えます。14号台風の

検証をもとにその対応がなされているのか、ま

た考え方についてお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 市町村が選定する

避難場所につきましては、災害による影響を受

ける可能性が少ない場所を確保することは当然

でありますが、山間部など地域の状況によりま

しては、そのような場所の確保が困難な場合も

あると認識しているところであります。県とい

たしましては、過去の土砂災害の教訓も踏まえ

ながら、安全な避難場所の確保に向けて、市町

村に対し、避難場所の見直しについて助言等を

行ってまいりますとともに、砂防ダムなど防護

施設の整備箇所を選定する場合に、地域の避難

場所や災害時要援護者の関連施設がある区域を

最優先で検討するなど、可能な限り配慮してま

いりたいと考えております。

○黒木正一議員 想定外という自然災害がふえ

る中で、人命を守るにはいかに安全なところに

早く避難するかが重要だと思います。すべての

家屋の安全を図るというのは非常に無理なこと

ですから、安全な避難地づくりに可能な限り配

慮をいただきたいというふうに思います。

現在、私の地元の商店街におきまして、水防

災事業が着々と進んでおり、また九州電力のダ

ムにおいて、洪水時の土砂を通過させるダム改

造計画も始まっており、大いに防災対策につな

がるというふうに期待をしておるところです。

そのダムでありますけれども、特に水力発電所

が集中している耳川流域のダムの耐震安全性に

ついてお伺いをいたします。耳川流域には支流

も含め８つのダムがあります。一番新しいダム

で完成から50年がたっており、西郷ダムは一番

古く、82年もたっています。一番上流にある上

椎葉ダムは、56年前に建設された日本初の大規

模アーチダムです。当時、アーチダムは海外で

は大規模なものが建設されていたようですが、

日本では、一つは耐震性の問題で建設が行われ

ておらず、地震国であり、特に日向灘に沿う宮

崎県での大規模アーチダムの建設は不安視され

ていたと聞いておりますけれども、安全性はど

うか、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 耳川水系に

は、今お話がありましたとおり、上椎葉ダムを

初め、九州電力が管理している８つのダムがご

ざいます。これらのダムは、昭和４年から昭

和35年までに完成したものでありますが、九州

電力では平成20年から22年にかけまして、現行

の設計基準に照らして耐震性のチェックを行

い、ダムの安全性を確認していると聞いており

ます。さらに、アーチ式コンクリートダムで高

さが100メートルを超える上椎葉ダムにつきまし
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ては、東日本大震災後、同規模程度の地震に対

するダムの耐震性を再検証しておりまして、十

分な安全性を確保していると聞いているところ

でございます。今後、国や関係機関によります

東日本大震災の検証が進み、ダムの耐震性につ

いての考え方が新たに示されたときには、県は

河川管理者として九州電力に対して適切に対処

するよう指導してまいりたいと考えておりま

す。

○黒木正一議員 次に、林業の問題について質

問をいたします。

森林・林業再生プランに基づく森林経営計画

がスタートいたします。現在、現場においてそ

の実施に向けた説明会などが行われています。

これから森林組合と森林所有者とで経営計画を

つくっていくことになろうかと思いますが、説

明会の状況を聞きますと、２人とか５人とかの

出席しかなかったというところもあるようで、

現在の林業の置かれている情勢を感じさせられ

るものがあります。説明会で出た意見を聞いて

みますと、搬出間伐が原則となることから、果

たして労力は確保できるのか、また制度自体が

よくわからないという声が多いようです。制度

の変わり目で混乱が生じることは予想されます

が、新しい制度を理解して、計画がスムーズに

スタートできるように努めていかなければなら

ないと考えます。今後、どのようにこの計画の

スタートに向けて進めていくのか、考えをお伺

いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 森林経営計画

は平成24年度から認定が開始されることから、

県では、市町村や森林組合等に対して説明会を

開催するとともに、市町村、森林組合、県出先

機関が共同で、森林所有者等を対象とした座談

会を開き、経営計画の認定基準や補助制度との

関連等について周知を図ってきたところであり

ます。しかしながら、従来の制度と大きく内容

が異なることなどから、森林所有者等には十分

浸透していない状況もあります。このため、市

町村の広報紙などを活用して、さらに森林所有

者等に対する情報提供に努めるとともに、特

に、これまで森林施業計画を作成し、補助制度

を活用して森林施業を行ってきた森林所有者等

に対しては、施業計画との違いなどを座談会等

でわかりやすく説明し、森林経営計画への円滑

な移行に努めてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 森林・林業再生プランの策定

を受けて、実際の路網整備や利用間伐などを実

践する先行的な取り組みを全国の５地域で進め

ております。本県においては椎葉村にある県有

林で行われており、私も２回ほど見学に行きま

した。ドイツ仕様の路網整備が行われて、ヨー

ロッパ製の高性能林業機械を導入しており、

チェーンソーで切り倒した木材を集める「集

材」、枝払いをして適当な長さに切る「造

材」、材を運ぶ「集積・搬出」を１台でこなす

多機能機械が動いておりました。これはすごい

機械ですけれども、現場は、椎葉村でも傾斜が

緩く条件のよい場所であって、急傾斜の多い林

業地帯のどこでも使えるものではないなという

印象でした。この取り組みは、現地の作業条件

に適合するよう改良を行い、作業効率を飛躍的

に向上させるシステムを開発、実証するという

ことになっており、今後、改良が進められると

いうふうに思いますけれども、実践事業の取り

組みについて、現状をどのように検証されてい

るのかをお伺いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 森林・林業再

生プラン実践事業は、最新鋭の高性能林業機械

を活用して、間伐の生産性を向上させる先進的



- 19 -

平成23年11月30日(水)

な取り組みをモデル的に行うものでありまし

て、お話にありましたように、椎葉村におい

て、宮崎県森林組合連合会と造林素材生産事業

協同組合連合会が連携して実践する取り組み

が、全国５地区の１つとして選定されていま

す。この事業では、本県の森林の特性に適合す

る新たな低コスト作業システムを構築するた

め、効率的な路網の作設や、導入した高性能林

業機械の改良等を行いながら、素材生産におけ

る労働生産性や経費に関するデータを収集し、

経済性の検証に取り組んでおります。また、高

性能林業機械の作業時における安全性や操作性

についても、検証を重ねているところでござい

ます。

○黒木正一議員 この実践事業は、地元の人が

見に行って、これは機械屋がもうけるだけじゃ

ないかとか、メンテナンスがどうなるのかと

か、いろんな―かつて大型のチェーンソーが

ドイツから入ってきて、こんなものが山の中で

使えるかというようなことがあったそうですけ

れども。これはあくまでモデル事業ですからと

いう話をしているんですけれども、今後、日本

型に改良していくものだなと、宮崎モデルがで

きればいいなというふうに考えております。

次に、大径木の対策についてお伺いいたしま

す。間伐が促進され、長伐期施業が進みます

と、将来、間違いなく大径木がふえ、木材の高

齢化が今後の課題となります。木材の価格は、

直径30センチを境に、太くなるほど安くなるの

が現状です。床の間を備えたような本格的な和

室のある家が減ったり、生活様式の変化で木材

のニーズが変わり、大径木の需要が減っている

のも原因と思われます。大径木に対応した加工

施設整備など、今後の取り組みについてお伺い

いたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 本県の杉は成

長が旺盛であるため、今後、森林資源の充実に

伴い、直径30センチ以上の大径材が大幅に増加

すると見込まれており、大径材の有効活用を図

ることは大変重要であると認識しております。

このため、県としましては、木材利用技術セン

ターにおいて、大径材の効率的な木取りや乾燥

技術の開発、大径材を活用した付加価値の高い

製品づくりなどに取り組むとともに、住宅業界

と木材業界が協働して行う大径材を活用した家

づくりの提案についても支援しているところで

あります。また、国の第３次補正予算の森林整

備加速化・林業再生事業等を活用して、大径材

の製材加工に対応した施設整備も進めてまいり

たいと考えております。

○黒木正一議員 大径木の山がふえますと、当

然でありますけれども、山は重くなっていくん

じゃないかなというふうに思います。崩壊の起

こりやすい土質で台風の影響も多い本県におい

ては、小面積の皆伐を取り入れた循環林業とい

いますか、そういうシステムをうまく組み合わ

せることも必要ではないかというふうに思いま

す。それが山村に雇用を生むことにもつながり

ます。また、ＣＯ２の吸収効果は樹齢15年から40

年が最も多く、80年を過ぎると吸収力はほとん

どないとも言われておりますし、温暖化対策の

視点からも考えていかなければならないという

ふうに思います。

続きまして、中国木材の進出について。この

件につきましては、過去に複数の議員から質問

がありましたが、昨年10月、中国木材は、大分

県の佐伯市の製材業者などと組織しておりまし

た大型製材工場を買収して操業しております。

中国木材は、呉とか、伊万里、北広島、鹿島、

茨城が生産拠点で、伊万里のような一極集中型
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から分散立地型のビジネスモデルを追求するよ

うになるというふうにも言っているといううわ

さも聞いております。本県においては、細島港

が重要港湾として指定され、整備が進み、木材

産業の一大拠点として期待されており、その目

玉として中国木材の進出が望まれております。

知事は、広島県の出身ということでもありまし

て、中国木材の本社に直接出向かれたというふ

うに伺っておりますけれども、その可能性や感

想についてお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 中国木材につきまして

は、ことし８月に私みずから本社を訪問いたし

まして、本県への早期の進出を直接、社長さん

を初め、担当者の皆様に要請をしてきたところ

であります。中国木材としましては、本県に進

出する意思には変わりがないということであり

ますが、国内市場における景気の低迷や、特に

本県に進出した場合は輸出を中心に考えられる

ということでございまして、長引く円高による

海外市場の動向というものを非常に気にしてお

られまして、こういった動向等を注視しなが

ら、慎重に進出の時期を見きわめているという

ことでありました。県といたしましては、引き

続き、訪問活動などを通じて本県への早期進出

を働きかけてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 次に、森林整備加速化・林業

再生事業についてお伺いいたします。この基金

事業は、地域における間伐などの森林整備の加

速化と、森林資源を活用した林業・木材産業な

どの地域産業の再生を図るという事業で、それ

ぞれの地域に応じたメニューが選択でき、使い

勝手がいいということから、24年度以降も拡

充、延長を求める声が大きく、我々県議会、林

活議連、地方議会等からも意見書の提出、要望

などを行ってきたところでありますが、11月21

日、第３次補正予算が成立し、予算額も現行よ

りも６億円増額して1,399億円となったというふ

うに伺っております。ただ、延長の趣旨は、あ

くまで復興に必要な木材を安定供給するという

ことにあり、復興木材安定供給事業となってお

り、復興に直結しない事業メニューがどうなっ

たのかが懸念されます。延長となった本基金事

業は、事業メニュー等が現行とどう変わったの

かを環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 第３次補正予

算の森林整備加速化・林業再生事業は、東日本

大震災の被災地での本格的な復興を早期に図る

ため、間伐や路網の整備、製材施設等の整備を

実施し、復興に必要な木材を全国規模で安定供

給するとともに、林業・木材産業の再生を図る

ものであります。このため、搬出間伐や林業専

用道などの路網整備、高性能林業機械の導入の

ほか、木材の加工流通施設やバイオマス関連施

設の整備等は、これまで同様、事業の対象と

なっておりますが、木造公共施設や特用林産施

設の整備などにつきましては、対象外とされた

ところであります。

○黒木正一議員 間伐、路網の整備とか、林業

の機械化とか、木材加工、バイオマス施設など

はメニューに残ったけれども、公共建築物等の

整備、それから特用林産施設の整備というのが

この事業のメニューから落ちたということであ

りますが、この事業から木造施設整備に、全国

で250億を超す支出がこれまであったというふう

に伺っております。これは、復興対策という観

点からは仕方がないと考えなければいけないか

なとも思いますけれども。ただ、国は公共建築

物等木材利用促進法を制定して、公共建築物に

ついて可能な限り木造化、木質化を図るという

ことにしておりまして、公共建築物の木造率
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を10年後に倍増するという目標を設定しており

ます。また、本県においても、国の基本方針を

踏まえて、公共建築物における木材利用のさら

なる推進を図るということになっております

が、この再生事業で木造公共施設などの整備が

落ちたということは、これらの流れに逆行する

ものではないかというふうに考えます。国、県

の目標を達成する予算というのは確保できるの

かどうか、お伺いをいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） ただいま申し

ましたように、国の３次補正からは木造公共施

設等整備が事業の対象外となったところですけ

れども、議員御指摘のとおり、昨年10月には、

公共建築物等における木材の利用の促進に関す

る法律が施行され、国産材需要拡大に向けた環

境づくりもなされたところでありますので、森

林・林業・木材産業づくり交付金などの木造公

共施設整備への支援拡充につきまして、今後、

国に対し要望してまいりたいというふうに考え

ております。

○黒木正一議員 この事業が延長されたという

のは本当にありがたいことだと思います。ぜひ

有効に活用していただきたいというふうに思い

ますし、木造化予算についてもぜひ国に要望し

て、確保していただきたいというふうに思いま

す。

私の地元において、建設業の廃業などにより

まして林業従事者になる人が出てきておりま

す。かつて東国原前知事の時代も、建設業から

林業にはシフトしやすいんだというようなこと

をよく言われておりましたけれども、県内でど

れぐらいの人が林業に参入しているのかをお伺

いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 県内の主な林

業事業体を対象に行いました調査によります

と、平成22年度では、他の業種から林業へ新規

参入した人数は92名となっております。その内

訳は、建設業からが36名で約４割を占めてお

り、製造業が12名、運輸業が９名、サービス業

が８名、農業・漁業が７名などとなっており、

建設業からの参入者が多くを占める状況となっ

ております。

○黒木正一議員 これは大変大きな数だと思い

ます。木材価格が非常に低迷している中で、緊

急経済対策や雇用対策などで手当てがあって、

これだけ参入ができたのではないかと、私は想

像するんですけれども、今後、安定した雇用が

続くように、事業の確保などに努力していただ

きたいというふうに思います。

次に、鳥獣害対策についてお伺いいたしま

す。猟期になりました。地元に帰りますと、猟

をする犬の鳴き声が聞こえます。私の地元の村

では、さきの日曜日にはシカの一斉捕獲が行わ

れておりました。「きょうはシカの一斉捕獲を

するので、山で作業する方は注意してくださ

い」というお知らせが流れておりました。何頭

捕獲したかはわかりませんけれども、地域ぐる

みでの鳥獣害対策が行われております。私の地

元では、ほんの数年前までシカの鳴き声を聞く

ことはありませんでした。ましてや、姿を見る

ことなどはなかったのですが、この前も山道を

車で走っていると、突然大きな角を持った大き

な雄ジカが道下から飛び出てきて、車の前を横

切りました。秋になると独特な声で、フィーと

かピーとかいうような声で鳴きます。シカは繁

殖期になると数頭の雌を囲い込み、ハーレムを

つくるのだそうです。この鳴き声は雄が雌を呼

ぶ声だそうで、この鳴き声を聞くたびに、また

来年はシカがふえるなというふうに思います。

本県では鳥獣被害対策緊急プロジェクトをつ
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くって、対策を行っております。基本方針は、

鳥獣害対策の専門家である井上先生の指導によ

るものでありますけれども、井上先生による

と、鳥獣害がふえた原因は、一般的に言われて

いるような温暖化、過疎・高齢化、人工林の増

加、狩猟者の減少ではなく、集落でのえづけが

成功した結果、起きて当たり前のことが起きて

いるだけだと言われます。しかし、直接的には

ふえた原因がそうであっても、大きくふえたシ

カが、人工林が成長し、えさ場が次第に少なく

なっている中では、えさを求めて里山から平場

へと広がっていくことが予想されます。このよ

うな中、ある程度、個体密度を下げなければ何

をやっても無駄ではないかという声も聞きま

す。１年や２年で成果を評価することはできな

いとは思いますけれども、現時点でのこのプロ

ジェクトの評価、そして目標値も設定しており

ますけれども、達成する見込みがあるのかを県

民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 鳥獣被害対策

につきましては、平成22年度から、その推進体

制といたしまして、鳥獣被害対策特命チームを

本庁と各地域に設置するとともに、緊急プロ

ジェクト推進計画を策定しまして、被害防止対

策、捕獲対策、生息環境対策から成る総合的な

対策を、全庁挙げて推進しているところでござ

います。このプロジェクトの進捗状況を見てみ

ますと、シカ、イノシシ、猿の捕獲頭数や、モ

デル集落の設置、技術指導者（マイスター）の

育成を初め、おおむね計画どおりに進んでおり

ますとともに、効果的な防護さくの設置や鳥獣

を寄せつけない集落環境の改善が進みまして、

住民みずからが被害対策を実施する機運が醸成

されつつあります。しかしながら、依然として

農林作物等の被害が生じておりまして、取り組

みをより一層推進していく必要があります。今

後とも、適切な捕獲とともに、地域住民と一体

となった総合的な鳥獣被害対策を展開してまい

りたいと考えております。

○黒木正一議員 国は、鳥獣被害防止特措法の

制定とあわせ、平成20年に鳥獣害防止総合対策

事業を創設し、23年度においては緊急対策とし

て予算額を大幅に増額しております。23年度、

鳥獣被害防止総合対策交付金の県別配分額は、

本県と同等の被害額の他県と比べるとかなり低

くなっております。金をかけるということだけ

が対策とは思いませんけれども、どのような理

由でこのような差が出ているのか、そしてま

た、今後どう対応していくのかということにつ

いてお伺いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 今年度の交付

金につきましては、全国段階では予算額の２倍

以上の要望が上がっており、結果としまして

は、本県への配分率は52.3％で、全国平均

の48.9％とほぼ同等でございましたが、本県の

場合、要望額の積み上げが少なかったことか

ら、交付額は他県と比較して低いものとなって

おります。なお、来年度事業につきましても、

引き続き、国の鳥獣被害防止総合対策として110

億円余の概算要求がなされているところであ

り、本県におきましても、国の事業概要の公表

を受け、10月上旬から市町村への事業説明会を

行い、現在、２回目の要望調査を実施している

ところでございます。さらに、今後につきまし

ても、正式な国への要望に向けまして、再度、

県内市町村を個別に巡回いたしまして、一層の

事業の掘り起こしに努めてまいりたいと考えて

おります。以上でございます。

○黒木正一議員 この件に関しましては、さき

の議会において押川議員のほうから代表質問で
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取り上げた問題でありますけれども、今でもこ

の件については、これだけ宮崎県の対策費がな

かったというのは議員の怠慢ではないかという

声も多くいただいておりますし、いまだに理解

できないものでありますから―間違いなく被

害は広域化しております。広がっております。

他県の取り組み等も調査されて、今後、有効に

活用できるように取り組んでいただきたいとい

うふうに思います。

次に、緊急プロジェクトについてであります

けれども、この中で、獣肉の商品開発、販路開

拓にも取り組むということになっております。

このことについてお聞きするわけであります

が、鳥獣被害というのは日本独自なものかとい

うふうに思っておりましたが、実はヨーロッパ

やアメリカでも社会問題になっているそうであ

ります。「現在の先進諸国はまさに大型草食獣

の楽園である」と書いてある本を読んで、驚き

ました。ヨーロッパでは日本にはない狩猟権と

いうものが土地所有者に与えられており、日本

の場合、狩猟免許を取って都道府県で登録を行

えば、法律的には県内どこでも狩猟することが

できますが、ヨーロッパでは、免許と登録に加

えて土地所有者から狩猟する許可を得る必要が

ある。その許可は、山に入るための借地代や動

物捕獲代を支払うことで認められるということ

だそうで、土地所有者は狩猟権を狩猟者に貸し

出すことで収入を得ることができる。狩猟した

肉の販売は一つの大きな産業になっており、消

費者から食肉業者、狩猟者、土地所有者へとい

う経済の流れができているということでありま

す。日本には、ヨーロッパのような日常的にジ

ビエ料理を食べるという食習慣がなくて、その

上、このように食べ物があふれている、そうい

う中で商品の開発、販路開拓は容易ではないと

いうふうに思いますが、この取り組みについて

お伺いをいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） イノシシにつ

きましては、既に食肉として利活用がなされて

おるところでございますが、近年、個体数の増

加が著しいシカにつきましては、食肉としての

特性、あるいはこれまでの食文化でなじみが薄

いことなどから、余り利用が進んでおらず、地

域資源として利活用すべきとの意見が寄せられ

ているところでございます。県内の事例を見て

みますと、諸塚村において、シカ、イノシシの

生肉の販売が行われており、また延岡市北川町

におきまして、シカ、イノシシの生肉の販売に

加えまして、加工食品の開発や地元レストラン

での料理の提供が行われております。また、え

びの市におきましては、シカ皮製品の加工販売

が行われておりまして、地域活性化の一つの方

策として注目されているところでございます。

一方で、獣肉を商業的に取り扱うことにつきま

しては、食品衛生上の課題、あるいは安定供

給、品質の確保、生産コスト等の課題が考えら

れますが、地域活性化の観点から地域資源の一

つとして、その有効な利活用について今後促進

してまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 続きまして、子育て支援対策

についてお伺いをいたします。

８月28日だったと思います。未来みやざき子

育て県民運動推進大会というのに出席をいたし

ました。そこで知事が、未来みやざき子育て県

民運動推進宣言なるものを行いました。だれも

が子供を安心して生むことができ、子育てが楽

しいと感じられる宮崎づくりを県民運動として

取り組むということは、大切なことだと思いま

す。ただ、このような事業は成果が目に見えな

いということもありますし、評価も難しく、継
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続することもなかなか容易ではないなというふ

うに感じたところでした。そして、地域で支え

合う子育て応援事業の資料をいろいろいただき

ましたけれども、どのメニューを見ても宮崎市

で行われているものばかりでした。推進大会で

は杉浦太陽さんのトークショーがあり、漫画家

の高野優さんが進行したのですけれども、高野

さんのグッズを私の家に置いておりましたとこ

ろ、ある人が来て、「あら、高野優さんを何で

知っとっと」と言われまして、私はそれまで全

く知らなかったんですが、この人は有名だった

んだなと思いました。そして、何で知っている

かというと、こういう推進大会が宮崎であった

んですよという話をしましたら、「そういうこ

とがあるんですか。全くそういうことを知りま

せん」ということで、話を聞いて、そうだなと

思ったんですけれども、こういう人もいるわけ

です。運動のスタートというのは宮崎市が中心

となることは仕方がないとしても、人口の多い

都市部でなければならないということもありま

すが、人口の少ないところでもできることもあ

ると思います。これを市民運動、都会の花火で

終わらせない工夫が必要と考えます。県民運動

として推進するに当たり、知事の考えをお伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 社会全体で子育てを応

援する機運の醸成をさらに推進するとともに、

県民参加による子育て支援を促進していきた

い、そのように考えておりまして、県内の関係

団体、事業所、市町村などが幅広く参加をしま

した「未来みやざき子育て県民運動推進協議

会」を設置しまして、この運動を今、展開して

おります。各市町村におきましても、運動の推

進体制が整備をされまして、「わがまちの子育

て応援宣言」を制定するとともに、子育て関連

イベントなどが実施されるなど、さまざまな取

り組みがそれぞれに行われているところであり

ます。今後は、市町村との連携を強化しなが

ら、各企業の取り組み促進や、県民一人一人が

子育て支援活動に参加できるような仕組みづく

り、さらには、今御指摘がありましたようなＰ

Ｒ・広報にも努めますとともに、県内全域にこ

の運動を広げてまいりたいと考えております。

本県は、充実した保育環境や、元気な子供を

はぐくむ豊かな自然、さらには地域のきずなが

残されているなど、全国の中でも恵まれた子育

て環境を有していると考えております。私自

身、３人の子育てをしながら実感しているとこ

ろでございます。こうした本県の財産を生かし

ながら、県民全体で子育てを支えていきます

「未来みやざき子育て県民運動」を展開しまし

て、だれもが安心して子供を生み、子育てが楽

しいと実感できるような「日本一の子育て・子

育ち立県」を目指してまいりたいと考えており

ます。

○黒木正一議員 私は、宮崎市ばかりでやって

いるなと思っていたものですから、今、知事か

ら、各市町村でいろいろ取り組みが行われると

いうことをお聞きして初めて知りまして、田舎

者のひがみだったなというふうに思って、知ら

なかったと反省をしております。本当にこうい

う事業は、評価といいますか、目に見えない。

なかなか難しいと思うんですけれども、やるか

らにはしっかりと進めていただきたいというふ

うに思います。

子育ての支援として、子育て世帯向けの期限

つきの一般県営住宅─これは県営住宅を有効

に使うということで新たな取り組みがスタート

しておりますけれども─その応募の状況と今

後の取り組みについて、県土整備部長にお伺い
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いたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県営住宅の子

育て世帯向け期限つき入居につきましては、子

育て支援の一環としまして、本年６月の定例県

議会におきまして条例改正を行い、本年９月に

宮崎市内の小戸団地において募集を行いまし

て、11月１日に入居が完了したところでありま

す。募集結果としまして、募集戸数16戸に対し

まして42世帯が応募し、応募倍率が約2.6倍と

なっております。今後の取り組みについてであ

りますが、今回の募集結果、それからまた募集

説明会で実施しましたアンケート調査において

約９割の方が本制度に賛同していることなどを

踏まえまして、対象団地の立地条件、地域のニ

ーズ等を勘案の上、募集団地を段階的に県全体

に拡大したいと考えております。

○黒木正一議員 次に、自殺対策についてお伺

いしたいと思います。

ついこの前、我々会派の厚生部会で自殺対策

について、秋田大学、それから取り組みを行っ

ている青森県境の八峰町というところに行って

きました。秋田大学の本橋教授─医学部長で

すか、非常に早くから自殺対策の研究をされて

おる方でありますけれども─が、宮崎県のこ

とを非常に評価して、成果が上がっているじゃ

ないかというふうに話をされておりました。人

口100万ぐらいのところが一番効果が上がるんだ

と。対策の仕方によっては５年か10年で３割ぐ

らい減らせるんだということで、大学、県、市

町村で連携して、とにかく熱心に取り組んでい

るという印象でありまして、宮崎県のことも評

価しておりましたし、今後とも―時間が過ぎ

ましたので、また引き続き熱心に取り組んでい

ただくことをお願いしまして、私の質問を終わ

ります。（拍手）

○外山三博議長 次は、山下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。通告に従い順次お伺いしてまいりま

す。

東国原前知事からバトンを受けられ、河野知

事誕生から、はや10カ月が過ぎたところであり

ますが、昨年の口蹄疫発生から、知事就任と同

時に鳥インフルエンザの発生、そして１月下旬

の新燃岳の噴火、３月11日には多くの犠牲者を

出したあの東日本大震災と、全く息つく暇もな

いほどの慌ただしい毎日であられたと思いま

す。そして、最近では地方を犠牲にするような

ＴＰＰの動きなど、全く予期せぬことに追われ

る日々だろうと思いますが、今日のこの予想も

しない出来事が発生する中、多くの県民が大き

な不安を抱えてきておられると思います。さ

て、知事、本県のトップリーダーとして県民に

何を強く訴えていかれる所存か、お聞かせくだ

さい。また、就任後のトップセールスの実績

と、東国原前知事とのセールスの違いをお伺い

いたします。

以上、壇上からの質問を終わり、この後、質

問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、県民の皆さんに訴えたいことでありま

す。１点目は、知事就任時にも申し上げたとこ

ろでございますが、改めて県民の皆様には、常

在危機という意識─我々は常に危機のもとに

あるという意識─を持っていただきたいとい

うふうに考えております。ことし我が国では、

東日本大震災を初め大規模な災害が相次ぎ、本

県におきましても、昨年の口蹄疫に続き、鳥イ

ンフルエンザ、新燃岳の噴火に見舞われたとこ

ろであります。地震や台風などの災害はいつで
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も起こり得るものであります。また、口蹄疫や

鳥インフルエンザで起きた悲劇というものを再

び繰り返してはならないと考えております。自

助・共助・公助の観点から、安全・安心な宮崎

づくりに取り組んでまいりたいというふうに考

えておりますが、県民の皆様には、家庭や地

域、事業所において、それぞれに万全な備え

を、また改めて防疫の徹底をお願いしたいと考

えております。

２点目は、県民の皆様には積極的に県政への

参加をお願いしたいということでございます。

国、地方ともに大変厳しい社会経済情勢のもと

で本県を発展させていくためには、県民の皆様

一人一人が、郷土への誇りと愛着を胸に、まず

は身近なところから、自分ができるやり方で地

域づくりなどに参画していただくこと、県民総

力戦をお願いしているところでございます。そ

の積み重ねが大きな力となり、本県の確かな未

来を築く原動力になるものと考えております。

口蹄疫以来のさまざまな災害によりまして疲弊

をした経済の活性化を図りたいということで、

みやざき元気プロジェクトなどに取り組んでご

ざいますが、そのときにも県民一人一人の力の

積み重ねは大変重要なものと考えております。

このような県民の皆様の御協力や参画をいただ

きながら、今後とも、先頭に立って県政運営に

努めてまいりたいと考えております。

次に、トップセールスについてであります。

本県にとりまして、これまでの宮崎ブームの定

番・定着化と、口蹄疫被害などからの復興やイ

メージ回復を速やかに図ることが大変重要なも

のと考えております。このため、私自身、本年

１月の知事就任以来、全国各地や海外におい

て、農産物や物産、観光などの各分野におきま

して、19件のトップセールスを実施していると

ころであります。こういったトップセールスに

加えまして、派手さはなくともチームワークを

重視しながら、持てる潜在力を十分に発揮しま

して、全員で勝利をかち取ることができるチー

ムのように、分野の垣根や行政・民間などの枠

を超えまして、総力戦で情報発信や販売促進活

動に取り組むことが必要と考えておりまして、

オールみやざき営業チームというコンセプトを

政策提案の中に掲げたところでございます。今

後とも、必要に応じ、トップセールスやオール

みやざき営業チームでの取り組みを適宜組み合

わせながら、官民それぞれの強みを結集して、

宮崎を強力に売り込んでまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○山下博三議員 ありがとうございました。つ

い先日、11月15日から19日までの期間で、河野

知事は初の海外でのトップセールスに行かれま

したが、収穫もたくさんあったやに聞いておる

ところであります。東アジアの台湾、香港、マ

カオでのトップセールスの目的について、知事

にお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 海外でのトップセール

スは、韓国に続いて２件目ということになりま

す。今回の目的でございますが、本県経済の発

展を図る上で、経済成長が著しい東アジアの活

力を本県に取り込んでいくことが大変重要であ

ると認識しております。このため、今お話のあ

りました今月15日から19日にかけて、台湾、香

港、マカオにおきまして、相互交流の進展、拡

大などを目指し、交通、観光誘客、ブランド、

畜産の各分野の官民が一体となって、政府関係

機関や企業などに対しまして、宮崎を強くアピ

ールしてまいったところであります。行程はか

なりハードではありましたが、東アジアの経済

繁栄の状況というものを再確認いたしまして、
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これらの地域との交流の進展と拡大というもの

が、本県の経済の活性化はもとより、口蹄疫被

害などからの復興を図る上でも大変重要である

と、改めて認識をしたところであります。今

回、例えば、台湾で政府関係者や旅行エージェ

ントなどを招いて開催いたしました「謝恩の夕

べ」では、私自身が本県の食や観光の魅力とい

うもののプレゼンテーションを行いまして、宮

崎のよさにつきまして理解を深めていただくな

ど、確かな手ごたえを感じたところでございま

す。こうしたセールスの成果が今後さらに広

がってまいりますよう、引き続き関係者が一丸

となって努力してまいりたいと考えておりま

す。

○山下博三議員 台湾、香港、マカオが初めて

ということでありました。済みません。

それでは、また同じく伺っていきたいんです

が、今回の訪問について、４つのチーム―交

通チーム、誘客チーム、ブランドチーム、畜産

チームと、それぞれ４つのチームで目的を持っ

て行っておられますが、その目的について、総

括して商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 各チーム

の目的について、まとめてお答えをいたしま

す。

まず、交通チームにつきましては、チャイナ

エアライン本社や台湾政府機関に対し、宮崎―

台北線の維持充実の要望と相互交流の促進を行

うため、次に、観光誘客チームは、台湾、香港

の旅行会社等に対し、本県の観光素材の魅力を

直接ＰＲし、より一層の本県への送客を促進す

るため、また、ブランドチームは、台湾政府の

検疫、残留農薬検査等を所管する部署に対し、

キンカンやメロンなどの本県の輸出余力が大き

い品目について、輸出促進に向けた要望活動等

を行うため、最後に、畜産チームにつきまして

は、マカオフードフェスティバルでのトップセ

ールスによる宮崎牛のＰＲを初め、香港・マカ

オの宮崎牛新規指定店の認証や、我が国の国会

に当たります香港立法会に対する宮崎牛などの

本県農畜産物の輸出への理解と協力依頼を行う

ため、それぞれチームを編成したところでござ

います。

○山下博三議員 ありがとうございました。そ

れでは、４つのチームに分けて目的を持って行

かれたわけですが、その率直な感想と、何を課

題としてとらえてお帰りになったのか、同じく

総括して商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） まず、交

通チームにつきましては、宮崎―台北線が、経

済、観光、文化など、さまざまな分野におきま

して、宮崎と台湾とを結ぶかけがえのないかけ

橋であることを再確認し、今後、民間における

双方向の幅広い交流の促進が必要であると認識

したところであります。

次に、観光誘客チームにつきましては、台湾

や香港で実施いたしました現地旅行社への訪問

や意見交換会において、これまで築いてまいり

ました本県との良好な信頼関係を改めて実感す

るとともに、本県の観光資源に対する関心をさ

らに深めていただいたものと感じたところであ

り、今後、本県観光の魅力についての継続的な

ＰＲと、近隣各県と連携した広域ルートの設定

などが必要であると認識したところでありま

す。

また、ブランドチームは、台湾当局の対応が

極めて好意的で、本県の農産物の安全性や安心

確保対策についても十分理解していただいたと

感じておりまして、今後、海外輸出の促進に向
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けて本県農産物のＰＲや輸出障壁の解消を積極

的に進める必要があると認識したところであり

ます。

最後に、畜産チームにつきましては、香港・

マカオにおいて宮崎牛等のＰＲを行う中で、海

外では和牛肉の人気が高く、継続取引への大き

な手ごたえを感じており、今後、輸出量の回復

や海外におけるＰＲ表現の創意工夫、輸出品目

の面的な広がりを進める必要があると認識した

ところであります。

○山下博三議員 次に入らせていただきます

が、それぞれ九州各県、それぞれの分野で東ア

ジアへの進出を目指して強力に営業に取り組ん

でおられることと思っております。隣の鹿児島

県との牛肉の取引状況を調べてみましたので、

比較をさせていただきたいと思います。今回の

訪問も、ミヤチクを中心に牛肉の営業というも

のにウエートを置いておられたようであります

から、比較させていただきます。本県の平成21

年、22年の牛肉の国外へ向けての出荷状況を調

べたんですが、平成21年で宮崎県は55.7トン、

金額にして６億7,000万、そして22年─口蹄疫

が発生した年なんですが─この年も50トン、

７億円の売り上げをされております。もちろん

相手国は、アメリカ、香港、シンガポール、マ

カオ、タイ、こういうところが中心なんです。

一方、鹿児島は、22年度の実績を調べてみたん

ですが、同じくアメリカ、香港、シンガポー

ル、マカオ、タイ、ここで220.5トンの輸出をさ

れておるんですね。何と本県の４倍、これほど

の量が既に国外へ向けて輸出されておるんで

す。金額ベースにしても13億6,200万、圧倒的に

本県を抜いた中で輸出がされております。宮崎

牛日本一ということを、我々は本当に自信を

持って、誇りを持ってやってきたんです。その

ことに対して、またさらに、九州各県それぞれ

の分野でトップセールスが行われていくものと

思っておるんですが、今後、本県の特徴として

何を売り込めるのか、知事にお伺いをいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） アジア地域であります

が、将来的に世界の消費市場として成長してい

くものと見込まれますことから─今、数字を

挙げて具体的に御説明いただきましたが─九

州を初め、各県がセールスにしのぎを削ってい

る状況、まさにアジアを舞台とした地域間競争

が生じている状況かと認識しております。この

ため、東アジアへのセールス活動の展開に当た

りましては、何が本県の強みであるかというの

を冷静に見きわめた上で、しっかりとしたＰＲ

・アピール、的確な交流戦略が必要になってく

ると考えております。

例えば、宮崎牛やカンショに代表されます安

心・安全で高品質な農産物を初め、みやざきス

ギや焼酎、漬物などの特産品、さらには豊かな

自然やホスピタリティーあふれる風土、神話・

伝説といった観光資源を軸に、本県の魅力や優

位性を強くアピールしまして、東アジアにおけ

る宮崎の認知度やブランド価値を高めていくこ

とが不可欠であると考えております。こうした

厳しい競争に勝ち抜いていくためには、物産、

観光などの各分野が連携しまして、民間企業や

関係機関・団体と一丸となって、「オールみや

ざき」という力で総合的な情報発信や販売促進

に取り組む必要があると考えておりますので、

今後とも、私みずから先頭に立ってトップセー

ルスに力を注いでまいりたいと考えておりま

す。

○山下博三議員 同じく知事にお伺いしたいと

思うんですが、知事は帰国後10日ほどになられ
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ると思うんですけれども、すぐにでもみずか

ら、訪問された先に電話もしくは手紙でも出す

などアフターフォローをされたか、お伺いをい

たします。

○知事（河野俊嗣君） こうしたトップセール

スで訪問した相手方との人的なネットワークを

築くこと、これは今後の仕事を展開する上で大

変重要であると考えております。今御指摘のあ

りましたようなお礼などのフォロー、これも大

変重要だと考えておりまして、担当からは帰庁

後すぐにお礼の電話などをしているところでご

ざいます。私からのお礼状も近く送付するよう

に準備しておりまして、これも型どおりのお礼

状でなしに、私自身の言葉なりお礼の思い、い

ろんな感想も含めたコメントをつけて送ってま

いりたいというふうに考えております。今回の

訪問の成果を確かなものとするために、しっか

りとフォローを行ってまいりたいと考えており

ます。

○山下博三議員 同じ質問ですが、商工観光労

働部長はされておりますか。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 観光誘客

チームといたしましては、観光コンベンション

協会の担当のほうから、現地で訪問しましたす

べての旅行エージェントにお礼の電話あるいは

メールを差し上げているというふうに聞いてお

りますし、私のほうも、実際に接した方の中で

既にメールを差し上げた方、それからお手紙

で、宮崎のスキー場の資料が欲しいと言われた

方についても、そのお礼とともに資料をお送り

申し上げているところでございます。全体とし

ては、観光誘客チームとしても、正式な形でお

礼をさせていただきたいというふうに思ってお

ります。以上でございます。

○山下博三議員 なぜこのことをお聞きしたか

と申しますと、まだ知事みずから世話になった

ところにもされていないということであります

から、私はちょっと残念に思ったんですね。私

は、ここまで行き着くのには、県の職員もみず

から構想を持って準備をしてきただろうし、い

ろんな団体の人たちもそれぞれ努力しただろう

と思うんです。トップセールスというのは、ア

フターフォローが本当に大事じゃないかなと。

今から、九州管内のこれだけ激しい競争に打ち

勝つためには、やはりアフターフォローの中で

知事が、即座にお礼の感謝の気持ちや、反省を

込めた今後の推進方向や─されたのかなとい

う思いを強く持ったものですから、お聞きした

ところでありました。アフターフォローまでや

ることがトップセールスだと思っておりますか

ら、ぜひともほかの県に負けないトップセール

スをしていただきますように、お願い申し上げ

ておきたいと思います。

次に入らせていただきますが、国際交流の取

り組みについて、県民政策部長にお伺いをいた

します。過去、黒木元知事、松形元知事時代に

は、本県青少年団体等が中心になって、フィリ

ピンとか韓国等との友好植樹事業を行ってまい

りました。実は私も、黒木元知事時代、松形元

知事時代、何回となく日比友好、そして日韓友

好植樹の翼の事業に参加をさせていただきまし

た。今、現状を見てみますと、県内のそういう

組織を挙げて、いわゆる目的を持って国際交流

をみずからが立ち上げてやるんだという機運が

ないような気がしておるんですが、今日の国際

交流事業等の取り組みについてお伺いをいたし

ます。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 本県では、た

だいま議員から御紹介がありましたように、か

つて植樹を通じた国際交流事業などを行ってお
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りました。当時は、日本と諸外国との交流が急

速に進み始めた中にありまして、地方レベルの

国際交流を、県としても先導して積極的に推進

していた時代でございました。そういう取り組

みを通じまして、今日、本県においても国際化

が大分進み、また県民の海外渡航もふえ、国際

交流に対する意識も高まってきております。ま

た、近年では、御案内のとおり、グローバル化

がますます進展してきている状況にあります。

こういう中にありまして、国際交流事業を県

としてどういうふうに考えるかということでご

ざいますが、観光や経済、文化・スポーツなど

幅広い分野におきまして、県民や民間団体の主

体的な交流を側面から促進していく、そういう

支援を行う、そういう時代に今入っているので

はないかと考えております。現在、台湾との文

化、芸術、スポーツなど民間交流促進事業、あ

るいは韓国との児童生徒の相互交流事業などに

取り組んでいるところでございますが、今後と

も、市町村あるいは民間団体とも連携を図りな

がら、ことし策定しました「みやざき国際化推

進プラン」に基づきまして、多様で身近な国際

交流を促進してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○山下博三議員 ありがとうございます。実は

フィリピンに過去８回、韓国に８回ほど行った

だろうと思うんです。私も１回は実行委員長を

したんです。常に知事がトップ、団長で行かれ

てきたんですが、私は、もう何十年となった中

で、フィリピンに行ったときに、バターン半島

でも、木陰をつくってあげようということで、

英霊を休めるための植樹をしたんです。相当な

森になっているだろうと思うんです。それと韓

国も、過去あれだけの資源を、木を切って日本

が木材を輸入してきた。それがはげ山になって

いる。そのことで松形元知事が提唱されて、あ

のはげ山に木を植えてあげようということで取

り組んできた経緯があったんです。もうかなり

な年月が過ぎた中で、その当時の人たちをもう

一回集めて、再度、今の状況はどうなのか、ま

た検証していくことも必要なのかなと私も思っ

ているものですから。また、行った人たちも、

あのとき植えた木はどうなったんだろうかな

と、そう言う人たちもおられますから、ぜひと

も何か企画をしていただくとありがたいと思っ

ています。

次に、農政問題に入ってまいります。

野田政権におけるＴＰＰ参加表明について、

知事の御所見をお伺いいたします。知事は、10

月16日に行われたＪＡ主催のＴＰＰ交渉参加反

対みやざき県民集会─3,500人集結しておりま

すが─この大会において、農商工、看護連盟

等の中でも、強く反対意見を表明されました。

多くの中山間地域を抱える本県の知事として、

大変頼もしく思いました。また、11月２日の農

業新聞から取材された記事の中で次のように述

べておられます。

「振り返れば去年も同じだった。横浜のアジ

ア太平洋経済協力会議で菅首相が平成の開国を

突然、表明した。

試験前の学生の一夜漬けじゃあるまいし、環

太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）交渉への参加検

討は、ＡＰＥＣがあるからといってにわかにや

るものではない。ＴＰＰは米国の世界戦略の一

環。それに対して冷静な分析も対策もなく参加

を決めるのは、暴風雨の中でいきなり窓を開け

るようなものだ。

宮崎県は、第１次産業の就業者が２割を超え

る市町村が７割を占める。ＴＰＰ参加となれ

ば、人口流出を加速させ、地域社会の在り方ま
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で変わってしまう恐れがある」と、大変懸念の

意見を述べておられます。

今日の野田政権におけるＴＰＰ参加表明につ

いて、知事の御所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） ＴＰＰ協定につきまし

て、今、これまでの私の主張を説明いただいた

ところでございますが、物品貿易における関税

の撤廃のみならず、労働、政府調達など、さま

ざまな分野におきまして、規制緩和や経済交流

の自由化を目指すものでありまして、協定に参

加した場合には、我が国の社会・経済に大きな

影響が生じることが想定されるところでござい

ます。特に、第１次産業を基幹産業とする本県

にとりましては、関税撤廃により安価な農水産

物が大量に輸入されると、本県農水産業に壊滅

的な被害が生じ、これが関連産業へ波及しまし

て、本県経済全体に甚大な影響を及ぼすことが

懸念されるところでございます。私は、この影

響の大きさにかんがみまして、しっかりとした

農業政策、食料政策というものがなきまま国民

的合意が得られない状況において、ＴＰＰ協定

への参加に反対する立場から、直接、政府に対

しましても、十分な説明と国民的な理解が必要

である旨を訴えてきたところでございます。し

かしながら、広く国民に十分な説明も行われな

いままに交渉参加に向けて関係国との協議に入

ることが決定されたことは大変残念であり、遺

憾に思っているところでございます。今後と

も、政府に対しましては、各交渉分野におきま

す十分な情報提供と具体的な対策を示すととも

に、国民的な議論を踏まえた慎重な対応がなさ

れますよう強く求めてまいりたいと考えており

ます。

○山下博三議員 ありがとうございます。同じ

く知事にお伺いをいたします。最近、新聞、テ

レビ等の評論家の話を聞いていて、本当にＴＰ

Ｐを前に進めるための話題が中心で、頭にきま

す。日本農業の高齢者農業、平均年齢66歳を批

判されます。若手農業者に農地が集まらない、

規模拡大ができないなどの批判であります。こ

れらは、実際の現場を知らない、知ったかぶり

の発想であると思っております。日本農業を高

齢者が守っていて何で悪いのか。牛が好きで田

んぼの稲つくりが好きで、野菜つくりが好きで

元気で倒れるまで働きたい、皆さんそんな気持

ちで頑張っておられます。それが日本農業の歴

史ではないんでしょうか。病院にも行かなくて

済む、老人介護も必要としない、そんな人たち

が今日の農村を支えているのであります。農村

社会において、仮に１人の農業者に20ヘクター

ルの土地を集積したにしても、農村社会は１人

では守れないんです。やはりそこには、１人が

１ヘクタール、２ヘクタールの農家が20戸、30

戸あって農村社会は成り立つと思うのでありま

す。今、農村では若手農業者や農業法人等も

育ってきておりますし、やっと６次産業化に向

けての方向性も具体化して育ちつつあるんで

す。知事にお伺いしたいと思うんですが、もし

ＴＰＰが合意された場合、はかり知れない大打

撃が予想されるということは今お話があったと

おりであるんですが、その対策はあるのか。ま

た、６次化に向けた取り組みで国際競争に打ち

勝てるのか、お伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） ＴＰＰ協定に仮に参加

した場合にどのように国内の農業を守っていく

のか、保護していくのか、明確な対策が国から

今、示されている状況ではございませんが、先

日、国が示しました食と農の再生計画におきま

しては、一つの方向性として、規模拡大による

コストの低減や、我が国が誇る高品質や安全・
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安心の付与、さらには６次産業化による付加価

値戦略というもの、そういった具体的な方向性

が示されているわけでございますが、どこまで

こういった対策によりまして国際競争力を発揮

できるかなど、十分な分析と検討が必要であろ

うかと考えております。

また、仮に国の提示する経営規模まで拡大

し、効率化された場合におきましても、相当数

の農業従事者が農業生産における職を失うなど

の影響も想定されるところでございまして、雇

用の確保や国土保全等の観点からの対策も必要

であると考えております。

一方、世界的な人口増加や経済成長による食

料不足が予想される中、いかなる不測の事態に

ありましても、持続的な国内生産により食料の

安全保障を確保することが国の責務であると考

えておるところであります。このため、ＴＰＰ

交渉に当たりましては、畜産や園芸が基幹品目

であります本県農業の実情が十分反映されます

とともに、地方の社会・経済の支えでもあり、

人の命を支える生命産業である農業に対しまし

て、農業者が明るい展望を持てるような対応を

とりますよう、引き続き国に対して強く訴えて

まいりたいと考えております。

○山下博三議員 先日、世界の人口が70億を突

破したとの報道がありました。毎年１億の人口

が増加していっているんですね。世界的な食料

増産に限界が来ておるという今日、日本の食料

自給率を13％にまで低下させるようなＴＰＰ合

意というのは絶対認めるわけにはいきません。

世界の食料危機になったときに、自国の国民に

空腹を我慢させて他国の国民を満腹にさせてく

れることはあり得ないんです。知事には、さら

に声を大きくして、地方が国の食料安全保障を

守っていることをさらに強く訴えていっていた

だきたい、そのように思っています。

次に、環境森林部長にお伺いをしてまいりま

す。県産材利用促進について、ことし６月議会

で、私はお伺いをいたしております。そのとき

の答弁で、首都圏等の大消費地におけるトップ

セールスのほか、行政と民間が一体となって大

口需要者に売り込む「チームみやざきスギ」に

よる取り組みなど、県内外で需要拡大に取り組

んでおられるとのことでありますが、その実績

についてお伺いをいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 知事のトップ

セールスにつきましては、平成15年度から、東

京を初め大阪、福岡、名古屋の大消費地におい

て県産材の売り込みを行っております。ことし

も10月に福岡市で開催し、県産材はもとより、

乾シイタケや宮崎牛等の本県の農畜産物、また

観光もあわせてＰＲしたところであります。毎

回、50社を超える木材商社やハウスメーカー等

の来場を得ており、平成19年度以降は毎年10件

程度の商談が成立し、県外への販路拡大に結び

ついております。また、「チームみやざきス

ギ」については、県外の大口需要者をターゲッ

トに、県内製材工場等が共同出荷する体制を確

立するため、ことし４月に知事を推進本部長と

して発足したところであります。現在は、新規

需要先の市場調査や県産材のＰＲ活動を実施し

ており、年度内には製材工場数社が集まって

「チームみやざきスギ」第１号の実践チームを

編成し、共同出荷に取り組むこととしておりま

す。

○山下博三議員 私は先日、大手住宅メーカー

受注の建築現場に行ってまいりました。私は

びっくりしたんですが、ほとんど国産材は使っ

ていないんですね。床板から天井の屋根の下の

板まで、ほとんど外材でありました。そして、
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ちょうど棟上げでしたから、大工さんがお見え

だったんですが、かんな一本持ってきていない

んです。そして、昔は家を建てるときは、やは

り電気のこの音がしたり、のみの音がしたり、

ハンマーの音がしたりして、ああ、今、家建て

があるんだなと、そういう思いでずっと周りも

注目していたものですが、本当にその現場を見

て、今これが建築現場なのかなと、その思いで

話をお伺いしてみましたら、この住宅メーカー

は山口県のほうですべて加工し、そしてプレ

カットして、もう大工さんは組み立てるばかり

なんですね。やはりそれだけ今、さま変わりな

住宅建築注文がある中で、宮崎県産材はどうい

う売り込みをやっていけばいいのかなと、その

思いで茫然とその話を聞いておったんですが、

実は東日本大震災における住宅供給というの

が、かなり今から期待されるんです。その中

で、本県として、大手住宅メーカー等へのＰＲ

というのはどのような形でなされておるのか、

環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 大手住宅メー

カー等の中には、これまで必ずしも国産材の利

用に積極的でない企業もありましたけれども、

国産材の安定供給体制が整いつつあることや、

環境に配慮した企業イメージを高めるため、外

材から国産材にシフトする動きが出てきており

ます。このような中で、杉の生産量が日本一で

あり、製材品の約７割を県外に出荷している本

県におきましては、需要拡大の大きな機会とと

らえ、官民一体となってセミナーや商談会等で

大手住宅メーカー等に対してセールスを行い、

建築部材として採用していただいたメーカーも

ございます。また、本県産材に関心のある大手

住宅メーカーが、本県の製材工場や木材利用技

術センターなどを視察し、県産材の活用を検討

しているところでございます。今後とも、県産

材の安定供給と品質の向上を図りながら、大手

住宅メーカー等に対してＰＲに努めてまいりた

いと考えております。

○山下博三議員 同じく環境森林部長にお伺い

をいたします。先日、私は木材関係者との話し

合いを行いました。その中で、樹齢60年以上

たった大径材の一番丸太―おわかりになりま

すね―が全く需要がないという話でありま

す。本県は高温多湿ということで杉の成長は早

く、40年で伐期を迎えます。それを、今までの

流れの中で材価が合わないということで、本県

として長伐期施業に移行してこられました。こ

の現状をどのように認識しておられるのか。ま

た、樹齢が進めば大径材になることはわかって

いたはずなんです。なぜ利用価値を見出されて

いないのか、お伺いをいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 本県では、植

栽未済地の抑制を図るとともに、森林所有者に

とっては利用間伐の繰り返しによる収入の確保

が図られることなどから、長伐期施業を推進し

ているところであります。一方、長伐期施業で

は大径材が増加することになりますが、大径材

は均一な乾燥が難しいことや、効率よく製材で

きる工場が少ないといったような状況もありま

す。このため、木材利用技術センターにおきま

しては、効率的な木取りや乾燥技術の開発、ま

た民間事業体と協力連携した大径材を活用した

集成材の開発など、付加価値の高い製品づくり

に取り組んでおります。また、国の第３次補正

予算の森林整備加速化・林業再生事業等を活用

しまして、大径材の製材加工に対応した施設整

備も進めてまいりたいと考えております。

○山下博三議員 先ほど、黒木正一議員から

も、大径材利用については切実なお願いがあっ
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たところなんですが、話を聞いてみますと、今

の加工場はツインバンド方式で末口の直径が36

センチ以上は加工できないそうなんですね。樹

齢60年を超える大径材になってくると、一番丸

太が末口54センチ以上になってくるそうなんで

す。それで加工場を新たに整備しなければなら

ないこと、そして、やはり利用のあり方を早急

に取り組んでいただきたいという強い要望があ

りました。それと同時に、本県の負債340億を抱

える林業公社、これも長伐期施業の中で大木を

ずっと移行して抱えているわけですから、やは

りその方向も強力に早く進めていかないと、さ

らに林業公社の不安も私は感じているところで

ありますから、早急な対策をお願いしたいと思

います。

同じく環境森林部長にお伺いをいたします

が、ことし同じく６月議会において私は、３

月11日の東日本大震災で津波被害を受けた宮城

県石巻市の株式会社山大の保有する集成材アー

チ型の建物が流出を免れて健在であることを報

告いたしまして、調査の依頼をいたしました。

先日、本県木材利用技術センターの飯村所長よ

り検証結果が報告されたようでありますが、そ

の検証結果についてお伺いをいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 宮城県石巻市

の地震・津波に耐えた集成材アーチ構造の建築

物につきましては、７月に木材利用技術センタ

ー所長ほか数名により現地調査を行ったところ

であります。報告によりますと、今回の調査の

結果、この建築物が地震・津波に耐えたのは、

集成材とコンクリート基礎が接合金物でしっか

りと固定されていたことや、アーチ構造である

ため、部材数が少なく、受圧面積が最小化さ

れ、津波荷重が軽減されたことなどであること

が判明いたしました。また、これらの調査を通

じて、アーチ構造やラーメン構造、方杖構造な

どの筋交いを不要とする建築物が津波に有効で

あることがわかりました。今後、今回の調査結

果を木質構造研究会で発表するとともに、関係

機関に広く提供し、災害対策に役立てていただ

くこととしております。以上でございます。

○山下博三議員 ありがとうございます。私も

報告書を見せていただきました。本当にうまく

検証されて、木造アーチ型でも大丈夫だという

検証がされているんです。御案内のように、本

県は440キロの海岸線を持っておりますから、安

全が確認され、この建築というのが普及してく

れれば、本県の木材普及、利用促進にもなるわ

けですから、ぜひともいろんな研修会等でもこ

の検証結果をＰＲしていただくとありがたい、

そのようにお願いをしておきたいと思います。

次に、県西地域におけるジオパークという新

たな資源の取り組みについてお伺いをしてまい

ります。

まず、本県の観光産業について知事にお伺い

をいたしますが、昨年度は宮崎県にとっては非

常に厳しい年でありました。口蹄疫、鳥インフ

ルエンザに加え、数百年ぶりの新燃岳の大規模

な噴火という、まさに自然災害に翻弄された一

年でありました。特に、県西地区では新燃岳の

影響が著しく、１月26日と27日の両日に降った

火山灰は、昨年桜島で降った量を超えると言わ

れており、その影響は、道路など都市基盤や基

幹産業である農業だけでなく、観光など幅広い

分野に及び、その復興のために圏域を挙げて取

り組んでおられるところであります。一部に

は、火山灰の建設資材への利用のほか、灰干し

など６次産業化につながる明るい兆しはあるも

のの、新燃岳へのマグマの供給は依然として続

いている非常に厳しい状況下にあります。
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このような現状を踏まえて、本県の観光とい

えば県北の高千穂峡と県南の日南、あるいは野

球やゴルフのスポーツ観光がイメージされます

が、県として今後、宮崎県内にあるさまざまな

観光資源をどのように評価し、どのように生か

そうとされておるのか、お伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県は、霧島屋久国立

公園や日南海岸を初めとします４つの国定公園

に代表されます豊かで変化に富んだ自然、さら

には日本発祥にまつわる神話・伝説、豊富な

「食」、そして一年じゅうゴルフやマリンスポ

ーツが楽しめ、一方で冬はスキーもできる環境

に恵まれるなど、多彩な観光資源を有しており

まして、それぞれ高いポテンシャルを持ってい

るものと考えております。

先日、台湾へ行ったときでありますが、現地

の方と話しておりまして、今度長野にスキーに

行くというようなことをおっしゃっていまし

て、本県には日本最南端のスキー場があるんだ

という話をしましたら、それは知らんかったと

いうことで、しっかりそういった魅力をＰＲし

ていく必要も感じたところでございます。ま

た、香港に行きましたとき、現地の旅行エー

ジェントが新聞に出した広告を見てみますと、

阿蘇火山、桜島活火山というふうに書いてある

わけですね。火山というものが一つの観光の魅

力というような形で、現地では新聞広告などが

打たれておりました。新燃岳の活動によりまし

て観光面でいろんな影響も及んでおるところで

ございますが、安全性に配慮しながら、新燃岳

も含めた霧島連山のアピールということも一つ

のポイントになるのではないかと考えたところ

でございます。

こうした本県観光の優位性を生かしながら、

本県ならではの体験型観光資源を活用しました

「ゆっ旅」や、サーフィンなどを初めとするマ

リンスポーツを体験します「波旅」、さらに恋

や愛にちなんだ神話スポットなどをめぐる「恋

旅」という「三旅」を大きな柱として推進し、

観光客の誘致に努めているところでございま

す。今後とも、地元市町村などと連携を図りな

がら、国内外のお客様にとって何が魅力なのか

という、そこの視点を十分見きわめた上で、さ

らなる観光資源の開発や磨き上げ、またＰＲを

行いまして、一層の誘客促進に努めてまいりた

いと考えております。

○山下博三議員 ありがとうございます。続き

まして、昨年から今日までの口蹄疫、鳥インフ

ルエンザ及び新燃岳噴火等が本県に及ぼした影

響について、商工観光労働部長にお伺いいたし

ます。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 本県観光

は、昨年の口蹄疫で大きな影響を受けた後、年

末からは回復傾向にありましたが、ことし１月

に発生しました鳥インフルエンザ、新燃岳噴火

に加え、東日本大震災等の影響もありまして、

県内ホテル等の宿泊者数で見ますと、ことし２

月から６月にかけて大きく減少しており、厳し

い状況にございました。このため、県としまし

ては、昨年度から、航空会社や旅行会社等と連

携しながら、切れ目のない誘客キャンペーンの

実施や旅行商品の造成に取り組みますととも

に、口蹄疫復興中小企業応援ファンドを活用し

て、プレミアム商品券の発行や地域活性化イベ

ントの開催、クーポン券つき観光ガイドブック

の作成などの支援に努めてきているところでご

ざいます。現在は持ち直しつつありますが、口

蹄疫発生以前と比べますと、全体としてはいま

だ十分な回復には至っていない状況にあり、今

後とも、本県観光の振興に向けてしっかりと取
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り組んでまいりたいと考えております。

○山下博三議員 引き続き、商工観光労働部長

にお伺いをいたします。新燃岳の噴火も重なっ

た県西地区の観光産業においては、どのような

影響があり、今日どの程度回復しておるのか、

お伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 地元の市

や町にお聞きしているところでは、口蹄疫の影

響から回復しないうちに、鳥インフルエンザ及

び新燃岳の噴火が重なり、観光客数は前年と比

べて大きく減少しているということでございま

して、施設によっては休園を余儀なくされたと

ころもございます。また、一部の地域において

入山規制がかかっているため、えびの高原自体

に入れないとか、あるいは霧島エリア全体が危

険という誤った認識を持たれた事例があると

伺っているところでございます。その後、一部

の施設や観光地におきましては、持ち直してい

るところもありますが、噴火警戒レベル３が継

続する中では、依然として厳しいものがあると

考えております。

○山下博三議員 次に、県西地区における新幹

線効果の取り込みについて、同じく商工観光労

働部長にお伺いをいたします。現在、ＪＲ都城

駅においても３割程度の利用客の増加があり、

広島などの中国地方からの利用客もふえている

と伺っておりますが、このようなチャンスを生

かし、鹿児島と隣接し、新燃岳の噴火などの自

然災害から立ち直ろうとしている県西地区にお

ける新幹線効果の取り込みについてどのような

お考えをお持ちか、お伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ＪＲ九州

によりますと、九州新幹線の全線開通によりま

して、在来線の都城駅、小林駅等においても

─数字としては具体的に教えていただけませ

んけれども─売り上げベースで前年を大きく

上回る利用実績を上げているというふうに伺っ

ております。県としましても、ＪＲグループ６

社と南九州３県が連携した「熊本・宮崎・鹿児

島デスティネーションキャンペーン」を全国展

開する中で、えびの・小林・都城エリアのＰＲ

にも取り組んでいるところであります。県西地

区は、新幹線停車駅で大きな伸びを見せており

ます鹿児島中央駅からも、また「Ｂ＆Ｓみやざ

き」の停車駅である新八代駅からも近距離であ

るという地の利がありますことや、地元の市町

においても、観光資源の新たな発掘や、さらな

る磨き上げに取り組んでおりますことから、県

としても十分連携を図りながら、観光客の誘客

に努めてまいりたいと考えております。以上で

ございます。

○山下博三議員 新しい地域資源、ジオパーク

の取り組みについてお伺いしてまいります。現

在、このような災害から復興を図っている県西

地区において、霧島という火山と共存し、その

魅力を磨き上げることにより、新しい地域資源

であるジオパークが育っております。この新し

い地域資源の活用について、県民政策部長にお

伺いをいたします。現在、県西地区では、環霧

島会議という県境を越えた広域的な政策連携を

進めておられます。これは、霧島山をふるさと

の山ととらえる７つの自治体が、お互いに知恵

を出し合い、協働することにより、地域活性化

を図ろうとするもので、環境、観光、防災、広

報及び教育という５つの分野で連携をしており

ます。これから派生したものに、都城市、小林

市、えびの市、高原町、霧島市及び曽於市の５

市１町を主体として平成20年10月に設置され

た、霧島ジオパーク推進連絡協議会がありま

す。
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ジオパークとは、世界的に美しく貴重な地形

に触れ、学ぶことのできる自然公園でありま

す。ジオパークが目指すものは、その地域自然

を保護、研究するばかりでなく、教育的な活用

や体験型の観光に生かして、地域活性化に結び

つけようとするものであります。特に霧島ジオ

パークは、その地質学的な価値ばかりでなく、

ミヤマキリシマやノカイドウなど1,300種にも及

ぶ植物や、高千穂峰に降臨したニニギノミコト

から我が国が始まったとされる神話の伝説な

ど、多様な魅力を持っているジオパークだと思

います。そして、そのような魅力が評価され、

平成22年９月には日本ジオパークに認定をされ

ました。それを受け、圏域では、県の補助事業

などを活用した霧島ジオパークを説明する看板

設置などの環境整備、ジオパークガイドの育成

及び広報活動などを着実に推進されておりま

す。私は、この圏域がジオパークに認定された

ことにより、観光客の増加や新幹線効果の取り

込み効果があるばかりでなく、修学旅行などを

通じた地形や地質、あるいは自然や歴史の学習

など、教育に生かすこともできるのではないか

と考えております。本県として、このような新

しい地域資源としての霧島ジオパークをどのよ

うに評価し、活用されようと考えておられるの

か、お伺いをいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 霧島地域でご

ざいますけれども、昭和９年に日本で初めて国

立公園に指定されました霧島屋久国立公園も位

置しております。貴重な自然に恵まれ、雄大で

美しく、かつ変化に富んだ地質学的にも珍しい

景観は、まことにすばらしいものでございま

す。宮崎、鹿児島の両県にまたがる地域が連携

しまして、この豊かな地域資源を生かし、霧島

ジオパークという新たな視点からの地域活性化

に向けた取り組みが図られていることは、大変

心強いことと考えております。県といたしまし

ても、地元市町などとも連携しまして、観光情

報の発信や修学旅行の誘致、県民への啓発など

に取り組みまして、観光振興や教育など県西地

域の一層の活性化のため、積極的に活用してま

いりたいと考えております。

○山下博三議員 よろしくお願いいたします。

最後の質問になりますが、世界ジオパーク認

定についての県のスタンスについて、知事にお

伺いをいたします。私は先日、島原半島ジオパ

ークに行ってまいりました。現在、国内には20

のジオパークがあり、そのうちの５つが世界ジ

オパークに認定されており、その中の１つ

が2009年に認定された島原半島ジオパークであ

ります。雲仙普賢岳の噴火ではとうとい命が犠

牲になりましたが、そのような歴史をも踏まえ

つつ、地域資源の活用を図り、島原市、雲仙市

及び南島原市が長崎県と緊密な連携をとって世

界ジオパークに認定をされました。そのことに

より、さらに圏域の魅力が高まっているように

感じたところでありました。まさしく火山との

共存と言えるのではないでしょうか。また、来

年５月にはジオパーク国際ユネスコ会議が島原

市で開催される予定であり、国際的な注目度も

高まると聞いております。８月の日経新聞に

は、「国内ではまだ認知度が低いジオパークだ

が、先行する欧州や中国での認知度は高く、世

界ジオパークになるとそのアピール度は抜群で

ある。国内では有名な阿蘇も、海外では、どこ

か知らなくても島原の隣と言うとすぐにわかっ

てくれるというほどだ」ということが記事に書

いてありました。そして、「中国からの観光客

はジオパークをよく知っているだけに、アジア

から呼び込む強力な観光資源になり得る」とい
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う記事がありました。

今、霧島ジオパークでも、世界ジオパーク認

定に向けて動き出そうとしておられます。世界

ジオパークに認定されるには、拠点的施設の整

備、地域資源の活用、あるいは地域住民の理解

の推進など、さまざまな課題をクリアする必要

があるということであります。しかし、拠点的

施設整備や充実など、課題によっては市町村単

位での取り組みには限界があると聞いておりま

す。一方で、世界ジオパーク認定については、

その基準も年々上がってきているそうで、その

ような状況を背景に、早ければ平成25年度まで

にというような動きが始まっておりますし、地

域間競争という面もあることから、一刻も早い

取り組みが求められます。拠点的施設である

「えびのエコミュージアム」への学芸員の配

置、さらなる財政支援などについて要望があっ

たと聞いております。このような動きや要望に

対して、本県としてどのような支援をされる考

えがあるのか、お伺いをいたします。また、鹿

児島県とどのように連携されていく考えがある

のか、あわせてお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 霧島ジオパークであり

ますが、宮崎、鹿児島両県の地域住民と地元市

町が一体となった熱心な取り組みによりまし

て、現在、世界ジオパークの認定に向けた準備

が進められております。私も、先ほど御指摘が

ありました環霧島会議に副知事として代理出席

をしましたときにいただいた冊子、パンフレッ

トの中に霧島連山の航空写真が写っておりまし

て、大変すばらしい眺めでありますし、県境を

越えたこの地域の魅力というものを非常に感じ

て、その写真を切り抜いて副知事室に飾って

おったということがあるわけでございますが、

この両県の取り組みというものを何とか進めて

まいりたい、そのような思いでございます。

今後、世界ジオパークになることによりまし

て、国内外の注目も一層高まるものと期待をし

ておるところであります。世界ジオパークの認

定のためには、地質と景観、運営組織、さらに

は情報や環境教育など、数多くの評価項目につ

きまして点数を積み上げた上で、審査を受ける

ことが必要になってまいります。先日、都城市

長さんからも、各般にわたりまして要望いただ

いたところでございます。県としましても、現

在、世界ジオパークの認定に向けた課題への取

り組みについて財政的な支援を行っているとこ

ろでありますが、今後、地元市町のほか、鹿児

島県とも十分に連携をしまして、これら評価項

目全般にわたりまして精査をした上で、最も効

果的な取り組み方法や支援のあり方について具

体的に詰めてまいりたいと考えております。

○山下博三議員 ぜひ、よろしくお願いしたい

と思います。先日、島原に行きましたときに、

国際ユネスコ会議で非常に盛り上がっておりま

して、本当にこういう結果がついてくるんだな

と、そういう思いをいたしたところでありまし

た。実は、阿蘇も阿蘇ジオパークを昨年申請さ

れておったみたいですね。だけど、準備が整わ

なくて、なかなか足並みがそろわなくて、昨

年、辞退をされたそうであります。そういうこ

とで、非常に周到な準備と、かなりな行政支援

というのが必要になってくるだろうと思ってお

りますから、応分な支援をよろしくお願いして

おきたいと思います。また、２県にまたがると

いうことで、複雑なこともあるかと思うんです

が、鹿児島県と我々、両県議会の環霧島友好議

員連盟も発足いたしたところでありますから、

我々も強力に支援をしていきたい、そういう思

いであります。よろしくお願いいたします。あ
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りがとうございました。（拍手）

○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時58分休憩

午後１時０分開議

○十屋幸平副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、有岡浩一議員。

○有岡浩一議員〔登壇〕（拍手） 郷中の会の

有岡でございます。「時は金なり」と申します

が、今回は貴重な一般質問の時間をしっかりと

生かしてまいりたいと思います。

それでは、通告に従い、質問に入ります。

まず、郷土の偉人、小村寿太郎候が亡くなら

れて100年、今の日本をどのような思いで見守っ

ておられることでしょう。今月26日が命日でし

た。地元紙では「誠の人」として紹介されてお

りますが、「命を削り、国に尽くす、先見性を

持ち、的確判断」とあり、無私の立場で、国に

とってこれが大事という考えで行動する小村寿

太郎候に学び、宮崎県にとって今何が必要か、

的確な判断が求められます。御存じのとおり、

ポーツマス講話条約締結や関税自主権回復に貢

献されましたが、100年後の現在、くしくも日本

はＴＰＰ参加による関税撤廃の是非を議論して

いるというめぐり合わせを感じます。今さらな

がらに、先見性を持ち、的確な判断と責任をと

る覚悟を持った郷土の偉人に学ばせていただい

ております。また、第11回都道府県議会議員研

究交流会の講演では、リーダーに求められるも

のとして、洞察力、大局観、歴史観、国家観、

グランドデザイン力、そして何よりも命にかえ

てやりたいことを取り組む、そのことが必要で

あるという講演がありました。そこで、知事に

お伺いいたします。知事の政治姿勢として命を

かけてやりたいこととは何かをお尋ねいたしま

す。

次に、警察本部長にお尋ねいたします。

ポリスマインドとは、一人一人が自分の職責

を自覚し、世のため、人のために行動するとあ

ります。月刊マガジンの「ひゅうが」でも紹介

されていました。しかし、全国的な事案の中で

見てみますと、2003年の鹿児島県議選をめぐっ

て起訴された被告12人全員の無実が確定した志

布志事件は、警察独自の成果主義が捜査員に不

要な重圧を強いた結果と考えられます。再発防

止策として監督官制度を導入しているようで

す。そこで、本県においても、成果主義にとら

われない県民のためのポリスマインドにどのよ

うに取り組んでおられるのか、警察本部長にお

尋ねいたします。

以上、登壇中の質問を終わり、質問者席より

再質問いたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

私は、１月の知事就任以降、県議会の皆様の

御理解と御協力をいただきながら、鳥インフル

エンザ、新燃岳噴火への対応、そして東日本大

震災の被災地支援などに取り組む一方、３月に

は宮崎県総合計画「未来みやざき創造プラ

ン」、６月には今後４年間の「アクションプラ

ン」などを策定し、県政運営の枠組みをつくり

上げてまいりました。また、本県経済は、たび

重なる災害・災難等もあり、大変厳しい状況に

もありますことから、８月には経済活性化対策

「みやざき元気プロジェクト」を取りまとめ、

雇用や金融対策などの喫緊の課題にも鋭意取り

組んでいるところであります。私としまして
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は、現下の状況を踏まえ、まずは、数百年、数

千年先を見据えたさまざまな災害対策と防災力

の強化、そして、本県経済の浮揚に重点を置い

て対策を講じていくとともに、御指摘のありま

した郷土の先覚者にも学びながら、これまで策

定した各種計画に基づき、山積する行政課題に

的確に対応していくことが、全身全霊を傾けて

やらなければならないことだと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○警察本部長（鶴見雅男君）〔登壇〕 お答え

します。

職員一人一人が自分の職責を自覚し、世のた

め、人のために行動するという、いわゆるポリ

スマインドは、県警の運営方針であります「県

民の期待と信頼にこたえる力強い警察」実現の

ために必要不可欠なものであります。このた

め、本県警察では、誇りと使命感に基づく県民

への奉仕、人権尊重に基づく公正・親切な職務

執行、厳正な規律と清廉・堅実な生活態度の保

持等につきまして、職務倫理教養を実施してい

るところであります。今後とも、警察学校の各

課程における授業や各職場における研修等によ

りまして、職員に対する職務倫理教養の徹底に

努めてまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○有岡浩一議員 再度、警察本部長にお尋ねし

たいと思います。さきの統一地方選挙におい

て、事前運動取り締まり本部の本部長を務めら

れたわけですが、本部と県内13署における違反

・警告状況等が報告されていると思うんです

が、そういった実態を把握していらっしゃるか

をまずお尋ねしたいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） さきの統一地方

選挙取り締まりは、私が取り締まりの責任者で

ございます。幾つかの違反情報に基づき内偵捜

査等をし、何件かは検挙しております。また、

警告も何件かはしておりますけれども、その件

数等については現在詳細な記憶はございませ

ん。役所に帰れば、何件かということは詳細に

わかると思いますけれども、申しわけございま

せんが、件数については御容赦いただきたいと

思います。

○有岡浩一議員 私は県民の立場から、私ども

に寄せられた情報の中で、任意聴取の件で報告

させていただきたいと思います。県民のための

ポリスマインドという視点から、任意聴取をす

る際に、体調の悪い方等を呼ばれて、長時間携

わることによって薬を服用できなかったという

話を聞きまして、どういうことか詳しく知りた

いと思ったんですが、御本人が９月に50代で亡

くなったものですから、体調がどういうふうに

悪かったのか聞くことができませんでした。ま

た、体調を壊して入院されたというケースも聞

いております。このことにつきましては、任意

聴取の仕方について今後検討する必要があると

思います。県民のために調べていただくことは

大変重要ですが、過剰になっていく、または体

調を壊していくことのないように、薬の投与が

必要な方には薬を飲んでいただくとか、そう

いった配慮等も、警察官お一人お一人の判断で

やっていただくことがベストだと思っておりま

す。多くの警察官の皆さんが県民の期待と信頼

にこたえるために努力していただいております

ので、ポリスマインドの徹底を図っていただき

ながら、宮崎県警が安心・安全な宮崎県のため

にますます活躍いただくことをお願いしておき

たいと思っております。

次の質問に入りたいと思いますが、先ほど知

事の政治姿勢についてお尋ねしまして、２つの

目標を掲げていらっしゃるということで、防災
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に力を入れたい、雇用の場の確保ということが

２つのテーマかと思っております。そこで、昨

日、私は県政報告会で地元の方に報告をいたし

ました。その中で住民の方がおっしゃったの

は、「我々は命がけで生活しているんだ。だか

ら、議会の中でも命がけで議論して取り組んで

ほしい」ということでした。命がけということ

はどういうことかと私なりに考えますと、結局

は一生懸命やることだと思うんです。知事が一

生懸命やるという意思表示をし、汗をかいてい

らっしゃるその姿を見ることで、県民は奮い立

ち、一緒に頑張るということになりますし、私

ども議員も後押しし、一緒に知恵を絞って頑張

る所存でございます。その姿が、いつも知事が

御心配されるカラーになると。知事がこのこと

を頑張っているという姿を、私は知事のカラー

として応援していきたいというふうに思ってお

りますし、私どもも県勢発展のために精いっぱ

い努力してまいりますので、知事の一つのビ

ジョンを示していただくことで県民をまとめて

いただく、そういう力になっていければいいな

と思っております。

そこで、３番目の質問になるんですが、その

大きな力になるために今、宮崎県民が何を期待

しているのか、命がけでやってほしいことは何

かというテーマの中に、私は、アクションプラ

ンの中から１つお願いしたいことがございま

す。それは、若い人たちの雇用の場がない、仕

事がない、そういう不安を抱えている現状の中

で、宮崎県として、今、アクションプランにう

たっております、４年間で100社を誘致し、県外

新規も30件を目標に取り組まれているようで

す。大変厳しい社会情勢の中ではありますが、

これは県民一体となって努力すべきテーマだと

思います。このことにつきまして、知事の思い

をお聞かせ願いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 地域経済の活性化、雇

用の確保という観点からは、地場産業の育成・

振興というものが一つ重要でありますが、それ

とあわせて、今御指摘のありました企業立地

も、地域経済の振興、雇用の確保に即効性のあ

る効果的な施策であると考えておりますので、

私も政策提案の一つに掲げ、アクションプラン

にも、今の厳しい経済情勢の中で高い目標を掲

げたところでございます。これを達成するため

に、私が本部長を務めます企業立地推進本部を

中心に、部局間の連携を推進しながら、全庁一

丸となって企業立地に取り組んでおります。特

に、今後の成長が期待される新エネルギー関連

産業でありますとか、東九州メディカルバレー

構想に基づく医療機器関連産業のほか、本県の

特性を生かした食品関連産業、また、多くの雇

用が期待できるコールセンターなどの情報サー

ビス産業などを重点産業に位置づけまして、私

も幾つか企業訪問をするなど、戦略的に企業立

地活動を展開しておるところでございます。こ

の結果、今年度の立地件数は、本日現在で22

件、うち県外での新規というものは３件となっ

ております。今後ともこの目標達成に向けまし

て、さまざまな機会をとらえたトップセールス

を積極的に実施するなど、市町村とも連携をし

ながら取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○有岡浩一議員 今、知事のほうから答弁をい

ただきましたが、ぜひとも若い世代の方々が宮

崎に残っていただける、そういう人材が残るよ

うな県政に取り組んでいきたい。私たちも精

いっぱい頑張りたいと思っておりますが、企業

誘致の中でよく言われるのが、ワンストップサ

ービスの充実。要するに、企業のスピード感に
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行政がついていくための施策が必要だと。さら

には、以前もお話ししたことがございますが、

宮崎県の在京経営者会議等があります。宮崎に

ゆかりのある方たちと一緒にやっていく、こう

いった施策をもっともっと推し進めていただき

ながら、県民総力戦、また、ふるさと宮崎を思

う人たちの総力戦で頑張っていただきたいと

思っております。

話が私ごとになりますが、知事もスポーツを

される方だそうで、おわかりいただけると思う

んですが、私は駅伝競走をやっておりました。

前の選手の頑張った思いを次の選手にたすきで

渡していく競技でありますが、そのたすきを私

たちが預かって今、ランナーとして走って、子

供たちにたすきを渡すという役目があるわけで

す。ところが、地域によっては、その文化や歴

史、地域の宝である力というものをつなぐ若い

世代がいなくなると。これが現状です。たすき

を渡す人がいないという、これは大変悲しいこ

とですし、箱根駅伝等を見ていただくとわかり

ますが、大変悔しい思いをしている。ああいう

思いをさせないためにも、若い方々が県内に

残っていただけるような施策をやることは、我

々、行政に携わる、また議会人として、ぜひと

も力を入れてやっていかなきゃいけないことで

すので、県民総力戦でこの分野に取り組んでい

ただきたいと思っております。

４番目に、警察本部長に再度お尋ねいたしま

すが、市町村における暴力団排除条例の制定が

今進んでおります。８月１日に県の暴力団排除

条例が制定されて、私が聞いた話では、商店主

の方から、いろいろな相談をしやすくなったと

いう大変ありがたい言葉をいただいております

が、市町村の制定状況、さらにはこの条例制定

においての効果というものをぜひ教えていただ

きたいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） 暴力団排除条例

の関係の前に、先ほどの選挙違反取り締まりの

関係でございますけれども、警告件数は、統一

地方選挙で、文書掲示、文書頒布等で20件、検

挙につきましては、供応買収等で２つの事件を

検挙しているという状況でございます。

暴力団排除条例の関係でございますけれど

も、県内の市町村における条例の制定状況につ

きましては、26市町村のうち、既に24の市町村

で制定がなされております。未制定の２市につ

きましても、この12月の市議会に、それぞれ条

例案を上程したというふうに聞いております。

次に、暴力団排除条例の効果でございますけ

れども、飲食店経営者の方々が、長年、暴力団

組員に対して用心棒料を支払っていたというよ

うな事案がございましたが、これにつきまし

て、本年の10月に県条例に基づき調査を行った

上、用心棒料としての利益供与、受供与をやめ

るように勧告したという事例がございます。ま

た、県条例の施行後、県や事業者からの相談及

び暴力団排除に関する照会が急増しているとい

う状況でございまして、このことからも、暴力

団排除に関する県民の皆様の意識が高揚してい

るものと認識をいたしております。

条例をさらに実効あるものとするために、県

や市町村の各担当者に対する説明会を実施する

など、連携の強化を図っております。そのほか

各種業界に対しましても、総会とか研修会の場

に寄せていただきまして、取扱業務に関する契

約書等に暴力団排除条項を盛り込んでいただく

ように、働きかけを行っているところでござい

ます。そういった形で、県や市町村、事業者等

が一体となって暴力団排除に取り組むことによ

りまして、社会全体で暴力団を孤立化させる効
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果が大いに期待できるものというふうに考えて

おります。

○有岡浩一議員 ぜひとも、市町村と連携をと

りながら、安心して住める地域づくりのために

も頑張っていただきたいと思います。

続きまして、５番目になりますが、選挙管理

委員長にお尋ねする項目がございます。ことし

の４月の県議会議員─私どもの選挙でござい

ますが、投票率が49.02％で過去最低を記録した

ということで、県民の関心の低さ、関心が薄れ

ている現状があるのかということで大変危惧し

ておりますが、この対策なり、この現状につい

ての選挙管理委員長の見解をお尋ねしたいと思

います。

○選挙管理委員長（川崎浩康君） 選挙の投票

率は、その時々の政治情勢、候補者の政策や争

点、投票日当日の天候など、さまざまな要因に

よりまして左右されるものであると考えます

が、一方で、有権者の政治離れも相当程度進行

しているのではないかと大変危惧しているとこ

ろでございます。県選挙管理委員会といたしま

しては、若者を初めとする有権者が、少しでも

政治に関心を向け、自分の一票で世の中を変え

られるという実感が持てるよう、各種啓発事業

を充実させながら、有権者の政治意識の向上に

積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○有岡浩一議員 この状況を打破するのは大変

難しい現状ではございますが、私自身が危惧し

ておりますのは、県民総力戦で宮崎県が取り組

もうとする中で県民の意識が薄れていく。こ

の49.02という数字が、県に対する一緒にやろう

という気持ちの薄れに変わってきているという

ふうに危惧する面もございます。そういった意

味では、投票率の向上、そして我々の県政への

取り組み、そういったものを充実させながら、

県民と一緒にやる姿というものを協働という言

葉として皆さん方にもっともっと伝えながら、

選挙が他人事ではないと、宮崎をよくするため

にみんなで一緒に頑張りましょうというメッセ

ージを我々も発していきますし、また、選挙管

理委員会におかれましても、そういった啓発等

を進めていただきながら、県民の意識を高めて

いただければありがたいと思っております。

その県民の意識を高める中で一つ危惧してお

りますのが、公職選挙法で言います事前運動と

いう言葉で、大変わかりづらい内容になるんで

すけれども、選挙の手引─私も５回ほど選挙

をする中で、この解釈で毎回苦しんでおります

が、政治活動としていろんな方に政策報告をす

る、これは政治活動でいいと。しかし、この手

引の中に書いてあります選挙運動とは、１、特

定の選挙において、２、特定の候補者の当選を

得または得しめるために、３、選挙人に働きか

ける行為であるということができる。選挙運動

の３要素と言われるものであるということで、

この３つの要素がかかわることによって事前運

動というふうに判断していいのか。そこら辺の

見解をお尋ねしたいと思います。

○選挙管理委員長（川崎浩康君） 選挙運動と

は、議員のお話のとおり、特定の選挙におい

て、特定の候補者の当選を得または得しめるた

めに、選挙人に働きかける行為でありまして、

これを立候補届け出前に行いますと事前運動と

なり、公職選挙法で禁止されております。公職

選挙法におきまして、選挙運動以外の政治活動

については、原則として自由に行うことができ

ますが、政治活動として行うものでありまして

も、実態として立候補予定者の氏名の普及宣伝

のための活動を行う場合などは、事前運動とな
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る可能性があり、その活動が事前運動に当たる

かどうかは、個々の事例について、内容や時

期、場所、あるいは方法、対象などの具体的な

状況を把握して、総合的に判断されることにな

るものと考えております。

○有岡浩一議員 大変解釈の幅が広いというこ

とでわかりにくいわけですが、一つの事例とい

うんでしょうか、凡例等を教えていただけると

ありがたいです。

○選挙管理委員長（川崎浩康君） これまで事

前運動に当たる凡例としては数少ないのでござ

いますが、立候補届け出前に特定の候補者の略

歴が記載された文書を頒布したことが、特定の

選挙において特定の候補者の当選を目的として

行われたものとして、事前運動に当たると認め

られた事例がございます。

○有岡浩一議員 言葉で説明をしていただくと

なかなかわかりづらいんですが、ここに39名の

議員の皆様方、知事を含めて40名の選挙にかか

わる者がいるわけです。我々の勉強ももちろん

大事ですが、実はこれは有権者の皆さん方にも

かかわってくる問題ですから、こういった解釈

を我々は常に勉強しながら、また、選挙管理委

員会におきましても、啓発・指導をしていただ

きながら、今後とも事前運動等の問題がないよ

うな取り組みをしていただき、県民の皆さんが

選挙にかかわることは悪いことではない、選挙

にかかわることは大事だという意識づけのため

にも、今後とも努力していただければありがた

いと思っております。

次の質問に入らせていただきたいと思いま

す。人材が育つ環境づくりについてということ

で質問させていただきますが、また私ごとでの

話で、時間を精いっぱい使わせていただきたい

と思います。私も20代のころ、職員の経験がご

ざいます。年休処理ということで、たくさんの

年休処理をした人物でありまして、県の職員の

方の中では、20代が７日間ぐらい、30代になり

ますと10日。職員の方は平均約10日間の年休処

理をしていらっしゃるという話を聞きました。

ただ、私の経験から、若いときに、年休を使っ

てでもスキルアップのために動く、そしていろ

んなところを見て回る。そういうエネルギッ

シュな活動をされることは大いに結構だと思い

ますし、９月に知事のほうから、コンプライア

ンス遵守の問題をお話しされましたけれども、

若いときにいろんな視野、いろんな角度から物

を見る力をつけることが、こういった対策にな

ると私は思っております。そういった意味で、

年次有給休暇の活用について、もっともっと職

員の方に権利として使っていただいて、大いに

職員の皆さんのスキルアップに活用していただ

きたいと思いますが、その点について現状なり

報告をいただければありがたいです。

○総務部長（稲用博美君） 年次休暇は、本

来、心身のリフレッシュを図るためのものであ

りますが、自己啓発やワークライフバランスの

観点からも、その取得促進に取り組んでいくこ

とが重要であるというふうに考えております。

昨年度からスタートしました次世代育成支援の

ための行動計画におきましては、平成26年度ま

での年休取得日数を、平成20年度比で20％増加

させることを目標に掲げているところでありま

す。このため、日ごろから職員あるいは所属長

への年休取得に関する意識啓発を行っていると

ころでありますが、本年度は、夏季のリフレッ

シュ年次休暇を２日ふやしまして４日間とする

とともに、啓発用のチラシを作成して、職員本

人のリフレッシュはもとよりですが、家族サー

ビス、地域活動、自己啓発といったさまざまな
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年休取得のあり方を例示するなど、取得促進の

呼びかけ、あるいは取得しやすい環境づくりに

努めたところであります。今後とも、公務能率

の維持向上はもとよりでありますが、年次休暇

のさまざまな効用を積極的に職員にＰＲし、取

得促進に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○有岡浩一議員 職員の皆様方に対しても、そ

ういった啓発をしていただき、心のバランスと

いうものを含めてしっかりととっていただきな

がらモチベーションを上げてもらい、県民のた

めの活躍をしていただきたいと思っておりま

す。

また、職員の中でも、勤務体制の不規則な県

病院等の看護師の話で一つ教えていただきたい

と思いますが、３交代制の勤務体制であると。

そして子育て中、さらには高齢者の介護等の問

題を抱える。さまざまな家庭の事情があろうか

と思います。そういった看護師の皆様方のワー

クライフバランスというものがどのような状況

なのか。そして、日南、宮崎、延岡という３つ

の県病院を抱える中で、異動等の心配をされな

がらの職務体制ではないかと思っております

が、そういった対策についてどのような取り組

みをしていらっしゃるのか。３交代制という特

殊な部分での御苦労を考えましてお尋ねしたい

と思います。また、郷土の偉人のお話を少しさ

せていただきますが、高木兼寛先生─高岡町

（旧穆佐村）出身の方ですが、「病気を診ずし

て病人を診よ」という言葉を残していらっしゃ

います。これは、病気を抱えていらっしゃる患

者さん本人にどう接するか、要するに看護師の

必要性を訴えられた言葉でもありますし、日本

で最初に看護の学校をつくられた先生でもあり

ますが、医療という分野で看護の大切さを伝え

てこられた人物であります。看護師の現状とし

てどのような取り組みをしていらっしゃるの

か、報告いただければありがたいです。

○病院局長（甲斐景早文君） 病院局におきま

しては、職場の活性化と医療水準の向上を図る

ため、適材適所を基本に人事異動を行っており

まして、その際には、職員の能力、適性、希望

や家庭環境などを十分勘案し、配置していると

ころであります。また、看護師は女性が多く、

出産、育児などと勤務の両立が求められますこ

とから、看護師の定着・確保を図るため、育児

休業などの休暇制度の活用を初め、院内保育の

導入など、育児を行う職員が安心して勤務でき

る環境の整備に努めているところであります。

○有岡浩一議員 私どもは、看護師の方、医師

の不足の問題、そういった現状も抱えておりま

すけれども、皆さんで一緒に頑張っていけるよ

うな環境づくりに努めてまいりたいと思いま

す。また、大切な人材です。民間病院との違い

もあろうかと思いますけれども、次の世代の若

い看護師を育てるためにも、ベテラン看護師の

方とタイアップして人材育成に取り組んでいた

だきたいと思っております。

次に、５番目の項目の質問をさせていただき

たいと思います。「いきいき集落」の取り組み

についてでございますが、この「いきいき集

落」事業に大変期待しております。県北に多い

と聞いておりますし、県南等にもふえてきてお

りますが、宮崎市周辺にまだ動きがないという

ことで、私も地元に帰りまして、ぜひこの「い

きいき集落」を宣伝して、地域で盛り上げてい

こうというメッセージを発していきたいという

思いで今後とも頑張りたいと思います。点とし

て取り組むものが線としてつながるために、交

流会等も計画していらっしゃるようですし、線
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が面になるためにも、提案というかアイデア提

言というふうにお酌み取りいただければ結構か

と思いますが、この前の南九州の観光研修会の

中で、修学旅行生の受け皿として民泊をやって

いるという事例もありましたし、一つの大きな

面としての目標として、そのような民泊または

空き家対策などに取り組んでいく提案等も、時

期を見てされていいのではないかということ

で、いきいき集落のこれから発展される姿をイ

メージして質問させていただきます。どうぞよ

ろしくお願いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 「いきいき集

落」の取り組みにつきましては、住民みずから

が考え、行動するような元気な集落づくりを推

進するために行っておりまして、現在、97の集

落を「いきいき集落」として認定しておりま

す。県では、「いきいき集落」に対しまして、

他の集落のモデルとなり得るような取り組み等

への助成を行うとともに、集落相互の情報交換

を図るための研修交流会を実施しているところ

でございますので、その中で、議員から御提案

のありました民泊や空き家対策等につきまして

も、都市住民との交流を促進し、地域活力を向

上させる魅力ある取り組みとしまして、県内の

市町村あるいは各集落へ情報発信を行うととも

に、必要な助言等も積極的に行ってまいりたい

と考えております。

○有岡浩一議員 どうぞ県内各地にこういう活

動が芽生えて、宮崎県の一つの目玉として育っ

ていただくことを期待しております。

次に、教育行政について質問させていただき

ます。

９月の県議会におきまして、先輩議員のほう

から、教科書採択の問題につきまして、明文化

されたルールづくりが必要だということで提案

され、また、教育長からも答弁がございまし

た。９月以降、市町村教育委員会に対し、どの

ような指導・助言を行われ、どのような取り組

みをされることになるのか、教育長にお伺いい

たします。

○教育長（渡辺義人君） 市町村立小中学校の

教科用図書の採択につきましては、それぞれの

採択地区ごとに設けられております協議会にお

いて決定されることになっておりますが、その

手続に関するルールとして、協議会規約が定め

られております。これらの規約の中で、採択地

区内の市町村教育委員会の間で、どの教科書を

採択するのか判断が分かれた場合の決定の手続

が明確に規定されておりませんでしたので、必

要な事項を盛り込んだ規約例を作成し、指導・

助言を行ったところであります。今後とも、国

の動向等も注視しながら、適切な指導・助言に

努めてまいりたいと考えております。以上で

す。

○有岡浩一議員 ぜひともこういったルールを

整備しまして、地域の先生方が安心して採択に

持っていけるような努力を、今後ともお願いし

たいと思っております。

教科書に関係する中で、教育委員長のほうに

お尋ねしたいと思います。先ほど、小村寿太郎

候、高木兼寛候のお話をさせていただきました

が、教科書等を通じて郷土の偉人を学ぶという

ことは、子供たちにとって、宮崎の偉人はこう

いった人がいるということで大変自信になる、

そして、よそに行っても、宮崎にはこういう人

物がいらっしゃったという誇りになる、そうい

うふうに思うんです。特に教育委員長はカウン

セラー等の専門でもありますので、子供たちの

心理、発育の中のそういう思いというものを考

えたときに、教育の視点から、教科書の中の郷
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土の偉人の学習というものをどのようにとらえ

ていらっしゃるか、お尋ねいたします。

○教育委員長（近藤好子君） 小中学校におき

ましては、小村寿太郎候など身近な地域の歴史

上の人物について学習しております。子供たち

には、このような郷土の偉人に関する学習を通

しまして、その功績はもちろんですが、私は、

ぜひそこに至るプロセスを学習してほしい、多

くを学んでほしいと考えております。世界につ

ながるすばらしい功績も、今、子供たちがいる

ここ宮崎が出発点になっていること、特別とは

言えない日々の出来事や自分の思いに向き合っ

て進んでいること、人との出会いやつながりが

夢の実現にはなくてはならないものであるこ

と、プラスのことだけではなくマイナスの体験

も次につながる力になることなど、子供たちが

それぞれの年齢に応じて共感を持つことがで

き、心に残る学びであることが重要と考えてお

ります。私は、一人の郷土の偉人を学ぶとき

に、小学生の年齢で気づくこと、感じること、

中学生の年齢になって改めて気づくこと、それ

ぞれがあって初めての学習だと感じておりま

す。余談ですが、私もこの年齢になって読み返

すと、また学ぶことがあるわけです。ですか

ら、そういう気づきの持てる学習であってほし

いと考えております。県教育委員会といたしま

しては、このような郷土の偉人の功績や生き方

についての学びを通して、郷土を愛し、我が国

や国際社会の発展に寄与する夢や高い志、そし

てあきらめない心を持った子供たちをはぐくん

でいきたいと考えております。

○有岡浩一議員 どうぞ子供たちの成長過程の

中で郷土の人物に触れ合う機会をつくっていた

だき、さらにはお願いでございますが、先生方

の指導力アップのために、こういった郷土の偉

人についてもますます勉強していただきなが

ら、子供たちにしっかりと伝えていただける環

境を整えていただきたいと思っております。

次の質問に入らせていただきます。キャリア

教育ということで、高校ではよく耳にする言葉

でございますが、小中学校におきましても、そ

れぞれの取り組みをしていらっしゃると伺って

おります。さらに、私どもが危惧するのは、高

校から職場についたときになかなか続かない現

状もあると聞いております。このキャリア教育

というもの、社会に出て自信を持って自分を表

現できる力をつける、そういったものが必要な

時代になってきているのかなと思いますが、宮

崎における小・中・高のキャリア教育の実態等

をお尋ねしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） キャリア教育は、児

童生徒の発達段階に応じて体系的に推進するこ

とが大切であると考えております。学校におき

ましては、例えば小学校段階で、係活動などを

通して自分の役割の自覚や働くことへの関心を

高めさせております。中学校段階では、職場体

験学習や立志式における職業人の講話などによ

り、勤労観、職業観の育成に努めております。

また、社会への移行準備の時期である高校で

は、学校と保護者が連携し、さらには地元企業

の協力もいただきながら、さまざまな分野での

職業講話やインターンシップ、職場見学等を行

うことで、実社会の仕組みを学んだり、将来の

職業への意識を高める取り組みを進めておりま

す。これらをさらに充実するために、県教育委

員会といたしましては、県内各地区の小中学校

のキャリア教育推進の核となる教員を指導者と

して養成し、県内全域でキャリア教育の意義と

指導法などの普及を図る取り組みを進めている

ところであります。また、高等学校におきまし
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ては、キャリア教育の啓発について、全国的に

実績のある講師を招聘いたしまして、働く意味

と学ぶ意味の講演をすべての学校で実施してい

るところであります。なお、県教育委員会とい

たしましては、今年策定いたしました第二次宮

崎県教育振興基本計画におきまして、「自立し

た社会人・職業人を育む教育の推進」を重要な

施策の一つとして位置づけているところであり

ます。このことを具現化するために、有識者か

ら成る学校教育改革推進協議会におきまして、

宮崎にふさわしいキャリア教育の推進のあり方

について幅広く御意見をいただいているところ

であり、その提言も踏まえまして、小・中・

高12年間を見通したキャリア教育の推進に取り

組んでまいりたいと考えております。以上で

す。

○有岡浩一議員 キャリア教育の現状について

大変わかりやすく説明いただきまして、ありが

とうございます。ただ、このキャリア教育にこ

れから取り組む中で、私は、実際に子供を育て

る親の立場でありますが、果たしてキャリア教

育ができているのだろうか、親の働いている姿

を見て子供たちはどう思っているのだろうか

と、大変不安ではございますが、家庭教育の大

切さというのを考えております。行政におきま

しては、「こどもの日」「少年の日」とか、い

ろいろな形で取り組んでいただいております

が、家庭の大切さ、キャリア教育における家庭

の取り組みについてのアドバイスをいただけれ

ばありがたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 古くから伝わるすば

らしい言葉の一つに、「子は親の背中を見て育

つ」というものがございます。家庭は、子供の

成長、発達を支え、自立の基礎をつくる大切な

場でありまして、働くことに対する保護者の考

え方は、子供の職業意識の醸成に深く影響を与

えるものと考えております。このため、県教育

委員会でもさまざまな家庭教育事業を進めてい

るところであります。例えば、家庭内で読書に

取り組む、家で読むと書きまして「うちどく」

と読む「家読」運動におきましては、親子で同

じ本の登場人物の生き方やなりわいの感想を語

り合うことで、子供の社会的な成長を促すこと

につながります。また、「みやざき弁当の日」

の取り組みでは、保護者の手をかりることな

く、子供が自分自身で献立を考え、材料をそろ

え、調理をし、弁当箱に詰め、後片づけまでし

て学校に持っていくという一連の活動を通しま

して、毎日の食事をつくる保護者の苦労を身を

もって学びますとともに、任され、褒められる

ことが社会的な自立に子供をつないでいくとい

うようなことではないかというふうに考えてお

ります。近年、家庭や地域の教育力が低下して

いるということが言われておりますけれども、

人としての生き方、あり方のもととなる、そう

いった力をはぐくむもととなる家庭教育は、い

かなる時代にあっても大変大切なものであると

考えております。以上です。

○有岡浩一議員 ぜひ家読というものにも取り

組みたいと思います。また、弁当の日につきま

しても積極的に取り組んでいただきまして、さ

きにえびののほうでも視察させていただきまし

たが、子供たちの生き生きとして弁当を食べて

いる姿を見まして、人と接すること、人と交流

することの楽しさを、学校の中でもこの取り組

みの中でやっていらっしゃる姿を見まして、一

つ一つこういった取り組みの積み重ねがキャリ

ア教育の形になってくるのかなと感じておりま

す。新しい分野の取り組みでありますけれど

も、教育行政の中の社会に出てからの力になる
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という部分ですので、御指導いただきたいと

思っております。

それでは、最後の質問になりますけれども、

農政水産部長のほうにお尋ねしていきたいと思

います。

耕作放棄地再生事業というふうな形で農林水

産省でも取り組んでいる事業がございまして、

宮崎県でもやっております。私は今回、猿害対

策を取り上げて御質問させていただきますが、

耕作放棄地対策をやっている反面、猿害を受け

ることによって耕作を放棄してしまっている現

状が多々広がっていると。制度事業でやりなが

らも、こちらでは耕作放棄地がふえているとい

う大変難しい状況ですが、猿害というものは鳥

獣害の中でも特殊な分野でありますので、猿害

対策に取り組むことが、地域によっては耕作放

棄地再生に向けた大きな取り組みになるという

ふうに思っております。現在の宮崎県としての

猿害対策の状況を教えていただきたいと思いま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 猿害につきま

しては、他の鳥獣に比べまして、学習能力や運

動能力が高いため、その対策には特有の難しさ

があります。このため、一たん被害を受けます

と、経済的な損失にとどまらず、生産者の生産

意欲の減退や作付の断念など、耕作放棄地の増

加につながる深刻な問題があり、早急な対策を

講ずる必要があると考えております。したがい

まして、県といたしましては、鳥獣被害対策緊

急プロジェクトの中で、集落ぐるみでの追い払

いや、野生猿に侵入されにくい猿用ネットさく

の設置など、地域が一体となった被害防止対策

とあわせ、被害状況に応じた適正な捕獲対策な

ど、総合的な鳥獣被害対策に取り組んでいると

ころでございます。

○有岡浩一議員 今、部長のほうから答弁いた

だきました。実は私も農家の一人でありまし

て、15年ほど前から被害に遭っておりました。

そして、追い払い等の作業を10年以上続ける中

で、関係者はくたびれてしまったと。しようが

ないと人間のほうがあきらめてしまっていると

いう現状もございます。そういった意味で、追

い払い等の対策ももちろん必要ですし、それぞ

れのやるべきことをしっかりやるということも

大切なんですけれども、やはり捕獲という部分

も並行してやっていかなければ、現在の状況を

維持または打開していくことは難しいと思って

おります。そういった意味で、捕獲対策として

どのような取り組みをしていらっしゃるのか、

環境森林部長のほうに答弁をいただきたいと思

います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 猿の捕獲対策

につきましては、平成19年度からは、猿の被害

の多い18市町村と連携しまして、従来の有害鳥

獣捕獲班とは別に、66班、826名の野生猿特別捕

獲班を組織し、捕獲対策に取り組んでおりま

す。加えて、昨年度から、シカ・猿被害の多

い22市町村に、シカ・サル対策指導捕獲員48名

を配置し、わなによる猿の捕獲や追い払いを実

施しているところであります。

○有岡浩一議員 今お話しいただきました捕獲

対策で多くの人的努力をしていただく中で、効

果が上がっている部分があるというふうに聞い

ておりますが、こういったことを継続していき

ながら適正数に落ちつくことを願っておりま

す。また、生産者にとって、猿害というものが

どうなっていくのか見えるということが一番あ

りがたい。これからどんどん広がっていくので

はないかという不安を持ちながらの生産活動で

す。なかなか手を打てないという状況もありま
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すので、鳥獣害という大きな取り組みの中の猿

害という一つのテーマでありますけれども、20

年前には全く聞いたこともない被害が現在こう

やって広がっているという事実を受けとめた上

で、県政の中でも取り組んでいただき、市町村

単位でも早い段階から取り組んだわけですけれ

ども、まだまだ対策が追いついていかないとい

う現状ですので、プロジェクトチームの活動に

も期待をしながら、ぜひとも県も市町村と一緒

に猿害対策に取り組んでいただきたいと思って

います。

最後に私のほうから、農林水産省が取り組ん

でいらっしゃる耕作放棄地再生利用緊急対策事

業について、考えを述べて終わらせていただき

たいと思いますが、70ヘクタールもしくは46ヘ

クタールの実績があるというふうに聞いており

ます。私ども農業をする人間としましては、先

祖から預かった農地だということで大切にした

いという気持ちがございます。それ以上に、100

年前、柳田國男という農学者がおっしゃったこ

とは、「次の世代の人たちからお預かりしてい

る農地だ」と。ですから、農地は自分たちのも

のではない。次の世代からお預かりしている農

地を農地としてお返しする、その義務があると

いうふうに思っております。耕作放棄地再生利

用緊急対策という事業を大いに活用していただ

きながら、農地を農地として次の世代に引き継

ぐための努力をしてまいりたいと思いますし、

行政の皆様方の力をかしていただきながら農地

を守る。そして、次の世代に安心した地域づく

りができる基盤を残していただくことをお願い

しまして、私の一般質問を終わらせていただき

ます。（拍手）

○十屋幸平副議長 次は、丸山裕次郎議員。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い、一般質問を行います。

まず、行財政改革についてお伺いいたしま

す。

私は、平成21年度に設置された行財政改革特

別委員会の委員長に選任され、県が出資してい

る法人等のことについて調査研究し、「宮崎県

の出資法人等への関与事項を定める条例」の立

案や「新宮崎県公社等改革指針」への提言など

を委員会の皆さんとともに行いました。条例の

細かいことについては申し上げませんが、こと

しから本格的に、宮崎県の出資法人等への関与

事項を定める条例の運用が始まり、９月議会で

各常任委員会に報告がありました。条例に基づ

く報告は初めてでしたが、県としてどのように

臨まれたのか、知事にお伺いいたします。

次に、新宮崎県公社等改革指針についてであ

ります。今回の指針は、平成22年度から24年度

の３カ年で、対象法人の統廃合により１割程度

削減（45法人から40法人へ５法人減）や、対象

法人への県の職員派遣数を１割程度削減（102名

から90名へ12名削減）、さらには、財政支出

額20億円削減（130億円から110億円）といった

数値目標が立てられておりますが、中間年度の

本年度までの進捗状況はどうなっているのか、

総務部長にお伺いします。

財政が逼迫している一つの要因として、高齢

化に伴う社会保障費の伸びがあります。社会保

障費の伸びの状況を見てみますと、平成23年度

は、老人保健医療対策費144億円、国民健康保険

助成費110億円、介護保険対策費127億円、合わ

せて381億円になっており、昨年に比べ13億円も

増加しております。まさに財政のメタボ３兄弟

になっており、社会保障費の伸びの抑制が今後

の財政運営に大きな要因を与えることは明確だ

と考えており、これまでにも、平成19年11月議
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会、そして昨年の11月議会でも質問させても

らっております。知事等から、「今後、老人医

療費を初めとする社会保障費が増大し、本県財

政にも大きな影響を及ぼすことが予測されてお

り、健康や予防の観点からの取り組みが、今後

の県政運営において重要な要素となると考えて

おります」とか、また、「本県市町村における

特定健康診査実施率は全国平均より４ポイント

下回っており、県としても市町村と連携しなが

ら健康づくりを推進していきたい」といった答

弁をいただいております。

さて、未来みやざき創造プランの工程表の目

標でも、市町村国保における特定健康診査の実

施率65％を掲げておりますが、この目標を達成

するために具体的にどのような政策に取り組ん

でいくのか、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

次に、防災対策についてお伺いいたします。

３月11日に発生した東日本大震災・大津波被

害を契機に、本県の防災対策を調査研究する防

災対策特別委員会が設置され、井本委員長のも

と、私も副委員長として県内外の調査を行いま

した。調査の中で、防災対策イコール地域づく

りイコールきずなづくりであるということを強

く感じました。自助・共助をしっかりとつくり

上げ、公助がサポートしていく地域づくり、き

ずなづくりを行い、防災対策が充実してほしい

と感じております。

さて、本県においては、今回の震災を契機

に、現在、地震・津波防災対策に関する見直し

を行っていると聞いており、地震規模並びに津

波の大きさなどについて、国の中央防災会議で

の検討を踏まえ、本県の減災計画、防災計画等

を行っていくということであります。減災計画

や防災計画にしても、実効あるべき計画にする

必要がありますが、地震・津波防災対策に関す

る見直しについては、どのような視点を重視

し、変更しようと考えているのか、総務部長に

お伺いいたします。

次に、新燃岳対策についてお伺いいたしま

す。

１月26日に、約300年ぶりの大噴火で多量の降

灰があり、雨が降るたびに土石流が発生しない

か心配しておりましたが、今のところ大きな土

石流は発生しておらず、ほっとしております。

しかし、他の火山噴火において数年後に大きな

土石流が発生した事例があり、心配しておりま

す。また、新燃岳対策には、環境省、林野庁、

国土交通省といった複数の行政機関の連携が必

要だと考えておりますが、今後の土石流対策に

どのように取り組んでいかれるか、お伺いいた

します。

改めて「活動火山対策特別措置法」を見てみ

ますと、第２条「避難施設緊急整備地域の指定

等」で、「内閣総理大臣は、火山の爆発により

住民等の生命及び身体に被害が生じ、又は生ず

るおそれがある地域で、その被害を防止するた

めの施設を緊急に整備する必要がある地域を避

難施設緊急整備地域として指定することができ

る。内閣総理大臣は、避難施設緊急整備地域を

指定しようとするときは、あらかじめ、中央防

災会議及び関係都道府県知事の意見をきかなけ

ればならない」とありますが、避難施設緊急整

備地域について、これまでの進捗状況と今後の

進め方についてお伺いいたします。

次に、第11条「降灰除去事業」についてであ

りますが、市町村が行う降灰除去事業は、国の

補助があると規定されておりますけれども、県

が行う降灰除去は規定がなく、県単事業の維持

事業で対応するしかないのが実情です。県で行
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う降灰事業も補助対象にすべきと考えますが、

見解をお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終え、以下の質問は

自席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

「宮崎県の出資法人等への関与事項を定める

条例」に基づく議会報告についてであります。

この報告に当たりましては、県議会が県民の代

表として、県と公社等との関係を監視する役割

を果たしていくべきであるという条例制定の趣

旨を真摯に受けとめ、県の人的・財政的関与の

縮減の取り組み状況や、法人の財務状況などを

経営評価報告書として取りまとめ、報告させて

いただいたところであります。県といたしまし

ては、今後も適切に報告を行い、県議会に

チェックをいただきながら、平成22年２月に策

定をしました指針に基づきまして、公社等改革

に鋭意取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○総務部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答えい

たします。

公社等改革の進捗状況についてであります。

新指針を策定いたしました平成21年度当初を基

準として設定した25年度当初の目標値に対しま

して、中間となります本年度当初時点における

進捗状況は、対象法人数につきましては、５法

人削減目標に対して２法人の削減となっており

ます。ただ、口蹄疫復興財団を平成22年度末に

新設したために、差し引きでは１法人の減と

なっております。次に、県職員の派遣数につき

ましては、12人の削減目標に対しまして16人の

削減となっております。県財政支出額につきま

しては、20億円の削減目標に対しまして、約15

億円の削減となっております。ただ、財政支出

縮減額のうち約４億円につきましては、派遣職

員の人件費を県からの直接支給に切りかえたも

のによりますので、差し引きでは約11億円の縮

減となっております。今後も引き続き目標達成

に努めてまいりたいと考えております。

次に、地震・津波防災の見直しにおいて重視

する視点であります。今回発生しました東日本

大震災におきましては、想定を超える巨大な津

波により、残念ながら多くの犠牲者を出すこと

になりました。したがいまして、今後の見直し

におきましては、地震・津波への対策の中で、

「想定外」という事態を起こさないという視点

が非常に重要であるというふうに認識しており

ます。想定外ということをなくしました、いわ

ば最悪の状況の中で、一人でも多くの県民の命

を守るための対策が必要であり、このために

は、まずは地震動や津波高の想定を、今回の震

災の状況も踏まえてしっかりとつくり上げた上

で、ソフト、ハード両面からの対策を進めてま

いりたいと考えております。中でも、今回の震

災のような大津波の被害を踏まえますと、住民

の迅速かつ的確な避難という点が特に重要であ

ると考えております。政府においても専門調査

会を立ち上げて検討を進めているところであり

ますが、県としましても、本県の地域性にも十

分に配慮しながら、各市町村とも連携し、実効

性の高い避難対策を検討してまいりたいと考え

ております。

次に、避難施設緊急整備地域についてであり

ます。県では、本年１月末に、火砕流のおそれ

により避難勧告を出されました高原町の一部地

域を、避難施設緊急整備地域として指定される

よう国に対し要望したところであります。２月

に地域指定がなされまして、その結果、高原町

を初め、現在８市９町１村において、農業関連
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の降灰対策等、国の補助事業が受けられること

になりました。また、地域指定を踏まえ、高原

町における調査結果や要望等に基づき、避難ご

うや道路等を含む同町避難施設の整備計画を９

月に策定提出して、10月に国からの同意を受け

ましたので、今後、この計画に基づき、国に支

援を要望しながら施設整備の促進に努めてまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

市町村国保における特定健康診査についてで

あります。特定健康診査の実施率の向上に向

け、県としましては、実施主体の市町村に対

し、経費の一部を負担いたしますとともに、事

業の実施に関し、市町村に出向き、技術的助言

を行っているところであります。また、県、市

町村国保、被用者保険者等で構成します保険者

協議会や広報委員会において、ポスター・リー

フレットの作成、広報テレビ番組のオレンジタ

イムの放映等による県民への広報活動や、保健

師等に対する研修会を実施いたしますととも

に、今年度は新たな取り組みとして、新聞広告

を行う予定といたしております。今後とも引き

続き、市町村等との連携により、これらの取り

組みを通じ、県民が受診しやすい体制を構築

し、受診率の向上に積極的に努めてまいりたい

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○県土整備部長（児玉宏紀君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、新燃岳の土石流対策についてでありま

す。新燃岳の火口周辺には、広範囲に国立公園

や国有林が位置しておりまして、議員の御指摘

のとおり、土石流対策を円滑に進める上で、国

土交通省はもとより、環境省や林野庁など関係

行政機関との連携が大変重要であります。この

ため、１月末の噴火以降、関係機関や学識経験

者で構成します霧島火山防災連絡会などの場

で、情報の共有化や調整を図り、緊急対策工事

等を迅速に進めてきたところであります。今後

の土石流対策につきましては、国土交通省にお

きまして、霧島山ろくに位置する都城市と高原

町の17渓流を対象に、当面、おおむね10年間を

かけて36カ所の砂防堰堤や導流工等を整備する

計画が定められたところであります。本年度

は、このうち３カ所について着手する予定と聞

いております。県といたしましても、関係住民

の安全・安心な暮らしの確保が最重要課題であ

ることから、恒久的な土石流対策の早期実現に

向けて、関係行政機関との一層の連携を図って

まいりたいと考えております。

次に、降灰除去事業についてであります。こ

の事業は、活動火山対策特別措置法に基づく事

業で、市町村が行う降灰除去に対する国庫補助

事業でありますが、県が管理する道路につきま

しては、議員御指摘のとおり、補助の対象と

なっておりません。このため、今回の新燃岳の

噴火における降灰の除去につきましては、災害

復旧事業及び県単独事業により対応を行ったと

ころであります。降灰除去事業は、災害復旧事

業と比べまして比較的採択基準が緩やかであ

り、また、土捨て場に係る費用等も補助の対象

となるなど、事業の適用範囲が広いというメ

リットがございます。このようなことから、県

といたしましては、国に対して、県管理道路へ

の降灰除去事業の適用拡大を要望しているとこ

ろでありますが、今後は、さらに、鹿児島県な

ど活動火山を有する自治体で構成されておりま

す活動火山対策連絡会議とも連携いたしまし
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て、国へ働きかけてまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○丸山裕次郎議員 まず、数点要望させていた

だこうと思っております。

新宮崎県公社等改革指針の進捗状況について

答弁をいただきましたが、県からの財政支出は

約11億円の削減になっているということでした

けれども、いろいろ調べてみますと、社会福祉

事業団への８億円の自立化補助金を除けば、実

質３億円しか減額できていないのではないかと

いうふうに思っております。また、公社等への

県職員の派遣は、確かに16名削減になっており

ますが、ＯＢ派遣は22名ふえております。今後

ともしっかりとした公社等の改革に積極的に取

り組んでいただきますことを、まず要望してお

きたいと思います。

また、特定健康診査の実施率65％の目標達成

には、もちろん市町村の取り組みが重要であり

ます。後期高齢者医療制度がどうなるかわかり

ませんが、現制度上では、目標を達成しなかっ

た場合には、後期高齢者医療に対するペナル

ティーが課せられることもあり、県民自身に負

担がはね返る可能性があるといった広報も重要

であると思っておりますので、啓発、広報、指

導に全力で取り組んでいただくことを要望した

いと思います。

また、私の住んでいる高原町で、特定健康診

査を受診しない理由のアンケートをしたとこ

ろ、現在、病院に通っているというのが約３割

あるということであります。医療現場との連携

が重要だと考えますので、医師会との連携をさ

らに強化していただくことを要望しておきま

す。

引き続き質問に移りますが、財政運営をする

上で大きな負担になっている社会保障費につい

て、改めてお伺いいたします。

平成21年度から今年度までの計画になってい

る宮崎県高齢者保健福祉計画に掲げている「介

護予防及び生活習慣病等の予防の推進」並びに

「高齢者の積極的な社会参加」について、次期

計画では実効性のある計画にすべきと考えてお

りますが、福祉保健部長の見解をお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 介護予防や生

活習慣病等の予防の推進につきましては、県で

開発いたしました「いきいきはつらつ介護予防

プログラム」で、高齢者が自宅で継続的に取り

組めるよう普及する取り組みや、市町村などが

実施する健康教育、健康相談、健康診査などの

取り組みを、介護保険法に基づく地域支援事業

との連携によりまして進めているところでござ

います。また、高齢者の積極的な社会参加につ

きましては、コミュニティビジネスの手法も取

り入れたシニアパワーを生かした事業への取り

組みを行いますとともに、団塊の世代等の高齢

者によるＮＰＯ等の立ち上げや参加の促進など

によりまして、高齢者の多様な社会参加を支援

する取り組みを進めているところでございま

す。いずれにつきましても、市町村の取り組み

が大変重要でございますので、次期高齢者保健

福祉計画の策定に当たりましては、市町村と十

分連携を図りながら、これまでの取り組みを踏

まえて、さらに実効性のあるものとなりますよ

う努めてまいりたいと考えております。以上で

ございます。

○丸山裕次郎議員 いずれにしましても、実効

性のある形にしていただきたいと思っていま

す。

次に、今年度から第３期の財政改革が始まっ

ており、投資的経費について毎年縮減・重点化
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が掲げられております。そのような中、来年度

の当初予算編成において、公共事業費の特別枠

措置を考えるということであります。毎年度社

会保障費が増加していく中で、どの程度の特別

枠を設置していただくのか、非常に注目してお

ります。非常に困難な判断かと思われますが、

先ほど述べました介護予防、生活習慣病予防、

高齢者の社会参加などの市町村の取り組みに

よっては、県全体の社会保障費の伸びの抑制に

つながると私は思っております。今後、公共事

業費の特別枠設定の検討を進められると思いま

すが、このような市町村の社会保障費の取り組

みの成果について何らか考慮することはできな

いのか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 少子高齢化の進展に伴

いまして増嵩していく国民健康保険や介護保

険、後期高齢者医療などに係る社会保障関係費

を抑制するためには、議員御指摘のように、そ

れぞれの地域において、医療や介護の主体とな

ります市町村の健康や予防の観点からの取り組

みが極めて重要であると考えておりまして、本

県の財政運営に与える影響を考えましても、各

市町村における積極的な取り組みについては大

変期待をしておるところでございます。

御質問の公共事業費の特別枠につきまして

は、口蹄疫等により停滞しております本県の地

域経済の活性化等を図るために、来年度当初予

算編成の中で検討することとしておるものであ

ります。具体的な内容や規模につきましては、

国の予算編成状況を初め、今後の税制改正や地

方財政対策等を見きわめるとともに、社会保障

関係費の伸びが県財政に与える影響なども踏ま

えながら、しっかりと検討を進めてまいりたい

と考えております。

○丸山裕次郎議員 次に、来年度予算に大きな

影響を与えると思われる新たな子供向け手当に

ついて、厚生労働省は、平成24年度以降の新た

な子供向け手当の財源、総額２兆円を確保する

ため、地方自治体に対し、現行のほぼ倍となる

１兆円程度の負担を要請する方針を固めたとい

う報道もあり、非常にびっくりいたしました。

民主党は、約２年前の選挙のときには、子ども

手当は全額国費で行っていくとしていたことか

らすると、言語道断ではないかと思っておりま

す。突如過ぎる発言で地方自治体がそれぞれ困

惑しているという報道もありますが、この政府

方針に対してどのように感じ、どのように対応

しようと考えているのか、知事にお伺いいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 今回、厚生労働省か

ら、国と地方の費用負担の割合を１対１に見直

すという提案がなされたわけでございますが、

この提案は、国と地方の協議の場を設定するこ

ともなく示されたものであり、まことに遺憾で

あると考えております。また、この提案により

まして本県の負担額を試算いたしますと、これ

までの約25億円から約47億円と大幅に増加する

ことが見込まれておりまして、地方に裁量の余

地のない現金給付の地方負担を一方的に拡大し

ようとしているものであって、到底受け入れら

れるものではないと考えております。先般、地

方六団体から国に対しまして、早急に国と地方

の協議の場を開催するよう要求がなされている

ところでありますが、本県におきましても、地

方の理解が得られる形で制度設計が行われるよ

う、全国知事会等を通じまして強く国に対して

要望してまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 知事が今言われましたとお

り、25億円から47億円、22億円の増加負担は許

されないというふうに思っています。また、新
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聞等では、私立保育園向けの運営補助金につい

ても押しつけようとしております。仮に新たな

子供向け手当と私立保育所向けの運営補助金が

両方とも国から押しつけられた場合には、50億

円以上の負担増になり、財政は一気に逼迫して

いくことになると思っております。新たな子ど

も手当のような地方自治体に裁量権のないよう

な事業については、国の責任でしっかりと取り

組んでいただくことを強く国に要請していただ

くことを要望したいと思っております。

次に、防災対策について改めてお伺いいたし

ます。

平成22年２月に策定された宮崎県地域防災計

画、特に地震・津波対策について、私自身、検

証をいたしましたけれども、本当に実効性があ

るのかと疑問に思いますので、そのことを中心

に再質問させていただきます。

まず、書かれております河川管理者、海岸管

理者、港湾管理者である県土整備部長にお伺い

いたします。防災計画書には、災害予防という

ことで、過去、津波の侵入が認められた箇所の

把握や構造物の安全性の確認、航行船舶等の二

次災害の防止、油類等危険物の流出防止対策の

徹底、緊急輸送路の確保と利用可能施設による

災害支援対策の確立等が計画にありますが、こ

れまで具体的にどのようなことを行ってきたの

か、また、今後どのように対応しようとしてい

るのか、お伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県では、地域

防災計画に基づく具体的な津波対策としまし

て、ことし６月に、「津波襲来時の河川、港湾

等管理施設の対応指針」を策定し、操作員の安

全を考慮した的確で迅速な水門等の開閉操作

や、災害発生時の点検方法等を明確にしたとこ

ろであります。また、水門や港湾施設等の構造

物の安全性につきましては、構造物の耐震強化

や水門等の自動閉鎖化など、必要な対策につい

て調査検討を行い、今議会において津波対策に

係る補正予算を提案したところであります。さ

らに、今回の東日本大震災における津波は、こ

れまでの想定をはるかに超える規模でありまし

たことから、新たに設定される地震動や津波の

高さに対して、今後、国が定める指針等に基づ

き、堤防や防波堤等の補強やかさ上げを検討し

てまいりたいと考えております。また、今回、

船舶の被害や油類などの危険物の流出など、広

範囲にわたりさまざまな被害が発生しましたこ

とから、津波被害の軽減に向けまして、国や関

係機関と連携を図ってまいりたいと考えており

ます。県としましては、今後とも、地域防災計

画に基づき、実効性のある防災対策が図られる

よう努めてまいります。

○丸山裕次郎議員 次に、県公安委員会及び道

路管理者という項目があるものですから、それ

についてお伺いいたしたいと思います。「津波

襲来のおそれがあるところでの交通規制、避難

路についての交通規制の内容を、広域的な整合

性に配慮しつつ、あらかじめ計画し、周知する

ものとする。なお、県公安委員会は、必要に応

じ隣接する県と連携を密にし、交通規制の整合

性を広域的に確保するもの」と防災計画にあり

ますが、具体的にどのように取り組んできたの

か、また、今後どのように対応していくのか、

お伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県管理道路に

つきましては、地域住民の避難路として重要な

役割を果たしますことから、交通渋滞など円滑

な避難行動を妨げるおそれのある交通どめ等の

道路規制は、原則として行わないこととしてお

ります。しかしながら、津波浸水のおそれのあ
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る地域への新たな進入を抑制するとともに、地

域内からの速やかな避難を促す必要があること

から、津波警報等発令時におきましては、道路

情報板や進入防止のための注意喚起看板の設置

などによる情報提供を行うこととしておりま

す。また、沿岸部の県管理道路において、普段

から津波浸水の危険性について認識を持ってい

ただくとともに、避難の目安として役立つよう

道路の標高表示を行うことにつきまして検討を

進めているところでございます。県としまして

は、今後とも、国や関係する市・町などと情報

交換を行いますとともに、十分に連携しなが

ら、道路利用者や地域住民の円滑な避難行動が

実施されますよう、地域防災計画に基づき適切

に対応してまいりたいと考えております。

○警察本部長（鶴見雅男君） 津波に関する交

通対策として、都道府県公安委員会は、災害対

策基本法第76条に基づきまして、応急対策に必

要な人や物資の緊急輸送などを行う車両が通行

できる道路といたしまして、緊急交通路を指定

することとされております。この緊急交通路を

通行することができる車両は、消防車やパトカ

ーなどの緊急自動車のほか、緊急通行車両とし

て都道府県公安委員会から標章の交付を受けた

医薬品や食料などを積載した車両などとなって

おります。県内の緊急交通路につきましては、

管区警察局及び隣接県公安委員会との調整のも

とに、国道10号、国道218号などの主要幹線道路

を初め、合計26路線について選定をしておりま

して、必要に応じてこの中から指定することに

しております。また、災害発生時に迅速・円滑

な災害応急対策を推進するために事前届け出制

度というものがございますので、関係行政機関

等に対しまして、この制度の利用促進を働きか

けているところであります。県警といたしまし

ては、地域防災計画が実効あるものとなるよう

配意しながら、今後とも災害発生時には迅速・

的確に対応できるよう努めてまいりたいという

ふうに考えております。

○丸山裕次郎議員 次に、教育施設等での訓練

という項目がありますので、そのことについて

お伺いいたします。防災計画では、「日常の教

育で津波に対する避難方法を教えるとともに、

個人避難ができるよう定期的な訓練を行うもの

とする。野外活動における津波対策として、引

率者に津波に対する心構え等を周知するものと

する」などとなっておりますが、具体的にはど

のように取り組んできたのか、また、今後どの

ように取り組まれるのか、教育長にお伺いいた

します。

○教育長（渡辺義人君） 地震を想定しての避

難訓練は、これまでにも各学校において実施さ

れておりましたが、今回の東日本大震災の発生

を受けまして、津波被害が予想されるすべての

学校におきましては、従来の避難訓練を見直

し、校舎の最上階や近隣の高台に避難するな

ど、さらに危機感を持った実践的な取り組みが

行われているところであります。また、遠足な

ど校外活動中に津波が発生することも予想され

ますことから、県教育委員会が各学校に配付い

たしました「津波災害にともなう安全対策マ

ニュアル作成指針」の中で、事前に避難場所や

避難経路を確認することや、発生時における教

職員の対応を具体的に示しており、各学校にお

きまして、児童生徒の安全確保のための適切な

対応がなされるよう指導しているところであり

ます。自然災害は、登下校時や休日など、い

つ、どこで発生し、児童生徒が遭遇するとも限

りませんことから、すべての学校におきまし

て、津波の危険を感じたら素早く高いところへ
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避難するなど、災害発生時の適切な判断や行動

選択ができる児童生徒の育成に努めているとこ

ろであります。県教育委員会といたしまして

は、今後とも、宮崎県地域防災計画の内容を

しっかりと受けとめながら、各学校における防

災教育等の充実が図られますように指導してま

いりたいと考えております。以上です。

○丸山裕次郎議員 これまで、防災計画の地震

・津波の項目について質問させていただきまし

たが、防災計画は２冊の分厚い計画になってお

りますので、すべての項目につきまして、当局

におきましては実効あるものにしていただきた

い。また、もし変更するべきものがあれば変更

もしていただけたらというふうに思っておりま

す。

次に、防災対策特別委員会の県外調査で調査

した事項をもとに質問させていただきます。防

災対策特別委員会の県外調査で訪問しました岩

手県では、行政機関、研究者、報道機関が連携

して、頂点の住民の安全を守るという「減災の

四角錐」と言われる体制を構築しておりまし

た。また、静岡県では、研究機関の大学、気象

台等の防災機関、報道機関で構成した「しずお

か防災コンソーシアム」を設立しておりまし

た。本県においても同様な連携チームが必要だ

と考えておりますが、総務部長にお伺いいたし

ます。

また、静岡県では、２年に一度、住民防災意

識調査として、３日以上の食料・飲料の備蓄状

況や家具類の固定状況など、細かい調査を行っ

ております。静岡県のように細かな県民の防災

に対する意識調査をすることは重要だと考えま

すが、あわせて総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 御質問にありまし

た岩手県、静岡県の例でございますが、この中

で、情報の問題というのがコンソーシアムの中

では大切だと思っております。静岡県の取り組

みでは、県民への啓発・教育ということを中心

に、また、岩手県の取り組みでは、火山噴火の

対策として、現場の監視や情報共有の対応の中

で、いずれもチームへの参画を通して、報道機

関の持つ特性や能力を十分に生かす連携が行わ

れている事例であるというふうに認識しており

ます。

本県におきましても、災害が起こる前の啓発

・教育的な役割、また、災害発生時の住民への

災害情報の伝達、さらには災害発生後の被災者

へのさまざまな情報提供など、行政と報道機関

の連携は非常に重要であると考えております。

したがいまして、既に行っております県の地域

防災計画における県内報道機関の位置づけや、

災害時の住民への情報提供に関する協定の締結

などに加えまして、さらなる連携強化に向けま

して、今お話のありました他県の取り組みを参

考にしながら検討してまいりたいというふうに

考えております。

県民意識調査の関係でございますが、本県で

はこれまで、県民意識調査におきまして、県民

の防災意識について調査を行ってまいりまし

た。静岡県が行っております防災意識調査は、

より具体的な県民の意識を確認するとともに、

調査の実施、そしてその結果を公表することを

通しまして、県民の皆様が自分自身の防災対策

について再確認を行う機会、また、防災の啓発

としての役割、目的もあわせ持ったものである

というふうに考えております。本県といたしま

しても、防災意識調査のあり方につきまして

は、普及啓発としての活用の観点からも検討し

てまいりたいというふうに考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひお願いしたいと思いま
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す。

３月11日に発生した津波では、津波警戒で巡

回しているときに残念ながら命を落とされた消

防団員、警察官等が多くおられます。任務とは

いえ、余りにも悲惨であったと思います。この

教訓を生かすためにも、津波警戒に関する知識

向上や警戒方法が必要だと考えますが、総務部

長並びに警察本部長にお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 東日本大震災で

は、253人もの消防団員が死亡または行方不明と

なっておりますが、その多くは、住民の避難誘

導中や水門閉鎖中に津波に巻き込まれたもので

あります。このため、消防庁では、「東日本大

震災を踏まえた大規模災害時における消防団活

動のあり方等に関する検討会」を11月に設置

し、大規模災害時における消防団活動のあり方

や消防団員の安全確保等について検討すること

としております。県としましても、災害時にお

ける消防団員の安全確保は大変重要であるとい

うふうに考えておりますので、国の検討状況も

踏まえながら、市町村や消防協会などの関係機

関と連携を図り、安全確保策の確立について取

り組んでまいりたいと考えております。

○警察本部長（鶴見雅男君） 東日本大震災に

おきましては、津波からの避難誘導に当たる

中、多くの警察官が殉職をいたしました。これ

を教訓として、本県警察におきましては、現

在、自治体等において見直しが進められている

避難場所、避難経路等の把握とあわせまして、

関係機関と連携を図りながら避難誘導訓練等を

実施しておりますほか、津波の脅威や知識につ

きまして、部内での共通認識を図るべく、巡回

指導、教養等を実施しているところでありま

す。津波の発生時には、限られた時間の中で、

住民の皆さんの安全確保はもちろん、警察官み

ずからの安全確保にも配意しつつ、迅速・的確

な高台等への避難誘導が必要であるというふう

に考えております。今後とも、関係機関との連

携強化や各種訓練の実施などを通じまして、災

害警備の万全を期してまいりたいというふうに

考えております。

○丸山裕次郎議員 防災対策の最後の質問にし

ようと思いますけれども、６月議会でも、新庁

舎を含め、防災拠点施設プロジェクトチームを

立ち上げるべきではないかということで質問し

たところ、検討するということでありましたけ

れども、現在の進捗状況はどうなっているの

か、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） ７月に設置しまし

た庁内検討委員会では、先進県における庁舎の

整備状況を調査し、防災拠点として必要な機能

について検討を行いますとともに、本県の防災

拠点の整備方策、具体的に言いますと、１号館

の耐震補強、他の庁舎への移転、新たな施設の

整備について検討を行ってきたところでござい

ます。その結果、１号館を初め、いずれの庁舎

も防災拠点として必要な耐震性能を有していな

いため耐震補強が必要であること、さらに、耐

震補強を行った場合には、耐震壁等の設置によ

り執務室が狭くなること、また、他の庁舎への

移転につきましては、１号館より床面積が小さ

いため、スペースが十分に確保できないこと等

の問題点がございました。こうしたことから、

災害対策の中核的施設として必要な通常の1.5倍

の耐震性能を有し、災害応急対策や復旧・復興

対策を円滑に実施できる防災拠点施設を新たに

整備することが適当であるとの報告があったと

ころでありますので、今後、さらに具体的な内

容の調査、検討を行ってまいりたいと考えてお

ります。



- 60 -

平成23年11月30日(水)

○丸山裕次郎議員 次に、口蹄疫対策について

お伺いいたします。

昨年は、口蹄疫対策ということで、６回の補

正予算で約1,900億円余の予算で、家畜処分等の

防疫対策、子牛競り価格安定対策や購買者対策

等の競り対策、さらには農家のみならず商工業

者への経営安定対策など、さまざまな事業を実

施されました。それぞれの事業の予算に対する

決算と実績及び効果についてお伺いいたしま

す。

また、人工授精業務自粛により子牛生産の不

均等が生じ、子牛競り出荷頭数の不均衡が生

じ、早期出荷対策や子牛競り価格対策などの対

策が必要ということで、ようやく今議会に提案

をしていただいております。具体的な内容と効

果について農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 平成22年度に

おきましては、口蹄疫の発生に伴う一連の対策

を行いますとともに、口蹄疫からの再生・復興

に当たって緊急的な対応を要する課題に取り組

んだところでございます。

まず、口蹄疫の発生に伴う対策としまして

は、防疫対策として約58億円の予算措置に対し

てほぼ全額を執行し、家畜の殺処分、消毒ポイ

ントの運営等を行いました。また、終息後の経

営安定対策として約18億円を措置し、約７億円

を執行して子牛購入者に対する支援等を実施す

ることで、家畜市場の安定化等を図りました。

次に、口蹄疫からの再生・復興に向けた取り

組みとしましては、畜産経営再開の支援とし

て、観察牛の導入や中間保有施設の整備等のた

めに約３億円を措置し、そのうち約２億円を執

行して円滑な経営再開を図りました。また、本

県イメージの回復のために約２億円、経済・雇

用対策として約89億円を措置し、ほぼ全額を執

行して、企業と連携した観光キャンペーンや県

外での宮崎フェア、発生地域における県単独公

共事業や中小企業に対する金融対策等を実施い

たしました。これらに加えまして、県内経済の

回復を初めとする中長期的な課題に的確に対応

できる財源を確保するため、県や口蹄疫復興財

団等の基金造成に約1,270億円を執行したところ

でございます。

次に、肉用子牛市場口蹄疫影響緩和対策につ

いてでございます。肉用子牛市場口蹄疫影響緩

和対策事業は、口蹄疫の発生に伴う家畜人工授

精業務の自粛の影響により、子牛競り市への出

荷頭数が大きく増減する期間において、子牛価

格安定のための支援を行うことで、畜産団体の

行う競り市への出荷時期の調整及びこれによる

出荷頭数の平準化の取り組みを促進するもので

ございます。具体的には、平成24年１月から５

月までの間、その月の県平均価格が40万円を下

回った場合に、１頭当たり１万5,000円を上限に

交付する子牛価格安定対策と、購入した子牛を

県外に輸送する購買者に対して、輸送費の一部

（九州域内は1,000円、九州域外は2,500円）を

助成する導入促進対策を行うこととしておりま

す。本対策に加え、雌牛の導入対策、運転資金

の融資の合わせて４つの対策を総合的に実施す

ることにより、人工授精業務再開後に生産され

た子牛価格の安定が図られ、県内肉用牛農家の

経営安定に資するものと考えております。以上

でございます。

○丸山裕次郎議員 今回補正で提案された内容

を見てみますと、私から見ますと、子牛競り価

格安定対策を重視するということで、既存の子

牛価格安定基金事業の充実をしたということな

んですが、購買者対策として九州内は1,000円、

九州外が2,500円なんですけれども、九州内に宮
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崎県内は含まれていないということで、宮崎県

の購買者もかなりいるということを考えます

と、この購買者対策は物足りないという意見を

よく聞くのであります。購買者対策の充実を図

るべきだと考えておりますが、見解をお伺いし

ます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 子牛出荷頭数

の増減によります価格の下落を抑制するために

は、購買者を確保することが大変重要であると

考えております。このため、県では、農畜産業

振興機構に設置されている口蹄疫畜産再生基金

の活用を国に要望し、その結果、県外購買者対

策が措置されたところであり、これに係る地元

負担分につきまして今議会にお願いをしている

ところでございます。なお、県の子牛価格安定

対策や購買者対策の考え方については、あらか

じめ各地域に御説明し、地域の実情に応じた独

自支援策の検討を要請してきたところであり、

その結果、県内の購買者対策や導入対策等につ

いて、それぞれの地域で必要な対策が、措置あ

るいは検討されているところでございます。

○丸山裕次郎議員 先ほど言いましたとおり、

県内購買者の率が約６割から７割という現状か

らしますと、県内の購買者向けが排除されたと

いうことはまことに遺憾であると思っておりま

す。今回の補正は、国の機構に設置された口蹄

疫畜産再生基金を活用したということでありま

すけれども、口蹄疫が発生した当時の鳩山総

理、菅総理が宮崎に来県したときに、「何でも

やります」と答えられたことからすると、裏切

られた気がしてなりません。

次の質問に移りますが、ことし１月に生産者

と一緒に、子牛競り平準化について要望を行い

ました。県当局からは、既存の事業、いわゆる

宮崎牛資質向上緊急対策事業などで対応してい

きますという答弁でしたけれども、実際に既存

事業で導入された雌牛導入状況はどうだったの

か、お伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 平成22年度第

４・四半期の繁殖雌牛導入につきましてお答え

いたします。

まず、能力の低い繁殖雌牛を淘汰し、優秀な

雌牛に更新する「宮崎牛資質向上緊急対策事

業」によりまして19頭の導入、次に、地域の優

秀な繁殖雌牛を地域内に保留する「優秀繁殖雌

牛地域内確保対策事業」として226頭の導入、さ

らに、農協が繁殖雌牛を購入し、農家に一定期

間貸し付けた後に農家に譲渡する「繁殖雌牛導

入事業」により139頭の導入実績となっておりま

して、これら３つの事業により、22年度第４・

四半期では合計384頭の導入が図られておりま

す。

○丸山裕次郎議員 人工授精自粛により生じた

子牛市場の不均衡から早く脱出し、子牛市場の

平準化を図ることが緊急課題であると思ってお

ります。年明けから行われる子牛市場で、意図

的な繁殖雌牛の保留並びに導入事業がぜひとも

必要だと思っております。先ほど質問したよう

に、県としては既存の事業を活用していこうと

いうことを聞いておりました。19頭導入の実績

があった宮崎牛資質向上緊急対策事業について

再質問を行いますが、この事業は繁殖雌牛の更

新と導入がセットになっていて、口蹄疫で全頭

処分した児湯地域においては活用できなかった

り、また、児湯地域以外でも子牛競り平準化に

対しては活用が難しいと聞いております。その

大きな要因として、更新がセットということが

大きな障害になっているということであります

けれども、この更新という条件を撤廃できない

のかお伺いいたします。
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○農政水産部長（岡村 巖君） 宮崎牛資質向

上緊急対策事業は、能力の低い繁殖雌牛を廃用

し、能力の高い雌牛に更新するのに必要な導入

経費の一部を支援するものでございます。雌牛

側からの改良を行い、本県肉用牛のレベルアッ

プを図る上で大変重要な事業であると認識して

おります。一方、家畜人工授精自粛の影響を緩

和し、将来的に子牛生産の平準化を図るために

は、多くの雌牛の導入が必要でございます。こ

のため、当該事業の活用を促進する観点から、

事業の周知を行うとともに、要件の緩和につき

ましても、必要な検討を行ってまいりたいと考

えております。

○丸山裕次郎議員 次に、226頭導入実績のあっ

た優秀繁殖雌牛地域内保留対策事業についてお

伺いいたします。同事業は、子牛市場平準化対

策とは別枠として、年間を通して優秀な雌子牛

を選定・保留するために活用する事業ですの

で、今回の緊急対策事業にはなじまないと思い

ますが、見解をお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 優秀繁殖雌牛

地域内保留対策事業は、種雄牛造成の母体とな

る県内トップクラスの雌子牛を地域内に保留す

る場合に、その経費の一部を助成するものであ

り、優秀な種雄牛を継続して造成していくとい

う事業でございます。したがいまして、県内の

各子牛市場において、計画的に優秀な子牛を地

域内に保留するよう指導を実施してきたところ

でございます。平成24年１月から３月期では、

現時点で当該事業による地域内保留は163頭が予

定されておりますことから、これらにつきまし

ても、将来的には子牛生産の平準化につながる

ものであると考えております。

○丸山裕次郎議員 次に、139頭導入実績のあり

ました農協有事業についてお伺いいたします。

同事業は、増頭志向の農業者に対して農協が貸

し付ける際に要する経費を助成する事業という

ことですが、この事業を活用するためには保証

人が必要ということであり、子牛市場平準化策

としては現実的ではないと思われますけれど

も、見解をお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 繁殖雌牛導入

事業は、農協が繁殖雌牛を購入して農家に一定

期間貸し付けを行う場合に、その経費の一部を

助成することで、農家が初期投資を低く抑えな

がら、無理なく繁殖牛を増頭するために重要な

事業でございます。繁殖雌牛の所有権は農協に

あり、貸付期間が満了した段階で、農家は農協

に対して必要な代金を支払うこととされている

ことから、貸し付けを行う農協サイドとしては

保証人が必要とされているところでございま

す。県としては、当該事業の活用を促進する観

点から、事業の周知を行うとともに、関係団体

と連携を図りながら、要件緩和に係る必要な検

討を今後行ってまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 私の地元の西諸畜連では、

地元のＪＡ、市町村が連携して、ことしの２月

・３月競りで県からのいろんな支援をお願いし

たんですが、なかなか厳しいということで、独

自の対策として１頭当たり７万円とか５万円補

助する事業に取り組んで、通常の競りより1.5倍

の導入実績がありました。先ほどから言ってお

りますけれども、人工授精自粛により生じた子

牛市場の不均衡から早く脱出し、子牛市場の平

準化を図ることが、本県畜産の再生として緊急

かつ最重要課題だと私は思っております。人工

授精自粛を要請した県の責任で、平準化対策を

幅広く積極的に行うべきだと考えますが、改め

て農政水産部長の見解をお伺いします。また、

今回、口蹄疫復興宝くじ収益金７億7,000万円余
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を復興対策基金に積み増しするということであ

りますが、基金も活用して平準化対策に取り組

めないのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県といたしま

しては、今議会にお願いしております「子牛価

格安定対策」「輸送費の一部を助成する導入促

進対策」に加えて、既存事業を活用した「繁殖

雌牛の導入対策」及び「運転資金の融資」を４

本の柱といたしまして、総合的に対策を実施す

ることとしております。また、各地域における

独自支援策等の検討を要請してきたところでご

ざいまして、その結果、各地域においては、県

内の購買者対策や導入対策等、それぞれの地域

で必要な対策が措置あるいは検討されていると

ころでございます。これらのさまざまな対策を

有効に活用いたしまして、人工授精自粛の影響

を緩和し、子牛価格の安定と農家経営の安定を

図ってまいりたいと考えております。なお、口

蹄疫復興対策基金につきましては、今回の事業

の効果や、また、畜産の復興・回復及び県内経

済の全体的な状況等を見きわめながら、有効に

活用してまいりたいと考えております。以上で

ございます。

○丸山裕次郎議員 あとは要望にしたいと思い

ますが、県も国との交渉をして、何とか今回の

補正予算をつくり上げてきていただいて、本当

に感謝をしておりますけれども、今回の補正

は、子牛価格の安定だけが重視されているよう

な感じがしております。出荷頭数の平準化に対

してなかなか明確な答弁がいただけないという

ことであります。非常に残念であります。既存

の事業の要件緩和を検討するということであり

ますけれども、畜産関係団体からは、新たな平

準化対策事業の創設要望などが当局にも届いて

いると思っておりますので、真摯に受けとめな

がら、人工授精自粛を要請した県の責任という

ことをしっかりと心に思いながら、平準化対策

がなし遂げられて、一日も早く口蹄疫からの復

興がなし遂げられるように強く要望したいと思

います。

最後に、県有種雄牛凍結精液の取り扱いにつ

いてお伺いいたします。

県内の８地域の家畜改良協会がばらばらに種

雄牛づくりをしていたのを、昭和48年に全県挙

げた産地づくりを目標として、現在の家畜改良

事業団が設立されました。以来、宮崎方式とも

言える一括管理で、ブランドの確立、畜産農家

の所得向上に寄与してきたと思っております。

また、宮崎の財産とも言える種雄牛凍結精液の

管理を県内の改良協会に加盟している会員のみ

に配布し、宮崎の財産を守っていると思ってお

りました。しかし、数年前の畜産試験場で発生

した精液盗難事件を契機に、捜査が行われ、県

外への流出等が発覚し、凍結精液の管理体制強

化が検討され、平成22年度には新システムが稼

働する予定でしたが、口蹄疫発生により実施が

おくれたと聞いております。現在の管理体制は

どうなっているのか、お伺いいたします。

また、これまで改良協会会員だけに凍結精液

を配布していたのを、会員以外にも配布するよ

うになった経緯、理由についてお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） まず、県有種

雄牛凍結精液の管理体制についてのお尋ねでご

ざいます。県有種雄牛の凍結精液は本県畜産の

貴重な財産であり、管理体制の強化を図ること

は大変重要であると考えております。このた

め、現在、県家畜改良事業団において、家畜人

工授精師が授精や精液ストローの毀損等の情報

をスマートフォンにより迅速に報告すること



- 64 -

平成23年11月30日(水)

で、事業団等が精液の利用や在庫状況をリアル

タイムで把握できる新しいシステムの構築を進

めているところでございます。現在、地域ごと

に新システムの説明会等を行い、導入に向けた

準備を進めているところでございます。

次に、会員以外にも配布することとなった経

緯、理由についてでございます。県有種雄牛凍

結精液の配布について、一部地域の家畜人工授

精師協会の入会制限が、結果的に県有種雄牛の

凍結精液の入手を困難にしていたことから、平

成21年３月に公正取引委員会から当該協会に対

し、「独占禁止法の参入制限行為に抵触するお

それのある行為が見られる」として口頭注意を

されたところであります。また、県内の家畜改

良協会に所属しない家畜人工授精師や、家畜人

工授精師免許を有した肉用牛経営者等から、県

有種雄牛凍結精液の配布要望も受けたところで

あります。県としましては、法令遵守の観点、

及び県有種雄牛は、多額の県費を投入し、県内

の畜産農家・関係団体の協力を得ながら造成さ

れる貴重な財産であることから、その凍結精液

は県内で広くかつ公正に活用されることが必要

であると判断し、関係団体とも協議し、宮崎牛

ブランドの一層の確立を図りつつ、現体制の見

直しを行うこととしたところでございます。

○丸山裕次郎議員 関係団体と協議し、見直し

を行うこととしたということでありますけれど

も、この見直しに対して不安の意見も聞きま

す。現場が混乱しないように、しっかりと行っ

ていただきたいと思っています。不安の一つの

要因として、先ほど答弁でありましたけれど

も、携帯端末によりインターネットを使い、リ

アルタイムで凍結精液の在庫管理ができるよう

にしたいということでありますが、実際にはな

かなかうまくいっていないのではないかという

話も聞くのでありますけれども、今後どのよう

に改善していくのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 新システム

は、導入時点の在庫を正確に把握すること、そ

して、利用者が授精や精液の毀損等の情報を正

確に報告することで、リアルタイムで凍結精液

の需給管理ができるものであります。現在、県

家畜改良事業団が地域ごとに新システムの導入

を進め、関係者の意見等を伺いながら、必要な

システムの改善等を行っているところでござい

ます。県としましても、適正な需給管理のでき

るシステムの構築及び円滑な運営を支援してま

いりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 最後に要望させていただき

ますが、県有種雄牛の凍結精液は県民の財産で

あります。県外に流出することのないように、

管理体制の強化をしっかりと行っていただきま

すことを強く要望いたしまして、私の一般質問

を終わります。ありがとうございました。（拍

手）

○十屋幸平副議長 ここで休憩をいたします。

午後２時58分休憩

午後３時10分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、鳥飼謙二議員。

○鳥飼謙二議員〔登壇〕（拍手） 大変お疲れ

さまでございます。最後になりましたけれど

も、おつき合いをよろしくお願い申し上げま

す。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

私は、９月議会で、大地震や大津波、そして

東京電力福島原子力発電所の過酷事故が発生し

た３月11日、３・11大震災後は、これまでのよ
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うな発想や考え方は許されない時代に入ったと

指摘しました。アメリカでのスリーマイル島原

発事故やソ連でのチェルノブイリ原発事故が起

き、地震学者などを含めて事故の危険性が再三

指摘されたにもかかわらず、「日本でチェルノ

ブイリのような事故が起きるはずがない」「日

本の原発は安全だ」と、原発政策が見直される

ことはありませんでした。議場配付資料をごら

んいただきたいと思います。先日、文部科学省

は、10月13日現在の同省航空機モニタリングに

よる放射性物質セシウム134、セシウム137の蓄

積量の測定結果を発表しました。その結果に基

づき朝日新聞が作成したのが議場配付資料の裏

側でございます。セシウムは飛散量も多く、特

にセシウム137は半減期が30年と大変長く、その

影響が心配されています。放射性物質による汚

染は、福島原発から250キロ地点で岩手県南部、

群馬県、埼玉県、東京都、千葉県など広範囲に

及んでいます。九州の地図は私が作成したもの

で大分誤差があるかもしれませんけれども、御

容赦いただきたいと思います。160キロの地点ま

でしか円がかいてありませんが、鹿児島県の川

内原発、佐賀県の玄海原発、愛媛県の伊方原発

のいずれも、事故が起きた場合、宮崎県全体に

放射性物質が降り注ぐことが予想をされるわけ

であります。原発事故は広範囲に重大な被害を

我々に及ぼすことになりますが、知事の率直な

感想をお聞かせいただきたいと思います。

以下は質問者席からお尋ねいたします。(拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

文部科学省が公表しました放射性物質の影響

の状況でございます。文部科学省が実施してい

るさまざまなモニタリングの結果をもとに作成

された、福島第一原子力発電所から放出された

放射性物質の影響でございますが、この内容を

見てみますと、今回の福島第一原子力発電所の

ような大規模な事故が発生すると、その影響と

いうものが大変広範囲に及ぶものというふうに

受けとめたところでございます。以上でありま

す。〔降壇〕

○鳥飼謙二議員 そのとおりですね、本当に広

いなというふうな気がいたします。知事の率直

な感想をお伺いいたしました。そこで、９月議

会の原発政策についての私の質問に対して、

「原子力政策については、国が決定する事項で

ある。最も大切なのは国民の安全を守ることで

あると考えている。コストや技術面など解決す

べき課題はあるものの、中長期的には再生エネ

ルギーの割合を高めていく必要があると考えて

いる」と答えられまして、国の原発政策に対す

る態度を明確にされませんでした。私は、少な

くとも30年を経過した老朽化原発は早急に廃炉

にし、今後10年程度で脱原発を図るべきだとい

うふうに考えていますので、再度明快にお答え

をいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この図を見ましても、

今回の福島第一原子力発電所の事故というもの

が、これまでの基準や考え方では安全性が確保

されないということを示しておるところでござ

いますが、一方で、原子力発電が日本の基幹電

源として大きな割合を占めるようになってきた

ことも事実であります。エネルギー政策は、最

終的には国が決定する事項であり、福島の事故

を受け、現在、エネルギー政策に関する基本政

策の見直しが行われているところでございま

す。エネルギー政策で最も大切なのは、安定的

供給や国民の安全を守ることであるというふう

な認識でございます。原子力発電がさまざまな
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課題を抱えているということを考えますと、今

後は、持続可能なエネルギーの供給という面か

らも、太陽光やバイオマスなど再生可能エネル

ギーの拡大を図ることが必要である。本県とし

てもその方向でできる限りの貢献をしてまいり

たい。それが基本的な考え方でございます。

○鳥飼謙二議員 知事はそれで、老朽化した原

発は廃炉にしていったほうがいいだろうという

ことを述べているつもりですよね。私にはそう

聞こえないんです。知事の真意を読み取ると、

そう聞こえるかもしれない。メッセージとして

は弱いと思っているんです。

実は、原発は、当初は30年ということでし

た。それが40年に延びて、50年に延びて、60年

にしていこうというときに、圧力がまといいま

すか、原子力の容器、この圧力容器に中性子と

かウランとかがぶつかる。そして、脆性遷移温

度─もちろん聞かれたと思いますけれども

─はどんどん上がってきている。そうする

と、私はこのコップの水を時々飲みますけれど

も、熱いお湯を入れたときに、急に冷たいもの

で冷やすとパリッと割れてしまいますよね。そ

れが大変な事故だというときに、脆性遷移温度

で90度近くになっているということですから、

冷たい水で冷やしたらパリンといく可能性がか

なり指摘されています。これは新聞にも出てお

りました。

九州の原発を見てみますと、30年を越したの

は、今度とまる玄海原発１号機が、55万9,000キ

ロワットで36年経過しております。２号機は30

年経過。愛媛県の伊方原発は34年経過、伊方原

発２号機は29年になります。そして、川内原発

１号機は27年、２号機は26年というふうにかな

り老朽化して、廃炉にすべき時期に来ているん

です。ソーラーフロンティア構想を打ち出して

やっているわけですから、それを明確に打ち出

していくと。確かに国のエネルギー政策もあり

ますけれども、それは直ちにということではな

いわけですから、国民はそれを望んでいると思

うんです。それをメッセージとして出していく

ことが必要ではないかと思いますので、再度お

尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 国は、原子力発電所の

あり方について、現在、ストレステストという

新たな手法などの取り組みをしているわけであ

りまして、御指摘のような原子力発電所の老朽

化の問題というものに対して、この新たなスト

レステストの実施によりどのように安全性が確

保されるのか、そこにつきまして、科学的・専

門的な分析というものをしっかり見きわめたい

というふうに考えております。そういったこと

を踏まえて、今後の原子力発電のあり方、エネ

ルギー政策のあり方というものは、しっかり国

民的な議論がなされるべきだというふうに考え

ております。

○鳥飼謙二議員 私は極めて残念です。知事の

メッセージというのは、そういうものではない

んですよ。奥歯に物が挟まったようなことでは

ない。そういうことでは県民に伝わっていかな

いと思います。担当の方とも話したんですけ

ど、知事はそのような気持ちですよと言ってお

られましたけれども、それならそのつもりで言

いなさいよと私は言いたいわけです。それを乗

り越えられないところに、知事としての限界が

あるのかなと言わざるを得ないんです。もうこ

れ以上申し上げませんけれども、しかし、知事

のメッセージというのは非常に大事ですから、

そこをしっかり押さえていく必要がある。それ

がすべてにつながっていきます。もうこれ以上

申し上げません。また次回にやらせていただき
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ます。

次に、森林法違反と宅建業法違反の事件でご

ざいます。宮崎市内海の通称いるか岬近辺の民

有林における無許可林地開発と無免許土地分譲

についてお尋ねします。

同地域は、日南海岸国定公園にあり、県南の

住民には命の道路である国道220号に隣接し、森

林法等により厳しく開発が制限されている地域

であります。ところが、報道等によりますと、

株式会社洋香園は、県知事の許可を受けず、平

成７年ごろより森林法第10条の２に定める開発

行為を行い、宅地建物取引業法第３条に定める

県知事の免許を受けないまま、土地を分譲して

いたのであります。なぜ、県知事の許可・免許

を受けずに８ヘクタールもの開発が今日まで野

放しになってきたのか、その経緯についてお尋

ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘の森林区域につ

きましては、現在の所有者が平成７年に土地を

取得して以降、緑化木の養成などを目的としま

して小規模の開発を繰り返してきたものであり

ます。無許可の開発は、職員の巡回や周辺住民

からの通報により把握されるケースがほとんど

でありますが、本件の場合は、開発が断続的か

つ不定期に行われるとともに、開発地の一部に

は園芸用の樹木などが栽培されていたことか

ら、把握がおくれたものでございます。現在、

県では、開発行為を確認した７月以降、森林法

など関係法令に基づきまして、開発行為の中止

及び災害防止対策を指導しているところであり

まして、今後とも適正かつ厳正に対処してまい

りたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 通報とかそういうものがな

かったから今日まで来たんですよということな

んですね。山の上ですから、ある程度認めると

しても、現にそこに５軒、家が建っているんで

す。これは登記書類なんですけれども、「目

的」のところに、「不動産業宅地造成並びに建

て売り住宅のあっせん販売」というのも載って

いるんです。これは公正証書不実記載というの

かわかりませんが、それに違反をしているとい

うのは事実だと思うんです。これでやっている

わけですから。そういうことが実際やられてき

たと。今住んでいるということなんです。そこ

で、環境森林部長にお尋ねします。これは手続

をとっていないんですが、林地開発をするには

通常どのような手順で行っているのか、答弁で

きますか。どのような手続で林地開発の許可を

行っているのか。

○環境森林部長（加藤裕彦君） １ヘクタール

を超える開発行為をする場合は、森林法第10条

の２の規定に基づいて知事の許可が必要ですけ

れども、その許可の申請があった後に許可する

ことになっております。

○鳥飼謙二議員 これは、全国林業改良普及協

会、編集協力・林野庁というふうになっていま

すけれども、この中に、分けてしていっても１

ヘクタールを超した段階でやりなさいとなって

いるんです。そして、林地には、災害を防ぐ働

き、水害を防ぐ働き、いろんなところがありま

す。ですから、厳しい網がかかっているわけな

んです。開発計画の検討・立案に始まって、申

請書類を提出して、審査と調査を県の担当のと

ころがやられて、結果を通知して事業を実施す

る。そして、どの部署の方かわかりませんけれ

ども、進行状況の調査に行くわけです。そし

て、開発工事を完了して、完了届を提出する、

完了確認をするというふうにして、非常に込み

入った手続が行われているわけです。ところ

が、これもやられていないということは、結局
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この法律は何だったのかということになるんで

す。ですから、森林法違反が長期にわたって放

置されてきたということを指摘したいと思うん

です。

私は、部長を困らせようとか知事を困らせよ

うと思って言っているわけではないんですが、

今５軒住んでいる。さっき知事に石ころを─

これは知事に投げようと思って持ってきたわけ

じゃないんです。投げなさいと渡したわけでも

ないんですが、砂岩泥岩互層という土で、砂の

岩、泥の岩が互いに層になっているということ

で、水とか空気に触れたらぼろぼろになるんで

す。土曜日に持ってきたときはかっちりしてい

たんですけれども、きのうぽろっと割れまし

て、知事に１個あげたわけです。そんなところ

なんです。開発区域に５軒あって、そこに住ん

でいる人たちは上から土砂が落ちてくる可能性

が十分あると。私は現地を見ました。その上で

また１ヘクタールぐらいやっているんです。そ

の途中もやっていまして、山ですから、最初

あったように、こんな（直径１メートルぐら

い）大木もあるんです。これを掘り起こして、

埋めて更地にして、そこをまた分譲しようとし

ていたところに調査が入ったからやめたわけで

すが、県の指導もあって、木を植えなさいとい

うことになった。このくらい（直径２～３セン

チぐらい）の木が50本ぐらい植わっているんで

す。これでは保水力は保てないです。私が問題

だと思うのは、そういう状況が放置されてきた

ということで、たかだかそれぐらいのことを

やっても私は危険だと思うんです。

それから、もう一つは、これは洋香園のパン

フレットなんですけど、この中に限定15区画と

か書いてあるんです。これは県土整備部で宅建

業の許可をやらないとできないことなんですけ

れども、これが堂々とやられていたということ

なんです。現にそこで住んでいる。土地を買っ

ている人もおるし、私が見にいったときは、建

設してもうすぐでき上がる人もいました。10区

画ですから、あと５区画ぐらいあるんでしょう

けれども、今から被害を受けるおそれのあると

ころが出てくるわけです。今建てている人たち

も被害を受けるおそれがあるわけです。私は、

土木とか環境森林部という範囲を超えて、県民

の安全な暮らしを担保していくというのが行政

だと思うんです。ですから、しっかり調査を

やって対策をとってもらいたいというふうに

思っているんですけれども、知事、どうでしょ

うか。そこをお尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） この開発業者から復旧

計画書を提出してもらって、復旧工事に着手し

ているということでございますが、今、御指摘

のありましたような森林法の趣旨というものに

かんがみ、安全・安心が保たれるよう、防災の

機能がそこで保たれるようなところというの

は、しっかり今後チェックをしてまいりたいと

考えております。

○鳥飼謙二議員 急々にはできないかもしれま

せんけど、環境森林部、県土整備部、宮崎市も

かかわってくるかもしれませんが、早く実態を

調査していただいて、本当に８ヘクタールなの

かどうか─私は航空写真を持っていますけれ

ども─こういう復旧でいいのか、災害は起き

ないのか、220号ですから、下まで行かないの

か、そういうこともひっくるめて早急に調査し

て対策をとっていただきたいと思います。よろ

しくお願いを申し上げたいと思います。参考ま

でに、前知事の顔写真までホームページに載っ

ているんです。ですから、前の知事が推薦して

いるように見えているんです。
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次に、地域経済循環システムと自動販売機の

設置についてお尋ねをしたいと思います。

ことし６月に定められました宮崎県創造計画

「アクションプラン」におきまして、本県経済

の活性化を図るとして、県民による本県農林水

産物の消費拡大や県産品の購入促進などによ

り、県内での生産と消費の円滑な循環を図る循

環型の経済システムの仕組みづくりを進めると

しています。これは９月にもお聞きしたんです

けれども、再度、地域経済循環システムとはど

のようなもので、県民生活にどのような効果が

あると考えているのか、知事にお尋ねいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 今後の本県経済の活性

化を図る上では、県外、海外からの需要を取り

込んでいく一方で、県内における消費を喚起し

まして、価値や資金というものが県内を効果的

に循環する流れを強化していくことは、大変重

要であると考えております。このため、総合計

画に掲げました地域経済循環システムにつきま

しては、農林水産物の消費拡大や県産材の利

用、県産品の購入促進、公共事業における県産

材の利用促進、あるいは行政が発注する場合の

地元企業の活用、さらには企業活動における原

材料等の県内調達や100万泊県民運動など、広い

意味での地産地消の展開を図っていくこととし

ております。このような取り組みを通して、県

内の資源や素材、あるいは企業の持つ技術やノ

ウハウなどが有機的に結合し、新しい価値を生

み出しながら、県内経済が活性化する仕組みと

いうものを構築してまいりたいと考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 再度確認をさせていただきま

して、これはすばらしい発想、着想だと思って

おります。太田議員が詳しくやりますので、私

はこれでやめますけれども、より地産地消を推

進していくということですから、ぜひ頑張って

いただきたい。

次に、自動販売機についてなんですが、知事

部局、教育委員会、警察本部において、職員や

外来者の利便に供するとして設置されていた飲

用自動販売機について、平成22年から、宮崎県

庁舎自動販売機設置者募集要項により設置者を

決定しています。そこで、何点かお尋ねをいた

します。知事部局、教育委員会、警察本部で現

在何台設置されているか。また、今回の貸付制

度の適用、従前の目的外使用としての設置台

数、県外業者と県内業者の比率についてお尋ね

をいたします。

○総務部長（稲用博美君） 知事部局における

自動販売機につきましては、行政財産の目的外

使用許可により、平成21年度は252台設置をして

おりましたが、平成22年度からは、使用許可の

更新分のうち一部の自動販売機につきまして、

県内に本店・支店、または営業所等を有する業

者を対象に公募により選定し、公有財産の貸し

付けを行っております。その結果、平成22年

度、23年度の２年間で、公有財産の貸し付けで

設置したものが71台、公有財産の目的外使用許

可で設置したものが56台で、合計127台となって

おります。そのうち県内・県外業者の設置台数

の割合につきましては、県内業者が58台で46

％、県外業者が69台で54％となっております。

公募前後の県内・県外業者の設置台数の割合を

比較してみますと、公募前は設置台数252台のう

ち県内業者が112台で44％、県外業者は140台

で56％でありましたので、公募前後におきます

県内業者の割合はほぼ横ばいという状況だと

思っております。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会所管の
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施設に設置されている自動販売機につきまして

は、本年の10月末現在で、公募による財産の貸

し付けを行っているものが59台、教育財産の目

的外使用許可を行っているものが95台でありま

して、合わせて154台となっております。こ

の154台のうち、県内業者による設置は73台であ

りまして、設置台数全体の47％を占めていると

ころであります。なお、公募の前と後で県内・

県外業者の設置台数の割合を調べてみますと、

公募前は、総設置台数151台のうち県内業者は48

台で32％でありましたので、公募の前後の割合

で比較してみますと、県内業者の割合が15ポイ

ント増加している状況にあります。以上です。

○警察本部長（鶴見雅男君） 警察施設には現

在65台の自動販売機を設置しております。この

うち公有財産貸し付けによるものは43台、行政

財産の目的外使用によるものは22台でありま

す。公有財産貸し付けによる43台の内訳であり

ますけれども、県内業者が15台、県外業者が28

台で、県内業者の割合は34.9％であります。行

政財産の目的外使用による22台の内訳は、県内

業者が11台、県外業者も11台ということで、割

合は50％ということであります。平成22年度か

ら県の募集要領に基づいて公募を実施しており

ますけれども、平成22年度は22台更新したうち

の22.7％が県外業者であったものが、平成23年

度に募集要領の見直しがなされまして地域要件

が設定された結果、更新の22台のうち県内業者

が50％ということになりまして、県内業者の占

める割合が増加をしているという状況でありま

す。

○鳥飼謙二議員 いずれも県内業者の比率がふ

えてきているという形での答弁があったようで

すが、県内業者と標榜している業者の中におい

て、いわゆる大手の県外の企業の自動販売機の

あっせん業者の方もおられるんです。これがか

なりの比率を占めているんです。私がなぜこれ

を申し上げるかといいますと、やはり県内の農

産物を使ってほしい、農家の所得向上につなげ

てほしい、農業の振興につなげてほしいという

気持ちがあるからです。ですから、地域経済循

環型システムということであれば、いずれもそ

こをねらいにしてやっていくべきではないかと

いうふうに思っております。清涼飲料メーカー

の飲料総研調べというのがあるんですけれど

も、全国的にはかなりの部分を大手が占めてお

ります。コカコーラが28.7％、サントリー、伊

藤園、キリン、アサヒ、大塚、ダイドー、こう

なっているんです。そうすると、県内の業者の

南日本酪農にしても農協果汁にしても本当に微

々たるものです。ですから、つぶそうと思えば

つぶせるような程度のものだということを考え

ていただかないといけないんじゃないかという

ふうに思うわけです。いずれも認識としては、

地域要件ＡとＢとに振り分けたことによって県

内業者がふえましたというような認識のようで

すから、ここはお聞きしませんけれども、地域

要件ＡとＢの比率についても、先ほど申し上げ

たように、県外の大きい業者のところの自動販

売機設置を業としている人たちが入れている。

これは県内業者数とカウントしてあるんです。

それもしっかり調べていただきたいと申し上げ

ておきたいというふうに思っています。

この自動販売機の設置者要領ですね、設置者

の決定に当たって書いてあるのは、県が定めた

最低貸付料以上で最高の価格で応募申し込みが

あったものとされていますけれども、これは全

国展開する業者が弱小業者を淘汰することにな

るというふうに思っているんです。総務部長が

今、数字を把握されていればですけれども、最
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高の金額で落札した者というのは、そこに持っ

ておられればお聞きしますけれども、持ってお

られなければお尋ねしませんが……。今までで

したら目的外使用ということになっていたんで

すけれども、今度は契約になるということで、

確かに自治法の改正というのがあったんです

が、とても太刀打ちできなくなるんですね。ど

うですか、あればお願いします。

○総務部長（稲用博美君） 申しわけありませ

ん。手元に資料を持っておりません。

○鳥飼謙二議員 承知いたしました。やはり県

内の農家のやる気を起こすような政策をやらな

いといかんですね。そこでお聞きしたいのは、

農政水産部が農業の振興をつかさどっているわ

けですが、これを導入する際に協議があったん

だろうかと。私は、総務部が政策をつくったと

きに、上に立つ者が、これは大丈夫かというの

があれば、そこまでにならなかったと思ってい

るんですけれども、協議が行われたのかについ

てお尋ねします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 自動販売機の

公募制導入に際しましては、事前に農政水産部

も協議を受け、我々といたしましては、県産品

のＰＲや本県農業の振興の観点から、農業者等

への農業技術等の普及活動、試験研究を行って

いる施設において農業関係団体等が設置する自

動販売機については、公募対象から除外してい

ただくよう要請したところでございます。

○鳥飼謙二議員 それが結果としてそうなって

いるわけですから、もうちょっとしっかりして

もらわないと困るというのが私の意見です。新

しい政策を導入すれば変わってくるわけですか

ら、どう変わるのかというのをそこが判断す

る、そして上に立つ人たちが判断をしていかな

いと困ると思うんです。教育長と警察本部長に

聞きましたが、とばっちりと言うと語弊があり

ますけれども、総務部の提案でやってきたとい

うのは一つ状況としてはわかるんです。そうい

う意味では、農政水産部がある知事部局の責任

は重いというふうに思っております。24年度は

最後の更新になりますので、ぜひこの取り扱い

について抜本的な検討をお願いしたいというふ

うに思っております。

それから、代表して総務部長にお尋ねします

が、100程度、指定管理者をやっておりますけれ

ども、指定管理者の皆さん方もそれを理解して

いただくと。警察も今、食堂をやって、それは

それでいいんですけど、警察本部においても、

食堂で業者の人の運用をスムーズにするために

ということでそういうことをやっているんです

が、その中にはやっぱり地産地消、宮崎県の農

業振興をということをちょっと入れて考えてい

ただければというふうに思うんです。そういう

要請を指定管理者の方たちへもやっていくべき

ではないかというふうに思っているんですけれ

ども、総務部長、答弁をお願いします。

○総務部長（稲用博美君） 自動販売機の設置

に関しましては、すべてが公募ではありません

で、公募を除外しているものがございます。農

業団体が設置している農業関係施設の場合、あ

るいは福祉団体、今お話がございました指定管

理者が設置する場合、また、食堂等でそれを収

入としている場合等につきましては、最初の段

階で公募から除外しているところであります。

それと、公募、公募除外、両方含めまして、23

年度は、地域要件とはまた別に、県産品の原料

を使った飲料品を１種類以上入れてくださいと

いうことで、これは法的な義務は問えません

が、努力目標ということで要請しているところ

でありまして、これはすべての設置者に対して
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要請をしているところでございます。

○鳥飼謙二議員 指定管理者についても同様と

思っていいですか。―わかりました。私がお

尋ねをした趣旨というのは御理解いただいたと

思います。宮崎県の農業の振興につながらなけ

れば、県の財政が潤ってもだめだということな

んです。２月議会でも代表質問で言いました。

確かに総務部とすれば歳入をふやしたいという

のはあるでしょう。しかし、県民のための改

革、県民の側に立った改革をやっていただかな

いといけないと思いますので、ぜひ御検討をお

願いしたいと思います。

次に参ります。口蹄疫からの復興と家畜保健

衛生所の体制整備についてでございます。

昨年４月に本県で発生した口蹄疫は、児湯郡

を中心に、５市６町の農家1,304戸で28万8,649

頭を殺処分する甚大な被害となりました。牛は

約6,800頭で県内飼養頭数の約22％、豚は22万頭

で約24％に及び、本県経済に深刻な影響を与

え、それは現在も続いているというふうに思っ

ております。二度とそういうふうな事態を繰り

返さない努力を今やっていただいておるんです

けれども、現在の口蹄疫からの復旧・復興につ

いての県の取り組みについて、知事にお尋ねし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 口蹄疫からの再生・復

興につきましては、工程表に基づきまして、防

疫体制の強化、畜産・農業の再生、経済・雇用

対策などに取り組んでいるところであります。

まず、防疫につきましては、県の防疫マニュ

アルを見直し、２回の防疫演習を行うととも

に、獣医師会を初めとする29の団体と防疫協定

を締結しております。また、家畜防疫員の体制

を強化し、飼養衛生管理基準の遵守や埋却地の

確保などにつきまして、県内全農場の巡回指導

を実施するなど、防疫体制の強化に取り組んで

いるところであります。

次に、畜産農業の再生につきましては、市町

村、関係団体と一体となって、畜産農家個々の

実情を踏まえた経営再開への支援・指導を行う

とともに、冷凍野菜加工施設の整備、６次産業

化のサポートなど、産業構造・産地構造の転換

に向けた取り組みなどを行っているところであ

ります。

さらに、経済・雇用対策につきましては、中

小企業応援ファンドや口蹄疫復興対策運用型

ファンドを活用した、商工団体等の行う経済復

興の取り組みへの支援とともに、公共事業の実

施などに取り組んでいるところであります。今

後とも、市町村、関係団体等と連携を図りなが

ら、こうした対策に全力で取り組んでまいりた

いと考えております。

○鳥飼謙二議員 ありがとうございました。

次に、以下、何点かお尋ねします。10月に飼

養衛生管理基準が示されまして、今ありました

ように、農家に対して指導や調査が行われてい

ますが、取り組み状況についてお尋ねをしま

す。また、患畜等の焼却・埋却地は農家が確保

するということになっていますが、現状はどう

なっているのか。新聞報道では、20％の農家が

埋却地を確保できないとのことですけれども、

これからの取り組みについて農政水産部長にお

尋ねします。

○農政水産部長（岡村 巖君） まず、農家全

戸巡回の取り組み状況についてでございます。

県では、農場防疫を強化する観点から、今年

度、農場全戸巡回を実施することとし、家禽農

場につきましては、10月末までに999戸全戸の巡

回を終了いたしました。牛・豚につきまして

は、現在、家畜保健衛生所の家畜防疫員に加え
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て、支庁・振興局等の畜産技術職員や民間獣医

師等を家畜防疫員に任命いたしまして、市町村

の協力をいただきながら巡回しているところで

あります。11月21日現在で、豚農場14％、牛農

場34％の進捗となっており、年度末までにはす

べての巡回が終了するよう取り組んでまいりた

いと考えております。

次に、埋却地の確保につきましては、全戸巡

回の中で確保状況の確認を行うとともに、巡回

が終わっていない農家に対しましては、市町村

の協力を得ながら指導等を実施しているところ

でありまして、10月21日の時点では、牛、豚、

家禽農場のうち約８割の農場で埋却地が確保さ

れている状況であります。埋却地の確保につい

ては、水田地帯や山間部である、また、周辺の

土地に湧水の懸念があるなどの課題があります

が、市町村と連携して、地域の実情等も十分に

踏まえながら、適切な埋却方法等に関する助言

指導や必要な情報の提供等を行い、埋却地の確

保支援に努めてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 大変な量ですけれども、ぜひ

頑張っていただきたいというふうに思います。

試掘とかは不必要というような通知などもあっ

たりして、これで大丈夫かなという感じはする

んですけれども、何はともあれ、それを達成し

ていただくということで頑張っていただきたい

と思います。

それから、家畜保健衛生所の役割は大きなも

のがあるというふうに思っているんですが、そ

の体制整備なんですけれども、今後５年間で食

肉衛生検査所を含めて獣医師は32名退職をいた

します。一方、最近の５年間の採用状況を見て

みますと13名になっていますから、この状況が

続くと、差し引き19名、毎年４名獣医師が減少

し、危機的状態を迎えるというふうに思ってお

ります。例えば宮大の獣医学科に地域枠を設け

るとか、奨学金は今、５年生と６年生しか出し

ていませんので、これをもうちょっと幅を広げ

るとか、いろんな方法があるというふうに思い

ますけれども、獣医師確保策についてお尋ねを

したいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 現在、家畜保

健衛生所には48名の獣医師がおりますが、本県

は他県に比べ家畜飼養頭数も多く、昨年度の口

蹄疫等の発生を受け、家畜保健衛生所の役割が

ますます重要となっていることから、その業務

は非常に厳しい状況にあると認識しておりま

す。このため、獣医系大学の就職説明会や特別

講義に出向き、公務員獣医師への理解の醸成を

図るとともに、平成21年度からは、国の制度を

活用した修学資金の給付、インターンシップ学

生に対する研修費の一部助成などを行っており

ます。さらに、受験年齢の引き上げや初任給調

整手当の支給などの対策を講じているところで

ございます。全国の国立大学の中で獣医系学部

等を有しますのは10校であり、地域枠の設定は

非常に難しい状況にあると聞いておりますが、

本県は有数の畜産県であり、獣医師の確保は喫

緊の課題でありますので、地域枠の創設など、

県内の産業動物獣医師確保に資する対策につい

て、大学とも協議をしてまいりたいと考えてお

ります。また、５・６年生を対象とした奨学金

制度の拡充につきましては、低学年の時点では

進路が定まっていないなどの課題もあります

が、就業動向等を考慮しながら研究してまいり

たいと考えております。以上です。

○鳥飼謙二議員 なかなか困難な面はあると思

いますけれども、ぜひ頑張っていただきたいと

思います。

家畜防疫員に今回96名、畜産職の職員を充て
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ておられます。家伝法には特にそういう記載が

ないんですけれども、これはただし書きなんで

すね。特に必要があると認めるときは、当該都

道府県の職員で─民間の人だったら非常勤職

員にするのかどうかわかりませんが、そういう

手段を使って─家畜の伝染性疾病予防に関し

学識経験のある獣医師以外の者を任命すること

ができるというふうになっていますから、違法

ではないと思っているんです。緊急事態だと

思っているんです。しかし、家畜伝染病予防法

（家伝法）では、６条などで、「注射、薬浴又

は投薬を受けるべき」とかそういうところも出

てくるわけです。ですから、これは非常事態だ

けですよということなので、畜産職員を充てて

おればということになってしまうと困りますけ

れども。そこで、獣医師確保に向けての知事の

決意をお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今回の農場の全戸巡回

につきましては、現状では、家畜保健衛生所の

獣医師数が少なく対応が難しいという状況を踏

まえて、今御指摘のありました家畜伝染病予防

法の規定に基づき、緊急的に畜産技術職員等を

家畜防疫員に任命したところであります。本年

４月に家畜伝染病予防法が改正をされまして、

「都道府県知事は、獣医師を職員として採用す

ることにより、必要な員数の家畜防疫員を確保

するよう努めなければならない」と規定された

ところでありますので、その趣旨を踏まえ、今

後とも獣医師の確保に努めてまいりたいと考え

ております。

○鳥飼謙二議員 よろしくお願いします。

最後になりますが、県南地区の医療というこ

とでお尋ねしたいと思います。

医師確保とかいろんなところで、福祉保健

部、病院局の皆さん方に大変な御苦労をいただ

いて、これまで頑張ってこられただろうと思う

んです。その御努力に感謝を申し上げながらお

聞きをしたいと思います。

県南には、基幹病院であります県立日南病院

を中核に、日南市立中部病院、串間市民病院が

公的病院としてあります。特に日南地区は、県

立日南病院、中部病院、その他民間病院が地域

住民の医療を守っています。ところが、中部病

院で医師の退職が相次いでいると。ことしの２

月、３月で２名、そしてまた新たに２名という

ことで、７名いた医師が近々３名になるという

ようなことを聞いております。そこで、この現

状への受けとめ、今後の対策について福祉保健

部長にお尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） お話がござい

ましたように、日南市立中部病院に退職予定の

医師がいるということについては、私どもも承

知しておりまして、日南市のほうからも支援の

要請が来ているところでございます。御承知の

とおり、関係市町村で構成する医師確保対策推

進協議会を設置いたしまして、本県での勤務を

希望する医師と公立病院とのマッチングを行う

病院説明会の開催や、直接、医師を公立病院に

案内するといった支援を行っておりますが、日

南市立中部病院に対しても、これに基づきまし

て医師の紹介等を行っているところでございま

す。

○鳥飼謙二議員 救急を要する事故ではなかな

か厳しい状況になっています。そこで、中部病

院は４月に救急告示病院が取り消しになってい

ますが、県病院への影響、特に救急患者受け入

れへの影響はないのか、病院局長にお尋ねをい

たします。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立日南病院の

ことしの４月から10月までの間の救急患者数は
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約2,300名となっておりまして、前年同期に比べ

ると、やや増加傾向にありますが、現時点で

は、今御指摘がありました中部病院の救急告示

病院辞退による大きな影響は出ていない、この

ように認識をしておるところでございます。

○鳥飼謙二議員 今のところは特に影響は出て

いないということですね。南那珂医療圏といい

ますか、特に日南市域での中部病院の役割、位

置づけについてお尋ねをしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 日南串間医療

圏においては、御承知のとおり、県立日南病院

が、救急や災害医療、がん、周産期医療等の中

核病院となっておりますが、日南市立中部病

院、串間市民病院等の地域の医療機関ととも

に、県立日南病院との連携のもと、当該圏域の

地域医療を担っていただいているという状況で

ございます。

○鳥飼謙二議員 その地域で医療を完結してい

くためには、地域医療連携パスといいますか、

役割分担が出てくるというふうに思います。中

部病院は回復期リハビリテーション病棟（41

床）を持っています。そして、一般急性期混合

病棟（47床）ということになっています。です

から、県病院としても、そういうものが流れて

いかないと、患者さんの滞留というのが出てく

る可能性もありますので、やはりこれはしっか

りと再生に向けていってもらいたいと思います

し、私どももできる分があれば努力したいと思

います。福祉保健部、また病院局でも御努力を

いただける分があれば、連携をぜひよろしくお

願い申し上げたいというふうに思います。

最後になりますけれども、日南地区での救急

医療体制の現状とこれからということでお尋ね

したいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 日南市におき

ましては、21年８月から、市が運営いたします

初期夜間急病センターの診療日数等が、日曜・

祝日だけから毎日の夜10時までとなるなど、軽

度の救急患者の治療を行う初期救急医療体制の

充実が図られているところでございます。ま

た、重症救急患者の医療を行います第２次救急

医療体制は、主に県立日南病院を中核として、

百瀬病院や他の医療機関によって担われている

ところでございます。中部病院につきまして

も、告示病院の取り下げという事実はあったわ

けでございますけれども─24時間対応ができ

ないということで告示を取り下げたわけでござ

いますが─現在も昼間等においては救急患者

も受け入れていただいておる状況でございます

ので、全体として大きな役割を果たしていただ

いているのではないかというふうに考えており

ます。

○鳥飼謙二議員 今のところはということでご

ざいましたけれども、地域の現状を聞いてみま

すと、外来で来ている人は救急は診ましょうと

いうことですけれども、新規は診られませんと

いうことのようです。それから、今、外来患者

が700人いるわけですけれども、ここをどう振り

分けるのかというのがありまして、紹介状を書

いたら、今までは公共交通機関で来ていたの

が、タクシーでは行けなくなるからもう行かな

いというような声も出てきております。700人の

中の300人程度は糖尿病の患者さんということで

す。それから、民間の救急告示も長くは続けら

れないというような話を聞いております。大変

な状況とは思いますが、大事なのは中部病院の

再建ということになりますので、苦労は多いと

思いますけれども、再建に向けて、医師の確保

に向けて御尽力をよろしくお願い申し上げて、

私の質問を終わります。ありがとうございまし
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た。（拍手）

○外山三博議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

◎ 常任委員長審査結果報告

○外山三博議長 ここで、さきに提案のありま

した給与改定関連の議案第34号及び第35号を一

括議題といたします。

ただいまから、常任委員長の審査結果報告を

求めます。まず、総務政策常任委員会、山下博

三委員長。

○山下博三議員〔登壇〕 御報告いたします。

今回、当委員会に付託を受けました議案第34

号について、慎重に審査をいたしました結果、

賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。

以下、審査の概要について申し上げます。

議案第34号「職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例」について、当局より、「今

回の改正は、平成23年の人事委員会勧告を踏ま

え、医師の給料表を除いた各給料表について、

おおむね40歳台以上の中高齢層の職員が受ける

号給に重点を置いた引き下げ改定を行うととも

に、平成18年４月の給与構造改革に伴う、平

成17年度末の給料月額を保障する経過措置額の

算定基礎となる額についても引き下げを行う。

また、公民較差に基づく今回の給与改定を、人

事委員会勧告どおり12月から実施するに当たっ

て、本年４月から11月までの公民較差相当分を

解消するため、12月期の期末手当において所要

の調整を実施するものである。なお、今回の改

正による一般会計の人件費削減額は約３億4,000

万円である」との説明がありました。

このことについて、委員より、「今回の給与

改定の影響はどの程度となるのか」との質疑が

あり、当局より、「行政職では平均年齢43.2歳

の職員の給与月額が約36万8,000円から1,000円

程度下がることとなり、年間では１万7,000円程

度の減額となる。また、高齢層ほどマイナス幅

は大きくなることから、58歳程度で年間約４

万5,000円減額となるケースが最大となる見込み

である」との答弁がありました。

また、別の委員より、市町村において同様の

改正が行われた場合の人件費削減額について質

疑があり、当局より、「県内市町村全体で同様

の改正が行われた場合には、約１億4,000万円の

削減となる」との答弁がありました。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、文教警察企業常任委員

会、河野哲也委員長。

○河野哲也議員〔登壇〕 御報告いたします。

今回、当委員会に付託を受けました議案第35

号について、慎重に審査をいたしました結果、

全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

議案第35号「市町村立学校職員の給与等に関

する条例等の一部を改正する条例」について、

当局より、「今回の改正は、平成23年の人事委

員会勧告を踏まえ、所要の改正を行うものであ

り、中高齢層の職員が受ける給料月額を、50歳

台がマイナス0.5％程度、40歳台後半がマイナ

ス0.4％程度、40歳台前半が０からマイナス0.3

％程度引き下げるとともに、平成18年４月の給

与構造改革に伴い、平成17年度末の給料月額を

保障している経過措置額についても0.49％引き

下げる。また、平成23年４月から11月までの期

間に係る公民較差相当分を解消するため、12月
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に支給される期末手当で調整を行う」との説明

がありました。

このことについて、委員より、「今回の条例

改正の対象となる職員数と減額はどれぐらい見

込んでいるか」との質疑があり、当局より、

「減額改定の対象職員数は4,245名、構成比率は

約64％となっており、約１億2,000万円の減額を

見込んでいる」との答弁がありました。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 以上で常任委員長の審査結果

報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

◎ 討 論

○外山三博議長 これより討論に入ります。

討論についての発言時間は、議会運営委員会

の決定どおり１人10分以内といたします。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。

提案のありました議案第34号「職員の給与に

関する条例等の一部を改正する条例」及び議案

第35号「市町村立学校職員の給与等に関する条

例等の一部を改正する条例」について、反対の

立場から討論を行います。

県は、平成23年度の給与において、公民較差

の是正を理由とする県人事委員会の勧告を受け

て、県職員及び市町村立学校職員の給与に関し

て、中高年層が在職する号給に重点を置いて、

本年４月から11月末日までの期間に係る公民較

差相当分を、12月期の期末手当において減額を

実施するとしています。

しかし、今回、政府は、東日本大震災に対応

するとして、人事院勧告による国家公務員の給

与引き下げを拒否し、人事院勧告を大きく上回

る7.8％の引き下げを行う特例法をもって、国家

公務員の給与削減を行おうとしています。

県は、仮にこの法案が通っても、国に準じる

引き下げは行わないとしていますが、今後、職

員給与等にかかわる交付税削減などによってそ

の影響が生じれば、その時点で必要な対応をと

ることもあり得るとしており、さらなる職員給

与の削減が生じることが想定をされています。

今回の給与引き下げに反対する理由の第１

は、人事院は、公務員労働者の憲法で保障され

た労働基本権を制約する代償措置として設けら

れたものであり、本来、公務員労働者の労働条

件の向上に資する役割が求められております。

しかし、人事院は、1999年から毎年のように給

与や期末手当の引き下げを勧告し、県もそれに

準じ、そして市町村にも及んでいるという問題

です。

第２は、ここ10年以上続けられてきた公務員

労働者の給与や期末手当の引き下げが、公民較

差の是正などとしながら、果てしのない公務員

と民間の賃金引き下げ競争をつくり出している

ことです。今回、県が人事委員会勧告どおりに

給与削減を実施すると、行政職で６割から７割

が対象となり、例を挙げれば、43.2歳で年間約

１万7,000円の減額、58歳で約４万5,000円の減

額となり、全体では約３億4,000万円の減額に上

ると試算をされ、さらに市町村での実施におい

ては、１億4,000万円の減額になることが試算を

されております。

こうした人事院勧告に準拠する自治体での給

与の引き下げは、職員やその家族の生活への影

響にとどまらず、さらに民間労働者の給与やボ
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ーナスにも波及して、県民の消費を一層冷え込

ませることは明らかです。長期にわたる深刻な

不況の中、しかもデフレ経済が進行する中で、

こうした賃金引き下げ競争は、消費低迷と景気

悪化の悪循環を加速させることにしかならず、

地域経済に極めて大きな影響を及ぼすことは明

らかです。今こそ、庶民の懐を暖めることが肝

心であり、国の責任も大きく問われるもので

す。

今、東日本大震災を経験して、改めて公務員

労働者の果たした役割の大きさ、重要性が再確

認されています。そうした点も含め、今回の給

与等の引き下げ改定に反対するものです。

以上、反対の理由を述べまして、議案第34号

及び35号に対する討論といたします。〔降壇〕

○外山三博議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議案第34号及び第35号採決

○外山三博議長 これより採決に入ります。

議案第34号及び第35号について一括お諮りい

たします。

両案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○外山三博議長 起立多数。よって、両案は委

員長の報告のとおり可決されました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時14分散会
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午前 10時１分開議

出 席 議 員（38名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 岩 下 斌 彦 （自 民 党 つ く し の 会）

3番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 黒 木 正 一 （自由民主党）

7番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

8番 内 村 仁 子 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 図 師 博 規 （日 日 新）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

17番 太 田 清 海 （ 同 ）

18番 田 口 雄 二 （新みやざき）

20番 蓬 原 正 三 （自由民主党）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 押 川 修一郎 （ 同 ）

24番 外 山 衛 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

30番 井 上 紀代子 （新みやざき）

31番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 横 田 照 夫 （ 同 ）

34番 中 野 一 則 （ 同 ）

35番 中 野 廣 明 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

欠 席 議 員（１名）

19番 星 原 透 （自由民主党）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 牧 元 幸 司

県 民 政 策 部 長 渡 邊 亮 一

総 務 部 長 稲 用 博 美

福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

環 境 森 林 部 長 加 藤 裕 彦

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

県 土 整 備 部 長 児 玉 宏 紀

会 計 管 理 者 豊 島 美 敏

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 日 隈 俊 郎

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 四 本 孝

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 高 勝 弘

事 務 局 次 長 成 合 修

総 務 課 長 山之内 稔

議 事 課 長 武 田 宗 仁

政 策 調 査 課 長 福 嶋 幸 徳

議 事 課 長 補 佐 谷 口 浩太郎

議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 一般質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員38名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、中

村幸一議員。

○中村幸一議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。きょうは、１番、２番と自

民党のロートルがやることになっておりまし

て、先にやらせていただきます。

私ども、今月16日でありましたが、防衛議員

連盟で沖縄に参りました。そのとき、田中聡沖

縄防衛局長が講演をされまして、そして熱く、

普天間基地を辺野古に移すと、しゃべっていい

ぎりぎりの状況までおしゃべりをなさって、大

した人だなと思って帰ってきたところでありま

したが、この前、オフレコで記者団と懇談され

て、私どもが酔っぱらっても口にできないよう

なことをおっしゃって更迭されるということに

なりました。多分、新聞記者が、こういうこと

でしょう、こういうことでしょうと誘導しなが

ら、それにうんうんと答えたのでこういうこと

になったんじゃないかなと、このように思って

おります。非常にかわいそうな人で─定かで

はありませんが、一説によると、ノンキャリア

でここまでこつこつと積み上げてきた人だとい

うことを聞くと─本当に１人の人を殺すの

に、何でもないことで殺されるんだな。職員を

やめるということは殺すことなんです。すぱっ

と首を切られるのと一緒です。こういうことが

できる取材陣というのは―自分の職責をもっ

と考えなくちゃいけないなというふうに思った

ところでした。また、今、言葉狩り、ひどいで

すね。この前もそうでしたが、大震災で死んだ

友達を思って、「あのばかやろう、何で死んだ

んだ」、こう言った。民主党の副大臣か何かで

した。また自民党の大島副総裁、「問題にしな

くちゃいけない」─だれだって言いますよ、

自分の親しい人が死んだら。「あのばかたれ

が、死んで」と言うはずですよね。こんな言葉

狩りが多くて、この日本はどうなっているんだ

というような気がします。

さて、さきの９月定例議会で、我が党の会長

であります中野議員から、「郷土の先覚者10人

の肖像画のうち上原元帥の肖像画が外されてい

る。これはどういうことか」というような質問

がありました。16年前に外されたそうですか

ら、私も議員としてこの場におったわけなんで

すが、全く知りませんでした。全く痛恨のきわ

みで、なぜえびのの中野議員から指摘されたの

か。都城の薩摩藩士である我々が気がつかな

かったというのは本当に残念でありますが。

いろいろ調べてみましたら、大体わかりまし

た。どういうことでそうなったのかというのは

わかりましたが、あるクレーマーが来ていろい

ろとしつこく、「外せ、軍服姿は似つかわしく

ない。軍国主義に走るような状況の軍服姿じゃ

ないか」というような話だったそうです。それ

で外されたんでしょう。何かと相談されたと思

いますが、ただ一人の県民からそういうことを

言われて、それを外すということ自体がおかし

い。そんなことで県政を揺るがされたら大変な

ことになると私は思うんです。ただ、今、その

方たちも定年されて安寧にお過ごしのことです

から、その方たちのことをとやかく言う人はあ

りませんが、今から、県庁の職員たるもの、そ

ういうようなことでおどおどしたらいけないん

平成23年12月１日(木)
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じゃないかなというふうに思っております。

そして、この前の新聞に載っておりました。

県の生涯学習課の職員のコメントとして、「先

覚者としてこちらが決めたのに、外してしまう

のは失礼だったかもしれない」─「だったか

もしれない」─失礼ですよね。また県秘書広

報課は、「再展示にはそれ相応の理由が必要で

はないか」─何が必要があるかと。いろいろ

な電話等が来ました。これも、私は絶対この２

人の職員はこんなことを言っていないと思うん

です。うまく誘導されて、この辺ばかり抜き出

して書かれたものだろう、大体おもしろおかし

く書いておるんだろうということで、県の職員

が言ったのではないと思っていますから、その

ように思ってください。

それで、県民政策部長にお伺いしますが、こ

の上原元帥の肖像画をどうされるつもりかお伺

いをいたします。

壇上からの質問をこれで終わりまして、質問

者席から質問させていただきます。（拍手）

〔降壇〕

○県民政策部長（渡邊亮一君）〔登壇〕 お答

えします。

上原勇作氏らの肖像画についてでございま

す。上原勇作氏は、都城市にみずからの蔵書を

寄贈した「上原文庫」を設置しました。また、

旧制都城中学校への優秀な講師招聘に尽力され

るなど、郷土の青少年育成に力を注ぐととも

に、陸軍大臣、元帥などの政府の要職を務めた

人物でもありまして、本県の先覚者の一人であ

ると認識しております。そのため肖像画につき

ましては、今後の対応を関係部局と協議いたし

ました結果、上原勇作氏を含めた10人の肖像画

を、置県百年記念事業で作成されたものとして

より多くの県民の方にごらんいただけるよう、

県総合博物館の了解を得まして、現在、当館に

展示するための準備を進めているところでござ

います。以上でございます。〔降壇〕

○中村幸一議員 早速すばらしい配慮をしてい

ただきまして、心から感謝申し上げたいと思い

ます。これで上原翁も浮かばれると思います。

さて、親ウナギ育成研究施設への支援につい

てお伺いをいたします。

10月14日でありましたが、美郷町南郷地区の

ＮＰＯ法人セーフティー・ライフ＆リバーの親

ウナギ育成研究施設の起工式が10月13日に行わ

れたということが新聞で報道されました。河野

知事も行かれまして祝辞を述べられて、世界的

なすばらしいことだというようなことをおっ

しゃったというふうに承っております。建設地

は美郷町の南郷区、旧渡川小学校校舎跡地を利

用するということで、何でこんな遠いところに

つくるんだろうかなと一瞬思いました。そして

また、有名な東京大学大気海洋研究所の塚本教

授が、本当にこの研究施設の所長としておいで

いただけるんだろうかと思いまして、これは見

ておく必要があると思って美郷町に行きまし

た。県庁から２時間かかりました。２時間かけ

て行ったら、美郷町の職員２人が待っていてく

れまして、そこからまた旧渡川小学校まで案内

いただいたわけですが、それからまた20分かか

りました。そういう場所で、これはちょっと宮

崎から遠いなということを感じたんです。しか

し、案内してくれた２人の美郷町の職員─県

庁職員もすばらしい人ばかりですけれども─

この２人の職員が本当にいい人たちで、私も初

めて会ったんですが、長年知っているような錯

覚に陥るぐらい親しくしていただいて、連れて

いってもらったところでした。それが非常にい

いのかなと思いましたが……。

平成23年12月１日(木)
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東京大学の塚本教授が所長に就任されるわけ

ですが、教授が会長をしておられる中国、韓

国、台湾、日本の４カ国で構成する東アジア鰻

資源協議会が推進している鰻川計画では、「東

アジア全域に鰻川を指定、100年にわたりシラス

接岸の科学的データを蓄積する。データサンプ

ルアーカイブの構築、共有、公開。親ウナギの

保護育成。河川環境の改善。ウナギのサンクチ

ュアリとする。市民による環境保全活動の拠点

とする」、このような項目を掲げて資源保護等

を進めていくということで、この研究施設は東

大のウナギの研究チームが主体となってやって

いくと。また、宮大あるいは九大の皆さん方も

お手伝いをされるということを伺いました。私

は、どうしても塚本教授に１回会いたいという

ことで会ったわけですが、それは置いておいて

……。

その前に、あそこをずっと職員から案内して

もらいましたけれども、渡川小学校というとこ

ろは２階建てで、研究施設あるいは宿泊施設を

つくるのには非常にいいところだろうと。ま

た、校長室があって体育館がありました。そし

て運動場もありました。この運動場に、フラン

スの画家モネの庭園を模した庭園をつくるんだ

と、この申請もやっているんだそうです。モネ

の庭園をつくるについては、フランスのほうに

ちゃんと許可を得ないと「モネ」という名前を

使えないんだ、その辺を一生懸命やっているん

ですという話。これで村おこしをしたい。そし

て今、盛んに田んぼや沿線に菜種を植えて、最

盛期には菜の花が見られるように一大観光地に

しようという計画を立てていらっしゃる。この

２人が一生懸命やっておりますので─ここの

出身の人もいるわけですが─なぜ美郷町なの

かというのがわかったのは、一つはそういう職

員が熱心に働きかけをしている、その成果かな

と思ったところでありました。

私も、段取りしていただいて、11月11日、11

時11分にお会いしましょうということで―全

然おもしろくないですね―会いました。東京

のあるホテルでお会いしたんですが、行ってみ

たら、新聞で見た写真の顔の人が、ジャンパー

着てズックを履いて一生懸命パソコンを打って

いらっしゃる。時間が来るまで待っていて、

「塚本先生ですか」と話したら「そうです」、

冒頭に名刺を交換して、「実は、県会議員の方

にお会いするんだったら背広で来ようと思った

んだけど、今から千葉県の川にウナギの生息等

について調査に行くものですから、お許しくだ

さい」というような話でありました。非常に

ざっくばらんな方で、私みたいな素人がいろい

ろ聞いたわけですが、「どの辺で生まれるんで

すか」「ここから2,000キロ離れた遠いところで

生まれるんですね」。その先生がおっしゃるの

には、1970年代からずっと先輩たちが調査を

やってくれたおかげだと。１回の航海で東京

ドーム２杯分ぐらいの水をすくってウナギの採

捕に努力をしてきた。今回見つけたというのは

奇跡的で大変なことだったんだという話をされ

ました。「しかし、先生、どの辺ぐらいのとこ

ろでウナギは卵を産むんですか、交尾したりす

るんですか」「深海だと思ったんですが、大

体200メートルの浅いところで、それも海底山脈

があるところで、そしてまた新月のときにそう

いうことが行われる」「ああ、そうですか。し

かし、ウナギというのは池におりますけれど

も、池でウナギの子供がかえるようなことはな

いんですか」「絶対ありません。全部海で生ま

れて帰ってくるんですよ」、こうおっしゃる。

「しかし、池に大きなウナギがいるじゃないで
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すか」「あれは全部川から遡上してきたやつが

はって池に入ったんだ」、その証拠に、ダムな

んかウナギが上るんだそうです。そういう話も

されました。いわゆる人工でふ化させていく技

術もできつつありますが、「えさはわかりまし

たか」「えさもわかりました」、プランクトン

の腐ったやつの綿みたいなのを食っているらし

い。そういう研究をやってみたら、それで生き

延びるんだけど、やっぱり何か足りないんだ、

奇形が生まれるという話で、これも研究しなく

ちゃならない。そのためには親ウナギを放流し

ないといけないんだという話をされました。親

ウナギの放流というのは遠大な構想で、日本に

戻ってくるかこないかもわからないものをそう

いうことをされるということは、本当に世界

じゅうが注目していると言っても決しておかし

くないというようなことなんですね。

ところが、今回、この問題で執行部の皆さん

といろいろ協議をしたんですが、河野知事が指

示もされなかったんでしょう。非常に冷たい反

応でした。そんなことがあるんですかみたいな

ことです。私も会社勤めをしていて、自分の社

長がきょうはどこに行くのかな、何を考えてい

るのかな、そういうことを考えます。測量会社

におりましたが、社長が来られて、「今回この

ような仕事を受けたので、ちょっと単価が悪い

んだけど、頑張ってやってください」「わかり

ました」。１カ月出張して測量しなければなら

ないんですが、それも朝、日の出から日没まで

測量をやって、夜は夜で計算をやってちゃんと

やりましょう、半月ぐらいで帰ってきて会社の

業績を上げましょう、こういう発想で民間の人

たちはおるんです。県の職員が優秀なことは十

分知っているんですが、河野知事が起工式に行

かれてあいさつされて……。行かれたというこ

とは、そのような方向で我々も動いていかなく

ちゃいけないな、そこまでは発想が至らない。

これは非常に残念。親分が動いているのに、ま

だ指示があるまで待っておかにゃいかん。指示

がある前に動くようでなくちゃ県庁は伸びな

い、県は伸びない。私は今回、質問の作成に当

たって、つくづくそれを思いました。これは言

うつもりはなかったんです。ちょっと脱線して

しまいましたが、そのように思った次第です。

やっぱり知事が動いたら、次はどういう指示が

来るのかな、指示が来なくても動かなくちゃい

けないなというのは、県庁職員は当然理解して

いかなくちゃいけない。教育委員会なんかでは

怒りました。「あなたたちは今から学校の校長

や教頭になるんでしょう。そんな物の言い方は

何だ」と言ったところでしたが、そういうこと

でした。

塚本先生に、「県として、産学官やらなく

ちゃいけないが」と言ったら、「産学は一生懸

命やっていきます。官が、今、美郷町が一生懸

命やっています」、「宮崎県は」ということは

出てこなかったんです。私は、「宮崎県で何か

やることはありますか。この世界的研究に対し

てお手伝いできることはあるんですか」と。も

しこれが成功したら宮崎は潤いますよ。それを

座して見ておったらいけないと思うから、わざ

わざ訪ねていった。先生がおっしゃるのに、

「船がありますか」「ええ。船は、海洋高校が

実習船で遠洋航海にハワイ沖ぐらいまで行って

いますので、大丈夫じゃないでしょうか」「そ

れを貸してもらうと、調査して、その航海中は

学生に私がずっと講義をして、学生もよくなる

と思うんですけどね」「ああ、いいことです

ね」「夏休みにはサマースクールをやって、宮

崎県の子供たちに、ウナギの生態から、そして
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また環境問題、そういったことをすべてレクし

ましょう」。そういう話をしたんですが、この

おじさんは何を言うちょっとやろかという感じ

で聞いていただきました。「海洋高校の船も２

回航海に行くので、とても貸せません。ドック

入りもしなくちゃいけません」、こうおっ

しゃった。「ああそうですか」。きのう先生か

ら電話が来て、「だめですよ、船は使えませ

ん。何も協力できないんじゃないでしょうか

ね」と話をしたら、「まだ遠いところまで行か

なくてもいいんだ。シラスがずっと遡上してく

る。それは黒潮に乗ってくるのか、何らか別の

原因で来るかもまだわかっておりません。です

から、その近海も調査したいんですが、その船

も出せないでしょうかね」、こういう話。宮崎

に船があるんですね。「みやざき丸」とかなん

とかいう海洋調査船か何かあるんですね。あの

船を利用できるのかなと思ったんですが、なか

なか固定観念にこだわられていると、貸す貸さ

んという問題も、「検討してみましょう。じっ

くり上司とも相談してみましょう。それでしか

るべき手を打ちましょう」、それが本当じゃな

いですか。その辺がちょっと今欠けているん

じゃないか。私は本当に腹が立ったから、きょ

うはもっともっとウナギのことを言ってまだま

だ知り得たことを全部お話ししたかったけど、

そういういきさつがあったから、あえてこんな

ことを申し上げました。

船のことについて、教育長、貸していただき

たいとおっしゃっていますが、貸せないようで

すから、一応答弁してください。

○教育長（渡辺義人君） 実習船「進洋丸」を

利用しての調査研究への協力ということであり

ますけれども、越えるべき課題として、今、議

員のほうからドック入り等の御指摘もありまし

たけれども、大きな課題の一つに、長期、短期

の航海実習等で、進洋丸については年間のスケ

ジュールが非常に厳しい、余裕がないという状

況があります。２つ目に、航海の安全面から現

在の航路が最適と考えておりまして、変更が難

しいという事情があります。３つ目には、調査

船ではなくてマグロはえ縄漁を目的とした船体

構造になっている、こういった越えるべき大き

な課題があると認識をいたしております。しか

しながら、本県の子供たちが一流の研究者の方

にじかに接して最先端の研究について講義を受

けたりするということは、子供たちの科学への

探求心や研究への夢を駆り立てるなど大変意義

があることというふうに考えておりまして、も

し高校生等に対してそのような講義等の機会を

いただければ、大変ありがたいと考えておりま

す。以上です。

○中村幸一議員 こういう打ち合わせの段階で

のことに時間を割いてしまいましたからあれで

すが、非常におもしろい話がありました。「卵

から生まれてどうなるんですか」と言ったら、

卵から生まれてプレ・レプトセファルス、それ

からレプトセファルス、シラス、黒子、黄ウナ

ギ、銀ウナギ、どんどん大きくなっていくんだ

そうです。初めて知りましたが、「31個の卵を

発見できたのは奇跡的だ」と、英国のネイ

チャーコミュニケーションズに載って高く評価

されたという話です。だから、繰り返しになり

ますが、座して宮崎県が加勢しなかったら大変

なことになるなと思います。

そこで知事、近海で調査したいとおっしゃっ

ているんですが、みやざき丸というのがあった

ような気がしますけれども、その辺を都合でき

ませんか。やっぱり検討するんでしょうが、検

討されますか。
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○知事（河野俊嗣君） まず、少し整理をして

答弁させていただければと思います。

本県は養殖ウナギの生産量全国第３位という

ことでございます。また最近、天然のシラスウ

ナギの採捕量が大変少ない状況にもございます

ので、東京大学、国の研究グループが産卵場の

特定などや種苗生産技術の開発を進められてい

るのは大変意義深いことであるということで、

注目をしておりました。こういう研究施設が、

しかも中山間地域で廃校の施設を有効活用され

るということで、大変意義深いものと思って、

私も起工式に参加をさせていただいたところで

あります。地元の担当者、ＮＰＯの代表者の

方、それから塚本教授からもそれぞれ話を伺っ

たところでございますが、具体的に県のほうに

対してこういうことをしてほしいというのは、

この段階ではお話を伺っておりませんでした。

ただ、お話を伺っておりますと、質問議員は県

で何かできますかという積極的な問いかけをさ

れて、いろんなお話がなされたということでご

ざいます。

県としてはこれまで、ウナギの資源保護を目

的としまして、採捕量や採捕時の気象データの

提供などを通じて国などの研究グループに協力

するとともに、採捕量の定量的な把握や資源の

効果的増殖手法の検討など取り組んでおるとこ

ろでございますが、塚本教授らの研究に県とし

てどのような貢献ができるのか、今後ともしっ

かりお話を伺いながら、できることをしっかり

見きわめて対応してまいりたいと考えておりま

す。

○中村幸一議員 今おっしゃったように、非常

にシラスウナギが枯渇していますよね。2008年

には1,430キロあったものが、2009年には545キ

ロ、2010年には422キロと激減している。これは

ジャポニカ種に限らず、アンギュラ種とかロス

トラータ種というのがあるらしいですけれど

も、世界的にそういう状況だという話も聞きま

した。ですから、やっぱりこちらからも働きか

けて─知事も起工式でああいう立派なことを

おっしゃったわけですから─やっていただき

たいなと。

まだやるつもりだったけど、時間がないので

次に行きます。知事は、11月定例会冒頭に提案

理由説明の中で、「今回の66回国民体育大会に

おいて本県が久しぶりに20位台という成果をお

さめた。個人もそうだし、団体もそういうふう

に努力していただいた。非常にありがたかっ

た」という話をされました。そして、宮崎県で

行われてから大分たちまして、あと15年たった

ら宮崎県の順番になるんです。鹿児島県はこと

し10位ということで、内々に内定があって、10

年後ですから準備をしなさいという内示を受け

ているんですね。我が県では15年後にある。そ

してまた準備も急々にはできないだろうから、

準備をしていかなくちゃいけないだろうと思い

ます。その中で、私が回りくどいことを言うの

は、何を言っているかというと、宮崎県に都

城、宮崎、延岡３つの都市がありますが、都城

だけ、全天候型のトラック、それから50メート

ルのプール、体育館もいいのがないんです。箱

物は原則凍結するということでありましょう

が、15年後を見据えてそろそろ準備も進めて

おったらどうかと私は思うんです。

県会議員になって20年余になりますが、ずっ

とこの県議会に携わって、延岡、宮崎に比べ

て、何と予算を都城地区に落とさないものかよ

とずっと思っております。県病院もない都城

市。平成19～23年の５年間を調べてみました

ら、宮崎地区に488億3,019万円、延岡地区に316
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億2,970万円、都城地区には237億8,635万円しか

投下されていない。延岡地区と都城地区の差

が78億4,335万円ある。そのぐらい都城をほった

らかしておるわけです。であれば、やっぱり同

じく税金を払っている県民としては非常に不平

等である。我が田に水を引くようですが、ちゃ

んとしてもらわんと困る。同じ税金を払ってい

て、これだけ延岡との差があるというのは許せ

ないと思ったので、早く都城にもそういったも

のをつくっていただきたい。そしてまた、先ほ

ども都城商工会議所から電話が来て、やろう

じゃないか、こんなに虐げられた我が都城だっ

たら、むしろ旗立てて回ろうじゃないかという

話でしたので、そういうことのないようにして

いただくとありがたい。

それから、病院のプロパー化のことについて

でありますが、病院は苦しい経営を続けてまい

られました。最近の第１期５カ年計画が22年度

で終わり、業績も非常によくなってきました。

これはひとえに、病院局の皆さん、各病院の皆

さん、医師、看護師、またスタッフの皆さんが

一致協力して取り組んでこられたおかげだと思

います。局長も非常に御苦労されたことも十分

承知しております。だけど、この前の厚生常任

委員会で私は申し上げました。「院長先生、事

務局長が３年でころころ交代して、それで満足

な病院経営ができますか」と言ったら、先生は

はっきり答えられた。「それは長くおっても

らったほうがいい」、とおっしゃったんです。

局長も聞いていらっしゃいましたね。だから、

今からもう一つ病院局が伸びるには、31名県職

員がおりますが、どんどんプロパーに変えてい

くんです。そして、病院局長は院長とともに一

生懸命病院再建に取り組む、そういうことも打

ち出していかないと、一生懸命やられたんだか

ら、これから伸びようと思うとそれしかないと

私は思いますので、ぜひそれをやっていただき

たい。そして当分は局長を公募にして、それか

らどんどん育てていけばいいじゃないですか。

いかがでしょう。

○病院局長（甲斐景早文君） 現在、各県立病

院の事務局長を初めとする事務職員につきまし

ては、職務の内容や適性、経験、さらには各県

立病院長の意向等も踏まえまして、経営感覚に

富む人材や病院勤務経験者などを、知事部局か

らの交流により、議員御指摘のとおり、３病院

全体で31名配置いたしまして、病院運営のかな

めとして重要な役割を担ってもらっているとこ

ろでございます。御質問にありましたように、

事務職員のプロパー化につきましては、平成25

年度に経営形態の検討を予定していることもあ

りまして、県立病院経営を取り巻くさまざまな

経営の変化を踏まえながら、その効果や課題等

について慎重な検討が必要ではないかと考えて

いるところであります。今後とも、病院現場の

意見を踏まえながら、事務局体制の専門性の強

化など対応できるものにつきましては適切に対

応してまいりたい、このように考えているとこ

ろでございます。

○中村幸一議員 今の答弁では、余りやりたく

ないというようなニュアンスですよね。ただ

やっぱり、３年行って、半年か１年目は勉強で

す。２年、３年目に事務局長としての仕事がで

きて、はい、さよならと、３年でかわる。もち

ろん事務局長で行く人は県庁でも優秀な人が行

くのは知っています。だけど、私が知っている

民間の医者と事務長は何十年も一体となって

やっているんです。この前、一緒に飲んで語り

ました。「いや、うちの事務長がおってくれる

から、私は安心して仕事に没頭できます」、ま
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た事務長も、「いや、私は先生のおっしゃった

ことをまっしぐらにやっていくだけです」。こ

ういう連帯感がなければ赤字になるんです。民

間はつぶれるんです。だから私は、プロパー化

して、事務局長は院長と一体になって長く病院

経営に当たって病院をよくしていただきたい、

こういうことを言っているんです。ぜひ検討し

てみてください。

それから、皆さんは保護司という仕事を御存

じかどうか知りませんが、私は保護司を35年ぐ

らいやっています。殺人を犯した人、あるいは

覚せい剤で病んでいた人、いろんな人を見てき

ました。その中で、研修会があるということ

で、10月の26～27日に山口県の美袮市に行って

きました。今回は調査に行ったんですが、美祢

市に何しに行ったかというと、ＰＦＩの刑務所

ができているんです。刑務所に─初犯の人ば

かりですが─最初は男性500名、女性500名、

そしてＰＦＩですから、国から120～130名、200

名ぐらいは民間の近辺の人たちが働いていらっ

しゃる。そこの地産地消で全部賄っているとい

うことで、2,500～2,600人の人たちがそこにい

らっしゃるわけですから、その町は非常に潤

う。そういうことなんですが、全国からも、刑

務所が足りないからうちにというのはあるらし

いですけれども、この美祢市だって、企業誘致

に造成した土地で、どこも企業が来なかったの

でそういう誘致策をとったと。我が県もそうで

すね。企業誘致をしているけど来ないところが

ある。そこを利用したらどうかという話なんで

す。それを誘致する気持ちがあるかどうか、県

民政策部長。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 刑務所の誘致

についての御質問でございますけど、刑務所の

誘致については、広大な遊休地の活用が図られ

るというメリットもあります。また、必要な生

活物資の調達、あるいは職員とその家族の定住

をもたらす、こういう高い経済効果が見込まれ

ることも考えられます。それで、今御紹介があ

りましたように、これまでも県外の市町村によ

る誘致活動が行われ、また実現しているところ

もあります。ただ一方で、社会的不安や治安悪

化への懸念などを理由に地元住民の反対運動が

展開されるケースも多いと聞いているところで

ございます。この種の誘致につきましては、総

論賛成、各論反対といったケースになりがちで

ございまして、そういった点からも、まずは誘

致に当たって、実際に刑務所が設置される地域

の住民が刑務所のもたらす影響をどう評価する

のか。そしてさらに、それをもとにした地元市

町村の意向が何よりも重要であると考えており

ます。以上でございます。

○中村幸一議員 行ってみると塀がないんで

す。三重に電気的な設備で脱走できないように

されている。今おっしゃった安全かどうかとい

うことですけど、安全な証拠に、正門の前に幼

稚園がある。子供たちが歓声を上げてそこで過

ごしているんです。そういうところでした。だ

から、安全性の面についてそんなに問題ないと

思っています。

はしょっていきます。時間がありませんので

……。視察を終えて、車中で初めて自己紹介が

ありました。ある女性の方が、「きれいな花が

咲いていましたね。あの花を見ながら、この受

刑者たちは何を考え、何を思うんでしょうね」

と泣きながらおっしゃった。感性の豊かな方だ

なと思ったんですが、その感性豊かな方をもう

一人訪ねました。長門市の仙崎に向かいまし

た。ここに26歳の若さでこの世を去った金子み

すずさんがいらっしゃる。この方のところを訪
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ねたわけですが─もう時間がありませんので

はしょりますが─こういう題の詩を書いてい

らっしゃるんです。「大漁」といいます。「朝

焼小焼だ大漁だ大羽鰮の大漁だ。濱は祭りのや

うだけど海のなかでは何萬の鰮のとむらひする

だろう」。本当にこういう殺伐とした時期であ

るからこそ、思いやりを持って接しなくちゃい

けない。このとき、最近の記事で、「お茶くみ

社員」とか「お茶くみ職員」とか、あのような

ぎりぎりの差別用語を使って書いた人がおりま

したが、思いやり、そして人を思う心があれ

ば、こういうことは書けないだろうなと思いな

がら視察を終えて帰ってきたところでした。

以上で質問を終わります。（拍手）

○外山三博議長 次は、福田作弥議員。

○福田作弥議員〔登壇〕（拍手） 河野知事に

質問をするのは、知事御就任後初めてでありま

す。もっとも、副知事をされているときに一度

だけ質問をいたしました。誠実で丁寧に問題意

識を持って答弁される姿を、今思い出しており

ます。そのときの質問がきょうの質問とほぼ同

じ趣旨であります。何回も何回も海上物流問題

を取り上げますのは、本県の最大のネックであ

ります大消費地圏から遠隔地であるというハン

ディを、どうにかして少しでも克服したいとい

う私の長年の思いからであります。河野知事

は、私が本県の農畜産物の物流に密接に関係す

るようになりまして、既に５番目の知事になり

ます。河野知事は、本県の農畜産物物流の関係

で一番熱心だなと、副知事時代の答弁から感じ

ました。

東国原知事以外は、残念ながら鬼籍にお入り

になっております。過去の知事を振り返ってみ

ますと、全力で海上物流の構築に当たられた、

そして大きな実績を残された知事、努力はされ

たが、経済状況の激変のために新しい物流方式

が実現せず、また運航中のフェリーも休止とな

り、後退の状況の中退任された知事、あるい

は、短期の在任期間であったために、思いは

あったかもしれませんが、全く取り組みをされ

なかった知事、当時の記憶が脳裏をよぎりま

す。しかし、５人目の河野知事は、まだ就任

早々、なおかつ47歳という新進気鋭の知事であ

ります。さらに知事は７年にわたり本県に、総

務部長、副知事、知事とポストはかわりました

ものの重要ポストに在籍されており、本県物流

の問題を熟知されていると思います。半世紀

余、本県が取り組んできている海上物流の問

題、シンクタンクなどによる各種調査研究や関

係団体を含めての物流対策推進本部の設置など

は、今日まで莫大な費用と時間をかけて実施さ

れておりますが、最終的には方針の判断ができ

ずに現在に至っております。この問題を解決す

るだけで、私の試算では年間10億円近い物流コ

ストの削減ができると考えます。さらに、環境

禍のＣＯ２の削減にも大きく貢献できるのであ

ります。デフレ経済下、本県の経済的メリット

は大きいのであります。北海道で就航している

貨物専用のローロー船と同程度のものであれ

ば、京浜航路がデーリー就航をやめた時点、そ

してまた全面運航休止に至るまでのトラック陸

路での運賃差で、とっくに２～３隻の船が購入

できる計算になるのであります。以上申し述べ

ましたが、河野知事に首都圏の海上物流の再構

築について基本的なスタンスをまずお聞きし、

以下の質問につきましては質問者席よりしっか

りとお尋ねしたいと思います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。
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物流に対する県の取り組みについてでありま

すが、大都市から遠隔地にある本県にとりまし

て、議員御指摘のように、低コスト、大量輸送

が可能な海上輸送などの充実による物流の効率

化は大変重要な課題であると認識しておりま

す。京浜航路につきましては、ローロー船「南

王丸」が油津・細島港と東京港との間を週２便

運航しておりますが、このローロー船の細島港

寄港は、平成17年のカーフェリー航路休止を受

けて県が働きかけを行った結果、実現したもの

であります。また、宮崎・細島港と大阪の堺泉

北港との間を週３便運航しておりますローロー

船「はっこう21」が、平成21年４月から堺泉北

港で大王海運のローロー船と接続をいたしまし

て、間接的にではありますが、本県と京浜地域

を結んでいる、そのような状況にあるわけでご

ざいます。御指摘のように、京浜航路の増便、

新規航路の開設というものは、本県産業の振興

にとって非常に重要なかぎになるというふうに

考えておりますが、現在のところ、従前からの

課題であります、特に下りの荷物は、必要な貨

物の確保が困難な状況もございます。さらには

燃油価格が高騰しているような状況で、新規航

路等の開設は大変難しい状況にあるものと認識

しております。引き続き、物流効率化支援事業

などによる荷寄せへの支援でありますとか、企

業誘致等による新規貨物の創出に積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○福田作弥議員 お答えを聞いておりますと、

事務方がつくった原稿をお読みになったようで

ありますが……。実は、お手元に資料を配付い

たしております。今、知事が答弁された内容が

記載してあったんですが、私の質問には直接関

係ありませんでしたから削除いたしましたら、

下のほうに、総合交通課資料をもとに私が作成

したことになっております。それはそれでいい

でしょう、削除したんですから。

私は、今日までの本県の海上物流、特に首都

圏の問題について振り返ってみたいと思うんで

す。昭和46年に日本カーフェリーが就航してい

るんです。これは、よく私がお話をしますが、

海上物流のお手本にいつも北海道を見るわけで

あります。北海道の炭礦汽船が本県に会社を設

立したものであります。その後、本県の海上航

路の経緯の資料に掲載されておりますとおり、

順調な運航がなされたわけであります。当時、

これは大ヒットの海上物流、旅客と貨物をあわ

せ持つ機能を持っておりましたから、評価も国

内、内航船では非常に高いものがございまし

た。

しかし、その後、経済情勢が大きく変化をし

た。その変化とは何か。まず、本県の新婚旅行

を中心とした観光ブームが過ぎ去った。当時の

カーフェリーはお客を乗せることを主流にし

て、その運賃収益を主に、それに付加する形で

トラックの積載運賃をいただいておったわけで

ありますが、これがうまく機能しなくなった。

県もそのときは気づいたんです。20年近く順調

に運航されておって、満船状態も続き積み残し

もあった。しかし、気づいた時点でてこ入れを

すればよかったと思いますが……。そこでちょ

うど登場しましたのがテクノスーパーライナー

です。皆様のお手元に配っています資料の最後

に載せていただきましたが、ＴＳＬの誘致運動

がございます。ちょうど川崎航路が曲がり角に

来たときに、このテクノスーパーライナーが国

の施策から登場してきたわけです。このとき、

私どもは既存のフェリーのことをすっかり頭か

ら脱落させてしまって、ＴＳＬの構想に飛び
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乗ってしまった。これが宮崎県の海上物流のボ

タンのかけ違いの始まりかな、こういうふうに

私ども県議会も反省しているんです。当時、知

事がいつもこの本会議場で、「関東平野の農業

を宮崎で」というキャッチフレーズを繰り返し

繰り返し発言されました。私はまだ脳裏から離

れません。あれが成功していればすばらしいも

のでありました。宮崎―京浜間を８時間で結ぶ

デーリー運航です。そして、宮崎で収穫した農

畜産物を東京市場で翌日販売できる、そういう

システムを構築しようというものでありました

から、それはすばらしいものでありました。テ

クノスーパーライナーの誘致期成同盟会もつく

られまして、一生懸命やりました。１回だけ宮

崎港にも試験就航してきましたから、歓迎の意

味で、知事以下みんな議会の関係者は出迎えた

んです。しかし、残念ながら実現しませんでし

た。その後、私はこういう問題を数回、本会議

で指摘をしましたが、いつまでも知事初め県当

局は、やっぱりＴＳＬにこだわられた。これも

私はまずかったと考えております。

そこでお聞きしたいのでありますが、今、執

行部は30年前と同じような答弁をされるわけで

あります。私は当時から、帰り荷については心

配していたんです。北海道のお手本を調査しま

しても、関東からの帰り荷にはやっぱり心配が

あるんです。しかし、みずから帰り荷をつくる

んです。例えば自動車の積載からシャシー積載

に変えて、帰りに空のシャシーを積載貨物とす

る、これも一つの手ですね。それから今、物を

大事にする時期でありますから、ワンウエーの

容器を数回繰り返し使えるものにするとか、そ

ういう考え。場合によっては、長距離フェリー

は南九州と北海道しかないわけでありますか

ら、これをうまく組み合わせて、北海道、東北

の物流を関東で中継するとか、いろんな考えが

あってしかるべきだと思います。

私は10何年間、理屈をお聞きしてきました

が、まず先頭に立って県が引っ張っていく姿を

見せてほしい、こういうふうに感じておりま

す。総合物流課がありますが、今までの流れを

ずっと見ておりますと、結局、安き方向に流れ

るんですね。先ほどの知事が答弁されました南

王丸につきましても、これは王子製紙の８割ス

ペースチャーターの船なんです。県が誘致した

ところじゃありません。王子製紙のチャーター

船なんです。２割残っている部分を私どもが使

わせてもらうということでありますから。この

際、知事がやるかやらないかはっきりしない

と、関係団体、関係者は困っているんです。今

度の知事はやってもらえるだろうなと思います

が、知事の正直なところを自分の言葉でお答え

になっていただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今のやるやらないとい

う御指摘は、新規航路の開設ということかと思

います。これは、先ほど答弁申しましたよう

に、荷寄せにつきましても、県の事業なり事業

者への働きかけに取り組んでおるところでござ

いますが、なかなか難しい状況がある。それか

ら、燃油価格の高騰というものが、さまざまな

会社にとっても、新規航路の開設に踏み出すに

は難しい状況だということでございます。今後

の経済状況の好転を期待しつつというところで

はありますが、そういったものを見ながら判断

せざるを得ないのではないかと思っておりま

す。現時点では、新規航路の開設というのは非

常に難しいものと認識をしております。

○福田作弥議員 前回の答弁からしますと随分

後退いたしましたが、宮崎県の経済的メリット

を考えますと、ぜひ取り組んでほしい大きな課
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題の一つであります。忘れないでいただきたい

と思います。

次に移ります。観光スポット、地域地産地消

の核としてファーマーズマーケットを、これも

長年私が訴え続けてきている案件であります。

この議場でファーマーズマーケットを質問した

のは私が最初だと思います。平成４年でした。

そのときの質問のきっかけは、リゾートと

ファーマーズマーケットを組み合わせて宮崎県

の観光の核をつくろう、そういう気持ちから

やったのでありますが、全く反応がありません

でした。当時、企画調整部長や農政水産部長か

ら答弁いただいておりますが、「先進地の事例

を調査し、関係市町、関係団体とも研究してみ

たいと思います」―関心がないですね。そこ

できょうは、まずファーマーズマーケットに対

するイメージを、関係します農政水産部長、商

工観光労働部長、教育長―教育長は後でもよ

ろしいです。県土整備部長、イメージを聞かな

いと答弁がちぐはぐになりますから、まずお聞

きしたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） ファーマーズ

マーケットについてでございますが、欧米で人

気のファーマーズマーケットは、地元の新鮮で

安価な農産物を売る店が所狭しと軒を連ね、中

には趣向を凝らしたカフェレストランや音楽な

どのイベントが行われるなど、地域住民を初め

観光客にも人気の施設も多いと伺っておりま

す。まずはそのようなイメージを持っておりま

す。

また、本県では農産物直売所のイメージがご

ざいますが、現在、本県の農産物直売所の数

は、県民の地産地消の理解の高まりの中、県独

自の支援策も講じてきたことにより、個人や団

体等の多様な運営形態において約150件に達し、

年間１億円以上売り上げている施設も着実にふ

えております。これらの農産物直売所は、とれ

たての地域色豊かな農産物の提供のほか、各種

イベントや農作業体験等を通じた都市住民との

交流の場や、少量多品目を生産する高齢農業者

や女性の活躍の場、また地域情報発信の場とな

るなど、生産者と消費者とのきずなを深めると

ともに、農村地域のにぎわいを創出し、活性化

にもつながる大変有意義な施設と考えておりま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 全国の

ファーマーズマーケットの中には、農産物の直

売所だけでなく、加工施設、レストランやカ

フェ、さらには温泉などを併設した複合施設が

見受けられ、ショッピングや地元ならではの

「食」の楽しみ、あるいは野菜収穫の体験など

もできるといったことから、地元住民のみなら

ず多くの観光客が訪れている事例もあると伺っ

ております。このようなことから、ファーマー

ズマーケットは観光面からも魅力的なスポット

になり得ると考えております。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県土整備部に

聞かれるのは、恐らく、市街化調整区域にこう

いう大きな施設ができないかという観点でと思

いますので、そういう視点で答えさせていただ

きます。

市街化調整区域につきましては、建物の建築

など市街化を抑制すべき区域でありますので、

ファーマーズマーケットの設置に当たりまして

は、道路や公園等の基盤整備とともに、建築物

の用途などを定めた一定区域の地区計画として

都市計画決定するか、あるいはまた個別に開発

行為の許可を受ける必要がございます。県とい

たしましては、まちづくりの主体であり、これ

らの権限を有しているのは市や町となりますの
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で、そういったところから協議がありました場

合には、地域の実情等に十分配慮しながら適切

に対応したいと考えておるところでございま

す。

○福田作弥議員 それぞれイメージについてお

答えを賜りました。前回の質問からすると随

分、内容を研究、調査いただいていると感謝を

いたしているわけでありますが……。

今、我が国においてファーマーズマーケット

は１兆円産業になりました。本県でも小さいの

を合わせますと100億内外売上金額があるかと思

うんですが、１兆円産業ですね。私は農水省の

資料を見たんですが、農家の総産出額が８

兆5,000億円ですから、１割を超えているんで

す。本県は、全国有数の農業県であり、しか

も、観光が衰退したとはいえまだ観光県なんで

す。しかし、不思議なことに40万の人口の県央

部にこれがないんです。なぜできないか―そ

れは、それをつくろうとする人がいないからだ

ろうとおっしゃるんですが、たくさんいるんで

す。ところがなかなかできない。先ほどの県土

整備部長の答えにもかかってきますし、後から

もお聞きしますが、このファーマーズマーケッ

ト、これからの農業の高齢化等に向けて、それ

から宮崎県の県央部の観光スポットとしてなけ

ればならない施設だと、他県の状況から見て考

えます。私は、福岡県、和歌山県、愛知県この

３つの施設を見てまいりました。なかなか苦労

があったようですが、完成した暁にはすばらし

い実績が上がっております。ぜひ私はつくって

もらいたいと思うんです。

そこで、ファーマーズマーケットの効用等に

ついては、それぞれ関係部長から御紹介がござ

いましたけれども、やはり小規模農家対策、こ

れはＴＰＰの問題も絡んできますが、高齢化の

農家の対策、あるいは、「ファーマーズ」とつ

いていますから農業だけではだめですね。やは

り漁業者とも手を組む、あるいは観光業者とも

手を組む、そういう姿が私の視察したファー

マーズマーケットにはございました。今はやり

の農商工連携、６次化のいわゆる具体例のよう

なものでしょうか。「６次化」という表現が適

切かどうかはわかりませんが、そういう効用を

見てとりました。

そこで農政水産部長、今、適切なファーマー

ズマーケットに対するイメージを申されました

が、そういう問題でまだ市町村からの相談はな

いですか。農水部長のところは、まず最初に農

地法の問題がありますよね、ファーマーズマー

ケットを設置する以前に。それから設置の問題

ですね。商工のほうはその次でしょうけど、農

水部門が解決してから初めて県土整備部のほう

に行く。そして最終的には知事の許認可であり

ますから、農地は今、４ヘクタールまでいきま

すね、農政局が合い議すれば。最後は知事で

す。その辺はどうですか。農水部長、相談は

あっていませんか。

○農政水産部長（岡村 巖君） 現在のとこ

ろ、具体的な相談というのは承知しておりませ

ん。

○福田作弥議員 農水部長に相談がないという

ことであれば、市町村段階、特に土地利用規制

の段階で門前払いを食っているんですね。大体

こういう施設は、各県の事例を調べますと、最

初、門前払いをするんです。最後に決断してい

るのは知事なんです、どこも。福岡でも聞きま

したよ、知事。その当時の福岡の農政部長は宮

崎におられた方が農政部長で行かれていたよう

でありますが、私は名前も知りませんし顔も知

りませんからお会いしませんでした。その開設
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者に聞きましたら、知事が最終的に判断した

と。でありますから、ぜひファーマーズマー

ケットを―全国的には１兆円産業でありまし

て、宮崎県の高齢化した農業の再生につながる

と思いますから―実現してほしいと思うんで

すが、その前に、まず農振の解除、農地転用許

可、そして開発許可について農水部長に、それ

からもう一回、そういう相談が来たら、開発等

の問題について県土整備部としてしっかりと受

けとめるかどうか、あわせてお尋ねをしたいと

思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農地に建設す

る場合の規制ということでございますけれど

も、大型のファーマーズマーケットにつきまし

ては、農畜産物以外の物産販売、また観光施設

の設置なども想定され、これらは農用地区域内

においては農業用施設等として認められないと

いうことになりますので、農振除外及び農地転

用の手続が必要となります。また、２ヘクター

ルを超える大規模な施設の場合には、国と事前

協議などを行うこととなっております。県とい

たしましては、大型のファーマーズマーケット

の建設については、地域の農業振興の観点も十

分踏まえながら、市町村や関係機関と十分協議

して、適切に対応してまいりたいと考えており

ます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 議員から紹介

がありました他県の事例でございますが、市街

化調整区域内に大規模なファーマーズマーケッ

トと思われる施設が設置されている事例がござ

います。ここにつきましては、詳細は確認でき

ておりませんが、開発行為の許可基準である都

市計画法に基づきまして、開発区域周辺の市街

化を促進するおそれがない開発行為として、建

築物の用途等を限定した条例を定めて許可をさ

れたというふうに聞いております。この許可に

ついてでありますが、許可権限がいろいろござ

いまして、県が持っておりますのが国富町、門

川町のエリア、それ以外の宮崎市、延岡市、日

向市につきましては、それぞれの市が地域のま

ちづくりの方針に基づき、計画地周辺の市町村

への影響を考慮して、地元の合意形成を図った

上で制定するということになっており、最終的

には市町村の意向が大事でございますから、そ

ういったところと十分協議を進めてまいりたい

と考えております。

○福田作弥議員 そういう問題が現実に相談と

して上がってきたら、関係部長、そして最終的

には知事の判断でありますが、しっかり受けと

めていただけるでしょうか。知事、最後に。

○知事（河野俊嗣君） ファーマーズマーケッ

トという施設は、議員も御指摘されましたよう

に、農商工連携なり６次産業化というような効

果、また先ほど農政水産部長が答弁したような

さまざまな効果が期待できるのではないかとい

う大変意義深いものであると考えております。

小規模なものは県内にも幾つかできておりま

す。また最近では、都城インターをおりたとこ

ろにもそういったような施設ができたところで

ございますが、今後、具体的な案ができ上がり

ましたときには、その開設場所とか規模、どう

いったような構想なのか、その内容をよく吟味

した上で、先ほどるる説明がありましたような

さまざまな法的規制もございますけれども、関

係機関とも前向きにいろんな調整をしてまいり

たい、そのように考えております。

○福田作弥議員 ありがとうございました。

次に進みたいと思います。「フードビジネ

ス」という言葉が最近はやっていますね。６次

化、農商工連携も関係してまいりますが、私は
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この前の特別委員会で、県民政策部長から宮崎

県の産業構造についての説明を受けました。な

かなか適切な分析をされているなと感心をした

のであります。そこで、以前から私はフードビ

ジネスについての関心を持っておりまして、農

業県の宮崎が、食品のいろんな素材を持ってい

る宮崎県が、どうしてこんなに素材だけで県外

出荷しておるんだろうなと考えておりました。

ＴＰＰの問題以前に、口蹄疫絡みでようやく冷

凍野菜等のフードビジネスのはしりみたいなも

のができまして、今議会にも、続いて、西都の

ジェイエイフーズと規模が変わらないようなも

のが、今度は、長年県がもてあましておりまし

たフリーウェイ工業団地に民間サイドで立地す

ると、大変いいことだなと見ておるわけであり

ます。

そこで、この段階まではそう大きな付加価値

あるいは雇用は創出されないと考えるんです

が、基本的な宮崎県の農業産出額3,000億円余で

す。しかし、食料品製造業出荷額で見ます

と2,500億円内外。お隣の鹿児島、ちょっと宮崎

よりか農業県のボリュームが大きいんです、農

業産出額が4,000億台ですから。4,000億で食料

品製造業出荷額が6,000億台、大きいですね。宮

崎は農業産出額に対するパーセンテージでは80

％台、鹿児島は150％台、大きな差があるんで

す。この辺からも、きょうは県民政策部長にひ

とつ、この辺の数字を精査したものを、もう一

回本会議で説明いただきたい、そのように考え

ております。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 本県の産業構

造を見ますと、先ほど議員がおっしゃいました

ように、農業産出額が全国第５位となっている

一方で、これがうまく食品製造業に結びついて

いないために、その出荷額で、議員から御紹介

がありました、農業県である鹿児島の約半分、

それから、例えば佐賀県の農業産出額は1,274億

円でございます。ところが、食品製造業の出荷

額は2,940億円で宮崎より上でございます。いわ

ゆる農業産出額が宮崎県の３分の１程度なの

に、食品製造業は宮崎を超しているというよう

な実態があるわけでございます。それで、本県

の強みであります農林水産業をベースに、加工

や製造、流通・販売、各分野が効果的に今後連

携し、総合的な食料供給産業として本県のフー

ドビジネスを振興して、本県の産業振興をます

ます図っていく、これは何よりも重要であると

考えております。本県ではアクションプランを

策定しました。この中でフードビジネス展開プ

ログラムを重点施策と位置づけておりまして、

地域の特徴を生かすとともに、産業間の有機的

な連携を進めながら、県内各地で総合的な食料

供給産業を展開していくこととしていますの

で、今後とも積極的に事業推進を図っていきた

いと思います。以上でございます。

○福田作弥議員 大変心強い意見の開陳だと見

ております。そこで、直接の関係部長、農水部

長のお持ちの農政分野で、フードビジネスの展

開をどのようにイメージされているのかお聞き

したい。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県の豊富な

農水産物を活用し、農水産業者と食品企業とが

連携いたしまして新商品の開発や販売に取り組

む、いわゆるフードビジネスを展開いたします

ことは、本県経済の発展に大きく資するものと

認識しております。このため農政水産部といた

しましては、地域農水産業者の新たな事業アイ

デアの掘り起こしや食品企業とのマッチング機

会の確保、また食品企業のニーズに対応する加

工・業務用野菜の生産振興、さらに、みずから
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加工や販売の分野に参入する農業法人等に対し

て専門家が具体的なアドバイスを行う体制の整

備や、機械・施設の整備に対する支援など、積

極的にさまざまな支援策に取り組んでいるとこ

ろでございます。このような取り組みを通じま

して、本県農水産物の生産から加工・流通に至

るまでの一連の高付加価値化をさらに強化いた

しまして、農業・農村における所得や雇用の確

保を図ることで、地域の活性化につなげてまい

りたいと考えております。

○福田作弥議員 オーソドックスな答弁をいた

だきました。私はもう少し具体的な踏み込んだ

個別の品目からお答えが出るものかなと考えて

おりました。もう少しという感じがいたします

が……。

そこで副知事─副知事は農水省で食肉行政

に携わってこられましたね。日本の国内の食肉

行政を実質的に取り仕切るポストにおられまし

た、食肉鶏卵課長ですから。グローバル、そし

てまた国内を全部見て、畜産県の本県でフード

ビジネスの展開としてはどういう可能性を―

全く新しいところからぽっと宮崎県の副知事に

就任いただいたわけですから、河野知事がそれ

を期待して招聘されたかもしれません。お聞き

したいと思いますが、副知事。

○副知事（牧元幸司君） 議員から御指摘ござ

いましたように、フードビジネスの展開という

のは本当に重要だと思っております。一つに

は、消費者にとっても非常にメリットがあると

いうことでございまして、食料の安定供給とか

豊かな食生活の面でももちろん貢献はございま

すし、また関係部長から今御答弁申し上げまし

たように、地域経済の牽引役としても極めて重

要ということでございます。とりわけ１次産業

が基幹産業である本県にとりまして、フードビ

ジネスの展開というものは非常に大きな役割を

果たすわけでございまして、その中で畜産とい

うお話もあったところでございます。畜産につ

いては、言うまでもなく本県農業の生産額の過

半以上を占める基幹的なものでございまして、

畜産の面でもフードビジネスへの展開を図るこ

とが非常に重要でございます。特に口蹄疫から

の再生・復興というものが本県の非常に重要な

課題になっているということでは言をまたない

わけでございますけれども、口蹄疫からの再生

・復興を果たす上でも、畜産のフードビジネス

の展開というものは必要だと思っております。

これは、これまでもいろいろと言われてきた

ことでございますけれども、具体的には、畜産

の中でも特に低価格部位─牛、豚であります

とももとか肩、あるいは鳥でありますと胸肉、

─にいかに付加価値をつけていくのかという

ことが非常に重要ではないかと思っておりま

す。このような面も含めまして、本県のフード

ビジネスの展開を積極的に推進すべきであると

考えてございます。

○福田作弥議員 特に畜産分野のフードビジネ

スの強化については御期待をしたい、こういう

ふうに考えております。

そこで知事には─けさでしたが、「新たな

成長産業化への挑戦」、これを見たんです。七

次の農業・農村振興長期計画。知事のあいさつ

文書をぽっと読みました。文章に書いてあるん

です。「本県農業を雇用と付加価値を創出し続

ける産業としていく」、知事が文面にぴしっと

位置づけをされております。具体的に知事とし

ても構想をお持ちで立派な冊子のあいさつ文を

書かれたと思いますが、お話をいただきたいと

思います。構想をお聞きしたい。

○知事（河野俊嗣君） フードビジネスの一連
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の御質問でございます。議員、冒頭の御指摘に

ありましたように、農業産出額と食料品製造業

の出荷額の九州各県においての比較という意味

でも本県がおくれをとっているというところ、

今後、非常に努力の必要なところであります

が、一方で伸び代があるという見方もできるか

と思っております。農業・農村振興長期計画に

おきましても、「儲かる農業」を目指していく

んだという方向性の中で、農商工連携、６次産

業化をしっかり進めていく、その上でフードビ

ジネスの展開を図っていくというのは重要な柱

としておるところでございます。今後とも積極

的に、本県のまさに強みを生かすという意味で

取り組んでまいりたいというふうに考えており

ます。

○福田作弥議員 ぜひオール県庁でフードビジ

ネスを展開していただきたいと思います。

最後になりましたが、ＴＰＰと本県農業であ

ります。これは昨日、我が会派の山下議員に知

事が非常に詳しく答弁されていますから、それ

と重複を避けたいと考えております。

ＴＰＰがどうなるか定かではありませんが、

しかし、最悪の事態を考えて対策を打っておる

ことは本県農業の強化につながるという観点か

ら、いろんなことを思い起こしました。まず本

県は、口蹄疫で、さらにＴＰＰでダブルパンチ

の状況にあるんです。しかもＴＰＰで一番影響

を受ける畜産、そしてまた並んで本県の主力の

ハウス園芸、果樹等、県内経済に2,400億円程度

の影響があると言われております。18年前、細

川総理のとき、未明に総理が記者会見されまし

て米の自由化を発表されました。「ミニマムア

クセス米受け入れ自由化」というのが正しい表

現だと思いますが、あれ以上の農政上の激変が

あると考えております。しかし私は、知事のＴ

ＰＰに対する考え、態度は立派だと思います。

ことしの９月議会の答弁から、そしてまたＴＰ

Ｐ参加阻止大会のあいさつ内容を聞いていまし

て、一歩踏み込んでおりましたから、知事の腹

は座ってきたな、大丈夫という考えでおりま

す。知事の腹が座るということは、宮崎県一丸

となってＴＰＰ対応をやっていくということで

ありますから。

そこでお尋ねしたいんですが、今、大きくＴ

ＰＰ問題で言われています全国レベルの問題も

無視はできませんが、宮崎県の農業ということ

を考えてほしいと思います。畜産とハウス園

芸、この２つでほぼ100％に近いですね。これを

考えますと、競合相手はどこかといったとき、

今、畜産以外は余り表に出ていませんが、豪州

だろうと思います。米―宮崎県の早期水稲の

田植え時期に向こうは収穫期です。大干ばつだ

からないだろうとおっしゃいますけれども、私

は現地を見てまいりましたが、腰を抜かさんば

かりの状況です。一時期、干ばつで衰えており

ましたが、また息を吹き返しそうであります。

それからハウス園芸―宮崎県のハウス園芸、

施設園芸で暖房が要る時期に、向こうは露地で

いろんな野菜や果実ができます。まだ国内人口

がオーストラリアあたりは少ないですから、余

り大々的に栽培されていません。自国2,000万人

ぐらいの人口でしょうか、それに合わせた生産

だそうですが、いよいよＴＰＰが締結をされま

すと、それが一挙に怒濤のごとく日本に入って

くる。ちょうど宮崎から大消費地市場に持って

いく時間で、今、ローコストキャリアですか、

格安航空貨物が飛んでまいります。これを考え

ますと、大変な事態だと思います。もう一つ、

野菜ではニュージーランドもあります。ここは

ほとんど日本の商社が資材あるいは種苗を持ち
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込んで開発輸入の実験が終わっております。こ

の２つをしっかり踏まえて、畜産とハウス園芸

に対する対応をやってもらいたいと思うんです

が、主管の農政水産部長にお願いしたいと思い

ます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県は、温暖

な気候を生かすとともに、畜産や施設園芸など

の集約的な農業の振興に取り組み、農業産出額

で全国第５位の食料供給県に発展してまいりま

したが、今後のＴＰＰ協定交渉の動向が不透明

である中で、農業大国であるアメリカやオース

トラリア産の農畜産物には到底太刀打ちできな

いのではないかと考えております。こうした状

況におきましても、基本的には、本県農業がこ

れまで培ってきた技術やノウハウ等を最大限に

生かして、本県の土地、また気象条件に最も適

した農業を積極的に展開し、輸入農畜産物との

差別化を図っていく必要があると考えておりま

す。例えば、地域の実情に即して農地の集積や

機械の導入を進め規模拡大によるコスト低減を

図ることや、本県が全国に誇る残留農薬の検査

体制を生かした安全・安心を確保すること、さ

らには、６次産業化により県産農畜産物ならで

はの新商品の開発を進め高付加価値化を図るこ

となどが考えられるところでございます。しか

しながら、仮に関税撤廃となった場合、これら

の対策のみでは本県農業が壊滅的な影響を受け

ることが予想されますので、政府に対しまして

は、国民的な議論を踏まえた慎重な対応を求め

てまいりたいと考えております。

○福田作弥議員 私が現地を見て考えましたこ

とは、米でも野菜でも畜産でも全部、日本の商

社、種苗メーカー、日本人が手がけておるんで

す。ですから実質は国内競争と同じなんです。

つぶさに調査されまして、この対応を固める必

要があると思います。特に食肉については、日

本に入っている豪州産は全消費量の50％近いで

す。そのまた半分以上を日本の商社が現地で肥

育して出している。こういう件、牧元副知事は

農水省におられてよく御存じだと思います。本

県の黒毛和牛を中心とした畜産がこれに太刀打

ちできる方策を、恐らく中央省庁におられたと

きからいろんな思いをめぐらされていたと思い

ますが、ぜひ宮崎県においてこれをやっておこ

うということがあればお聞きをしたい。

○副知事（牧元幸司君） 本県の農業について

は、先ほど議員が御指摘のとおり、畜産とハウ

ス園芸が非常に重要だと思います。ただ、本県

の畜産については、全国ではもちろん、肉用牛

にしても養豚にしてもブロイラーにしてもトッ

プレベルということでございますけれども、先

ほど農政水産部長から御答弁申し上げましたよ

うに、国際競争力という点からするとまだまだ

課題が多いというのは事実だと思っておりま

す。

そういう中で、具体的な対応としてどういう

対応があるのかということでございます。もち

ろん、安全・安心を確保する、コスト低減する

というのは当然でございます。加えまして、先

ほどのフードビジネスの議論とも重なりますけ

れども、付加価値をつけていくことが非常に大

事ではないかと思っております。畜産の面につ

いて言えば、先ほどもちょっと申し上げました

ような、低価格部位を中心にいかに付加価値を

つけていくかということだと思っております。

その面では、本県におきましても既に幾つか各

地において取り組みがあると承知をしておりま

す。さらに、口蹄疫からの再生・復興というよ

うな面でも新しい動きが出てきていると承知を

しておりますので、そういう新しい動きをぜひ
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後押しをいたしまして、本県の６次産業化とい

いましょうか、付加価値をつけることについて

積極的な展開を図っていきたいというふうに考

えてございます。

○福田作弥議員 ありがとうございました。

以上をもちまして、私の質問を終わります。

（拍手）

○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時29分休憩

午後１時０分開議

○十屋幸平副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、松村悟郎議員。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） それでは、

早速質問に入ります。今回は４つの項目につい

て質問をさせていただきます。

まず、前回の６月議会の質問に引き続き、観

光資源の磨き上げについて質問いたします。

宮崎の観光は、古くは新婚旅行のメッカとし

て多くの県外観光客が訪れ、本県経済の牽引力

となった時期もありました。また、近年、特に

冬場の温暖な気候に恵まれた環境を活用し、プ

ロ野球やゴルフなどのスポーツキャンプが年々

盛んになり、テレビやスポーツ紙に取り上げら

れる場面も多く、観光宮崎のイメージは全国に

認識されているものと思っていましたが、先日

出されました統計データを見てみますと、県外

観光客の推移は、21年度を10年前と比較する

と、約100万人減少の440万人、観光消費額は190

億円減少の567億円であり、統計上は決してよい

とは言えない数字であります。スポーツキャン

プは、団体数、人数ともに増加傾向にあります

が、スポーツキャンプの誘致をめぐる各県との

競争は激化しており、今後、厳しくなることが

予想されます。21年度の延べ宿泊者数も243万人

泊と、全国38位という状況にあります。さらに

は、本県では、昨年の口蹄疫、鳥インフルエン

ザ、新燃岳の噴火の影響による大きな打撃も加

わり、観光関連業界の苦悩はいかばかりかと大

変心配しております。この状況を打開するため

には、ここで何としても観光再生への積極的な

施策を打つ必要があるのではないでしょうか。

６月議会でも話をさせていただきましたが、

ミシュラン・グリーン・ガイドブックに本県が

取り上げられ、神話や歴史などの宮崎県に本来

ある観光資源が高く評価され、さらには、九州

では本県だけがミシュランマンによるプレゼン

テーションを企画するなど、大きな話題であり

ました。これまで以上に、宮崎ならではの魅力

を生かした観光地づくりに取り組んでいけるの

ではないでしょうか。また、ここにきて特に驚

いたのは、日本最大級のファッションイベント

である「東京ガールズコレクション」の開催に

こぎつけたことであります。この東京ガールズ

コレクションは、特に20代前後の女性に絶大な

人気を得ておりますが、12月23日にシーガイア

での開催となりました。主に東京を中心に開催

され、本県以外では名古屋と沖縄でしか開催さ

れていません。北京やパリでも開催されるな

ど、海外からの注目度も高く、パリコレクショ

ンをしのぐ勢いで、外務省や観光庁も後援する

など、日本を挙げてクールジャパンを発信しよ

うとしているプロジェクトであります。このよ

うに、「宮崎恋旅」とのコラボをきっかけに、

東京ガールズコレクションをターゲットに絞り

込み、本県開催誘致に成功するなど、本県の積

極的な観光戦略が見てとれますが、宮崎観光再
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生の観点から、本県の観光振興のあり方につい

てのお考えを知事にお伺いいたします。

後は質問者席にて行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

観光についてであります。本県は、豊かで変

化に富んだ自然、日本発祥にまつわる神話や伝

説、豊富な食、そして一年じゅうスポーツが楽

しめる環境など、多彩な観光資源を有しており

まして、それぞれ高いポテンシャルを持ってい

るものと考えております。これら本県観光の優

位性を生かし─以前、新婚旅行という話もご

ざいましたが─今の時代状況に応じた観光客

のニーズを踏まえながら、現在、体験型観光資

源を活用しました「ゆっ旅」や、マリンスポー

ツを体験する「波旅」、さらに恋や愛にちなん

だ神話スポットなどをめぐる「恋旅」、この

「三旅」を推進しておりまして、観光客の誘客

に努めているところであります。このうち、宮

崎恋旅につきましては、その切り口のおもしろ

さが、今、御指摘のありましたような東京ガー

ルズコレクションの主催者の側からも高い評価

をいただきまして、今回、宮崎での大規模イベ

ントの開催が決定するなど、大きな広がりを見

せているところであります。ただ一方で、この

ガールズコレクションの開催を契機に、先日、

恋旅をめぐる県内外の関係者との意見交換の場

にも出たんですが、特に県外の関係者からは、

まだまだ恋旅をめぐるＰＲ、県外に向けての発

信が足りないのではないか、県内部にとどまっ

ているんじゃないかというような厳しい御指摘

もいただいたところでございます。こういった

声もしっかり受けとめながら、また、先日、台

湾、香港等を回ったときに、国外から見たとき

の宮崎の観光の魅力というものも、新たにいろ

んな気づきがあったところでございます。観光

というものは、宿泊、飲食、それからお土産な

どの物産振興という幅広い経済効果も期待でき

ますし、本県のイメージアップ、また、受ける

我々の側の地域の活力、元気にもつながる大変

幅広い効果のあるものだというふうに受けとめ

ておるところでございます。口蹄疫の影響等に

よりまして、厳しい状況も見られるところでご

ざいますが、より柔軟な発想を持って新たな挑

戦をしていくんだと、そのような心がけで観光

振興に全力で取り組んでまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○松村悟郎議員 ありがとうございました。恋

旅の県外、国外での認識については、まだまだ

これから努力していくというお話でございまし

た。よろしくお願いいたします。

そこで、宮崎の観光を売り出す新たな商品と

して、県内の縁結びスポットなどを活用し、20

代から30代の女性をターゲットにして、宮崎恋

旅プロジェクトを一昨年よりキャンペーン展開

していますが、具体的にはどのような取り組

み、商品開発をしているのか、商工観光労働部

長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 宮崎恋旅

は、ただいま議員からお話がありましたよう

に、本県独自の恋や愛にちなんだ神話等を活用

して、主に女性をターゲットに本県への誘客を

図ることを目的として、21年度から取り組んで

いるものであります。具体的には、県内24カ所

の縁結びなどにゆかりのある神社等をめぐる周

遊企画や、旅行会社等が造成する「宮崎恋旅」

をテーマにした旅行商品への支援を行いますと

ともに、全国に対して情報発信を行うため、メ

ディアや企業等とタイアップしたＰＲなどに取



- 102 -

平成23年12月１日(木)

り組んでいるところであります。また、民間事

業者などから構成される「恋旅スイシン委員

会」で出された意見をもとに、民間において

も、県内の飲食店等による宮崎恋旅と関連づけ

たグルメやお土産の開発、ホテル・旅館による

宮崎恋旅を使った宿泊プランの造成等が行われ

ているところであり、いわば恋旅ブランドが本

県観光の新しい顔として次第に定着しつつある

と考えております。以上でございます。

○松村悟郎議員 さて、繰り返しになるかもし

れませんが、東京ガールズコレクションが宮崎

で開催されることは本当に驚きであります。皆

様に配付の資料をごらんいただきたいと思いま

すが、東京ガールズコレクションの公式ホーム

ページからの抜粋であります。12月23日開催の

宮崎恋旅サポートのイベント案内が出ておりま

す。その下に、北京やパリなど海外での過去の

開催と、さらに下の方には、パートナー企業と

して、そうそうたる企業とともに、我が宮崎恋

旅も掲載されております。そして、何といって

もその下、外務省や観光庁までがサポートして

おります。まさに、国を挙げて、日本のアパレ

ルやファッション、文化を海外に売り込もうと

していますし、アジアを初め世界が注目するエ

ンターテインメントであると思います。裏をご

らんください。裏にはたくさんの過去の開催が

入っておりますが、東京ガールズコレクション

は、これまで代々木体育館や埼玉アリーナなど

東京を中心に開催されてきました。今回の宮崎

開催は─名古屋、沖縄は特別枠でございまし

たが─まさに地方開催としては初めてと言っ

てもいい開催ではないかと思います。このよう

に、世界へ発信する東京ガールズコレクション

をよく引っ張ってこられたと思います。誘致に

当たった職員チームの企画力・営業力は本当に

大したものだと、私は思っております。なぜこ

の宮崎で開催されるのか、どのようにして誘致

できたのか、その経緯について商工観光労働部

長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 東京ガー

ルズコレクションは、日本最大級のファッショ

ンイベントでございまして、20歳から30歳代の

女性を中心に絶大な支持を受けているものであ

ります。このように、東京ガールズコレクショ

ンのターゲット層が一致すること、それから強

力な情報発信力を持つことに着目いたしまし

て、昨年の３月からコレクションの運営企画会

社と接触を開始したところ、運営会社さんのほ

うからも宮崎恋旅の取り組みを高く評価してい

ただき、宮崎恋旅との連携が実現したものであ

ります。その第一弾が、昨年９月に口蹄疫から

の復興支援として行った東京ガールズコレク

ション会場内における宮崎恋旅のブース出展で

ありまして、その後、本年３月、それから９月

にも同様な取り組みを行う中で、今回の宮崎開

催につながったものであります。

○松村悟郎議員 若い女性にたくさん来県して

いただきたいとの思いだと思いますが、この東

京ガールズコレクションとコラボすることで、

宮崎恋旅の誘客戦略にどのような効果があるの

か、商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 東京ガー

ルズコレクションにつきましては、イベントの

開催時だけではなく、ウエブ、雑誌等で情報を

提供するなど、強力な情報発信力がありますこ

とから、本年４月から９月にかけて、宮崎恋旅

とのコラボキャンペーンを実施したところであ

ります。このように、ターゲットとする誘客層

に直接訴えることができる東京ガールズコレク

ションと連携することによって、宮崎恋旅の認
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知度が高まり、女性を中心とした新たな観光客

の誘客が進んだものと考えております。

○松村悟郎議員 私には高校３年生の娘がおり

ます。先日、インターネットの前にずっと座っ

ておりました。何をしているのかと思ったら、

インターネットで先行予約のための予約どりと

いうんですかね、それをやっていました。この

東京ガールズコレクションの先行チケットとい

うのがあります。5,000人規模のビッグイベント

なんですが、わずか５分で完売です。娘も残念

ながらとれませんでした。娘の友達にはとった

子もいましたけれども、なかなか手に入らない

プラチナチケットになっているようでございま

す。この圧倒的な人気のイベントでございます

けれども、今回開催ということですが、来年、

再来年、引き続き開催できる、このようなこと

は県としては考えられているのか、商工観光労

働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 今後につ

きましては、まだ決まっていないところでござ

います。まずは、今月のイベントの成功に向け

て、全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○松村悟郎議員 恋旅、最後でございますけれ

ども、宮崎恋旅プロジェクトでは、若い女性の

恋心をくすぐるような新たな観光ルートが提案

されていますが、実際に来県されるお客様によ

り満足していただくためには、それぞれの観光

スポットのさらなる磨き上げや宮崎オリジナル

の「食」、お土産の開発なども必要であると思

います。その取り組みについて、商工観光労働

部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 宮崎恋旅

におきましては、現在、24カ所の恋旅スポット

から５つのルートをモデルコースとして設定

し、市町村等とも連携しながら、観光地の周遊

促進に取り組んでいるところであります。ま

た、県内の飲食店等では、宮崎恋旅と関連づけ

たグルメやお土産の開発など、取り組みの輪が

広がっているところであります。また、先

般、100人を超える関係者の方々が集まった、先

ほど知事のお話にもありましたような「宮崎恋

旅サミット」が宮崎市で開催されるなど、官民

の垣根を越えた盛り上がりが見られるところで

あります。今後とも、市町村や民間事業者等と

連携を深め、本県観光の新しい顔として、さら

なる磨き上げに取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○松村悟郎議員 よろしくお願いしておきま

す。

次に、同じく観光についてでありますが、西

都原古墳群についてであります。宮崎県に

は2,000基の古墳があります。そのうち約６割が

県央部に集中しております。小丸川、一ツ瀬川

流域の茶臼原古墳群、新田原古墳群、持田古墳

群、川南古墳群などでありますが、中でも国指

定特別史跡の西都原古墳群は、300基以上の古墳

が集中して分布する日本有数の史跡だと思いま

す。周辺の自然景観との調和も配慮され、整備

も行われてきております。毎年100万人近い観光

客が訪れる宮崎県を代表する観光地ともなって

おりますが、西都原古墳群の歴史的価値や観光

資源としての位置づけや取り組みについて、商

工観光労働部長及び教育長にお伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 西都原古

墳群は、全国最大規模の古墳群でありまして、

特別史跡公園として整備されておりますことか

ら、悠久の歴史や古代ロマンを身近に感じられ

る歴史文化遺産として高い評価を受けておりま
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す。また、その周辺には、約2,000本の桜のほ

か、菜の花、ヒマワリ、コスモス等が植栽さ

れ、年間を通じた花の名所として、年間100万人

近くの観光客が訪れる、本県を代表する観光地

の一つでございます。このため、県といたしま

しては、歴史観光や教育旅行等の促進のための

貴重な観光資源として、国内外に向けて積極的

な情報発信を行っているところでございます。

○教育長（渡辺義人君） 西都原古墳群は、昭

和９年に国の史跡に、さらに昭和27年には特別

史跡として指定されております。また、古墳群

としては、全国でも２例しかない貴重な特別史

跡でありますとともに、我が国における古代史

を解明する上においても重要な遺跡と考えてお

ります。県教育委員会といたしまして、昭和40

年代には、「風土記の丘保存整備事業」により

まして、土地の公有化や墳丘の復元など、史跡

公園としての基盤を整えてきたところでありま

す。また、平成７年度からは、国の補助事業を

活用した史跡整備を実施し、遺構を保存するた

めの覆屋の建設や、鬼の窟古墳や100号墳など、

発掘調査の成果に基づく古墳の保存・修復を

行ってきたところであります。

○松村悟郎議員 西都原古墳群の中でも、特に

際立つ価値を持つのは男狭穂塚と女狭穂塚です

が、男狭穂塚は我が国最大の帆立貝形古墳であ

ります。また、女狭穂塚についても、九州最大

の前方後円墳であります。それにもかかわら

ず、本当に残念なんですが、樹木に覆われて、

その姿、全容を見ることができないのでありま

す。西都原古墳群は日本を代表する古墳群だと

思いますし、宮崎県内ではナンバー１の観光資

源だとも思います。そこで、男狭穂塚、女狭穂

塚の整備あるいは調査はどのようにされてきた

のか。また、その結果をどのように公開して活

用されているのか、教育長にお伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 陵墓参考地でありま

す男狭穂塚、女狭穂塚の調査につきましては、

宮内庁の許可を得て測量や地中探査を行い、議

員のお話にもありましたように、男狭穂塚が日

本最大の帆立貝形古墳であることや、女狭穂塚

が九州最大の前方後円墳であることが解明され

るなど、貴重な成果を得ることができたところ

であります。男狭穂塚、女狭穂塚の調査の成果

につきましては、報告書を作成いたしまして、

市町村教育委員会はもとより、県内の図書館や

資料館などに配付いたしますとともに、西都原

考古博物館におきまして、男狭穂塚、女狭穂塚

の大型模型や地中探査の成果をわかりやすく展

示公開しているほか、県民を対象とする講演会

を行うなど、広く県内外への公開、活用に努め

ているところであります。以上です。

○松村悟郎議員 男狭穂塚と女狭穂塚は、御陵

墓参考地ということでございます。そこで、宮

内庁で管理されているということですので、去

る10月26日、自民党会派の商工観光部会の５名

で宮内庁に行ってまいりました。御陵墓参考地

を所管する宮内庁書陵部の岡部長に直接お会い

することができ、西都原古墳群の男狭穂塚、女

狭穂塚の歴史的資源の活用について意見を交換

させていただきました。宮内庁では、御陵墓に

ついては、鎮守の森として、あるいはあるがま

まの姿として管理するという、基本的な御陵墓

の管理のあり方についての御意見でございまし

た。また、下刈りや除間伐は継続して実施して

いくということでございました。このような意

見をいただいた中ではありますが、本県として

は、男狭穂塚、女狭穂塚の取り扱いについて、

宮内庁に対して、これまでどのように働きかけ
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を行ってきたのか、教育長にお伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 宮内庁は、陵墓参考

地について、今お話がありましたように、その

静安と尊厳の保持を管理の基本とされておりま

すことから、陵墓参考地内への立ち入りや樹木

の伐採については、大変厳しい状況にございま

す。しかしながら、県教育委員会といたしまし

ては、男狭穂塚、女狭穂塚につきましては、西

都原古墳群の中でも中心的な古墳であり、南九

州の古墳時代や日向古代史を理解するために

は、その調査は欠かすことができない重要なも

のであると認識いたしておりました。このため

に、宮内庁に対しまして、事業の目的や古墳群

の保護・継承を行ってきている地元の状況のほ

か、県が実施してきました古墳群保存整備事業

の実績などを説明し、協議を進めてまいりまし

た。その結果、宮内庁として、これまでの実績

や調査の意義を最大限に御理解していただきま

して、陵墓参考地としては、まさに特例中の特

例として、昨年度まで実施してきた測量や地中

探査につきまして、全国で初めて許可をいただ

いたものであります。以上です。

○松村悟郎議員 ありがとうございます。西都

原古墳群の中心にあるこの巨大な古墳の姿が見

えないというのは、本当に残念であります。宝

の持ち腐れになるのではないでしょうか。男狭

穂塚、女狭穂塚の樹木を全部伐採することは、

そのすばらしさを認識させ、観光資源としての

価値も高まると考えております。そのために、

知事を先頭に宮内庁へ陳情活動を行っていくお

考えはないのか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） この西都原古墳群の位

置づけの重要性、また、男狭穂塚、女狭穂塚の

重要性については、今、説明答弁を申し上げた

とおりでございます。この活用について大変興

味を持っておるところでございますし、以前、

外山議長と意見交換をしましたときにも、この

伐採という案に大変強い関心を示しておられた

ところでございます。私もぜひ現地へと思いま

して、先日、西都古墳まつりのとき─これは

１年で唯一、一般開放されるということで、何

十メートルか立ち入ることができるわけでござ

いますが─私も参りまして、自然豊かな静ひ

つな中に独特の雰囲気があるすばらしいところ

だというふうに受けとめたところでございま

す。そのときに、男狭穂塚、女狭穂塚を管理さ

れるのが、京都にあります桃山陵墓監区事務所

でありまして、その所長さんが現場に来ておら

れました。その所長さんに対しまして、県民の

間から有効活用に対する強い声があるというこ

とを申し上げたんですが、先ほど言いましたよ

うな静安と尊厳の保持を基本とした管理という

ことで、大変ガードがかたいところがございま

した。樹木の伐採等は大変困難な状況ではない

かと考えておりますが、西都原古墳群のすばら

しさというものを国内外に発信し、本県におけ

る貴重な観光資源としての活用にも寄与できる

ような環境整備を何とか図ることができない

か、機会をとらえて、アイデアを練りながら働

きかけをしてまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 ありがとうございました。積

極的な観光戦略をよろしくお願い申し上げま

す。

次に、西都・児湯の地域振興対策についてで

ありますが、高鍋町にあります持田古墳群に隣

接する県の観光遺産である高鍋大師は、今回の

口蹄疫復興ファンドを活用した地域振興対策の

取り組みで、一帯を花木で飾る花守山事業をス

タートさせ、さらなる交流人口をふやすための
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観光資源の磨き上げを図ろうとしております。

そのほか、西都・児湯地区でも復興ファンドを

使った地域振興への取り組みがなされようとし

ておりますが、そのほかの地域での取り組みに

ついて、その考え方について、農政水産部長に

お伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 西都・児湯地

域におきましては、域内市町村が協議に基づ

き、地域活性化の目標といたしまして、「地域

資源を生かした産品・拠点づくりによる交流人

口の拡大」という統一コンセプトを定めたとこ

ろでございます。具体的な取り組みといたしま

して、高鍋町の花守山整備事業や都農町のにぎ

わい拠点整備事業などの各市町村の地域資源を

活用した事業を実施することとしており、口蹄

疫復興財団といたしましては、各市町村から提

案のあった事業に対して、運用型ファンドによ

り助成することとしております。また、統一コ

ンセプトの実現に向けては、各市町村の取り組

みが有機的に結びついて、より大きな相乗効果

が得られることが重要でありますので、地域内

の関係者が一体となって、広域的な連携を企画

・実施するような取り組みに対しても支援を予

定しているところであります。今後とも、市町

村や関係団体等と緊密に連携を図りながら、運

用型ファンドによる支援に努めてまいりたいと

考えております。以上でございます。

○松村悟郎議員 地域の連携というのは本当に

大事だと思います。そこで、10月20日にルピナ

スパークで開催されました東児湯鍋合戦、これ

は４回目の開催になりましたが、今回は東児湯

５町以外にも、西都市や北浦町、そして米沢市

などからも参加した11チームで競い合い、２万

人以上の来場者がそれぞれ自慢の鍋を堪能し、

大変好評だったということでした。主催する

「ひがしこゆ観光ネットワーク」は、児湯５町

の新たな観光ルートづくりを手がけるなど、地

域連携に果たす役割は大変大きいと思っており

ます。そこで、ひがしこゆ観光ネットワークの

成果や課題、それからこれからの役割につい

て、商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 「ひがし

こゆ観光ネットワーク」につきましては、平

成19年の設立以来、地域一体となって、東児湯

鍋合戦を通じた食と農の情報発信やモニターツ

アーの実施など、幅広い観光振興策を展開され

ております。特に、先ほどお話がありましたル

ピナスパークで開催された先日の鍋合戦では、

過去最高となる２万2,000人の人出でにぎわい、

地域の魅力発信に大きな効果があったものと考

えております。東児湯地域における広域観光の

推進に当たりましては、これまで以上に各市町

村の観光資源を広域的に結びつけ、面としての

広がりや奥行きを持たせることが課題でありま

すことから、地元において多様な観光メニュー

の提供や観光客受け入れ体制の整備に向けた一

層の連携強化を図ることが重要であると考えて

おります。

○松村悟郎議員 今回の鍋合戦では、本当に多

くの来場者でにぎわったルピナスパークであり

ました。このルピナスパークも、１年を通して

十分な活用が図られているのか、そして観光拠

点としてこれまで多々課題があるのではないか

と思いますが、その課題と今後の活用につい

て、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農業科学公園

「ルピナスパーク」は、平成９年の開園以来、

気軽に農業を楽しんでいただける場、また農業

を通した憩いの場として、多くの県民の皆様に

御利用いただいておりますが、一方で、利用者
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の伸び悩みや一部施設の利用休止などの課題も

ございます。このため、ひがしこゆ観光ネット

ワークと連携するとともに、ボランティアの皆

さんとも協働しながら、地域と一体となった魅

力ある公園づくりを目指して、鍋合戦や親子で

楽しむ食農教室、ぶどう収穫体験などの食と農

に関するイベント等に積極的に取り組んでいる

ところであります。今後とも、地元市町村や関

係団体との連携をさらに密にしながら、農業・

農村の理解促進を図る施設としての機能を十分

活用し、児湯地域の魅力ある観光の拠点となる

よう努めてまいりたいと思います。

○松村悟郎議員 西都・児湯地区でも、それぞ

れの地域復興対策がなされようとしております

が、今お話がありましたように、都農の一の宮

神社周辺の道の駅にぎわい拠点整備事業など

も、まさに、それぞれ交流人口をふやし、観光

振興を図ろうとする事業だと思います。これら

の事業が効果的に進むためには、さらなる広域

ネットワークが必要だと思います。連携して取

り組む仕組みづくり、これが必要だと思いま

す。先ほど述べましたが、その観光の中心とな

るのは西都原古墳群だと思いますので、どうぞ

西都原古墳群の磨き上げをよろしくお願いいた

します。

次に、農業再生への課題と対策についてであ

ります。

昨年の口蹄疫発生後、農場の再開がスタート

して約１年を迎えようとしております。口蹄疫

からの復興に向けて、一歩ずつ前進していると

ころですが、被害農家の畜産経営再開も依然６

割を切ったところにあります。まだまだ病気や

畜産物流通などへの不安、そして原発事故に伴

うセシウム汚染問題で牛肉価格が低迷している

など、再開できない理由の一つではないかと思

います。県は、農商工連携による新たな産業づ

くり、園芸作物など畜産以外の農業育成などの

施策を進めるとしていますが、具体的にはなか

なかその姿が見えないところであります。ま

た、家畜伝染病に関しては、リスクの高い季節

を迎えようとしておりますが、知事は６月議会

の私の質問に対して、「工程表に基づき、全国

のモデルとなるような新しい畜産の構築を進め

ていく」と強く答弁されました。そこで、「口

蹄疫からの再生・復興方針」に基づいた復興対

策の現状認識と今後の対応について、知事にお

伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 口蹄疫からの再生・復

興、さまざまな課題に取り組んでおりますが、

その中でも、畜産・農業の復興というものは、

大変大きな重要な柱ということで、市町村、関

係団体、農家の方と一体となって、工程表、そ

れから指針に基づいて取り組んでおるところで

ございます。しかしながら、口蹄疫の終息宣言

から１年がたった時点で、畜産経営の再開状況

は、農家の戸数で57％程度ということで、まだ

まだ道半ば、課題が残っているという状況でご

ざいます。経営を再開しておられない畜産農家

の中には、さまざまな畜産を取り巻く状況の中

で、再開時期を見きわめておられる方、あるい

は耕種への転換を考えておられる方など、さま

ざまな方がおられますので、引き続き、農家

個々の実情を踏まえた、きめ細かい支援・指導

に取り組んでまいりたいと考えております。ま

た、ＪＡ経済連が整備しました冷凍野菜加工施

設を核とした付加価値の高い土地利用型の農業

でありますとか、６次産業化などの推進に向け

た取組み、これも着実に一歩一歩進めていく必

要があろうかと考えております。今後とも、畜

産農家の皆様に寄り添いながら、市町村、関係
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団体と連携しまして、再生・復興方針に掲げま

した「全国のモデルとなる畜産の再構築」「産

業構造・産地構造の転換」という目標に向け

て、全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○松村悟郎議員 防疫についてお伺いします。

市町村や関係団体との連携した地域防疫体制の

整備状況と、６月議会でも質問しました特定疾

病フリーの取り組み状況、さらには安全な畜産

地帯を守るための常設消毒ポイント、畜連など

家畜が集合する施設の防疫機器の整備状況、そ

して今後の対応について、農政水産部長にお伺

いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） まず、地域防

疫体制の整備でございますが、県といたしまし

ては、全国のモデルとなる畜産の再構築を図る

ため、市町村や関係団体等と連携を図りなが

ら、家畜防疫員による畜産農家の全戸巡回や全

市町村を対象とした家畜防疫演習、並びに県・

市町村家畜防疫連携会議を開催するなど、地域

防疫体制の強化に向けた取り組みを進めている

ところでございます。そのような中で、常設消

毒施設の設置につきましては、どのような車両

を対象とするのかや、効率的な設置場所、継続

的に活用するための運営主体のあり方などの課

題について検討がなされているところでござい

ます。また、家畜市場など多くの畜産関係者が

集まる施設での消毒体制につきましては、地域

段階で検討していただくようお願いをしている

ところでございます。次に、特定疾病フリーの

取り組みといたしまして、まず豚につきまして

は、生産者が中心となった「西都・児湯新生養

豚プロジェクト協議会」が主体となり、オーエ

スキー病やＰＲＲＳのない清浄地域づくりを進

め、生産性の向上が図られているところであ

り、さまざまな課題はありますが、今後の展開

に期待をいたしております。一方、牛のＢＬに

つきましては、地域の状況に応じて、どのよう

に対策を進めていくかについて、各地域で検討

を行っていただいており、これを踏まえて、今

後、検査等を進めていくことになると考えてお

ります。以上です。

○松村悟郎議員 生産者段階における防疫意識

の啓発、そして畜産農家への立入検査について

であります。先日、御報告もあったようでござ

いますが、畜産職員まで家畜防疫員として投入

し、鋭意努力されていることは敬意を表すると

ころであります。しかし、多くの県職員を投入

したとはいえ、１万1,000戸を対象とした検査と

指導でありますから、大変大がかりな業務であ

ると思います。県や案内役を担う市町村の関係

職員の本来業務がおろそかになるのではないか

と私は大変心配しておりますが、その状況につ

いて農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県では、工程

表において、農場防疫を強化する観点から、今

年度、農場全戸巡回を実施することとし、７月

から家禽999戸、牛9,122戸、豚513戸の巡回調査

・指導を行っているところであり、来年３月ま

でには終了したいと考えております。初めての

全戸巡回調査であり、また農場数も多いことか

ら、家畜保健衛生所の獣医職員に加えて、緊急

的に県の畜産技術職員等を家畜防疫員に任命

し、市町村の協力を得て巡回を実施しておりま

す。本来の業務に加えての調査であり、担当職

員の少ない市町村にあっては、負担が大きいな

ど、業務的には厳しいものがあると認識してお

りますが、農場防疫の強化のために取り組んで

いるところでございます。なお、本年10月に改

正された国の防疫指針においても、原則として



- 109 -

平成23年12月１日(木)

年１回以上、立入検査を実施することとされた

ところでありますが、来年度以降の調査につい

て、どのような形で実施するかについては、今

年度の実績や課題などを踏まえて検討してまい

りたいと考えております。

○松村悟郎議員 １年に一度、大変な検査であ

りますけれども、その効果というのにもいささ

か疑問を感じるところもございます。現実に、

私が６月に指摘した事案についても未解決のま

まとも聞いております。生産段階での防疫は、

経営者みずからが、みずからのために徹底すべ

きものであります。一方で、地域全体に負の影

響をもたらす危険性もあります。早急に改善で

きるところは、財政的な助成措置も講じて、徹

底して防疫措置をするべきだと思います。ほと

んどの農家の皆さん、ほとんどの方がまじめに

防疫体制づくりをされている、それが経営者だ

と思います。しかし、もしできない経営者は、

畜産業界から退場願うことも必要だと思いま

す。そのような意味から、日本一を誇れる家畜

防疫体制を構築するため、６月に指摘したよう

に、強制力のある宮崎県独自の遵守規定を定め

る必要があるのではないかと考えております

が、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本年10月に制

定された新たな飼養衛生管理基準では、ウイル

スを農場内に持ち込ませないための農家みずか

らが遵守すべき基準として、牛22、豚24、鶏25

の項目が定められたところであり、県では、こ

の基準に基づき、独自にチェックシートを作成

し、農場巡回調査時に徹底した指導を行ってい

るところであります。なお、農場において、こ

れらの飼養衛生管理基準の遵守違反が認められ

た場合には、県は家畜伝染病予防法に基づき、

指導・助言、勧告、命令を行うこととされてお

ります。また、家畜の飼養衛生管理状況等に問

題があり、口蹄疫等の発生予防、蔓延防止のた

めの措置を適切に講じなかったと認められる場

合には、手当金等の不交付、減額があるとされ

たことについても十分周知を図る必要がありま

す。したがいまして、まずはこれらの取り組み

を市町村や関係団体と連携して推進し、防疫対

策の強化に努めてまいりたいと考えておりまし

て、その成果や課題等も踏まえた上で、県独自

のルールの必要性について研究することになる

と考えております。以上でございます。

○松村悟郎議員 畑作関係について質問いたし

ます。再生・復興方針では、畜産の再開に加

え、畜産と耕種のバランスのとれた産業構造の

構築を目指すということから、露地園芸等への

転換、さらには６次産業化、農商工連携の推進

と農業構造の転換を図るとしております。その

エンジン役となるのが、西都市に立地した冷凍

野菜工場の稼働でございます。その稼働状況と

加工向け露地野菜の作付状況について、農政水

産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） まず、８月に

竣工しました冷凍加工施設の稼働状況でござい

ますが、現在までに、里芋228トン、コマツナ52

トン、ゴボウ19トンの加工処理を終了したとこ

ろであります。また、当施設の中心品目となり

ますホウレンソウは、加工処理を11月21日から

開始したところであり、来年４月までに2,500ト

ンの加工処理を行う計画であると伺っておりま

す。次に、作付状況でございますが、現在、当

施設向けのホウレンソウの作付面積は、県内で

約165ヘクタールが確保されており、そのうち約

８割に当たる136ヘクタールが児湯地域で作付さ

れています。県といたしましては、今後とも、

冷凍加工施設を核とした土地利用型野菜の新た
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な産地づくりや農業経営の安定向上に取り組

み、畜産と耕種のバランスのとれた産地構造へ

の転換に努めてまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 次に、ＪＴによる廃作奨励に

応じて、宮崎県では1,475ヘクタールあった作付

地のうち713ヘクタールが廃作になり、西都・児

湯地区においても、174戸あった生産農家のう

ち140戸が廃作を選択し、324ヘクタールあった

作付地のうち255ヘクタールに作付されない状況

となりました。葉たばこ農家の廃作によって生

じる大規模な転作については、具体的な作付転

換の方向や計画を伺っておりません。県として

はどのような対策を打とうとしているのか、農

政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 葉たばこ廃作

農家の転換の方向性につきましては、廃作農家

に対するアンケート調査の結果を見ますと、転

換品目として露地野菜の希望が多い状況にあり

ます。県といたしましても、廃作農地の有効活

用や転換品目の販売先の確保、さらには冷凍加

工施設を核とした６次産業化の推進等を図る観

点から、加工・業務用を中心とする土地利用型

野菜の振興を進めていきたいと考えておりま

す。このため、農業改良普及センターを中心と

した技術・経営面での継続的な支援や大規模な

畑作経営モデルの実証展示圃の設置、省力化を

目的とした機械化一貫体系の導入促進等に取り

組み、廃作農家の円滑な経営転換を支援してま

いりたいと考えております。

○松村悟郎議員 また、全体の８割、たばこの

生産が減少すると、これまで乾燥調整などに利

用されていた共同乾燥施設の運用あるいは統合

整理という課題が出てきます。生産者だけでは

大変対応が難しいと聞いております。この件に

ついての対応状況について、農政水産部長にお

伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 今回の廃作

は、過去に例のない大きなものとなることか

ら、共同利用施設の再編が地域の大きな課題と

なっているところでございます。このため、県

といたしましては、地域の関係機関・団体で構

成する「葉たばこ構造改革支援緊急プロジェク

ト会議」をそれぞれの地域に設置いたしまし

て、関係農家の意向を踏まえながら、施設の統

合や不要となった施設の売却等、具体的な施設

の再編について、施設ごとに指導助言を行った

ところであります。また、国庫補助事業を活用

して整備を行い、今後不要となる施設につい

て、県が中心となって、補助金返還が生じない

よう、国と協議を進めているところでございま

す。今後とも、関係機関・団体と連携を図り、

生産者の負担軽減が図られるよう努めてまいり

たいと考えております。

○松村悟郎議員 本当に大きく減少するとはい

え、本来葉たばこが地域農業を守る重要な農産

物であることには変わりありません。また、土

地利用型の農業として、安定した農業経営とし

て農家を形成してきたのも事実であります。宮

崎県も代表的な葉たばこ産地であります。難題

に対応しながらも、担い手育成を中心とした対

応も求められ、葉たばこ産地を維持するビジョ

ンを示すときでもあります。葉たばこの生産を

中止する経営体個々に対する支援と同様に、残

ることを選択した農家に対する支援について

も、県などがしっかり対応していく必要がある

と思いますが、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県の葉たば

こ継続農家360戸につきましては、平均年齢52.9

歳、１戸当たり耕作面積が2.1ヘクタールと意欲
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ある若い農家が多く、将来にわたって夢と希望

を持って取り組めるよう支援していく必要があ

ると考えております。ＪＴにおいても、これら

基幹的担い手に対しては積極的に支援していく

と伺っており、買い入れ価格の引き上げや災害

援助金制度の見直し、生産対策助成事業の拡充

等が示されたところであります。葉たばこをめ

ぐる情勢は、製品たばこの消費減退や増税問題

など不透明な状況にありますが、県といたしま

しては、引き続き葉たばこを土地利用型の重要

な基幹品目と位置づけ、ＪＴに対して安定的な

耕作面積の確保等を要請するとともに、経営安

定に向けた支援策を、関係機関・団体と連携し

て進めてまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 口蹄疫による経営中止農家、

そして葉たばこの廃作農地に加え、再来年には

埋却地の耕作再開と、多くの農地利用が課題と

なっています。これら農地利用とその農地での

農業振興は、今年度公表された第七次宮崎県農

業・農村振興長期計画では、想定外の事案と考

えられます。私は、「児湯の大地に夢を！」を

スローガンに、児湯地域の農業振興を初めとす

る産業経済の振興を進めたいと思っておりま

す。そこで、これらの課題に対する知事の認識

と対応をお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 畜産を取りやめたり葉

たばこを廃作したりということで、本県の農業

が大きな波に見舞われているという状況かとい

うふうに思っております。これにより生じた農

地を有効活用し、産地の構造転換を図り、新た

な宮崎の産地づくりを進めていくということ

は、本県の農業を考える上で大変重要な課題で

あると考えております。このため、県では、Ｊ

Ａや市町村と連携いたしまして、経営感覚にす

ぐれた個別経営体や農業法人、集落営農組織の

育成・確保、意欲ある担い手への農地の面的な

集積による経営規模の拡大、また需要が急速に

伸びつつある加工・業務用野菜の生産振興や畑

地かんがい施設の有効活用による安定生産など

に積極的に取り組みまして、「儲かる農業」の

実現に全力で努めてまいりたいと考えておりま

す。さらに、地域の特産物に着目しまして、生

産から加工・流通に至る一連の取り組みを強化

する６次産業化などの取り組みによりまして、

本県農業の新たな成長産業化を図ってまいりた

いと考えております。

○松村悟郎議員 次に、農業後継者を育成する

教育機関である農業大学校と高鍋農業高校につ

いてであります。

両校とも、口蹄疫により大変御苦労されたと

ころだと思います。先日、高鍋農業高校の肉牛

が共進会に出場するなど、喜ばしいニュースも

ございました。そこで、両校の口蹄疫からの復

興状況について、農政水産部長、そして教育長

にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農業大学校で

は、口蹄疫の発生により牛218頭すべてを処分

し、昨年度は、カリキュラム等を一部変更しな

がら実習を行ってまいりました。家畜につきま

しては、昨年11月から牛の再導入を行い、現在

では155頭と、学生の実習に大きな支障がない頭

数にまで回復しております。埋却地につきまし

ても、立入防止さくを設置し、適正に管理する

とともに、家畜防疫エリアの設定や本年９月に

は防疫更衣室を整備するなど、口蹄疫の発生を

教訓にした「家畜防疫日本一の学校」を目指し

た取り組みを行っているところであります。ま

た、学生たちも、東日本大震災で被災した東北

の農業大学校との交流や、地域振興イベントへ

の参画などのさまざまな活動も積極的に行って
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おり、口蹄疫からの復興は着実に進んでいるも

のと考えております。

○教育長（渡辺義人君） 高鍋農業高校は、口

蹄疫の発生により、残念ながら牛豚合わせまし

て335頭の全家畜を失い、生徒や職員が悲しい思

いをしたところでありますが、その後の再導入

により、現在では、牛42頭、豚78頭、計120頭を

飼育するまでに回復いたしておりまして、生徒

たちにも笑顔が戻り、日々畜産実習に取り組ん

でいるところであります。また、酪農施設につ

きましても、ことしの６月末に新しい乳牛舎が

完成いたしまして、搾乳実習が再開されたとこ

ろであります。さらに、家畜防疫体制の強化を

図るために、車両消毒装置などの防疫施設の整

備も進めてきております。こうした状況の中

で、生徒たちも、お話にありましたような県畜

産共進会への出場を初め、口蹄疫復興イベント

等に参加したりして意欲的に学習に取り組んで

おりますが、加えて、先日の学校文化祭では、

牧場産の豚肉を地域の方々に販売することがで

きるなど、復興は着実に進んできているという

ふうに考えております。以上です。

○松村悟郎議員 時間がだんだん少なくなって

まいりましたけれども、次に、高鍋農業高校の

牛乳加工施設の整備についてお伺いします。高

鍋農業高校の牛乳加工施設は、昭和38年に学校

の牧場内に設置され、生徒たちが搾った原乳を

加工して市乳を製造し、高校生みずからが販売

もしてきました。ところが、昨年、いろいろな

理由で廃止されました。現在は、地域からの声

も非常に多いんですが、本来、酪農家は自家で

牛乳を製造し、そして製造から販売までする経

営形態というのが今、本当に進んでいると思い

ます。６次産業化といいますか、その効果を学

ぶためにも、ぜひとも牛乳加工施設の整備が必

要ではないかと思います。さらには、農業大学

校、ここにもないわけでございます。農業大学

校と連携して、共同で活用できるような牛乳加

工施設ができないのか、教育長にお伺いいたし

ます。

○教育長（渡辺義人君） 高鍋農業高校の牛乳

製造につきましては、施設設備の老朽化等によ

りまして、平成22年４月に生産を中止せざるを

得なかったものであります。議員の御指摘のと

おり、農業の６次産業化を踏まえた教育に取り

組むことは、農業経営者を育成する高等学校と

して、大変意義深いことであると考えておりま

す。そのため、現在、高鍋農業高校におきまし

ては、自分たちで栽培したマンゴーを使った

ヨーグルトやトマトを使ったケチャップ等を製

造し、販売を行うなどの学習をしているところ

であります。今後、牛乳製造を６次産業化の教

育として再導入することにつきましては、施設

等の整備に多額の費用を要することも考慮しな

がら、教育課程上の有効性や必要性も含め、検

討してまいりたいと考えます。

○松村悟郎議員 続きまして、高鍋農業高校の

遊休地の活用についてであります。高鍋町の舞

鶴公園に隣接する高鍋農業高校の一角に、今、

遊休地がございます。この土地を活用して、観

光拠点づくり、地域の案内や物産販売の施設、

さらには住民の交流の場を整備し、そこを農業

高校の生徒が生産物を販売する施設として活用

する、それが消費者との連携、農商工連携の足

がかりになると思います。そこで、農業高校の

遊休地を新たな活用の場として活用できないの

か、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 議員が御指摘の舞鶴

公園に隣接する土地につきましては、私も実際

に参りまして承知いたしておりますけれども、
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高鍋農業高校の生徒の基礎的な実習を行う農場

でありましたが、教育課程の変更等により、教

育活動には使用しないこととなり、平成22年度

までに農場内のすべての施設設備を撤去し、活

用を停止しているところであります。現在で

は、まだ教育財産となっておりますが、今後も

利用する見込みがないことから、この土地につ

きましては、地元自治体等の意見も伺いなが

ら、有効活用がなされるように検討してまいり

たいと考えます。

○松村悟郎議員 ありがとうございます。

次に、農業経営のあり方について、生産技術

だけじゃなくて、収益を上げる経営力、そして

６次産業化、農商工連携による経営の多角化・

高度化が求められる中で、農業大学校の教育の

役割という必要性が出てくると思います。その

農業大学校の学生の最近の就農状況について、

農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農業大学校の

卒業生の就農状況は、過去３年間の学科卒業

生168名のうち、直ちに就農した者や研修後に就

農する者が86名で、全体の51％となっておりま

す。また、その他の卒業生も、農業団体や資材

販売会社等に就職するなど、就農を含めた農業

関連産業への従事割合は約８割となっており、

本県の農業・農村の振興に大きく貢献している

と認識しております。今後とも、関係機関・団

体等と連携し、「就農に自信と誇りを持ち、農

業に果敢に挑戦できる人材育成のための学校づ

くり」に努めてまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 農業大学校も、後継者を育成

する本当に大事な機関だと思います。高鍋農業

高校と農業大学校は、高鍋町内に位置しており

ます。同じ農業後継者育成の教育を目指してお

ります。先ほども述べましたが、これからの農

業の多角化や経営センスを高めるという観点か

らも、両校の連携、そしてさらに高度な後継者

育成が必要だと思いますが、どのような連携が

とられているのか、農政水産部長にお伺いいた

します。

○農政水産部長（岡村 巖君） 連携について

は、本当に大切なことだと思っておりまして、

農業大学校では、農業経営者養成を教育の柱と

する高鍋農業高校との連携を一層充実させるた

め、本年６月に両校の職員による検討会議を設

置し、各種の取り組みを実施しております。具

体的には、農業大学校施設を利用した園芸科１

年生のバイオテクノロジー実習や、農業大学校

職員による畜産科２年生を対象とした家畜防疫

に関する授業などのカリキュラムの連携に取り

組んでおります。今後とも、農業高校等との５

年間連携教育体制の実現に向けた取り組みを進

め、「たくましい実践力を備え、即戦力となる

農業者の育成」に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○松村悟郎議員 ありがとうございました。こ

れからもさらなる連携を図って、いい担い手を

育てていただきたいと思います。

もう時間が参りますので、あと１問だけで終

わりたいと思います。鳥獣害対策についてであ

ります。

農山村における鳥獣害対策というのは、毎年

毎年、議員の皆様からも御指摘のあるところで

ございますが、私は沿岸部に生活しております

けれども、少しずつ、猿、シカがふえているよ

うな状況にあります。特にことしは被害報告が

多いようですが、沿岸部での被害の状況、そし

てこれからの取り組みは、担当する市町村の鳥

獣被害防止計画の対応が多少おくれているので

はないかと思いますので、あわせて市町村の取
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り組みの支援についても農政水産部長にお伺い

いたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農作物等の鳥

獣被害は、水稲の被害が最も大きく、次いで野

菜、果樹、飼料作物の順となっており、平成22

年度の被害額は約２億7,000万円となっておりま

す。獣種別では、イノシシによるものが最も多

く約１億円、続いてシカが9, 5 0 0万円、猿

が5,000万円となっております。また、近年は、

西臼杵等の中山間地域のみならず、児湯地域を

初めとする沿岸部においても被害がふえている

状況にあります。農作物等の鳥獣被害につきま

しては、直接的な損失のみならず、生産意欲の

減退や耕作放棄地の増加につながるなど、金額

にあらわれない被害も発生し、地域活力を低下

させる深刻な状況にあります。

次に、市町村における被害防止計画の作成に

ついてでございます。平成20年２月に施行され

ました鳥獣被害防止特措法では、市町村が被害

防止計画を作成し、これに基づき、国及び県

は、市町村が行う被害対策が円滑に行えるよ

う、財政的な支援措置等を講ずることとされて

おります。本県における被害防止計画の作成状

況につきましては、平成22年度までに20市町村

で作成されており、御指摘のありました地域を

含む未作成の６市町に対しましては、本年度中

に被害防止計画を作成するよう指導を行ってい

るところでございます。

○松村悟郎議員 ありがとうございました。時

間が参りましたので、最後に、鳥獣害対策、１

年を通じて常時対応で捕獲活動ができるような

専従捕獲体制の整備を要望しておきたいと思い

ます。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○十屋幸平副議長 次は、二見康之議員。

○二見康之議員〔登壇〕（拍手） お疲れさま

です。会派自由民主党、二見康之と申します。

早速ですけれども、始めさせていただきたいと

思います。

おととい29日に、私の所属しております都城

青年会議所主催で、皆様御存じの東京都知事に

立候補されました渡邉美樹さんの講演会が都城

総合文化ホールでありました。「夢をかたちに

する」という演題でのお話でした。夢をかたち

にする、つまり実現していくために必要なこ

と、大切なことについてのお話でございまし

た。内容としましては、第一に、まず夢を描く

こと、何を実現したいのか具体的にイメージを

つくることということです。次に、その夢に日

付、期限を決めること、そうすることで、やら

なければならないことを明確にするということ

でございます。そして３番目、それが決まれば

最後まであきらめないで努力することというふ

うに、簡単にまとめますと、この３点になるか

と思います。厳しい世情の中ではございました

けれども、居酒屋を出発点としまして、そこか

ら農業、介護、そして弁当宅配事業にも参入し

て成功してこられております。そこで私も大事

だなと思ったことがございました。それは「地

球上で一番たくさんのありがとうを集めるグ

ループになろう」という企業理念を掲げられて

いることでございます。これらのことは、政治

についても同じことだと思います。私たちが住

む地域社会をよくしていこうという夢を描き、

それに向けて計画を立て、全力で取り組んでい

くこと、そして、それは住んでいらっしゃる皆

さんが本当に幸せになってもらいたいという思

いで取り組んでいかなければならないこと。さ

きの都知事選では、宮崎にゆかりのある方もい
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らっしゃいましたけれども、渡邉氏に対しまし

て、これからも経営者としてさらに御活躍いた

だきたいというふうに感じたところでございま

した。大変いいお話を聞きまして勉強になりま

したが、こういう方にはなかなかお会いするこ

とはできませんけれども、書籍やほかの講演会

に行ったりとか、いろんなところで刺激を受

け、学ぶことはできます。最近は、肖像画につ

いての議論もございます。歴史上の偉人や先祖

の写真等もこれに当たるかと思いますけれど

も、これらは、先人をしのぶだけのものではな

く、先人のおかげで今があるということについ

て感謝すること、その先人に対し恥じることの

ない生き方をしなければならないと自分を戒め

ること、常日ごろから先人に見守られながら自

分を律するというような意味もございます。肖

像画の肖という字は、「あやかる」という意味

がございます。「あやかる」とは、その人のい

ろいろな徳について、自分もそのようになりた

いという思いを込めて、いわゆる尊敬するとい

いますか、そういった思いが込められている言

葉でございます。そこで、知事にお伺いいたし

ます。知事の尊敬する人物、人生の目標となる

ような方がいらっしゃれば、歴史上の人物でな

くても結構です。どういうところにあこがれて

いらっしゃるのかを含めてお伺いします。

以上、壇上からの質問を終わり、以下は質問

者席より質問いたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

尊敬する人物についてであります。私が政治

家として尊敬しております人物は、「上杉鷹山

公」と「ジョン・Ｆ・ケネディ元アメリカ大統

領」のお二人であります。まず、上杉鷹山公に

つきましては、「なせば成る」の名言でありま

すとか、「伝国の辞」に示されました政治哲学

と強い信念のもと、本県出身ながら、米沢藩主

として藩政改革をなし遂げられた名君でありま

す。その土地の出身者でなくても立派な仕事を

されたということは、今の私の立場にとって大

変心強く、また模範とすべき名君、郷土の偉人

であると考えております。また、ジョン・Ｆ・

ケネディ元アメリカ大統領につきまして、政治

家として功罪いろいろ議論のなされているとこ

ろでございますが、私のポイントとしまして

は、就任演説におけるスピーチ、名文句です

ね。「祖国があなたに何をしてくれるのかを尋

ねるのではなく、あなたが祖国のために何をで

きるのか考えてほしい」というくだり、これは

今、私どもの掲げております「県民総力戦」に

も通ずる、大変これからの時代を考える上で重

要なメッセージではないかと考えておるところ

でございます。さらに加えて、昨日も議論にな

りましたが、没後100年を迎えられます「小村寿

太郎公」でございます。日本でもアメリカでも

私の大学の先輩ということになりますし、以

前、私も志しておりました外交という分野にお

きまして、当時、必ずしも国民世論のフォロー

の風ではない向かい風の中でありながら、しっ

かりと国益を見据え、将来の我が国のためにと

いうことで、立派な仕事をされたというふうに

考えております。大変優秀な頭脳とともに、小

柄な方でいらっしゃったということですが、諸

外国を相手に堂々とした立派な仕事をされた、

その胆力というものをしっかりと学んでいきた

いというふうに考えております。こういった先

人の姿に少しでも近づけるよう精進するととも

に、県勢発展のために全力を尽くしてまいりた

いと考えております。〔降壇〕

○二見康之議員 大変詳しくお答えいただきま
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して、本当にありがとうございます。もう

ちょっと短くなるかと思ったんですけれども、

尊敬する人物がいるということは本当に大切な

ことだと思います。目標とする方がいらっしゃ

る、そういったことがあるからこそ、人が見て

いなくても自分を律することができるんじゃな

いかなという一つの人生訓といいますか、そう

いったものにつながるのではないかなというふ

うに感じております。

次に、知事は、東京大学を御卒業されて自治

省に入省され、今は宮崎県知事となられていま

すけれども、国家公務員であったころと、県知

事、政治家となられた今、職務職責が変わられ

て、それにより、人生観、価値観などが変わら

れたところがあったんじゃないかなというふう

に思うんですけれども、どのようなことを感じ

ていらっしゃるかお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 少しでも自分の思いを

伝えよう、カラーを出そうと長い答弁になって

しまいまして、恐縮でございました。

知事就任以前も、国家公務員として、また総

務部長、副知事として、国民の、そして県民の

皆様のために職責を果たしてまいったところで

ございますが、選挙で選ばれ、政治家、知事と

いう立場になりますと、やはり県民の皆様とい

ろんな形で接する機会、意見交換、対話をする

機会もふえます。より県民の皆様の思いや暮ら

しというものを身近に感じるようになったとい

うふうに受けとめております。例えば、よくタ

クシーに乗っておりまして、タクシーの運転手

さんから、「最近、町なかがらがらで商売上

がったりだ」という話を聞くことがございます

が、以前であれば、今の経済状況はどういうこ

とがあってどういうのが背景だと、これに対し

てどういう対策があってこういう対策を打って

いるというようなことが頭に浮かぶだけといい

ますか、そこで終わっておったわけですが、今

はそれに加えて、やはり肌身に感じるといいま

すか、大変県民の皆さんのつらい状況というも

のがずしっと重く感じられる、それだけ自分が

物を背負っているんだなということを痛感する

ところであります。知事というのは、県政運営

におきまして、最終的な決断をし、その責任を

すべて自分が背負うという、その職責の重さを

ひしひしと感じているところであります。

○二見康之議員 続きまして、もう一つ、知事

に求められる資質、これまでもいろいろと問わ

れてきているかと思いますけれども、現代は閉

塞感を打ち破ってくれるようなリーダー、指導

者が求められている時代ではないかなというふ

うに感じております。何々旋風とかいうカリス

マ性、そして最近よく耳にしますドラッカーの

マネジメント力、この２つは似ているようなも

のですけれども、ちょっと意味が違うんじゃな

いかなというふうに私は感じているんです。カ

リスマということについては、予言的、超自然

的、超人間的な、いわゆる神秘的な資質で人を

動かすということ。マネジメントについては、

組織を効率よく動かすために、まず何をすべき

かということを考え抜いて、自分の得手不得手

を見きわめるというような資質ではないかなと

いうふうに考えております。先ほどワタミの渡

邉氏のお話を挙げましたけれども、目標設定、

そして計画をつくること、努力継続という要点

だったんですが、カリスマは目標設定に、マネ

ジメントは計画作成のほうに重点が置かれてい

るというふうに思います。知事という職務に

は、もちろん両方必要なことだと思うんです

が、河野知事として、どちらに重点を置くべき

であるとお考えになっているのかお伺いしま
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す。

○知事（河野俊嗣君） カリスマとマネジメン

トについての、今、目標設定なり計画策定、そ

ういう整理をされたところでございます。それ

ぞれがそういうふうに結びつくかどうかはとも

かく、目標を設定すること、それから計画を策

定すること、どちらも重要であるというふうに

考えております。政治家として大事なこと、知

事として求められておりますことは、やはり将

来の目標なり希望なりというものをしっかりと

示した上で、それに向けての具体的な戦略を定

め、そして県庁組織を、また県民を鼓舞し、そ

の先頭に立って引っ張っていく、そのような姿

勢が求められているというふうに思っておると

ころでございます。カリスマという言葉、閉塞

感を打破するという御指摘があったところでご

ざいますが、やはり大変危険な状況もあるので

はないかというところを憂慮しておるところで

ございます。けさも朝日新聞に、京都大の佐伯

教授が「民主主義と独裁」というインタビュー

記事を載せられて、大変示唆に富むものと受け

とめておるところでございますが、カリスマと

いうような言葉ですとか、その発信力なり人気

のみで引っ張って、これから我が国はどうなる

んだろうかという一抹の不安もあるところでご

ざいます。私としましては、目標設定も、それ

から計画策定も、両方大変重要なものとして考

えながら、地に足をつけた県政に取り組んでま

いりたいというふうに考えています。

○二見康之議員 ありがとうございました。大

体想像していたとおりだったかなと思うんです

けれども、やはり、どうしても打ち破らないと

いけないような、すごく大きな動員力といいま

すか、そういったものが必要なときには、やっ

ぱり人を引きつけるカリスマ性というものが求

められる時期というのがあるんじゃないかなと

思います。もちろんその能力をどういうふうに

使うかというのは、その人次第であるというふ

うに思いますので、先ほどの尊敬する人物とい

うのを挙げたのも、やはりそういった意味で、

権力におぼれるのではなくて、しっかりと相手

のことを考えて行動できるような方であれば、

ぜひ持っていただきたい資質ではないかなとい

うふうに私は感じております。

続きまして、宮崎県総合計画についてお伺い

していきたいと思います。総合計画に位置づけ

られていることなんですけれども、未来みやざ

き創造プラン（長期ビジョン）の中で、戦略８

の「持続可能な地域づくり戦略」に、「地域ブ

ロック単位での対応が困難な高度医療や高等教

育、産業振興による雇用の場の確保など人口流

出を食い止める人口のダム機能といった高次の

都市機能については、宮崎市、都城市、延岡市

・日向市の３拠点を中心とした広域的な連携に

より確保します」というふうに載っておりまし

て、アクションプランのほうにも、そのことが

同じように書いてあります。「人口流出を抑制

していくため、高度医療や高等教育、産業振興

に……」、同じですね。「持続可能な地域づく

りを推進するため、市町村や住民等との対話を

通して、県と市町村又は市町村間の連携・協力

等について検討・実施します」というふうにこ

こに書いてあるんですけれども、それぞれの地

域性を生かした医療とか教育とか、そういった

ものというのは公益性があるものですから、こ

ういうビジョンに立っていかれるんだというこ

とだと思うんですけれども、もうちょっと具体

的に何かビジョンを持っていらっしゃるのか、

県民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 今後、人口構
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造の変化等に伴いまして、社会、経済のあり方

も大きく変わっていくものと予想されておりま

すが、そのような中にありまして、人口の流出

を抑制し、定住人口の確保を図りながら、活力

を維持し、持続可能な地域であり続けるために

は、市町村の枠を超えて地域が連携していく仕

組みが必要でございます。このような認識のも

とに、県内各地域ブロックごとに、消防・防災

活動や地域交通、観光など、生活に必要な機能

を補完し合う市町村の連携の推進に取り組んで

いるところでございますが、特に、高度医療や

高等教育、産業振興による雇用の場の確保な

ど、高次の都市機能につきましては、広域的な

視点から確保するとともに、県内のどの地域か

らも利用可能な条件を整備していくことが必要

であると考えております。このようなことか

ら、総合計画におきましては、県央の宮崎市、

県西の都城市、県北の延岡市・日向市、この３

つの拠点を中心に、広域的な地域連携を促進し

ていくこととしたものでございます。以上でご

ざいます。

○二見康之議員 ありがとうございました。広

域連携というのを伺ったときに、地域地域の特

色を生かしたものを考えていらっしゃるのかな

というふうに最初感じたものですから、ちょっ

とお伺いしたんですけれども。もちろん、救急

医療、２次医療とか、病院マップとか拝見した

ときに、距離とか非常に３拠点構想に基づいて

整備していくんだということがよくわかったん

ですが、産業に関しては、もうちょっと、その

地域性というものがあると思うんです。それを

生かしていけるようなビジョンというものをそ

の中に加えることはできないのかなと思いまし

たので質問したんですけれども。

きょうは、皆様のお手元に資料を配付させて

いただいているんですが、この半紙ですね。九

州の地図と南九州の都城志布志道路のマップな

んですが、本当はこういう冊子になっているも

のなんですけれども、節約のためか半紙だった

んですが、申しわけございません。これは、都

城志布志道路について、都城土木事務所がつく

られた資料でございます。恐らく、梅北イン

ターチェンジから五十町インターチェンジまで

開通されたときにつくられたものであると思う

んですけれども、この表紙とか拝見しますと、

すごくよくできている。五十町から梅北まで

真っすぐ通りましたという達成感といいます

か、そういったものにあふれたような表紙に

なっていますので。実際はまだ先がありますか

ら、しっかりとそちらのほうも着実に進めてい

けるようにまずお願いしたいと思うのですが。

この地図の中で、左上のところに九州のマッ

プがあるんですけれども、こちらの青い線のと

ころがいわゆる高速道路、都城から志布志港に

向いている赤い線が都城志布志道路なんです。

この地図をごらんいただくと、ちょうどこの赤

い線とその左側にある青い線が近くなっている

ところがあると思うんですけれども、その青い

線の一番近いところは、末吉財部インターチェ

ンジのところなんですね。これは国道10号のと

ころでございまして、この志布志道路のところ

でいうと、ちょうど五十町のところが国道10号

で乗りおりするようになっております。これを

見たときに、今の志布志道路を最優先的につ

くっていただきたいというのももちろんあるん

ですけれども、次のステップといいますか、

もっと広域的に考えたときに、国道10号の五十

町から末吉財部インターまでの間、ここのとこ

ろに道路の重要性というものを見出していかな

いといけないんじゃないかなというふうに考え
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ております。

都城市というところは、鹿児島県との県境に

あるんですけれども、国道10号を走っておりま

すと、いつどこから鹿児島県に入ったかわから

ないぐらい産業圏としてはすごく近いところな

んですね。ですから、この地域を考えたとき

に、国道10号の重要性というものをもうちょっ

と認識していくべきじゃないかなというふうに

感じているんです。もちろん都城市は、きのう

山下議員から御質問があったように、ジオパー

クということで環霧島会議、地域の連携という

ものを進めております。ここの道路のことにつ

いては、恐らく、平成21年より定住自立圏の中

で、都城市と三股町、そして曽於市、志布志市

と一緒になって、その構想を取り組んでいらっ

しゃるんですけれども、そういった中で、やは

りこの区間の道路の重要性というものをこれか

ら考えていかないといけないというふうに感じ

ております。もちろん行政区域が宮崎県と鹿児

島県にまたがっておりますから、県として取り

組むことができることは限られていると思うん

ですけれども、直接に道路をつくるわけではあ

りませんので。ただ、ここに、この道路の重要

性─これからどういうふうにこの町が発展し

ていくかというときに必要となってくる道路で

あると思いますので、私もさらなる調査研究を

進めていって、ここの道路の必要性をもう

ちょっと研究していきたいというふうに考えて

おりましたので、ちょっときょうは一言お話し

させていただきました。

また、これは御存じだと思うんですけれど

も、九州にも40万人以上の都市が７つありま

す。１つは宮崎市、お隣の鹿児島市、そして熊

本市、大分市、北九州市、福岡市、長崎市の７

つなんですが、この九州の中で40万都市が結構

バランスよくなっているんじゃないかなという

ふうに思います。宮崎市から鹿児島市に行くと

きに、今は高速道路でありますと、えびの市の

ほうを迂回していくつながりになっていますけ

れども、この霧島を囲むような形で道路整備が

できれば、非常にいい道路網になってくるん

じゃないかなというふうに考えております。こ

れはまた、今後とも自分でも研究を進めていき

たいと思っておりますので、いろいろとアドバ

イス等ありましたら、ぜひお願いしたいところ

でございます。

次に、ここからは林業公社についてお伺いし

ていきたいと思います。

さきの９月議会でいただきました資料に、平

成23年度の収支予算書がありました。こちらの

予算書を見ますと、事業活動収支、投資活動収

支、財務活動収支、すべてマイナスという予算

であります。つまり、事業を行っても会社にお

金が残らないし、投資するお金もない、そして

財務のほうは、借金を返すためにさらに借金を

しているというような予算書になっておりまし

て、普通の企業であれば、なかなか存続の厳し

い状況なのかなというふうに感じております。

しかし、先日出していただきました「林業公社

のあり方に関する県方針（案）」において、今

回、公社の廃止を含め検討された結果、公益性

の面、県財政面からも存続するべきとのお話で

したが、平成20年度を始期とする第３期経営計

画策定以降、厳しい経営状況にある林業公社で

すので、今回、改めて公社としての意義・本質

等を見詰め直していきたいと思っております。

まずは、林業公社の設立目的、達成目標につい

て伺います。設立時から約40数年たっておりま

すので、この間、目的達成のために取り組んで

こられたことと思いますが、設立時と現時点で
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は、その設立目的、達成目標が変化してきてい

るんじゃないかなというふうに感じますが、林

業公社の設立目的、達成目標について、環境森

林部長にお伺いします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 林業公社の設

立目的等ですが、国は、戦後の大幅な木材需要

の増大に対応して、森林の木材生産力を高める

ために、昭和33年に分収造林特別措置法を制定

し、分収方式による拡大造林を推進してきたと

ころであります。これを受け、本県でも昭和42

年に宮崎県造林公社を設立し、森林所有者個人

での造林が困難な奥地等への拡大造林を組織的

に行ってまいりました。公社は、設立当初、１

万ヘクタールの分収林を整備することを目標と

しておりましたが、平成10年度までに、これを

上回る約１万2,000ヘクタールの分収林を整備し

てきたところであります。造成された分収林に

ついては、今後、本格的な収穫期を迎えること

から、公社は、収益性が高くなる施業に取り組

み、収入の確保につなげていくこととしており

ます。

○二見康之議員 続けてお伺いします。公社を

存続させるに当たり、他の林業関係業者との比

較をしなければならないと思いますが、林業公

社は、他の林業事業体と比較して、独自の強み

もしくは弱みという面でどのような点が違うの

か、お伺いします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 林業公社は、

分収林特別措置法に基づく県内唯一の森林整備

法人であることから、他の林業事業体が行う事

業よりも高率での補助事業の実施が可能となり

ます。一方、林業公社は、他の林業事業体と違

い、独自の労務組織を持たないことから、みず

から森林整備を行うことは困難でありますが、

社員である森林組合などの協力を得て、適正な

森林整備を行っているところであります。

○二見康之議員 林業公社の役割、また果たし

てきた成果をどのように評価されていらっしゃ

るか、続けてお伺いします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 林業公社は、

設立以来、奥地等の造林困難地の拡大造林を推

進してきたほか、平成14年度からは、森林施業

受託事業により、植栽未済地等への植栽及び保

育を行ってきております。これらの事業の実施

により、雇用の創出など、山村地域の振興に大

きく寄与するとともに、造成された森林は、水

源の涵養や自然災害の防止等の公益的機能の維

持・増進にも貢献しているものと考えておりま

す。

○二見康之議員 今の御答弁をまとめさせてい

ただきますと、まず、当初の目的である１万ヘ

クタールの造林というものは目的達成されたと

いうことですよね。それによって、今の段階で

は、収穫による収入確保に努めることが残りの

目的になっておって、そしてまた、森林整備法

人としての高率補助事業を今後行っていくのが

もう一つの課題であるかなというふうに受けと

めました。また、その成果については、山村地

域の経済・雇用、そして水源涵養と、環境にも

貢献してきたというふうにも実際感じるところ

でございますが、国策で進められてきたことで

あるとは思いますけれども、実際に林業公社自

体の経営というものは、基本的に地方自治の中

に入っておりますので、やはり県としてしっか

りと─今のこの現状を考えますと、昔の見通

しが甘かったのかなという気はします。

続いて、分収造林契約についてお伺いしま

す。この契約相手について、契約件数及び県内

外別の状況をお伺いします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 平成22年度末
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現在で、契約件数は1,233件、契約者数につきま

しては1,646名ですが、そのうち県内は1,601

名、県外は45名となっております。

○二見康之議員 やはり県内の方が多いという

のは意外だったんですけれども、奥地であるか

ら、思ったほど、よその方は余り興味がないの

かもしれないですね。しかし、ここ数年間で主

伐が始まったわけなんですが、契約書を見てみ

ますと、契約自体、間伐するのにも相手方の意

見を聞かなければいけなかったりする内容に

なっております。また、これまで進めておりま

す長伐期の期間延長をする場合、これもまた相

手方との再契約という形になりますので、一応

契約は終わっているということですけれども、

いろいろな主伐・間伐に関しても相手方がある

ことなんですが、40年ほど前に契約したもので

ありますので、その間、相手方が引っ越された

り、もしくはまた相続が発生したりする場合も

考えられるんですけれども、現在の対処状況に

ついてちょっとお伺いしたいんですが。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 相手が引っ越

したり、相続が発生していた場合ですけれど

も、相手方が引っ越しをされた場合は、当然で

すけれども、住民票の確認作業などを行うこと

になります。また、相続が発生した場合、その

相続人が所有権移転登記をされている場合は、

その方と分収林契約の変更を行うことによりま

して手続は終了しますけれども、所有権移転登

記がされていないケースも多数ございます。こ

のようなケースでは、分収林契約の権利者を特

定していただくため、遺産分割協議をお願いす

ることとしておりますが、契約地が共有地で

あったり、あるいは相続人が海外在住である場

合には、手続に長時間を要することもございま

す。

○二見康之議員 契約上、相手方がいらっしゃ

ることなので、仕方のないことかもしれません

けれども、またそこのところもしっかりと取り

組んでいただきますようにお願いいたします。

次に、公社の貸借対照表について伺いたいと

思います。この貸借対照表なんですが、林業公

社では、森林勘定というものを用いた会計処理

を行っていらっしゃいますが、平成22年度末資

産合計が約355億円に対し、森林勘定が約349億

円となっております。これはつまり資産の約98

％を森林勘定が占めておりまして、要するに、

今まで公社のお金の98％をこの森林につぎ込ん

できたということでありますが、この森林勘定

は、森林経営にかかわる直接費・間接費から、

受け取り利息等の収益を引いたものであります

から、実際の森林価格ではないわけですよね。

そこで、過去最低の価格というふうに伺ってお

ります平成21年度の木材価格で試算した場合

と、平成22年度の価格で試算した場合の森林勘

定の評価額はどのようになるのかお伺いしま

す。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 平成21年度に

おける県森連原木市場の平均価格、これは１立

方メートル当たり8,900円でございました。分収

林をこれをもとに評価しますと、約97億円とな

ります。また、今おっしゃいました平成22年度

における平均価格、１立方メートル当たり9,900

円でございましたけれども、これをもとに評価

いたしますと、約137億円となります。21年度

と22年度の評価額の差は、約40億円となりま

す。

○二見康之議員 その差が１立方メートル当た

り1,000円違えば40億円変わるということですの

で、およそ400万立方メートルの森林が今あると

いうことかと思いますが、要するに、今後、公
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社としては、先ほどお伺いしましたとおり、こ

の森林を売っていって収入を上げなければなら

ないということなので、もちろん年月がたてば

木は大きく成長していくでしょうから、さらに

木は大きくなって立方当たりもふえていく、ま

た、主伐・伐採等をしていけば、その分は減っ

ていきますから、そこのところは計画的に調整

されていくことかと思いますけれども、ただ、

木材価格が上昇することでしか収入を上げられ

ない状況ということかと思います。また、この

価格というものを公社のほうで実際決めること

ができない、市場価格というものがありますか

ら、これを公社のほうでどうこうすることはで

きない、非常に厳しい課題かなというふうに

思っております。また、これまでに森林につぎ

込んできたものも非常に大きかったというとこ

ろもあるかと思いますので、そこのところを

しっかりとまたこれから先─今の現時点で終

わってしまっていることは仕方のないことだと

思いますので、これからいかにして分収契約し

ている森林を高く売っていけるか、そこに努め

ていくことに、ひとつ改善点を絞っていかなけ

ればならないかというふうに思っております。

次に、公益性についてお伺いします。先日い

ただいた資料で市町村別分収林面積についてで

すが、契約地域が延岡、西臼杵、日向、東臼

杵、西都、西米良、木城と、県北部に偏ってお

りますが、現在、一応公社に対しまして、県か

ら無償で貸し付けを行っております。公的資金

を投入しているわけですから、宮崎県の中でも

森林が多い地域は確かにこの地域なんですけれ

ども、県の税金を使うという観点から考えます

と、ここにちょっと不公平感があるのではない

かと思うんですが、環境森林部長、どのように

お考えかお伺いします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 公社による分

収林事業につきましては、拡大造林を効率的に

推進するため、公社設立当時、人工林の割合が

県南地域に比べて低かった県北地域において、

重点的に実施されてきた経緯があります。この

ため、公社営林の所在地は、県北地域の12市町

村になっておりますが、公社の運営について

は、これまで県による無利子貸し付けだけでな

く、社員である12市町村においても、分収割合

の見直しや無利子貸し付けという方法で支援を

行ってきたところであります。一方、平成14年

度からは、県南地域においても、森林所有者等

から施業の委託を受けて、植栽未済地の解消に

積極的に取り組んでいるところであり、公社

は、県内全域において、森林整備法人としての

役割を果たしてきていると考えております。

○二見康之議員 おっしゃるとおりかと思いま

す。また、市町村のほうも、分収割合のほうを

６対４から９対１に見直してくださったと、非

常にありがたいことかなと思うんですが、市町

村の場合は、分収契約をしたときに、市町村独

自の費用がかかっているわけじゃないと思うん

ですよね。植林するにしても公社のほうでやっ

ているわけですから、それに対して９対１の割

合で収入があるということは、これから先、非

常に割合としては厳しいところかもしれません

けれども、もともとの費用がかかっていないの

であれば、そういったところにも協力を求めて

いかないといけないのかなという気はするんで

すが、そこのところはまた今後とも御検討いた

だければと思います。

また、今の公社の経営状態なんですけれど

も、県は公社の連帯保証人のような立場にある

というふうに感じます。公社のほうが足りなく

なって借りた分のお金に関しては、県のほうが
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いわゆる債務保証をしているので、どうしても

出さないといけないという状況にありますの

で、今はそのしわ寄せが全部県に来るような状

況になっているかと思います。実際に、その貸

付金がふえにふえて今の現状になっております

ので……。もちろん今一番大きいのは県なんで

しょうけれども、残りのほかの市町村、そして

森林組合に、できる限りの協力のお願いをして

いかないといけないと思うんですが、県とし

て、そういう公社の社員全員の協力体制づくり

というものをどのようにお考えでいらっしゃる

のか、環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 公社の経営に

つきましては、これまで社員である県、市町

村、森林組合等が、それぞれ役割分担をして、

支援を行ってきているところであります。県は

これまで公社に対し貸し付けを行っており、平

成22年度末で211億円の貸付残高となっておりま

す。先ほどの話とも重なりますが、また、市町

村においては、当初６対４であった分収割合を

９対１に見直し、森林組合においては、出資金

の増額などを行ってきたところであります。公

社の経営については、今後とも、社員一体と

なった取り組みが必要であると考えておりま

す。

○二見康之議員 おっしゃるように、協力は求

めていらっしゃるということですけれども、さ

らに経営状況は厳しくなっているわけですか

ら、やはりまたさらに協力をお願いしていくべ

きじゃないかなと。できる、できないの範囲と

いいますか、幅はあるでしょうから、そこはま

だ検討の余地があるのかなと。お金だけの問題

でもないような気がするんですね。いろんなと

ころで各行政機関、森林組合等も、公社に対し

て協力できるところはあると思いますから、そ

ういったところもさらにあきらめないで、改善

の協力要請の余地を検討していただければと思

います。

そして、平成20年にできました第３期経営計

画の見直しについてなんですけれども、今回、

分収交付金算定基礎を見直すということであり

ますが、これは言いかえれば、相手方の利益を

奪うこと、要するに契約相手、土地所有者の利

益を県のほうに譲ってくださいということかと

思うんですけれども、ここ数年先に主伐された

方々との公平性についても、この件については

懸念されるんですが、どれくらい中身が変わる

のか。そこら辺の公平性がとれるのか。また、

分収造林契約書の第１条には、信義、誠実、義

務の尊重という条項も設けてありますし、民法

でも信義則という原則があります。そういった

意味も含めまして、契約者個人に与える影響は

許容範囲なのか、環境森林部長にお伺いいたし

ます。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 分収交付金算

定基礎の見直しですけれども、分収交付金の算

定に当たっては、これまでは売り上げ収入から

収穫調査に要する賃金や旅費などの直接経費の

みを差し引くこととしておりましたが、今後は

直接経費に加え、入札などの事務処理に要する

経費などの間接経費も差し引くこととしたとこ

ろです。契約者の方々と締結している分収契約

では、売り上げ収入から差し引く経費は、伐採

搬出等に要した費用とされておりますので、今

回の見直しの内容につきましては、契約者の

方々には御理解いただけるものというふうに考

えております。

○二見康之議員 さきの検討会議のときの資料

もいただいておりましたが、７つですか、今回

の見直しについての項目が載っておりましたけ
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れども、大体主伐時のコスト削減とかいう、帯

状複層林施業等についても取り組まれるという

ことです。これらの取り組みというのは、結

局、森林価格を上げるために、分収契約してい

る森林に対しての付加価値を高めていこうとい

う取り組みでありますが、その価格自体を決め

るのは、市場価格といいますか、公社自体で決

められないところ、やっぱりそこがウイークポ

イントになるんじゃないかなというふうに思い

ます。この価格の問題に関しては、公社だけの

問題ではなくて、やはり県の林務のほうでも、

しっかりと木材価格を上げていけるような取り

組みというものを考えなければならないんじゃ

ないかなというふうに感じます。また、長伐期

へ移っていくわけですから、大径材の木材利用

についてもよく質問されますので、そういった

ところも長期的に考えられることじゃないかな

と思います。この分収契約は長い年月をかけて

取り組まれる事業ですので、そういった意味

で、息の長い政策を考えていただけるようにお

願いしたいと存じます。

そして、こっちはちょっと別件なんですけれ

ども、総務部長にお伺いします。林業公社への

貸付金に対する特別交付税措置があるというふ

うに伺っておりますけれども、その内容及び実

績についてお伺いします。

○総務部長（稲用博美君） 林業公社に対しま

しては、その運営を支援するために、県が無利

子貸し付けを行っているところでありますが、

お尋ねの特別交付税措置につきましては、この

貸付金に対し、総務省が利子相当額の一部を措

置しているものでありまして、平成18年度から

実施されております。具体的には、県の無利子

貸付金の残高に長期プライムレートの利率など

を乗じて算出した利子相当額の２分の１が特別

交付税として交付されております。平成22年度

の交付実績につきましては、約１億2,600万円と

なっているところであります。

○二見康之議員 やはり、これがあるだけでも

全然違うというふうに感じます。いろいろと存

続・廃止について考え検討されたということで

すけれども、こういった、いわゆる特別交付税

措置等があれば、やはり現段階では存続させる

ということのほうが、財政面にとっても非常に

有利であるということは明らかなことでありま

して、これから先、考えないといけないところ

は、価格をいかにして上げていくかというとこ

ろに絞られると思います。これは重ねての口上

になってしまいまして済みませんが……。

そして、さきに質問しましたが、公社の事業

について、分収林事業と森林施業受託事業の２

種類がありますが、公社経営を継続するかどう

かの判断で重要なところであると思いますけれ

ども、今の公社の現状を考慮すると、長期借入

金の元利金─元金と金利の分ですね─この

負担が非常に大きい状態であります。そこで、

この長期借入金の収支を除いた分収林事業の収

支及び森林施業受託事業の収支について、どの

ような状態であるのかお伺いします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 長期借入金の

収支を除いた分収林事業について、平成22年度

決算において試算しますと、事業収入が４億535

万3,000円、事業支出が２億3,078万6,000円で、

事業収支は１億7,456万7,000円のプラスとなっ

ております。また、森林施業受託事業について

は、事業収入が２億4,001万1,000円、事業支出

が２億3,927万円で、事業収支は74万1,000円の

プラスとなっております。

○二見康之議員 今お伺いして思ったんですけ

れども、施業受託事業については、ほぼとんと
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んということです。もちろん、高率の補助金を

使ってのことですから、利益を生むわけにはい

かないというふうに私も考えるんですが、もう

一方の分収林事業、こちらのほうの収支がプラ

スにならない限り、いわゆる公庫、市中銀行か

ら借りたお金を返す原資にはなり得ないんだと

いうことが林業公社の根本だと思うんです。そ

れ以上に現時点で返すお金が大き過ぎるから、

何としても県のほうで貸し出さないといけない

ということかと思いますが、その中で、今の長

期借入金を抜いたもので、分収林事業の事業収

支がゼロとなる木材価格、いわゆる損益分岐点

というものは幾らになるのか、続けてお伺いし

ます。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 同じく平成22

年度の決算書を用いて試算いたしますと、事業

収支がゼロとなる木材価格は、１立方メートル

当たり7,700円程度と見込まれているところであ

ります。

○二見康之議員 それは原木の価格であります

か。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 先ほど使用し

ました原木市場での木材価格の平均価格でござ

います。

○二見康之議員 ありがとうございます。とい

うことは、この価格を下回るときに、分収事業

の赤字が出てくるんじゃないかなということに

なりますので、そういったところをしっかりと

見きわめながら、これから先、これは長期的な

ことですので、まだまだ先の長い検討が必要か

と思います。まだちょっと幾つか残していたん

ですけれども、時間が来ましたので、これで終

わりますが、今度、次の議会のときに、改めて

長期計画を見直されて、経営改善計画を出して

こられるかと思いますけれども、とにかく分収

契約の価格が上がらない限りは、収支改善とい

うのは難しいということだと思いますので、そ

こをしっかりと知事もリーダーシップをとって

いただきながら、県一体となって改善に取り組

んでいただけるようにお願い申し上げまして、

質問を終わります。（拍手）

○十屋幸平副議長 ここで休憩いたします。

午後２時53分休憩

午後３時10分開議

○十屋幸平副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、押川修一郎議員。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） 御苦労さ

までございます。「韓国ではＦＴＡ批准無効反

対デモに10万人が参加」という記事が載ってお

りました。若者の姿が多く見られ、30代の男性

の「米韓ＦＴＡは自分とは関係ないものだと

思っていたが、問題点がわかってきて廃止する

ために参加した」とのコメントが載っておりま

した。我が国政府は11月11日、ＴＰＰの交渉参

加を表明いたしました。情報不足の中で不安や

反発が広がっている中で、私は県民の生活、福

祉を守るため、宮崎を守るため、地方からさら

に阻止に向けた運動の必要性があるというふう

に強く感じておるところであります。それで

は、通告に従いまして一般質問をさせていただ

きます。

「春は花 秋は紅葉に帆をあげて 霧や霞の

浮き舟の城」と歌われております、私の出身で

あります都於郡城10代伊東義祐のときが全盛期

で、日向48城の城主の孫として、日向の国、私

が住む都於郡に生まれました伊東マンショにつ

いて質問させていただきます。

島津氏の攻撃を受け、伊東氏の支城の綾城が
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落城した際、当時８歳であった伊東マンショ

は、家臣の田中国廣に背負われ、豊後に落ち延

びております。豊後で暮らしていたときにキリ

スト教と出会い、その縁で司祭を志し、有馬の

セミナリヨに入った。巡察師として日本を訪れ

ていたビァリニャーニは、キリシタン大名で

あった大村純忠と知り合い、財政難に陥ってい

た日本の布教事業を立て直すため、また次代を

担う邦人司祭育成のため、キリシタン大名の名

代となる使節をローマに派遣しようと考えた。

そして、伊東マンショは大友宗麟の名代として

選ばれ、1582年２月に中浦ジュリアン、千々石

ミゲル、原マルチノの３名と一緒に長崎港から

ヨーロッパに向けて出航をしております。遣欧

使節にあっては終始主席としてふるまい、スペ

イン国王フェリー２世、教皇グレゴリウス13

世、キリスト教世界の最高位の人々から絶大な

歓迎を受けられたと言われております。８年後

の1590年に帰国後、豊臣秀吉と謁見し、秀吉は

彼らを気に入り、特にマンショは強く仕官を勧

められたが、司祭になることを決めていたため

それを断り、天草のコレジオに進んで勉学を続

けたようであります。その後、神学の高等課程

を学ぶため、マカオのコレジオに移り、退会し

た千々石ミゲル以外はそろって司祭に叙階され

たようです。マンショは、小倉を拠点に活動し

ておりましたが、領主細川忠興によって追放さ

れ、中津へ移り、さらに追われて長崎に移り、

コレジオで教えていましたけれども、1612年11

月13日、ヨーロッパ帰国から22年目に病死した

と言われております。私の御先祖様であります

郷土の偉人マンショについて、どのように考え

ておられるか、知事にお伺いいたします。以上

で壇上からの質問を終わり、後は質問者席から

質問させていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。伊東マンショについてであります。本県西

都市の出身であります伊東マンショは、天正遣

欧少年使節として1582年にヨーロッパに派遣さ

れまして、ローマ教皇等に謁見し、人々に日本

の存在を広めるとともに、当時の印刷機や楽器

など、西欧の文化や品々を日本に持ち帰ったと

されております。地元西都市におかれまして

は、伊東マンショの歴史的伝承と地域の活性化

を図るため、毎年、都於郡城址まつりを開催す

るとともに、長崎県の少年使節ゆかりの地と協

力し、中学生を平成遣欧少年使節として海外へ

派遣するなどの顕彰事業を実施されておりま

す。400年もの昔に、苦難を乗り越えて８年にわ

たる旅をなし遂げ、少年使節として、またその

使節団の首席正使として、重要な役割を果たし

た伊東マンショは、我が国における国際交流の

端緒ともなる人物であり、本県における先覚者

の一人であると考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○押川修一郎議員 末裔の一人として本当にあ

りがたく感謝申し上げたいと思います。実は、

都於郡城址まつり、私が初代の実行委員長をさ

せていただいておりまして、ことしも 1 1

月12、13日の土日に盛大に開催をさせていただ

きました。そこで、西都市では、天正遣欧少年

使節として偉業をなし遂げた伊東マンショの年

代、今の中学２年生を対象にローマへの派遣事

業を３年に１回実施しているところでありま

す。この事業を県内に拡大し、青少年の育成並

びに今後の宮崎県づくりのために毎年実施する

ような形の中で、宮崎県としてこの事業を拡大

して取り組むことはできないだろうかというこ

とで、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 伊東マンショの出身
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地であります西都市が、少年使節にゆかりのあ

る長崎県の４市１町と共同して、中学２年生を

ローマなどに派遣いたします「平成遣欧少年使

節海外派遣事業」については、幾多の苦難を乗

り越えてヨーロッパに渡り、日本と西洋のかけ

橋となったマンショらの足跡を体感する意義あ

る取り組みであると考えております。県内で

は、このほかに、例えば小村寿太郎のゆかりの

地でありますポーツマス市と交流を行っている

日南市での取り組みですとか、あるいは高木兼

寛のゆかりの東京慈恵会医科大学に小中学生を

派遣している宮崎市の取り組みなど、それぞれ

の市町村で、それぞれの地域に根づいた取り組

みが行われているところであります。県の事業

として、中学２年生をローマに派遣する取り組

みはできないかということでありますが、県教

育委員会といたしましては、各地域での特色あ

る事業につきましては、各地域の方々が工夫を

されながら充実したものにしていくことが、そ

の趣旨にふさわしいのではないかと、このよう

に考えます。

○押川修一郎議員 どうも後ろ向きの答弁であ

りますけれども、この日南の国際交流等の補助

金制度を活用した事業、これは私立日南学園中

学校の３年生、20名を対象にということであり

ます。それから、旧高岡町の慈恵医科大の高木

兼寛さんゆかりの地を視察ということで、これ

は小学生４人、中学生２人ということで６名と

いうことでお聞きをしているところでありま

す。先ほど教育長からの答弁もありましたけれ

ども、やはり伊東マンショほか３名、計４名で

ありますけれども、あの当時、右も左もわから

ない、そして今のように飛行機とかそういうも

ので旅をするわけじゃなく、風任せ、気任せの

ヨーロッパ行き、そういった苦難、いろんな体

験、経験をされたというふうに思うんです。そ

して、中学２年生ぐらいの子供たちが、そのこ

とをどう考え、そういった経験をしたことの勉

強の中で、我が郷土宮崎県のために、今後、ど

ういう形で自分たちも頑張っていこうかなとい

う、恐らくそんな思いに立たれることもあろう

かと思います。そして、そのことは県民広く、

先ほど言いましたとおり、県内の中学生を対象

にしてこの事業を組むことが、偉大な伊東マン

ショを初め、３名の功績になる。宮崎県からそ

ういうことでぜひ上げていただきたいというこ

とで、これは通告しておりませんでしたけれど

も、教育長の考えを、もしあればお聞かせくだ

さい。

○教育長（渡辺義人君） 先ほど申し上げまし

たように、郷土の先人にちなんだ取り組みが、

西都市のように国際化の視点も交えながら県内

の各地域で展開されますことは、大変素晴らし

く、意義深いものであるというふうに考えま

す。こうした取り組みにつきましては、先ほど

もお答えいたしましたところでありますけれど

も、まさに郷土の先人ゆかりの地におきまし

て、しかも、末裔である地域の皆さん方を対象

として実施されてこそ、より事業効果が高いの

ではないかと、このように考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。今

後、ぜひ検討していただいて、子供たちがそう

いう希望なり夢が持てるような形の中で、宮崎

県の子供の育成のために、また御努力いただけ

ればありがたいと思います。

次に、実は来年、伊東マンショ没後400年祭が

西都市を挙げて計画されているところでありま

す。1612年でありますから、ちょうど来年とい

うことになるわけであります。記念事業といた

しましては、少年使節とゆかりのある長崎県の
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５市町を招いて式典や市民創作劇など、盛りだ

くさんの内容を検討中のようであります。今

後、県に対して、西都市から事業支援等の要請

があると思いますが、偉人顕彰の観点からもぜ

ひ御協力をお願い申し上げたいと思います。知

事、よろしくお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 来年11月、西都市にお

いて伊東マンショ没後400年記念事業が開催され

るということで、天正遣欧少年使節ゆかりの

方々を招いて記念式典や古楽器の演奏会、記念

講演会などの行事が予定されているということ

でございます。本県の先覚者である伊東マン

ショを地元が一体となって顕彰していくこと

は、地域の活性化につながるという意味から

も、大変意義深いことであると考えておりま

す。県といたしましては、この記念事業に対し

まして、地元西都市の要望を踏まえながら、必

要な支援などについて検討してまいりたいと考

えておりますとともに、事業の盛り上がりを図

るため、県内の市町村を初め、関係する文化団

体等への周知に努めてまいりたいというふうに

考えております。11月11日といいますと、宮崎

県の「ひぃ・むぅ・かぁ」の誕生１年にも当た

るものでございます。コラボも考えられるので

はないかと、今、いろんなアイデアを凝らして

いきたいと考えております。

○押川修一郎議員 ぜひそのことをお願いしよ

うと思っておりましたら、先に知事のほうから

言われましたけれども、ちょうど来年の11月11

日でありますから、日程等もあろうかと思いま

す。しかし、そういう顕彰するような没後400年

でありますから、ぜひ日程等調整をしていただ

きまして、できるだけ来ていただきますように

御要望を申し上げておきたいと思います。

次に、位置情報利用ＩＴサービスについてで

あります。岐阜県大垣市にあるＩＴ系企業集積

地「ソフトピアジャパン」入居企業により開発

されております、スマートフォンアプリケー

ション「セカイカメラ」を各種施策に活用され

ているとのことであります。21年度からは観光

名所、宿泊施設、飲食店等の情報整備をされて

いるとのことですが、情報をエアタグ化するこ

とで、商業施設や観光情報だけじゃない、いろ

んな活用が可能になるということであります。

ＩＴ技術の時代にふさわしいすばらしい取り組

みだと思いますが、本県の取り組み状況につい

て、商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） スマート

フォンの利用者が増加しておりますことから、

お話にありましたように、スマートフォンのカ

メラ機能を使ったシステムを構築して情報提供

を行う自治体がふえていると伺っております。

このシステムでは、スマートフォンのカメラで

現在いる場所を写しますと、容易にその場の観

光情報を取得できるようになっております。こ

うした情報提供の仕組みは、観光客の利便性を

高めるものでありますので、本県においても、

年内、つまり今月中の情報提供開始に向けてシ

ステムを構築しているところでございます。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。今

月中に構築されると稼働するというようなこと

で理解をしてもよろしいでしょうか。そういう

中で、岐阜県大垣市では、セカイカメラを活用

して、「あじな岐阜遊歩祭2010謎解きクイズラ

リー」─地図に隠されたなぞを解きながらま

ち歩きを楽しむラリーゲーム─で、①信長の

暗号コース、②駅前探索物語コースの２コース

を設定、このようなゲームに参加して正解をす

れば、例えば食事券の優遇があるなどの楽しむ

ことができるようなことも工夫をされておるよ
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うでありますが、こういったものにも取り組ま

れるおつもりか、商工観光労働部長にお伺いい

たします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 今回のシ

ステム構築に当たりましては、そういった周遊

を図る取り組みまでは考慮しておりませんでし

たが、今後とも、スマートフォンの観光面での

活用について、他県の取り組み等も参考にしな

がら検討してまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ぜひお願いをしておきたい

と思います。

次に、ジオメディアと呼ばれる位置情報を利

用した新しいＩＴサービスを観光などに活用す

る取り組みが、九州の企業や大学の間でも広

がっておるようであります。スマートフォンの

普及に伴い、商業施設や観光地を訪れる人の利

便性を高める新たな武器として期待されている

ようであります。そこで、本県の情報発信はど

のような状況になっているのか。観光情報提供

サービスを観光以外の分野も含め、市町村も含

めた県全体で活用していく考えはないのか、県

民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県では、現

在、県のホームページやツイッター、職員ブロ

グ、動画ニュースなど、ＩＣＴ（情報通信技

術）を活用した、わかりやすい県政情報の提供

に努めているところでございまして、今後普及

が見込まれるスマートフォンの機能に着目した

県政情報の新たな発信方法につきましても、可

能なものから取り組んでまいりたいと考えてお

ります。また、観光情報提供サービスなど、県

と市町村が一体となって取り組むほうがより効

果的と考えられる分野につきまして、市町村と

も十分連携を図ってまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。部

長みたいに前向きな答弁が出てくると楽しい質

問になるというふうに思っております。

それから、知事、要望でありますけれども、

知事はブログあるいはツイッター等もされます

から、ＩＴ関係には相当親しんでおられると思

いますし、興味もあるというふうに思います。

今、部長の答弁もありましたけれども、県内の

いろんな情報がより早くとれるように、あるい

は発信できるように、そして観光客を初めいろ

んな方々が本県に来られたときにスマートフォ

ンで画面を拡大やらすることによって、例えば

病院の位置が、もし病気になったときにはどこ

どこの病院に行けばいいとか、例えば、マン

ゴーを食べたければどこに行けばいいという、

そういう素早くわかるような方向の中で、県全

体の取り組みの中でまたいろいろと取り組みを

知事のほうからもしていただければありがたい

と思います。

次に、私は、６月定例会において、東日本大

震災では住民を二次的被害から守り、復旧に取

り組むための拠点施設となる県庁舎や市町村庁

舎も大きな被害を受けることを踏まえ、本県に

おいて県の危機管理や災害対策等を担う部局の

入る庁舎は、地震発生時には業務の継続ができ

るよう耐震性強化をしておく必要があるという

ことを申し上げたところであります。そして、

大震災を想定し、災害対策拠点を含めた災害時

に的確に対応できる庁舎のあり方について検討

する必要があるのではないかと質問したとき

に、総務部長から、今以上に耐震性のある施設

の整備が必要であるので、今後新たな災害拠点

施設の整備を含めて、県庁舎のあり方について

検討していくという答弁をいただいたところで

あります。昨日、丸山議員の質問に対して、部
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長の答弁で防災拠点施設を新たに整備すること

が適当であるとの報告がありましたが、今後、

具体的な内容調査検討を行っていくとのことで

ありますから、そこでお伺いいたしますけれど

も、知事は庁舎検討委員会の報告を受けて、こ

の防災拠点施設の整備についてどのように考え

ておられるのか。また、今後どのように取り組

んでいかれるのかお伺いをいたします。

○知事(河野俊嗣君) この施設の整備というこ

とでございますが、本県におきましては、日向

灘地震につきまして、今後30年以内にマグニチ

ュード7.1前後の地震が70％から80％前後の確率

で発生をし、大きな被害を及ぼす可能性がある

とされておりますので、県民の生命と財産を守

るためにも万全の対策を講じておく必要がある

と考えております。その災害発生時に災害対策

本部が設置をされます庁舎というものは、対策

の基盤となるものでありますので、十分な耐震

性能を確保しておく必要があると考えておりま

す。その一方で、本県の財政は引き続き厳しい

状況にございますので、もし施設を整備すると

なった場合に、整備費用を極力抑制する必要が

あるものとも考えております。従いまして、こ

の防災拠点施設の整備につきましては、今後、

有識者を含めた検討委員会を設置して、規模や

場所など、より具体的な内容の調査検討を行っ

た上で、県議会を初め、県民の皆様の御意見等

を幅広くお伺いしながら、新たな施設整備につ

いての判断というものを行ってまいりたいと考

えております。

あと１点、先ほどＩＣＴの問題がありまし

た。私も大変関心があるところでございます。

先日、知事公舎にＩＣＴ関係の有識者を招いて

フォーラム、意見交換をしたところでございま

す。今後ともそういう専門家の意見も交えなが

ら、また県職員の意識向上なり技術の向上も図

りながら、しっかりと活用を図ってまいりたい

と考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

またこの耐震施設についても、十分検討された

中での、つくるからにはしっかりしたもの、そ

して安全なものを私たちも希望しておきたいと

いうふうに思います。

次に、運輸事業の振興助成についてお伺いを

いたします。

各都道府県にありますトラック協会への交付

金として、軽油引取税を財源とする運輸事業振

興助成交付金というものがありますが、この交

付金の取り扱いについては、地方交付税の額の

算定に用いる基準財政需要額に算入することと

なっているため、総務省から基準額及び交付す

べきであるという事務連絡がなされているよう

に伺っております。各都道府県の判断で基準額

を下回る交付額の決定がなされるようになって

きたため、ことし８月に議員立法により「運輸

事業の振興の助成に関する法律」が制定されま

した。都道府県に対し「当該事業の振興を助成

するための交付金を交付するよう努めなければ

ならない」とされたところであります。本県で

も今年度は基準額を下回る交付金を措置された

ところでありますが、今回の助成法が制定され

ましたので、見直しを図る必要があるのではな

いかと考えておるところであります。そこで、

担当される商工観光労働部長へお伺いいたしま

すが、来年度の交付金の措置に向けて、総務省

令・国土交通省令で定められる算定に基づく基

準額を措置される方向で対応される見込みなの

かどうか、その検討状況についてお伺いをいた

します。

○商工観光労働部長(米原隆夫君) この交付金
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制度は、昭和51年に軽油引取税の税率が引き上

げられた際に、営業用トラック及びバスによる

運輸事業に与える影響を考慮して、運輸事業に

係る費用の上昇の抑制や輸送力の確保を図るた

め、当時の自治省通知に基づき創設されたもの

でありますが、この交付金の財源は地方交付税

で措置され、各都道府県から県トラック協会等

に対し、これまでそれぞれ交付してきたもので

あります。このような中、お話がありましたよ

うに、今般、「運輸事業の振興の助成に関する

法律」が制定され、各都道府県に対し、国の算

定額を基準として交付する努力義務が内容とし

て盛り込まれております。一方で、このような

予算措置の義務づけについて、地方の自主性を

損ないかねないとの議論もあり、県としまして

は、法律の趣旨や本県の財政状況等を十分に踏

まえながら、今後、対応について検討してまい

りたいと考えております。

○押川修一郎議員 多分今後の予算編成の中で

検討されるものと思いますが、この交付金につ

いては、軽油引取税の暫定税率設定の影響を考

慮し、これまで措置されてきた交付金制度であ

り、またトラック協会からも、事業運営上必要

不可欠な財源として強い要望が寄せられている

ところでありますから、ぜひとも基準額どおり

予算を確保されますように強くお願いしておき

たいと思います。

次に、犯罪被害者支援対策についてでありま

す。

本年６月に九州・沖縄では、被害者同士が支

え合い励まし合うことで、被害者を孤立させる

ことがなくなるように自助グループが結成され

たと報道がありました。そこで、９月定例会の

代表質問において、本県の状況を警察本部長に

お聞きしましたら、自助グループが結成された

とのことでありました。しかし、犯罪被害者支

援は警察だけが取り組むだけじゃなく、県全体

で取り組む必要があると思いますが、本県の状

況について県民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長(渡邊亮一君) 犯罪被害者等へ

の支援につきましては、現在、警察及びみやざ

き被害者支援センターが中心となって、さまざ

まな支援が行われておるところでございます

が、知事部局におきましても、交通事故相談あ

るいはこころの健康相談、公営住宅の優遇措置

など、被害者等のニーズに個別に対応している

ところでございます。さらに平成21年度から

は、関連施策の窓口において被害者等の立場を

十分理解し、適切に対応できるよう、被害者等

を招いての講習会を開催し、担当職員の資質向

上を図っているところでございます。今後と

も、警察等関係機関との連携を強化しながら、

犯罪被害者等の支援を推進してまいりたいと考

えております。以上でございます。

○押川修一郎議員 続きまして、本県の犯罪者

の発生状況とみやざき被害者支援センターにお

ける支援状況について、警察本部長にお伺いい

たします。

○警察本部長(鶴見雅男君) 本県の犯罪被害の

発生状況でありますが、昨年中の刑法犯認知件

数は8,750件でありまして、そのうち、被害者や

遺族に対し継続した支援が必要な、身体を害す

る犯罪である殺人及び傷害が241件、性犯罪であ

る強姦及び強制わいせつが69件発生しておりま

す。また、交通人身事故の発生件数は１万1,000

件で、そのうち死者は51人でありました。

みやざき被害者支援センターにおける支援の

内容でありますが、電話や面接による相談への

対応を初め、公判や病院への付き添い支援、ま

た、臨床心理士によるカウンセリング、弁護士
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による法律相談を行っておりまして、昨年は相

談の受理・対応509件を初め、合計655件の支援

を行ったところであります。また、支援したも

のを対応別に見てみますと、性的被害に関する

ものが258件で約４割を占め、次いで傷害が85

件、交通事故被害に関するものが78件の順と

なっておりまして、その他財産被害やＤＶ、ス

トーカー等に関するもの等となっております。

○押川修一郎議員 ただいまお聞きいたしまし

たけれども、本当に被害者というのは多いんだ

なということを改めて思ったところでありま

す。そういう中で、既に報道されておりますけ

れども、オウム真理教の裁判は終結いたしまし

たが、16年以上の長きにわたり人生を狂わされ

た遺族や被害者の苦しみ、怒りは消えるもの

じゃないというふうに思います。その後もいろ

んな犯罪による被害に遭われる方々が数多くお

られるということであります。ただいま警察本

部長からもありましたとおり、このような状況

の中で、社会から孤立させないためにも、犯罪

被害者等支援条例をつくって支援していくべき

ではないかと思います。岡山、神奈川県など都

道府県の半数で犯罪被害者等の支援を推進して

いく必要があることから、基本理念、県や県民

等の責務、県が講ずべき施策など、支援の基本

となる事項等を定めた条例を制定されておると

ころでありまして、本県も条例制定に向けてい

かれる考えはないか、県民政策部長にお願いい

たします。

○県民政策部長(渡邊亮一君) 犯罪被害者等支

援に関する条例につきましては、内閣府の調査

によりますと、本年４月１日現在で、21府県が

制定しております。本県は未制定となっており

ますが、犯罪被害者等の支援につきましては、

平成17年に策定した「宮崎県人権教育・啓発推

進方針」に基づきまして施策を推進していると

ころでございます。犯罪被害者等の方々が、そ

の受けた被害を回復し、あるいは軽減し、再び

平穏な生活を営むことができるようにするため

には、さまざまな支援施策を総合的に推進して

いく必要があると考えております。したがいま

して、条例の制定につきましても、今後、警

察、関係機関と協議をしながら検討してまいり

たいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。で

きるだけ早くお願いを申し上げたいと思いま

す。

それから、次に、障がい者の雇用についてで

ありますけれども、我々自民党会派では、毎年

障がい者団体の方々との意見交換会をさせてい

ただいております。その中から今回２問、私の

ほうから質問してみたいと思います。

障がい者の雇用について、県では、平成18年

４月に施行された障害者自立支援法に基づき、

就労継続支援Ｂ型事業所や授産施設などで働く

障がい者が、地域で自立した生活を送るため

に、障害者年金などとあわせて工賃引き上げを

行うことが重要であるとして、平成19年度に

「宮崎県障がい者工賃倍増５か年計画」を策定

されておるところであります。この計画では、

平成18年度に月額約１万1,000円だった工賃を、

平成23年度には２万2,000円以上に引き上げる目

標でありましたが、平成21年度が約１万1,500円

と伸び悩んでおります。目標達成は事実上不可

能な状態であろうと思います。そこで福祉保健

部長にお伺いします。工賃倍増という目標達成

ができなかった要因をどのように分析している

のか、さらにそのことを踏まえ、今後、どのよ

うに工賃水準の引き上げを図っていかれるおつ

もりなのか、考え方をお聞かせください。
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○福祉保健部長(土持正弘君) 県では、計画達

成のため、経営の専門家で構成する工賃向上支

援チーム、これによる個別指導や中小企業診断

士による研修会の開催、イベント等での共同販

売など、さまざまな支援策を進めてまいりまし

た。この結果、平成22年度の工賃、これ総額で

ございますが、約２億3,500万円となりまして、

平成18年度と比較して約44％の伸び率となって

はいるのでありますが、利用者数も増加してい

ることから、平成22年度の平均工賃月額でござ

いますけれども、１万2,128円で約10％の伸びに

とどまっているところでございます。各事業所

における工賃の伸び悩みの主な原因としまして

は、障がい者への適切な生活・職業訓練と、工

賃アップのための業務とマッチングさせる難し

さのほか、経済情勢の悪化等の理由によりまし

て、商品開発、販路開拓等を通じた工賃の確保

が予想を下回ったものというふうに考えており

ます。なお、平均工賃が２万円台後半を超える

事業所も存在する一方、4,000円台の事業所もあ

るなど、事業所間で工賃に大きな差が生じてお

りますことから、県としましては、引き続き工

賃全体の底上げに向けて、各事業所の支援に積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 よろしくお願いしておきた

いと思います。

次に、障がい者対策についてであります。昨

年度、ハローワークを通じて就職した障がい者

が過去最多になったということであります。本

県においても、就職した障がい者は717名と、前

年度の602名から大幅に増加しております。障が

い者雇用に対して企業の意識が高かったことが

雇用がふえた要因の一つであると思いますが、

改正障害者法が雇用を義務づける事業所の規模

を引き下げたことや、国が試行雇用制度を実施

した影響が大きかったのではないかと思われま

す。ただ、東日本大震災や福島第一原子力発電

所の事故発生、さらには米国債の格下げによる

急速な円高の進行によって、国内経済の先行き

が不透明になる中において、今後の景気動向次

第では、障がい者の雇用にも大きな影響が出て

くるんではないかというふうに思うところであ

ります。こうした厳しい経済状況の中にありま

して、引き続き障がい者の雇用促進が図られる

ように、県としてどのような取り組みをされて

いくか、同じく福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

○福祉保健部長(土持正弘君) 障がい者の雇用

の促進につきましては、身近なところで就業の

相談と支援が受けられる体制の充実や、企業の

障がい者雇用に対する理解の促進が重要である

と認識しております。このため、障がい者の就

業・生活に関する総合相談窓口であります障害

者就業・生活支援センターを７つの障がい保健

福祉圏域すべてに設置いたしますとともに、企

業等の理解を深めるための企業向けセミナーの

開催や就労に向けた訓練を行います障害福祉

サービス事業所の整備・充実など、さまざまな

取り組みを推進しておるところでございます。

県といたしましては、厳しい経済状況の中では

ありますけれども、今後とも、宮崎労働局等の

関係機関と連携しながら、障がい者雇用の促進

に積極的に努めてまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○押川修一郎議員 どちらかといえば、障がい

を持っておられる方々、なかなか健常者とする

と大変な状況にあるわけでありますから、そこ

あたりは十分御理解いただけるかとは思います

けれども、今後も引き続きいろんな支援の中
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で、障がい者の皆さん方がそういう雇用の場が

確保できますように、またお願いをしておきた

いと思います。

次に、先ほど松村議員のほうからもありまし

たけれども、たばこについて、私もたばこ産地

の一人でありますから、質問をさせていただき

たいと思います。日本たばこ産業が全国の葉た

ばこ耕作者に募っていた廃作希望が県内では795

戸の55％、435戸に上るようであります。本年度

限りで廃業することになり、全国２位を誇る生

産額は45億6,000万円から大幅に減ることは間違

いありません。作付面積も現在の1,475ヘクター

ルから745ヘクタールに半減します。近年の健康

志向や昨年の増税で販売が低迷していること

や、ＪＴからの廃作協力金、10アール当たり28

万円を支払うことを受け、耕作者の方々が決断

をされたというふうに思います。このことを受

けて本県農業への影響について、農政水産部長

にお伺いをいたします。

○農政水産部長(岡村 巖君) 今回の葉たばこ

廃作につきましては、御指摘のとおり、過去に

例のない大規模な廃作となったことから、算出

額の大幅な減少や廃作農地の遊休化のおそれが

生ずるなど、各方面への影響が予想されてお

り、本県の土地利用型農業の振興にとりまして

非常に重要な問題であると認識しております。

県といたしましては、葉たばこ継続農家、経営

転換農家双方に対する細やかな支援を行いなが

ら、地域農業の振興に多大な影響が出ないよ

う、関係機関・団体と一体となった取り組みを

進めてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 実は、先月の18日になりま

すけれども、西都共乾の解散式に出席させてい

ただきました。こんなことは全然予想もしてお

りませんでしたけれども、西都は116名の生産者

の中で、今回残られるのが26名というふうに聞

いているところでありますが、４つの共乾が実

はあるわけであります。その解散式の中で、残

られる方あるいは今回廃作される方、いろいろ

お話をしたところでありますけれども、本当に

決断に至るまでの苦労、そして今後のことにつ

いても、いろんな不安があるというような状況

の中でいろいろ話をさせていただきましたし、

要望も聞いておるところでありまして、まず、

出席をして栽培を継続される生産者の方々か

ら、このような状況の中で耕作継続農家の皆さ

んが安心して生産に取り組める支援について、

農政水産部長に聞いてくれということでありま

すから、ぜひお願いをしたいと思います。

○農政水産部長(岡村 巖君) 葉たばこ栽培を

継続する農家の皆さんにつきましては、ＪＴの

支援策として、買い入れ価格の引き上げに加

え、共同利用施設の機能移転への助成や、品質

・収量の安定化に必要な資材等の現物支援、専

用機械への助成等が実施されると伺っておりま

す。県としましては、これらＪＴの支援策の積

極的な活用を推進するとともに、近年、病害の

発生等により生産が不安定になっていることを

踏まえ、土壌消毒機等の導入等を行う県単事業

を活用しながら、収量・品質の安定確保等に努

め、葉たばこ継続農家の経営安定を図ってまい

りたいと考えております。

○押川修一郎議員 よろしくお願いしたいと思

います。それから、同じく廃作される方の県の

アンケートでは、９割以上の方が農業を継続さ

れる意向だということであります。作物転換に

なりますが、転作の支援について、同じく農政

水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長(岡村 巖君) 葉たばこからの

転作につきましては、転換品目の販売先の確保
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が極めて重要であることから、市町村・ＪＡ等

関係機関から成る葉たばこ構造改革支援緊急プ

ロジェクト会議をそれぞれの地域に設置し、既

存品目の拡大や加工・業務用で需要が見込まれ

る品目を中心に推進しております。具体的に申

し上げますと、研修会や農家巡回等において、

里芋やカンショ、バレイショなどの作付体系モ

デルや経営収支指標を提示するとともに、経営

改善計画の作成支援等を行っているところでご

ざいます。また、県単独の園芸産地基盤強化緊

急支援事業などの補助事業や制度資金を活用し

た支援をあわせて行い、円滑な経営転換に努め

てまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 園芸産地基盤強化緊急支援

事業、多分2,594万円ということで聞いておりま

すけれども、これは収穫機や洗浄機などを支援

するということであります。ただ、廃作農家は

本当に不安の中、耕作転換に踏み切ろうとされ

ております。私は、廃作農家が安心して耕作転

換が図られるよう、国、県、市町村、団体が一

体となって支援していくべきだというふうに思

います。我が地元西都市においては、補正で転

換作物の生産資材を支援するようであり、また

農協も1,500万円を助成する予算を計上したと聞

いております。本当にありがたいことだという

ふうに思います。今は県も財政的に厳しい状況

にあります。みんなで知恵を出し合い、工夫

し、安定した農業経営に向けて支援をしていく

必要があると思います。たばこ廃作農家は本当

に不安がいっぱいだろうと思います。ハウスや

機械といった大きな費用を要するのは国、県、

そして生産資材などかゆいところに手が届くよ

うな支援は市町村及び農業団体といった支援の

方法を連携して、県、市町村、農協等が連携し

て耕作指導を行うことにより、たばこ廃作農家

が安心して耕作転換に取り組めるよう支援して

いただければありがたいと思います。知事、ぜ

ひお願いをしておきたいと思います。

次に、面積を拡大し生産量をふやすために、

国庫補助事業等により整備された施設の処分に

関し、補助金返還を免除するなどの農家の負担

軽減措置を図っていただきたいと思いますが、

対応について農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長(岡村 巖君) 国庫補助事業を

活用して整備した施設の処分につきましては、

耐用年数以内の場合、補助金返還が必要となる

ことから、関係農家の負担増加が懸念されてい

るところでございます。このため、県では、葉

たばこ廃作に伴う共同利用施設の処分に当た

り、補助金の返還が免除される特例の適用につ

いて、国と事前協議を行い、国からは、特例の

一つである「社会情勢の変化等に伴い、当初の

目的に従った利用が困難な施設」に該当すると

の回答を得たところであります。今後とも、補

助金返還が生じないように、個別案件ごとに、

きめ細やかに対応してまいりたいと考えており

ます。また、施設の処分等に係る支援対策につ

きましては、ＪＴに対しまして、知事、副知事

から直接要請を行った結果、今回、新たにＪＴ

による助成事業が実施されることとなったとこ

ろでございます。今後とも、関係機関・団体と

連携し、各種事業の活用等を図りながら、葉た

ばこ生産農家の経営安定に努めてまいりたいと

考えております。

○押川修一郎議員 しっかりお願いをしておき

たいと思います。

次に、昭和１けたのリタイアなど担い手の高

齢化が進む中、今回のたばこ廃作など農業情勢

の変化をかんがみると、長期的には耕作放棄地
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の増加が心配をされるところであります。今後

の農地の利用集積をどのように行っていくの

か、同じく農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長(岡村 巖君) 担い手の減少や

高齢化が進む中、耕作放棄地の発生を未然に防

止することは大変重要な課題であると認識して

おります。このため、県といたしましては、市

町村、農業委員会、ＪＡ等農地利用集積円滑化

団体から成る市町村面的集積推進組織を整備す

るとともに、農地が確実に担い手に継承される

よう、利用調整活動への指導・支援を行ってい

るところでございます。また、ＪＡの生産部会

等を単位とした産地みずからが認定農業者やＪ

Ａ出資法人等を将来の生産の担い手として明確

化し、農地を初め、農業機械・施設などの農業

資源を確実に継承する仕組みづくりを支援して

いるところであります。今後とも、関係機関・

団体と一体となって、農地の継承先となる認定

農業者や集落営農組織等の担い手の育成に努め

るとともに、ＪＡ出資法人等との連携により、

農地の利用集積に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○押川修一郎議員 続きまして、今後の農地集

積に関する施策ということであります。平成23

年10月に、食と農林漁業の再生推進本部が、我

が国の食と農林漁業の再生の姿、全国対策とし

て講ずべき方針及びこれを実現するための行動

計画を基本方針としてまとめられております。

基本的な考え方は、今後５年後に高齢化等で大

量の農業者が急速にリタイアすることが見込ま

れる中、徹底的な話し合いを通じた合意形成に

より実質的な規模拡大を図り、平地20から30ヘ

クタール、中山間地で10から20ヘクタールの経

営体を目指すということであります。これを実

現するために、担い手、農地、生産体制、関連

組織等に関する仕組みを見直し、一体的に改革

すると言われておりますが、確かに今後土地の

集積は必要になると思いますが、我が県にはと

ても当てはまる計画ではないというふうに私は

思います。そこで、このような計画に対して農

水省からお越しの牧元副知事、どのように考え

ておられるか、本県の目指す方向をお伺いいた

します。

○副知事（牧元幸司君） 農業生産の低コスト

化あるいは高品質化に向けた構造改革を急ぐ必

要があるところでございまして、農地集積はそ

の実現に向けて大変重要であると考えていると

ころでございます。国においては、このような

考え方のもとに、高いレベルの経済連携と農林

漁業の再生あるいは食料自給率、その両立を実

現するために、米を初めとする土地利用型農業

につきまして、今議員御指摘がございましたよ

うに、平地で20ないし30ヘクタール、中山間地

域で10ないし20ヘクタール規模の形態が担う生

産構造を目指す基本方針を打ち出したところで

ございます。しかしながら、御指摘ございまし

たように、本県の農業生産の現状というもの

は、畜産、園芸などの集約的な農業が発展をし

てきたということがございまして、農業経営に

占める米のウエートが低いわけでございます。

さらに、畑地が農地の半分を占めるなど、生産

構造は本県特有の全国とはかなり違った状況に

なっているわけでございます。また、土地の基

盤整備につきましても、全国に比べますと進ん

でいないと、狭小な水田を多く抱えておりまし

て、特に中山間地域におきましては、土地のま

とまりも小さいということで、国の示す経営規

模への短期間での農地集積につきましては、大

変困難であると考えているところでございま

す。このため、全国一律の対策だけではなく
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て、畜産、園芸を基幹といたします本県の実情

に合った対策というものが必要であるというふ

うに考えているところでございまして、国に対

しましても、必要な支援策なりを要望してまい

りたいというふうに考えております。

○押川修一郎議員 副知事も宮崎に来られても

う７カ月以上がたちました。８カ月目に入った

というふうに思います。県内各地いろんなとこ

ろを見て回っていただいておるというふうに思

いますから、実情は十分御理解のところだと思

いますし、隣県あたりとも、やはり形態が似て

いるわけでありますから、連携の中で国のほう

にさらに要望していただきたいと思いますし、

同じく知事にもそのことは強くお願い申し上げ

たいと思います。それから、新たな成長産業化

への挑戦ということで、本県農業の目指す生産

構造というのもあるわけでありますが、このこ

とについても、しっかりこういったものについ

て、今後の宮崎県のあり方の中での方向づけに

誤りがないような形でお願いをしておきたいと

思います。

次に、県内牛に係る凍結精液の問題について

であります。昨日、丸山議員のほうからもあり

ましたけれども、全国的にも銘柄牛による産地

間競争が激化する中で、優秀な種雄牛も作出さ

れております。一般的に種雄牛につきまして

は、県で主体的に造成しており、他県にも民間

のもの以外流通しないシステムだと聞いており

ます。しかしながら、優秀な種雄牛の凍結精液

は人気が高いことから、最近も他県において偽

造精液証明書の問題が起きたところでありま

す。本県におきましては、昭和48年以降、家畜

改良事業団にて一元管理され、家畜改良協会を

通じて配布されておりましたが、今般の新聞報

道によって、公正取引委員会からの指摘も踏ま

え、希望者に提供する方針決定をされたという

ことでありますが、決定に至るまでの経過につ

いて農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長(岡村 巖君) 県有種雄牛の凍

結精液配布につきましては、地域の家畜人工授

精師協会が公正取引委員会から独占禁止法上の

問題点を指摘されたこと、さらに、家畜改良協

会員以外の人工授精師等から配布を希望する声

もありましたことから、平成21年度以降見直し

を行ってまいりました。見直しに当たりまして

は、法令遵守の観点から、公正取引委員会や弁

護士の意見を聞いた上で、関係団体とも十分に

協議を行い、今回公表しましたような見直しの

方向性を整理し、一定の理解を得たところであ

ります。平成22年度には、各地域の家畜改良協

会に説明を行っていくこととしておりました

が、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生

により、地域での説明が十分に実施できず、今

年度、県内各地域の家畜改良協会への説明が終

了したことから、今般基本的な方針の考え方を

公表したところでございます。

○押川修一郎議員 農政水産部長、再度、今回

の凍結精液配布見直しについての経過をお伺い

したいと思います。

○農政水産部長(岡村 巖君) 県有種雄牛の凍

結精液配布の見直しにつきましては、先ほど申

し上げましたように、公正取引委員会からの注

意や国からの指導、また新たに凍結精液を入手

したいという家畜人工授精師等の要望もあっ

て、平成21年度から関係機関・団体と協議を重

ね、一定の理解が得られたとの認識をしてお

り、今回公表を行ったということであります。

今後、今回公表いたしました方針を関係者に十

分説明いたしながら、法令を遵守した新たな配

分方法で、宮崎牛ブランドがさらに発展するよ
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う、関係者の理解と協力を求めてまいりたいと

考えております。以上でございます。

○押川修一郎議員 ただいま再度説明をしてい

ただいたわけでありますけれども、宮崎牛のブ

ランドづくりに向けては、長い歴史の中で県の

みでなく、県議会も車の両輪となって取り組ん

できたところであります。そのような中にあっ

て、今回のストロー管理体制の改革について、

これは宮崎牛ブランドにかかわる非常に大きな

事項であると私は思います。これについて、平

成21年度に問題点についての説明はしていただ

いておるものの、その後の報告がないまま、今

回新しい方針が公表されたということでありま

す。やはり検討の経過なり方向性について、議

会に対してもしっかり説明をしながら進めるべ

きではなかったかと考えます。今後具体的な方

策等について検討を進めていくと思いますが、

それに当たっては、関係者に対して丁寧な説明

を行い、共通理解を醸成するとともに、県議会

に対しても丁寧な説明をいただきたいと思いま

すし、連携をしっかり図りながら進めていただ

くようにお願いをしたいと思いますし、そし

て、ともに宮崎牛ブランドを一層強固なものに

していくよう、強くこれは知事にお願い申し上

げておきたいと思います。余り時間がありませ

ん。

次に、県有種雄牛凍結精液の配布について、

今までそれぞれの地域でできた種雄牛の種は、

優先的に系統に合わせて配布されていたという

ことでありますが、今回、門戸を広げられるこ

とによって、種雄牛造成やブランドづくりに影

響はないか、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長(岡村 巖君) 宮崎牛の改良や

ブランドづくりには優秀な種雄牛を継続的に造

成していくことが重要であり、今日まで肉用牛

農家を初め、さまざまな関係団体の協力を得な

がら、まさに挙県一致の体制で種雄牛造成を

行ってきたと認識しており、この体制は今後も

引き続き維持していきたいと考えております。

したがいまして、県有種雄牛の凍結精液を用い

ての種雄牛造成は、今後も挙県一致体制で行っ

てまいりますし、新たに県有種雄牛の精液を利

用される方にも、宮崎牛ブランドづくりの意義

について、十分に理解いただくとともに、試験

種つけなどの協力を求めていくこととしたいと

考えております。

○押川修一郎議員 次に、現在は家畜改良協会

に所属する人工授精師130名で、新たな対象者が

約270名になるようであります。門戸を広げるこ

とによって県外流出の心配はないのか、同じく

農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長(岡村 巖君) 県有種雄牛凍結

精液の管理につきましては、現在、スマート

フォンを活用し、家畜人工授精師が精液の利用

や毀損等の情報を正確に報告していただくこと

で、家畜改良事業団等がリアルタイムで需給管

理が行える新システムの構築に取り組んでいる

ところであります。今後、新たに凍結精液を供

給する家畜人工授精師等についても、当然この

システムに加入していただくことになります。

県としましては、本システムをしっかり運用し

ていくよう指導するとともに、県有種雄牛凍結

精液については、本県畜産の貴重な財産である

ことを関係者に周知し、不適正な県外流出の防

止に努めてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。

しっかりそこあたりをお願いしておきたいと思

います。

実は、西都原整備についてありましたけれど
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も、先ほど松村議員のほうからもありました。

知事、最後に地元の関係者あるいは県のそうい

う関係者と一緒になって、ぜひ宮内庁に行って

いただいて、この整理、伐採あるいは間伐でも

結構でありますから、一緒に行っていただきま

すようにお願いをしたいと思いますけど、いか

がでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） しっかり地元の御要望

を受けとめながら、しかるべき対応というもの

をとってまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

以上で一般質問を終わります。（拍手）

○十屋幸平副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は午前10時開会、本日に引き続

き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時７分散会
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平 成 2 3 年 1 2 月 ２ 日 （ 金 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 岩 下 斌 彦 （自 民 党 つ く し の 会）

3番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 黒 木 正 一 （自由民主党）

7番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

8番 内 村 仁 子 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 図 師 博 規 （日 日 新）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

17番 太 田 清 海 （ 同 ）

18番 田 口 雄 二 （新みやざき）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 押 川 修一郎 （ 同 ）

24番 外 山 衛 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

30番 井 上 紀代子 （新みやざき）

31番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 横 田 照 夫 （ 同 ）

34番 中 野 一 則 （ 同 ）

35番 中 野 廣 明 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 牧 元 幸 司

県 民 政 策 部 長 渡 邊 亮 一

総 務 部 長 稲 用 博 美

福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

環 境 森 林 部 長 加 藤 裕 彦

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

県 土 整 備 部 長 児 玉 宏 紀

会 計 管 理 者 豊 島 美 敏

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 日 隈 俊 郎

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

選 挙 管 理 委 員 長 川 崎 浩 康

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 四 本 孝

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 高 勝 弘

事 務 局 次 長 成 合 修

総 務 課 長 山之内 稔

議 事 課 長 武 田 宗 仁

政 策 調 査 課 長 福 嶋 幸 徳

議 事 課 長 補 佐 谷 口 浩太郎

議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 一般質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員37名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、渡

辺創議員。

○渡辺 創議員〔登壇〕（拍手） 1971年11

月13日、高千穂町の山合いにある小さな集落、

土呂久の砒素公害が一人の教員によって告発さ

れました。それから40年がたちます。裁判

は、1990年に最高裁の勧告を受け、住友金属鉱

山との和解で決着をします。しかし、鉱毒によ

る苦しみは消えるものではありません。また、

その支援の流れは、世界の砒素被害と向き合う

ＮＰＯへとつながり、その活動はバングラデ

シュ、中国、ベトナムと、この宮崎から世界へ

と広がっています。

先月30日、残念な出来事がありました。裁判

闘争の中心であり、和解後は語り部としての役

割を果たしてこられた佐藤ハツネさんが、93歳

でその生涯を閉じました。子供のころに宮崎

で、そして土呂久で何度となく接したことがあ

りますが、その柔和な笑顔が印象的なおばあさ

んでした。心から御冥福をお祈りいたします。

知事もご存じかとは思いますが、この土呂久

公害は、日本の近代化の中で、その負担を日の

当たりづらい一部に押しつけてきた象徴であり

ます。県史を振り返る上での重要な一ページで

もあります。県が知事あっせんとして、被害の

実態にそぐわない解決策をとろうとしたことも

問題を複雑化させました。しかし、この知事

あっせんの反省に立ち、問題解決のために心血

を注いだ県職員も数多くいらっしゃったと聞い

ています。ベテランの職員の方々には、さまざ

まな形でこの問題に携わった方もいらっしゃる

ことでしょう。また、この県議会の場でも何度

となく扱われてきたテーマでもあります。

ぜひとも、知事、この機会に見ていただきた

いホームページがあります。告発からちょう

ど40年目を迎えた先月13日、「土呂久 砒素の

ミュージアム」がサイトオープンしておりま

す。そのトップページには、「記憶 時の流れ

にはあらがえない 老いにもあらがえない そ

れでも、忘れてはならないことがある」と記さ

れています。私は、この土呂久公害事件の支援

活動にかかわる家庭に生まれ育ち、この事件が

社会に目を向けるきっかけとなり、新聞記者、

そして今、この場に立っています。社会に埋も

れている「声」を大切に、「届けるべき声があ

る」と、政治活動に入りました。きょうの一般

質問では、県議としての７カ月を振り返り、私

なりにさまざまな形で集約してきた「声」をテ

ーマに質問を行わせていただきます。

さて、具体的な質問に入ります。先月27日、

宮崎から500キロ離れた大阪から衝撃的な選挙結

果が伝わってまいりました。都構想を掲げ、大

阪市長選と大阪府知事選のダブル選挙を仕掛け

た「大阪維新の会」が、両選挙で候補者を当選

させました。この余波は今後、地方自治のあり

方という意味では、全国に少なからず影響を与

えると考えています。知事は、全国知事会など

で橋下新大阪市長とも御交流があるかというふ

うに考えますけれども、選挙結果、そしてまた

現時点でいえば法律上の課題がある大阪都構想

に対してどのような考えをお持ちでしょうか。

また、今回の選挙では「反独裁」という言葉が

飛び交い、橋下氏の政治手法も焦点となりまし
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た。物議を醸している教育基本条例案、職員基

本条例案についての御感想と、また本県におい

て同様の制度が必要か否か、知事の御見解を伺

いたいと思います。

壇上での質問はここまでとし、以降の質問は

質問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 まず、大阪に

おける選挙結果等についてお答え申し上げま

す。この選挙におきましては、政令指定都市制

度なり大阪都構想などが主な争点、話題となっ

た選挙でありましたが、これは、大阪府民や市

民の方々が大阪を取り巻く閉塞感の打破、何と

かそれを変革してほしいと、制度に関する議論

というよりも、その意向、何とか変えてほしい

というところが強く反映された選挙ではなかっ

たかという受けとめをしておるところでござい

ます。大阪都構想につきましては、二重行政で

ありますとか、また「府」と「市」をあわせる

と「府市あわせ（不幸せ）」と言われたよう

な、それぞれの自治体のあつれき、確執、そう

いった大阪の地域の実情というものを反映し

て、大都市制度のあり方に一石を投じる構想で

はないかというふうに考えております。

その実情をつぶさに把握していない段階で賛

否というところは差し控えさせていただきたい

というふうに思っておりますが、一般論として

申し上げますと、私も政策提案の中で市町村重

視ということを掲げております。住民により身

近な市町村に権限・財源を移譲して、それをよ

り強化していくというのが今、大きな流れであ

るというふうに考えておりますが、必ずしもそ

の方向ではないということを受けとめておりま

す。また、都政というものが必ずしも二重行政

の解消につながるものというものでもございま

せんし、大都市制度にとって理想的な制度とし

て、その成り立ちも考えますと、そういうもの

として今、位置づけられているものでもござい

ません。むしろ、区に対する自治権の拡充を求

める議論などもなされているというような状況

でございます。これはあくまで一般論でありま

して、いずれにせよ、大阪の実情を踏まえて、

今回、大都市制度のあり方について大きな一石

が投じられ、またそれをみんなで考えていこう

というような試みがなされているわけでござい

まして、今後の議論の展開に大変興味を持ち、

強い関心を持ち、動向を注視してまいりたいと

考えております。

次に、大阪維新の会が提出した職員基本条例

案及び教育基本条例案につきましては、橋下前

大阪府知事の政治姿勢の一端を具現化したもの

と受けとめておりまして、その背景には、大阪

への危機感と、現行の地方自治・地方公務員制

度に対する閉塞感があるのではないかと考えて

おります。民間視点の導入や公務能率の向上を

図りながら、意欲あふれる公務員が地域住民の

ために全力を尽くすようにしたいという思い、

その根底のところにある思いというものは理解

できるところであります。しかしながら、この

具体的な内容につきましては、従来の公務員制

度改革からすると、かなり性急な改革も含まれ

ておりますし、教育に対する政治的中立という

ような課題もあるところでございまして、条例

でどこまで定めることが適当なのか、これは十

分慎重に議論を尽くす必要があるのではないか

というふうに受けとめておるところでございま

す。

さまざまな議論を見ておりますと、イソップ

寓話に「北風と太陽」という物語があったとい

うことを思い出すところでございます。私とい

たしましては、条例による職員管理の強化を図
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るよりも、就任の際から申し上げております

「対話と協働」というものを県庁内で進めるこ

とによりまして─もちろん一方では厳しさも

必要ではありますが、あくまでも職員との信頼

関係に基づいた上で─職員の一層の意識改革

を促していき、県民の皆様とともに宮崎を変え

ていけるように取り組んでまいりたい、そのよ

うに考えておるところでございます。

なお、冒頭御発言のありました土呂久につき

ましても、私は以前、マスコミに勤めておられ

て、退職されてこの活動に取り組んでおられる

方との意見交換をさせていただいたこともござ

います。大変関心を持って今後とも勉強してい

きたいと。ホームページ、まだ拝見しておりま

せんので、ぜひ拝見したいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○渡辺 創議員 冒頭の件にまで御言及いただ

きまして、本当にありがとうございました。良

識的な知事のもとで県議会での活動ができるこ

とをうれしく思いながら御答弁を聞かせていた

だきました。

実は先月23日に、大阪の市長選挙両候補の街

頭演説を聞いてまいりました。私が聞いた演説

がたまたまだったかもしれませんが、橋下氏の

演説では、「二重行政解消のために大阪市を解

消する。都構想によって大阪が世界の主要都市

と肩を並べる」という主張以外に、具体的な政

策を提示することはありませんでした。たくさ

んの選挙演説を聞いておりますけれども、幾ら

大規模な政令市とはいえ、基礎自治体の首長選

挙においては異例なことかというふうな印象を

持ちました。究極の政策選挙なのか、究極のイ

メージ選挙なのか、不思議な感覚にとらわれた

ことを覚えております。

また、平松陣営では、元官房長官の野中広務

さんが応援演説に立っていらっしゃいました。

言うまでもなく、日本の政治史にその名を深く

刻んでいらっしゃる政治家でございます。印象

的だったのは、一度演説を終えた野中さんが最

後にもう一度マイクを持たれたことでした。野

中さんの言葉をそのままかりますが、「民主主

義、議会政治の根幹を知らない人間」がトップ

に立つことの危うさを指摘して、「昭和を生き

てきた人間の最後の遺言です」と、84歳の力を

込めていらっしゃいました。昨日、この議場で

も、閉塞感漂う社会状況の中での政治家のカリ

スマ性、またそのリスクについての議論が交わ

されていたかと思いますけれども、議会にかか

わる者の一人として、非常に印象深く残った、

重たい言葉でもありましたので、ここで御紹介

をして、このテーマを終わりたいと思います。

続けて、全国的な課題でもう一問、知事にお

伺いをいたします。今、国政では社会保障と税

の一体改革の議論が進んでおります。12月中に

は与党内で一つの山場を迎えそうですので、現

時点での知事の率直な見解をお伺いしたいとい

うふうに思います。

○知事（河野俊嗣君） 大変重要な改革でござ

いますが、県や市町村というものが、医療、介

護などの国の制度化事業のほかに、地方単独事

業として、地域の実情に応じまして、乳幼児医

療費助成等のさまざまな社会保障サービスを提

供しているという実態がございます。したがい

まして、「社会保障と税の一体改革」の中で、

これらの地方単独事業の役割についても十分な

評価がなされまして、その財源についても安定

的な確保が図られる、手当てがなされるという

ことが極めて重要なことだというふうに受けと

めております。

現在、国におきまして、６月に決定をされま
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した「社会保障と税の一体改革成案」の具体化

に向けての検討が進められておりますが、先

月17日に、ようやく第１回目の「国と地方の協

議の場」の分科会が開催されたところでありま

して、現時点では、国と地方の間で十分な協議

が尽くされたものとは受けとめておりません。

県としましては、今後とも、国の検討状況を注

視するとともに、地方の意見が十分反映されま

すように、全国知事会等とも連携を図りなが

ら、国に訴えてまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 さて、県政の課題に議論を移

します。まず、商工観光行政についてお伺いを

いたします。

現在、県は、宮崎、東京新宿、大阪梅田、大

阪堺、４つのアンテナショップを展開しており

ますが、その役割をどのようにお考えでしょう

か、部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） アンテナ

ショップは、その名のとおり、県内外におきま

して、県産品の魅力を売り込んでいくための情

報受発信の拠点施設であります。したがいまし

て、売り上げはもちろん大事ではございます

が、売れ筋商品だけではなく、県内企業が開発

した新商品など広く紹介するとともに、消費者

等から得られた情報を県内企業へフィードバッ

クするマーケティング機能も有しているところ

でございます。また、季節ごとの特別フェアの

開催や県外のイベントへの出展、県内企業が実

演販売などを行うことによる売り込みの場や、

量販店バイヤーとの商談仲介の場として機能し

ているところであります。アンテナショップ

は、本県の最前線基地であり、県産品のＰＲや

販路拡大を図る上で大変有効な施策の一つであ

りますので、今後とも、関係団体と連携して、

一層の販売促進や店舗の有効活用に努めてまい

りたいと考えております。

○渡辺 創議員 今の御答弁にもありましたけ

れども、まさに市場調査機能、つまり首都圏に

おいて、また近畿圏において、今は福岡にはあ

りませんけれども、北部九州圏において、宮崎

県産品がどれだけの可能性を持っているのか、

それを探ることが重要だと私は思っています。

さらに、その情報のフィードバックによって戦

える商品へと、そこに向かう改良につなげてい

くことが大切だというふうに思うわけです。そ

して、その商品というのは、いつまでもアンテ

ナショップの人気商品であればいいわけではな

くて、普通の百貨店であったりスーパーであっ

たり、普通に買える商品になっていくというこ

とが一番重要なことだと、理想のことだという

ふうに思っています。

そこで、東京を例に挙げて考えてみたいので

すが、新宿ＫＯＮＮＥにおいて、今どれだけの

商品を扱って、市場調査機能─マーケティン

グ機能ということでしたが、その意味ではどう

いう取り組みを行っている現状になっています

でしょうか、部長の御答弁を……。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 新宿みや

ざき館では、食品、飲料、工芸品など合計で

約1,200の商品を取り扱っております。また、市

場調査機能、いわゆるマーケティング機能とい

たしましては、消費者ニーズを把握するため、

日常の接客の中でいただいた声や量販店のバイ

ヤー等から収集した情報はもちろん、来館者に

はがきモニターを実施し、寄せられた御意見な

ども出品企業にお伝えして、商品改良等に役立

てていただいているところでございます。

先月、私も新宿ＫＯＮＮＥのほうに参りまし

て、館長─彼は民間企業出身の方でございま

すが─に、いろいろお話を伺ったんですが、
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いわゆる県内企業へのフィードバックとか、こ

ういったことに非常に力を入れて運営していた

だいているということを強く感じたところでご

ざいました。

○渡辺 創議員 物産品の販路拡大、また観光

のＰＲというのも同様かと思いますが、どこの

自治体もそれなりに取り組んでいることだと思

います。しかも、都道府県という目で見れば、

沖縄と北海道というのは両面でも飛び抜けてい

る存在かと思います。では、その中で頭一つ飛

び出すためにはどうすればいいかといえば、頭

一つ飛び出したことをするしかないというのが

現状だというふうに思います。言い方をかえれ

ば、予算面も含めて思い切った展開を行ってい

くことが重要なかぎになるはずです。

今、部長の御答弁にもありましたけれども、

私も新宿ＫＯＮＮＥにお邪魔をいたしまして、

新しい館長さんとお話をさせていただきまし

た。非常にやる気にあふれていらっしゃいま

す。「宮崎プロへの道」と銘打って、明るく元

気なホスピタリティーあふれる場を目指すとと

もに、25人の職員の方が、冷や汁や地鶏の商品

ごとの違いがきちんと説明できるようになろう

と、そういう努力も積み重ねていらっしゃいま

す。また、民設方式の大阪の堺では、以前から

宮崎牛を扱っていただいています南海グリルの

女性社長が、宮崎の品をデーリーに扱える場所

にしたい、そういう目標を持たれて御尽力いた

だいておりました。しかし、いずれの場所でも

耳にしたのは、県が何をしたいのか、このアン

テナショップという場をどういう場として何を

ここで実践していきたいのか、そういう強烈な

メッセージが伝わってこないという御指摘であ

りました。知事にお伺いをしたいと思います。

まさにアンテナショップの今後について、知事

はどういう考えをお持ちか、お伺いしたいとい

うふうに思います。

○知事（河野俊嗣君） アンテナショップは、

先ほど部長が答弁しましたように、本県の持つ

さまざまな物産、そういったものをいかにアピ

ールしていくか、まさに最先端の場であるとい

うふうに考えておるところであります。新宿み

やざき館ＫＯＮＮＥにおきましては、かめで仕

込んだ焼酎ですとか、冷や汁などが大変な人気

だということで、その素材のよさとか、こだわ

り、どれだけ手間暇かけているか、そういった

ところをアピールしているということでござい

ます。そういった、いかにストーリーをつくっ

て訴えていくかということが大事だというの

が、そういう売れ行き状況を見てもわかること

でありまして、やはり消費者のニーズを踏まえ

つつ、我々としても仕掛けというものを試して

いく、そういった場として、今後とも有効活用

してまいりたいというふうに考えております。

本年６月には、民間の活力やノウハウを生かし

た特約店方式による新たな店舗を関西地区で開

設したところでございまして、そういう民間の

力とも連携を図りながら、より充実を図ってま

いりたいと考えております。

○渡辺 創議員 １つ提案を申し上げたいとい

うふうに思います。私は、「ＫＯＮＮＥ」とい

う名称の積極的な活用が必要だというふうに思

います。もともと新宿の物産館の名称として始

まったネーミングであって、商標登録もされて

いるということは知っております。しかし、東

京だけで浸透するものではない、１店舗あれば

浸透するというものではないと思います。今、

大阪の堺を含めて２店舗が「ＫＯＮＮＥ」とい

う名称を使っているわけですが、なぜ４店舗す

べてで「ＫＯＮＮＥ」という愛称を使わないの
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かということに疑問が残ります。大事なのは、

宮崎の物産を扱っているところが「ＫＯＮＮ

Ｅ」というところだということを、広く広く浸

透させることだというふうに思っています。

例えば、都市部では「わしたショップ」とい

えば沖縄の物産を置いているところだというの

は、かなり広く浸透しているかと思います。私

も東京でサラリーマンをしていた時代に、石垣

島のラー油が欲しいから「わしたショップ」に

行くとか、まさにそういうふうに使ったことも

ございますが、そういう場に宮崎のアンテナ

ショップもならなきゃいけないと。

目を転じてみれば、楠並木通りでやっている

物産展といいますか、道に並ぶお店では「ＫＯ

ＮＮＥ市」というタイトルがついたりしている

のに、なぜか県庁の隣の物産館は「ＫＯＮＮ

Ｅ」とは言わない。そんなに大きな課題がある

ような気はしないんですけれども、もし東京か

ら宮崎に観光に来て、県庁の隣の物産館で買い

物をしたときに、そこが「ＫＯＮＮＥ」という

名前になっていれば、東京に帰って新宿の南口

で宮崎の「ＫＯＮＮＥ」を見たときに、ああ、

ここも「ＫＯＮＮＥ」というんだ、宮崎の物産

品を置いているところだなというふうに思うこ

ともあるかもしれませんし、またあわせて、宮

崎の楽しい思い出というのもよみがえってくる

わけだというふうに思います。

ほかにも、いいかげんな提案ですが、例えば

協力していただいて宮崎県の物産品を５品以上

まとめて１カ所に置いてくれるというようなお

店があれば、そこに例えば「ミニＫＯＮＮＥ」

という商標をつくって、そういうブランド展開

もできるようにしていく、そうすれば、そうい

うものをたくさん目にすることが出てくれば、

草の根の取り組みかもしれませんが、「ＫＯＮ

ＮＥ」イコール宮崎の物産を扱うところだとい

うイメージが浸透し、またその中で増幅してい

くんだというふうに思います。そんなに大して

お金のかかる取り組みだとも思いませんので、

すぐにでも取り組めるのではないかと思います

が、知事、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 大変興味深い提案をい

ただきましてありがとうございます。もともと

「ＫＯＮＮＥ」の名称というのは、県外に物産

を打って出るためのものということで、まず新

宿のアンテナショップの名称、さらには県物産

貿易振興センターが実施しますイベントの名称

として使用されてきたところでございます。

今、堺みやざき館にも名称使用を認めていると

いうことで、一定の基準が今の段階ではござい

ます。販売品目は常時10社以上かつ100品目以上

扱うとか、名称を使用して１年以上にわたって

ちゃんと営業してもらえる、それから、ちゃん

と県産品のＰＲにつながるようなという、いろ

んな要件をつけているところですが、「ミニＫ

ＯＮＮＥ」の提案の話、それから、みやざき物

産館にも「ＫＯＮＮＥ」という名称をというこ

とでございます。これは、統一的なイメージ戦

略という観点からも大変有効なものというふう

に受けとめております。関係団体とも協議の

上、御指摘を踏まえて検討してまいりたいと考

えております。

○渡辺 創議員 前向きに取り組んでいただけ

ると理解をいたしました。

さて、県は知事の政策提案に基づいて100万泊

県民運動に取り組んでおります。県内の人口流

動を高めて経済の活性化を図りながら、県内の

地域間交流であったり、相互理解を推進すると

いうことかと思いますが、その進捗状況はいか

がでしょうか、県民政策部長にお伺いします。
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○県民政策部長（渡邊亮一君） 現在、県、市

町村を初め、民間団体、事業者、県民が一体と

なって広い意味での地産地消を推進します、新

たな県民運動の取り組み方針あるいは推進体制

の検討を行っておりまして、100万泊県民運動に

ついても、この中で具体的な取り組み内容の検

討を行っているところでございます。また、100

万泊県民運動の展開に当たりましては、県民の

皆様一人一人に、県内の地域資源や観光地につ

きまして、まずは知りたい、そして行ってみた

い、それから泊まってみたいと思ってもらい、

その上で、県内観光や地域の交流活動、イベン

トへの積極的な参加等、県民の皆様一人一人が

できるところから実行していただくことが必要

でございます。このため、県としましては、県

民が知るための情報発信の強化、あるいは学校

におけるふるさと学習の推進、そして県民が

行ってみたいと思えるような中山間地域と都市

部との交流イベント、あるいは観光地の磨き上

げ、それから、県民が泊まってみたいと思える

ような体験・滞在型観光の普及促進、あるいは

グリーンツーリズムの推進等を図ってまいりた

いと考えております。以上でございます。

○渡辺 創議員 本格的に稼働するのはこれか

らというふうに認識をしております。口蹄疫

だったり、新燃岳の噴火活動によって、宿泊関

係の業界の皆さんも大きな影響を受けていらっ

しゃいますので、一日も早い取り組みが具体的

に目に見える形で進んでいくようにお願いした

いというふうに思います。

続けて、観光施策にテーマを移したいと思い

ます。観光のＰＲにおいては、その県のイメー

ジを的確に打ち出すことが重要だと思います。

最近でいえば、「うどん県」と銘打った香川県

の取り組みは、まさに思い切り方も明快で、上

手に戦略が練られたものだというふうに感じて

います。さて、我が県に目を移すと、東国原前

知事という強力なイメージから抜け出して新し

い宮崎のイメージをつくり上げていくというの

は、重要であり、かつ、なかなかハードルの高

い作業かと思っております。その意味では、デ

スティネーションキャンペーンの一環で使われ

ています「ゴクジョウ」というキーワードのポ

スターの展開であったり、また、きのう松村議

員が取り上げていらっしゃいましたけれども、

スピリチュアルな観光資源と若い女性をつない

だ「宮崎恋旅」を初め、「ゆっ旅」「波旅」な

ど、いい方向性での展開ができているというふ

うに感じています。しかし、これからも絶え間

なく、時に斬新で、時に新しいイメージを打ち

出し続けなければ、本当の意味での定着はない

んじゃないかというふうに感じるところです

が、知事は今後の宮崎県のイメージ戦略につい

ていかなるお考えをお持ちでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） ただいま御指摘のあり

ました香川のうどん県は、一つのコンセプトに

割り切る、非常に発信力、アピール力があると

いうふうに受けとめておるところであります

が、ただ本県には何か一つに割り切るにはなか

なか難しいといいますか、それだけ多彩な魅力

があるものというふうに受けとめております。

マンゴーなら宮崎、牛肉なら宮崎といった本県

のイメージを形成する、いわゆるイメージリー

ダーというものはしっかりと定着をさせつつ、

それらを牽引役としながらも、農畜産物や木

材、また観光では「宮崎恋旅」「波旅」など多

彩な魅力を結集して、官民一体となって繰り返

しアピールしていくということで宮崎全体のイ

メージアップを図ってまいりたいというふうに

考えております。
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こうしたコンセプトのもとで、オールみやざ

き営業チームという取り組みを進めますととも

に、先般誕生いたしましたキャラクターの「み

やざき犬」―「ひぃ」「むぅ」「かぁ」であ

りますが、こういったものを新たなシンボルと

してイベントやフェアなどに積極的に活用しな

がら、イメージアップの一翼を担わせたいと考

えておるところであります。地域間競争はかな

り激化をしておりますので、これまで、例えば

「みやざきweeeek」のような県外でのプロモー

ションでいろんな企業にも御協力をいただいて

おりますが、そういった大手企業などの協力も

お願いしながら、県民、関係者一体となって、

本県のイメージアップに取り組んでまいりたい

と考えております。

○渡辺 創議員 今、御答弁でもありました

が、「ワンワン・ワンワン（11月11日）」とい

うことで先月発表のありました新しい宮崎県の

キャラクター、「みやざき犬」の「ひぃ」

「むぅ」「かぁ」君たちでありますけれども、

部長、余り目にしないんですが、いかがお過ご

しなんでしょうか。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） お話があ

りましたように、「みやざき犬」は11月11日に

誕生し─３匹と言っていいんでしょうか─

３匹とも元気に頑張っているところでございま

す。具体的には、県庁前庭でのお披露目会を皮

切りに、これまで宮城県の山元町を含む県外３

回、県内９回、計12回、イベント等に派遣した

ところであります。また、イラストにつきまし

ては、県庁玄関へのパネル設置を初め、県のホ

ームページやパンフレット等への使用を開始し

ており、今後、フェアやイベント等のＰＲはも

とより、キャラクターグッズとか県産品等の

パッケージなどにも広げていきたいというふう

に考えております。「みやざき犬」の浸透はま

だまだこれからでありますので、県民に親しま

れ、末永く愛されるキャラクターとなるよう、

さまざまな場面で継続的な使用、活用を図って

いきたいと考えております。

○渡辺 創議員 先日、お隣の熊本県の「くま

モン」のラベルが張られたしょうゆを普通にス

ーパーで見つけました。先日、熊本に行って宿

泊した際には、熊本県のホテルに「くまモン」

の名刺が置いてありました。お隣はゆるキャラ

日本一となりまして、まだ「みやざき犬」は追

いかけていく立場でありますけれども、ぜひオ

ールみやざきで頑張っていきたいというふうに

私も思っております。

この分野では最後の質問といたしますが、先

日、みやざきフラワーフェスタを来年度から行

わない、中止の発表が行われました。フラワー

ショーの時代から考えれば40年以上にわたって

宮崎の春を彩ってきたイベントの終止符として

は、意外なほどあっさりしていたかなという印

象を持ったんですが、後継の取り組みなども含

めまして、今後、どういう展開をお考えか、部

長にお伺いをしたいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） フラワー

ショーあるいはフラワーフェスタとして親しま

れてきているわけでございますが、後継の取り

組みとしまして、「花旅みやざき」を実施する

こととしております。これは、先月開催されま

した県や市町村、それから関係企業、関係機関

で構成する「花とみどりのみやざきづくり推進

協議会」の総会におきまして、県内各地の花の

名所を年間を通して県内外に発信し、その土地

の花や文化などを楽しむ旅を提供する、いわば

観光の新しい取り組みとして決定したところで

ございます。これは、長年開催しておりました



- 152 -

平成23年12月２日(金)

フラワーフェスタを通じて、自治体や企業など

の自主的な取り組みによる花と緑のみやざきづ

くりが県下全域に広がった成果をさらに発展さ

せる取り組みでございます。

具体的には、幾つか例を申し上げますと、

五ヶ瀬のしだれ桜やシャクナゲ、西都原の桜や

菜の花、日南市南郷町のジャカランダ、それか

ら生駒高原のコスモスといった四季折々の花の

名所やイベントなどを掲載したガイドブックを

作成し、情報発信を行うとともに、「花旅みや

ざき」の始まりを県内外に広くＰＲするため

に、花びらでスケール感のある絵を大勢の参加

者で制作し、そしてまた展示をしていくイン

フィオラータや、３Ｄの屋外映像の放映などの

スターティングイベントといいますか、こう

いった始まりを広くＰＲするイベントを、来年

３月に宮崎市内で開催することといたしており

ます。

○渡辺 創議員 非常に楽しみなイベントが、

スタートとして行われるようです。また、４番

目のラインナップというか、花旅─恋旅等々

に続く新しい展開として期待もしたいというふ

うに思います。

続いて、スポーツ振興に関してお伺いをいた

します。

知事の政策提案の中には、甲子園優勝や国

体、高校総体等の上位入賞というものがありま

す。具体的にはどのように取り組んでいるので

しょうか、教育長にお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 競技スポーツにおけ

る本県選手の活躍が、県民のスポーツに対する

関心を高めるとともに、地域におけるスポーツ

推進に寄与するものでありますことから、県教

育委員会におきましては、競技力の向上を図る

ために、それぞれの競技団体が実施する強化練

習や合宿等に対する支援、スポーツ教室の開

催、トップレベルの指導者の養成のための派遣

研修の実施、有望社会人の受け入れ体制づくり

などに取り組んでおります。その中で、特に本

県競技力の中核となります少年競技力を維持向

上させるために、各地域でスポーツ教室等を実

施したり、中学校や高等学校における競技力推

進校の指定や、優秀な選手を選出しての合同合

宿練習等を行うなど、小・中・高の一貫指導体

制の充実に取り組んでいるところであります。

今後とも、関係機関と十分連携を図りながら、

県民に元気と感動を与えることができるような

競技力の向上に取り組んでまいります。

○渡辺 創議員 いろいろと取り組みはあるよ

うなんですが、詳しく調べてみると、基本的に

は各事業とも組み替えによる事実上の継続で

あったり、また予算額的に見ると、平成19年度

に１億6,981万円あった予算が23年度には１

億5,567万円と、下降傾向にあるわけです。厳し

い財政状況の中というのはわかりますが、果た

してそれは十分なのでしょうか。また、強化校

の指定のあり方についても、私は個人的にです

が、１校集中の指定というよりも、複数校が競

い合って、その結果として競技力が上がってい

くというのが、学校教育の一環ということを考

えても望ましい形ではないかというふうに思い

ますが、教育長、いかがでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 競技力向上関係予算

につきましては、厳しい財政事情の中、増額し

ていくことは、現在のところ大変難しい状況に

あります。県教育委員会では、限られた予算の

中で最大限の効果を上げることができるよう

に、県体育協会や競技団体等と連携しながら、

先ほど申し上げましたような、選手の育成強

化、指導者の養成確保などの面から、中長期的
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な戦略を立てて継続的な対策を講じているとこ

ろでありまして、今後とも、さまざまな工夫改

善を加えながら、競技力向上に取り組んでまい

りたいと思います。

また、強化指定校についてでありますけれど

も、本県における高等学校のスポーツ水準の安

定的な維持や、国民体育大会における競技力向

上に資するために、全国に通じる競技力を有

し、今後もその維持向上が期待されるなどの条

件を満たす運動部を指定して、遠征・合宿費の

補助や研修会派遣などの支援を行っておりま

す。本年度は22校21競技44部を指定していると

ころであります。また、１つの競技で２校以上

が全国レベルにある場合には、複数の学校を指

定したり、強化指定校の競争相手となるライバ

ル校支援制度を設けるなど、お互い競い合いな

がら、競技力の向上を図る取り組みも行ってい

るところであります。

○渡辺 創議員 こういうお話をさせていただ

いたのも、少し思いがございましてお話をさせ

ていただきました。私は、ちょうど10年前にな

りますが、2001年夏の甲子園─当時、新聞記

者をしておりましたが─第83回大会ですけれ

ども、優勝候補だった横浜の横浜高校と一緒

に、帯同記者として夏の甲子園、一夏を過ごし

ました。結果としては、優勝した日大三高に準

決勝で１点差で敗れましたけれども、全国制覇

という大きなプレッシャーをかけられた高校生

の生徒さんたちがどういう思いで過ごしていく

のかというのをつぶさに見てまいりました。本

来、スポーツを頑張るということは、自分のた

めであったりとか、近くで応援してくれる家族

だったり、仲間のために頑張ることであって、

県のためにというような重荷を大人が背負わせ

る必要はないんじゃないかと私は思います。そ

うでなくても、その思いというのは子供たち自

身がそれぞれ強く感じているところです。子供

たちに伸び伸びとプレーをさせてあげて、そこ

に結果が伴ってきたときには、本当にみんなで

一生懸命、心から喜んであげる、それが大人の

役割ではないかというふうに私は思います。政

策提案で掲げる内容に適しているかどうかとい

うことにも個人的には疑問がありますけれど

も、それが大事だと、甲子園優勝、国体上位、

高校総体上位というのが重要ということであれ

ば、実態が伴った取り組みにすべきではないか

というふうに考えますが、知事、いかがでしょ

うか。

○知事（河野俊嗣君） 流行語大賞になりまし

たけれども、「なでしこジャパン」の優勝とい

うものが、大変つらく厳しい我が国にどれだけ

感動と希望を、それから力を与えてもらった

か、今思い出しておったところでございます。

競技スポーツへの取り組みというものは、一般

の皆さんに対する生涯スポーツの振興にも通じ

ますし、国民、県民にさまざまな形での勇気や

希望、それから力を与えてもらえるものだと、

そういう思いでこの競技スポーツの振興という

ものを掲げておるところでございます。

今、甲子園の横浜高校の話がございました

が、恐らく、それぞれの県のそれぞれ状況に応

じて、どういう思いで臨んでいるかというのは

違うのではないかという思いがしております。

この宮崎県において、九州・沖縄で唯一宮崎だ

けが後塵を拝しているという、その悔しい思い

で頑張ってもらっているというふうに思ってお

りますし、今御指摘がありましたような重荷を

背負わせてはいけない、それは確かにそうだと

思います。でも、頑張れ頑張れと言うことは、

どちらかというと背中を押しているんだという
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思いで、これからもいろんなところで激励して

まいりたいというふうに考えております。

それから、政策提案、アクションプランなど

で競技スポーツの振興を掲げておるわけでござ

いますが、これは県が例えば何か強化費をつけ

てお金をつけて、県だけが何かをやるというこ

とではございませんで、こういう一つの呼びか

けに対して、競技団体、関係団体、また企業も

含めて、自分たちに何ができるだろうかと考え

ていく、そのプロセスも非常に大事なのではな

いかというふうに考えておるところでございま

す。まさに、県民総力戦でスポーツの振興を図

りながら、県民の元気、それから健康増進など

にも資していきたい、取り組んでまいりたい、

そのように考えております。

○渡辺 創議員 続いて、総合型地域スポーツ

クラブをテーマにしたいと思います。文部科学

省が旗振りをして、本県においても、知事も重

要性を唱えていらっしゃいますけれども、県内

での状況と県の支援の姿勢を教育長にお伺いし

たいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 本県では現在、13市

町で22の総合型地域スポーツクラブが設立され

ておりまして、それぞれのクラブでは、会員か

らの会費を基本として、スポーツ振興くじ助成

金や地元自治体からの補助金、さらには体育施

設管理の受託や物品販売などによる財源確保を

図りながら、会員が知恵や力を出し合って自立

した運営に向けて努力をされております。県教

育委員会では、クラブ設立１年目の立ち上げ時

に、財政的な支援を行うとともに、クラブ運営

に直接携わるクラブマネジャーの育成や資質の

向上を図るため、養成講習会を開催しておりま

す。さらに、先進クラブ事例等の情報の提供で

すとか、県内クラブ間の情報交換の場として定

期的に総合型クラブ連絡会議を開催するなど、

クラブの円滑な自主運営に向けた支援を行って

いるところであります。総合型地域スポーツク

ラブは生涯スポーツ推進の核となる組織であり

ますので、今後とも、市町村や県体育協会等と

連携を図りながら、継続的、安定的なクラブ運

営が図られるように支援に努めてまいります。

○渡辺 創議員 今の答弁でも、スポーツ振興

くじ（toto）の助成金に触れられておりました

が、そこをもう少し詳しく御説明いただきたい

のと、基礎自治体の支援の実態、具体的にはど

ういうふうになっているか、御説明いただきた

いと思います。教育長にお願いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 総合型地域スポーツ

クラブは、会員である地域住民の方々の自主運

営、自主財源を基本理念に掲げながら営まれて

いる団体でありますが、クラブ設立の準備期間

や設立当初は、人的、財政的な運営基盤が十分

ではないことから、各種の財政支援がなされて

いるところであります。県におきましては、設

立１年目のクラブを対象に、スポーツイベント

など各クラブが実施します事業に要する経費に

対して年16万円を補助しております。また、独

立行政法人日本スポーツ振興センターでは、ス

ポーツ振興くじ助成として、設立前２年間、設

立準備の支援として上限として年108万円、さら

に設立後５年間、クラブ運営の支援として上限

年360万円と、クラブマネジャー雇用の支援とし

て上限年413万6,000円の助成などを行っており

ます。なお、地元自治体でも４つの市町が独自

の財政支援を行っているところであります。

○渡辺 創議員 今ございましたが、ポイント

は、totoの助成金が運営の大きな割合を占めて

いるというところなんです。私が話を聞いた宮

崎市のあるクラブでは、平成21年度の決算ベー
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スでtotoの助成が約400万円入っています。この

年度の収入の合計は約990万円です。支出の合計

は870万円です。収入で見たときに４割強がtoto

の助成ということになっているわけです。この

クラブは助成が切れた後に、市の事業である河

川敷といいますか、河川の草刈りをやったり、

いろんなことで活動費を捻出しています。会費

が基本ということはわかりますし、一日も早

く、助成がなくても独立した運営をやっていく

ようにしなければならないというのは当然なん

ですけれども、totoの助成がなくなれば、この

クラブの場合、予算規模は３分の２に落ち込ん

でいまして、そうなれば当然、活動の中身も落

ち込むということになります。そこが特別な例

というのではなくて、今の話のところは、県内

でも優良な運営を行っているところだというふ

うに思います。地域のスポーツ振興とともに、

地域で暮らす方々の健康の増進、そういう観点

においても大きな役割を果たしているものだと

思います。宮崎県内ではこれからtotoの助成が

切れるクラブが次々と出てくる状況になりま

す。そのクラブが、ようやく地域で活動が浸透

して認識もされてきた中で、活動を縮小してい

かなければならない、そういう状況になること

がないように、本当の効果がきちんと生まれる

よう、県としても御支援を考えていただけるよ

うにお願いをしたいと思います。

教育委員会関連の質問を続けさせていただき

たいと思います。定時制・通信制高校のあり方

を議論させていただきたいと思います。

教育長にお伺いをします。定時制高校、通信

制高校のあり方も時代とともに変化をしてきて

いると思いますが、現状についてお伺いをした

いと思います。またあわせて、時代は変わって

も、高校教育を受けづらい環境の中で、学びた

いという意欲を持った生徒たちの学ぶ場を保障

すること、そして、一たんは学ぶことをやめた

者であっても、学び直したい、再起したいとい

う、その気持ちを尊重することができる場、こ

れをきちんと確保していくことは大切だと思い

ますけれども、教育長の御見解をお伺いしたい

と思います。

○教育長（渡辺義人君） 定時制・通信制高校

で学ぶ生徒の入学動機には、従来は、働きなが

ら学びたいということが主たるものでありまし

たが、近年では、高校を中途退学した後に改め

て学び直し、高校卒業の資格を得たい、あるい

は特技を伸ばすための時間を確保したい、建築

士などの資格取得のために再度、高校教育を受

けたいなど、さまざまな動機で入学している状

況にあります。このように定時制・通信制高校

は、まさに多様な教育的ニーズにこたえる場と

して、その重要性がますます高まっているもの

と考えております。

このため、県教育委員会といたしましても、

これまで、すべての定時制・通信制高校に単位

制を導入いたしまして、また宮崎東高校と延岡

青朋高校に昼夜開講型の定時制を導入するなど

の改革に取り組んでまいりました。また、平

成21年度からは、宮崎東高校通信制課程の募集

人員を50名ふやしまして350名とするなど、生徒

のニーズに対応してきたところであります。さ

らに、生徒支援相談員をすべての学校に配置

し、悩みを抱える生徒たちのさまざまな相談に

応じるなど、心のケアにも努めております。今

後とも、働きながら学ぶ生徒だけではなく、さ

まざまな入学動機や学習歴、ライフスタイルを

持つ生徒が学ぶ場として、その充実を図ってま

いりたいと考えております。

○渡辺 創議員 かつて定時制夜間には、働き
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ながら学ぶというイメージがありました。しか

し、調べてみますと、東高校の定時制夜間で、

アルバイトも含めた有職率は５割程度というふ

うに聞いています。そういう意味では、少し古

典的なイメージなのかもしれません。ただ、少

数であっても、生業的な仕事をきちんと持ちな

がら、学びたいという要望を持つ生徒さんはい

るはずです。そういう声にこたえるために、県

教委、また学校では具体的にどのように取り組

んでいらっしゃるんでしょうか、教育長にお伺

いします。

○教育長（渡辺義人君） 社会全体の雇用情勢

が厳しい中で、定時制・通信制高校におきまし

ても、生徒の就労の場を確保することが大変難

しい状況にございます。このような中ではあり

ますけれども、それぞれの定時制・通信制高校

におきましては、仕事をしながら学びたい生徒

を支援するために、職員が企業を訪問したり、

ハローワークと連携して求人情報を積極的に生

徒へ情報提供するなど、就職先の開拓に努めて

いるところであります。

なお、県教育委員会におきましても、全国的

に実績のある講師を招聘して、働く意味と学ぶ

意味の講演を実施するなど、キャリア教育の充

実に努めたり、また学校におきましても、それ

ぞれの学校で生徒による職場見学や職業講話な

どを実施して、キャリア教育という意味での支

援にも努めているところであります。

○渡辺 創議員 先ほどの教育長の御答弁の中

で、近年の定時制・通信制の役割として、高校

中退者の学び直しの場という御説明がありまし

た。そこで、お伺いしたいのですが、県内の定

通制の中で最も全日制高校にスタイルの近い東

高校昼間部において、高校中退経験を持って入

学または編入しているケースというのはどのぐ

らいあるんでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 平成23年度の新入学

者が79名おりましたが、中途退学を経験してい

る生徒は10名と報告を受けております。

○渡辺 創議員 今の答弁を伺うと、中退経験

者の割合は１割強と、意外と低いです。もう20

年近く前の話ですが、私は、宮崎市内の県立全

日制高校を中退して、この東高校の昼間部に再

入学をした、今のお話で言うところの１割強に

カウントされる生徒でした。その経験も踏まえ

て考えると、県内でも珍しい昼間定時という仕

組みは、実は中学校からそのまま入ってくるお

子さんたち、15歳のお子さんたちが大半なわけ

です。その意味では、中退経験を持って再チャ

レンジを図る子供たちの支援というのと同時

に、先ほどの教育長の答弁でいえば、２番目に

あった特技を伸ばすための時間を確保したい、

そういう積極的な目的を持った子供たちが活用

できる場としての側面を重視することが、学校

活性化のかぎだというふうに思います。例え

ば、芸術関係の素養を伸ばしたいと思っている

生徒さん、学校スポーツ以外のところでスポー

ツに熱心に取り組んでいる生徒なども思い浮か

ぶところです。教育長、恐らく宮崎県で一番学

力水準の高い生徒が集まるのは宮崎西高の理数

科だと思いますが、ここも定員80名、宮崎東高

校の昼間部も定員は80名です。私は、教育委員

会が、西高理数科と同じ数の県民が学ぶ教育課

程においては、当然同じような熱意を持って学

校のあり方、そしてまたどういうふうに進めて

いくのか、考えているというふうに信じており

ます。定時制昼間部を設置している目的とその

意義について、教育長にお伺いをしたい思いま

す。

○教育長（渡辺義人君） 定時制・通信制教育
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についていろいろと御質問をいただいて、あり

がとうございます。宮崎東高校定時制昼間部で

ありますが、平成２年度に、従来の夜間部に加

えまして、定員40名の新しい課程として設置を

いたしております。その設置目的は、多様化し

た生徒の教育ニーズにこたえるためでありまし

て、例えば、中途退学した生徒や、朝から夕方

までの授業を受ける全日制での修学が難しい生

徒、特技を伸ばすための時間と学びの時間を両

立したい生徒など、さまざまな事情を持つ生徒

に対応した新しい学びの場を提供いたしており

ます。

この学校の昼間部の特色といたしましては、

全日制の高校と違いまして、１つには、必要な

科目だけを選択し、授業のない時間は自由に使

うことができること、２つには、そのような自

由な時間の使い方ができる学校でありながら、

３年間で卒業が可能であること、３つには、必

要に応じて定時制夜間部や通信制の科目を履修

できること、４つには、制服がないなど自由な

校風であることなど、柔軟なスタイルで学ぶこ

とができることであります。このようなことか

ら、本校昼間部のニーズは高いものがありまし

て、平成13年度には定員を80名にふやしたとこ

ろでありますが、働きながら学ぶ生徒だけでは

なく、さまざまな入学動機や学習歴、ライフス

タイルを持つ生徒たちが、ともに学び合い、刺

激を与え合う場として大きな役割を担っている

と考えております。

○渡辺 創議員 いい学校なんです。卒業生だ

からよくわかります。ただ、目的を持って学校

を活用するという姿勢を持たなければ、なかな

か次が開けてこないというのも事実だと思いま

す。たくさんの御努力があることもわかってお

りますし、現実的な運用の中で課題があること

もわかります。しかし、それでも学校というの

は次に向かっての羽ばたきの場であると、私は

思っています。それを強く打ち出して、積極的

な学校をつくっていただきたいというふうに思

います。

同じ定通制に関してですが、これは質問にし

ておりましたが、質問はやめます。ぜひとも、

定通制の学校等について、その学習環境のさら

なる向上に、教育委員会としても御尽力をいた

だきたいと思います。先日、東高校の、10年来

プレハブの校舎が続いておりましたが、新しく

完成した校舎を見てまいりました。きれいな校

舎で、まさにすばらしいと思ったんですが、狭

い敷地の中で、窓をあけると、隣は２メーター

で大宮高校野球部のバッティングゲージがあり

ます。夜間、午後５時55分から始業する夜間部

もあります。ぜひとも、個別の理由にも御配慮

いただいた対応をいただきたい、これはお願い

にしたいと思います。

さて、定時制・通信制には、年に一度、県内

の生徒さんたちが一堂に会する生活体験発表会

というのがございます。ことしも10月２日に宮

崎市で行われまして、定通制の教育振興会会長

の坂口議員、また同参与の井上議員とともに私

も出席をして、生徒さんたちのお話を聞かせて

いただきました。私が感想を申し上げるより

も、すべての発表を真剣に聞いていただいてお

りました教育委員長に御感想を賜りたいと思い

ます。

○教育委員長（近藤好子君） 今、議員の御発

言にありました「定時制・通信制生徒生活体験

発表及び文化の集い」は、例年10月に開催して

おりまして、その中で生活体験発表として、定

時制・通信制で学んでいる発表者がそれぞれ思

いを語るものです。今年度も８名の生徒さん
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が、一度は学校で学ぶことを断念せざるを得な

かった過去の体験や、学ぶことから離れてし

まったかつての自分への振り返り、改めて学び

をスタートさせるに至ったいきさつや学ぶこと

への決意、支えてくださる人々への感謝など、

深く熱く語ってくださいました。会場の生徒さ

んたちは、発表者の思いを大変真剣に聞いてお

られました。発表者の思いは、会場にいる、と

もに学ぶ仲間への応援メッセージだということ

で、聞き手の心に届いていたんだと考えており

ます。

私も昨年とことし、出席というか、参加させ

ていただきました。その中で、感動はもちろん

なんですけれども、私の率直な感想は、私もあ

したから頑張ろうと思ったということです。そ

れは、力をいただいたということだと感じてお

ります。その力は、発表者の中に育っている自

分と向き合って前に進む、その生きる力が伝

わってくるからだと感じております。このよう

な取り組みは、教育の原点に触れることができ

る貴重な発表大会でありますので、今後とも、

私も私自身のためにも参加していきたいと考え

ております。以上です。

○渡辺 創議員 私もまさに同様の気持ちで聞

いておりました。知事に提案がございます。来

年必ずとは申し上げませんが、ぜひ会場にお越

しいただいて、生徒の発表を聞いていただきた

いというふうに思います。高校生全体から見れ

ば、一風変わった環境で学ぶ少数派かもしれま

せん。人よりも少し早く、少し多くつまずきを

経験した生徒が多いのかもしれません。しか

し、その彼らが今の歩みの中でまさに必死に紡

ぎ出そうとしている言葉に、ぜひ耳を傾けてい

ただきたいと思います。知事がお越しになれ

ば、必ずしも学びやすい環境ばかりで高校生活

を送っているわけではない生徒さんたちにも大

きな励みになると思いますが、知事、前向きな

御答弁をいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） ただいまの教育委員長

の話も伺いながら、強く関心を持ったところで

ございます。私も、日程の都合が許せば─例

年10月の第１日曜日ということでしょうか─

ぜひ出席の機会を持ちたいというふうに考えて

おります。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

残り幾つか質問させていただきます。まず、

県警本部長に伺います。聞くところによります

と、全国的には相変わらず振り込め詐欺の被害

が横ばいでいっているというふうに聞いており

ます。また、最近は訪問型と言われる手口も全

国的にはふえていると聞いておりますが、県内

の状況はいかがでしょうか。

○警察本部長（鶴見雅男君） 振り込め詐欺の

発生状況でございます。県内でまず最も多かっ

たのは、発生件数でいいますと、平成18年の262

件、被害額で申しますと、平成20年の１億8,978

万円でありました。本年は10月末現在で10

件、540万円ということで、大幅に減少している

という状況であります。全国的には、10月末現

在で5,220件の91億4,000万円の発生ということ

で、認知件数は約５％の減少でありますけれど

も、被害額は約43％の増額というふうに聞いて

おります。特徴でございますけれども、先ほど

ございましたように、特に首都圏を中心に、子

供や孫の友人等を名乗って電話をした上で、被

害者宅を訪問して現金をだまし取る手口、それ

から警察官等を名乗ってキャッシュカードをだ

まし取る手口、そういったオレオレ詐欺が増加

しておりますけれども、県内におきましては、

こういった形での訪問型のオレオレ詐欺の認知
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は発生しておりません。

○渡辺 創議員 ピーク時262件というのが今年

度は10件というのは、県警察のまさに熱心な取

り組みが功を奏していると思いますので、積極

的なアピールもされていいのではないかという

ふうに思います。

続けて、自転車で最近話題になっていますピ

ストに関して県内の状況はどのようになってい

るか、お伺いしたいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） ピスト自転車に

はブレーキがございませんので、これで公道を

走れば制動装置不良自転車運転に当たって、５

万円以下の罰金が科せられるということになり

ます。ピストにつきましては、３～４年前から

東京や大阪等で利用者がふえまして、歩行者と

の事故も発生するというようなことで、危険性

や迷惑性が指摘をされているところでございま

す。県内での大型自転車店ではピストの販売実

績がないようでありますし、県内でピストが関

与する交通事故も発生しておりませんので、利

用者は県内では少ないものというふうに考えて

おります。この７月から自転車利用者に対する

取り締まりを強化しておりまして、11月末現在

で交通事故絡みを含めて24件、違反を検挙して

おりますが、そのうちの１件がピストで県道を

走っていたというものであります。今後とも、

ピストによる公道走行につきましては、積極的

な検挙措置をとってまいりたいというふうに考

えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

続けて、県土整備部長にお伺いをします。宮

崎市を流れる八重川の河口付近から、隣接する

津屋原沼─通称タンポリと言われるところで

すが─その付近の河川の土砂の堆積が深刻に

なっています。地元の皆さんや関係者の皆さん

から対策を求める声が強く上がっております。

私も何度か現場に足を運びましたが、干潮時に

は水位がひざよりも下というぐらいの状況にな

ります。船の航行等にも問題が出る状況になっ

ています。管理者がいろいろ分かれていると

か、難しい問題があるのはわかりますが、ぜひ

横断的に、何とか問題の解決に向けて取り組ん

でいただきたいというふうに思います。部長の

御見解をお伺いしたいと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 八重川の河口

から津屋原沼までの間は土砂が堆積しておりま

して、船の航行に支障があるという話は、県の

ほうにもそういう声が届いておるところでござ

います。この区間は、管理者が国と県に分かれ

ておるところでございまして、国とも連携し、

対応については検討しているところでございま

すが、河川管理上は特に支障がない、そういう

状況にございまして、その対応に苦慮している

ところでございます。しかしながら、現地の状

況につきましては、十分認識をしているところ

でございますので、今後とも、国とも連携を図

りながら、検討を重ねてまいりたいと考えてお

ります。

○渡辺 創議員 難しい課題がたくさんあるこ

とはわかりますが、住民の皆さんにとっては、

管理者が国だ、県だとか、県の中で担当課が違

うということは、壁の向こう側の課題でしかあ

りませんので、ぜひ住民本位の姿勢で取り組み

を引き続きよろしくお願いしたいと思います。

続けて、質問としては最後のテーマといたし

ますけれども、県内におけるウイルス性肝炎患

者の現状、そしてまた他県では実行例のある患

者及び介添え者の交通費助成について、現時点

でのお考えを福祉保健部長にお伺いしたいと思

います。
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○福祉保健部長（土持正弘君） Ｂ型及びＣ型

肝炎ウイルスの感染者でございますけれども、

国内で300万人を超えているとも言われておりま

すことから、本県では、あくまで推定でござい

ますが、約３万人の感染者がいると推定をされ

ているところでございます。肝炎ウイルスは、

感染の後、持続感染により慢性肝炎を引き起こ

すことがあり、さらに肝硬変、肝細胞がんへ進

行することもありますが、肝炎ウイルス感染者

を早期に発見し、適切な治療を受けることがで

きれば、進行を防ぐことができます。このた

め、県としましては、保健所や医療機関での無

料検査を行いますとともに、慢性肝炎患者のイ

ンターフェロン治療等に対する医療費助成を

行っているところでございます。

お尋ねの肝炎ウイルス患者等に対する通院交

通費の助成につきましては、全国では、都道府

県でございますが、新潟県が遠距離の通院者

―片道50キロ以上ということでございますけ

れども―に助成しているという実態がござい

ますが、他の疾患との公平性の観点などから、

県としての事業化は難しいというふうに考えて

おります。今後とも、国において本年５月に策

定されました「肝炎対策の推進に関する基本的

な指針」に基づきまして、肝炎に関する対策の

推進に積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○渡辺 創議員 なかなか厳しい御答弁です

が、状況もわかります。

続けて、肝機能障害において障害者手帳の申

請が２年前から可能になっているかと思います

が、県内の実態を部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 肝機能障害に

つきましては、今御指摘がございましたよう

に、平成22年４月から身体障害者手帳の対象と

なったところでございます。本県では、23年９

月末でございますが、119名の方から申請があり

まして、85名の方に手帳を交付いたしておりま

す。

○渡辺 創議員 患者団体の方々からは、家族

の経済的な負担等を思って障害者手帳を申請し

て、交付を受けた後、２日でお亡くなりになっ

た患者さんがいらっしゃったりと、悲痛な思い

を伺っています。県の財政状況も非常に厳しい

中というのはわかりますし、またほかの難病も

含めて、できる限りの御支援を検討いただける

ようにお願いしたいというふうに思います。

質問は以上で終わりましたけれども、一言申

し上げさせていただきたいと思います。私は６

月議会の一般質問で、県庁本館正面玄関にあり

ます前東国原知事の人形とパネルの撤去を求め

ました。時間はかかりましたが、残っておりま

したパネルも今週初めには移動をされたようで

ございます。この間、知事には大変御迷惑をお

かけしたかもしれませんが、新しい宮崎の構築

に向けての、まさに自立に向けての第一歩が踏

み出せたようなすがすがしい気持ちでおりま

す。前回の質問後、批判も含めまして、さまざ

まな声をいただきました。その多くは、「よく

言った」というものでありました。多くの県民

の声を……（「本当か」と呼ぶ者あり）本当か

という御指摘も今、後ろのほうからありました

けれども、きちんと声を聞いた結果、御批判の

声もありましたが、多くの方は「よく言った」

と。議会においてそういうことを発言したこと

は正しいという御指摘もたくさんいただきまし

た。私は、県民の皆様の声に耳を傾け、そして

その声を質問にしたことは間違いなかったと確

信いたしております。これからも、一歩一歩前

を向いて進んでいきますことをこの場で宣言さ
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せていただいて、今回の質問を終わらせていた

だきたいと思います。どうもありがとうござい

ました。（拍手）

○外山三博議長 次は、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い一般質問をいたします。

宮崎県立高等学校教育整備計画は、社会の変

化や本県の生徒数の減等に対応しながら、魅力

と活力のある高等学校教育の推進と第２次宮崎

県教育振興基本計画の具現化を図ることを目的

として策定されます。計画期間は平成25年度か

ら平成34年度まで、10年間を見通した基本計画

となっています。子供たちが多くいる地域は活

力があり、言いかえれば学校は地域コミュニ

ティーの核であり、防災施設であり、地域振興

の大きな力でもあります。地域から高等学校が

なくなるという事態は、地域活力をもぎ取られ

る思いもあり、避けたいと、私自身はもちろん

のこと、関係地域の議員からの声が強く県議会

でも上がり、関係地区の首長からも要望が上

がっていることは御承知のとおりです。中山間

地域対策に懸命に取り組んでいる傍らで、地域

から学校という核を奪うようなことは胸が痛く

なるような思いです。ただ、現実的に言えば、

未来みやざき創造プランでも明らかなように、

本県人口構造の将来推計と予測は直視しなけれ

ばならないことも事実です。今回の宮崎県立高

等学校教育整備計画策定における議論は、宮崎

県の子供たちがどの地区でどのような高等学校

教育を受けることができるのか、その方向性が

明らかになるのではと注視しているところで

す。まず、知事に、各地区の高等学校の方向性

については地域に与える影響が大きく、また県

勢の均衡ある発展をかんがみ、政策的に知事と

関係市町村長との協議の場を持ち、十分議論を

重ねた上で、方向性を示すべきと考えますが、

お尋ねをいたします。

次に、近藤教育委員長に、宮崎の子供たちの

高等学校教育はどのようにあるべきか、また宮

崎県の教育について各市町村長との協議の場を

持つことについてどのようにお考えか、お尋ね

をいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、次は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

私は、未来を切り開き、心豊かでたくましく

生き抜いていける次代を担う宮崎の子供たちを

育てていくためには、魅力と活力のある教育環

境を提供していくことが大変重要であると考え

ております。そのような観点から、現在、教育

委員会におきまして、県立高等学校教育整備計

画を策定しているところでございまして、その

計画の中で各地区の高等学校の方向性も示され

ることとなるところでございます。私もこれま

で知事として、円卓トーク、これは各ブロック

ごとの市町村長さんとの意見交換の場でありま

すが、そういう円卓トーク等に出向いたり、ま

た市町村長の皆様が県庁においでになられたと

きにさまざまな要望などを伺ったところでござ

います。地元にある県立高校に対する強い思い

というものをそのような機会を通じてお聞きし

ておるところでございまして、こういう思いを

教育委員会に伝えているところでございます。

このことを踏まえながら、教育委員会におきま

して、生徒、保護者、地域のニーズ等を十分に

勘案するとともに、県民の代表である県議会の

御意見も十分にお伺いをしながら、生徒にとっ

てよりよい教育環境の提供という観点から、今

後、検討されていくものというふうに考えてお
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ります。以上であります。〔降壇〕

○教育委員長（近藤好子君）〔登壇〕 お答え

いたします。

宮崎の高等学校教育についてであります。私

は、高等学校に進学することは、多くの子供た

ちが自分の未来を考え、自分と向き合い、初め

て自分で選択する機会ととらえております。だ

からこそ、選ばれた高等学校教育は、生徒、保

護者の期待にこたえるものでなければならない

と考えております。また、子供たちによっては

進学や就職などで本県を離れていく現状がある

ことも踏まえ、進学した高等学校を自分で選ん

だという自負を持ち、生徒自身が社会の一員で

あることを自覚し、卒業後の未来を切り開いて

いく力を身につけることができるそのステージ

こそが高等学校であると考えております。その

ためには、高等学校におきましては、生徒自身

が自分の可能性に気づき、その可能性に向かっ

て挑戦し、自己実現を図っていくために必要な

知識や能力をしっかりと身につけることができ

る教育が求められています。

私は教育委員長として、また教育委員とし

て、これまで多くの高等学校を訪問してまいり

ました。現在のところ、28校訪問しておりま

す。それが十分とは思いませんが、どの学校に

おきましても、高校生が授業や学校行事等に対

して素直に真剣なまなざしで取り組み、地域を

思う姿に深い感銘を受けました。先日、訪問し

ました学校で、子供たちが「地域の活性化のた

めに」というテーマで、自分で問題点を見つけ

て取り組んでおりました。次に何を取り組むか

というところが空欄で、それをじっと見つめて

おりました。私は、その空欄を見つめていると

いうことが大事なんだと、そのとき思いまし

た。また、高校の修学旅行で東京に行きます際

に、本人たちがグループで企業訪問を企画して

いらっしゃいました。そのときの一つに、先ほ

ども話題に上がりました東京の物産館のＫＯＮ

ＮＥを訪問先としておりました。私は、生徒さ

んに、「どうしてＫＯＮＮＥを訪問するの」と

聞きましたところ、「何が売られているのか、

どのように売られているのか、だれが買ってく

ださっているのかを見てみたい」というふう

に、目をきらきらさせて答えてくださいまし

た。大変私はうれしいとともに、心強く感じた

ところです。このような生徒さんたちのために

も、高等学校教育をより一層、充実、発展させ

ていかなければならないと考えているところで

あります。

次に、各地区の高等学校の方向性についてで

あります。先ほど知事の答弁にもありましたよ

うに、私は、子供たちに魅力と活力ある教育環

境を提供していくことが大切であると考えてお

ります。そのような観点から、現在、県立高等

学校教育整備計画を策定しているところであ

り、その計画の中で各地区の高等学校の今後の

方向性も示すこととしております。この計画の

策定に当たっては、各地域の皆様の声に十分に

耳を傾けることが非常に重要なことであると考

えておりまして、教育委員会におきましては、

平成21年度から２年間にわたり、市町村教育長

や保護者代表者等から成る高等学校教育に関す

る協議会等を県内各地域で延べ29回開催するな

どして、御意見や御要望を幅広く伺い、この協

議会からことし２月に報告をいただいておりま

す。また、教育委員会にお見えになった際や地

域で開催された会議におきまして、市町村長や

地元の皆様が語られました地元にある県立高等

学校への強い思いにつきましても、事務局から

報告を受けております。今後とも、生徒、保護
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者、地域のニーズ等を十分に勘案するととも

に、県民の代表者であられます県議会の皆様な

どの御意見も十分にお伺いしながら、生徒に

とってよりよい教育環境の提供という観点から

慎重に検討してまいりたいと考えております。

以上です。〔降壇〕

○井上紀代子議員 大変含蓄のあるといいます

か、そういう御答弁をいただいて本当にありが

とうございました。ある意味では、宮崎県の高

等学校教育というのはこの方向性で行くんなら

大丈夫かなというふうにはちょっと思ったとこ

ろです。ただ、高等学校教育整備計画のことに

つきまして、何点か教育長にお伺いをしたいと

いうふうに思っています。魅力ある、特色ある

高等学校というのが再三私どもの耳にも入って

くるわけですけれども、それはどのような学校

だと考えておられるのか、お聞きしたいと思い

ます。

○教育長（渡辺義人君） 魅力ある高等学校と

は、中学生にとっては行きたい学校、保護者に

とっては行かせたい学校であり、生徒が卒業後

に、行ってよかったと誇りを持てる学校である

と考えております。そのため、各学校におきま

しては、確かな学力を身につけさせること、豊

かでたくましい心をはぐくむこと、そして健や

かな身体をはぐくむことなどの教育を充実する

ための取り組み、さらには生徒が自立した社会

人、職業人となるための意識や態度を育成する

ことなどが求められていると思います。このよ

うなことにつきまして、それぞれの学校が生徒

の実態を踏まえまして、創意工夫を重ねなが

ら、特色ある教育活動を展開することが魅力あ

る学校につながると考えております。県教育委

員会といたしましては、それらの特色づくりの

ためにどのような手だてが必要であるのかな

ど、現在、高等学校教育整備計画を策定する中

で検討しているところでありまして、今後、そ

れぞれの学校の魅力と特色づくりが推進できる

ように支援してまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 実は、普通科の通学区が撤

廃をされてから、学級数というのは宮崎市に集

中しているのではないかなという印象を持っ

て、資料の提供をお願いしたところ、そうは変

わっていないと。教育委員会のほうからいただ

いた資料ではそういうふうな状況になっており

ました。ただ、宮崎の県立高校というのは、宮

崎市内にあるのは大体、10学級から11学級とい

うふうになっているわけです。学級数の多い宮

崎市に高等学校を増設する考えというか、その

方向性があるのかどうか、そこを確かめておき

たいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 現在の宮崎県立高等

学校再編整備計画におきましては、全日制高等

学校の１学年の適正規模につきまして、４学級

から８学級を基本としておりますが、この基準

を超えている１学年９学級以上の学校は、現状

として宮崎市内の普通科高校３校でございま

す。新たな高等学校の設置についてであります

けれども、宮崎市内の中学校の卒業者数が減少

していく傾向があると予測されますことから、

その必要性は極めて低いと考えられますが、今

後の適正規模の基準や適正規模への対応につい

て新たな計画を策定する中で検討していくこと

としております。

○井上紀代子議員 また、計画の中に、不登校

経験者や中途退学者等への支援についてという

のが明記されているわけです。先ほど渡辺創議

員から、定時制・通信制に通っておられる方の

昼間部の方の思いというか、そのあり方という

か、そこを指摘させていただきましたが、それ
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に関連してでもあるんですけれども、不登校経

験者や中途退学者等への支援、受け皿づくりと

いうことについて、現実にその方向性という

か、そのお考えがあるのかどうか、それを教育

長にお伺いしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 不登校を経験したり

高等学校を中途退学した生徒がそれぞれの可能

性を切り開いていくためにも、新たな学びの場

を確保していくことは大変重要なことであると

認識いたしております。このために、生徒がそ

れぞれ自分のペースで学ぶことができるよう、

定時制や通信制の高校へ単位制を導入しますと

ともに、宮崎東高等学校通信制課程の定員を50

名ふやすなどの対応をしてきたところでありま

す。また、それぞれの学校におきまして、悩み

を抱えた生徒に対応するため、中途退学対策対

応教員や高等学校カウンセラー等を各学校の実

態を踏まえながら配置しまして、相談体制を充

実させるなど、支援に努めてきたところであり

ます。県立高等学校においては、過去３年間、

減少傾向ではありますが、依然として相当数の

不登校生徒や中途退学者がおりまして、それら

の生徒のための学びの場の工夫が必要であると

考えております。さらには、在籍する生徒が不

登校や中途退学等にならないように、生徒指導

や相談体制のより一層の充実が各学校には求め

られております。このようなことから県教育委

員会といたしましては、不登校生や中途退学者

等への対応を重要な課題ととらえまして、宮崎

県立高等学校教育整備計画を策定する中で、そ

の対策について検討しているところでありま

す。

○井上紀代子議員 次に、高等学校の入学者選

抜制度の推薦制、これについての評価と今後の

考え方についてお伺いをしたいと思います。実

は、私自身が非常に疑問を持っていますのは、

私の息子の次男がちょうど30％推薦制が始まっ

たころの高校１年に入学するかどうかという時

期でございました。それについては、非常に疑

問があり、私は教育長室の前に座り込んでおっ

たこともありました。そういうふうにして抗議

をさせていただいたという経過もありました。

この入学者選抜制度の持つ、推薦制の持つ意味

合いというのが、やっぱりきちんと評価を含め

て総括される必要というのがあるというふうに

思っています。そしてまた、今、中高一貫校、

それから中高一貫連携、もう一つは地域の中学

校との連携というのもあるわけです。非常にわ

かりにくい点もあるんですが、推薦制について

の評価と今後の考え方について教育長にお伺い

しておきます。

○教育長（渡辺義人君） 推薦入学者選抜制度

につきましては、１つには、特色ある高等学校

づくりを進めること、２つには、あらゆる角度

から生徒の適性や能力を見ること、３つには、

中学校の教育指導全般を充実させること、４つ

には、中学校、高等学校相互の一層の充実を図

ることなどをねらいといたしまして、昭和61年

度に導入いたしまして、その後、見直し、改善

を図りながら実施してまいったものでありま

す。毎年実施しております中学校、高等学校へ

のアンケート等によりますと、推薦制度につい

てはおおむね評価をされているものの、一方で

は、３割以上の生徒が学力検査を受けずに入学

してくることから、基礎学力の定着に影響があ

るのではないかと懸念する声もございます。さ

らに、平成22年度末にいただきました宮崎県学

校教育改革推進協議会の報告では、現行の制度

を今後も維持しながら、選抜方法については、

中学生段階における学習習慣の定着や基礎学力



- 165 -

平成23年12月２日(金)

を身につけさせるという観点や、当該高等学校

における学習に適応できるかどうかを見るとい

う観点から、面接等に加え、学力検査を導入し

ていくことを検討していく必要があるという提

言をいただいているところであります。そのよ

うな提言の趣旨も踏まえまして、推薦入学者制

度がよりよいものとなるように検討していると

ころであります。

○井上紀代子議員 次に、特別支援学校で一つ

顕著な学校であります今回の延岡しろやま支援

学校についてお尋ねしておきます。この人的体

制の決定状況についてお伺いしておきます。

○教育長（渡辺義人君） 来年４月に開校を予

定しております延岡しろやま支援学校は、聴覚

障がい、知的障がい、肢体不自由の３つの障が

いに対応した総合的な専門教育を行いますとと

もに、就学前からの子育て支援を行う地域教育

支援センターや、卒業後に向けた就労や生活の

支援を行う自立支援センターなどを有する全国

的にも特色のある学校を目指しております。

お尋ねの学校の人的体制でありますが、現

在、検討している段階ではありますが、国の基

準を基本としながらも、特に開校当初に円滑な

学校運営が行われるよう配慮することが必要で

あるというふうに考えているところでありま

す。今後、開校時における児童生徒数を見きわ

めながら、学校の特色が発揮されるように、さ

まざまな観点から適切な人員配置を検討してま

いりたいと考えております。

○井上紀代子議員 しろやまには、今まで養護

教諭の先生というのが３校にいらっしゃったわ

けですけれども、その方たちの人員がもし削減

されるとするなら、修学旅行も含めてですけれ

ども、しろやまでどこか行こうかという、修学

旅行でも行こうかとなると大変厳しい状況にな

るのではないかというふうに思っています。人

的な適切な配置というのはどういう配置なのか

というのは十分御検討いただいて、保護者を含

めて、もちろん先生方もですけれども、不安が

ないようにしていただきたいというふうに思っ

ています。また、手話ができない先生が生徒を

教えるようになるとするなら、非常に難しい状

況にもなっていくのではないかというふうに大

変危惧しておりますので、人的配置というのは

大変注目に値するというか、今後のしろやまの

ありように対して大きな分岐点になるのではな

いかというふうに思っておりますので、今回、

しっかり数も出していただきたいと申し上げた

ら、まだそこまでは至っていないということ

だったので、私もそこまでは強く求めませんで

した。

最初、知事に申し上げましたとおり、高等学

校の設置がどこになるのか、どんなふうにして

地域の子供たちが学ぶことができるのかという

ことは、やはり政策的にもしっかりと考えてい

ただきたい内容だというふうに思っています。

そこの地域にいらっしゃる市町村の長の方とも

しっかり―知事は円卓会議、トークとかも含

めて、今後、市町村長さんとは十分な協議を踏

まえていきたいというのは、最初から、就任当

時から言っておられますので、そこに期待を申

し上げたいと思っています。

私が今回、教育委員会に求めました資料のう

ちの一つに、一般運営費からはじき出した、生

徒１人当たりに幾ら費用を使っているかという

のを求めさせていただきました。一般運営費と

は、電気料・水道料等の光熱費、校舎の環境整

備等の維持費、教員・生徒用の教材費や実習

費、事務用・教材用の物品購入費、これは職員

の給与は除いてあります。その中で、宮崎大宮
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高校２万9,927円、東高校は５万7,366円、そし

て農業関係のところというのはちょっと高く

なっているわけですけれども、県立高校で都城

泉ヶ丘高校３万6,494円、ずっといきますと、高

鍋高校３万8,353円、延岡高校３万9,906円、突

出して五ヶ瀬高校44万6,365円になっているわけ

です。では、五ヶ瀬の地域の子供たちはどこに

行っているかというと、五ヶ瀬の中高一貫校に

２名ぐらいしか行っておられないんです。ほか

の方は残念ながら高千穂高校に行かれるか、そ

れか延岡にも行かれるんでしょうけれども、蘇

陽高校に行ったりされているわけです。これを

均衡ある、バランスのいい学校と言えるのかど

うかと。教育予算の使い方と学校の配置のあり

方と学校の特色、これはまた教員給与にも関係

することなんですけれども、十分な学力をつけ

るということはどういうことなのかというと、

やっぱり先生の数というのは大きいわけです。

五ヶ瀬高校は40人ぐらいしかいないけれど

も、20人、20人で、十分な先生たちが対応して

いくわけです。英語の習得を含めてですね。で

は、ほかのところにも学校の先生がそれだけい

たらどうなのかということがやっぱり問題視さ

れるし、議論をしなければいけないところだと

思うんです。先ほど魅力ある、特色がある、活

力があると言われたときに、一番思いつくのが

進学率かなと。それに就職率かな、その次が部

活の特出した何かやっているのかなというふう

に見られてしまうと思うんです。教育委員長

も、それから教育長も熱心に学校教育のことに

ついて、宮崎県の教育についてやっておられ

て、一方で、それをバックアップじゃないけれ

ども、宮崎県内の子供たちに一番大きなかかわ

りがあるところでの予算の使いようというのは

どうしていくのかということは真剣に議論をさ

れて、この計画が策定された段階のときに各市

町村長さんも納得がいく形をとっていただける

ように、今後も議論を深めていっていただきた

い。これは私の要望ですので、答弁は要りませ

んが、そのように考えておりますので、よろし

くお願いいたします。

次に進みます。観光振興のことなんですけれ

ども、再三にわたって観光振興の問題が取り上

げられておりますので、その中で私は、昨日の

松村議員が発言された宮崎県の観光の今の現状

というのは、これはそのとおりだと思っていま

す。たくさんの資料を私も持っていますが、ま

さに松村議員がきのう言われたとおりだという

ふうに思っています。だったら、どう今度それ

をはね返していくのかということが重要だと思

うんです。

先日、南九州観光議員連盟の会をしたとき

に、鹿児島、熊本は非常に盛り上がっておりま

した。宮崎は、一人残されたような感覚がする

わけです。たくさんのいいものを持ちながら、

この状況です。まず、私は、やっぱり子供たち

が、宮崎県の子供たちが宮崎県を見ることもで

すし、他県からも見ていただきたい、このこと

は大変重要だと思っているんです。宮崎県の子

供たちは修学旅行でどこに行っているかという

と、小学生は鹿児島県です。１泊２日。中学生

は大体関西、多分これはなんばグランド花月だ

と思うんですが、そこあたりに行っているんで

す。３泊４日です。高等学校は大体、信越とか

関東方面に行っています。海外に行くケースも

非常にふえています。こういう状況なんです。

他県から宮崎県にはどうやって来ていただくの

か、その努力はどうされているのかということ

について現状を部長にお伺いしたいと思いま

す。
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○商工観光労働部長（米原隆夫君） 教育旅行

の誘致につきましては、近年、大変厳しい状況

が続いておりまして、その強化というものは本

県観光にとりましても大きな課題であるという

ふうに考えております。教育旅行の最近の傾向

としましては─これは宮崎県から出ていく場

合も来る場合もそうでございますが─体験学

習とか環境学習などを組み込む行程が主流と

なっておりまして、このため、体験型観光資源

を活用した「ゆっ旅」や、サーフィンを初めと

するマリンスポーツを体験する「波旅」、さら

には本県で集積が進んで、本県の一つの特性と

言えるのではないかと思います太陽光発電関係

の学習などを盛り込みました教育旅行素材集を

作成して、近県はもとより、関西・中国地方に

おいても学校や旅行会社等に対して積極的な誘

致活動を展開しているところであります。

特に、本県とアクセスがよくて、最近、正直

申し上げまして修学旅行が減っている鹿児島県

の教育関係者の方々に対しましては、具体的に

申し上げますと、鹿児島県の県教委、鹿児島市

の教委のほう、それから特に鹿児島県内の校長

先生方が構成する鹿児島県連合校長協会、こち

らのほうに先日、私どものほうも本県の教育委

員会の職員にも一緒に行っていただきまして、

本県の現状、それから本県が持っている教育旅

行の対象となる資源について御説明をし、本県

への教育旅行の実施について検討いただくよう

強くお願いをしてきたところでございます。

また、海外という面もございますので、海外

からの誘致につきましても、九州各県との連携

による現地商談会や教育関係者の招聘事業を活

用し、本県の自然、文化はもとより、農業体験

や農家民泊など魅力ある体験メニューのＰＲを

行ってきたところでありまして、このような中

で、例えば五ヶ瀬町の農家民泊、これは日本の

生活文化の体験や地域住民との触れ合いが高い

評価を得ているところでございます。

こうした取り組みの結果として、奈良県とか

広島県からの教育旅行の入り込みも見られるよ

うにはなりましたけれども、まだまだ少ない状

況でございますので、今後とも、国内外からの

誘致に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○井上紀代子議員 やっぱり子供が動くと親は

絶対動くんです。子供が行ってみてよかったと

ころというのは、やっぱり親も一緒にまた行っ

てみようということになる可能性も非常に高い

と思いますので、ぜひ修学旅行のことについて

はもっと熱心にやっていただきたいし、もう口

蹄疫のことを理由にはできなくなると思うんで

す。いかに安全であるか、安心であるかという

ことのアピールと同時につくり上げていってい

ただいて、修学旅行生がいっぱい声を上げてい

ただけるようにしていただきたいと思っていま

す。

宮崎で修学旅行で負けるようなところがどこ

にあるのかなとちょっと思うんです。私は、西

都原考古博物館なんていうのは最高の場所だと

思います。ここを抜きにして修学旅行があるな

んて思いもしないんですけれども、宮崎県内の

子供たちも絶対あそこには１回行って、話を聞

いて、古代に夢をはせるというか、そういうこ

とがまさに必要なところだと思うんです。だか

ら、単なる観光スポットとして持っているだけ

ではだめなんです。売り出さないとだめなの

で、そこはしっかりとやっていただきたいと

思っています。

私は、そういう意味でいうと、観光振興の大

きなポイントになるところは、知事が提唱され
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た100万泊県民運動、これだと思うんです。内

的、外的、呼び込まないといけないんです。呼

び込まないといけないけれども、再三にわたっ

て私も議会で、県民が宣伝マンになることとい

うことについては申し上げてきましたが、100万

泊県民運動というテーマの設定の仕方、これは

知事の発想として本当にすばらしい発想だと思

いますし、これをしっかりとした―先ほど部

長からもお話を聞きましたが、具体的であるこ

と、楽しいこと、このことが必要だというふう

に思います。

実は、ちょっと御紹介しますと、私の議会

バックアップの会というのがありまして、その

方たちは、私の名前はついているけれども、お

よそ自主的にということなんですが、ミステリ

ーバスというのを走らせているんです。１回目

のときは小さなバスでした。今回、11月26日に

やったんですが、そのときにはもう大型バスに

なっておりました。大型バスでどこに行くかと

いいますと、今度の４月の私の統一自治体選挙

のときのキャッチフレーズは、「みやざきが一

番」だったんですが、それをまさに実行しよう

ということで、西都原考古博物館、次が宮崎県

農業科学公園ルピナスパーク、ここで敷き物を

敷いてお弁当をいただきました。そして、帰り

には、科学公園の事務の方から花の種とかいた

だいて帰りましたし、そこで農産物をしっかり

買い込んでバスに乗りました。次が延岡の企業

であります千徳酒造さんにお伺いしました。そ

のときに、イケメンが来るから、さわってもい

いし、何をしてもいいということを言われたん

ですが、そのイケメンというのは田口議員でし

た。次が日向の馬ヶ背のクルスの海だったんで

すが、クルスの海はバスの中から見たんですけ

れども、そのときの発想は何かというと、こと

しの嫌なことは捨てて、来年に向かっていいお

願いをクルスの海でしようというのがテーマで

した。その次が都農のワイナリーに行って、バ

スの中は禁酒、禁煙、禁欲、禁出来心というの

がテーマでしたので、それで結局お酒を飲んで

いないので、千徳さんの試飲でがっぽり飲ん

で、ワイナリーでがっぽり飲むみたいな感じ

で、ただ酒をずっと飲んでいくみたいなところ

だったんですけれども、都農のワイナリーでも

しっかりと、千徳さんでもたくさん買いました

けれども、ワイナリーでもしっかり―たくさ

ん来られている、バス１台ですので結構な人数

なので―買って帰られました。非常に楽しく

て、また次行くから、また次行くからという感

じですね。宮崎は、特に西都原考古博物館は非

常な人気で、次は絶対にゆっくりした時間で自

分は行きたいということを再三にわたって参加

されている方に言っていただきました。

私は、年明けはよく七福神めぐり、海岸沿い

にあるところの七福神、これは北からおりてく

る、今山さんから行くのか、下から青島から行

くのか、こういう七福神ですね。それとか、先

ほどいろんな何旅、何旅、何旅というのがあり

ましたけれども、その中でもいっぱいいろんな

ものが、考えられるものがあると思うんです。

ただ、100万泊県民運動ということはわかるけ

れども、それが具体的にどういうことで、どこ

に行って、どんなことが楽しくて、何ができる

のかということをきちんとお知らせする、そう

いうプレゼンをするということが大変重要なの

ではないかというふうに思っているわけですけ

れども、知事の100万泊県民運動としてのテー

マ、これは今後どう進めていかれるのか、知事

の思いを聞かせていただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘ありますよう
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に、県外、国外から観光客を引っ張ってくるの

は大変重要ですし、そのためには、まず宮崎県

に住む我々が宮崎のよさを実際に体験して十分

知る必要があると、大変重要な御指摘かと思っ

ております。私の政策提案でも掲げた100万泊県

民運動でございますが、県民一人一人、今、113

万県民が１人年間１泊すれば100万泊になると。

一人一人の小さな積み重ねが大きな経済効果

を、人が動く、金が動く、もたらすことができ

るのではないかということとともに、やはり県

民がふるさと宮崎を知る機会になるのではない

かということ、それから受ける側としても、い

ろんな地域についての気づきにつながるのでは

ないか、さまざまな効果を期待してということ

でございます。まずは県民の皆様にこういうコ

ンセプト、こういう考え方を知っていただい

て、では実践しようかという気持ちになってい

ただくことが大変重要であるかと思っておりま

す。

まだ形になっていないところでございます

が、私ごとながら、100万泊、100万泊というの

を言っておりますと、うちの家族が、うちの家

族は全然家族旅行をしていないと、強い陳情、

要望を受けたところでございまして、非常に私

ごとで恐縮ですけれども、あさって、朝、えび

ので仕事があるものですから、あすはえびのに

行って泊まるということになって、３年ぶりの

家族旅行をするきっかけになりました。ですか

ら、そういう運動をやっているというのが一つ

のきっかけになって、いろんな団体が、では県

内に行ってみようかと、そういう動きになれ

ば、展開になればということを期待しておると

ころでございます。

このようなことから市町村や民間団体などと

も連携をしながら、県民の皆様に県内の地域資

源や観光地などを知ってもらい、それを行動に

移していただけるような環境づくりというもの

をこれから進めてまいりたいというふうに考え

ております。議員御指摘のように、楽しみなが

ら新たな出会いや発見をしていく、大変これも

おもしろい、意義あることだと思いますので、

今後の取り組みをしっかりと形にしていきたい

というふうに考えております。

○井上紀代子議員 私は今回、西都原考古博物

館に行ったときに、あそこのパネルの中に書い

てあった言葉に物すごく感動したんですけれど

も、その言葉は、「現代の農業は文化を生み出

す力を失いつつある。だから、いま一度文化を

生み出す農業を取り戻す必要がある」、この

メッセージはすごく大きなものがあると思うん

です。私は、行って、ただ楽しんで見て帰っ

て、すっと帰るのではなく、先ほど教育委員長

からも何回かありましたが、感動を自分の中で

感じて、自分がそうして動き、また伝えていく

ということが非常に大事なのではないかなと思

う。もう磨き上げなくてもいいようなものがた

くさんあるわけですから、いかに今度は発信を

していくかということが大事だと思いますの

で、その発信をしっかりとやっていただきたい

というふうに思います。

それでは次に、防災のことについて質問をさ

せていただきます。

まず、防災の目的というのは、一つは人の命

をしっかりと守るということだというふうに思

います。それとやはり今後、私どもがしっかり

と対策をとらなければならないのは、安全な避

難場所と避難経路を確保するということ、災害

に強い地域づくりをするということ、防災施

設、防災拠点、そしてライフラインの点検と補

強を日常的にしておくということ、防災情報伝
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達体制の整備と確実な運用が必要であるという

こと、防災意識の向上、防災教育、避難訓練、

こういう充実をしていくということが大事だと

思うんです。

そして、私どもが持っていました、今まであ

りました地域防災計画の最初の主たる地震なん

かは、マグニチュード7.5ぐらいを想定していた

と思うんですけれども、これは絶対にマグニ

チュード９以上を想定しなければいけないとい

うふうに思います。だったら、そこからまず変

わっていかなければいけませんし、そこから発

想するということ、そこから具体性を持った対

策をとるということが絶対に必要だというふう

に思います。それで幾つか質問をして、最後に

またお願いをしたいと思いますが、まず災害時

の孤立可能性集落、その集落がどのくらいある

のか、お尋ねしておきたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 平成22年度末の取

りまとめ結果ということになりますが、本県に

おきまして、風水害等によります孤立の可能性

のある集落、これは571集落となっております。

集落が孤立しました場合には、食料や飲料を初

めとした物資の供給などを含めましたさまざま

な支援が必要となりますが、支援を行います市

町村役場と孤立集落の間の情報通信が断絶しま

すと、これらの支援を迅速的確に行うことが困

難となる、こういう状況も想定されるところで

あります。

したがいまして、県といたしましては、１点

目としまして、市町村が行います集落への衛星

携帯電話の配備の促進、２点目としまして、一

般の通信回線、これが被災しました場合に早期

復旧するための通信事業者との連携、３点目と

しまして、一般の通信回線、これが途絶えた場

合の防災行政無線の機能強化など、災害時にお

きまして、孤立集落と行政等が双方向での情報

通信が確保されるように取り組んでいるところ

であります。

○井上紀代子議員 次に、私は、避難勧告が発

令されてもなかなか地域の住民の方たちが逃げ

ていただいていない、避難していただいていな

いということとかを大変心配しているんですけ

れども、災害発生時に市町村が的確に避難勧告

等を発令して、発令に伴って住民がより確実に

避難をする、これについて県はどのように取り

組んでおられるのか、そこをお聞かせいただき

たいと思います。

○総務部長（稲用博美君） さまざま災害によ

ります人的被害、これを減じていくためには適

時的確な避難が重要であると考えております。

特に、風水害に関しましては、これまでにも数

々の教訓が残されているわけですが、ことし近

畿地方で甚大な被害を出しました台風12号、こ

のときにおきましても、避難勧告が発令されな

かった地区の被害発生、また避難勧告が深夜と

なった事例があったというふうに伺っておりま

す。避難勧告等の発令につきましては、市町村

長の権限となるわけでありますが、県といたし

ましては、各市町村に対しまして、避難勧告等

の判断・伝達に関しますガイドラインを示しま

して、具体的な判断基準の策定を働きかけてお

ります。また、避難勧告、避難指示等が的確に

発令されるように、こういうことで促進をして

おります。それから、自主防災組織、これを充

実強化しまして、県、市町村、学校、職場、地

域などで避難訓練と啓発など、これも行ってお

りまして、より確実な避難がなされるよう取り

組んでいるところであります。

○井上紀代子議員 次に、防災拠点のことにつ

いてお尋ねをしておきたいと思います。昨日の
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質問の中で、丸山裕次郎議員、それから押川修

一郎議員に対して、災害対策の指揮と実行でき

るその拠点についての質問がありましたら、そ

れは検討委員会を設置するということを知事が

答弁しておられました。ただ、防災拠点という

ものの役割というのは、本庁舎だけではなく

て、全体的な対策の拠点として、情報収集、物

資の配給、救急医療の支援等の機能を担う施設

が県内では幾つか必要なんです。その拠点につ

いて県の考え方をお伺いしておきたいと思いま

す。

○総務部長（稲用博美君） 防災拠点の関係で

いきますと、狭義、広義というふうにあるだろ

うと思います。後方支援の拠点というようなこ

とも含めて考えるべきだと思っております。今

回の東日本大震災におきましては、被害の甚大

さ、超広域的な広がりということによりまし

て、災害の発生後から応急対策、復旧に至りま

す段階におきまして、膨大な量の情報、物資、

支援人員を国内のみならず世界から集め、的確

に整理、配分することが必要となったところで

あります。このような状況に対応していくため

には、あらかじめ後方での支援拠点となる施

設、これを想定して物資の備蓄を行うなど一定

の整備をすることが求められると考えておりま

す。今回の震災では、岩手県の遠野市におきま

す後方支援拠点が大規模な自衛隊や医療関係

者、ボランティアなどを受け入れるなど、支援

のための拠点として役割を果たした事例である

というふうに思っております。県といたしまし

ては、今回の事例も踏まえまして、同様の拠点

の確保に向けまして、情報収集や検討に着手し

ているところでございます。

○井上紀代子議員 医療と食料と情報、これを

後方支援といいますか、そういうことがしっか

りとできないと、本当の意味で宮崎県内全体の

命を守るということはなかなかできないと思い

ますので、その施設の議論をしっかりとやって

いただきたいと思います。せめて中央、それか

ら県北、県南、これは確保していただきたいと

いうふうに要望しておきたいと思います。

丸山裕次郎委員長を中心として防災の条例を

つくったとき、私もそこの中の委員として入っ

ておりました。そのときに、事業者の責務とい

うところをきちんとうたってはいたんです。う

たってはいたんですが、東日本大震災を受けて

改めて企業防災という視点というのが本当に必

要なのだなということを実感いたしました。あ

の条例をつくったときの感覚と今の感覚とは相

当な違いがあります。やっぱり地域を本当に早

目に復興させていくには、防災の目的は人の命

を守るということと、もう一つは産業を守ると

いうことだと思うんです。そのときに企業防災

ということをきちんとやっておかなければいけ

ないと思いますが、東日本大震災の教訓を踏ま

えて、企業防災の重要性について県としてどの

ように考えて、今後どのような対策に取り組ん

でいかれるのか、お聞きしておきます。

○総務部長（稲用博美君） 東日本大震災にお

きましては、多くの企業で施設・設備や従業員

が被災したことによりまして、企業活動が継続

できなくなりました。このために、被災地が大

きなシェアを占めておりました部品の不足、あ

るいは他企業への部品の供給が滞るなど、国内

外において社会・経済に深刻な影響を与え、ま

た地域の雇用や経済力が大きく損なわれるな

ど、非常に大きな課題となっております。本県

におきましても、企業防災の重要性は認識して

いるところでありまして、これまでに県内の中

小企業を対象としました企業防災セミナーを県
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内で４回開催し、企業防災や企業の業務継続計

画、いわゆるＢＣＰの策定について研修を行い

ましたほか、出前防災講座などさまざまな機会

をとらえまして、企業の防災に関する普及啓発

にも取り組んできたところでありますが、今回

の震災の状況を踏まえまして、ＢＣＰの普及な

ど企業防災の充実に向けまして、さらに取り組

んでまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 次に、私自身、大きな災害

というのを、実際、東日本のあの地域の皆さん

のところに会派調査ということで行かせていた

だいて、何回か見させていただいたら、やっと

胸に迫ってくるというか、頭の中でわかってい

るのと実際というのは非常に違うものがあるな

ということは実感をしているところです。私は

今回、いろいろ学習させていただきましたが、

その中で今後、東日本大震災の教訓から男女共

同参画の視点を踏まえた被災者支援というのを

しっかりとしていかなければいけないというこ

とを実際いろんなところに行って学んでまいり

ました。というのが、平成７年の阪神大震災、

そのときと平成16年の中越地震、それを受け

て、国も防災基本計画の改正の中で男女共同参

画の視点を入れるということを明確にしていま

す。そして、平成17年の男女共同参画基本計

画、この中に防災復興の分野の男女共同参画を

盛り込むということを明記しています。そし

て、第３次男女共同参画基本計画の中では第14

分野というところで、地域、防災・環境その他

の分野における男女共同参画の推進というのを

しっかりとうたっておられます。

実は、いろんな避難所での問題点というの

が、発災後、実際あったわけです。そして、男

女共同参画の視点からさまざまな問題が浮かび

上がったと。発災後の避難所での物資の備蓄や

提供に関する問題点として、生理用品、おむ

つ、粉ミルクがない。また、粉ミルクはあって

も、哺乳瓶、離乳食がなかったとか、生理用品

や女性用下着が届いても、男性が配布をしてい

るため、もらいに行きづらかったということと

か、避難所運営に関する問題として、授乳や着

がえをする場所がなく、女性が布団の中で周り

を気にしながら着がえしていたと。女性用の物

干し場がないため下着が干せない。女性が起き

たら、知らない男性が横に寝ていたと。それか

ら、女性だからということで当然のように炊き

出しの仕事を割り振られて、朝早くから夜遅く

まで食事の用意や片づけに追われて、その合間

に子供の面倒や両親の介護を行ったというよう

なこととか、いろいろな問題点があるんです。

その後、これは宮城の新聞なんですが、被災し

た夫婦のＤＶが増加をしたというような記事と

かもあるわけです。「災害のときにそんなこと

を言っておったってだめよ」と言う方もいるか

もしれないです。でも、それは、起こっていな

いときからその視点を持って取り組めば、変わ

るというふうに思いますので、そこをしっかり

と受けとめた取り組みを今後されるおつもりが

あるか、そこをお聞かせいただきたいと思いま

す。

○総務部長（稲用博美君） 議員のお話にもあ

りましたとおり、東日本大震災における被災者

支援に関する課題として、震災のストレスなど

さまざまな原因によります配偶者等からの暴力

あるいは性犯罪、高齢者、女性、障がいを持っ

た方への人権侵害など、避難所等において少な

からず発生していたというふうなことを伺って

おります。現在の県の地域防災計画におきまし

ても、市町村が運営します避難所の環境整備に

おいて、男女の違いや災害時要援護者への配慮
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を求めているところでありますが、このような

東日本大震災におきます状況を教訓に、今後の

本県及び市町村におきます防災対策の見直しの

中でも重要な課題の一つとして取り組む必要が

あるというふうに考えております。

この問題に対しましては、政府におきまして

も、来年度までかけて男女共同参画の視点から

の対応の調査を行いますとともに、被災者支援

に関する新たなマニュアルの整備を行うという

ふうになっております。県といたしましても、

これらの検討結果を踏まえつつ、県内の関係団

体等からの御意見も伺いながら、地域防災計画

の対策を見直し、市町村に対しましては、より

実効性の高い避難所運営マニュアルの策定と実

施体制の確保、これを強く要請してまいりたい

というふうに考えております。

○井上紀代子議員 どうぞよろしくお願いして

おきたいと思います。また、議会のたびごとに

点検もさせていただきたいというふうに思いま

す。

次に、最後ですが、がん対策についてお伺い

をしていきたいと思います。

今、県議会における医療対策特別委員会にお

いて、がん条例の制定に向けて努力中です。こ

の委員会は、私は、久々にヒットの、いい委員

会ではないかなというふうに思っているところ

なんですが、専門的な知識のある議員もいまし

て、その方からの資料提供、そして議員間の議

論も非常に進んでいるという点でいえば、非常

にいい条例ができ上がっていくのではないかと

思います。ただ、条例は、それは理念条例では

だめなわけで、実効条例でなければいけないん

です。県民に広がり、実効性のあるものでない

といけないということなんです。実効性を高め

るということを含めて、今回質問させていただ

きますが、がん対策を推進する上で関係団体等

と、これはマスコミも入ってなんですが、幅広

く連携した県民運動の展開が必要と思います

が、県民運動化していくおつもりがあるかどう

か、知事にお尋ねをしておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） がんは日本人の２人に

１人が罹患すると言われておりますことから、

すべての県民がその予防や早期発見の重要性を

認識するとともに、市町村や関係団体と一体と

なって、がんに負けることのない社会の実現に

取り組むことが大変重要なことと考えておりま

す。このため、現在、県におきましては、県民

の啓発に資する事業としまして、民間企業や団

体と連携をしまして、宮崎県がん検診受診率向

上プロジェクトに取り組んでいるところであり

ます。今、御指摘にありますような県議会にお

きます条例制定の動き、これがなされていると

いうことでございますので、その内容もしっか

り踏まえまして、今後、県民や関係団体などが

幅広く連携しました全県的な取り組みを進めて

まいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 知事の御出身地であります

広島県に行きました。県民運動の会長は衣笠祥

雄さんでした。何かすごくいいですね。こうい

う形ですそ野を広げていっていただきたいとい

うふうに思って期待をしています。

次に、がん登録の取り組みなんですけれど

も、その推進に当たって住基ネットを活用する

考えがおありかどうか、お尋ねしておきます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現在、がん登

録につきましては、がん診療連携拠点病院等を

中心にいたしまして、各病院単位で院内がん登

録に取り組んでいるところでございますが、地

域がん登録につきましても、平成24年度中の開

始に向けて検討を行っているところでございま
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す。地域がん登録の運用方法の具体的な設計に

当たりましては、個人情報の取り扱いに留意を

しながら、御指摘のありました住民基本台帳

ネットワークシステム、この活用も含めて検討

してまいりたいというふうに考えております。

○井上紀代子議員 がんについては、やっぱり

喫煙の影響というのは非常に大きいというふう

に言われています。私は、総務部と教育委員

会、それから県警の喫煙と禁煙の対策の状況に

ついてお尋ねをしておきます。よろしくお願い

します。

○総務部長（稲用博美君） 知事部局でござい

ますが、平成23年度、喫煙者866名ということ

で、喫煙率にしますと22.6％というふうになっ

ております。喫煙対策として、保健指導の必要

な喫煙者に対しましては、定期健康診断時であ

りますとか健康教育におきまして禁煙指導を

行っております。そのほか、５月31日の世界禁

煙デーに合わせまして、禁煙の推進、受動喫煙

の防止について職員への普及啓発を図っており

ます。また、各庁舎におきましては、分煙の徹

底に努めているところであります。

○教育長（渡辺義人君） 県立学校職員の喫煙

状況について申し上げます。平成23年５月１日

現在の調査では、喫煙者数550名、喫煙率13.3％

となっております。また、禁煙対策の具体的な

取り組みにつきましては、学校敷地内での全面

禁煙の実施を初めといたしまして、保健指導員

を学校に派遣しての禁煙指導、さらには公立学

校共済組合と連携して禁煙サポートセミナーを

開催し、専門医による講義や問診、禁煙補助薬

ニコチンパッチの処方を行うなど、県立学校職

員の禁煙を支援しているところであります。

○警察本部長（鶴見雅男君） 警察職員の喫煙

者は、本年５月末現在で職員全体の34.6％、781

人であります。県警におきましては、禁煙を進

めるために禁煙マラソンというのをこの９月１

日から実施しております。禁煙を決意した職員

に対しまして、同じ職場の喫煙しない上司、同

僚等が伴走者として激励の声かけなどの支援を

するということによりまして、マラソンを想定

した90日間の禁煙を継続させて喫煙者の減少を

図ろうと、そういう施策でございます。現在、

喫煙者のうちの約７割、540人余りがこれに参加

をし、完走を目指しているところでございま

す。

○井上紀代子議員 県警の取り組みは物すご

く、何というんですか、参考になると思うんで

す。これは、県警が出している「ひゅうが」と

いう本、部内誌なんですか、その中に禁煙マラ

ソンを完走しようというのがあるんですけれど

も、本当に楽しげなんですね。そして、禁煙マ

ラソン実施要領なんかを見ますと、中身をよく

わかって、みんなで楽しみながら禁煙し、体づ

くりをもう一回していこうという、そういうや

り方というのは非常にいいと思うんです。押し

つけられてじゃなくて、本当に自分の体を考え

て、そのことを実行しようとしたら、やっぱり

こういう取り組みというのは非常に具体性が

あっていいと思います。政策も含めてすべてそ

うなんですけれども、やっぱり一工夫あるとい

うことは大変大事なことではないかなというふ

うに思っています。

県民の健康にわたるお金を大量に─きのう

ちょっと議論がありました社会保障費をたくさ

ん使うことにお金をかけるのか、それともそれ

に参加しつつ、みんなが楽しみながら自分の健

康づくりをしていくのか、この違いというのは

非常に大きいと思うんです。たばこによる害が

大きいということについては、認識のありよう
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というのは高いと思うんです。これは熊本県の

たばこ対策の取り組みということで熊本県が出

している―熊本県は葉たばこ全国１位です。

その中でも、認識をきちんとしながら、禁煙取

り組みをしていこうとしています。私どもも

しっかりと、がん対策をする以上は、それを受

けて立つほうの側もしっかりとやったほうがい

いというふうに思います。

私の質問のすべてを終わります。ありがとう

ございました。（拍手）

○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午後０時３分休憩

午後１時０分開議

○十屋幸平副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、清山知憲議員。

○清山知憲議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の清山知憲でございます。６月以来、待ちに

待った一般質問でございます。きょうは原稿を

読まないで質問させていただきますので、知

事、執行部を初め、心のこもった誠意ある答弁

を何とぞよろしくお願い申し上げます。

さきの宮崎神宮の神武さまにおきましては、

御神幸行列に渡辺議員と一緒に参加させていた

だきました。私は、ちょうど30年前の10月31日

土曜日、神武さまの初日の夜に宮崎市内で誕生

いたしまして、この宮崎県の代表的な行事とは

御縁を感じておりますけれども、この伝統が末

永く続き、また宮崎県が発展していくことを祈

念申し上げた次第でございます。また、先日、

気管支肺炎ということで入院されておりました

天皇陛下が御無事に退院されましたことを、心

よりお喜び申し上げたいと思います。天皇陛下

におかれては、東日本大震災発生以来、皇居で

の自主節電に加えて、被災地でのたび重なる訪

問など、大変体に御負担がかかっていたのかな

と思いますけれども、一刻も早い御平癒を心よ

りお祈り申し上げております。

それでは、以下、おおむね通告に従って質問

させていただきたいと思います。

河野県政が始まってもうすぐ１年がたとうと

しておりますけれども、そろそろ河野県政の方

向性が見えてくるころかなと思います。河野知

事は、県外出身であるからこそ、宮崎県のこと

を客観的に眺めることができるのかなと思いま

すけれども、この宮崎県固有の価値というもの

を見出して発展させることこそ、私は県政の役

割であるかなと考えております。知事がかわる

たびに、宮崎県のイメージや基調となるような

コンセプトがころころ変わってしまっては、全

く一貫性もありませんし、宮崎県のそうした本

質的な価値の発展、発信にもつながらないと考

えております。そうした点にこそ河野カラーを

見出していただき、頑張っていただきたいなと

思いますが、河野知事の考える宮崎県固有の価

値、ほかの地域をもってはかえがたい唯一無二

の価値とは何なのかお尋ねして、以下、質問者

席より質問させていただきます。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

宮崎県固有の価値についてであります。

私の政策提案の中でもお示ししていますとお

り、本県はさまざまな潜在力に恵まれておりま

す。豊かな自然環境や安全・安心で豊富な農林

水産物はもちろんでありますが、他県出身の私

にとりましては、穏やかで優しい県民性や、地
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域に残された人と人とのつながりというものを

非常に印象深く感じたところでありまして、こ

れらは、次の時代に引き継いでいくべき大切な

大切な宮崎の財産であると考えております。ま

た、本県は、古事記や日本書紀に描かれた天孫

降臨にまつわる神話・伝説の地でありまして、

高千穂の夜神楽や西都原古墳群など、県民の心

のよりどころとして、長い年月受け継がれてき

た文化や歴史といったものも、全国に誇ること

ができる大切な価値であると考えております。

以上であります。〔降壇〕

○清山知憲議員 フォーカスがなかなか絞り切

れないような印象を受けてしまいますけれど

も、そういうちょっと総花的であることそのも

のが、河野カラーになりつつあるのかなとも最

近は思います。私は、後半の神話にかかわると

ころ─宮崎県は、この日本国の起源を記した

古事記、日本書紀にも登場してまいりますし、

また、そうした古事記や日本書紀の中心にあら

れる皇室、そして日本国の象徴であり、立憲君

主制の中心であられる皇室の起源、そうしたも

のを有するという事実そのものが、やはり宮崎

県がこの国の中で誇るべき固有の価値かなと思

います。現に、県外の観光客の訪問先上位を見

ますと、高千穂、鵜戸神宮、西都原古墳群と、

いずれも神話にかかわるスポットで、そうした

県外の方々というのは、宮崎県のそうした本質

的な価値というものに引かれて来るのではない

かと思いますけれども、改めて、この神話・歴

史の伝承・発展・発信のために県が取り組んで

いることは何か、お尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 「神話のふるさと」と

呼ばれる本県におきまして、神話・歴史の伝承

と発信の取り組みは大変重要であると考えてお

ります。小中学校におきましては、社会科や国

語科、さらには総合的な学習の時間における

「ふるさと学習」の取り組みなどにおきまして

神話を取り上げておりまして、国の形成に関心

を持たせたり、昔の人々の物の見方に気づかせ

たりするなどの学習を行っておるところでござ

います。私ごとで恐縮ですが、私の小学校４年

の娘も大変関心を持ちまして、夏休みの自由研

究は古事記を勉強して、何か絵をかいたり、ま

とめておったりしたところでございます。ま

た、県教育委員会が開設しております「ひむか

学」のホームページにおきまして、宮崎の神話

に関するコーナーを設置するとともに、県立図

書館に宮崎の神話を学べる講座を開設したり、

総合博物館では宮崎の歴史をわかりやすく展示

したりするなど、子供たちや若い世代に本県の

神話・歴史を伝える取り組みに努めているとこ

ろであります。さらに、これまでも神話などを

貴重な観光資源の一つとして位置づけまして、

県の観光情報サイトの「旬ナビ」を活用した情

報発信や、「ひむか神話街道」として神話や伝

説を紹介するための物語集、ルートマップなど

の作成を行っております。また、来年は古事記

編さん1300年を迎えるということで、私も県の

広報紙12月号にその旨を書いて、県民の皆様に

もお知らせしたところでありますが、古事記と

本県のかかわりなどについても、広く県内外に

ＰＲしてまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。それ

でもやや貧弱な取り組みなのかなという印象を

受けてしまうんです。趣旨確認の段階ではもっ

ともっと少なかったんですけれども、いろいろ

頑張ってかき集めてこられたのかなと思います

が、その「ひむか学」のホームページとかは、

私もきのう初めて拝見しましたけれども、なか

なか一般の県民の方々は余り見ませんよね。そ
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の前に、宮崎県のホームページ、トップページ

を拝見しましても、ざっと一見したところ、神

話の「し」の字も出てこないし、神話や歴史と

いったイメージの一片も感じ取ることができな

い。やはりそういったところから、取り組みが

まだまだ貧弱なのかなと思いますし、また宮崎

県の長期総合計画─これは大体２部で、前半

が20年後を見据えたビジョン編と、後半がアク

ションプラン、４年間の行動計画になってい

て、このビジョン編の第３節に「宮崎県の特

性」と、宮崎県のことが書いてあるんですね。

宮崎県を記述されている。この特性をるる見た

んですが、地理的特性とか自然環境は書かれて

いるんですけれども、歴史的特性といった宮崎

県最大の特徴が書かれていない。これはとても

僕は残念に思いました。来年、知事がおっ

しゃったように、古事記編さん1300年を迎えま

すけれども、県内のある宮司さんとお話をして

いたところ、この1300年の記念に向けて、宮司

さんとしてはあらゆる努力を惜しまないと、い

ろんなことをやっていきたいけれども、県から

こういうことをしてほしいとか、そういった協

力要請は全くないし、何も伝わってこないと、

そういう声がありました。翻って、例えば島根

県は、知事も御存じかもしれませんけれども、

平成22年から企画して、「神々の国しまね」プ

ロジェクトと題して─読み上げますけれども

─神話をテーマとするブランディング、ふる

さと再発見の県民運動、地域素材を旅行商品

化、そして「神話博しまね」の開催というふう

に、観光にとどまらず、県民を挙げて大々的に

取り組んでおられますけれども、やはり神話の

本家本元である宮崎県こそ、観光にとどまらな

い宮崎県の教育、文化、県民生活全般にわたる

全庁を挙げた取り組みが必要じゃないかなと。

それも来年だけにとどまらず、今後ずっと必要

じゃないかなと。県外から県を訪れる方にとっ

ては、それぞれの地域の文化、独特の文化って

非常に魅力を感じるところで、例えば宮崎県を

訪れると、どこに行っても神話や歴史のイメー

ジを感じるとか、あとは極端な話、宮崎県に来

ると西暦を使っていなくて皇紀で言うとか

─2671年とか、知事は歴史的仮名遣いを使う

とか着物を着ているとか。極端な話ですけれど

も、本当に何でもおもしろいと思うんですよ

ね。そうした統一した基調となるコンセプト、

そうしたものを持って、県を挙げて何か取り組

みを強化していただくことはできないでしょう

か、意気込みをお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、神話

や伝説というものが、本県にとって貴重な歴史

的な資産であり文化的な資産、そして一つのア

イデンティティーであるというふうに考えてお

ります。総合計画の記述についても、今、御指

摘をいただいたわけでございますが、いろんな

形でこれから、来年の1300年というのも一つの

はずみにして、神話・伝説─改めて自分たち

の足元を見詰め直し、いろんな形での発信に取

り組んでまいりたい、そのように考えておりま

す。

○清山知憲議員 やはり100年たっても残る宮崎

県の価値とは何かと考えると、そうしたものが

出てくるのかなと思いますし、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。

関連して、神話との関係を考えますと、宮崎

県にとっては皇室は特別な存在であり、皇室に

とっても、起源を有するこの宮崎県は特別な地

であるはずだと思いますけれども、近年、そう

した皇室との関係、縁を感じる機会が非常に少

ないと感じます。例えば、この宮崎神宮への御
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皇族方の参拝の歴史を見ても、昭和54年までは

結構頻繁に皇族方が参拝されておりましたけれ

ども、昭和54年に昭和天皇が御親拝されて以

降、30年間、ただ一度だけ平成18年に高円宮妃

久子様が御参拝されたのみでございます。こう

した皇室、ひいては宮内庁との関係もありま

す。先ほどの西都原古墳群もあります。皇室、

宮内庁との関係・連携強化について、どういっ

た県としての姿勢、取り組みがあるのかをお伺

いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘にありましたよ

うに、いろんな縁もあるというところでござい

ます。最近、ことしのことであれば、口蹄疫以

来、鳥インフルエンザ、新燃岳と大変な状況に

ある本県のことを、天皇皇后両陛下が心配して

くださいまして、２月15日に私も皇居に直接御

説明に参ったところでございます。宮崎県民に

対する心温まるお見舞いと励ましの言葉を賜っ

たところでございます。また、被害の状況も熱

心にお尋ねになりましたし、以前、宮崎におい

でになったときの御記憶の中で、ＳＡＰの農業

青年の研修の活動、それについて特段の言及が

ございまして─今「みかんの花」を毎年、皇

太子御夫妻にお届けしておるところでございま

すが、以前、たまたま何か病気をされたとき

に、根のついたものをお持ちしたところ、それ

を東宮御所にお植えになって、それから今ミカ

ンができていると、そのようなお話もあったと

ころでございます。大変、いらっしゃったとき

の記憶を大切に、また宮崎のことを思ってくだ

さっているということを受けとめて、うれしく

思ったところであります。また、昨年の８月の

高文祭―高等学校総合文化祭のときには、口

蹄疫直後、大変な思いをしておりますときに、

秋篠宮・同妃殿下と佳子内親王がおいでくださ

いまして、何とか立ち上がるぞと、我々は大変

励ましをいただいたと、そういうこともござい

ます。また、御案内のとおり、本県は、梅原猛

先生の本であります―私も総務省時代４年

間、直接お仕えしたところでありますが―

『天皇家の“ふるさと”日向をゆく』にも記さ

れておりますように、古事記、日本書紀におき

まして、神武天皇が生まれた地ということで、

広く伝えられておるところでございます。本県

にとりまして、そういう身近な存在でございま

すので、今後とも、天皇陛下を初め皇室の皆様

方に対しましては、県民の皆様ともども、心か

ら敬愛の念を持ちまして接してまいりたい、そ

のように考えております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。ある

人に伺ったところによると、前の黒木博知事な

んかは、いろいろと事あるたびに宮内庁へ足を

運んで、いろいろと良好な関係強化に努めてい

たと伺います。皇族方は、公私にわたって割と

県内を訪れておられると伺っておりますけれど

も、やはりそうした折には、最大限、県として

は把握して、歓迎の姿勢を整えていただきたい

し、宮内庁とも良好な関係を構築していただき

たいと思います。

続きまして、まだまだ神話に関連して質問さ

せていただきますけれども、県内には県立中学

校が３つございまして─五ヶ瀬中学校、泉ヶ

丘中学校、そして西高附属中学校があります。

それぞれの県立中学校が、来年度から使う歴史

教科書採択状況を発表されまして、いずれも帝

国書院ということで一致して決まったようです

が、この帝国書院の歴史教科書─僕も余り見

たことがなかったんですけれども─をこの

間、拝見したら、かなりゆゆしき記述を発見い

たしました。今までるる申し上げてきましたよ
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うに、宮崎県と神話、皇室との関係というもの

は特別なものがございますけれども、この手元

の資料をごらんいただきたいんですが、左側の

ほう、「天皇は，神の子孫であることを否定し

て，「人間宣言」を出しました」と、手元の資

料には書かれていると思います。その裏側に

は、この根拠となった昭和21年１月１日の「新

日本建設に関する詔書」─これは原典が記載

されておりますけれども、ここには神の子孫で

あることを否定されたという事実は全くありま

せん。天皇陛下が神であること、現つ神である

ことを否定されたということはありましても、

神の子孫であることは否定されていない。これ

は完全な誤りだと思いますけれども、知事はい

かが思われますか。

○知事（河野俊嗣君） 今、御指摘のありまし

た教科書の記述であります。1946年の１月１

日、昭和天皇が国民に発せられました「新日本

建設に関する詔書」にあります「天皇ヲ以テ現

御神（アキツミカミ）トシ」のくだりから、こ

のように書かれたものと考えられます。この詔

書の解釈につきましては、さまざまな受けとめ

方があるというふうに考えておりますが、御質

問の記述のある教科書につきましては、国の教

科書に関する審議会によりまして、専門的・学

術的に公正・中立な審議を経て検定に合格した

ものと、それに基づく記述であると考えており

ます。

○清山知憲議員 知事、教科書検定のプロセス

を伺ったのではなくて、知事のこの記述に関す

る見解、考えを伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） そのような検定を踏ま

えて、専門的・学術的に公正・中立な審議を経

た上での記述であるものと受けとめておりま

す。

○清山知憲議員 知事、ここに記載している

「新日本建設に関する詔書」は、天皇陛下が出

されたもので、公文書の中では最上位に位置す

るもので、これが根拠になります。ここに書か

れていないんですけれども、知事は、そうした

歴史事実の認識を教科書検定審議会、そうした

外部のところに依拠するんですか。

○知事（河野俊嗣君） 記述にはいろんな幅が

あると思いますが、あくまでもこの教科書にお

きましては、そういう専門的・学術的な観点か

ら、中立・公正な立場でのチェックがなされて

いる、そういうものとして受けとめているとい

うことを申し上げております。

○清山知憲議員 しつこいんですけれども、教

科書検定に関しては伺っておりません。知事

は、昭和天皇が一度でも神々の子孫であること

を否定されたとお考えですか。

○知事（河野俊嗣君） 済みません。その件に

ついては、よく承知しておりません。

○清山知憲議員 教育委員長にも同様の質問、

この記述に関していかが思われますか。

○教育委員長（近藤好子君） 昭和天皇が国民

に発しました「新日本建設に関する詔書」につ

きましては、さまざまな解釈があり得ると思い

ます。このような解釈にかかわる記述に関しま

しては、発行者の考えに基づいてはおります

が、御質問の記述のある教科書につきまして

は、教科用図書検定調査審議会の審議を経て検

定に合格しており、多くの専門家によるさまざ

まな角度からの調査の積み重ねが反映されたも

のであると考えております。

○清山知憲議員 私は、教科書検定のプロセス

について伺ったのではなくて、やはり神々の子

孫であることを否定したというのは、宮崎県に

とって非常にゆゆしき表現ですね。本当に天皇
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陛下が、今の皇室が、神話との関係を否定され

た事実はないんですけれども、それを否定され

たとあらば、今の宮崎県の神話や歴史的遺産と

いうものはすべてフィクションということにな

りますが、その点に関して、もう一度、最後、

知事の考えを伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 質問議員は、そのよう

なとらえ方をされているということでございま

すが、私は必ずしもそこの部分が神話との関連

性を否定したと、そこまでのものというふうに

は受けとめていないところです。いずれにせ

よ、この記述というものは、専門家の客観的・

公正な審査を経てなされているものでございま

すので、私どもはそれを受けとめております。

○清山知憲議員 次の質問に移ります。その右

側のページに移りますけれども、「７月のポツ

ダムでの会議でアメリカ・イギリス・中国の名

前で日本の無条件降伏をうながす共同宣言を出

しました（ポツダム宣言）」とあります。これ

も原典を裏に記載しております。ポツダム宣言

の外務省訳を記載しておりますけれども、ここ

には５番目に「吾等ノ條件ハ左ノ如シ」という

ふうに降伏条件を明記しております。これは無

条件降伏ではないと考えるんですけれども、知

事のこの記述に関する見解を伺います。

○知事（河野俊嗣君） ポツダム宣言における

無条件降伏の解釈につきましては、条件付降伏

であったとか無条件降伏であったなど、さまざ

まな研究がなされ、さまざまな見解があるとい

うふうに伺っております。いずれにしまして

も、質問のこの教科書につきましては、先ほど

述べたとおりでございますが、そういう国の教

科書に関する審議会によりまして、専門的・学

術的に公正・中立な審議を経て記述がなされた

ものと、チェックをして合格されたものだと、

そういうものとして受けとめておるところであ

ります。

○清山知憲議員 教育委員長はいかがでしょう

か。

○教育委員長（近藤好子君） 知事がただいま

述べましたように、ポツダム宣言における無条

件降伏につきましては、さまざまな研究がなさ

れていると聞いております。したがいまして、

御質問の記述のある教科書につきましては、先

ほども述べましたとおり、教科用図書検定調査

審議会の審議を経て検定に合格しており、多く

の専門家によるさまざまな角度からの調査の積

み重ねが反映されたものと考えております。

○清山知憲議員 知事、せっかくこうやって原

典を用意したので、真摯に読んでいただきたい

と思いますが。知事はきのう、かつて外交官を

志したとおっしゃっていましたけれども、御存

じだと思いますが、日本史上有名な外交官で重

光葵─当時の外務大臣─は、９月２日に戦

艦ミズーリ上で降伏文書に署名をした方ですけ

れども、その翌日、９月３日には、マッカーサ

ーを訪れて命がけで折衝しております。それ

は、日本は無条件降伏したのではなくて、ポツ

ダム宣言の条項に書いてあるとおり降伏条件が

あると、この降伏条件を守ってほしいという命

がけの折衝をしております。知事、日本がここ

で無条件降伏したかどうかというのは、近現代

史における非常に大切なポイントで、占領期に

さまざまな諸制度が定められておりますけれど

も、そうしたものの正当性にもかかわる問題で

す。私はこの件に関しては、外務省国際法課と

も電話でいろいろ確認させていただきましたけ

れども、改めて、知事、この記載について、い

かが思われますか。

○知事（河野俊嗣君） 私は、そういう経緯、
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それから連合国軍からどのような回答がそれに

対してあったのかも含めて、正確な知識なり知

見を持たないところでございます。私としまし

ては、先ほど言いましたような国の検定等を経

たこの教科書の記述を受けとめておるところで

ございます。

○清山知憲議員 この後、教育長への質問があ

りましたけれども、申しわけありませんが割愛

させていただきまして、引き続き知事に、

ちょっと私は満足のいかない答弁でしたので伺

いますけれども、この教科書の右側の下のほう

に、大変ゆゆしき表現があります。知事は広島

県出身でございますが、私は、原子爆弾の投下

に関しては、国際法上明らかな違反的な行為

で、どうあっても許されない非人道的行為だと

思います。どんな事情や理由があろうとも許さ

れない。そして、後世の人たちには、同様の核

兵器使用を認めないためにも、そうした原爆の

投下の背景には、一片の理由、事情の余地もな

いということを伝えていかなければならないと

考えておりますけれども、この教科書には、

「ポツダム宣言を日本が黙殺したため、アメリ

カは戦争の早期終結とともにソ連に対して優位

にたつため、８月６日に広島に原子爆弾を投下

しました」とあります。新学習指導要領の歴史

項目によると、「様々な資料を活用して歴史的

事象を多面的・多角的に考察し公正に判断する

とともに適切に表現する能力と態度を育てる」

とありますけれども、私は、こうした核兵器の

使用に関して、このような一方的で非人道的な

記載は見たこともありませんし、宮崎県の中学

生がこれを読んで育つのは非常に残念だと思い

ますが、いかが思われますか。

○知事（河野俊嗣君） 議員の見方につきまし

ては、今おっしゃったとおり、そのような見方

をされたというふうに受けとめたところでござ

います。非人道的な記述という話がございまし

たが、原子爆弾というものが、国際法の根底に

ありますような人道主義に非常に著しく反する

大量破壊兵器であるということについては認識

をしておるところでございますが、ここの記述

につきましては、先ほど言いましたような

チェックをなされて記述がなされているものと

いうふうに受けとめております。

○清山知憲議員 最後にいたしますけれども、

政治家になられた知事としては、やはり個人的

なきちんとした歴史的認識を持っていただきた

いと思いますし、決してそこを国の検定審議会

とか、そうした外部のところに判断を依拠して

いただきたくないなと思って申し上げました。

これはここまでにしておきます。

続いて、副知事に質問させていただきます。

副知事は、河野知事が県外出身であるために、

地元の人間を採用してくださいというような声

があったにもかかわらず、河野知事の強い思い

で、農水省を退職し副知事になられましたが、

牧元副知事ならではの、牧元副知事でなくては

ならなかった今までの８カ月のお仕事、また、

これからの意気込みについてお伺いできればと

思います。

○副知事（牧元幸司君） 私の取り組みについ

ての御質問でございます。

私は、副知事といたしまして、庁内の業務全

般につきまして、知事を補佐するというのはも

とよりでございますけれども、とりわけ県政の

重要課題の中の一つでございます口蹄疫からの

再生・復興につきましては、農水省における行

政経験というものを生かしながら、まず一つは

防疫の徹底、これは二度と口蹄疫を起こさない

ということがまずもって大事でございますの
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で、この防疫の徹底、それから畜産農家の経営

の再開・安定といったようなところに重点的に

取り組んできたところでございます。その中

で、口蹄疫の被害というものについては、これ

はもちろん農業だけではなくて、商工業、観光

にも及んだところでございます。そしてまた、

防疫の徹底を図る上におきましては、これは農

業関係者だけではなくて、さまざまな業界の方

々の御協力が必要なわけでございますので、私

といたしましても、空港・港湾でございますと

か、ホテル・観光でございますとか、こういっ

たさまざまな業界の方々に直接足を運びまして

協力要請をしたところでございます。それから

また、口蹄疫からの再生・復興にとどまらず、

やはり県政の推進に当たりましては、現場を大

事にするといいましょうか、まず現場を見て現

場の皆さんの御意見を聞くというものが、まず

何よりも大事だというふうに考えておるところ

でございます。この現場主義ということにつき

ましては、私も公務員になりましてから、諸先

輩方からも常に教えられたことでもございます

し、また、知事におかれても、県民との対話と

いうものを非常に重視されて、いろいろなとこ

ろに出向かれて対話を行っているところでござ

いますけれども、私も同様に、中山間地域を含

め、県内いろんなところに足を運びまして、い

ろんな皆さんとの対話というものを重視してい

きたいというふうに考えております。最近にお

きましては、例えば、西都・児湯地域におきま

して、畜産農家の皆さんと意見交換をしたりと

か、あるいは延岡の北浦、島浦に行って、漁業

関係者の皆さんと意見交換をしたりとか、いろ

いろとやらせていただいておりますけれども、

これはまだまだ自分でも不十分だというふうに

思っておりまして、引き続き、現場に赴いて、

できるだけいろんな皆さんとのお話を通じまし

て、そのことを県政の推進に生かしていきたい

というふうに考えております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。牧元

副知事の知識と経験を生かして、ぜひ口蹄疫の

復興に励んでいただきたいと思いますし、知

事、副知事と２人しかいないので、また、今後

４年間、任期はありますので、ぜひとも県政全

般にわたって、その能力を生かして頑張ってい

ただきたいなと思います。

続いて、病院局長へお伺いします。さきに中

村議員から県病院に勤める職員のプロパー化に

ついて質問がありましたけれども、私もこれは

大賛成で、実際にほかの県においても、県病院

に勤める県職員の３分の１程度は、医療専門職

としての専門職化を進めているようなところも

ございますし、やはり県立病院のそれぞれの事

務長─民間病院であれば、事務長というのは

経営のほとんどを掌握していて、もちろんトッ

プに医師という立場で院長、理事長がいるんで

すけれども、実際に収益を上げるものとか経営

に関することは、事務長がすべてを握ってい

て、長年携わっておられると。そうした観点も

必要かなと思いますので、何とぞ検討いただけ

ればと思います。そして、研修事業についてお

伺いしたいんですが、来年から宮崎県内で研修

医として勤める内定した医学生の数というの

は61名ということで、昨年の29名から倍増し

て、少しは県内の医療体制に明るい兆しが見え

てきたのかなと思いますけれども、県立病院で

研修を開始する人数としては８名ということ

で、昨年とするとちょっと伸び悩んでいると。

こうしたところに関する今後の研修事業への局

長の意気込みと、それから、私が６月に質問さ

せていただきました研修事業を支える専門の県
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職員の配置についていかがか、お伺いしたいと

思います。

○病院局長（甲斐景早文君） まず、臨床研修

をサポートする専任職員の配置でございますけ

れども、病院現場の負担軽減や医学生から見た

魅力的な研修病院づくりを進める観点から、現

在、宮崎病院への配置に向けて準備を進めてい

るところでございます。また、平成24年度の臨

床研修医のマッチング結果については、議員の

ほうから今御指摘がありましたとおり、宮崎病

院が８名となりましたが、25年度に向けて、専

任職員の配置のほか、現在勤務しております若

手医師を研修医・医学生の相談窓口とするなど

の体制整備や、フェニックスプログラムを初め

個々の研修プログラムの魅力向上のための見直

し等を行うとともに、本年に引き続き、県外に

おける病院説明会等への積極的な参加や各病院

ホームページの充実等により、県立病院の臨床

研修のＰＲ強化を図るなど、研修医の確保に全

力で取り組んでまいりたいと、このように考え

ております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。

続きまして、県立宮崎病院の医師定数につい

てお伺いします。県立宮崎は86名というふうに

医師定数が定まっておりまして、現在100％充足

しているというような説明を委員会等でも受け

ますけれども、現場を見ますと、救急専属の救

急専門医がずっと不在が続いているのに加え

て、ほかの専門科においても、なかなかスタッ

フ不足で大変だという声を伺います。こうした

現場の状況とこうした医師定数には、非常に乖

離、矛盾を感じるんですが、この医師定数につ

いては、撤廃か、もしくは現実に見合った形で

の増加を考えていただけないでしょうか、お願

いいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 病院局における

職員定数は、現在、1,387名でございます。この

定数の範囲内であれば、職員を配置できるとい

うふうに認識いたしております。お尋ねの県立

宮崎病院の医師数については、条例等に基づく

定数ではございませんで、看護師あるいは薬剤

師など、さまざまな職種ごとに設定している目

標数の一つでありまして、その性格は必要数の

目安というべきものであるというふうに考えて

おります。このため、今、御指摘にありました

ように、宮崎病院における目標数は、既に86名

に達しているわけでございますけれども、お話

にもありましたように、救命救急科あるいは地

域医療科などの医師については、病院長ともど

も現在確保に努めているところでございます。

このように、目標数は弾力的な性格のものであ

りますので、その都度増員する必要はなく、ま

た、延岡・日南両病院の休診科の解消や総数の

確保が最重要課題となっている現状からも、こ

の目標数を撤廃する考えというものはございま

せんけれども、宮崎病院において、さらに必要

な医師の確保につきましては、病院長と十分協

議しながら、引き続き、柔軟に対応してまいり

たいと考えております。

○清山知憲議員 弾力的に取り組んでいただき

たいと思いますし、引き続き、延岡、日南のほ

うも全力を挙げていただきたいと思いますけれ

ども、やはりこうした医師の定数そのものの数

字というものは、外部から評価する。例えば知

事がそうした資料を見るとか、ほかの議員が資

料を見たときに─私だったら現場の声とか伝

わってきますし、これは100％満たしているけれ

ども、なかなかそうではないのよねというとこ

ろがわかります。ただ、それ以外の方々にとっ

ては、こうした数字というのが大事な指標であ
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りますので、また今後とも、いろんな面で検討

いただければと思います。

引き続き、平成23年度アクションプランの工

程表についてお伺いします。県立病院の場合

は、病院局として、指標を一つだけここに掲げ

ております。病院事業全体における収支、平

成26年8,900万円のプラスということで掲げてお

りますけれども、これにあわせて、県立病院の

最大のミッションである良質な医療の提供とい

うことを考えると、医療面での指標をセットで

幾つか定めていただけないか、お考えを伺いた

いと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 公営企業である

県立病院が、高度で良質な医療を県民に安定的

に提供していくためには、経営の健全化が不可

欠であると認識いたしております。このため、

アクションプランの工程表につきましては、本

年２月に策定いたしました第二期宮崎県病院事

業中期経営計画の収支目標といたしております

「平成25年度に３病院全体で収支均衡」を図る

と、これを数値目標としたところでございま

す。ただいま御指摘のとおりでございます。現

在、病院局では、最重要課題であります医師確

保に向けまして、あらゆる手だてを講じながら

取り組んでおりますし、また、看護師等の医療

スタッフの確保や医療器械の導入など医療機能

の充実を図っているところでありますが、これ

らの活動状況や達成度を評価する指標も必要で

はないかというのが御意見であると思います。

そういうことも理解できますので、今後、医療

機能を定量的に評価する指標について検討して

まいりたいと考えております。

○清山知憲議員 前向きな答弁をありがとうご

ざいます。これは、実は趣旨確認では課長補佐

と激しくやりとりさせていただきましたが、そ

の中では、そうした医療面での目標や目的とい

うのは中期経営計画に書かれていると。そう

いったこともございましたけれども、一般県民

や医療従事者、そしてここにおられる議員や知

事ですら、なかなか中期経営計画の隅々まで見

ることはなくて、こうしたアクションプランと

か工程表に出てくるものを見て、もしそこに財

務指標一つしかないと、何だ、やはり県病院局

としては経営健全化にしか興味がないのかと

いった誤解というか、誤ったメッセージを送り

かねないので、いろんな面でこの辺を検討して

いただければと思います。もうちょっと突っ込

ませていただこうと思いましたが、予想以上に

前向きな答弁だったので、この辺にさせていた

だきたいと思います。

続いて、福祉保健部長へお伺いいたします。

持続可能な社会保障体制のためには、今後、少

子化対策は死活的に重要だと考えますけれど

も、結婚していない人の割合─未婚率の経年

的な推移と、夫婦１組当たりの生涯の子供の数

の推移についてお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の年代別

未婚率の推移につきましては、例えば、30歳か

ら34歳までの男女別の未婚率、これを見てみま

すと、40年前、昭和45年には、男女とも7.3％と

なっております。その後、男女とも上昇を続

け、昨年の調査結果では、男性が39.4％、女性

が30.5％と、未婚者の割合が大きく増加してい

るところでございます。また、夫婦１組当たり

の子供の数につきましては、戦前の約４人か

ら、戦後は次第に低下傾向となる中で、昭和30

年代後半からこれまで2.0以上で推移してきまし

たが、昨年、平成22年の調査では1.96というこ

とで、初めて２人を下回ったという状況でござ

います。
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○清山知憲議員 今、説明がありましたとお

り、未婚率は7.3％からいずれも30％台と激しく

上昇し、また、夫婦１組当たりの子供の数

は、1972年では2.20が40年で1.96と、0.24低下

したということなんですけれども、この２つが

独立因子として少子化に寄与しているのかなと

思いますが、そのいずれが本当に重要なのか、

ぜひ分析を進めていただきたいと思います。ま

た、ざっと数字を見ただけでも、未婚率の上昇

が目に余るほどだと思いますが、未婚化対策と

いいますか、この辺に対する県の取り組みはど

んなものがありますか、お伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 未婚率の上昇

の理由につきましては、さまざまな要因がある

と言われておりますが、男女とも適当な相手に

めぐり会わないというのが大きな理由として挙

げられております。このため、県では、平成20

年度から「みやざき新たな出会い応援事業」、

こういったものに取り組みまして、独身男女が

出会うイベントや民間団体が実施いたします出

会いの機会の情報を電子メールで提供する事業

に取り組んできたところでございます。今年度

は、民間団体の活動を活性化するための意見交

換会の実施や県ホームページを活用したイベン

ト等の情報提供を行っておりまして、今月の25

日でございますけれども、独身男女各50名が参

加する交流会を民間団体と共同で開催すること

といたしております。このような取り組みが未

婚化対策の一つとして大変重要であると考えて

おりますので、今後とも、市町村、それからＮ

ＰＯ等の民間団体とも連携しながら、結婚を応

援する事業に積極的に取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。

○清山知憲議員 通告にありませんが、ちょっ

と知事に伺いたいんですけれども、本当につい

先日、発表されましたよね。未婚者の独身でい

る理由などの調査がありますけれども、第１位

が、今説明があったとおり、出会いがない、そ

して次に自由を失いたくないと、いろいろあり

ますけれども、実際これは県庁の若手の中で

も、職場やいろんなところで出会いがないと、

そういう切実な声が上がっております。平成23

年度の予算の事業なんかを見てみますと、例え

ば、出会い創出事業というのが２つ明確にあり

ますけれども、合わせて大体400万円程度の予算

規模であります。これに比較して、子育て関連

の事業は随分充実してきておりまして、5,000数

百万円程度予算がおりていると。やはり相対的

に未婚化対策というものがややおろそかになっ

ているのではないかという印象を受けますけれ

ども、知事として、この辺をいかがお考えか、

お尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 大変重要な御指摘であ

り、従来こういう出会い関係の事業といいます

のは、市町村が後継者の確保というような観点

から取り組んできたものでございますが、県と

してもできる限りのことをする必要があろうと

いうことで、これまで取り組んできておるとこ

ろでございまして、もっともっと力を入れてい

く必要もあろうかというふうに思っておりま

す。そのように考えております。県職員のとい

う話がございました。先日開催しました県庁職

員の運動会でありますが、もちろん健康保持な

り組織の垣根を越えた融和というのもあります

が、そういう効果も期待できないかというとこ

ろは、実は本心では思っておるところでござい

ます。いろんな形で場を設定すること、その意

味で今、県職員を例にして申し上げましたが、

いろんな主体がいろんな形で場を提供し、機運

を盛り上げていく、大変大事なことだと考えて
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おります。

○清山知憲議員 ありがとうございます。

福祉保健部長にお伺いしますけれども、アク

ションプラン等政策目標としては、合計特殊出

生率が目標となっておりまして、1.85を目指す

とありますけれども、どうしても少子化対策の

政策効果がなかなか合計特殊出生率に反映され

にくいんじゃないか、いろんな要素が複雑に絡

み合うので、すぐにわかりやすく反映されるも

のではないかなという印象で、もっと未婚率の

低下等、より現実的で具体的な数字等も指標と

して検討いただけないか、お考えを伺いたいと

思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） アクションプ

ランの成果指標につきましては、御指摘がござ

いましたとおり、現在、合計特殊出生率を設定

しているところでありますが、これは、全国の

状況と比較して、少子化の動向を端的にあらわ

すものでありまして、少子化対策に係るプログ

ラム全体の成果や達成度を見るための指標とし

て有効であるということから設定しているもの

でございます。なお、少子化対策に係る工程表

の指標につきましては、活気を生み出す出会い

や交流の場の創出のための事項として、縁結び

応援団の登録数を掲げ、民間団体による出会い

の機会づくりの場の創出、促進に取り組んでい

るところでございます。結婚に対する個人の価

値観、それから考え方は多様でございまして、

今、御指摘のございました未婚率の低下を指標

化するということによりまして、行政が一律に

結婚を奨励するということは難しいものがある

というふうに考えておりますが、より具体的か

つ政策効果のわかりやすい指標につきまして

は、関連事業の成果等を勘案して、今後、検討

してまいりたいというふうに考えております。

○清山知憲議員 今、部長から、なかなか難し

いという答弁がありましたけれども、今後の社

会保障体制を考えると、なかなか悠長なことは

言っていられないというのが私の率直な印象

で、例えば20年後、部長が後期高齢者になられ

るころ、私はまだ50歳で、現役世代としてお支

え申し上げますけれども─今の62歳が一番多

くて、全国で226万人、現在人口としてありま

す。私の世代が149万人で、私の息子、５歳の世

代が106万人。226万人と106万人、これは大変な

状況で、今の社会保障体制の水準を続けること

はまず不可能だと私は思っております。ぜひと

も、この辺、より現実的というか、もっともっ

と力を入れて─少子化対策、合計特殊出生率

を政策目標に掲げているので、これも言ってし

まうと、行政が子供を産むことを強制している

わけではないと思うんですよね。やっぱり目標

としていろんなものがあってもいいと思います

ので、今後とも、ぜひ力を入れた取り組みをよ

ろしくお願いしたいと思います。

続けて、県民政策部長へお尋ねいたします。

手元の資料の一番最後、２枚目の裏側をごらん

いただきたいんですけれども、現在、記者クラ

ブに対しましては、県の本庁舎の一角を無償貸

与しておりまして、記者クラブ主催の記者会見

というものは、ほとんどこの部屋で行われてお

ります。一部、知事が定例記者会見で講堂を使

うことがございますけれども、ほとんどはこの

部屋で行われます。写真をごらんいただきたい

んですけれども、この部屋の一角で記者会見を

行っております。鳥インフルエンザの発表のと

きですね。これは率直に申し上げると、物すご

くみすぼらしいですね。見ていただきたいんで

すが、知事の後ろに、ハンガーに記者の何か私

服がぶら下がっていると思うんですよ。もう
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ちょっと記者の人たちがきれいに使っていただ

ければいいと思うんですが、こういったテレビ

やインターネットなどの映像を通して伝わるも

のの価値というのは、非常に重要な時代を迎え

ていて、宮崎県の威信やブランド力低下─例

えば県外から県内を訪れていて地域放送を見ら

れる方とか、鳥インフルの発生時なんかは、こ

れがそのまま全国に流れたりすることもあるわ

けで、ぜひこの記者会見場について、県が多少

お金を出すというか、いろんな知恵や工夫、多

少の予算を出してでも整えていただきたいと思

うんですが、部長、いかがでしょうか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 記者会見でご

ざいますけれども、現在、知事の定例記者会見

などは一部講堂で実施されておりますが、その

場合を除き、通常は、今、議員から御指摘が

あったように、県政記者室で行われているとこ

ろでございます。県政記者室は、取材の拠点と

して県が提供しているものでありますが、ここ

での記者会見につきましては、限られたスペー

スの中で発表者席や記者席を設けるなど、工夫

しながら行われているところでございます。

今、写真で御指摘がありましたけれども、それ

でも狭いスペースの中で工夫して今現在やって

いるという状況でございます。しかしながら、

今、議員が言われましたように、もう少し工夫

ができないのかということでございます。より

一層効果的な県政情報発信の場となるような工

夫をするべきであるということは私も思ってい

まして、例えばレイアウトをもう一回検討す

る、あるいは例えば知事の記者会見時に設置し

ております県のＰＲパネル、こういうものを県

政記者室での記者会見の場にも使用すると、そ

ういったことを県政記者クラブの協力を得なが

ら、さらに検討してまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○清山知憲議員 ありがとうございます。２年

前、私は宮崎に帰ってきて、こうした映像を見

て、本当に汚いなと思ったのが率直な印象で、

ぜひ改善の努力をしていただければと思いま

す。ついつい県内にいるとなれてしまいますけ

れども、やはり外の人が見るとみすぼらしいと

思います。

続いて、選挙管理委員長へお伺いします。こ

としの４月の統一地方選では、特にこの宮崎県

議会議員選挙で初めて選挙公報が配布されまし

たけれども、県内での有権者世帯への配布状況

をお伺いしたいと思います。

○選挙管理委員長（川崎浩康君） ことし４月

の県議会議員選挙の選挙公報につきましては、

先ほどお話がありましたように、初めて無投票

を除く全選挙区で発行いたしまして、市町村選

挙管理委員会において、自治会や新聞折り込み

等を通じまして各世帯に配布するとともに、公

民館や商業施設等にも配布所を設置するなど、

広く有権者の方々への周知に努めたところであ

ります。市町村からの報告によりますと、全世

帯数約41万世帯に対しまして、自治会や新聞折

り込み等を通じまして約31万世帯に配布されて

おり、その配布率は約75％でありますが、新聞

の重複や自治会の加入状況等を総合的に勘案し

ますと、少なくともおおむね70％程度の世帯に

は配布できたのではないかと認識いたしており

ます。

○清山知憲議員 選挙管理委員長、公職選挙法

では、こうした選挙公報は、原則として全戸配

布することが義務化されているとも解釈されて

おります。今の状況だと、70％程度しか届いて

いないと。しかも、特にいつも問題になる若者

世代の投票率ですけれども、特に若者ほど新聞
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をとっておりませんし、自治会にも加入してお

りませんし、そうした状況になると、若者は全

く候補者の情報を得られないんですね。例え

ば、近くにある公設の掲示板に行って、一人一

人見るしか候補者の名前を知る機会がないと。

そうした中で、さまざまな自治体がいろんな工

夫をしておりまして、郵送という手段をとって

おるところもありますけれども、やはり郵送も

コストがかかると。そして、先般の東北で行わ

れた地方選挙におきましては、この選挙公報そ

のものをインターネット上のウエブサイトに掲

載して、そういう形の頒布をとったとありま

す。これは総務省も大丈夫だということで、許

可というか、そういう通知を出しまして、さら

に当時の片山総務大臣も国会の答弁で、これは

公職選挙法上、現行の法律のもとで可能だと判

断を示されました。これは宮崎県の選挙管理委

員会として積極的に進めていくお考えはないで

しょうか。

○選挙管理委員長（川崎浩康君） 東日本大震

災の被災地で実施されました選挙においては、

多くの有権者の方々が、県外や市町村外へ避難

されている状況を踏まえまして、試行的に選挙

公報のウエブサイト掲載が行われたところであ

ります。国においては、こうした状況を検証し

ながら、選挙公報のウエブサイト掲載につい

て、法律の改正まで視野に入れた検討がなされ

ていると聞いております。県選挙管理委員会と

いたしましては、選挙公報のウエブサイト掲載

が、選挙公報未配布世帯への情報提供とあわせ

まして、若者を初めとする有権者に対しまして

も、啓発手段として有効であると考えておりま

すので、御提言も十分踏まえまして検討を進め

ますとともに、国に対して、全国一律で実施で

きるよう要望してまいりたいと考えておりま

す。

○清山知憲議員 つい先日、明るい選挙推進協

会が発表しました調査によると、先般の統一地

方選挙を調査したら、50％の有権者が候補者情

報の不足を認識していると、中でも道府県議会

議員選挙における候補者情報の不足は65％に上

るとありました。今、被災地の特殊な状況を御

説明されましたけれども、この宮崎県内におけ

る50％を割る投票率というのは、これはすごく

異常事態だと思います。ぜひ県の選管として

も、積極的にこれは検討を進める方向でお願い

したいと思います。

続きまして、総務部長へお尋ねしたいと思い

ます。近年、高齢化が進むにつけ、県内の救急

出動件数もどんどん上がっておりまして、平

成22年度の消防年報によると、３万6,000件台と

いうふうに非常に高い位置でとどまっておりま

す。その上で、救急の適正利用と民間事業者に

よる救急搬送、そうしたものの周知徹底も十分

必要かなと思いますけれども、県の取り組みを

お伺いしたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 民間事業者により

ます患者等の搬送事業につきましては、管轄し

ております各消防本部におきまして、事業者の

認定を行いますとともに、住民や医療機関等へ

の周知に取り組んでいるところでありますが、

当事業の一層の周知を図るために、昨年８月、

各消防本部と県による会議を開催しまして、今

後の取り組みについて協議を行ったところであ

ります。それを受けまして、現在、事業者の認

定を行っております市におきましては、それぞ

れのホームページや広報紙、イベント等で当事

業について案内するほか、医療機関に対して、

事業者の一覧を示した文書を送付するなど、当

事業の周知に積極的に努めているところであり
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まして、平成22年中の民間事業者による搬送人

数につきましては、前年に比べまして1,744人増

の8,749人となっております。県といたしまして

も、今後とも、各消防本部と連携を図りなが

ら、当事業の周知に努めてまいりたいと考えて

おります。

○清山知憲議員 ありがとうございます。救急

事業というのは、各消防本部だけではなくて、

やはり各基礎自治体で完結しないものですよ

ね。患者さんの搬送等になると、２次医療圏を

またがるものもございますし、また県内には７

つの消防非常備地区等もございます。やはり県

も積極的に周知の取り組みをしていかなければ

ならないと思いますけれども、今現在、県のウ

エブサイトや県のあらゆる広報手段を見まして

も、救急の適正利用、そしてこういった民間業

者の周知徹底の取り組み、私は全く拝見するこ

とができなかったんですが、これは県としても

一生懸命努力していただくおつもりはないで

しょうか。

○総務部長（稲用博美君） 先ほども言いまし

たように、昨年、各消防本部と県の協議もやり

まして、市のほうも積極的に取り組んでいただ

いています。県といたしましても、県のホーム

ページあるいは広報媒体、「広報みやざき」等

とありますので、そういったものを活用しまし

た周知活動につきまして取り組んでまいりたい

と思っています。

○清山知憲議員 救急車による患者さん搬送の

中には、病院から病院へと患者さんを搬送する

転院搬送というものがございます。この転院搬

送が宮崎県内の全救急出動件数の中に占める割

合と、全国平均を教えていただきたいと思いま

す。

○総務部長（稲用博美君） これは消防庁がこ

としの２月に発表しました速報値でございます

が、平成22年の救急出動件数に占める転院搬送

の割合は、本県が17.1％、全国平均が8.6％であ

りますので、本県は全国平均よりも8.5ポイント

高くなっております。

○清山知憲議員 転院搬送、全国平均よりもほ

ぼ倍ということですけれども、昨年の医療対策

特別委員会の消防保安課長のコメントの中で、

「こういった転院搬送の中には、必ずしも救急

車でなければならないようなもの以外も含まれ

ている。救急車じゃなくてもいいケースがある

んじゃないかというような声が見受けられる」

とあります。県のこの認識と今後の取り組みに

ついてお伺いします。

○総務部長（稲用博美君） 救急出動件数が増

加する中、緊急性のある傷病者を迅速・的確に

医療機関に搬送することは、大変重要な課題で

ございます。御指摘のように、転院搬送が多く

なりますと、交通事故あるいは急病など、緊急

性の極めて高い傷病者の救急搬送への影響も懸

念されるところであります。このため、消防本

部におきましては、医療機関に対しまして、転

院搬送の要件を明示しました文書を発出しまし

て、救急車の適正利用を呼びかけているところ

もございます。県といたしましても、消防機関

と密接な連携を図りながら、さまざまな機会・

方策を通じまして、転院搬送につきましての理

解を求めていきたいというふうに考えておりま

す。

○清山知憲議員 続きまして、総務部長へ、宮

崎県にとっては、公務員獣医師の確保は非常に

重要な課題だと認識しておりまして、さきの鳥

飼議員の質問にもあったとおりでございますけ

れども、平成19年に獣医師の需給調査の結果が

発表されておりまして、そこでもやはり公務員



- 190 -

平成23年12月２日(金)

獣医師の不足や産業動物診療獣医師の不足なん

かもうたわれておりまして、日本獣医師会は、

公務員獣医師の処遇改善を求めてきておりま

す。県の公務員獣医師の処遇と他県との比較に

ついてお伺いしたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 本県の獣医師の給

与につきましてですが、６年制の大卒者の初任

給が19万7,600円、また、職員の従事する業務の

内容によりまして、月額１万8,200円から３

万3,600円の給料の調整額や日額440円または800

円の特殊勤務手当が支給されることになってお

りまして、これらの給料や手当全体としまして

は、おおむね各県と同程度の処遇となっており

ます。このような中で、本県では、今年度から

新たな手当といたしまして、獣医師に対しまし

て、新規採用の日から月額３万円を10年間、そ

れ以降は１年ごとに5,000円ずつ逓減しまして、

最長で15年間支給するという内容の初任給調整

手当を支給することとしたところでございま

す。この手当は現在、全国で約半数の24の道県

で措置されておりますが、本県の支給額、支給

期間につきましては、その中でも手厚い内容と

なっております。

○清山知憲議員 そうやって初任給調整手当の

アップが図られたわけですけれども、その後の

獣医師確保─この間も発表がありましたが

─は、なかなか困難をきわめていると伺って

おります。それ以上の公務員獣医師の処遇改

善、もしくはいろんな取り組み、何かお考えは

ないかお伺いしたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 獣医師の確保が全

国的な課題となっておるわけですが、その中で

必要な人材を確保するためには、御指摘のあり

ましたような給与面、これを充実するというこ

とがあります。そのほか、さまざまな面からの

処遇改善の取り組みが必要であるというふうに

考えております。このため、本年度から、本県

におきまして、全国トップクラスの初任給調整

手当制度を導入いたしました。給与面におきま

して処遇改善を図ったところであります。ま

た、採用後におきましても、国の専門研究機関

への派遣研修でありますとか、大学、民間団体

等が主催します研究会への参加によりまして、

獣医師としましてのスキルアップの支援、また

モチベーションの向上に努めているところであ

ります。さらに、獣医師の採用試験につきまし

ても、受験の年齢上限の引き上げ、あるいは受

験会場の複数化など、受験機会の拡大に努めま

すとともに、職員が直接大学に赴きまして、学

生に公務員獣医師の魅力あるいはやりがいとい

うものをＰＲするなど、受験者数の確保に努め

ているところであります。以前は、宮崎大学か

らたくさん県庁に来ていただいていたんですけ

れども、最近、若干それが少なくなってきてい

るということで、こういうところも何とかしな

いといけないなと思っているんですが、宮崎大

学のほうで産業動物防疫リサーチセンターとい

うのを設置されました。本県のこういう行政面

でも非常に関係の深いセンターでありますの

で、そことも連携を図りながら、獣医師の確保

を行っていきたいというふうに思っておりま

す。

○清山知憲議員 ありがとうございます。ぜひ

とも、今後とも、前向きに努力を重ねていって

いただきたいと思います。

最後に、コメントと知事に質問をお願いした

いと思いますが、質問の冒頭のほうで説明申し

上げましたとおり、第二次世界大戦の終結に当

たっては、日本国はドイツとは全く違った形で

の戦闘終結を迎えております。ドイツは、ドイ
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ツ政府がなくなった状態での敗戦を迎えました

けれども、日本の場合は、日本国政府が現前と

して存在し続け、ポツダム宣言に書いてある条

項を交わしながら、そうした降伏条件のもとで

戦闘を終えました。こういった無条件降伏とい

う言葉すらも、９月２日の降伏文書で初めて日

本軍の武装解除に対して用いられた表現であっ

て、この教科書の記載は全く不正確であると

─後で私の資料をお貸しいたしますので、ぜ

ひ参考にしていただきたいと思いますが、改め

て、冒頭に申し上げました宮崎県の歴史と神話

の伝承と発信に関する取り組み、意気込みをお

聞かせいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど御答弁申し上げ

ましたように、本県にとって貴重な資源・資産

であり、貴重なアイデンティティーの一つであ

るというふうに考えております。ホームページ

の活用、また、さまざまな媒体を通じて、これ

からも積極的に県の内外にアピールをしていき

たいと考えております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。質問

を終わらせていただきます。（拍手）

○十屋幸平副議長 次は、横田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） 横田照夫で

ございます。原稿を利用させていただきます。

私はこれまで「掛けまくも畏き 伊邪那岐大神

筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原に」と続く

祓詞をこの壇上で３回紹介させていただきまし

て、宮崎の価値として、神話や古事記の話もし

てきました。先ほど、若い清山議員が同じよう

な質問をしてくれて、本当にうれしく思ってお

ります。知事や関係部局の皆さんに、清山議員

の質問に対して、私からもくれぐれもよろしく

お願い申し上げまして、私の質問に入らせてい

ただきます。

先日、ブータン国王夫妻が来日され、ブータ

ンブームが起ころうとしております。ブータン

政府は、御存じのように、国民総幸福量の増加

を政策の中心としております。つまり、金銭的

・物質的豊かさを目指すのではなく、精神的な

豊かさ、つまり幸福を目指すという考えから生

まれたものです。国としては小さな国で、決し

て豊かな国とは言えないかもしれませんが、ほ

とんどの国民が幸せだと感じており、世界じゅ

うで一番で幸せな国と言われております。一

方、我が国は、高度経済成長やバブル景気を経

て、物もお金も一昔と比べたら比較にならない

くらい豊かになりましたが、その反面、地域の

きずなや規範意識などが薄くなってしまいまし

た。殺人事件も毎日のように報道されますが、

その半分ぐらいは、親子間や家族間での事件だ

そうです。本当に私たちが求めてきた豊かさと

は、こういうものだったんでしょうか。こうい

う状況の中で、政府はＴＰＰに参加しようと進

めています。京都大学大学院の中野剛志さん

は、「ＴＰＰ亡国論」という書籍の中で、ＴＰ

Ｐの実態は日本の市場をアメリカに差し出すだ

けのもので、自由貿易で輸出がふえるどころ

か、デフレの深刻化を招き、雇用の悪化など日

本経済の根幹を揺るがしかねない危険性のほう

が大きいと述べています。輸出産業にとっての

一番の問題は円高ドル安であって、関税ではあ

りません。今、自動車などの輸出産業は、円高

ドル安の影響などで、海外に工場を移転して現

地生産を進めております。日本の自動車メーカ

ーは、アメリカでの新車販売台数の６割以上を

現地生産で賄っているそうです。日本の輸出産

業は、為替リスクの回避のために、既に海外生

産比率を高めてきています。もはや関税の有無

は輸出の増減とは関係なくなりつつあり、ドル
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安が続く限り、この傾向はさらに進むことにな

ります。日本がＴＰＰに参加し、アメリカに関

税を全廃してもらったとしても、もはや関税撤

廃と輸出力の強化とは何の関係もないことにな

ります。ＴＰＰに参加して日本の輸出を伸ばそ

うというもくろみは、ドル安によってつぶされ

てしまうのです。その一方で、ドル安でさらに

安くなった輸入農産物は、関税という防波堤を

失った日本の農業市場に殺到し、日本の農業に

壊滅的な打撃を与えることはほぼ間違いないと

思われます。将来、ドル安が解消されたとして

も、一たん失われた日本の農業を関税なしで復

活させることはほぼ不可能で、食料のアメリカ

依存、すなわちアメリカによる日本の農業市場

の支配がさらに深まることは確実であります。

また、世界経済がグローバル化した中で、輸

出企業は、競争相手の多い世界市場で厳しい競

争にさらされています。厳しいコスト競争の中

で、実質賃金を抑制せざるを得ません。こうし

たグローバルな世界における競争の結果とし

て、労働者の賃金は最も低い賃金の水準まで低

下していき、輸出を中心としない国内企業の賃

金水準も、代表的な輸出企業の賃金水準に引き

ずられてしまいます。企業が輸出力の強化に

よって利益をふやせば、株主や経営者はもうか

るかもしれませんが、その輸出競争力の強化は

労働者の賃金アップを犠牲にしているので、格

差はさらに拡大していきます。ＧＤＰの成長メ

リットは、一部の輸出企業だけにとどまり、ほ

とんどの国民は、そのメリットを享受できない

のではないでしょうか。今、韓国で、アメリカ

とのＦＴＡ締結批准の問題で混乱が起こってい

ますが、韓国民も気がついている証拠ではない

でしょうか。アメリカのウォール街等で行われ

ているデモや座り込みの行動は、一握りの富裕

層がアメリカ全資産の８割以上を保有している

という格差に抗議することが目的です。市場原

理主義を国是としているアメリカの行く末がこ

の格差社会だと思います。ＴＰＰは、まさにこ

のアメリカンスタンダードの押しつけではない

でしょうか。こういうことが予想される中で、

ＴＰＰに参加してまでも経済成長を目指して、

本当に日本国民は幸せになれるんでしょうか。

私たちは、ことしの夏、電力不足による大規模

停電を防ぐために、大幅な節電をしました。そ

の結果、夜がいつもより若干暗かったことはあ

りましたが、別段生活に支障が出るということ

はありませんでした。そのことを見ても、私た

ちは利便性を求めて、なくてもいいようなもの

まで求め過ぎていたのではないでしょうか。そ

こで、知事に、ＴＰＰに対する考えと幸せとは

どういうことと考えるかをお尋ねし、後は質問

者席からの質問といたします。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

ＴＰＰに対する考えと幸せについてというこ

とであります。人々が幸せに暮らしていくため

には、日々に不安がなく、また将来に希望が持

てる環境にあることが必要であると考えており

ます。そのためには、これから時代が大きく変

化する中にありまして、経済的な側面のみなら

ず、人や地域のきずな、安全・安心な暮らしな

ど、新しい「ゆたかさ」を創造していくことが

重要であると認識しております。本県の総合計

画にも、そのような形で目標として定めておる

ところでございます。このような観点からＴＰ

Ｐを見てみますと、輸出産業を中心に、経済的

なメリットが出てくる分野もあるとは思います

が、例えば、本県のような第１次産業を基幹産
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業とする地方におきましては、関税撤廃により

まして、農林水産業のみならず、地域経済全体

が大きな影響を受けるとともに、医療や金融等

の分野における規制緩和の内容によりまして

は、これまで築いてきました地域社会の仕組み

そのものが崩壊していく可能性があるものと考

えております。先般、国がＴＰＰ交渉参加の意

思決定を行ったことは大変遺憾でございます

が、国に対しましては、引き続きＴＰＰの問題

点を訴えながら、しっかりとした情報提供を行

い、国民的な議論を踏まえて、慎重に対応して

いただくよう要請してまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○横田照夫議員 私は、実にいいタイミング

で、ブータンの国王夫妻が来日されたというふ

うに思っています。経済成長やＧＤＰの引き上

げだけが国民の幸せではないということを教え

に来てくださったんじゃないかと、そういった

気がします。国の根幹を揺るがしかねない、ま

た国の体をなさなくなるかもしれない、そう

いった危険性を含むＴＰＰには、県を挙げて、

また議会を挙げて、断固反対していかなければ

いけない、このように思います。

次に、県の行う事業の考え方について質問さ

せていただきます。「入るを量って出るを制

す」という言葉があります。中国の故事にある

言葉ですが、日本でも、知事が尊敬されている

上杉鷹山公が、苦しかった藩財政を立て直すた

めに使った政策として有名です。「入るを量っ

て出るを制す」とは、幾ら収入があるのかを計

算して、どれぐらい支出できるのかを判断する

ことだというふうに思いますが、その逆の発想

で、幾ら支出することによって、どれくらいの

収入が予想されるのかを考えて事業を展開する

ことも大事なのではないでしょうか。いわば

「出るを量って入るを制す」という考え方で

す。今の本県の予算の考え方も、「入るを量っ

て出るを制す」になっていると考えます。それ

はそれでしっかりと評価させていただきます

が、しかし、出るを制すばかりでは経済活動が

縮小して、入るほうにも期待できなくなり、結

果的には縮小のスパイラルになっていくのでは

ないでしょうか。歳出ばかりに目を向けた管理

ではなく、将来に向けた戦略も必要だと思いま

す。そこで、そういった観点から、私がこれま

でに質問した内容をもう一回一緒に考えてみた

いと思います。幾つかの例を出してみますの

で、その考え方をお聞かせください。

まず、住宅リフォーム事業についてです。昨

年11月議会で、住宅リフォーム事業の請願を全

会一致で採択しました。でも、その事業化が見

えてきません。住宅リフォーム事業は、全額補

助をするというものではなく、その一部を助成

することで県民のお金を引き出すという事業で

す。エコカーや太陽光発電の設置などは、その

購入費の一部を助成することによって大幅に購

入が進みました。県民の消費行動を促すため

の、いわば呼び水としての出費です。建築産業

は、大工や左官、建具、電気、管工事、塗装に

かわらなど、すそ野が非常に広い産業です。一

定の支出でそれよりも大きな税収が望める、本

当の意味での経済対策ではないかと考えます

が、県民政策部長、いかがでしょうか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 住宅リフォー

ム事業につきましては、関連する業種が多いこ

とから、経済対策として大きな波及効果が期待

できるものと認識しております。また、税収に

つきましては、事業者個々の事業規模や所得水

準にも左右されると思いますが、一定の税収効

果は期待できるのではないかと考えておりま
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す。県といたしましては、厳しい財政状況の

中、経済対策としてどのような事業が効果的で

あるのか、また税収面から見て、より税収を見

込めるような事業があるのか、または市町村と

の役割分担や選択と集中の観点から、住宅リ

フォーム事業も含め、今後、検討してまいりた

いと考えております。

○横田照夫議員 知事にお尋ねしますが、今の

部長答弁で、「経済対策として大きな波及効果

が期待できる」とか「一定の税収効果は期待で

きる」という言葉がありました。「選択と集中

の観点から」という言葉もありましたが、答弁

全体のニュアンスでは、選択しませんよという

ふうに聞こえました。これまで何人もの議員が

住宅リフォーム事業について質問しております

し、今回も何人もされるようです。請願も全会

一致で採択しました。いわば、議会としては、

住宅リフォーム事業を選択すべしという判断だ

と思います。議会と執行部との選択の基準がこ

んなにも違うことに、非常に残念な思いがして

おります。私たちは、この住宅リフォーム事業

については、やはり積極的に取り組むべきと考

えますが、知事の考えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 県としましては、今、

御指摘のありました「地域経済の再興・活性

化」という請願の趣旨を踏まえまして、現在、

経済活性化対策「みやざき元気プロジェクト」

に取り組んでいるところでございますが、御指

摘の住宅リフォーム助成事業につきまして、い

ろんな効果があるという説明をしたところでご

ざいますが、市町村との役割分担や国の経済対

策の活用なども考慮しながら、大変厳しい財政

状況があるわけでありますが、今言われました

ような請願の趣旨、それからさまざまな効果と

いうものもしっかり踏まえ、今後、検討してま

いりたいというふうに考えております。

○横田照夫議員 検討していただくということ

ですが、個人資産にかかわることということな

んかもありまして、いろいろ難しい面もあるの

かもしれませんけれども、ほかの県でもやって

いるところがありますよね。ほかの市町村でも

やっているところがたくさんあります。要は、

知事のやる気があるかないか、そういうこと

じゃないかなというふうに思います。例えば、

節電等のエコ対策とか県産材の利用拡大とかで

工夫をしていくとか、特別枠での県単公共の一

部をこれに振りかえるとか、いろいろ検討する

余地はあると思うんですよね。ですから、検討

もありがたいんですけれども、いつまでも検討

されても困るんですよね。どこかで判断をし

て、やるかやらないか、判断してもらわないと

困ります。できれば年度内ぐらいに判断してい

ただきたいと思うんですけれども、知事、いか

がでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘の趣旨を踏ま

え、これまでの議論の経緯を踏まえて、しっか

りと検討してまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 もしできないということであ

れば、意思表示をしていただきたいなと思いま

す。できないとなれば、また別の方法を私たち

も考えていかなければいけませんので、ぜひ年

度内にそういう結論を出していただきたいと思

います。

次は、オンデマンドバスについてです。宮崎

県は、全国に先んじて高齢化が進んでいます。

高齢化社会になると、当然交通弱者がふえて、

買い物や通院などに支障が出る人たちがふえて

きます。都市部の新興住宅地でも、そのような

状況が進んでいるんじゃないでしょうか。そこ

で、そういう人たちに積極的に社会に出て消費
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活動をしてもらえるようにと、平成22年９月議

会で、オンデマンド交通システムの導入を提案

させていただきました。確かに行政負担はふえ

ると考えますが、スーパーや病院などと連携し

て、オンデマンドバスを利用して来たお客さん

に対して、その購買金額の何％かをオンデマン

ドバスの運営費に回してもらうことなどによっ

て、その負担軽減につなげるなど、いろんな工

夫が考えられるんじゃないかと思います。多く

の貯蓄を持っていると言われている高齢者に、

どんどん消費行動をとってもらって、それを社

会循環してもらうためにも、今後さらにそうい

う交通システムが必要になってくると考えます

が、県民政策部長、いかがでしょうか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） オンデマンド

方式でございますけれども、利用者の予約に応

じて運行することから、利便性の向上等が図ら

れまして、高齢者の外出機会の確保を図る上で

も有効な方式であると考えております。このた

め、県では、今年度から、未来につなぐ地域公

共交通ネットワーク創出事業を始めておりま

す。この事業の中で、オンデマンド方式などの

実証実験に取り組む市町村を支援しているほ

か、本年10月には、オンデマンド交通システム

を構築している東京大学と、その導入事例であ

る三重県玉城町から講師をお招きしまして、市

町村を対象として、勉強会を実施したところで

ございます。また、議員御提案のように、高齢

者の積極的な外出は、地域経済の活性化にも寄

与すると考えておりまして、現在、バスと地元

商店街等が連携した取り組みにも支援している

ところでございます。県といたしましては、今

後とも、市町村等と連携しまして、高齢化社会

にも対応した地域公共交通の確保を図ってまい

りたいと考えております。

○横田照夫議員 行政やバスの運行会社だけで

なく、地元商店街とか利用者も巻き込んで、地

域一体となって取り組んでいくことが大事じゃ

ないかなというふうに思います。また、取り組

む市町村を支援するだけじゃなくて、取り組ん

でもらえるように、県としてもしっかりと積極

的なリードもお願いしたいというふうに思いま

す。

次は、宅配事業や移動販売車についてです。

今、民間のコンビニなどで、食べ物などの宅配

サービスがふえているそうです。都市部でもそ

ういうサービスの必要性がふえてきています。

まして、買い物できるお店が少ない中山間地域

ではなおさらです。宮崎県中山間地域振興計画

にも買い物弱者対策がうたってあります。中山

間地域に人が住まなくなれば山が荒れます。山

が荒れれば、下流部の都市部の人たちが困りま

す。そこで、災害対策に膨大な費用をかけるこ

とになります。そういうことにならないために

も、中山間地域に人が住んでもらえるように、

住環境整備の方策の一つとして、宅配事業とか

移動販売事業に力を入れなければいけないので

はないかと考えます。県は、中山間地域におい

て、住民の高齢化や個人商店の廃業により、日

用品の調達が困難になっているために、平成22

年度及び23年度に、美郷町の南郷地区で宅配の

モデル事業に取り組まれました。その結果はど

うだったんでしょうか。また、今後の買い物弱

者対策についてもお尋ねします。商工観光労働

部長、お願いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 美郷町に

おきましては、県の「まちなか商業再生支援事

業」を活用し、商工会と社会福祉協議会が実施

主体となり、ひとり暮らしの高齢者など105世帯

を対象に、週２回の見守りを兼ねた宅配事業に
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取り組んでいるところであります。平成22年度

における宅配の実績は、注文件数が195件、購入

金額は約20万円となっており、総事業費約220万

円のうち、200万円を県や町からの補助金で賄っ

ていることから、事業の継続性や採算性をどう

確保するかが大きな課題となっております。い

わゆる買い物弱者対策につきましては、このよ

うな課題とともに、美郷町の例でも見られます

ように、商工業のみならず、地域住民の生活支

援や福祉のあり方にもかかわってくる問題であ

りますので、今後とも、関係部局や市町村、関

係団体と連携し、地域の実情に応じた多様なサ

ービスのあり方について検討してまいりたいと

考えております。

○横田照夫議員 美郷町のモデル事業では、ほ

とんどビジネスとしては成り立ちませんよね。

でも、ビジネスとして成り立たないからこそ、

行政が何とかしていかなければいけないんじゃ

ないでしょうか。今ありましたように、福祉な

どの関連部局とも連携をして、ぜひ取り組んで

いただきたいというふうに思います。

次に、ワクチン接種への公費助成についてで

す。県はことしの１月、国の事業を活用して10

億円余の基金を積み立てて、子宮頸がん予防ワ

クチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチ

ンの３種類の公費助成を決めました。しかし、

この基金は、平成23年度末までの事業が対象と

なっていて、その後の対応がわからなく、もし

一時的なものとなったら、著しい不公平感が生

じて、大きな問題になりかねません。そこで、

私が当時の高橋福祉保健部長に24年度以降の予

算措置を含めた対応の仕方を尋ねたところ、

「これらのワクチン接種が継続されるために

は、予防接種法の定期接種へ位置づけられるこ

とが必要であるので、引き続き、国へ要望して

いくとともに、定期接種化されるまで事業が継

続されるように国に強く働きかけていく」とい

う御答弁をいただきました。現在の状況はどう

なっているんでしょうか。福祉保健部長、お願

いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 子宮頸がん予

防ワクチン、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌

ワクチンにつきましては、接種による疾病の予

防効果が見込まれ、医療費の削減効果も期待さ

れております。これらのワクチン接種につきま

しては、国の責任のもと、恒久的な制度とし

て、すべての国民に接種の機会を設けることが

必要と考えますことから、国に対して、予防接

種法に基づく定期接種化や、定期接種化される

までの事業の継続について、あらゆる機会を通

して要望してきたところでございます。現在、

国において、平成24年度以降も継続してワクチ

ン接種ができるよう、今後の定期接種化を視野

に入れた検討がなされているところであります

が、県といたしましても、引き続き、働きかけ

を行ってまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 今、部長は、「ワクチン接種

には、疾病の予防効果が見込まれて、医療費の

削減効果も期待される」というふうに言われま

した。私も同じように、ワクチン接種は、病気

にかからないように予防として前もって小さな

出費をするのか、それとも予防せずに後で病気

にかかって大きな医療費を出費するのかという

判断だと思います。これも管理と戦略の考え方

ではないでしょうか。

私は、平成21年９月議会で、三世代同居への

政策的誘導について質問しました。今、核家族

化がどんどん進んでいますけれども、大家族の

ときは、病気になったときとか高齢者介護など

も、家族内の相互協力でカバーしていました
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し、子育てや教育なども、祖父母の手助けや経

験が大いに役立っていました。しかし、核家族

ではそれができず、老老介護とか育児ノイロー

ゼ、児童虐待などの負の部分が顕著になってき

ました。それをカバーするために、行政は大き

な財政負担をせざるを得ないようになりました

し、その負担は今後さらに大きくなると予想さ

れます。そこで、行政の将来負担をできるだけ

家族で吸収してもらうための方策として、三世

代同居への政策的誘導を提案しました。これも

先ほどのワクチン接種と同じような考え方だと

思います。これまで一つの例として、住宅リ

フォーム事業、オンデマンドバス、宅配や移動

販売車事業、ワクチン接種への公費助成につい

て質問しましたが、いずれも先に出費すること

で、後の税収増とか負担軽減につなげることが

できる事業なのではないでしょうか。県も財政

状況が極めて厳しいことは十分承知しておりま

すが、将来の税収増や負担軽減を見越してのい

わゆる戦略に、勇気を持って取り組んでいただ

きたいと考えますが、知事の考えをお聞かせく

ださい。

○知事（河野俊嗣君） 今、一連の御質問を伺

いながら、以前、私が別の団体で財政課長を務

めましたときに、先輩から繰り返し言われたこ

とを思い出しておったんですが、財政が厳しい

ときに予算を切るだけならだれでもできると、

その中でいかにめり張りをつけるかということ

であります。私ども、選択と集中ということを

掲げて今取り組んでおるわけでございますが、

今の一連の御質問というものは、将来の税収増

や負担軽減ということを考えながら、しっかり

と予算をつけていくと、そういう視点でという

ことでありまして、一つの選択と集中の中での

視点かというふうに考えております。私どもが

８月に取りまとめました「みやざき元気プロ

ジェクト」の中では、将来を見据えた産業づく

りを進めるためにということで、中小企業の金

融対策、雇用の維持・確保、フードビジネスの

展開、環境・新エネルギー産業の創出など、そ

ういったような視点で、さまざまな事業に取り

組んだところでございますが、今後とも、大変

厳しい財政状況の中ではございますが、選択と

集中の一つの視点として、御指摘を踏まえて取

り組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。

○横田照夫議員 ありがとうございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。

次に、和牛の種雄牛造成に関して、農政水産

部長にお伺いします。

昨年の口蹄疫により、県有種雄牛が５頭だけ

になってしまいました。西都市に６頭避難させ

ましたが、そのうちの「忠富士」に感染が確認

され、殺処分されました。１年以上たった今で

も、子牛市場では「忠富士」の産子が一番の高

値で取引されておりますし、先日行われました

宮崎県枝肉共進会でも、「忠富士」の産子はす

ばらしい産肉成績をおさめました。本当に残念

でなりません。しかし、悔やんでばかりいても

仕方ありません。できるだけ早く挽回していく

ために、種雄牛造成の促進を図っていかなけれ

ばいけませんが、現状はどうなっているのかを

お伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県有種雄牛に

つきましては、口蹄疫の発生に伴い、供用中の

ものは５頭を残すのみとなりましたが、平成22

年度に社団法人宮崎県畜産協会に造成した種畜

再生対策基金を活用しまして、新規種雄牛の早

期造成を図っているところでございます。現

在、直接検定を終了し、産肉能力後代検定を控
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えている種雄牛、いわゆる待機牛が22頭であ

り、今後も年10頭程度が直接検定に合格し、待

機牛に随時追加される予定となっております。

また、いち早く産肉能力を把握し、種雄牛とし

て供用するため、従来の現場後代検定に加え、

平成24年度からの２年間は、全国和牛登録協会

が認定する産肉能力間接検定を実施することと

しております。今後は、間接検定が終了した種

雄牛を順次、供用種雄牛として選抜し、平成26

年度以降、供用種雄牛と待機牛を合わせまし

て、45頭を維持する計画としております。

○横田照夫議員 ありがとうございます。

次に、県有種雄牛を殺処分したことにより、

東の横綱と称される青森県の基幹種雄牛「第１

花国」を初め、宮城県、岩手県、鳥取県、山形

県などから、多くの優良種雄牛の凍結精液の提

供を受けましたが、その利用方法はどうなって

いるんでしょうか、お願いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫の発生

により多くの種雄牛を失った本県に対しまし

て、昨年11月から本年６月にかけまして、御質

問のありました青森県を初め、５県から凍結精

液の無償譲渡を受けております。いずれも貴重

な優秀種雄牛の凍結精液であり、譲渡をいただ

きました各県の御厚意に対しましては、心より

感謝を申し上げる次第であります。譲渡いただ

いた凍結精液につきましては、関係団体と協議

し、今後の宮崎牛の改良の方向性を見据えなが

ら、種雄牛造成のための改良基礎雌牛350頭へ計

画的に交配していくこととしております。ま

た、関係者と協議して効率的な種雄牛の選抜を

行うため、計画的な配分を行ってまいりたいと

考えております。

○横田照夫議員 次の質問ですけれども、全国

的に牛肉志向がサシから赤肉へと変わってきて

いるというふうに言われています。そういった

ことを受けて、宮崎牛の改良の方向をどう判断

しておられるのかをお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 宮崎牛の改良

は、牛肉の輸入自由化以降、輸入肉との差別化

を図るため、脂肪交雑、いわゆるサシを重視し

た改良を行ってきたところでありますが、最近

では、牛肉の志向は、サシから赤肉に移行して

いるとの話もお聞きしております。このため、

本年７月と８月には、消費者代表や流通関係

者、生産者等から成る「宮崎県産牛肉・豚肉の

あり方に関する意見交換会」を実施し、いただ

いた意見をもとに、現在、関係団体等と宮崎牛

のあり方について検討を行っているところでご

ざいます。肉用牛の改良には長い年月が必要で

あり、まずは改良に最も影響のある種雄牛の造

成につきまして、将来の消費動向を見通し、肉

質や発育速度、肉のうまみなどの多様性を確保

する方向で検討する必要があると考えておりま

す。

○横田照夫議員 以前、経済肥育という考え方

で、コストを削減するために早期出荷を促進し

たことがありました。でも、全く市場価値のあ

る肉に仕上げられずに、失敗に終わってしまい

ました。和牛としての特性を生かして、市場価

値が上がる方向での検討をよろしくお願いいた

します。

県は、和牛精液ストローを家畜改良協会に所

属する家畜人工授精師に限って配布してきたも

のを、独禁法に触れる可能性があるということ

で、協会以外の授精師にも配布することを決め

たという報道がありました。このことは何人も

の議員が質問されましたので、協会以外の授精

師にも配布することで懸念されることはないの

か、あればその対応はどうするのかだけをお尋
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ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県有種雄牛凍

結精液の配布につきまして、御質問にございま

したように、今回、一部の地域の家畜人工授精

師協会が公正取引委員会の注意を受け、また、

家畜改良協会員外の家畜人工授精師等からの配

布希望もあり、見直しを行うものでございま

す。これに伴いまして、今までより多くの関係

者に凍結精液が配布されることとなり、種雄牛

造成、また宮崎牛ブランドへの影響や、県外へ

の凍結精液の流出を心配する声も聞かれるとこ

ろでございます。今回の見直しは、本県がこれ

まで築いてきました宮崎牛ブランドをさらに発

展させていくことを目的としたものであります

ので、新たに県有種雄牛の凍結精液を利用され

る方にも、宮崎牛ブランドづくりに対する理解

や協力を求めていきたいと考えております。ま

た、詳細な内容はこれから検討してまいります

が、県有種雄牛の凍結精液は、県有以外の種雄

牛造成に使用しないこと、県外の凍結精液を利

用する方には、配分する精液に一定の制限を行

うことなどの条件を設定することになると考え

ております。さらに、凍結精液の需給管理を適

正に行うため、スマートフォンを活用した新シ

ステムをしっかり運用していくよう指導し、不

適正な県外流出の防止に努めてまいりたいと考

えております。

○横田照夫議員 昨年の口蹄疫で一番大きな問

題となったのが、民間所有の種雄牛でした。現

在、民間で種雄牛を保有しようという動きがあ

るんでしょうか。もしそういう動きがあれば、

県としての対応はどうされるんでしょうか。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県有種雄牛の

造成につきましては、県内の多くの肉用牛農家

や関係団体等の協力を得て、挙県一致の体制で

進めてきたところであり、今後も多くの方の協

力のもと、宮崎牛ブランドの確立に資する種雄

牛造成を進めてまいります。こうした中で、本

県にも、民間において種雄牛を保有している、

あるいは保有したいと希望する関係者もおられ

ます。県といたしましては、農家のリスク軽減

や市場の安定性を図るという観点から、種雄牛

の産肉能力が明確になった上で本格供用を行う

べきであるということを、強制ではありません

が、指導していく必要があると考えておりま

す。

○横田照夫議員 それぞれ自分たちの牛に自信

を持っておられるんだろうとは思いますけれど

も、安定的に宮崎牛を生産していくためには、

産肉能力後代検定などで客観的なデータの裏づ

けができたものを供用していくことが大事じゃ

ないかなというふうに思います。県全体でそう

いう秩序をしっかりと守っていただきながら、

種雄牛の造成を図っていただくようにお願いい

たします。

次に、中学校で導入が予定されている武道必

修化に対する取り組みについて、教育長にお尋

ねします。

体育教科での武道の授業は来春からの導入と

なっていますが、各学校の準備状況はどうなっ

ているんでしょうか。施設や用具、指導者等、

それぞれの準備状況をお聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 各学校におきまして

は、来年度からの武道必修化に備えまして、実

施種目の決定や指導計画の作成など、実施に向

けての準備が行われている状況であります。ま

た、実施に当たって必要な施設・用具の整備に

つきましても、計画的に準備が進められている

ところであります。県教育委員会では、こうし

た学校の準備が円滑に進められるように、すべ
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ての保健体育担当教員を対象に、武道に関する

講習会等を開催し、指導方法や指導計画作成上

の留意点等につきまして、指導を行っていると

ころであります。今後とも、各中学校におきま

して、来年度からの武道必修化の実施に向け遺

漏がないように、引き続き、市町村教育委員会

と連携しながら支援に努めてまいります。

○横田照夫議員 それぞれ学校で、どの種目を

選択するか決まっているんじゃないかと思いま

すが、それぞれの種目別に学校数をお聞かせく

ださい。

○教育長（渡辺義人君） 県内には、国公私立

を合わせまして、147の中学校がございますけれ

ども、ことしの３月末現在の調査結果によりま

すと、現在、若干変わってきているかもしれま

せんけれども、来年度、平成24年度は、複数種

目を実施する学校もありますが、種目別で申し

上げますと、柔道が114校、剣道が38校、相撲が

２校、空手道が２校、弓道１校の実施予定と

なっております。

○横田照夫議員 当然女子生徒もおりますの

で、相撲はないのかなと思っておりましたら、

相撲も２校あるということで、ちょっとびっく

りしました。そういった男女の違いもあります

ので、生徒たちには、武道種目に対していろい

ろな希望があるんじゃないかなと思います。

五ヶ瀬町が町内の４校を１校に集めて、理解度

に合わせた授業など、教職員を最大限に生かし

た授業実践をしておられます。いわゆるＧ授業

です。１校に１人しかいない教師が４人集まる

ことで、理解度に合わせた授業への対応が可能

になるということです。武道の授業での希望種

目の選択肢をふやすためにも、五ヶ瀬方式で、

幾つかの学校が連携して、幾つもの種目から選

択できるようにすることはできないものでしょ

うか。

○教育長（渡辺義人君） 武道の授業におきま

して、御提案のありました五ヶ瀬方式のよう

に、学校が連携して種目の選択肢をふやすこと

は、生徒の技能・体力の程度、運動経験、興味

・関心に応じた学習を進める上で、有効な方策

の一つであると考えます。一方で、実施すると

いうことになりますと、生徒の移動の手段や時

間の問題、それとか武道の複数種目実施に際し

ての施設・用具の問題ですとか、解決すべき問

題もあるのではないかなというふうに思われま

す。このようなことから、武道の授業の実施方

法につきましては、地域や学校の実態を踏まえ

まして、それぞれの市町村教育委員会や学校に

おきまして、ただいま議員の御提案も含めた形

でのいろんな検討を進めた上で、実際判断され

ることが望ましいというふうに考えます。

○横田照夫議員 先日の11月27日に、宮崎県武

道館におきまして、宮崎県武道振興演武大会が

行われました。これは、次代を担う青少年の育

成と武道振興のために、県内の９武道団体の演

武者が一堂に会して、磨き抜かれた心・技・体

の究極を演武披露し合うとともに、錬成大会を

実施し、広く県民の方々に御理解いただき、あ

わせて各武道間の融和協調を図り、もって日本

の伝統文化の発展と本県武道の普及振興に資す

るために開かれるものです。その大会に、武道

を理解してもらい、武道必修化に備えてもらう

ために、昨年から県内全中学校へ案内がなされ

ております。でも、残念ながら、県内147校のう

ち、昨年が１校だけ、ことしが４校だけの出席

でした。各学校が本当に武道必修化に関心を

持っているのか、ちょっと疑問を感じてしまい

ます。そこで、改めてお伺いしますけれども、

中学校で武道を必修化される目的は何なので
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しょうか。

○教育長（渡辺義人君） 御案内の武道振興演

武大会につきましては、私も毎回出席させてい

ただいております。中学校で武道が必修化され

た背景ということでありますけれども、平成18

年の教育基本法改正におきまして、「教育の目

標」の一つとして、「伝統と文化を尊重し、そ

れらをはぐくんできた我が国と郷土を愛すると

ともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展

に寄与する態度を養う」ということが新たに盛

り込まれたところであります。これを受けまし

て、改訂されました学習指導要領の中学校保健

体育科では、相手を尊重し、伝統的な行動の仕

方を守ろうとすることなどが重視され、武道の

指導の充実が図られることとなったところであ

ります。

○横田照夫議員 武道を履修する時間は、年

間10時間ぐらいになるというふうにお聞きして

いますが、精神的なものまで含めて、そういっ

た限られた履修時間の中で、武道必修化の目的

を十分に達成することは難しいのではないかと

いうふうに思います。しかし、武道履修に期待

されている精神的なもの、例えば徳目や礼儀作

法、形式美、様式美などは、武道の履修時間だ

けでなく、国語とか数学などの他の科目の授業

とか給食の時間、朝礼や休み時間などでも学ば

せることはできると思います。体育の授業に武

道が導入された意義を十分に踏まえて、学校生

活全体で武道の持つ精神的教育をしていくこと

が大事だと考えますが、いかがでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 武道の授業がねらい

としております相手を尊重したり礼儀を重んじ

る態度は、あいさつや社会的マナー、他者の痛

みを理解する心、感情を適切な方法で表現する

ことなど、望ましい人間関係を醸成するために

必要な力につながるものでありますことから、

武道の授業だけではなくて、他の教科や特別活

動など、学校の教育活動全体を通して指導し、

身につけさせることが大切であると考えており

ます。そのため、そのような態度の育成につき

ましては、これまでにも道徳の時間を初め、朝

の会・帰りの会、教科指導、給食指導、清掃指

導、部活動など、さまざまな機会を通じて指導

が行われているところであります。県教育委員

会といたしましては、今後とも、市町村教育委

員会と連携しながら、各中学校におきまして、

武道の必修化の趣旨を踏まえた指導が、学校の

教育活動全体を通してなされるように努めてま

いります。以上です。

○横田照夫議員 先日、委員会で、高千穂高校

に行かせていただきました。高千穂高校は、御

存じのように、剣道が全国レベルの学校です。

教職員も生徒も、この剣道部を多分誇りに思っ

ているんじゃないでしょうか。あいさつなども

すばらしいというふうに感じました。まさに全

校に剣道精神が行き渡っているのではないかと

考えますし、このようなことが武道必修化のね

らいじゃないかなというふうに思います。武道

必修化には、県武道協会も全面的な支援をする

という思いでおられますので、ぜひ積極的な要

請をしていただきたいというふうに思います。

先ほどのＴＰＰの質問の中で、国の根幹とか国

の体という言葉を使いました。武道精神という

ものにも、まさにそういった意味合いがあるん

じゃないかなというふうに思います。教育委員

会には、ぜひぜひ武道必修化を成功させるため

に、最大限の努力をお願いいたします。

予定していた質問は全部終わったんですけれ

ども、少々時間がありますので、若干お願いし

たいことがあります。今、狩猟の季節でして、
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県内あちこちで狩猟が行われています。我が佐

土原町でも、巨田の池のカモ猟が行われていま

す。これは400年以上続けられている、また全国

で２カ所しかない投げ網猟です。県の無形文化

財にも指定していただいております。狩猟期は

２月15日まででありますので、知事、副知事、

教育長、ぜひ体験をしていただきたいというふ

うに思っています。私がお誘いいたしますの

で、頭の中にひとつ考えておいていただければ

と思い、お願い申し上げまして、質問を終わら

せていただきます。ありがとうございました。

（拍手）

○十屋幸平副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

次の本会議は、５日午前10時開会、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時50分散会
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◎ 一般質問

○十屋幸平副議長 ただいまの出席議員38名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、太

田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。質問をいたします。

延岡にこひつじ保育園という法人立の保育園

があります。ここの３代目の園長、牧野正史氏

は、49歳の若さで他界されたのですが、彼が昭

和63年から平成７年までの８年間、園児の家庭

に向けて発行していた「こひつじ通信」77編が

このたび本となって発行されました。その中

に、「モクセイの甘い香り」という題の次のよ

うな感動する話が載せられています。読み上げ

ますと、「小学校の運動会の朝、母親から

「きょうは忙しくて運動会に行けないから、一

人で弁当を食べてちょうだい」と弁当を持たさ

れ、昼になると、家族ぐるみで弁当を広げる人

たちの間で、涙をこらえながらその人は弁当を

開いたそうです。するとモクセイの甘い香りが

漂い、見ると弁当にはモクセイの花がそっと添

えられていたそうです。途端にこらえていたも

のが一度にあふれ出し、忙しく稲を刈る母親の

姿を思い浮かべながら、涙とともに弁当を食べ

た」という内容でした。そして、こう結んであ

りました。「私は現在、教師となり、運動会の

日には必ず親に来てもらえない子供たちと弁当

を広げることにしています」、以上、抜粋しま

したが、その後、園長さんの言葉が次のように

添えられています。「母親のさりげない行為が

優しく子供たちを思いやれる一人の教師を育て

たわけですが、親のさりげない行為がこのよう

に子供の心に影響し続けることがあるというこ

とを改めて思い知らされ、親として、保育者と

しての自分の日常の子供に対する行為を戒めら

れました」。

質問に移りますけれども、私は今の世の中が

優しくあってほしいと思います。今の世の中を

見ると、新しい貧困といいますか、新たな格差

が生まれているように思います。学校現場から

の話によると、３日も４日も下着を着がえてい

ない子供もいるとのこと、どんな家庭環境なん

だろうかと案ぜられます。今、教育問題で話題

となっている大阪府でも、ある府立校では、家

に学習机がない生徒が半数以上おり、家庭環境

の問題を抱える生徒が多いということが新聞で

報じられていました。教育の格差、貧困の連鎖

であります。私は政治に携わる者の一人とし

て、このような問題に対して、政治がうまく機

能していない、政治がその責任を果たしていな

い、そのような感じを持ちます。そこで、知事

に質問です。本年の７月の段階で、生活保護受

給者が過去最高の205万人、非正規労働者は働く

者の34.3％を占め、結婚できない若者の増加、

人口の減少など、国力が低下し、日本という国

の形が壊れてきているように思います。知事

は、こうした今の日本の現状をどう思われるか

伺います。

以下の質問は、質問者席にて行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

我が国の現状についてであります。御指摘の

とおり、私を含め多くの国民の皆さんが、今の

暮らし、社会、経済の状況に、そして、その先

行きに大きな不安を抱えている状況だと思われ

平成23年12月５日(月)
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ます。また、ことし、東日本大震災を初め大規

模災害が相次ぎ、我が国の危機管理やエネルギ

ー政策のあり方が根本から問われるとともに、

世界的な金融危機やＴＰＰなどの国際・経済問

題など、国家の根幹にかかわる問題が顕在化し

たことも不安に拍車をかけておりまして、それ

らに対する抜本的な解決策と将来への展望が見

出せないまま、閉塞感に覆われているように思

います。今、国の形が壊れているというような

表現をされたところでございます。しかしなが

ら、我々日本人には、大震災に際し世界が賞賛

いたしました、礼節を重んじ和をとうとぶ精

神、勤勉さ、規律正しさなど、すぐれた国民

性、また、大震災や口蹄疫など未曾有の災害に

立ち向かう中で、より強くなったきずながござ

います。また、今、御紹介がありましたような

優しさや思いやりが生きた社会であると考えて

おります。私は、こうしたきずなや思いやりの

精神こそが、我が国再生の原動力になるものと

考えておるところでございます。政治・行政に

携わる私どもが、国民・住民の声に真摯に耳を

傾け、しっかりとしたビジョンと戦略を示し、

みんなが一致団結して立ち向かうことで、この

厳しい状況を必ずや乗り越えられるものと確信

しているところでございます。以上でありま

す。〔降壇〕

○太田清海議員 それでは、関連しますので、

地域経済循環システムについてお伺いしたいと

思います。私は資料を出しておりますので、そ

の資料で説明しますと、実は今回、県が出しま

した「みやざき元気プロジェクト」、その中の

表がこのように初めて提示されました。この資

料の左のほうの県内経済のデフレスパイラル、

それから下のほうの循環システム、非常に私に

はわかりやすくて、実は感動しました。私が訴

えたいなと思っていたのは何かこういうことで

あって、１つ下の図表にあります循環システム

のほうでいえば、例えば消費の増加があれば企

業が収益を上げる、そして雇用の拡大にもつな

がるという意味では、本当に私たちは今から、

政治・行政、すべてこの方向に向かっていかな

いと、日本は大変なことになるがなという思い

で、こういった非常にわかりやすい図表、考え

方の定義については、私は評価したいと思って

います。ただ、この右のほうにも、じゃどうす

るのかということで書いてありますし、「みや

ざき元気プロジェクト」の中でも、24 1事

業1,122億円の予算をつけて宮崎を活性化しよう

というビジョンが示されたわけですが、私は正

直に言うと、心の中にちょっと感動がなかっ

た。この図表で示されたことの具体的なやり方

としては、確かに間違いではないと思うけれど

も、何か大事なことを忘れているような気がし

て、後でまた指摘はしたいと思いますが、そう

いう意味では─今、こういう循環型の経済を

目指そうとしているときに、片一方では指定管

理者制度とかアウトソーシングとか徹底した経

費の節減ということは、この循環と逆回りに

なっちゃうんではないかということも感じるも

のですから─実際目指すことと具体的にやる

ことに少しずれがあるのではないかということ

で、知事の考え方をお聞きしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 地域経済循環システム

は、この図にありますように、さまざまな分野

で県内の消費を喚起しながら、価値や資金が県

内を循環するような、そういう流れを強化しよ

うとするものでございます。御質問は、指定管

理者制度との関係というところでございます

が、指定管理者制度など外部委託（アウトソー

シング）につきましては、多様化する住民ニー

平成23年12月５日(月)
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ズに対応して、行政サービスの向上を図るとい

う観点から、持続可能な執行体制を築いていく

ために行っているものでありまして、これも一

つ重要な、必要な取り組みであるというふうに

考えております。その中で、例えば、指定管理

者制度の運用に当たりまして、県内施設の指定

管理者は、県内に事業所を持つ法人などにする

といったような、地域に目を向けた取り扱いと

いうものを行っているところでございます。今

後とも、効率的・効果的な行財政の執行に努め

ながら、地域経済循環システムが目指しており

ます県内の経済活動の回復や、将来に向けた産

業育成などに取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○太田清海議員 きょうの新聞でも報道されて

いましたが、結婚できない派遣労働者とか、そ

ういった人たちには本当に消費購買能力がない

わけですよね。県も本当に悩みながらではある

と思いますが、いい循環が逆になっているので

はないかという、その辺をちょっと問うてみた

いなと思いましたが……。先ほど私はほかに

もっと大事なことがあるんじゃないかという意

味で言いましたけれども、常々言っております

が、実は高額所得者に対する課税、これを強化

するべきではないかというふうにずっと訴えて

きているんです。本年の11月22日にも、政府税

調のほうで、いわゆる富裕層、高額所得者に対

して増税をしなきゃいかんということが検討さ

れているということが新聞報道でされておりま

す。これについて、こういった動きに対して、

知事はどう評価されておりますか。

○知事（河野俊嗣君） 政府税制調査会でござ

います。我が国の経済・社会の構造変化に対応

する税制の抜本的な改革の一環といたしまし

て、今、御指摘がありましたような所得再分配

機能の回復を図るために、高額所得者に係る累

進課税の見直しなどが検討されているというこ

とは承知しておるところでございます。将来の

社会経済情勢を見据えた税制となりますよう、

所得課税も重要でありますが、それのみなら

ず、消費、資産を含めた課税全般についての論

議、課税全体のバランスのとれた税制体系に向

けての議論というものが大変重要であると考え

ております。私も、今の政府税制調査会とは成

り立ちが異なりますが、７年前に１年間担当し

ておりました。そのときから課題になっている

こと、残された課題が山積みになっておるとこ

ろでございまして、しっかりとした議論、税制

体系全体を見据えた議論というものも今後必要

だというふうに考えております。その中で、特

に地方税に関しましては、税源の偏在性が少な

く、税収の安定性を備えた税体系を構築してい

くこと、これが大事だと考えております。

○太田清海議員 税の問題については、国の問

題でもありますが、本当に地方自治というもの

を考えた場合、ここに手をつけないと、私たち

の財政といいますか、地方財政というのは、本

当の政策も打ち出せない、そんな感じがするん

ですね。だから、消費税の前にやるべきことを

やっておく。以前も言いましたけれども、かつ

て所得税の最高税率が75％、そういう時代も

あった。今は40％に下がっておる。何でそうし

たのかなと思うんですけれども、これはまた代

表質問等でありますので、きょうはこのくらい

にしておきます。超過累進課税ですから、今40

％の最高税率であっても、それを所得１億円の

人に40％の税率を超過累進課税で掛けておりま

すが、実際計算してみると、単純な比例税制で

言うと、37％ぐらいにしかならないんですよ

ね。そういうものなんですよね。75％の場合で
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あっても、比例税制に直せば実際は60％なんで

すよ。そういうのもありますので、今後の課題

としておきたいなと思います。

それから、さきの９月県議会で、自民党の右

松議員が新人議員ながら本当に勉強されて、地

方交付税、臨財債に関する論議を、質疑をされ

ました。大変興味深く聞かせていただきまし

て、後で議事録も読ませていただきました。私

にとっては、非常に記憶に残る財政論議ではな

かったかなと思っております。私もそれを引き

受ける形で議論をしてみたいんですが、地方財

政を本当に確立するためには、地方交付税自体

のパイをふやす、これだと思うんですよね。だ

からこそ、高額所得者への課税を強化しない

と、地方交付税の本来の任務がなくなってしま

うんではないかというふうに思いますが、知

事、お考えはいかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 今、御指摘の地方交付

税でありますが、所得税を初めとするいわゆる

国税５税がその原資となっておるところであり

ます。この国税５税が最近、税収の減少に伴い

まして、交付税総額の減少に結びついている

と、それを臨時財政対策債などで臨時的に補て

んしているという状況でございます。地方財政

の安定的な運営を確立していくためには、地方

が必要とする交付税総額を確保することが最も

重要でありますので、本県を初め全国知事会と

しましては、国税５税の法定率の引き上げにつ

いて、国に対し強く求めているところでありま

すが、議員御提言の所得課税の見直しにつきま

しても、所得税総額の増加、さらには交付税総

額の確保につながるものというふうに考えてい

るところでございます。

○太田清海議員 法定率という話がありました

が、前回の先ほど紹介した議事録の中でも、知

事はこう答えておられます。「国がしっかりと

した財源を確保して交付税率を高めるというの

が本当でございます」ということで、国の責任

として、きちっと財源を取るべきところから取

らないとだめだぞというメッセージを送られて

いると思うんですが、その中で、総額確保とい

う言葉も出てきましたけれども、もう一回、具

体的にはどういうことを指しておられるのかお

伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 地方交付税は、地方団

体が標準的な行政水準を確保するために必要な

財源を保障する、その財政上の仕組みでありま

すが、税収の減少に伴いまして、例えば今年度

におきましては、本来必要な23.5兆円に対しま

して、国税５税の法定率分が10.6兆円にとど

まっております。国の一般会計からの特例加算

などはありましたが、地方交付税としては17.4

兆円しか確保できていない状況にありま

す。23.5兆円必要なものに対し、17.4兆円しか

地方交付税として確保できていないということ

でございます。こうした地方交付税の不足額

は、先ほど御指摘のありました臨時財政対策債

等で補てんされているところでございます。こ

の地方交付税制度、本当に地方の財政の根幹を

なすものというふうに考えておりますが、それ

を安定的に運営していくためには、臨時財政対

策債で補てんされている額というものを圧縮し

て、地方交付税そのものを増加させることが必

要であると考えております。具体的な総額確保

の方策としましては、先ほど申しましたとお

り、全国知事会と連携いたしまして、法定率の

引き上げなどを求めているところでございま

す。国も財源が乏しい、地方も財源が乏しい、

その財源が乏しい同士が綱引きをしても、なか

なか展望が開けませんので、全体のパイをふや
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していくこと、大変これが重要であるというふ

うに考えております。国において、国税５税の

増加につながる取り組みを進めていただくこと

も、大変重要であると考えております。

○太田清海議員 国も貧しい、地方も貧しいと

いう表現でありましたが、片や国民の中には、

格差が広まって、何億円という稼ぎをする人た

ちもおるわけですよね。人間の社会の中で、も

うかったというのはお互いの助け合いの中でも

うかっておるわけですから、社会的な負担とし

て、そういう人たちからいただくということ

は、私は、税の中で所得再配分するべきではな

いかなというふうに思います。わかりました。

次に、原発事故対策についてお伺いしたいと

思います。

９月議会でも質問といいますか提案をしてお

きましたが、休日保育等特別事業─これは節

電対策の一環として補正で取り組まれた事業

で、いわゆる企業に勤めている人たちの平日の

出勤を土日にずらして、企業が使う電気をでき

るだけ減らそうということで取り組まれたと思

うんですが─この実績はどうだったのか、福

祉保健部長にお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 企業の電力需

給対策の実施に伴います休日保育等特別事業に

ついてでございます。このことにつきまして

は、延岡市及び木城町内の３保育所で実施され

まして、事業の対象となった企業は３社でござ

います。次に、事業実績でありますが、延岡市

では、２カ所で休日保育が実施されまして、延

べ10人が利用しております。また、木城町で

は、１カ所で延長保育が実施されまして、延

べ152人が利用しております。なお、県からの補

助額でございますが、安心こども基金を活用い

たしまして、約97万円を支出したところでござ

います。

○太田清海議員 わかりました。私、宮崎もあ

るのかなというふうに思っていたんですが、既

存の事業の中で取り組まれたというふうにも聞

いております。今度、冬の節電対策というのも

あるんですが、冬期の取り組みは必要ないのか

どうか、同じくお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 国は、冬期に

つきましても休日保育等特別事業を実施すると

いうことで、先月、事務連絡をいただいており

ます。そういうことで、県といたしましても、

県内の保育ニーズを踏まえまして、的確な対応

を図ってまいりたいというふうに考えておりま

す。

○太田清海議員 わかりました。節電といいま

すと、国民もそれなりに一生懸命節電し、無駄

な電気は使わないということは努力していかな

きゃいかんと思いますが、実際、企業・産業用

の電気と家庭用の電気を比較してみると、圧倒

的に産業のほうが多いわけですから、家庭用が

幾ら節電しても効果が薄いということもありま

す。ひとつ産業・企業のほうにも、節電のため

のいろんな取り組みが必要であれば、行政とし

ても、その対応をお願いしておきたいと思いま

す。

次に、10月に国が行った災害廃棄物、いわゆ

る災害ごみの広域処理受け入れに関する再調査

を行ったと聞いておりますが、この結果はいか

がだったのか、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 10月７日付

で、環境省から県に対しまして、東日本大震災

により生じた災害廃棄物の広域処理受け入れの

検討状況に関する調査依頼がありまして、県内

の市町村や一部事務組合等に照会を行いまし
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た。調査の結果、受け入れに向けた検討を行っ

ている市町村等はありませんでした。

○太田清海議員 わかりました。私のところに

も手紙が来ましたが、口蹄疫とかいろんなこと

でお世話になった宮崎県が、こういうときにお

返しをするべきではないかということで、非常

にそれは本当に宮崎県民としてのいい心だと思

うんですよね、そういう思いは。そういう人た

ちも実際いらっしゃいます。ただ、今聞いてみ

ると、そういう受け入れをするところがないと

いうことでありますが、私たちが気をつけなけ

ればならないのは、いわゆる放射能といったも

のが、客観的にそういうものが含まれていない

んだということであれば、やはり当初にあった

ように、受け入れをするべきものはあるんじゃ

ないかとは思うんですよね。ただ問題なのは、

放射能に汚染されているところがどうなのかと

いうことだろうと思います。米とかそういった

ものにも汚染米が見つかったということもあり

まして、サンプル調査ではどうもいけないん

じゃないかな、全部調査するような仕組みをつ

くらないと、国民の不安というのはぬぐい切れ

ないんじゃないかなという思いもいたします。

それから、国会で「国会は一体何をやっている

んですか」と言った東大の児玉龍彦教授ですけ

れども、この方の話によると、日本のいわゆる

放射能の関係する法律の中に、高線量の放射能

に対応する法律はいっぱいあるけれども、低線

量の放射能に対処する法律はないんですよね。

だから、今、私たちは、児玉教授も含め、違法

状態で対応しておりますと、超法規的にやって

おりますということなんですね。だから、国会

の中でももう少しきちっとした、国民が安心で

きるような法律をつくっていただきたいなと思

います。私は、県民の安全ということを考えた

場合に、きちっとそういったものの整備、もし

くは放射線技師とか─調べてみますと、作業

環境測定士という国家資格を持った人たちもい

らっしゃるということであります─こういっ

た人たちを活用しながら、将来こういったごみ

の問題とか考えていかなければいけないのかな

というふうに思っております。

次に、この震災による関係で、本県に移住し

てきた人といいますか、避難してきた人をどの

ように把握しているのかということでありま

す。初日に黒木正一議員が質問いたしまして、

個人としては245名ぐらい宮崎県に避難しておら

れるということですが、そういった把握の仕

方、どのように把握しておられるのか、総務部

長にお聞きしたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 東日本大震災に伴

いまして避難されている方の把握につきまして

は、総務省が全国避難者情報システムを構築し

ております。このシステムは、震災発生後、被

災者等が全国各地へ避難され、その所在地等の

把握が困難となったために構築されたもので、

避難者から、避難先の市町村に対しまして、氏

名やもとの住所等を申し出ていただき、その情

報を各都道府県を経由して、避難元の県や市町

村に提供することによりまして、所在地を把握

するとともに、被災者に係る支援策等、必要な

行政情報を提供できるようにしているものであ

ります。先ほど245名という人数がありました

が、このシステムへの登録というのは、避難者

の意向による任意のものでありまして、登録者

以外で各市町村が把握している避難者、それを

含めまして245名―これは11月22日現在の数字

ですが―となっております。

○太田清海議員 個人としてしか把握できな

い、いわゆる世帯を把握できないということな
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んですが、これもプライバシーの問題がありま

して、恐らくおれはいいんだよという人はわか

らないわけですよね。ただ、そういった避難を

してこられた世帯の人と直接話すことがあった

んですが、その人の話では、その人のネットワ

ークの中でお互い確認しているのは、宮崎県内

に避難してきた世帯が150世帯ほど、300人ほど

ですよというふうに言われました。正確なき

ちっとしたものではないと思いますが、実際は

まだ多いのかもしれません。実は、東京のふる

さと回帰支援センターにこの前視察に行ってき

たんですけれども、その中で担当者が言われた

のは、３・11以降、ふるさとといいますか、そ

ういったところに都会から戻ろうとする人たち

がふえてきましたと、相談者がふえてきました

という答えを聞きました。宮崎県でも、「来ん

ね、住まんね、お誘い事業」とかいろんな移住

の対応をしておりますけれども、本当に災害を

利用してということではないんですけれども、

先ほど言った避難してきた人の声を聞くと、

「宮崎県というのはすばらしいよ。安全だも

の。宮崎県の人たちが私たちにどうこうしてく

ださらなくてもいい。ここに住むだけでも、安

全であるということは、放射能に本当におびえ

ている人の気持ちからしたら、宮崎県て何てす

ばらしいんだろう」と言われました。私は、そ

ういう意味では、本当にああそうなんだなと、

宮崎県というのは、それだけですばらしい県な

んだなという感じを持ちました。周りには、伊

方原発とか玄海原発、川内原発もありまして、

ＥＰＺの問題とかもあって、宮崎県もなかなか

ではありますが、私は宮崎県の価値というの

は、安全であるという価値があるんじゃないか

なというふうに思っております。ぜひ今後の参

考にしていただきたいと思います。

次に、地域医療について、福祉保健部長にお

伺いいたします。

さきの質問で、鳥飼委員が日南市立中部病院

の件についてお尋ねいたしましたけれども、２

名退職するというふうになると、診療体制に影

響が出てくると思いますが、現在の中部病院で

の入院患者数と外来患者数をお聞きしたいと思

います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 日南市立中部

病院によりますと、平成22年度の１日当たりの

入院患者数でございますが、54.2人、それから

外来患者数が172.0人となっております。また、

ことしの４月から10月でございますが、１日当

たり入院患者数が53.6人、それから外来患者数

は158.3人となっております。なお、中部病院で

は、今回の件に対応するため、後任医師の確保

を進めますとともに、非常勤医師の活用も含め

た勤務体制の見直しを検討するなど、影響を最

小限に抑える努力をされているというふうに聞

いております。

○太田清海議員 そういう数字を聞きますと、

あの地区では、中部病院だけの問題ではないと

思うんですよね。もし最悪の場合が出てくる

と、それが県立日南病院にも影響を与えること

だってあろうかと思うんですね。ですから、本

当に中部病院の問題は県の問題にもなってくる

可能性があるわけで、私たちもいろんな立場で

努力はしますけれども、地元の盛り上がりなん

かもつくりながらやっていくべきかなと、大変

難しい課題でありますけれども、そういう認識

の中で頑張っていただきたいと思っておりま

す。

次に、自殺対策についてお伺いをいたしま

す。

実は、私の机の上に本が置いてありました。



- 213 -

平成23年12月５日(月)

「神さまからの贈りもの」というのがぽんと置

いてあったものですから読ませていただきまし

たが、非常にこれも感動いたしました。私は、

自殺対策等は、いろんな電話コールとか、ああ

いった対応かなと思っていたんですが、これを

読んでみますと、都城の社会福祉法人キャンバ

スの会あたりが頑張っておられたということな

んです。それをちょっと紹介しますと、この本

は、仕事へのストレスからうつ病を発症してし

まった作者の闘病生活をまとめた本でありま

す。一時期はアルコールにおぼれたり２度の自

殺未遂を経験しながらも、妻と２人の子供の温

かい支えを受けながら、さらに障害者就業セン

ターや障害者福祉事業所に支援されて社会復帰

を果たすことができたという本であります。こ

のように同じようなうつで本当に苦しんでおら

れる方に、焦らないで無理をしないで少しずつ

でいいからという思いと、一般の方々から精神

疾患に対する偏見をなくしたいという思いか

ら、この本を出版されたようであります。この

本の著者のように、うつ病を患った精神障がい

者が病気を克服する過程において、職業訓練を

通じて社会復帰につながっていく可能性も相当

あるんだなということを思い知らされました。

こうした障がい者が就業を目指す際の相談窓口

としての―この本の中でも取り上げられてお

りますけれども―大いなる役目を果たしたと

いうことであります、障害者就業・生活支援セ

ンターという機関が整備されておるということ

でありますが、当機関の役割と活動実績につい

てお伺いしたいと思います。福祉保健部長にお

願いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 障害者就業・

生活支援センターにつきましては、障がいのあ

る方の就業・生活面の一体的な支援や企業から

の障がい者雇用に関する身近な総合相談窓口と

いたしまして、県内７つの障がい保健福祉圏域

すべてに設置されているところでございます。

当センターの平成22年度における実績といたし

ましては、相談に対する指導・助言が１万7,612

件、関係機関との連絡調整が6,222件、また、就

職に至った件数が268件などとなっております。

県といたしましては、今後とも、当センターを

中心にいたしまして、宮崎労働局や宮崎障害者

職業センター等の関係機関と一層の連携を図り

ながら、障がい者が身近なところで就業の相談

と支援が受けられる体制の充実に積極的に取り

組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。

○太田清海議員 わかりました。非常に地味な

仕事をされているかもしれませんが、本当に社

会的にはかなりな貢献をしているなというふう

に感じまして、ぜひ今後、ＰＲなり、そういう

悩んでいる人を掘り起こしていただきたいなと

いうふうに思いました。

次に、市町村への事務移譲についてでありま

すが、今回、議案第７号でも提案されていま

す。身近に市町村で仕事をしてもらうことのほ

うがいいんだということで、今、県のほうから

事務を移譲しております。中には、うちの首長

は何か自分の手柄のように仕事をとってきて、

あと体制が十分でないのにという声も聞かれた

りするものですから、その点をお聞きしたいと

思うんですが、県から市町村への事務移譲に当

たって、県はどのように財政支援を行っている

のか、県民政策部長にお伺いしたいと思いま

す。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県から市町村

への事務移譲につきましては、今議会に関連の

条例改正案を提案しているところでございます
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が、従来より、地方自治法に基づく事務処理特

例制度を活用しまして、知事の権限に属する事

務を希望する市町村に移譲しているところでご

ざいます。なお、事務の移譲に当たりまして

は、本来、都道府県が担うべき事務を市町村に

ゆだねるという側面がありますことから、市町

村に対し、移譲した事務の処理経費に係る財源

としまして、処理実績に応じました権限移譲交

付金を交付するとともに、事務引き継ぎを徹底

し、移譲後も事務処理の相談・助言を行うな

ど、移譲した事務が円滑かつ適切に実施される

よう努めているところでございます。県としま

しては、市町村の自主性・自立性の向上、地域

の実情に応じた柔軟な行政サービスの提供等に

資するため、今後とも、市町村と十分協議の

上、事務移譲を推進してまいりたいと考えてお

ります。

○太田清海議員 わかりました。財政的な支援

はあるということでありますが、市町村への事

務移譲には、交付税との関連で影響はあるのか

どうか、再度お聞かせください。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 事務処理特例

制度により移譲した事務につきましては、法令

上、あくまで知事の権限に属する事務でござい

ますので、当該事務に係る地方交付税は県に措

置されることとなりますが、先ほど答弁いたし

ましたとおり、移譲した事務の処理経費に係る

財源として、県から市町村へ権限移譲交付金を

交付しております。なお、さきの通常国会にお

いて成立しました地方分権に関するいわゆる

「第２次一括法」に基づき、来年４月１日以

降、未熟児の訪問指導などの事務の権限が都道

府県から市町村に移譲されることとなっており

ますが、これらの事務に係る地方交付税につき

ましては、当然都道府県から市町村へ移管され

ることになるのではないかと考えております。

以上でございます。

○太田清海議員 わかりました。条例による移

譲の分と法令による移譲の分が、２つ存在する

ということでいいですね。そして、法令の分は

交付税措置されるという解釈でいいですね。わ

かりました。

続きまして、畜産対策についてお伺いいたし

ます。

これも新聞で、県内で豚の放牧をされている

という報道を見たわけですが、いわゆる放牧方

式の養豚についての県の見解をお伺いしたいと

思います。農政水産部長、お願いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 養豚経営にお

きましては、これまで経済のグローバル化によ

る輸入豚肉の増加等に対応するため、集約的な

施設での養豚経営へと移行してまいりました。

このような中で、ヨーロッパ諸国では、快適性

に配慮した家畜の飼養管理、いわゆるアニマル

ウエルフェアの観点から、放牧を取り入れた養

豚経営が展開されていることも承知しておりま

す。健康的な豚肉づくりという点からは、放牧

養豚も理にかなった飼養形態の一つであると考

えておりますが、我が国で放牧方式を取り入れ

る場合には、ふん尿を自然循環できる土地の確

保、また、においの対策等の衛生管理面、さら

に防疫面など、解決すべき課題がございます。

また、土地の制約を考慮いたしますと、比較的

小規模での取り組みになると考えられますの

で、安定した養豚経営を行っていくためには、

えさや飼い方にも特徴を持たせ、安全・安心の

こだわりを持った銘柄豚肉として、契約取引な

どの販売ルートを構築していくなどの工夫が必

要ではないかと考えております。

○太田清海議員 ブランド化を図るいろいろな
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工夫が必要だということでありました。アニマ

ルウエルフェアの言葉も使われて、前回、私が

質問した言葉でもありますが、本当に、動物、

人間も含めてですが、免疫性ということをもう

少し人間は考えていくべきではないかなという

思いもあります。口蹄疫とか鳥インフルエンザ

─本来、人間、動物が持っている免疫性とい

うのを高めることも必要ではないかな、今、が

ん条例なんかでも、恐らくそのあたりも取り組

んでいる人たちもいますので、そういう議論も

あっていいのかなと思います。それから、３

・11以降、私たちの人間の思考を少し変えな

きゃいかんのじゃないかという議論もありま

す。また、ブータンの国王も来られたというこ

とで、幸せって何だろうということを、科学的

に進歩することがすべてだろうかという問いか

けも逆に私はあるんじゃないかと思って、今、

県が目指しておる「儲かる農業」という中に、

その一視点として、こういった放牧豚といいま

すか、そういう視点も片や取り入れてみてほし

いなというふうにも思います。

次に進めさせていただきます。地域交通につ

いてであります。

コミュニティバスなど地域公共交通の確保に

係る県の取り組みについて伺いたいと思いま

す。また、国において今回つくられました地域

公共交通確保維持改善事業の市町村への周知に

係る県の取り組みについてお伺いしたいと思い

ます。県民政策部長。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県では、今年

度から、未来につなぐ地域公共交通ネットワー

ク創造事業によりまして、県と市町村が合同で

地域公共交通の課題についての勉強会を実施し

ますとともに、デマンド方式のコミュニティバ

スなど、新しい地域公共交通に係る実証実験を

行う市町村を支援しているところでございま

す。また、国の地域公共交通確保維持改善事業

につきましては、平成23年度から、新たに幹線

交通につながるコミュニティバスへの運行費補

助の拡充等がなされたところでございまして、

事業の活用について、市町村に対し必要な助言

を行うとともに、さまざまな機会をとらえて、

その周知を図っているところでございます。県

といたしましては、今後とも、国、市町村等と

連携しまして、地域公共交通の確保を図ってま

いりたいと考えております。

○太田清海議員 この改善事業は、生活交通サ

バイバル戦略という名前も持って打ち出されて

いるようであります。これまで地域交通という

のがずたずたになってきている、それは、もう

かればいいというか、利益優先の考え方でやっ

てきた。その辺の反省として、こうして国がも

う少し地域交通を守ることに予算をつけようと

いうことでやっておるようですが、ぜひ、市町

村とお互い連携しながら、いいアイデアを出し

ながら地域交通を守る、こういった事業を活用

しながら頑張っていただきたいと思います。

次に、長浜海岸侵食問題についてお伺いをい

たします。

延岡にある長浜海岸の現在の侵食状況につい

て、どういうふうに認識しておられるのか、県

土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 長浜海岸につ

きましては、侵食傾向の海岸でありますが、近

年、台風の接近が少ないということ、また、平

成19年度から延岡新港のしゅんせつ土砂を侵食

対策として長浜海岸に搬入しておりますことか

ら、現在は比較的安定している状況でありま

す。今後とも、定期的に調査を行い、状況を確

認してまいりたいと考えております。
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○太田清海議員 比較的安定しているというこ

とでありますが、これについては、いわゆる延

岡新港に落ち込んだ砂は絶対外には持ち出さな

い、長浜海岸に戻すんだよという約束の中で、

安定化が図られているのかなというふうに思い

ます。これは持ち出したら絶対侵食されるとい

う実証にもなったかと思うんですね。というこ

とは、延岡新港に落ち込んだ砂を必ず長浜の海

岸に戻すということを、ずっと将来も繰り返し

ていかないかんということになるかと思うんで

すが、延岡新港に堆積した土砂の昨年度の搬出

量、戻した量とその経費についてお伺いしたい

と思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 延岡新港で

は、県、それから専用岸壁を有する民間企業で

土砂のしゅんせつを行っておりますが、昨年度

の実績を県施工分と企業施工分を合わせた数値

で申し上げますと、搬出量が約１万5,000立方メ

ートル、経費は約4,700万円となっております。

○太田清海議員 １万5,000立米ということです

が、これはどのくらいかというのがわからんも

のですから、トラック何トン車で何台分とかい

うのがありましたら、ちょっと教えてくださ

い。

○県土整備部長（児玉宏紀君） この１万5,000

立方メートルでございますが、例えば10トンダ

ンプ車で換算いたしますと、運搬台数にしまし

て約3,100台となります。

○太田清海議員 多大な出費をまたもたらすこ

とになるんですが、これは循環しないと国土が

守れないということで、やむを得ないのかなと

思いますが、昔の言葉に「一浜いじれば七浜た

たる」という言葉があります。一浜をいじる

と、関連して、ほかのところからの関係で、七

浜、七つの浜に影響をもたらすといういい言葉

だなと思うんですが、それを見ると、港という

のは、やたら勝手につくったらいかんなという

ような感じもするわけですよね。「一浜いじれ

ば七浜たたる」、そういう意味で言うと、延岡

新港に今でも砂が落ち込んでいる、堤防もある

んですが、その堤防を延ばしたりとか、そうい

う方法も考えられないのかなというふうにも思

うんです。「一浜いじれば七浜たたる」ですか

ら、あんまりいじってはいけないけれども、最

小限経費を抑え込むためには、何かそろそろ工

夫をしたり、関係者と協議をしたりとか、そう

いう努力も必要かなと思うんですが、いかがで

しょうか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 延岡新港で

は、土砂の流入を防ぐことを目的に、平成８年

度までに延長100メートルの防波堤整備を完了し

ておりますが、議員御指摘のとおり、その後も

港内への土砂の流入がありますことから、防波

堤の延伸あるいは離岸堤新設などの新たな対策

も含めまして、検討を行ってきたところでござ

います。しかしながら、新たな構造物の設置に

つきましては、議員も言われましたとおり、潮

流の変化など、隣接する漁場環境への影響も懸

念されますことから、現状では、しゅんせつ土

砂を海岸へ戻す、いわゆるサンドリサイクルと

いう方法を続けることで、対応してまいりたい

と考えているところでございます。

○太田清海議員 私は、そろそろ検討といいま

すか、そういった時期に入っているのかなと思

いまして、提案をしておきたいと思います。

時間が残されておりますので、ちょっと要望

をお伝えしたいと思いますが、私が資料を出し

ておる中に、電気料金の明細書を入れておりま

す。この中で、明細を見てもらえば、太陽光発

電促進付加金とか消費税等相当額とかいうふう
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に明示されておるわけですよね。ところが、電

源開発促進税、いわゆる原子力発電を促進しよ

うという目的を持った、そういった税金が明示

されていないのかなというふうにいろいろ問い

尋ねたんですが、どうも総括原価方式、例の悪

名高いといいますか、国民にはわかりづらい総

括原価方式の中にも税金が組み込まれておるわ

けですね。ということは、もう確実に税金を国

民から取られておるということで、国家予算の

中で3,500億程度の税金になっておるわけです。

この問題もしたかったかなと思ったんですが、

ああいう３・11以降でありますし、こういった

税金についても国民にわかりやすく、もしくは

将来、整備されていかないといけないんじゃな

いかなと。特に電源開発促進税は、一部の天下

り法人にも流れておるということも聞いており

ます。

それから、最後になりますが、実は、宮崎県

内のある高校で、高校生の新聞が発行されてい

ました。去年の11月発行なんですが、見てみる

と、その中に高校生が、「以上のことをかんが

み、電力不足を補う一方法として、また我が郷

土、町の発展の足がかりとして、小型の原子力

発電所設置を提案したい」と書いておりまし

た。調べてみると、これは文部科学省が全国の

高校生に募集した課題研究コンクールなんです

ね。しかも、それを文部科学省が直接やったん

じゃなくて、日本原子力文化振興財団に委託し

てやっておるわけですね。先ほど言った税金も

この中に使われておるのかなという思いもする

んです。私がなぜ質問しなかったかというと、

高校生が純真な思いで当時、原発事故以前です

から、真摯なまじめな思いで一生懸命つくっ

た、応募したんだろうなと思いまして、これは

とやかく言いませんが……。ただ、こういった

原発とかいう課題については、国政を二分する

テーマでもありますし、福島県では、原子炉を

全部廃炉しましょうという決定もされておるよ

うです。ぜひ教育が政治に翻弄されないよう

に、ひとついろいろ目を光らせていただきたい

なと思っております。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○十屋幸平副議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。

今、焦眉の課題、ＴＰＰの問題から一般質問

を始めたいと思います。「日本の農業がつぶさ

れる」「国民の安全が守られるのか」と、全国

に広がる国民の大反対を押し切って、野田首相

は、ＡＰＥＣでＴＰＰ交渉に参加することを表

明いたしました。しかし、この間、ＴＰＰ参加

に反対する超党派の国会議員の集会や、農業団

体、医療関係者、消費者団体、中小業者などが

参加した国民集会が全国で開かれ、宮崎県で

も10月、3,500名が結集する県民集会が開催され

ました。まさに、ＴＰＰ参加に反対する国民の

声は、圧倒的な世論となっています。全国の約

８割の地方議会が、反対か慎重に対処を求める

意見書や決議を上げています。こうした圧倒的

多数の国民の不安や批判にこたえない姿勢は、

もはや民主政治とは言えず、ＴＰＰ参加を強行

することは絶対に許されないと考えます。そこ

で、改めて、知事の御見解をお伺いして、後は

質問者席から続けていきます。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

ＴＰＰについてであります。ＴＰＰは、物品

貿易における関税の撤廃だけでなく、金融や投
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資、労働、政府調達など、さまざまな分野にお

きまして、規制緩和や経済交流の自由化を目指

すものでありまして、我が国の社会や経済に大

きな影響が生じるものと考えております。関税

撤廃によりまして、輸出産業においてはメリッ

トが出てくる可能性はあるものの、第１次産業

を基幹産業とする本県のような地方におきまし

ては、農林水産業だけでなく、地域経済全体が

大きな影響を受けるとともに、医療や金融等の

規制緩和の内容によりましては、地域社会のあ

り方まで変わってしまうおそれがあるものと認

識しております。ちょうど１年前のきょう、宮

崎におきましても3,000人を超すＴＰＰの反対集

会が行われ、私は副知事退職後の浪人の立場で

はございましたが、参加させていただきまし

た。そして、ことしも10月16日に同じような反

対集会がなされたということで、地方の声が国

に届いていない状況を大変残念に思っていると

ころでございます。国民に対する十分な説明も

ない中で、先般、国がＴＰＰ交渉参加の意思決

定を行ったことは大変遺憾でありますが、今後

とも国に対しては、ＴＰＰの問題点を訴えなが

ら、国民的議論を踏まえた慎重な対応がなされ

るよう強く求めてまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 さまざまな国民、また県民

に影響を及ぼすＴＰＰの問題を、真剣に、真摯

に知事も受けとめられて、国にもはっきり物を

言うという立場が表明されましたけれども、や

はり県民の思いを伝えるということは、非常に

大事なことだというふうに思っているところで

す。

御承知のように、既に政府の試算でも、農林

業に壊滅的な打撃が及ぶということが言われて

おります。しかし、それをもって野田首相は、

国益につなげるんだということを言っておられ

ますけれども、果たして、だれのための、どこ

の国の国益なのかということが、私は今、非常

に問われているというふうに思います。まさ

に、野田首相の言う国益は、日本の国益ではな

くてアメリカの国益じゃないのか、こう言いた

くなるような今の状況です。しかも、食料を外

国にゆだねるということは、飢餓で苦しむ世界

の人々の食料そのものを奪うことにもつながり

ますし、また、今の自然環境の大異変の中で、

外国が食料を輸出しなくなれば、まさに日本の

安定的な食料の供給さえ閉ざされてしまうとい

うことが明らかな状況です。

しかも、さらなる問題は、非関税障壁の撤廃

であります。アメリカは、これまで遺伝子組み

換えの表示の撤廃を求めました。さらには、Ｂ

ＳＥの月齢引き下げ、製造年月日表示の撤廃な

ども求めて、結局は今、そういうものがすべて

なくなっているということで、この例にも見ら

れるように、今回もさまざまな形で非関税障壁

が取り払われていく、その危険が重大だという

ふうに思っております。結局譲歩してしまう危

険があるということです。それは医療の混合診

療の分野でも、外務省はこれが排除されないん

だというふうにも言っている以上、国民皆保険

が崩される危険性も今大きく広がっているとこ

ろです。

こうして国民の食料や健康、暮らしのすべて

に打撃を与えるＴＰＰ参加は、私はまさに百害

あって一利なし、こういうことだというふうに

思っています。知事も言われましたけれども、

日本の国のあり方を根本から変えてしまう、文

字どおり亡国の道だというふうにも私は危惧い

たしております。第１次産業を基本とするこの

宮崎県の県民の暮らしや経済もまさに成り立た
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なくなってしまうことは、今、明らかにされて

いるところです。

知事も昨年、そしてことしの県民集会にも参

加され、デモ行進の先頭に立って奮闘もされま

したけれども、ぜひこういう立場を今後も貫い

ていただきたいというふうに思います。そし

て、交渉参加の撤廃に向けて、県民とともに御

奮闘いただきたい、このことを強く申し上げた

いというふうに思います。よろしくお願いいた

します。

次に、原発問題と自然エネルギーについてお

伺いをしたいというふうに思います。

東京電力福島第一原発の事故から８カ月が経

過いたしましたが、依然として収束にはほど遠

い事態が続いています。いつになったら自宅

に、ふるさとに帰れるのか、安心して農業や漁

業ができるのか、先の見えない状況に置かれ、

また目に見えない放射能の汚染に苦しめられて

いるというのが今の状況であります。子供さん

を抱える御家庭では、放射能被害から子供たち

を守るために、県外に避難を余儀なくされてい

る。この宮崎にも140名を超す方々が避難して、

生活しておられる状況を聞いておりますが、親

身な支援が必要だというふうに思っています。

日本の災害史上でも類を見ない深刻さを持つ災

害となって、原発に依存したエネルギー政策を

このまま続けていいのか、今、大きく問われて

いるというふうに思います。

日本共産党、我が党への内部告発で明らかに

なったいわゆるやらせメール。この問題は、佐

賀の玄海原発にとどまらず、北海道の泊原発な

どでも、政府までが関与して、原発の安全神話

が振りまかれ、原発の推進が図られてきたこと

が明らかになりました。裏を返せば、うそをつ

かなければやっていけない危険性を百も承知で

事業を推進してきたということだと思います。

私は全く許されないことだというふうに思いま

す。こうした原発事故とその背景が明らかに

なった今、この危険な原発から撤退する方向を

明確にして、安全な自然エネルギーへの転換を

図るべきと思いますが、知事の御見解を伺いた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今回の福島第一原子力

発電所の事故というものは、一たび事故が起こ

れば制御しがたい原子力発電というところを明

らかにし、これまでの基準や考え方では、安全

性が十分に確保されないということを示したと

ころでございますが、一方で、原子力発電が日

本の基幹電源として大きな割合を占めるように

なってきたと、この現実もあるわけでございま

す。エネルギー政策は、最終的には国が決定す

る事項でございまして、今、御指摘にありまし

たような福島の事故を受けて、現在、エネルギ

ーに関する基本政策全般の見直しが行われてい

るところでございます。エネルギー政策で最も

大切なのは、安定的供給に合わせて国民の安全

を守っていくことだと考えております。原子力

発電の課題というものを踏まえますと、今後

は、持続可能なエネルギーの供給という面から

も、太陽光やバイオマスなど再生可能エネルギ

ーの拡大を全力で図っていくことが大事である

と考えております。

○前屋敷恵美議員 私は、起きてはならない原

発事故、取り返しのつかない過酷な事故を経験

したからこそ、エネルギーは国の政策であると

同時に、やはり我々自身の問題として考え、自

治体と県民との共同課題として考えていかなけ

ればならない大きな問題が提起されたというふ

うに思っています。そこで、今、改めて、宮崎

県民は─県内には原発はありませんけれど
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も、お隣鹿児島にございます。今、県民は、お

隣の鹿児島ではありますけれども、自分たちの

問題としてとらえ始めている、危険性を感じて

いるわけです。今、ここの１号機、２号機は、

定期点検でとまっております。今、全国では１

基しか動いていないという状況でもあります

が、どこでも再稼働というものが問題になって

おります。福島原発事故の検証・究明が完全に

なされていない段階での再稼働は、私はすべき

ではないというふうに思いますが、知事はどの

ように考えておられますか。

○知事（河野俊嗣君） この川内原子力発電

所、現在、１号機、２号機ともに定期点検のた

めに運転停止されております。停止中の発電施

設の再稼働につきましては、何よりも安全性の

確保が前提となるものと考えております。現

在、定期検査に加えまして、ストレステストが

行われているところでございます。その具体的

な内容も含めて、国民の理解が得られるような

形で十分な説明がなされた上で、再稼働いかん

という判断がなされるべきものと考えておりま

す。

○前屋敷恵美議員 これまで国会で、我が党の

志位委員長と野田首相との議論の中で、野田首

相はこういうふうに答弁されております。「早

急に事故の究明、徹底調査を行うことがすべて

のスタートの大前提になる」と言われているん

ですね。ですから、事故の究明抜きに原発の再

稼働はあり得ないということなんです。今まさ

に、安全な原発というのはあり得ないというの

が常識になっています。ですから、この福島原

発事故が徹底究明されない限り、県民の安心・

安全というのは図られない、このことを私は強

く申し上げておきたいというふうに思います。

仮に川内原発が事故を起こした場合、今、県

民の皆さんは、さまざまな不安を抱えておられ

ます。そこで、やはり県民の安心・安全を担保

するという意味でも、ハザードマップをつくっ

てほしいんだという声もかなり聞くんですけれ

ども、このことについて要望も出されているこ

とですが、どのように受けとめておられるか、

また、つくる意思はないかお伺いしたいと思い

ます。

○総務部長（稲用博美君） 福島第一原子力発

電所の事故に伴います影響が非常に広範囲に広

がっているということについては、認識をして

おります。原子力発電所での事故を想定しまし

た防災対策に関する基本的な考え方は、今回の

事故の調査・研究で得られた知見等をもとに、

現在、原子力安全委員会の中で検討が進められ

ているところであります。原子力ということに

関しましては、極めて専門的かつ高度なもので

ありまして、本県独自で影響内容や影響範囲と

いうものを想定してハザードマップを策定する

ということは、困難であるというふうに考えて

おります。したがいまして、県といたしまして

は、今回の事故を教訓に、九州電力に対しまし

て万全の安全対策を要請しておりまして、今後

は、政府の原子力事故への対策に関する考え方

も踏まえながら、本県としての対応について検

討してまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 県民の皆さんの不安という

ものを取り除くということも大事な県の役割で

すので、ぜひそういった希望に沿った形で何ら

かの対応をしていただきたいというふうに思い

ます。今、原発の過酷事故を経験して、改めて

原発の問題が問われています。現在の原発技術

は、本質的にはまだ未完成で危険なものである

ということ、放射能物質、いわゆる死の灰を原

子炉内に閉じ込める手段がない、持っていない
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という問題です。しかも、使用済み核燃料を後

始末する方法もないわけで、現在、使用済み核

燃料の貯蔵プールもほぼ満杯という状況です。

軽水炉という原子炉は、もともと原子力潜水艦

の燃料として開発された、まさに軍事的に開発

されたのが発端でありまして、安全というのは

二の次、三の次になるという状況のままで、そ

のまま陸に揚げられて、今の原発として、産業

として開発されてきた、このことが大きな問題

なんです。ですから、一たん事が起きれば、い

わゆる時間的にも空間的にも、そして社会的に

も解決する見通しがないというのが今の現実の

課題で、危険な原発をこのまま使い続けていい

のかということが、人類史上問われている課題

じゃないかというふうに、この異質な事故を通

じて国民の皆さんがみんなそんなふうに思って

いらっしゃるところではないかというふうに思

います。とりわけ安全な原発はあり得ないとい

う立場から、地震が多発する日本では、原発は

使ってはいけないものだと言わざるを得ないと

いうふうに、私は思っているところです。

そこで、やはり原発にかわる安全なエネルギ

ーをどうつくっていくかということが国にも問

われ、地方にも自治体にも問われる課題だとい

うふうに思っています。国のエネルギー政策と

して、自然エネルギー、安全なエネルギーを求

めていく。その政策方向転換を迫ることはもち

ろん大事ですけれども、あわせて、この宮崎の

地で、どう安全なエネルギーをつくって、県民

の安心・安全を担保するのかという方向性を

しっかり示していくことが今必要だというふう

に、私は思います。もともと日本の自然エネル

ギーは大きな可能性を持っています。太陽光や

風力、水力、地熱、これだけでも原発54基分の

発電能力の40倍は生み出すことができるという

ことを環境省も推定いたしております。ここに

依拠して安全なエネルギーをつくっていくこ

と、このことだというふうに思います。まさに

地産地消のエネルギーの活用を本格的にこの宮

崎でも─豊富な自然エネルギーを蓄えるこの

宮崎の地でつくっていこうという、そのビジョ

ンというものを明確に打ち出すことが必要じゃ

ないかというふうに思います。これまで宮崎県

も新エネルギービジョンを立ち上げて推進して

こられましたが、現段階でその到達状況や今後

の見通しなどについて伺いたいと思います。環

境森林部長、お願いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） まず、進捗状

況ですが、県では、地球温暖化防止対策の重要

な施策の一つとして、太陽光発電やバイオマス

発電などの導入促進に取り組んでいるところで

あります。平成21年度末において、太陽光発電

の発電能力は約５万4,000キロワットで、この５

年間でおよそ２倍の伸び、バイオマス発電の発

電能力は約13万9,000キロワットで、この５年間

でおよそ５倍の伸びとなっております。次に、

今後の見通しでありますが、平成32年度を目標

年度とする「宮崎県環境計画」では、太陽光発

電を初めとする新エネルギーの導入量として、

平成21年度の約2.6倍となる総出力電力約51

万5,000キロワットを目指しております。今後

は、この目標達成に向け、本県の恵まれた日照

環境や木質バイオマスなどの豊富な資源を生か

し、なお一層取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○前屋敷恵美議員 ぜひ具体的に、どこでどれ

ほどエネルギーをつくっていくのだということ

を、県民の皆さんにも目に見える形で提供して

いただきたいというふうに思っています。今、

全国でも、中小水力発電などが盛んに研究・開
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発されておりまして、全国的なサミットなども

提起されて、自治体の関係の方々もかなり熱心

に研究に携わっておられるという報告も聞いて

いるところです。高知県の梼原町、また富山県

なども、県が独自に農業用水を活用した小水力

発電で、そしてまた、農業分野にもその電力を

生かしていく、そして農家の皆さん方の賦課金

あたりも売電のお金で軽減していくというよう

な、いろんな取り組みが今進められておりま

す。それも安全なエネルギーを駆使しての方向

を打ち出しておりますが、ぜひこの宮崎でも、

そういった目に見える形での方向性をしっかり

ビジョンを示していただきたいというふうに思

います。そこで、一つ提案ですが、私は、県の

機構に、自然エネルギー推進課か推進局といっ

た、専門的に自然エネルギーを取り扱う、そう

いう部署も、進めていく上でぜひ必要ではない

かなというふうに思っているところです。そう

いうこともしながら、やはり安全な自然エネル

ギーへの転換を図るという立場を明確に、この

際、英断を下していくことが必要じゃないかと

思いますが、知事に御見解を賜りたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） ただいまの組織に関し

ましては、一つの御提案として受けとめるとこ

ろでございますが、いずれにいたしましても、

本県は、晴天日数が全国２位、日照量が３位、

さらに降水量が全国２位と、日照環境や水資源

に恵まれまして、自然エネルギーのポテンシャ

ルは極めて高いものがございます。もともと水

力発電というものは盛んに行われております

し、先日も木城町に九州最大規模の揚水発電所

が完成したところでありますし、メガソーラー

の発電所も県内にあるわけでございます。それ

に加えまして、森林資源や畜ふんなどのバイオ

マス資源も豊富に有し、これも既に発電に取り

組まれております。国全体でいいますと、福島

沖の洋上風力発電とか、さらには静止衛星を

使った太陽光発電など、さまざまな構想がある

ようでございますが、本県といたしましては、

今、申し上げましたような本県の恵まれた自然

環境というものをしっかりと生かして、低炭素

社会の実現を目指す観点からも、太陽光、バイ

オマス、また中小水力発電等の新エネルギーの

推進に積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おりますし、それが本県ならではの貢献である

と考えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ、そういった立場で促

進していただきたいというふうに思います。

次に、介護保険について伺いたいというふう

に思います。

介護保険がスタートして11年になります。こ

とし６月に国会で介護保険法が改定されたこと

を受けて、来年度から介護保険制度の改変が始

まることになります。その一つに、要支援１・

２の人に給付されている介護保険サービスが、

介護予防・日常生活支援総合事業に置きかえら

れるという問題が今起きています。これは、現

在、要支援１・２の人は、予防給付として、ヘ

ルパーによる家事援助や介護事業者のデイサー

ビスなどを利用しておりますけれども、この総

合事業が導入されると、こうしたサービスが非

常に低コストなものに切りかえられる、いわゆ

る不十分なサービスに置きかえられてしまうと

いう問題が今浮上しています。まさに、保険

あって介護なしという状況が想定されておりま

すけれども、しかし、各人のサービスを総合事

業に置きかえるかどうかというのは、市町村の

裁量にゆだねられているというふうなことであ

ります。現段階で、市町村では、この総合事業



- 223 -

平成23年12月５日(月)

化を含めて計画があるのかどうか、今つかんで

おられる状況をお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 介護予防・日

常生活支援総合事業は、お話がございましたと

おり、本年６月の介護保険法の改正により、来

年度から実施可能となった事業でございますけ

れども、各市町村は、その総合事業を実施せず

に、従来どおりの形で予防給付や介護予防事業

などを実施することもできるとされておりま

す。このため、本県でも、各市町村におきまし

て、新たに総合事業を導入するかどうか検討さ

れておりますが、今のところ、来年度からの導

入予定の市町村はないという状況でございま

す。

○前屋敷恵美議員 今ないということですが、

ぜひ介護外しにならないように、必要な介護が

保障されるようにしていただきたいというふう

に思っています。

次に、介護保険料について伺いたいと思いま

す。県内の保険料は、現在、平均4,150円です。

ことし10月の調査で、年金が月額１万5,000円以

下の普通徴収者の保険料の収納状況は、約２割

を超す人が未納、滞納している状況でありま

す。また、年金から差し引かれる方でも、生活

苦の中で、年金から既に差し引きができなく

なったというような事例もありまして、滞納し

ている方々のほとんどが生活が厳しい、そうい

う実態が今明らかになっています。

厚労省は、来年度、第５期の平均保険料が

月5,000円を超えるというふうに試算しておりま

すけれども、これ以上の保険料の引き上げは、

さらに滞納者がふえることにつながり、介護サ

ービスから排除される人々が多く出るというこ

とになりかねないというふうに思っています。

保険料が引き上げられる大きな原因は、何と

いっても国庫負担の割合が大幅に引き下げられ

てきたからにほかなりません。介護費用の50％

だった国庫負担が25％になり、また、三位一体

の改革で今22.8％ということですから、保険料

にはね返ってくるのは必然的な状況になってい

ます。ですから、何より今、当面の課題とし

て、保険料の引き下げをしていくということを

行わなければならないというふうに考えており

ます。今、県に積み立てられております財政安

定化基金の取り崩しを行って、保険料の引き下

げに充てることが可能ではないかというふうに

思いますが、この基金は今どれほどあるのか伺

いたいというふうに思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 介護保険財政

安定化基金でございますが、市町村の介護保険

財政に不足が生じることとなった際に貸し付け

などを行うため、国、県、市町村が３分の１ず

つ拠出いたしまして設置しているものでござい

まして、介護保険法の改正により、お話がござ

いましたように、平成24年度に限り、その一部

を取り崩して、保険料の増加の抑制を図るた

め、その取り崩し額の３分の１を市町村に交付

できるということになったところでございま

す。このため、本県におきましても、来年度、

基金の一部取り崩しについて検討しているとこ

ろでございます。その基金の残高ということで

ございますが、現在、約32億8,000万円というこ

とになっております。

○前屋敷恵美議員 基金の取り崩しでの市町村

への返還分で、いかほどか保険料が下がること

になるという見通しも少し出てきましたけれど

も、しかし、なかなかそれだけでは十分な引き

下げにはつながらないというふうに思います。

そこで、私は、県の拠出している分、３分の１

を市町村に交付する─今積み立てている財源
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ですから、ぜひこれを活用して市町村に交付す

るということも検討していく必要があるんじゃ

ないかなというふうに思っております。今後の

検討課題にのせていただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 介護保険財政

安定化基金でございますけれども、先ほど申し

上げましたように、国、県、市町村がそれぞれ

３分の１ずつ拠出して、基金を造成しておるわ

けでございます。その市町村分を返還するとい

いますのは、市町村分が保険料を原資として拠

出されているということもございまして、その

分は保険料の算定にはねるといいますか、そう

いうことになると思いますが、県が出資してい

る分というのは、一般財源から拠出しておりま

すので、基本的にはそのまま一般財源のほうに

繰り入れられると。その支出については、また

今後、新たな視点で検討されることになろうか

というふうに考えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ知事の英断で、新年度

の予算の中にも繰り入れていただいて、保険料

の引き下げを図って、安心して介護が受けられ

る、サービスが受けられるという体制をつくっ

ていただきたい、このことを強く要望しておき

たいというふうに思います。

それから、今、問題になっております介護労

働者の処遇改善について伺いたいと思います。

今、介護の現場は、慢性的な人材不足が生じて

いることが報告されています。これは、あるデ

イサービス事業所の実例ですが、特にこの１

年、ヘルパーの募集をしても、ほとんど人が集

まらない、こういう状況だといいます。介護の

仕事は、入浴介助から下のお世話、認知症の方

への対応など、日々の体調の変化にも気を配り

ながらの大変な労働です。しかし、御苦労の多

い仕事の割には給与が低い、これが今の実態で

もあります。よい介護をしたいと思って理想を

持って入った仕事でも、長く働き続けられない

のが今の現実でもあります。その事業所は、数

名の欠員を抱えた状態になったために、やむな

く派遣業者からの派遣を委託することになった

そうなのですけれども、本来ならば、訓練され

た人材で依頼された人数を確保されるべきであ

るんです。しかし、ヘルパー講習を受けたばか

りのキャリアの浅い人が派遣されてきた、しか

も、人数も希望していた人数はそろわなかっ

た、これが今の実態です。結局、サービスの低

下、質の低下にもつながりかねないということ

にもなっています。労働力と報酬が見合ってい

ない、このことが最大の要因だというふうに思

いますが、国の介護職員処遇改善交付金も今年

度で終了するという状況になっております。こ

うした短期間の場当たり的な対策で解決する問

題ではないというふうに思います。国にも大き

な責任がありますが、県として、どのようにこ

の問題を認識し、また処遇改善を考えておられ

るか、福祉保健部長にお伺いしたいと思いま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 平成22年の国

の介護労働実態調査によりますと、お話がござ

いましたとおり、介護現場の労働者の悩みとし

て、仕事内容の割に賃金が低い、人手が少ない

といったものが挙げられております。このた

め、21年度から、介護職員処遇改善交付金によ

りまして、介護職員の賃金改善を図ってまいり

ましたが、今年度、事業が終了することか

ら、24年度以降も介護職員の処遇改善に取り組

むよう、全国知事会を通して国に要望いたしま

して、現在、検討されているところでございま

す。以上でございます。
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○前屋敷恵美議員 介護の質を低下させない、

また、労働者の皆さんが意欲を持って働ける環

境をどうつくるかという点では、国の責任を問

いつつも、やはり独自の県の施策というものも

必要じゃないかというふうに思っております。

検討をしていただきたいというふうに思いま

す。

次に、基金事業終息問題について伺いたいと

思います。

今の介護の処遇改善の基金もそうですけれど

も、国の経済対策で始まった20の基金事業が、

今年度末で終了するということになっておりま

す。特に、子宮頸がん予防ワクチンなどの３種

のワクチン緊急促進事業や妊婦健診の事業など

は、事業主体の市町村はやめるわけにはいかな

いんだと、このようなことを言っておられま

す。当然だというふうに思うわけです。そこ

で、県としては、定期接種化やその間の事業を

継続させることを国に要望しつつも、仮に国が

この基金事業を今年度で打ち切った場合にどう

するかという事後対策を十分に検討する必要が

あるというふうに思いますが、どのように対応

されるおつもりかお伺いしたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 国の経済対策等に

よりまして造成した基金につきましては、今お

話のありました福祉、医療、それから雇用対策

や環境対策、またさらには公共事業など、さま

ざまな分野で活用しておりまして、これらの基

金の多くは、お話にありましたように、23年度

末で事業実施期間が終了となっております。施

設の改修や公共投資のための基金など、これま

での期間で一定の目的を果たしたものもありま

すが、県民の医療や雇用の維持等を図る事業な

ど、期限到来後も一定の取り組みが求められて

いるものがございます。今議会に追加提案いた

しております緊急雇用創出事業臨時特例基金を

初めとして、一部の基金につきましては、積み

増しや期限延長の動き等がございますけれど

も、その他の多くの基金事業につきましては、

現時点では、その取り扱い等は明らかになって

いない状況にございます。今後、来年度予算の

編成作業の中でさまざまな検討を進めてまいり

ますが、基金にかわる新たな財源が確保できな

い場合は、事業の継続が困難となることが考え

られますので、国の予算編成の動きなど、必要

な情報収集を図るとともに、引き続き、基金の

設置期限の延長や新たな財源の措置などにつき

まして、国に対して要望してまいりたいという

ふうに考えております。

○前屋敷恵美議員 国への要望は当然のことで

ありますけれども、しかし、最悪の事態も考え

なければなりません。県の責任ある対応をしっ

かりとっていただくことを強く要求しておきた

いというふうに思います。

それから、最後になりますが、住宅リフォー

ム助成事業について伺いたいと思います。

この住宅リフォーム助成事業は、住宅の増改

築、リフォームなどに一定の公的な財政支援を

行うという事業であります。この景気低迷が長

引く中で、住宅関連の事業は、多くの業種がか

かわる点で、多方面に仕事がふえ、県内経済の

活性化を図ることができる、今必要な施策・事

業ではないかというふうに私は思います。です

から、昨年の11月、県議会では「住宅リフォー

ム助成制度の創設を求める請願」を全会一致で

採択したところでもあります。私は、このこと

を強く大きく受けとめていただきたいというふ

うに思います。そして、私は、この住宅リフォ

ーム助成事業は、あらゆる角度から検討してい

くことが必要だというふうに思っています。地
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域経済や地域振興にとってどうなのか、雇用を

生み出すという点ではどうなのか、また、住宅

耐震化の促進など防災対策の観点、もちろん住

環境も整う、そういった多面的に、総合的に検

討していくことが重要ではないかというふうに

思っております。こうした観点から、まず、県

土整備部長、商工観光労働部長に、この住宅リ

フォーム助成事業をどのように評価しておられ

るか伺いたいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 住宅のリ

フォームは、関連する業種が多岐にまたがりま

すことから、その需要が喚起されることは、県

内中小企業を含め、地域経済に対する幅広い波

及効果が見込まれると考えております。以上で

ございます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 住宅のリフォ

ームを促進することは、快適かつ安全な住環境

の確保や、住宅の長寿命化を図るなどの観点か

ら、重要であると認識しております。このた

め、県では、ホームページにより、リフォーム

を含む住宅施策全般に係る情報提供を行います

とともに、土木事務所や市町村等に窓口を設置

しまして、リフォームに関する相談にも対応し

ているところであります。今年度は、県内の16

市町村において、住宅リフォーム助成などの取

り組みが行われておりますので、県としまして

は、引き続き、的確な情報提供等に努めてまい

りたいと存じます。

○前屋敷恵美議員 県内で今、16市町村が事業

を実施しているということを言われましたけれ

ども、今、全国的に自治体で広がっているんで

すね。そして、市町村の自治体を応援しつつ頑

張ろうということで、県の施策としても今進め

られております。私は、昨年11月議会では、秋

田県の支援事業を紹介いたしましたが、ことし

から佐賀県が住宅リフォーム緊急助成事業とし

て始めているということで、３年間で20億円の

基金設置を行って事業を行うということです。

今、本当に地域経済の疲弊、また県民の暮らし

の疲弊を立て直す一助にということで、御苦労

の中、こういう施策が続けられているという状

況です。もちろんこの宮崎も、たび重なる災害

が相次ぎ、県民の暮らしや地域経済の疲弊を何

とか復興したいという取り組みも進んでおりま

すけれども、このリフォーム事業もその一環と

して取り組んでいくことが、今、非常に重要で

はないかというふうに私は思っているところで

す。この事業、そして県議会の採択を、県民政

策部長、どのように受けとめておられるかお伺

いしたいというふうに思います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 住宅リフォー

ム助成制度の請願につきましては、口蹄疫等で

疲弊した本県経済の活性化策としての高い期待

のあらわれと受けとめております。今、議員か

ら御紹介のありました各県の状況等も承知して

おります。県としましては、市町村との役割分

担や国の経済対策の活用等を考慮しながら、引

き続き検討してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○前屋敷恵美議員 私は、県民と議会の意思を

しっかりと受けとめていただくことが重要だと

いうふうに思っております。確かに財源の問題

はあろうかと思いますが、いろいろ知恵を働か

せて、幅広く使える国のいろんな制度の活用な

ども、この事業の中に財源として組み込んでい

くことが必要だというふうに私は思います。そ

の一つが、既にいろんな方面でも使われており

ます社会資本整備事業など。これを大いに活用

する、財源を生み出すということが必要じゃな

いかというふうに思います。私の住まいする宮
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崎市も今、２年間続けられておりまして、予算

が組まれた３カ月後にはその予算を使い切ると

いうほど、市民の皆さん、業者の皆さん方が切

望しておられる事業であることは疑いありませ

ん。私は、やってみる価値は十分にあるという

ふうに思っているところです。今こそ県民の要

望や期待にしっかりこたえていくという県の姿

勢が大事ではないかというふうに思っておりま

す。知事の御見解─英断を下されるときじゃ

ないかと思いますが、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 県といたしましては、

先ほど部長が答弁しましたような口蹄疫以来の

大変経済が厳しい状況の中で、地域経済の再興

・活性化という請願の趣旨をしっかりと受けと

めておるところでございます。その趣旨も踏ま

えて、現在、経済活性化対策「みやざき元気プ

ロジェクト」に取り組んでおるところでござい

ますが、御指摘の住宅リフォーム助成事業につ

きましては、大変厳しい財政状況の中で、いろ

んな検討すべき課題がある悩ましい事業でござ

いますが、市町村との役割分担、国の経済対策

などの活用というのをしっかり考慮しながら、

検討してまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 今、国では、税と社会保障

の一体改革という名のもとに、国民の期待を次

々に裏切る施策が続いているのが実態なんです

ね。年金や医療、介護保険―これは先ほどお

話もいたしましたけれども、また、保育も公的

責任が放棄されるという状況も生まれようとし

ております。その一方で、消費税は倍に、大幅

に引き上げるということです。しかし、消費税

の大増税が国民に課せられたとしても、一方で

は、大企業への減税などによって、差し引き新

たな財源は生まれてこない。今、復興財源をど

うするかということになっておりますが、この

中からは復興財源すら生まれてこないという状

況で、まさに国民へのしわ寄せが今一段と強ま

ろうとしています。こういうときだからこそ、

県政の果たす役割、県民の命と暮らし、安全を

しっかり守るという立場に立って─原発やエ

ネルギーの問題もそうです。医療、年金、介

護、福祉の問題もそうです。県民の暮らしに寄

り添った形で、県民のそういう思いをしっかり

受けとめた県政を進めていくことが、より一

層、今求められているというふうに思っている

ところです。今、地方自治体の果たす役割は、

さらに大きさが増しております。私は、そうい

う立場で、県政もしっかりと取り組んでいただ

きたい、このことを強く要求申し上げまして、

質問を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○十屋幸平副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時33分休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、内村仁子議員。

○内村仁子議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の内村仁子でございます。今議会の一般質

問、17番目、午後のお疲れの時間と思います

が、私にとっては６月議会より非常に待ち遠し

かった時間です。女性の立場から多くの県民の

小さな声も届けるために心を込めて質問してま

いります。納得のいく答弁を期待します。

それでは、通告に従いまして質問してまいり

ます。

東九州自動車道の早期開通に向けた今後の取
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り組みと知事の意気込みについてお尋ねしま

す。

これまで知事は何回となく、東九州自動車

道、九州中央自動車道の早期整備について陳情

をしてこられました。また、11月11日には、県

商工会議所連合会など県内12団体が70万6,243人

分の署名を知事に提出され、知事は15日に国土

交通省や民主党本部に提出、要望されたと報じ

られております。また、10月22日には、県内８

つの道づくりを考える女性の会の会長が国土交

通省等への陳情をされました。民間サイドでも

どうしても早期完成を熱望しておられます。私

たち自民党県議団でも８月24日に、熊本県・大

分県議団と一緒になって、国土交通大臣、国土

交通省道路整備局等への陳情をしてまいりまし

た。知事の言われる県民総力戦とはこのことで

はないでしょうか。私の入っております道づく

り女性の会の中央の会でも、いつも毎月1,000円

ずつお金を出しております。そして、その中か

ら国土交通省への陳情も、これもすべて自費で

行っております。県民総力戦とはそういうこと

ではないかと思います。３月11日発生の東日本

大震災では、高速道路が救援隊の通行、救援物

資の輸送の核となり、くしの歯状に最大限利用

されました。ところが、宮崎県にはくしのもと

となる高速道路が完成しておりません。知事の

これからの意気込みをお尋ねします。

次に、さきに法政大学大学院の教授が調査さ

れた幸福度に関する研究結果が発表されまし

た。日本一幸せなのは福井県、次が富山県とあ

り、我が宮崎県は残念ながら半分以下の27位と

報道されました。これは、経済力や生産力によ

る指標ではなく、幸福度を数値化しようと調査

されたもので、合計特殊出生率や総実労働時

間、平均寿命など40の指標で点数化し、総合点

から都道府県を位置づけたとのことです。この

教授は、「幸せ度は住む人々の努力で変えられ

ると思う。ランクづけが目的ではなく、幸福度

を高める地域づくりの方策を示したかった」と

あります。今議会でもブータン国王御夫妻の温

かさ、ほほ笑ましさ、優しさが話題に出まし

た。幸せの感じ方はそれぞれ異なりますが、27

位に対する知事の見解をお尋ねします。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席からお尋ねいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、東九州自動車道についてであります。

本路線は、本県の経済・観光を支える重要な社

会基盤であるとともに、将来想定されます東南

海・南海地震、日向灘地震の発生時には、救援

物資や救急医療の搬送路として大きな役割が期

待されるまさに命の道でありまして、早期開通

は喫緊の課題であり、また県民の悲願でありま

す。私自身も民主党の陳情要請に対する対応本

部に、また国土交通大臣にも直接お会いいたし

まして、東九州自動車道の早期開通を強く訴え

てきたところでございます。そして、せんだっ

て、今お話にございましたように、１カ月の短

い間で70万人を超える署名を集めていただきま

した県内の経済12団体の動きでございますと

か、宮崎の道づくりを考える女性の会が早期整

備を求めて強く国に要望活動を行っていただい

ており、私といたしましても、県民の早期開通

への熱い思いを改めてしっかりと受けとめ、ま

た心強く思ったところでございます。まさに県

民総力戦で今この整備に向けて取り組んでい

る、そのような状況かと考えております。国の

施行区間につきましては、国の責任において、

一日も早い開通に向けて十分な予算を確保して
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いただきますとともに、事業化されていない区

間につきましては、早期に事業化していただく

よう、あらゆる機会をとらえ、これまでにも増

して国に対し強く訴えてまいりたいと考えてお

ります。

次に、幸福度ランキングについてでありま

す。このランキングは、法政大学のある研究会

におきまして、４つの部門―生活・家族、労

働・企業、安全・安心、医療・健康―の40の

指標を評価、分析されて、幸福度として発表を

されたものであります。本県は27位という結果

が出たところでありますが、これらの指標を

もって県民の皆様それぞれの暮らしや思いを全

体として推しはかることはなかなか難しいので

はないかということを考えております。

この指標の発表をもって思い出しましたの

が、以前、経済企画庁が行っておりました豊か

さ指標というものでございます。８つの分野に

わたりまして、指標をもとに、これも都道府県

のランキングがなされたところでございます

が、ちょうど私が以前勤めておりました埼玉県

というものが最下位になりまして、当時の知事

が大変憤っておったのを今思い出しておるとこ

ろでございます。これは人口当たりを基準に指

標とされるものでありまして、人口密度の高い

大都市部周辺には自然、低い数字となってラン

キングの結果にあらわれてくるというものでご

ざいます。いずれにせよ、こういった指標につ

きましては、どういう項目をどのような指標で

もってとらえ、それにどのようなウエートを置

くかによって順位というものは変わってくるも

のであります。そういうものとして、一つの切

り口として、今回の幸福度ランキングについて

は受けとめておるところでございます。

また、きょう、まさにきょう、内閣府が幸福

度指標の試案を発表されたところでございます

が、これは132の指標をもちまして国民の幸福

度、経済・社会状況に加えて心身の健康、また

地域や家族との関係、きずななどをはかるとい

うことでございます。本県が目指しております

「新しいゆたかさ」とも相通ずるものがあると

いうふうに受けとめておるところでございます

が、いずれにいたしましても、私は、宮崎は大

変住みよい県だと自負しておりますし、内村議

員もそのように感じておられることというふう

に思っております。これらの指標は我々の県を

見る一つの切り口ということで受けとめて、今

後とも、多くの県民の皆様がより幸福を実感で

きるような地域づくりに全力で取り組んでまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○内村仁子議員 ありがとうございました。東

九州自動車道の整備について、もう一回知事に

確認のために質問させていただきます。県議会

でも９月議会で平成26年度までに完成させると

いう要望の意見書を提出しました。私の住む都

城圏域でも、地域高規格道路都城志布志道路の

早期完成について何回となく陳情しております

が、国の直轄事業がなかなか進みません。宮崎

県総合計画「未来みやざき創造プラン」、72ペ

ージによりますと、災害時の輸送道路の確保は

進んでいるかということにつきまして、目標

値、平成26年度を挙げておられます。そして、

このことは50％、現況値では平成21年度で42.6

％しか進んでおりません。緊急輸送道路の防災

対策進捗率にしましても、なかなか進んでいな

いわけですが、今、国土交通省道路整備局長は

熊本県菊池市の出身の方で、東九州自動車道の

整備は命の道として最重要であるとわかってい

らっしゃいます。今がチャンスではないかと
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思っております。提言、陳情のたびに熱望され

ています文書の中には、現在の組織のもとで国

の責任において災害に強い命の道として記載さ

れて陳情されております。知事も今このことを

言っていただきましたが、このことに取り組ん

でいただけるよう、再度、知事の決意を伺いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 東九州自動車道は、国

土開発幹線自動車建設法の中でも国において建

設すべき自動車道として定められておるところ

でございまして、当然ながら、国の責任のもと

で早期に整備していただきたいというふうに考

えておるところでございます。今、議員のお話

にございましたが、今の国土交通大臣が奈良県

の橿原市にお住まいだということでございま

す。要望に行きましたときも必ず出るのが、

「神武天皇が宮崎を発して奈良に行かれた、そ

の縁がありますね」という話をしておるところ

でございますが、そのようなさまざまな縁も生

かしながら、強くこの宮崎の道路の整備の必要

性というものを関係者に訴えてまいりたいと考

えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。幸せ

度ランキングにつきましても、今、知事から答

弁をいただきましたが、私も高速道路を通って

宮崎に通っておりますけれども、四季のすばら

しさ、今、紅葉が出ております。こういう自然

環境のすばらしい中に住んでいる私も幸せと感

じておりますけれども、この幸せ度について

は、いろいろ問うことで異なってくると思いま

すけれども、今、知事が答弁いただきましたよ

うに、宮崎県の環境のすばらしさをこれからも

どんどん私も広めていきたいと思うし、県のほ

うでもそういう取り組みをしていただけたらあ

りがたいと思います。

続きまして、高齢者福祉について福祉保健部

長にお尋ねします。

高齢化が進む中、入所できない介護難民がふ

え続けております。特別養護老人ホームもでき

ておりますが、入所待機者が今どれくらいおら

れるのか、状況についてお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 特別養護老人

ホームへの申込者数でございますけれども、平

成23年４月時点で3,673人となっております。申

込者のうち、在宅で生活されている要介護４以

上の重度の方でございますが、全体の約４分の

１となっておりまして、これらの方への対応が

重要な課題の一つであるというふうに認識をい

たしております。一方、特別養護老人ホームの

ベッド数につきましては、平成23年４月１日現

在で4,975床となっており、１年前と比較します

と190床の増となっているところでございます。

○内村仁子議員 今いろんなところで有料の老

人ホームの建設が進んでおります。設置状況及

び今後の見通しについてお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の有料老

人ホーム数でございますが、平成23年11月１日

現在、163施設の5,004床となっておりまして、

特別養護老人ホーム等の介護保険施設とあわせ

まして、要介護者の生活の場の一つとして重要

な役割を果たしているところでございます。各

年度の４月１日現在での設置数を見てみます

と、平成21年度75施設、平成22年度107施設、平

成23年度４月１日現在141施設となっておりまし

て、近年大きく増加している状況にあります。

今後とも、高齢化の進行によりさらにふえてい

くものというふうに考えております。

○内村仁子議員 有料の老人ホームができると

いうことは高齢者にとって安心も確保できるん

ですが、逆に、今度は有料の老人ホームについ
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て介護保険料が上がっていくのではないかとい

う心配をされております。このことについてお

尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 有料老人ホー

ムの大半を占める住宅型と言われるものでござ

いますけれども、これが先ほど申しました163施

設のうち130施設を占めておりますが、これにつ

いては、在宅生活者と同様に、居宅介護サービ

スの扱いということになりますので、入居者が

ふえたといたしましても、直ちに保険料の増額

にはつながらないものというふうに考えており

ます。

なお、介護保険料につきましては、これまで

段階的に引き上げられてきておりますが、これ

は高齢化の進行に伴いまして、当然、介護サー

ビスの量が増加していることによるものでござ

います。

○内村仁子議員 有料老人ホームは、業種の転

換によって老人ホームをつくられる企業もあり

ますし、今そのようにしてふえているわけです

が、これに対する県の指導はどうなっているの

か。中には、スタッフがそろわないまま開所す

るホームもあると聞いております。今、私ども

の住んでいる地域でも老人ホームができており

ますけれども、この指導についてはどうしてお

られるか、お尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では老人福

祉法に基づきまして、有料老人ホームの設置運

営指導指針、これを定めまして、届け出の指導

を行い、居室等の施設設計や職員配置の状況等

の確認を行っているところでございます。ま

た、届け出後につきましても、サービスの内容

に応じた設備や必要な職員の配置、施設におけ

る衛生管理や感染症の予防など、施設の管理、

運営等につきまして、定期的な実地指導や書面

による指導助言等を行っているところでござい

ます。さらに、昨年度からでございますが、県

内すべての有料老人ホーム等を対象にいたしま

して、合同研修会を開催し、施設における法令

遵守や防災対策等について理解の促進を図って

いるところでございます。

○内村仁子議員 今、指導について答弁をいた

だきました。先ほども前屋敷議員から、働く人

の労働条件が非常に悪いということが出ました

けれども、これから先、指導とか、いろんな研

修をされるときには、スタッフの方のいろんな

声を聞く機会もつくってもらえたらありがたい

と思っております。先ほどの部長の答弁で、要

介護４以上の在宅で入所を待っておられる高齢

者が４分の１─約1,000人近くになるんですが

─おられるということでした。要介護４とい

うのは非常に介護度が高い。そして、家庭で

は、在宅ではなかなかできないという方が1,000

人近くまだ待っていらっしゃるという実態を重

く受けとめていただきたいなと思っておりま

す。要介護２でも、認知症とか、いろいろ症状

は違うわけですけれども、在宅で介護できる状

態ではありません。実は、私の母も昨年３

月、104歳で亡くなりました。要介護２まではヘ

ルパーさんの手助けをもらいながら、姉とロー

テーションを組んで在宅介護を４年間続けてま

いりました。それでも、とうとう最後は認知症

ということで夜中の徘回が始まりました。私ど

もの家族ではどうにもならなくなり、入所とい

う形をとり、７年半、施設での温かい見守りで

天寿を全うすることができました。

実は私は今、３人の独居老人にかかわってお

ります。１人は私の小学校２年と３年のときの

恩師ですが、要介護４で身寄りがなく、ショー

トステイをつなぎながら、入所を２年待ってい
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ました。10月には２回目の脳梗塞で入院とな

り、今、病院でリハビリ中ですが、このリハビ

リ期間は６カ月ということで、次の行き先を探

さなければなりません。病院と話をしますと、

今の状態では胃瘻になるでしょうねということ

です。そして、胃瘻になったときに、さて、ど

こに入所できるか。私はこれを今探しているん

ですが、なかなか入所が厳しくなりました。こ

の先生は身寄りのない─私の小学校２年のと

きは華やかな先生だったんですが、今、この姿

を見るときに─おむつを持って病院に届ける

んですけれども─涙が出るんです。こういう

今まで私たちを指導してくださって、日本のた

めに働いてくださっていた方々が、このような

施設にも入所できない、家族もいないという現

状がありますので、これから先の要介護者への

県の対応についてお尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 入所申込者へ

の対応につきましては、認知症高齢者グループ

ホームや小規模特別養護老人ホームの整備に努

めますとともに、デイサービス、訪問介護、訪

問看護等の在宅サービスの利用を促進いたしま

して、在宅での生活を支援してまいりたい、基

本的には支援してまいりたいというふうに考え

ております。また、高齢化が進行する中で、高

齢者が安心して生活できる住まいとして、こと

し４月、高齢者の居住の安定確保に関する法律

等の一部改正によりまして、サービスつき高齢

者向け住宅登録制度が創設されまして、国土交

通省において整備が進められているところです

が、これらにつきましても、先ほど申し上げま

した有料老人ホームとともに、要介護者の受け

皿の一つとして重要な役割を果たしていくもの

と考えております。

なお、今後、そうした要介護者の増加が見込

まれることから、申込者への対応につきまして

は、重要課題の一つというふうに認識しており

まして、平成24年度からの第５期の介護保険事

業支援計画の策定におきまして、そうした申込

者の状況等を踏まえながら、市町村と十分協議

をしてまいりたいというふうに考えておりま

す。

○内村仁子議員 ありがとうございます。私も

通る道です。高齢者の分もしっかり考えていき

たいと思っていますので、よろしくお願いいた

します。

次に、障がい者施設についてお尋ねいたしま

す。

現在、県内で知的障がい者の入所できる施設

の数と定員数についてどれぐらいあるのか、お

尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県における

知的障がい者が入所可能な施設でございます

が、21施設、定員は1,330人となっております。

なお、障害者自立支援法では、障がいのある方

が可能な限り住みなれた地域で暮らし続けられ

るよう施設等から地域生活への移行を進めるこ

ととされておりますので、県ではグループホー

ム、ケアホームなどの整備充実に努めていると

ころでございます。

○内村仁子議員 今の答弁で、施設から地域生

活への移行というのが障害者自立支援法で進め

られているわけですが、これは、施設で生活し

ていた人が地域に帰って─在宅を含んでくる

んでしょうが、絶対不可能、できません。障害

者自立支援法はスタート時から問題があり、見

直しが必要ではないか。施設側、家族側、障が

いのある方、皆さんが障害者自立支援法の取り

消しを望んでおられます。これは私どものこれ

からの仕事じゃないかなと思っております。
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入所者の処遇について施設への指導はどう

なっているのか、伺いたいと思います。けがな

どが大変起こっておりますが、施設への指導に

ついて伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、障が

い福祉サービスを行う事業所に対しまして、お

おむね２年ないし３年ごとに実地指導を行って

おります。実地指導に際しましては、入居者の

処遇に係る施設の運営規程が適切に定められて

いるか、苦情受け付けの窓口を設置するなど必

要な措置が講じられているかなどの確認を行っ

ているところであります。この結果、改善を要

する事項については、事業者から改善報告書の

提出を求めますとともに、改善が認められない

場合には、必要に応じて勧告や指定の取り消し

等の措置を行うこととしております。

○内村仁子議員 入所者のけがとか、そういう

ことが起こらないように見回りといいますか、

２年から３年ごとに指導しているということで

すけれども、もし時間がありましたら、時々で

もその間でもいいですから、訪問をしていただ

きたいと思います。障がい者の虐待防止法がこ

としの６月24日に公布されましたが、この取り

組みについて伺いたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） ただいまお話

がありましたとおり、いわゆる障害者虐待防止

法、これが本年６月24日に公布されまして、来

年、24年の10月１日から施行されることとなり

ました。この法律では障がい者虐待を、養護者

による虐待、障がい者福祉施設従事者等による

虐待、及び使用者による虐待に区分し、それぞ

れに虐待防止等に係る具体的な手続が定められ

るとともに、対応窓口として市町村に障害者虐

待防止センターを、都道府県に障害者権利擁護

センターを設置することとされました。県とい

たしましては、法律の円滑な施行に向けまし

て、今後、市町村や障がい福祉サービス事業者

に対する研修や啓発活動、こういったものを行

うなど、障がい者虐待防止のための体制整備に

取り組んでまいりたいと考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。障害

者虐待防止法が一日も早く─来年からになる

んですけれども─実施されますように、家族

が望んでいらっしゃるということを申し上げた

いと思います。

そして、虐待か自傷事故なのかわからないこ

とが時々起こっております。私もたびたび相談

を受けますが、施設のスタッフの方を疑うわけ

ではないのですが、夜間帯のけが等が非常に多

く、それを避けるために監視カメラの設置指導

はできないのか、お尋ねします。家族会のほう

でも監視カメラをつけてほしいと要望を出され

ております。また、あるところでは、監視カメ

ラがついていたんですけれども、電源が切られ

ていたということで作動しておりません。そし

て、四国のある施設では、設置者側が自発的に

監視カメラをつけられまして、それで非常にけ

がが少なくなったという事例も出ておりますの

で、そこが指導できないのかということと、き

のうの新聞でも、岩手県の社会福祉事業団の施

設で重度障がいの入所者への暴行が数回繰り返

されたということが報道されております。こう

いうことで監視カメラが設置できないのか、指

導といいますか、そういうのはできないのか、

お尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 監視カメラと

いうことでございますが、監視カメラにつきま

しては、施設の設置基準に定めがないというこ

ともございます。それから、入所者のプライバ

シーにかかわることでもありますことから、県
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がその設置を一律に指導することは困難である

というふうに考えております。一番重要なのは

─入所者、その家族の方、そして施設と話し

合っていただきまして、その方向性を見出して

いただくというのが一番よろしいかなというふ

うには思っております。県といたしましては、

引き続き、実地指導を通しまして、入所者に対

して適切な障がい福祉サービスの提供が行われ

るように、事業者の指導に努めてまいりたいと

いうふうに考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。物言

えぬ障がい者の方、そして自分のことが表現で

きない障がい者の方を、これからも温かく見

守っていただきたいと思います。

次に、今回、待望のドクターヘリが来年度予

算で入ることになっております。この導入につ

いて福祉保健部長にお尋ねいたします。特に県

北での交通事故、循環器系の心臓病など、これ

までの中山間地域での医療が進み、命の安全が

保たれるものと思います。このドクターヘリの

県内各地での離着陸場所の確保はどうなってい

くのか、救急車との連携、道路の整備はどうな

のか、特に一番必要な山間部での道路狭隘箇所

での対応等について伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

は、防災救急ヘリに比べまして機体が小さく、

ある程度のスペースがあれば基本的に着陸が可

能でございますが、救急現場によってはそのよ

うなスペースを確保することが困難な場合もあ

りますことから、あらかじめ救急車とドクター

ヘリが合流する場外離着陸場等を選定しておく

ことが有効でございます。このため、現在、県

防災救急ヘリコプター「あおぞら」の離着陸可

能地、約220カ所を初めとする適地について、市

町村の協力を得ながら、現地調査を行っている

ところでございます。また、山間部において

は、運動場等の広場の使用を予定しております

が、緊急時には道路や畑等を活用することも必

要になるというふうに考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。私が

先般、静岡のこども病院を訪ねましたところ、

ここは静岡県のどこにいても14分以内でドクタ

ーヘリで運べるということと、どんな患者も絶

対断らないということを言われたスーパードク

ターの話を聞いたところでしたけれども、この

ドクターヘリによって多くの命がこれから先救

われる。特に、これが中山間地域の今まで医療

を大変心配しておられた方々への救済措置にな

るのかなと、これから期待をしていきたいと

思っております。ありがとうございます。

続きまして、質問項目がたくさんで申しわけ

ありませんが、霧島ジオパークについてお尋ね

いたします。

霧島地域の自治体５市１町、都城市、高原

町、小林市、えびの市、霧島市、曽於市で構成

された霧島ジオパークについて、県民政策部長

にお尋ねします。このことは去る30日の一般質

問で山下博三議員からも出されましたので、重

なる部分は避けて質問いたしたいと思います。

今、国内では５カ所が世界ジオパークとして認

定され、そして15カ所が日本ジオパークとして

認定されています。霧島ジオパークの世界ジオ

パーク認定に向け、地元で今、運動がなされ

て、私たち県議団もその協議会のほうへ入ると

いうことで、この前、書類を出したところです

けれども、歴史、観光、学術的価値等の調査が

必要とされております。これまで県はいろんな

文書も、要望書も出されておりますが、どのよ

うな支援をされたか、お伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 霧島ジオパー
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クにつきましては、霧島地域の活性化のため、

宮崎、鹿児島両県の地域住民と地元市町が霧島

ジオパーク推進連絡協議会を設立しまして、市

町や県という枠組みを超えまして、自主的に連

携した取り組みを行っているところでございま

す。県といたしましても、平成20年の同協議会

発足当初から、北諸、西諸の両農林振興局長が

会員として参加しているところでございます。

また、昨年度から、世界ジオパーク認定に向け

まして、地元市町が行う取り組みを支援してい

るところでございまして、具体的には、ジオパ

ークの見どころをめぐるツアーのコースづくり

や、霧島の自然をわかりやすく紹介した解説板

の設置等の事業に対し、平成24年度までの３年

間継続して助成を行う予定としているほか、昨

年度は県政番組で霧島ジオパークの魅力の紹介

も行ったところでございます。

○内村仁子議員 ありがとうございます。ジオ

パークについて今、部長の答弁をいただきまし

たが、世界ジオパークに認定されました５つの

うちの山陰海岸ジオパークを一つ御紹介いたし

ます。このジオパークについては、京都府か

ら265万6,000円、兵庫県から761万7,000円、鳥

取県から458万1,000円と職員５名の派遣がされ

ております。そして、国際会議の開催等の支援

がなされています。また、もう一つの室戸ジオ

パークでは、高知県からの交流人事で職員１人

を派遣し、海洋の研究等がなされ、負担金の支

援もされています。先月、私は宮崎―羽田間の

ソラシドエアの飛行機に乗りました。機内の雑

誌には、まず島原半島のジオパークの写真や記

事が数ページにわたって、めくったところから

掲載されておりました。飛行機の中でいろんな

方が機内誌を見られるわけですが、観光客誘致

にも欠かせない事業展開となりますので、今後

の支援について知事にお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 霧島ジオパークは、現

在、世界ジオパークの認定に向けた準備が鋭意

進められているところでございます。この地域

は大変魅力のある地域だというふうに受けとめ

ております。昨日でありますが、えびの高原に

参りまして─今シーズンのオープンを記念し

てアイススケートフェスタが開催されたところ

であります。新燃岳の噴火活動によりまして、

この地域も観光面、地域生活にさまざまな影響

が出ておるところでございますが、改めて火山

の一方の恵みであるすばらしい自然環境、また

温泉、こうした施設、その魅力というものを感

じたところでございます。えびの高原は日本初

の国立公園ということでございますが、県内有

数の観光地を広くＰＲしていく必要性というも

のを痛感いたしましたし、また昨日の式典に鹿

児島県霧島市の方も来ておられまして、県境を

越えたジオパークなどを契機とした環霧島の連

携が進んでいることを大変心強く思ったところ

でございます。

この世界ジオパークの認定のためには、地質

と景観、運営組織、さらには情報や環境教育な

ど、数多くの評価項目について点数を積み上げ

た上での審査を受けることが必要になってまい

ります。現在、県としましても、先ほど部長が

答弁をしましたような、ジオパークの認定に向

けた課題への取り組みについての財政的な支援

も行ってきたところでございますが、今後さら

に、地元市町のほか、鹿児島県とも十分に連携

をしながら、これら評価項目の全般にわたりま

して精査をした上で、最も効果的な支援のあり

方や、民間も含めた取り組み方法につきまして

検討を進めてまいりたいと考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。これ
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から先の子供に夢を持たせるため、そしてこれ

を世界に発信するために非常に重要なジオパー

クの事業だと思いますので、私たちのような

今、新燃岳、そして桜島の噴火に脅かされてい

る宮崎県と鹿児島県がお互いに手を組んだ事業

となっておりますので、これからも御支援のほ

どよろしくお願いしたいと思います。

次に、公共事業の減少と住宅リフォーム事業

について知事にお尋ねします。

公共工事の縮小化等、景気の冷え込む中、そ

の対策として住宅リフォーム事業があると思い

ます。このことは先般、横田議員、そして先ほ

どの前屋敷議員からも出されました。県議会で

は平成22年に請願第44号として受理され、採択

されております。しかし、ちょうど１年以上た

つんですが、なかなかその進展が見えないとい

うことで、改めてまたここで質問をさせていた

だきます。今、新エネルギー、フロンティア構

想では太陽光パネル設置の事業として２億円が

予算化されています。しかし、200万円から250

万円かけないと一般家庭でもなかなかソーラー

ができないということで、一般家庭ではなかな

か設置できません。多くの県民がひとしく豊か

で安心した生活ができるための、一戸一戸にす

るとわずかな金額であるんですが、住宅リフォ

ームについて再度、知事からばしっとした答弁

をお願いします。

○知事（河野俊嗣君） ばしっと答弁を申し上

げたいと思っております。住宅リフォームの件

でございます。今、公共事業との対比で御質問

があったわけでございますが、公共事業という

ものが幅広く複数の方に、また長期にわたり効

果が及ぶというものに対比しますと、住宅リ

フォームというのは個人資産の形成の問題では

ないかというところがあるわけでございます。

そうはいっても、午前中答弁申しましたよう

に、さまざまな経済効果が期待できるのではな

いかという事業として提案がなされ、さらに昨

年、今御指摘がありましたような地域経済の再

興・活性化という請願が全会一致で通ったとい

うことでございます。私どもも、その趣旨を

しっかり踏まえまして、現在、経済活性化対策

みやざき元気プロジェクトに取り組んでおると

ころでございます。住宅リフォーム事業につき

まして、現在、県内の16の市町村で実施されて

いるところでございますが、こういった市町村

とどのような役割分担ができるのか、また国の

さまざまな経済対策の事業、どのような制度も

含めて活用ができるのか、大変厳しい財政状況

ではございますが、そういったことも踏まえ

て、この請願の趣旨を踏まえた検討というもの

を行ってまいりたいと考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。ば

しっというところにちょっとひっかかりますけ

れども、住宅リフォーム事業について再度お尋

ねします。都城市では、単独事業として平成15

年度と16年度にリフォーム事業の助成を行って

きました。このときは上限20万円の助成をし、

多くの波及効果が生じております。市民の要望

で再度、21年度と22年度に、今回は上限10万円

ということで助成をしております。波及効果を

申し上げますが、21年度では1,012件の申請に対

して助成額7,144万9,000円、それに対する工事

費が13億4,608万円あったそうです。生産誘発

額19億2,489万円の波及効果が出ております。そ

して、22年度は1,206件の申請に助成額8,445万

円となっております。工事費が17億5,190万円、

生産誘発額25億2,400万円という経済効果が発生

しております。個人への助成額は10万円の限度

ですが、住宅工事には多数の業者がかかわって
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まいります。知事の答弁、先ほどの部長の答弁

でも、市町村との役割分担で検討したいとあり

ます。都城市でも４年間やってまいりました

が、それぞれ大変厳しい状態になってまいりま

した。それで県での対策を、助成を県民ひとし

く、厳しい情勢ではありますけれども、助成制

度で事業者が潤っていく経済効果、そして今の

落ち込んだ経済を何とか立て直すために、ぜひ

知事にもう一回ばしっと言っていただきたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 今、御説明いただきま

したように、それぞれの市町村で取り組まれ、

それぞれの金額は小さいかもしれませんが、今

言われましたような波及効果、呼び水効果、経

済効果が認められるところでございます。こう

いったところをしっかり踏まえて、市町村が

行っております制度とのどういう役割分担、連

携ができるのか、そういったところを踏まえ

て、しっかりと県の対応というものを検討して

まいりたいと考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。

災害対策についてお尋ねいたします。

３・11東日本大震災による津波被害等で、想

像を絶するとうとい命、財産が奪われました。

本県における災害対策のための備蓄について、

総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 災害発生直後に必

要となります食料、飲料水、生活必需品等の備

蓄につきましては、県の地域防災計画の中で考

え方を示しているところでございます。まず、

県民の皆様には、家庭や職場において平時から

３日分の食料等の備蓄に努めるよう求めており

まして、県及び市町村が県民への啓発に努める

こととしております。また、市町村は、災害時

に住民に速やかな物資の提供ができるよう、避

難所、公的施設などに分散して備蓄することに

努めるほか、例えば食料や燃料などが不足した

場合に、あらかじめ締結した協定に基づいて民

間で流通する物資から優先的に調達を行う、い

わゆる流通在庫備蓄にも努めることとなってお

ります。県といたしましては、市町村の物資の

入手のために、民間業者や市町村間の調整を図

りますとともに、市町村の要請に応じて物資の

供給ができるよう県としての備蓄を行い、流通

在庫備蓄にも努めることとしております。

なお、県が備蓄を行っております品目は、食

料や水のほか、毛布や衣類、その他日用品など

となっており、この中で、粉ミルクや紙おむ

つ、衛生用品など、乳幼児や女性に配慮した備

蓄にも努めているところでございます。

○内村仁子議員 ３・11から防災に対する見直

しがされるようになっております。津波防災に

は繰り返し避難訓練が重要と考えております

が、その対策について伺います。

○総務部長（稲用博美君） 内閣府が行いまし

た分析では、東日本大震災で亡くなられた方の

死因の中で92.4％が溺死となっておりまして、

予想を超える大津波から逃げおくれたことによ

る人的被害が非常に大きな特徴であったという

ふうに考えております。したがいまして、津波

防災の観点、特に今回のような大津波に対する

被害を減らすためには、住民の迅速かつ的確な

避難が大変重要でありますし、この避難の実効

性を高めるために、最も大きな役割を果たしま

す対策の一つが津波の避難訓練であり、津波防

災に向けた啓発、教育であるというふうに認識

しております。

県といたしましては、今回の震災以降、県総

合防災訓練で日向灘沿岸の市町において一斉に

津波避難訓練を実施したほか、各地域や事業
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所、団体などの会合において、津波防災に関す

る講座を多数開催するなど、訓練、啓発に取り

組んできております。また、各市町村や地域の

自主防災組織、あるいは学校、職場などにおき

ましても、地震・津波を想定した訓練や啓発活

動などが実施されております。今後とも、今回

の震災での教訓が風化することのないよう、県

及び市町村、地域の自主防災組織などとも連携

しながら、県民の皆様への訓練、啓発に取り組

んでまいりたいというふうに思っております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。海岸

を控えておりますので、ぜひ避難訓練はこれか

らもよろしくお願いしたいと思います。

続いて、各学校の津波を想定した避難訓練の

実施状況を教育長にお尋ねします。今回の津波

被害を受けた山元町に、夏休みに県内の36人の

先生方が行かれ、児童生徒の授業応援をされた

とのことです。お疲れさまでしたと、ねぎらい

の言葉を申し上げたいと思います。教育現場で

の避難訓練の様子をお聞かせいただきたいと思

います。

○教育長（渡辺義人君） 津波による被害が予

想されるすべての学校におきましては、それぞ

れの市町村の防災担当部局等の意見を踏まえな

がら、これまで行ってきました避難訓練を見直

し、校舎の最上階や近隣の高台に避難するな

ど、危機感をより高めた訓練を行っているとこ

ろであります。中には、複数の避難場所を設置

した訓練や、幼稚園、小中学校による合同訓

練、定時制高等学校における夜間訓練など、実

情に応じて工夫した取り組みを行っている学校

もございます。

なお、県教育委員会では、現在、より安全性

を高める避難訓練のあり方につきまして、沿岸

部にある学校を選びまして、大学教授や防災士

などの専門家による助言を受けながら、調査研

究を行っているところであります。以上です。

○内村仁子議員 次に、災害発生時に対する各

学校の教職員の研修が必要ではないかと思いま

すが、先生方への実施についてお願いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 先ほど議員のお話に

ございました宮城県山元町には私も参りまし

た。自然の猛威のすさまじさに言葉を失います

とともに、津波襲来という情報を素早くつか

み、瞬時の判断により校長初め教職員が一丸と

なって子供たちを避難させ、一人の犠牲者も出

すことなく子供たちを守り抜いたことに対し、

深い感銘を受けたところであります。この教訓

を、県教育委員会としてぜひ本県の防災教育等

に生かしたいと考えまして、山元町の２名の校

長先生を講師とした「災害から子どもたちを守

るための学校づくり研修会」や、山元町に派遣

された36名の教職員による県内各地域における

報告会を実施したところであります。

なお、本年５月には、県内すべての学校の安

全担当者等を対象といたしました学校安全指導

者研修会も開催したところであります。災害発

生時におきまして、児童生徒の安全を確保する

ためには、教職員一人一人が危機意識を持って

適切に対応するための能力を身につけておくこ

とが大変重要であると思いますので、今後と

も、研修の充実を図ってまいりたいと考えてお

ります。以上です。

○内村仁子議員 ありがとうございます。次

に、もう一点お尋ねいたします。災害時に備え

た児童生徒のための備蓄について、各自治体の

学校への取り組みは県教育委員会からは助言で

きないものか、伺います。私は10月31日、災害

から子供を守る学校づくりという、山元町の２
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名の小中学校の校長先生による講演を聞きまし

た。その中で校長は、「校長の素早い判断力、

行動力が重要である。中浜小学校では一人の児

童も犠牲にならず、先生方の所持していたジャ

ージー等を生徒に着せて屋上で一夜を過ごし

た」と語られました。次の日はすごい雪の降る

日でしたから、先生たちのジャージーが非常に

生かされたということでした。せめて１日から

２日、その場をしのげる最低限の備蓄は各学校

でも必要だと思いますが、教育長にお伺いいた

します。

○教育長（渡辺義人君） 災害時に備えた学校

における児童生徒のための備蓄でありますけれ

ども、先ほど申し上げました「災害から子ども

たちを守るための学校づくり研修会」の講話の

中で、生々しい避難の状況ですとか、一昼夜を

過ごした際に毛布などの備蓄品が役に立ったこ

となどのお話がございました。今、議員からそ

の一部についてお話がございました。こうした

東日本大震災の教訓を踏まえ、県教育委員会と

いたしましては、県立学校につきまして、災害

時の避難に関する施設設備の改修等、防災対策

の充実を検討しているところであります。ま

た、その中で、児童生徒のための備蓄のあり方

につきましても検討していくこととしておりま

す。小中学校における備蓄につきましては、そ

れぞれの市町村教育委員会におきまして検討が

なされるものと考えておりますが、参考となる

事例等につきまして、研修会や会議など、さま

ざまな機会を通じて積極的に情報提供を図って

まいりたいと考えております。以上です。

○内村仁子議員 ありがとうございます。せめ

て自分の学校の子供は自分で守る、この意識で

これからもぜひ当たっていただきたいと思いま

す。

最後に、エネルギー問題に入らせていただき

ます。

県民政策部長にお尋ねいたします。私は先

般、「夢の扉」という番組で、日本の中小企業

のものづくり、たくみの様子が放映されたのを

見て、びっくりいたしました。番組の途中、そ

のすごさで―その会社の製品が今回、オース

トラリアでヘリオスタットというシステムでの

国策としての省エネに使われるということであ

りました。これを見て、今回の議会に新エネル

ギーとしての一般質問に入れたいと思っており

ました。その後、さまざまな縁から、上京の

折、この会社を訪問させてもらおうと電話しま

したら、社長が電話に出られて、「あんた、わ

ざわざここまで来んでいいが。私が11月28日に

宮崎に行きます」ということだったものですか

ら、11月28日、宮崎大学でのビームダウン式集

光装置の起工式がありまして、それに参加させ

ていただきました。これまで研究してこられた

新潟大学の教授、宮崎大学工学部教授などが参

加されて、起工式がありました。私が驚いたの

は、そういう大きなプロジェクトの工事だった

んですが、工事関係者がすべて県内の企業で

あったということです。この取り組みに対する

期待を含め、どのようにとらえておられるか、

県民政策部長にお尋ねいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） ビームダウン

式集光装置でございますが、宮崎大学や宮崎県

工業会、三鷹光器株式会社などと連携して、宮

崎大学の構内に設置を進めておりまして、今

後、この集光システムを使い、効率の高い太陽

電池の研究、さらには太陽熱を利用して水から

水素を取り出す研究などが進められる予定でご

ざいます。最先端の研究でありますので、すぐ

に事業化に結びつくというものではありません
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が、本県の恵まれた日照条件を生かし、新しい

エネルギーを生み出す取り組みとして大きな可

能性があるものと考えております。また、この

ような最先端の研究開発プロジェクトが本県で

進められることによりまして、産業振興や科学

技術振興、さらには人材育成など、さまざまな

分野で効果が期待できると考えているところで

ございます。

○内村仁子議員 ありがとうございます。三鷹

光器の社長さんと話をしましたところ、これか

らの子供や学生に夢と想像力を持たせたいとい

うことで、宮崎大学への設置となったところで

すが、この事業が実用化すれば、宮崎県の企業

に仕事をしてもらい、雇用につなげていきたい

と言っておられます。宮崎県は統計によります

と、日照時間が国内２番目、３番目と長く、最

も適したありがたい展開だと思います。先ほど

知事も、本県の恵まれた自然を生かすというこ

とを、前屋敷議員への答弁の中で言われたとこ

ろだったんですけれども、私はこれが宮崎県に

一番適した事業かなと思っています。佐土原の

農業試験場では、この三鷹光器のシステムを利

用したハウスの暖房が設置されています。自然

の恵みをどう生かすのか、また三鷹光器には宮

崎県出身の技術者がおられ、社長が大変信頼し

ておられました。この取り組みが実用化すれ

ば、地元企業の事業拡大や雇用にもつながると

思いますが、今後どのように伸ばしていかれる

か伺います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） このプロジェ

クトでございますが、2015年の世界標準化を目

指した実証実験として位置づけられておりまし

て、現在、三鷹光器株式会社に技術指導してい

ただきながら、地元企業により製造、建設が進

められているところでございます。この研究開

発が順調に進んでいくことによりまして、新た

なエネルギーの確保や地球温暖化対策など、日

本が直面している課題を解決するものとしまし

て、重要なエネルギー産業に成長していく可能

性を持っております。したがいまして、今後、

ビームダウン式集光装置の製造、建設にかかわ

る分野を初め、関連産業の立地、集積による本

県製造業などの発展、ひいては雇用の面でも大

きな効果が期待されますので、県といたしまし

ても、このプロジェクトが順調に進んでいくよ

う、大学や企業と連携しながら取り組んでまい

りたいと考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。宮崎

県の恵まれた自然、さんさんと降り注ぐ太陽を

いかにこれから先のエネルギー政策に打ち出し

ていくか、今、フロンティア構想でソーラーの

仕事もなされておりますが、ソーラーのパネル

をつくるのにすごい電力を使ってＣＯ２削減に

なっていないという話もまた伺っておりますの

で、これから先、太陽を使った展開をぜひ考え

ていっていただけたらありがたいなと思いま

す。今回も多項目の質問となりましたが、県民

の幸せにつながる事業として事業展開をお願い

いたします。

きのうの福岡マラソン、オリンピック選考の

大会で、埼玉県職員の市民ランナー川内優輝さ

んが、２時間９分57秒というすばらしい記録で

日本人では１位でゴールされました。私は、こ

の一般質問の原稿整理をしていましたが、頑張

れコールを送り続けて拍手をしました。宮崎県

職員の皆さんも、感動と夢を与えるために努力

しておられますが、同じ県職員同士、頑張って

ほしいと思いました。先ほどの三鷹光器の社長

さんが宮崎県の職員の方をすごく褒めておられ

ましたので、これも申し伝えたいと思います。
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また、来週12月12日、西都から20キロを車い

すでこの県庁を目指して一人でゴールしようと

鍛錬しておられる障がい者の方がおられます。

午後１時にゴール予定です。青島太平洋マラソ

ンへ車いすでの参加を熱望しておられますが、

参加が認められないということで、「赤耐マラ

ソン」として赤い洋服を着て車いすで来られる

そうです。引き続き２回目だそうですが、ノー

マライゼーションの意味からも、多くの声援が

あるといいなと思っております。スポーツは健

常者のものだけではないと思います。夢をいつ

までも持つ、福祉を育てる宮崎県を続けていた

だくためにも、ぜひ皆さんの声援をお願いした

いと思います。未来みやざき創造プランでは、

県民の主な役割として、「障がいのある方が安

心して社会に参加できるよう、思いやりの心で

積極的に支援しましょう」と書いてありま

す。12月12日１時、できたら県庁で皆さんでお

迎えできたらいいなと思っております。

長くなりましたが、以上で今議会での一般質

問を終わります。ありがとうございました。

（拍手）

○外山三博議長 次は、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 新みやざき

の田口雄二です。

日本にとって忘れることのできない2011年も

残すところわずかとなりました。現在、喪中の

はがきが私のところにも届いています。その中

に、東日本大震災に関連するものが届きまし

た。西都市のお世話になっている知人からのは

がきでございました。事情をお伺いしたとこ

ろ、人口率で人的被害が最大であった宮城県女

川町の姉夫婦が被災されたそうです。御自宅は

海から少し距離があるところだったようで、地

震直後に避難せず、様子を見ているうちに、御

夫婦とも津波に飲まれ、帰らぬ人になってし

まったようです。１カ月ほどして姉の身元がわ

かり、ほどなく御主人の遺体も確認することが

でき、御夫婦御一緒に葬儀をすることができた

そうです。「哀れでならないが、遺体も見つか

らない人もいる中で、夫婦一緒に見送ることが

できたことがせめてもの救いだった」と知人は

話していました。こんなに身近な人にも身内を

失った人がいたのかと改めて衝撃を受けまし

た。この宮崎においても、多くの方々が身内や

知友人を失ったであろうと推察されますし、ま

た、東北の地から宮崎に避難されてきた方もい

ます。あのような悲劇はこの宮崎では起こらな

いよう、安心・安全の防災対策をしっかりと構

築しなければならないと決意を新たにしたとこ

ろであります。

それでは、通告に従い、質問をとり行いま

す。

先日、延岡市出身で大相撲の行司の最高位を

務めた第35代木村庄之助、本名内田順一さん

に、本県では６人目となる県民栄誉賞を授与し

ていただき、知事、どうもありがとうございま

した。県章と出身地延岡の文字をあしらった模

様の入った行司装束で、行司の横綱である木村

庄之助を３年５カ月務め上げました。この間、

横綱白鵬の63連勝を見届ける大仕事もこなすと

ともに、宮崎県と延岡市の観光大使も務めてい

ただきました。また、昨年の口蹄疫被害の際に

は義援金100万円を寄贈していただき、ふるさと

宮崎をいつまでも大切にしてくれました。最後

の場所となった９月の大相撲秋場所で半世紀の

行司人生に幕をおろしました。今後の活躍と御

健勝はもちろんですが、今後もふるさと宮崎県

の観光大使として御尽力を賜りたいと願ったと

ころです。
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木村庄之助が引退し、一抹の寂しさを感じて

いた延岡に、11月14日、新たに朗報が届きまし

た。延岡をふるさととする参議院の平田健二氏

が第29代参議院議長に就任いたしました。延岡

の小中学校を卒業し、技術者の養成所、旭化成

工科学院を卒業後、ベンベルグ工場等の勤務を

経て、労働組合活動に入りました。16年前のゼ

ンセン同盟岐阜県支部長のときに、その人柄や

リーダーシップに期待が寄せられ、参議院選挙

出馬となり、見事当選、３期目で今回の議長就

任となりました。岐阜県選出ということもあ

り、その議員としての存在は延岡でも余り知ら

れていませんでした。延岡市には、現在、90歳

を超えた御両親が元気に御健在です。これまで

も何かと、ふるさと延岡、そして宮崎に配慮し

ていただきましたが、強力な宮崎の応援団長が

誕生し、心強い限りであります。宮崎県民の一

人としてこの快挙を誇りに思った次第でありま

す。

そこで、知事にお伺いいたします。今回の平

田健二参議院議長誕生について、知事の所感を

まずお伺いいたします。

以上で壇上からの質問は終了いたします。(拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

平田健二参議院議長についてであります。平

田議長は、延岡市の御出身であり、本県出身者

としまして「三権の長」という国を代表する要

職である参議院議長につかれましたことは、私

ども県民の誇りでもあり、改めて御就任を心か

らお祝い申し上げたいと思います。

現在、我が国は国内外に課題が山積してお

り、国難とも言える状況にある中で、その重責

ははかり知れないものがあると思いますが、国

家の安定、繁栄のために、存分に御活躍いただ

くことを期待したいと考えております。また、

議員御指摘のように、現在も延岡に御両親がお

住まいになるなど、ふるさと宮崎に強い愛着を

お持ちであると伺っておるところであります。

御多忙な身とは思いますが、これからも、時に

里帰りいただきますとともに、本県の発展のた

めにも一層の御支援、お力添えを賜りたいと存

じます。以上であります。〔降壇〕

○田口雄二議員 答弁ありがとうございまし

た。平田議長には、細島港の重点港湾指定でも

大きな力を注入していただいております。私た

ちも、これをチャンスにしっかりと要望活動を

してまいりたいと思っておりますので、引き続

きよろしくお願い申し上げます。

知事の政治姿勢について、さらにお伺いいた

します。2010年の国勢調査の確定値が先日公表

されました。日本の総人口は2010年10月１日現

在で１億2,805万7,352人となり、2005年の前回

の調査より0.2％増と、これまでで最低の増加率

となりました。ただ、総人口から外国人の164

万8,037人を除くと、日本人の人口は37万人以上

の減少となり、日本人の人口だけを見ると初め

てのマイナスとなっております。世帯数は初め

て5,000万世帯を超え、うち、ひとり暮らしの世

帯が30％を超える状況となりました。全国の市

町村1,728のうち、1,321の自治体が人口減と

なっています。本県においても人口は11 3

万5,233人と前回調査より１万7,809人減少して

おりまして、前々回の10年前と比較すると約３

万5,000人の減少です。65歳以上の割合は25.8％

となり、2.3ポイント高くなっており、高齢化は

さらに顕著な傾向です。県内では人口が増加し

たのは宮崎市と三股町だけで、中山間地の人口

減少は著しいものがあります。予想されていた
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とはいえ、地域間格差がさらに拡大いたしまし

た。今回の結果を受け、知事はどのような感想

を持たれたか、所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今回の国勢調査の結果

を受けてということでございますが、県内の人

口減少の状況、また、市町村においては、宮崎

市と三股町を除く全市町村での人口減少の様

子、さらには、高齢化の進展、65歳以上の高齢

者の人口が25.8％ということで、初めて４分の

１を超えたと。高齢化が一層進んでいる一方

で、15歳未満の年少者が14.0％、15万8,588人と

過去最少ということでございます。こういった

状況につきまして、ある程度予測がなされて

おったところでございますが、人口減少の事実

と人口構造の変化の実態がこのようなデータと

して明確に示されますと、改めて本県の将来に

対する危機感を感じ、社会経済情勢の変化に即

応した施策展開の必要性というものを感じたと

ころでございます。

私といたしましては、こうした状況に立ち向

かうべく、本年６月に策定をいたしました「未

来みやざき創造プラン」におきまして、経済・

雇用対策を初め、中山間地域対策、さらには子

育て、医療対策などの重要課題に、市町村や県

民の皆様と連携を図りながら、県民総力戦で取

り組んでまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 本県の15歳以下の人口割合は

全国でも５位と高いんですが、15歳以上64歳未

満になると大きくダウンしてしまいます。この

わずか５年で、日之影町と諸塚村、そして椎葉

村は、人口が１割以上も減少しております。そ

のほかの中山間地も軒並み大きく減少していま

す。

私は、昨年、中山間地域振興対策特別委員会

に所属いたしました。そのときいただいた資料

では、昭和45年から平成20年までの38年間で、

県、市町村合わせて２兆3,375億円も中山間地対

策としてつぎ込んでいると説明を受けておりま

す。内訳は、道路に55％、農業振興に24％、生

活環境に９％等々です。県の予算の４年分近く

もつぎ込んでおるわけですが、これでもこの状

態です。逆に、これだけつぎ込んだから今の状

態で済んでいるのかということもあるんです

が、知事のおっしゃるとおり、予算の使い方、

つまり政策が正しいのかも見直しも含めて分析

しなければならない、そんな時期に来ているか

と思います。

先日、美郷町北郷区にある農家レストラン

「味さと」というところに行ってまいりまし

た。テレビでも紹介されたようですが、西日本

一帯から問い合わせが、私がいる間じゅうもか

かっておりました。県外からも、驚くほど遠く

のところからお客さんも来ておりまして、非常

ににぎわっておりました。料理も地産地消、大

変おいしくいただいてまいりました。五ヶ瀬町

の農家民泊もそうですが、ちょっとしたアイデ

アで、驚くほど遠くから不便な宮崎にも足を延

ばして来てくれます。人口をふやすのはなかな

か大変でしょうから、やはり交流人口をふやし

ていく、そして地元にお金を落としていく、こ

ういう政策を今後考えていかねばならないと、

私も行ったときに痛感した次第でございます。

また、こういう政策を一緒に考えていかねばな

らないと思っております。よろしくお願いいた

します。

次に、質問に移ります。2008年度と2009年度

に緊急経済対策として国の補助金で創設された

基金についてお伺いいたします。会計検査院が

全国を調査したところ、2010年度末時点で、３

兆4,000億円のうち約４割しか使われておらず、
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２兆円が残っていると報告されました。政権交

代前に次々と駆け込みで基金がつくられました

が、「全国一律の配分で制度設計が不十分なも

のがある」と会計検査院は分析しています。基

金の執行残は国庫に返還されることとなりま

す。使い勝手が悪い等々の要因もあるようです

が、何とかやりくりして消化してほしいもので

すが、現状と今後の見通しについて知事にお伺

いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御質問のありました国

の経済対策等によりつくられた20の基金につき

ましては、設置期限はそれぞれ異なりますが、

平成22年度末実績の基金全体の執行率が約48％

となっており、また、活用期限が今年度末まで

となっております基金につきましては、予算ベ

ースとなりますが、23年度末の執行率を約96％

と見込んでいるところであります。これは、基

金対象事業の年次的な進捗に加えまして、一部

の基金において、地方のニーズに沿った使い道

の拡大という制度の見直しもなされたところで

ございまして、基金の活用が進んだものと考え

ております。多くの基金が今年度末で活用期限

を迎えるという状況の中で、県民の医療や子育

て支援を図る事業など、期限が到来した後もな

お一定の取り組みが求められているものもあり

ますので、引き続き、基金の設置期限の延長な

どや基金にかわる新たな財源の措置などにつき

まして、国に対し強く求めてまいりたいと考え

ております。

○田口雄二議員 順調に執行されていると確認

できました。しかし、執行残は埋蔵金として残

すこともできませんので、国庫に返還しなくて

もいいように活用に引き続き御尽力ください。

よろしくお願いいたします。

次に、国の出先機関改革についてお伺いいた

します。野田政権発足後初めての地域主権戦略

会議が10月20日に首相官邸で開催されました。

首相は、「東日本大震災以降、余り事務的に進

んでいないが、これを機に進め、来年の通常国

会に法案を出したい」と強い意欲を示しまし

た。地域主権戦略会議の目玉は、一括交付金と

出先機関の改革です。一括交付金は既に今年度

一部スタートし、出先機関改革については、政

府は、昨年12月にアクションプランを閣議決定

しており、首相は、プランに基づき、国土交通

省の地方整備局などの３機関の地方移管を年末

までに決める予定です。受け皿として名乗りを

上げたのが関西広域連合と九州地方知事会で

す。九州地方知事会は、仮称ではありますが、

九州広域行政機構を設立予定で、本年５月に国

交省の地方整備局を初め３つの機関を対象に業

務移管を求めています。予定どおりに進捗すれ

ば、来年の通常国会に法案を提出し、準備期間

を経て、26年度中に事務権限の移譲を行うこと

を目指しています。

知事御自身は、国の出先機関の改革に伴う受

け皿として検討されている九州広域行政機構に

ついてどのようにお考えになっているか、お伺

いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 九州広域行政機構であ

りますが、国の出先機関の事務、権限、人員、

そして財源を丸ごと受け入れることによりまし

て、国の出先機関が抱える課題を解消し、地域

ニーズへの的確かつ効率的な対応などを図るた

めに、九州知事会が提案をしている構想であり

ます。これは、民主党のマニフェストにおきま

して国の出先機関の原則廃止というものが掲げ

られ、また閣議決定もなされたという状況の中

で、これを受けて、実現するとすればこのよう

な案があるのではないかということを、さまざ
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まな政策連合などが進んでおります九州地方知

事会におきまして議論の上に、一つの提案とし

てお示しをしたものであります。

出先機関の廃止につきましては、地方分権改

革全体を加速させるとともに、分権確立のため

に最も重要となる地方への権限、財源移譲を進

める一つの実践的な手法となり得る一方で、私

は、具体化に当たりましては、財源確保や組織

運営のあり方、また、国と地方の役割分担が明

確にされないままでの事務権限の移譲、また、

国が進めております国家公務員削減など行政改

革の手段にされるのではないかという懸念も

持っておるところでございます。

閣議決定されて以降、各省庁の抵抗等により

改革は停滞しておったところでありますが、10

月に開催された地域主権戦略会議におきまし

て、先ほど御指摘のありましたような首相の指

示によりまして、現在、26年度中に事務権限を

移譲というスケジュールが示されたところでご

ざいます。首相の地方分権改革に対する決意の

あらわれだというふうに受けとめておるところ

でございますが、現時点で、国が検討しておる

制度設計におきまして、九州の案、それから関

西の案も示されております。そういったものを

踏まえて、どのような制度設計がなされるの

か、具体的な内容がわからないところでござい

ます。国の各省庁にも強い抵抗があるというふ

うに伺っておりますが、いずれにせよ、その動

向を注視しながら、地方の意見というものを適

宜、適切に届けてまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 大阪府知事・市長選挙でも話

題になった二重行政との批判も多く、出先機関

改革が進められようとしていますが、東日本大

震災時に東北の各県が被災によりうまく機能し

ないときに、国交省の地方整備局の「くしの歯

作戦」等々が効果的に機能したことにより、出

先機関廃止反対の声が大きくなってきておりま

す。今後予想される東南海地震や日向灘地震

等、本県は九州の中でも一番被害が大きいこと

が予想されます。また、インフラ整備のおくれ

た本県にとって、今後のインフラ整備にも不利

な状況を招くのではないか、非常に心配する声

も大きく、町村会は反対の意向のようですが、

再度知事のお考えをお聞きいたします。

○知事（河野俊嗣君） 国の出先機関改革につ

きまして、議員の御指摘のような声があること

は、私も、市長村長との意見交換、また県議会

の皆様との意見交換などを通じ、伺っておると

ころでありますし、まさにそういった点は私ど

もも心配をしておる内容でございます。具体化

に当たりましては、東日本大震災や口蹄疫な

ど、大規模災害発生時における国の役割や社会

基盤の整備など、九州内における地域間格差の

現状、そして、国と出先機関と密接な関係にあ

ります市町村の意見なども十分踏まえる必要が

あるということを本県の意見として繰り返しお

伝えしておるところでございますし、九州知事

会内でも共通認識として持っているところでご

ざいます。これからも、そういう意味での声、

我々の意見というものを届けてまいりたいと考

えております。

○田口雄二議員 この件に関しましては、私ど

もの国会議員にもどうなるのかをお聞きいたし

ておりますが、ただ、年末に決まって来年の通

常国会というのは、スケジュール的にはなかな

か厳しいのではないかというふうに言っており

ました。しかし、今一番発信力のある橋下大阪

市長が知事時代から出先機関の廃止を訴える急

先鋒でした。先日の選挙で圧勝し、一段と発言
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力を増しています。過激な発言がマスコミに踊

り出すと、流れが一気に変わり、一気に流れて

いく可能性も十分考えられます。また、設立予

定の九州広域行政機構は各県知事と各県議会長

で構成される構想のようですが、本県において

は、県議会でもこの議論はほとんどなされてお

りません。県民も全く知らないものと思いま

す。拙速に話が進んでいいのか、再度知事のお

考えをお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 大変重要なポイントだ

というふうに受けとめておるところでございま

す。今、現時点では、国から具体的な制度設計

の素案というものが示されていないという段階

でございますが、私は、国の出先機関改革を初

め、地方分権改革全般におきまして最も重要な

ことというのは、国と地方の役割分担を明確に

した上で、その上で、国の出先機関のあり方に

つきましては、国民への効率的、効果的な行政

サービスの提供や危機管理のあり方という観点

から慎重に検討する必要があると考えておりま

す。出先機関改革の本旨は住民サービスの向上

でなければならないというふうに考えておりま

して、具体化に当たりましては、議会はもちろ

んのこと、住民により身近な市町村、関係団

体、そして国民の意見を踏まえた十分な議論と

いうものが必要になってくると考えております

ので、私もそのことを改めて強く主張してまい

りたいと考えております。

○田口雄二議員 九州の各知事は河野知事より

も年上の方ばかりでございます。また、総務省

を初め、役所の先輩がたくさんおります。その

中で、知事が遠慮なく先輩に対して議論ができ

るか、私たちも心配をしております。また、奈

良県は関西広域行政機構に参加しないことも表

明しております。この九州広域行政機構の件は

もう少し議論を深めて慎重に進めるべきだと思

いますので、どうかよろしくお願いいたしま

す。

次に、医療・福祉行政についてお伺いをいた

します。

来春から医師になる予定の医学生の臨床研修

先を決めるマッチングが公表されました。県内

の病院を研修先とする内定者数が過去最多の61

名になりました。今年度の全国最低の30名から

すると２倍以上となり、定員に対しての充足率

も40％から75％に飛躍的に向上しています。地

方自治体は、さまざまな政策で医学生の県内へ

の取り込みに努めてまいりました。ようやくそ

の成果が見えてきたのかと思っているところで

す。来年度の臨床研修医のマッチング数が61名

と、今年度より倍増するこの状況をどう分析

し、また、どう評価しているのか、福祉保健部

長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 臨床研修医の

マッチング数が増加した要因の一つといたしま

しては、医学部における本県出身者の割合がふ

えたこと、これは、平成18年度に宮崎大学で導

入いただきました地域枠等がございまして、そ

の関係で出身者の割合がふえたことが考えられ

ます。また、宮崎大学各診療科の先生方を初め

といたします臨床研修関連病院等の関係の方々

の本当に熱心な取り組みのたまものと考えてい

るところでございます。今回の臨床研修医の増

加は、将来の本県への医師の定着につながるも

のと期待しているところでありまして、今後さ

らに詳細を分析し、次に生かしていく必要があ

るというふうに考えております。

○田口雄二議員 その61名の内訳ですが、県外

出身者は何名いるのか。また、そのうち宮崎大

学以外の県外出身者は何名か。再度お伺いをい
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たします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 臨床研修医

マッチング者61名のうち、県外出身者は26名で

ございまして、対前年度比12名の増。そのうち

宮崎大学以外の県外出身者は４名で、対前年度

比２名の減となっているところでございます。

○田口雄二議員 県外出身者が61名のうちの26

名、しかも、そのうち宮崎大学以外が４名もい

るという今の御報告でした。また、県外出身者

はこの比率でいくと43％となります。新研修医

制度が導入されて以来、これまでは県内出身者

を何とか宮崎大学に入れて、そのまま宮崎県内

に残ってもらおうとしていたのが主な政策でし

た。これまでの流れと少し変わりつつあるある

のか、大分県だけは減少しましたが、今回、九

州の研修医のマッチングの状況は全体で76名も

増員しています。大震災や原子力発電所の事故

により関東北地区が一時的に敬遠されたからな

のか、それとも都市部の定員抑制効果なのか、

興味のあるところです。研修医として赴任した

後、なぜ本県内の研修病院を選択したのか、ぜ

ひ聞き取り調査をしていただきまして、今後の

研修医確保につないでいただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

次に、今回、研修医が大幅に増加しているこ

とは大変喜ばしいことではありますが、延岡市

選出の私としては複雑な心境です。研修医を募

集した県内６病院のうち、県立延岡・日南、そ

して古賀総合病院は１人もマッチングしません

でした。医師不足が深刻な地域には研修医が来

ず、宮崎大学附属病院に50名、県立宮崎病院に

８名、宮崎生協病院に３名と、またしても研修

医も県央地区に偏在することになります。ま

た、定員81名にも届いておりません。そこでお

伺いをいたします。今後、臨床研修医を確保し

ていくための課題は何か、どう取り組まれるお

考えか、福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 来年度以降の

課題としましては、マッチング数をさらにふや

し、安定的に臨床研修医を確保していくことが

必要であり、今回、マッチングがなかった病院

につきまして、研修医確保の実績をつくること

も重要であります。このため、医学生や研修医

の声も伺いながら、より魅力的な臨床研修プロ

グラムの構築や、研修医を指導する指導医の養

成・確保を図っていく必要があると考えており

ます。また、若手医師の学びの場ともなる救急

医療体制の強化やキャリア形成の支援など、若

手医師がやりがいや魅力を感じるような医療・

研修環境の充実を図っていくことも重要である

というふうに考えております。さらに、宮崎大

学出身以外の研修医の増加を図るという観点か

らも、魅力ある研修プログラムや県内の医療環

境を県外の医学生に積極的に情報発信し、ＰＲ

をしていく必要があるというふうに考えており

ます。

○田口雄二議員 次に、研修医確保に大きく期

待が寄せられていました県立３病院連携による

フェニックスプログラムも残念ながらマッチン

グがかないませんでした。３病院の特徴を生か

した研修内容に魅力が感じられなかったのか、

それとも他の要因があったのか、病院局長は

フェニックスプログラムについてどう分析して

いるのか、また、今後の対策についてお伺いを

いたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 議員御指摘にあ

りましたように、今年度新たに設けましたフェ

ニックスプログラムのマッチング結果につきま

しては、残念ながらこういう結果になったとこ

ろでございます。病院局といたしましては、県
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内・県外での病院説明会への積極的な参加や３

県立病院をめぐる医学生向けのバスツアーの実

施など、ＰＲに努めたところでありますが、説

明会等の参加者が４年生、５年生が中心であっ

たことなどから、今年度の結果に直接結びつか

なかったものと考えております。平成25年度に

向けましては、基幹病院である県立宮崎病院に

専任職員を配置するなどの体制整備やプログラ

ムの魅力向上のための見直し等を行いますとと

もに、今年度に引き続き、県外における病院説

明会等への参加や各病院ホームページの充実、

バスツアーの実施等によりまして県立病院の臨

床研修のＰＲ強化を図るなど、研修医の確保に

取り組んでまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 要するに６年生はほぼ行き先

が大体決まっていたと。そういう意味では、４

・５年生に今後期待をしてまいりたいというこ

とだと思います。さらにプログラムの内容を充

実させていただきまして、来年しっかりとＰＲ

して研修医の確保をよろしくお願いいたしま

す。

次に、宮崎生協病院の件についてお伺いいた

します。基幹型臨床研修病院が６つしかない本

県において深刻な問題があります。来年度も研

修医のマッチングが３名もある宮崎生協病院で

は、平成21年度から基幹型臨床研修病院の指定

基準の見直しが行われ、入院患者数年間3,000人

未満はその基準を満たさないという新基準が適

用されそうです。宮崎県医師会が発行する機関

誌「日州医事」に、稲倉県医師会会長の「２年

以上研修医の受け入れ実績がない病院は指定が

取り消される」とのコメントが掲載されていま

した。そうなると、県立延岡・日南、古賀総合

病院の指定が取り消されることになります。宮

崎生協病院の基幹型臨床研修病院としての見通

しはどうなのか、また、２年連続で研修医が来

なければ研修病院の指定取り消しになるのか、

その確認をさせていただきます。あわせて、県

として、地域に応じた、地域の実情を踏まえた

基準にするよう、国に要望すべきではないかと

考えますが、福祉保健部長の見解をお伺いいた

します。

○福祉保健部長（土持正弘君） 基幹型臨床研

修病院の指定要件につきましては、国に対し

て、地域の実情に応じた基準を設定するよう、

私どもも機会があるごとに要望してきたところ

でございます。このような中、入院患者数が年

間3,000人以上という基準を満たさない宮崎生協

病院につきましては、国において個別的に研修

の状況を調査した上で、指定の是非について検

討されることとなったところでございます。ま

た、２年連続で研修医の受け入れ実績がない病

院につきましては、現在、厚生労働省が示して

いる指定基準の特例がありまして、直ちに指定

が取り消されるものではありませんが、関係病

院と連携しながら、受け入れ実績がない要因の

分析と対応策の検討を行う必要があるというふ

うに考えております。

○田口雄二議員 研修医獲得の件に関しまして

はこれで終了したいと思いますが、今年度、宮

崎大学医学部に進学した学生が45名となり、飛

躍的に伸びて大変喜んだところでありました。

宮崎大学以外のところに進学した学生のフォロ

ーも忘れずに、絶えずふるさと宮崎に地域医療

を意識させるように、よろしくお願いいたしま

す。

次に、ドクターヘリについてお伺いいたしま

す。いよいよ本県においてもドクターヘリの来

年４月の就航が予定されています。2001年に初

めて導入されて以来、現在、全国で23道府県
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の27病院に配備され、連日27機が、これまで一

度も墜落することなく、救命救急のために飛び

回っています。医師不足の地域が多く、道路事

情の悪い本県においては、まさに県民待望の就

航であります。また、県立延岡病院には、新し

く救命救急センターを建設し、その屋上にヘリ

ポートを設置していただくことになりまし

た。24年度中の供用開始と聞いております。心

から感謝を申し上げます。ただ、このドクター

ヘリは天候等によって飛行が制限されると聞い

ております。運航できる条件と年間出動回数を

どの程度と見込んでいるのか、福祉保健部長に

お伺いをいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

は、パイロットが肉眼で位置を確認しながら飛

行する有視界飛行により運航することとなりま

すので、天気のよい日中は運航可能でございま

すが、雨等で十分な視界を確保できない場合や

夜間は運航することができませんので、基本的

に日没30分前までに出動することとなっており

ます。また、年間の出動回数ですが、宮崎大学

によりますと、昨年度の全国におけるドクター

ヘリの平均年間出動回数であります約400回程度

を見込んでいるところでございます。

○田口雄二議員 待望のドクターヘリでありま

すけれども、夜間に飛べないというのは大変残

念ですね。ただ、出動回数が400回となると

約400名の患者が対象になるものと想像できます

が、１人でも多くの命が救われることを期待い

たします。

それでは、ドクターヘリの出動要請はだれが

するのか、また、出動要請の基準、マニュアル

はどうなっているのか、再度お伺いいたしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

の出動要請でございますけれども、救急車の場

合と異なり、だれでも行うことができません

で、原則として救急現場に出動した消防機関が

行うこととなっております。また、具体的な出

動要請の方法や基準、運用等のマニュアルにつ

いては、県内消防機関や医師会、それから主要

医療機関等関係機関で構成いたしますドクター

ヘリ運航のための委員会において、現在、検討

が進められているところでございます。

○田口雄二議員 先日、ドクターヘリの医師と

して経験豊富な宮崎大学医学部附属病院の金丸

先生のお話を聞かせていただきました。ドクタ

ーヘリがしっかりと機能して救命率が向上する

までには、相当な時間と経験を積み上げないと

かなわないということでした。ドクターヘリさ

え入れば安心というものではないという御指摘

でございましたが、最大限の効果を発揮させる

ために、消防機関や医療機関等との連携をしっ

かりしたものにしていかなければなりません

が、その取り組みについてお伺いをいたしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

の運航に当たりましては、消防や医療機関等と

の連携が極めて重要でございます。このため、

消防機関につきましては、ヘリ要請の判断方法

や運航における安全管理等について、昨年度か

ら、消防職員を全国トップクラスの運航実績の

あります日本医科大学千葉北総病院へ派遣をい

たしまして、研修を行っているところでありま

す。また、医療機関につきましては、ドクター

ヘリの運航を行う宮崎大学において、患者を円

滑に搬送するため、現在、医師会と連携を図り

ながら、医療機関の受け入れ機能等の調査を

行っているところであります。引き続き、関係

機関と十分連携を図りながら、導入に向けた準
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備を進めてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 先ほどもお話ししましたよう

に、ドクターヘリは残念ながら夜間飛行はでき

ないようです。ですから、24時間体制というこ

とにはならないと思います。ただ、パイロッ

ト、医師、看護師等々のチームで動くことにな

りますので、ドクターヘリ運航と救急の受け入

れ態勢の人員体制はどうなるのか、再度お伺い

いたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

に搭乗する人員体制でございますが、医師１

名、看護師１名、パイロット１名、整備士１名

の計４名が基本となっております。また、ドク

ターヘリを運航いたします宮崎大学において

は、ドクターヘリのスタッフが所属し、救急患

者を受け入れます救命救急センターの整備や人

材育成等を行っているところでございまして、

現在、医師７名、看護師15名を確保しておりま

す。さらに、ドクターヘリの運航が開始される

来年度には、医師14名、看護師48名体制を目指

しており、現在、大学病院内外からの医療ス

タッフの確保が進められているところでござい

ます。

○田口雄二議員 ありがとうございました。先

ほども申しましたように、県民待望のドクター

ヘリの就航です。最大限の効果が発揮できます

ように、よろしくお願い申し上げます。

次に、商工観光行政についてお伺いをいたし

ます。

昨年からの口蹄疫や新燃岳の噴火、東日本大

震災の影響で、本県の観光は、国内からも海外

からも観光客の激減で大きな打撃を受けまし

た。しかし、一時期の底から少しずつ回復して

きている状況です。そんな中、先日、日本と台

湾間で民間航空業務維持に関する取り決めが結

ばれ、つまり、日台間の航空輸送が実質自由化

となるオープンスカイ協定の締結です。就航先

や便数等の制限がなくなり、双方の国の航空会

社の新規参入や撤退も可能となり、自由に直行

便が飛ばせるようになります。日本は既に11の

国、地域とオープンスカイ協定を結んでおり、

台湾は12番目となります。日本のスカイマーク

等も台湾への新規参入を予定しているようです

が、本県に乗り入れているチャイナエアライン

も、鹿児島、静岡、さらに新潟、富山へも定期

便を就航させる計画を公表しています。知らな

いうちに空も自由化が進み、ＴＰＰのような状

態になってきそうです。今回のオープンスカイ

に伴い、チャイナエアラインは鹿児島空港に台

湾との定期路線を開設予定のようですが、これ

をチャンスととらえるのか、競争激化ととらえ

るのか、どちらにしても自由化になれば簡単に

撤退も考えられます。そこで、宮崎─台北間の

利用状況と今後の送客対策について、県民政策

部長にお伺いをいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 宮崎─台北線

における平均搭乗率は、現在71.0％となってお

りまして、一時期、東日本大震災等の影響もあ

り利用者が激減しておりましたが、現在は持ち

直しており、全体として比較的順調に推移して

いるところでございます。また、利用者のうち

日本人の割合は約４割となっておりまして、そ

のほとんどは県民の利用であると聞いていると

ころでございます。宮崎─台北線の長期的で安

定的な運航のためには、台湾からの誘客はもち

ろんのこと、本県からの送客にも一層力を入れ

ていく必要があると考えております。このた

め、現在、県民に対し、グルメ、親日的な国民

性といった台湾の魅力のＰＲや送客キャンペー

ンの実施、団体利用への支援制度の周知に取り
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組んでいるところでございますが、今後さら

に、修学旅行や民間団体間での文化・スポーツ

など、幅広い分野での交流を促進しまして、県

民の利用拡大に努めてまいりたいと考えており

ます。

なお、今回のオープンスカイに伴い、鹿児島

─台北線が就航することになれば、南九州地域

全体の利便性が高まるという見方もできるので

はないかと考えております。鹿児島線との相乗

効果を図るといった視点での、より広域的な取

り組みを今後進めていかなければならないと考

えております。以上でございます。

○田口雄二議員 鹿児島便ができても、鹿児島

に着いて宮崎から飛ぶ、あるいは逆に宮崎に着

いて鹿児島から出ると、そういう新たなものが

できるということになると思うんですが、でき

るだけ宮崎に来て宮崎から飛んでもらうような

政策を進めていただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。

続きまして、同じ質問ですが、商工観光労働

部としてのオープンスカイ合意に伴う今後の台

湾からの誘客の取り組みについて、部長にお伺

いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 台湾から

の誘客対策につきましては、東日本大震災によ

る観光客の落ち込みもありましたことから、こ

れまで、旅行会社や航空会社が行う旅行商品の

企画・造成支援などに加え、先般の知事のトッ

プセールスを含む、現地での切れ目のないプロ

モーション活動を展開してきたところでござい

ます。お尋ねの日本―台湾間のオープンスカイ

合意に伴いまして、九州では、福岡、宮崎に次

いで鹿児島に定期路線が開設されますことか

ら、南九州エリアにおいては、これまで宮崎空

港のみで発着をしていた観光客にとりまして

は、宮崎、鹿児島両空港を利用することが可能

となり、多彩なルートや自由な日程を組むこと

ができるようになるなど、観光面では、利便性

が高まることによりまして、南九州全体の旅行

需要が喚起されることになるものと考えており

ます。

本県といたしましては、今後とも、豊かで変

化に富んだ自然、日本発祥にまつわる神話や伝

説、豊かな食文化、そして、一年じゅうスポー

ツが楽しめる環境など、本県の多彩な観光資源

の魅力をさらに発信するとともに、南九州が連

携した広域観光ルートをＰＲして、より一層の

台湾からの誘客に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○田口雄二議員 チャイナエアラインはまだ路

線も少なく、業績が悪いと撤退し、他の路線へ

変更される可能性もあります。台北間の搭乗率

を絶えず気にしながら、搭乗率アップに御尽力

いただきますようによろしくお願い申し上げま

す。

次に、東九州メディカルバレー構想に関する

質問をいたします。宮崎県と大分県は、医療機

器産業の集積を目指し、国が地域を指定して規

制緩和などを実施する地域活性化総合特区の適

用を９月に申請しました。規制緩和などによ

り、企業の進出や地場企業の新規参入を促すと

ともに、研究開発を促進するため、総合特区の

適用で東九州メディカルバレー構想を推進する

ものです。県北の延岡市や日向市は、この特区

の適用により、閉塞した地域経済の活性化に大

きな期待を寄せています。東九州メディカルバ

レー構想に関する総合特区の進捗状況につい

て、商工観光労働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） お話があ

りましたように、東九州メディカルバレー構想
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の推進の取り組みの一つとして、本年９月に、

大分県と共同で地域活性化総合特区の指定申請

を行ったところであり、この中で、研究開発や

産業集積を促進するための薬事法関連の規制緩

和、財政上の支援措置等を提案いたしておりま

す。申請後の状況についてでありますが、地域

活性化総合特区には全国から77件の申請があ

り、１次、２次評価を経て、東九州メディカル

バレー構想を含めた34件が３次評価のヒアリン

グ段階まで進んだところであります。ヒアリン

グにつきましては、先日、内閣府において実施

されまして、両県から構想に参画する産学官メ

ンバーが出席し、国の検討会委員に対し、地域

の優位性や産学官の取り組みをアピールしたと

ころであり、その結果は年内に判明する予定と

伺っております。

○田口雄二議員 １次、２次評価をクリアして

半数以上の34件に絞られているということを今

お聞きしましたが、これはかなり期待を持って

いいのかなと思ったりもしておりますし、最終

的にどれぐらいになるかというのはまだ決まっ

ていないとも聞いております。まだ何かやれる

ことがあるのかどうかはわかりませんが、年内

に決まるというのであれば、私どもも県選出の

国会議員にもお願いをしますし、また、県もや

れることがありましたら、ぜひとも何とかクリ

アできるようによろしくお願いいたします。

次に、今年度の補正予算で、東九州メディカ

ルバレー構想に係る寄附講座の設置を目指した

事業が６月の補正予算で決まりました。宮崎大

学医学部に寄附講座を開設し、研究者を派遣し

て、県北地区に研究開発の拠点を設置し、九州

保健福祉大学や企業等と連携し、研究開発に取

り組むこととするものです。現時点での東九州

メディカルバレー構想に係る寄附講座設置の進

捗状況について、県民政策部長にお伺いをいた

します。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 東九州メディ

カルバレー構想におきましては、医療機器に関

する研究開発を推進するために、延岡市と共同

で、県北地域を活動拠点とする宮崎大学の寄附

講座を開設することとしております。これま

で、宮崎大学におきまして研究者の人選を進め

ていただいておりまして、10月に担当教授の公

募が実施され、現在は応募者に対する選考が行

われているところでございます。宮崎大学から

は、これまでのところ順調に手続が進んでいる

と伺っておりまして、大学や延岡市と連携しな

がら、今年度内の寄附講座開設に向けて取り組

んでまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 今、部長から今年度内の開設

というお話がありました。具体的なお話も出ま

したので、かなり熟してきているんだと思って

おります。人選も最終段階に近づいているので

はないかと思いますので、すばらしい方が研究

者として採用されますことを心から祈念してお

りますし、また楽しみにしたいと思っておりま

す。本当にありがとうございます。

次に、道路行政についてお伺いをします。

東九州自動車道がまだ完成していない中、県

北の移動や物流の基幹道路は国道10号となりま

す。しかし、この国道10号は防災上非常に脆弱

な道路です。延岡と日向市の美々津間は海岸線

に隣接するところが非常に多くなっておりま

す。東日本大震災発生時の津波警報発令で通行

どめ区間が何カ所もあります。国道10号の津波

警報発令時の交通規制が実施されるところと、

迂回路の確保等々の今後の対策について、県土

整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） ことし３月の
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東北地方太平洋沖地震における津波警報発令時

には、国道10号におきまして、延岡市、日向市

及び門川町の４区間、約11キロメートルで交通

規制が実施されたところであります。国土交通

省では、その際に発生した交通渋滞などの問題

点を踏まえまして、交通規制を行う際には、迂

回路の設置と円滑な誘導を行う必要があるとい

う認識のもと、現在、県や関係する市・町及び

警察等の関係機関と迂回路の候補路線の選定や

誘導方法などの協議を行っているところであり

ます。県としましても、国道10号の規制を行う

場合には、関連する国県道におきまして迂回路

の周知や案内誘導を行うなど、国と一体となり

まして安全確保に努めてまいりたいと考えてお

ります。

また、災害時の救急救命活動や物流を支える

ためには、東九州自動車道の全線開通が不可欠

でありますことから、防災上の観点からも、早

期整備に向けた取り組みを強化しますととも

に、緊急輸送道路を初めとする既存の国県道の

ネットワーク強化を図るため、道路改良や橋梁

の耐震化、のり面の防災対策などの道路整備に

さらに重点的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○田口雄二議員 津波警報だけで県北は道路事

情が麻痺してしまいます。特に日向市の平岩か

ら美々津間は、乗用車は何とか迂回できるよう

な道がありますが、大型トラックに関しては全

く対応できるような道路がありません。国道10

号は警報発令だけでこのありさまですから、実

際に津波が来たら、復旧工事が完了するまでは

トラック輸送は極めて厳しい状況になります。

また、ＪＲも、高鍋から美々津間は、これまた

ほとんど海岸線に沿っておりまして、津波に対

しては防災上無防備と言っても過言ではありま

せん。国道10号、ＪＲともに、津波が来れば県

北の南北の交通インフラは完全停止となりま

す。一刻も早く代替道路の確保をお願いしたい

と思います。よろしくお願いいたします。

次に、教育行政についてお伺いをいたしま

す。

現在、小中学校は市町村の各教育委員会が、

県立高校は県教育委員会が、外国語指導助手、

いわゆるＡＬＴを配置しています。このＡＬＴ

は、公益法人の自治体国際化協会が、ＪＥＴプ

ログラムという名のもと、外国青年を招致し、

国際交流を目的として始めたもので、その外国

人の日本での生活の手段としてＡＬＴや国際交

流員として職を提供するものです。発足から20

数年が経過していますが、日本の児童生徒の英

語力は依然芳しいものではありません。特に近

年のＪＥＴプログラムによるＡＬＴの質が問題

視されており、民間会社のＡＬＴに移行してい

る教育委員会もあるようです。県と市町村のＡ

ＬＴの雇用状況について、教育長にお伺いをい

たします。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会では、

英語教育の充実と国際理解教育推進のために、

いわゆるＪＥＴプログラムという外国青年招致

事業を利用いたしまして、現在、ＡＬＴと呼ば

れております外国語指導助手37名を県立高校33

校と事務局に配置しており、また、必要に応じ

まして特別支援学校にも派遣しております。市

町村教育委員会におきましては、ＪＥＴプログ

ラムによる27名のＡＬＴに加えまして、直接雇

用または民間企業を介して任用したＡＬＴ64名

が小中学校で教えているところであります。県

教育委員会といたしましては、ＡＬＴのさらな

る質の向上を図りながら、活用を進めていると

ころであります。
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○田口雄二議員 続きまして、今お話ししまし

たＡＬＴの質の向上を図るためにどのような研

修を行っているのか、お伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） ＪＥＴプログラムに

よるＡＬＴの研修につきましては、来日をした

際に、果たすべき役割や服務規律などの基本的

事項についての指導の徹底を図りますほか、年

に３回、学習指導法や服務に関する全体研修

を、さらには年に１回、県の担当者による個別

指導を行っております。また、県立学校に配置

したＡＬＴにつきましては、それぞれの学校に

おきまして、指導担当者による日常的な指導は

もとより、管理職による面接指導を年に４回実

施しているところであります。

○田口雄二議員 県立高校においては37名がす

べてＪＥＴプログラムによるもので、市町村の

教育委員会は、ＪＥＴプログラムではない直接

雇用や民間会社の任用のＡＬＴが２倍以上で

す。ＪＥＴプログラムのＡＬＴのレベルの問題

で、民間会社や直接雇用が、県内はもとより、

全国的に増加しているようです。県内では、日

向市は、国際港の細島があるからでしょうか、

外国人との交流が多いということもあるから

か、民間会社から６名と直接雇用２名の計８名

体制で英語教育に取り組んでいます。そこで、

他県の公立高校でのＡＬＴの配置状況について

お伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 都道府県教育委員会

で任用しているＡＬＴにつきましては、平成22

年度の文部科学省の調査によりますと、44都道

府県がＪＥＴプログラムにより雇用をいたして

おります。このうちＪＥＴプログラムだけで雇

用しているのは26の道府県であります。残り

の18都府県におきましては、ＪＥＴプログラム

と直接雇用や民間企業を介しての任用を併用し

ているところであります。

○田口雄二議員 ＡＬＴ経費の交付税措置は、

県と市町村それぞれについてどのようになって

いるか、総務部長にお伺いをいたします。

○総務部長（稲用博美君） ＡＬＴに係る経費

につきましては、県分については、地方交付税

の算定におきまして、人口や面積を基礎に算定

される包括算定経費という項目がありますが、

その中で国際化推進対策の一部として措置され

ております。また、市町村分につきましては、

人口を基礎に算定される地域振興費の中で措置

されておりまして、その措置額は、平成22年度

において、ＡＬＴ１人当たり590万円が標準とさ

れているところであります。このうち８割の472

万円につきましては、いわゆるＪＥＴプログラ

ムに係るＡＬＴを配置した場合にのみ措置され

ることとなっております。

○田口雄二議員 市町村では、ＪＥＴプログラ

ムは１人当たり590万円が標準とされています

が、それ以外の雇用となると、そのうちの472万

円がなくなるということです。財政の厳しい市

町村があえて１人当たり472万円もの負担をする

のはなぜなんでしょうか。県内の民間からの雇

用をしている教育委員会は、ＪＥＴプログラム

は当たり外れが大き過ぎるので、安心して英語

に親しんでもらうため、あえて、大きな支出が

伴うにもかかわらず、質が高く、安定している

民間雇用にしているようです。先ほど言いまし

た自治体国際化協会は、知事の御出身の総務省

がつくっているものですが、これに関しまして

は、石原東京都知事、それから、先日の市長選

挙でかわりました橋下元知事は、「天下り先で

あるから、こんなものは必要ない」というよう

なことも強く言っているようでございまして、

今、全国的にもＪＥＴプログラムからの採用は
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減っており、民間雇用にどんどん流れていく

と。ＪＥＴプログラムだけでもこの４～５年

で2,000人近く減っているんじゃないでしょう

か。質の問題がかなり問われているのではない

かと思います。

それでは、最後に、ＡＬＴの雇用に関して、

県内町村はＪＥＴプログラムから離れていく状

況のようですけれども、県教委としては今後も

ＪＥＴプログラムを利用していくのか、教育長

にお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） これまでＡＬＴが英

語教育や国際理解教育において果たしてきた役

割は、大きなものがあると認識をいたしており

ます。県教育委員会といたしましては、現在、

ＡＬＴをＪＥＴプログラムを利用して雇用いた

しておりますが、このことを基本としながら

も、よりよい雇用形態のあり方につきまして、

他県の状況等も参考にしながら、今後、調査研

究してまいりたいと考えます。以上です。

○田口雄二議員 以上で用意しました質問はす

べて終了いたしました。

知事におきましては、昨年のきょうは、選挙

直前の、12月９日から選挙が始まる前でござい

まして、大変緊張や焦りもあったりして、非常

に不安な時期を過ごしていたのかもしれませ

ん。大体１年間を過ごしてまいりましたが、こ

としは、日本にとりまして忘れられない年に

なってしまいました。来年はまさに、日本の再

生・復興、そして宮崎の再生・復興にも非常に

大きな年だと思っておりますので、ともに切磋

琢磨しながら頑張ってまいりたいと思います。

どうかよろしくお願いいたします。ありがとう

ございました。（拍手）

○外山三博議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時56分散会
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平 成 2 3 年 1 2 月 ６ 日 （ 火 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 岩 下 斌 彦 （自 民 党 つ く し の 会）

3番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 黒 木 正 一 （自由民主党）

7番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

8番 内 村 仁 子 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 図 師 博 規 （日 日 新）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

17番 太 田 清 海 （ 同 ）

18番 田 口 雄 二 （新みやざき）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 押 川 修一郎 （ 同 ）

24番 外 山 衛 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

30番 井 上 紀代子 （新みやざき）

31番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 横 田 照 夫 （ 同 ）

34番 中 野 一 則 （ 同 ）

35番 中 野 廣 明 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 牧 元 幸 司

県 民 政 策 部 長 渡 邊 亮 一

総 務 部 長 稲 用 博 美

福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

環 境 森 林 部 長 加 藤 裕 彦

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

県 土 整 備 部 長 児 玉 宏 紀

会 計 管 理 者 豊 島 美 敏

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 日 隈 俊 郎

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 四 本 孝

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 高 勝 弘

事 務 局 次 長 成 合 修

総 務 課 長 山之内 稔

議 事 課 長 武 田 宗 仁

政 策 調 査 課 長 福 嶋 幸 徳

議 事 課 長 補 佐 谷 口 浩太郎

議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一



- 260 -

◎ 議案第40号追加上程

○十屋幸平副議長 ただいまの出席議員37名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

りますが、お手元に配付のとおり、知事より議

案第40号の送付を受けましたので、これを日程

に追加し、議題とすることに御異議ありません

か。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋幸平副議長 御異議ありませんので、そ

のように決定をいたしました。

◎ 知事提案理由説明

○十屋幸平副議長 ここで、知事に提案理由の

説明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 ただいま提案

いたしました補正予算案の概要について御説明

申し上げます。

今回の補正は、平成23年11月27日に宮崎海区

漁業調整委員会委員の欠員が生じたことに伴

い、漁業法の規定により行われる補欠選挙に要

する経費について措置するものであります。補

正額は、一般会計1,622万5,000円であります。

これに要します歳入財源は、繰入金1,6 2 2

万5,000円であります。この結果、一般会計の歳

入歳出予算規模は、5,963億9,726万8,000円とな

ります。

以上、追加提案しました議案の概要について

御説明いたしました。よろしく御審議のほどお

願いいたします。〔降壇〕

○十屋幸平副議長 知事の説明は終わりまし

た。

◎ 一般質問

○十屋幸平副議長 それでは、ただいまから一

般質問に入ります。まず、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕(拍手） おはようござ

います。公明党の新見昌安でございます。９月

議会に引き続き、一般質問をさせていただきま

す。知事を初めとして、関係各部長、病院局

長、教育長及び警察本部長に答弁をお願いいた

します。

初めに、知事に伺います。日本気象協会は本

年９月７日、「総雨量2,000ミリの時代を迎え

て」とのコメントを発表いたしました。そこで

は、「９月上旬、紀伊半島南部に甚大な被害を

もたらした台風12号の大雨を受け、総雨量2,000

ミリの大雨が想定外事象とは言えない時代に

入ったと考えている」と述べております。台

風12号は、大雨に強いとされてきた紀伊半島に

おいても、広範囲にわたり大規模な土砂災害を

発生させました。コメントでは、「アメダス観

測地点の72時間雨量を見ると、奈良県上北山村

で1,652.5ミリと、アメダス観測史上１位の記録

を更新し、さらに、上位５位のうち２位と５位

の記録も台風12号の大雨で更新された」とあり

ます。さらに、平成17年台風14号と、平成21年

に台湾を襲った台風モーラコット─日本名で

平成21年台風８号─を比較検討した結果、日

本国内においても2,000ミリを超える大雨が想定

されることを指摘しております。この平成17年

台風14号こそ、本県に大雨をもたらし、大規模

な土石流を発生させた台風であります。先ほど

のアメダス観測地点における上位５位のうち、

３位が美郷町神門の1,322ミリ、４位がえびの市

の1,306ミリであります。これは今も変わってお

りません。そして、「平成17年台風14号が台風

モーラコット並みのゆっくりとした時速５キロ

平成23年12月６日(火)
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から10キロメートル程度で進み、かつ勢力を維

持したと仮定すると、神門の総雨量は2,095ミリ

に達すると見込まれる」と指摘しております。

雨量の増加は、深層崩壊を含む土砂災害を引き

起こす可能性が高くなります。2,000ミリを超え

る大雨を想定した新たな対策が急がれると思い

ます。そこで、県としては、そのような土砂災

害から県民の生命・財産を守るため、どのよう

に取り組んでいくのか、伺います。

壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

土砂災害に対する取り組みについてでありま

す。本県は、急峻な地形や脆弱な地質に加え、

台風や梅雨前線による集中豪雨など、厳しい自

然環境下にあり、毎年多くの土砂災害が発生し

ております。土砂災害は、一度発生しますと人

命にかかわる重大な被害をもたらすことが多

く、本県における自然災害による死者、行方不

明者の多くは、土石流やがけ崩れなどの土砂災

害によるものであります。このため、県といた

しましては、市町村や関係機関との連携を図り

ながら、計画的に砂防施設等の整備を進めると

ともに、土砂災害に関する警戒や避難が的確に

行えるよう、わかりやすい防災情報の提供に努

めるなど、総合的な土砂災害対策を推進してい

るところであります。災害対策において最も優

先されるべき課題は命を守ることであります。

１人の犠牲者も出さないという強い決意のも

と、今後とも、災害に強い県土づくりに全力で

取り組んでまいります。以上であります。〔降

壇〕

○新見昌安議員 ありがとうございました。

それでは、通告に従い、順次伺っていきたい

と思います。

サイバー犯罪についてでありますが、まず

は、最近、新聞やテレビニュースを騒がせてい

るサイバー攻撃について何点か伺いたいと思い

ます。

インターネットを通して、相手のコンピュー

ターあるいはデータを提供するサーバー、これ

らに不正に接続して被害を与えるサイバー攻撃

が深刻の度を増してきていると思います。こと

しに入ってからも、４月にはソニーの米子会社

でネットワークサービス利用者延べ１億人以上

の個人情報、６月にはセガの欧州子会社でイン

ターネットサービス登録者129万人の個人情報、

９月には三菱重工でウイルス感染したサーバー

からネットワーク情報がそれぞれサイバー攻撃

により流出したとの報道がありました。また、

インターネットバンキング利用者のパスワード

などが抜き取られ不正に送金される被害も急

増、本年４月以降９月までの被害総額は計２

億8,000万円に達しているそうであります。まさ

に看過できない状況であります。そこで、警察

が認識しているサイバー攻撃によると思われる

被害の状況について、まずは警察本部長に伺い

たいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） 最近、政府機関

や主要企業等に対するサイバー攻撃事案が発生

をしておりまして、サイバー空間での脅威は身

近なものとなっております。その代表的な手法

といたしまして、コンピューターから情報を盗

み出すことなどを目的といたしまして、業務に

関連した正当なメールであるかのように装って

不正プログラムが添付されたメールを送りつけ

る、そういった標的型メール攻撃が挙げられま

す。この標的型メール攻撃に関しまして、警察

では、平成23年４月から９月までの間に、全国

平成23年12月６日(火)
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で約890件の標的型メールが送られていたことを

把握しております。本県では、このような被害

は今のところ発生しておりませんけれども、被

害の未然防止を図るために、行政機関やライフ

ライン事業所等との情報共有、そして研修会の

実施など、情報セキュリティー対策を推進して

いるところであります。

○新見昌安議員 全国的に被害が拡大している

中で、本県では大規模なものについては把握さ

れていないようでありますけれども、そのほか

の被害状況はどうなっているか、市町村の状況

も含めて、県民政策部長に伺いたいと思いま

す。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県におきまし

ては、平成13年に県議会などのホームページが

改ざんされる事案が２件ございました。それ以

降はございません。また、市町村につきまして

は、そのような事案の発生は伺っておりませ

ん。以上でございます。

○新見昌安議員 我々の足元で発生していたと

は知りませんでした。以前のサイバー攻撃は、

不特定多数を対象に、攻撃者が自分自身のウイ

ルスの作成能力を誇示したり、あるいは社会を

混乱させることを目的としていたようですけれ

ども、先ほど警察本部長の答弁にあったよう

に、最近は、特定の組織や人を対象に機密情報

などを奪い取ることを目的とする、いわゆる標

的型サイバー攻撃が主流となっております。特

に増加しているのはメール添付型と呼ばれるも

ので、関係する組織や人に成り済まして機密情

報を盗み取るウイルスを添付したメールを送信

し、それをあけたが最後となるようでありま

す。お二人の答弁では、本県においては、これ

まで目立って大きな被害は発生していないよう

ですけれども、これからもしっかりと対策を考

えていかなければならないと思います。サイバ

ー攻撃に対する防御策について、県としてどの

ように講じているのか。県庁内のシステム的な

対策、そして職員に対する啓発の取り組み状況

等について、同じく県民政策部長に伺います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 本県におきま

しては、平成15年６月に、宮崎県情報セキュリ

ティポリシーを策定しまして、全庁を挙げてセ

キュリティー対策の充実に取り組んでいるとこ

ろでございます。

まず、インターネットからのサイバー攻撃を

防御するために、不正な通信を制限するファイ

アウオールを設置しますとともに、ウイルス

チェックや不正アクセス検知などのシステム的

対策や、民間の専門機関によるシステムの脆弱

性検査を実施しているところでございます。ま

た、県の多くの重要システムを置くデータセン

ターにおいては、不正アクセスがないか、人に

より24時間監視をしております。さらに、職員

に対しては各種研修を実施するなど、さまざま

な機会を通じましてセキュリティー意識の向上

にも努めているところでございます。

○新見昌安議員 米国では、サイバー攻撃につ

いて、陸・海・空、宇宙空間と並ぶ新たな戦場

というふうに位置づけているということを聞い

たことがあります。対策を強化しているそうで

あります。インターネットを通して行われると

いうことを考えれば、これは国を挙げて取り組

むべきものでありますけれども、地方において

も、攻撃の被害を未然に防止するために、県を

またがって、あるいは、県内市町村、民間と一

体となって防御に取り組むことが大事になって

くると考えます。今後どのように取り組んでい

くのか、これも県民政策部長に見解を伺いたい

と思います。
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○県民政策部長（渡邊亮一君） サイバー攻撃

は、インターネットを介して行われまして、県

はおろか、国境を越え、全世界に及ぶものであ

りますことから、国を挙げてその防御対策に取

り組む必要があります。このため、国におきま

しては、平成17年に内閣官房情報セキュリティ

センターを設置しまして、サイバー攻撃に対す

る政府や県、市町村、民間企業を通じた情報共

有や連携体制の構築を図ってきたところでござ

います。今回の政府機関等へのサイバー攻撃と

いう事態を受け、官民連携の強化など、さらな

る対策の充実に取り組んでいるところでござい

ます。サイバー攻撃は、今後も増加、高度化す

ると考えられますので、県といたしましては、

国の動向に的確に対応するとともに、各県や県

内市町村等との連携も深めながら、セキュリ

ティー対策の一層の強化に努めてまいりたいと

考えております。

○新見昌安議員 よろしくお願いします。

ここで、国家レベルのサイバー攻撃から、我

々の身近に起こるサイバー犯罪に目を転じてい

きたいと思いますけれども、ことしの６月に刑

法が改正されて、コンピューターウイルスの作

成あるいは配布が罪となるウイルス作成罪が創

設されて、７月14日から施行されているようで

あります。ウイルスによってパソコンがやられ

る、そのような被害も広がりを見せていた中

で、これは一つの朗報じゃないかと思います

が、ウイルス作成罪が制定されたことによる効

果をどのように考えているのか、警察本部長に

伺います。

○警察本部長（鶴見雅男君） これまでは、コ

ンピューターウイルスを直接取り締まる法律と

いうものはなく、個別のケースごとに、器物損

壊罪や電子計算機損壊等業務妨害罪、こういっ

たものを適用してきたところでありますけれど

も、この不正指令電磁的記録に関する罪、いわ

ゆるコンピューターウイルス作成罪等が新設さ

れましたことによりまして、ウイルスの作成、

提供はもちろんでありますけれども、取得、保

管していた場合も処罰の対象となりました。そ

の効果といたしましては、ウイルスの作成につ

いて警鐘を鳴らすといった抑止効果もあります

し、作成した時点で検挙が可能になることか

ら、被害の未然防止が期待できるということで

あります。警察といたしましては、取り締まり

を強化いたしますとともに、被害防止のための

広報・啓発活動を実施して、県民の皆様が安心

してインターネットを利用できる環境の確保に

努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

○新見昌安議員 次に、医療対策について伺い

たいと思います。

これは私の体験に基づいた質問でありますけ

れども、実は、10月末から11月初めにかけて入

院をいたしました。循環器系の民間病院でした

けれども、当初、検査入院のつもりでしたが、

結局、治療までするということになって、入院

期間は月をまたがりました。その治療は高額療

養費制度の対象となるものでしたけれども、入

院手続の説明資料には確かに記載してあったん

ですが、それを見逃してしまい、恥ずかしいこ

とに、市役所への手続もすることなく入院をし

てしまいました。そして、４人部屋でしたけれ

ども、同室の患者さん─私と同じ病気で何度

も入院したベテランでしたけれども─この人

といろいろ話す中で、高額療養費制度で自己負

担限度額までの支払いだけで済む限度額適用を

受けるには、事前に限度額適用認定証を交付し

てもらわないとならないこと、適用となるのは
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申請した月の初日からで、月をまたぐとさかの

ぼることはできないということなどなどを知る

ところとなりました。少々焦りました。高額療

養費の申請をすることによって自己負担限度額

を超えた分、これは２～３カ月後に還付される

ということになりますけれども、限度額適用制

度の手続をしておかないと、医療費は一たん請

求される金額を払わなければなりません。その

治療費はかなり高額になると聞いていたので、

少々不安でしたけれども、そういったときに、

事務の女性が資料を携えて説明に来てくれまし

た。大変わかりやすい説明でした。この資料に

は、高額療養費限度額適用制度、また更生医療

の手続の仕方、身体障害者手帳の申請の仕方な

ど、詳しく記載されておりまして、最後のペー

ジに医療ソーシャルワーカーだれだれというふ

うに書いてありました。その後、彼女が市役所

の担当者と連携をとってくれて、退院後、手続

を無事済ますことができ、前もって処理をした

のと同じ扱いとなったところであります。医療

ソーシャルワーカーと接したのは今回が初めて

でしたけれども、調べてみると、医療ソーシャ

ルワーカーとは、「保健医療分野におけるソー

シャルワーカーであり、主に病院において『疾

病を有する患者等が、地域や家庭において自立

した生活を送ることができるよう、社会福祉の

立場から、患者や家族の抱える心理的・社会的

な問題の解決・調整を援助し、社会復帰の促進

を図る』専門職を指す」とありました。医療費

の支払いのみならず、不安な状態にある患者及

びその家族にとっては、安心感を与える存在で

あると実感した次第です。

そこで、まず、県立病院における医療ソーシ

ャルワーカーの配置はどのような状況になって

いるか。これは病院局長に伺いたいと思いま

す。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立病院では、

患者さんやその御家族のさまざまな相談─例

えば医療費の支払いや退院後の生活、精神的な

不安などの相談でございますが─に対応する

ため、院内に医療連携課を設置いたしまして、

専任の看護師を各病院に２名配置しているほ

か、お話にありましたような医療ソーシャルワ

ーカーとして、社会福祉士などの福祉や医療分

野の資格・経験を有する者を、宮崎病院に２

名、日南、延岡両病院にそれぞれ１名配置して

いるところであります。

○新見昌安議員 今の答弁にもありましたよう

に、医療ソーシャルワーカーは、医療と福祉の

かけ橋的な役割を担っているのではないかとい

うふうに思っております。その存在は本当に重

要だと思います。県内の医療機関における医療

ソーシャルワーカーの配置促進に努めていくべ

きだというふうに考えますけれども、見解を福

祉保健部長に伺いたいと思います。また、医療

ソーシャルワーカーに対する研修などについて

も、どのように取り組んでおられるのか、あわ

せて伺いたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 今お話がござ

いました、患者や家族が抱える心理的不安、そ

れから各種問題への相談に乗ります医療ソーシ

ャルワーカーの果たす役割は、大変重要である

と認識をいたしております。現在、県内143病院

のうち112病院に医療相談窓口や地域連携窓口が

設置され、医療ソーシャルワーカーなどの相談

員が253名配置をされているところであります。

県といたしましては、患者サービスの向上など

の観点から、相談窓口の設置や相談員の配置を

促進いたしますとともに、関係団体の協力を得

ながら、引き続き、医療ソーシャルワーカーな
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どの相談員に対する研修を実施し、資質の向上

に努めてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 しっかり取り組んでいただき

たいと思います。

次に、高齢者対策についてでありますけれど

も、今回は、住まいに絞って何点か伺っていき

たいと思います。

まず１点目ですけれども、「高齢者の居住の

安定確保に関する法律」に基づいて、県は、高

齢者居住安定確保計画を策定することができる

というふうになっておりますけれども、現在ど

のような状況なのか、県土整備部長に伺いま

す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 高齢者居住安

定確保計画につきましては、高齢者が安心して

生活できる住まいの確保を目的として、高齢者

に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標

やその達成方法などを定めるものでありまし

て、今後の高齢化の進展に的確に対応していく

ため、本県におきましても策定が必要であると

考えております。このため、福祉保健部を初め

とする関係部局と連携しながら、現在、年度内

の策定を目標に作業を進めているところであり

ます。

○新見昌安議員 ところで、10月20日から、

「サービス付き高齢者向け住宅の登録制度」が

スタートしております。その背景には、高齢化

が急速に進む中で、高齢の単身者あるいは高齢

の夫婦のみの世帯がふえてきており、バリアフ

リー構造などを有して、介護・医療と連携して

高齢者を支援するサービスを提供する住宅を確

保することが重要であるということがありま

す。高齢者が安心して生活できる住居を提供す

るために新設されたものでありますけれども、

市町村や事業者に対するこの制度の周知にはど

のように取り組んでおられるのか、また、申請

状況についてはどのような状況なのか、同じく

県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 「サービス付

き高齢者向け住宅の登録制度」につきまして

は、これまで、県のホームページや市町村担当

者会議等の機会を活用しまして周知に努めてい

るところでございます。現在、本議会におきま

して、登録手数料を定めるための条例を提案し

ているところでございますが、この登録手数料

が定められた後に事業者への説明会を開催する

など、さらなる周知に取り組むこととしており

ます。なお、この登録申請は、県と中核市であ

ります宮崎市で受け付けることとなっておりま

して、現在、県で４件、市で２件の事前相談を

受けているところでございます。

○新見昌安議員 高齢者円滑入居賃貸住宅（高

円賃）や、高齢者専用賃貸住宅（高専賃）、こ

ういったこれまでの高齢者向けの賃貸住宅のほ

とんどは廃止されて、サービス付き高齢者向け

住宅に一本化されるようです。一部の有料老人

ホームも基準を満たせばこの住宅への登録が可

能となるなど、今後の高齢化の進展を考えれ

ば、サービス付き高齢者向け住宅を一層推進し

ていくことが重要であると考えております。県

としての役割をどのように認識しておられるの

か、これは知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） これから急速に高齢化

が進展していく中で、高齢者が安心して暮らせ

る住まいづくりは、大変重要な課題だと考えて

おります。住みなれた地域で安心できるサービ

スが受けられますサービス付き高齢者向け住

宅、その供給を図っていくということは、高齢

者の居住の安定確保のために大変重要であると

認識をしております。このため、県としまして
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は、今年度策定する高齢者居住安定確保計画を

十分に踏まえまして、民間事業者の御理解と御

協力を得ながら、この住宅の供給促進に取り組

んでまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。

次に、地域連携保全活動について伺っていき

たいと思います。

これは９月議会で割愛をしていたものであり

ます。昨年の２月議会でも取り上げたところで

ありますけれども、2010年、昨年は、国連が定

めた「国際生物多様性年」でありました。なか

なか光が当たらない分野ではありますけれど

も、生物多様性、すなわち、すべての生物がバ

ランスよく共存できている状態、これを保全す

ることが人間の生活を守ることにもつながると

いうことで、本県においても、貴重な野生動植

物を守って、生物多様性の保全に向けたしっか

りとした取り組みをお願いしたところでありま

した。国際生物多様性年の昨年12月に「生物多

様性保全活動促進法」が制定されて、ことし

の10月１日に施行されております。この中で、

生物多様性を保全する活動などを「地域連携保

全活動」というふうに定義がしてあります。そ

こで伺いたいと思いますが、この法律に基づく

地域連携保全活動に、県はどのような役割を果

たしていくのか、環境森林部長、よろしくお願

いします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 生物多様性保

全活動促進法は、豊かな生物の多様性を保全す

ることを目的とするものであります。この法律

では、市町村やＮＰＯ法人など地域における多

様な主体が有機的に連携して行う、生態系に被

害を及ぼす動植物の防除や、野生動植物の保護

・増殖などの生物多様性を保全する活動を地域

連携保全活動と定義しております。県には、そ

のような地域連携保全活動に関し、市町村やＮ

ＰＯ法人などに対して必要な援助を行うことが

求められておりますので、例えば、外来生物に

ついての情報提供や、希少種を保護するための

技術的な助言に努めてまいりたいと考えており

ます。

○新見昌安議員 実は、生物多様性基本法とい

う法律が平成20年６月に施行をされておりま

す。この法律に基づく生物多様性地域戦略は、

主に都道府県が策定するというふうになってお

ります。一方、先ほどの生物多様性保全活動促

進法では、市町村が中心的にかつ積極的な役割

を担うことが示されておりますけれども、地域

連携保全活動支援センターという施設の設置に

関しては、広域的な視点で地域の生物多様性の

保全のための行政を担う都道府県による積極的

な取り組みが期待されております。この点を踏

まえて、このセンターの設置に対して県はどの

ように考えておられるのか、同じく環境森林部

長に伺います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 地域連携保全

活動支援センターは、保全活動を行おうとする

人や、それに協力しようとする人などの連携・

協力のあっせんや、必要な情報の提供、助言を

行う拠点とされておりまして、地方公共団体

は、この支援センターとしての機能を担う体制

を、単独または共同して確保するよう努めるこ

ととされています。県では、希少動植物に関す

る情報提供や自然保護推進員の研修などを通し

て、生物多様性の保全に関する地域活動を支援

しているところですが、今後、県内の地域連携

保全活動の状況を踏まえながら、支援センター

の役割やあり方等について研究してまいりたい

と考えております。
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○新見昌安議員 よろしくお願いします。

次に、災害防止対策について何点か伺ってい

きたいと思います。

まず、壇上での質問に引き続き、土砂災害防

止についてであります。

土砂災害防止法が施行されたのは平成13年、

ことしで10年を経過することになりますけれど

も、土砂災害の危険があるとして、都道府県が

土砂災害防止法に基づいて警戒区域に指定した

後、市町村はハザードマップを作成して公表す

る義務がある中で、公表していない市町村が約

６割にも上るということが国土交通省の調査で

明らかになっております。本年９月の台風被害

で土砂災害への警戒が改めて重視されるように

なりましたけれども、この法の趣旨にのっとっ

た取り組みが求められるところであります。そ

こで、確認の意味も込め、伺っていきます。土

砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域の指定

はどのように行っているのか、その結果、現在

の指定状況はどうなっているのか、県土整備部

長に伺います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 土砂災害警戒

区域等の指定に際しましては、危険箇所ごとに

地形調査を行い、斜面の高さや角度を確認する

などしまして、土砂災害の恐れのある範囲を設

定し、住民説明会を行って合意形成を図るとと

もに、市町村長の意見聴取を経て指定を行って

おります。平成23年３月末における指定状況に

つきましては、県内の土砂災害危険箇所１

万1,826カ所に対し、全市町村で合わせて1,687

カ所の指定を行い、指定率は14.3％となってお

ります。なお、調査に要する予算につきまして

は、平成20年度の１億7,400万円から順次増額し

ておりまして、本年度は４億4,000万円で指定の

推進を図っているところであります。

○新見昌安議員 次に、先ほど述べたように、

県が土砂災害警戒区域の指定をした後、市町村

は、土砂災害ハザードマップを作成して公表す

る義務があります。県内のハザードマップの作

成状況について、同じく県土整備部長に伺いま

す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 市町村は、土

砂災害防止法により、避難地に関する事項な

ど、円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項

を記載しました土砂災害ハザードマップを策定

することとなっております。昨年度末までに２

つの自治体で策定されておりましたが、本年度

は新たに３つの自治体で作成されております。

○新見昌安議員 先ほどの答弁で、警戒区域の

指定箇所数はわかりましたけれども、国土交通

省の調査結果を見てみると、警戒区域が指定さ

れた市町村は26と、県内の全市町村でありま

す。その中で土砂災害ハザードマップを作成し

ている自治体は、今年度も含めて５つと少々少

ないようですけれども、その理由をどのように

とらえているのか、これも県土整備部長に伺っ

ていきます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） ハザードマッ

プを作成している市町村が少ない理由でござい

ますが、市町村からは、担当者の負担や財政面

を考慮しまして、指定がなされた箇所ごとに作

成するのではなくて、ある程度まとまった地域

の指定が完了した時点で作成したいと考えてい

ることが主な理由とお聞きしているところでご

ざいます。県といたしましては、ハザードマッ

プ作成における市町村の作業軽減について検討

を行いますとともに、作業方法についての具体

的な指導・助言を行うなど、今後とも、市町村

とともにハザードマップの早期作成に向けて取

り組んでまいりたいと存じます。
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○新見昌安議員 県民の生命・財産を守るため

にも大事だと思いますので、よろしくお願いし

ておきます。

次に、土砂災害から離れて何点か伺っていき

たいと思います。

まず、自治体クラウドについてであります。

インターネットを通したクラウドコンピュー

ティングを行政事務処理に活用する自治体クラ

ウド、情報システムへの投資負担の軽減に役立

つということは以前から言われていたところで

ありますけれども、地震や津波などで庁舎が被

害を受けても、外部のサーバーを通して業務処

理が可能となる災害への強さも期待されており

ます。本県における自治体クラウドの取り組み

状況はどうなっているのか、県民政策部長に伺

います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 自治体クラウ

ドは、複数の自治体が情報システムを共通化

し、共同利用することによりまして、その効率

的な運用を図るものでありますが、堅牢なデー

タセンター内にシステムやデータを保管するこ

とから、災害対策としても大きな効果がありま

す。こうしたことから、県内市町村に呼びかけ

て、21年度から、国の委託事業であります自治

体クラウド開発実証事業に取り組んだ結果、こ

とし３月から門川町が、住民情報や税業務な

ど、ほとんどのシステムをクラウドサービスに

移行しておりまして、今年度中には延岡市と日

向市も移行することとなっております。さら

に、高原、川南、都農の３町も今年度中の利用

開始を目指しておりまして、別途クラウドシス

テムを構築中であります。このように、クラウ

ド化の動きは県内に急速に広がりつつありま

す。県といたしましては、今後ともこのような

動きを促進するとともに、県のシステムについ

ても、データセンターへの一層の集約や他県と

の共同利用を検討するなど、クラウド化に向け

た取り組みを推進してまいりたいと考えており

ます。

○新見昌安議員 今回の東日本大震災では、多

くの文化財も被害を受けております。６月の新

聞報道ですけれども、６月14日現在で文化庁が

まとめた被災した国指定、国登録の文化財は568

件に上って、県や市町村の指定文化財、地域の

古文書などを含めると、その被害ははかり知れ

ず、現地では、瓦れきにまじって廃棄されない

よう、ボランティアらによる救出活動が続いて

いるとありました。そこで伺いますが、それら

文化財の救出活動、修復作業に県としてもかか

わったのか、教育長に伺いたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 文化財の修復等につ

いて、文化庁におきましては、文化財の緊急保

全及び廃棄、散逸等を防止することを目的とす

る「文化財レスキュー事業」や、文化財である

建造物の応急措置と復旧に向けての技術的支援

等を行うことを目的とする「文化財ドクター派

遣事業」を実施しております。これらの事業で

は、文化庁から必要に応じまして専門職員の派

遣、被災文化財の一時保管等について協力要請

がなされることになっておりますが、現在のと

ころ、本県への要請はなされていないところで

あります。また、埋蔵文化財発掘調査のための

職員派遣につきましても、派遣可能である旨の

回答をしたところでありますが、現段階では派

遣要請はないところであります。今後、これら

の事案につきまして文化庁から要請がなされた

場合には、積極的に対応してまいりたいと考え

ております。

○新見昌安議員 それでは、本県における文化

財の防災対策がどのようになっているか、同じ
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く教育長に伺います。

○教育長（渡辺義人君） 文化財の防災対策に

つきましては、文化財の所有者または管理団体

である県、市町村の教育委員会が行うこととさ

れております。県教育委員会におきましては、

毎年、県の所有する指定文化財の防火訓練を行

うとともに、文化財の所有者や管理団体等に対

しまして、防災訓練の実施を依頼しておりま

す。特に今年度は、例年開催しております市町

村文化財担当者会議におきまして、東日本大震

災を踏まえ、防災対策を実施している市町村か

らの事例報告や、地震・津波等を想定した防災

マニュアルの作成方法、発生時における対処方

法等についての研修を行ったところでありま

す。今後とも、あらゆる機会をとらえて、文化

財の防災対策に関する情報提供や助言に努めて

まいります。

○新見昌安議員 東日本大震災では、多くの病

院も甚大な被害に遭っております。厚生労働省

によりますと、岩手、宮城、福島３県におけ

る380の病院のうち、全壊が10、一部損壊が290

に上ったそうであります。このうち災害拠点病

院では、全壊した病院はなかったものの、33病

院中31病院が一部損壊の被害に遭ったようであ

ります。国が耐震化などの整備を進めてきた災

害拠点病院で全体の94％もの病院が損壊した。

その衝撃は大きなものがあったんじゃないかと

思いますが、病棟の被災によって診療機能にも

大きな影響が及び、入院患者を別の病院に移し

たり、震災後の外来や入院の受け入れを制限し

たりせざるを得なかったという状況は、テレビ

などでも報道されていたところでありました。

今後、多くの重症患者が発生するような大規模

地震が起こった場合、病院の耐震性が十分でな

ければ、必要な診療行為が行えないおそれも出

てまいります。津波対策も重要ですけれども、

その前に耐震化を急がなければなりません。そ

こで、まず、県立病院の建物あるいは大型機器

の耐震化の現状について、病院局長に伺いたい

と思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 各県立病院の建

物は、いずれも現行の耐震関係規定に適合して

おり、耐震性は確保されております。また、大

型の医療器械につきましても、建物の床、壁、

天井に固定しておりまして、耐震性は確保され

ているところであります。

○新見昌安議員 県立病院については、地震に

おいてはひとまず安心ということでほっとしま

した。それでは、その他の県内の病院における

耐震化の現状はどうなっているのか、また、耐

震対策はどのようにお願いしているのか、福祉

保健部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県内143病院の

耐震化の状況でございますが、平成23年11月末

現在で、すべての建物に耐震性がある病院が92

病院、一部の建物に耐震性がない病院が43病

院、残り８病院がすべての建物に耐震性がない

病院などとなっております。また、災害拠点病

院では、すべての建物に耐震性がある病院が11

病院中７病院、一部の建物に耐震性がない病院

が４病院となっており、このうち２病院につい

ては、現在、耐震化工事中であります。今後と

も、耐震化の状況や国庫補助制度の活用意向調

査等を通じ、未耐震の建物のある病院へ耐震化

の働きかけを行ってまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○新見昌安議員 よろしくお願いいたします。

９月議会でも述べましたけれども、我が党で

は、全国の女性議員を中心に女性防災会議を立

ち上げて、女性の視点からの防災行政総点検の
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調査を行いました。10月の１カ月間で、東北３

県を除く全国の党所属の女性議員が連携して、

地方自治体の防災担当部局に対して聞き取り調

査を実施したものであります。県でもお世話に

なりました。自治体数は658に上っております。

その結果、防災行政の現場で女性の意見が反映

されていないという実態が改めて浮き彫りに

なっております。地方防災会議の女性委員の登

用では、44.4％の自治体で登用なし、地方防災

計画を作成する上での女性の意見の反映、54.7

％が「いいえ」でした。また、防災部局に女性

職員がいるかどうかでは、51.5％の自治体で

「いない」等々であります。また、財政的な理

由から、避難所運営の具体的な施策に女性や障

がい者などの声が反映されていない自治体が多

いということもわかってきました。今後は、今

回の調査結果を踏まえて政府に提言を行うとい

うことになっておりますけれども、思い切った

法改正などが必要な部分もあるものの、地方と

して取り組めることもあります。女性の意見を

ふだんから防災対策にしっかり反映できるよう

にしておくべきであるというふうに考えます。

９月議会では総務部長に伺いましたけれども、

きょうは改めて知事に見解を伺っておきたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 大変重要なポイントで

あるというふうに受けとめております。東日本

大震災におきましては、特に避難所における被

災者の状況で、例えば、トイレやおふろなどの

生活環境や、食品や衛生用品などの物資の面

で、女性や高齢者の皆さんに対するさまざまな

ニーズに十分対応ができなかったというような

状況でありますとか、暴力や人権侵害などの課

題があったというふうに伺っております。今回

の震災のように、広域的かつ甚大な被害により

まして長期の避難が必要とされる災害の発生

は、日向灘地震というようなものも想定されて

いる本県においても十分に想定をされるもので

ありまして、同様の課題に対して少しでも県民

の皆さんの不安を減らせるように、対策を講じ

ていく必要があろうかと考えております。県と

いたしまして、今後、東日本大震災の教訓を踏

まえながら、地域防災計画やマニュアルなどの

見直しを進めてまいりますが、御指摘の女性の

意見につきましては、関係団体から意見をいた

だくなどして広く反映するとともに、避難所運

営などを直接担う市町村に対しましても、しか

るべき対応がなされるよう、要請してまいりた

いと考えております。

○新見昌安議員 女性防災会議も普及促進を目

指している避難所運営の体験型訓練「ＨＵＧ」

というものがあります。「抱きしめる」と一緒

ですけれども、「Ｈ」が「避難所」、「Ｕ」は

「運営」、「Ｇ」が「ゲーム」で「ＨＵＧ」で

あります。避難所に見立てた学校の体育館や教

室の平面図を利用して、避難者の性別・年齢な

どの情報が書かれた避難者カードをその状況に

応じて平面図の上に配置していく。そして、こ

の中で、避難所で想定されるさまざまな事態に

対応していくゲームであります。このＨＵＧは

静岡県の西部危機管理局が、効果的に避難所運

営を学べる方法として08年に開発したもののよ

うであります。現物があると一番わかりやすい

んですけれども、この制作元には全国から注文

が殺到しているということで、まだ私たちの手

元にはない状況であります。注文はしてありま

すので、いずれ手に入ると思いますけれども、

避難所を運営する際の優先順位、あるいは避難

者の配置のポイント、こういったものを学べる

という点で大変役に立つようであります。避難
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所運営ゲームＨＵＧ、本県においても積極的に

普及させていくことが有効ではないかと考えま

すが、総務部長の見解を伺います。

○総務部長（稲用博美君） 地震・津波など、

突発的な大規模自然災害が発生した場合に、学

校や公民館などで住民の手による避難所の運営

が必要となる場合もありまして、実際に東日本

大震災においても、このような状況が多数あっ

たというふうに伺っております。議員から御提

案のありました避難所運営ゲームＨＵＧについ

ては、内容はまだ十分に把握しておりません

が、住民がこのような状況下に置かれた場合を

想定したものということで、その効果が期待で

きるのではないかというふうに思っておりま

す。現時点では、県外の一部の自治体などが先

行して取り組んでいる状況でございますので、

その具体的な実施内容あるいは効果などを情報

収集いたしますとともに、今後の活用について

は、直接的に避難所運営を担う市町村とも協議

いたしまして、研究してまいりたいというふう

に思っております。

○新見昌安議員 次に、改正ＰＦＩ法について

伺っていきます。

ＰＦＩについては、県議会でも過去何度も取

り上げておりますので、改めて申し上げるまで

もありませんけれども、公共施設などの建設、

維持管理、運営などを、民間の資金、経営能力

及び技術的な能力を活用して行う手法というふ

うに一般的に言われております。英国など海外

において、ＰＦＩ方式による公共サービスの提

供が実施されていた中で、我が国においては、

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等

の促進に関する法律」、いわゆるＰＦＩ法が制

定されたのは平成11年７月、そしてその翌年、

平成12年３月にＰＦＩの理念とその実現のため

の方法を示す基本方針が策定され、ＰＦＩ事業

の枠組みが設けられたところであります。以

来12年、このＰＦＩ方式を活用して、全国的に

は、山口県美祢市の美祢社会復帰促進センタ

ー、島根県の島根あさひ社会復帰促進センタ

ー、栃木県さくら市の喜連川社会復帰促進セン

ターなどの刑務所が有名ですけれども、財政支

出の削減、民間の事業領域の拡大などの効果が

ある反面、導入当初言われていた官民の責任分

担あるいはリスク分担などの課題も見えてきて

いるようであります。以上を踏まえた上で、ま

ずは、本県におけるＰＦＩ方式を活用した事例

について、県民政策部長に伺います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県におきまし

ては、ＰＦＩの手法を使った事業として、平

成19年に警察職員住宅を延岡市に整備しており

ますが、これは、警察職員用の住宅を建てかえ

る際に、建設から運営までを民間事業者に任せ

たものでございます。なお、県内市町村におき

ましては、ＰＦＩ法に定められた手続に従って

実施した事例はございません。

○新見昌安議員 県内では１例のみのようであ

ります。ところで、高度成長期に集中投資した

社会インフラ整備から40年以上経過して、そう

いった社会資本の老朽化問題については、さま

ざま指摘もされてきておりますけれども、東日

本大震災を受けて、安全・安心を確保するとい

う観点から、より一層注目されてきておりま

す。安全性の確保は、行政の責任として着実に

進めなければならないと思います。

このような中、本年６月に閣議決定された政

府の新成長戦略では、改めて政府としてもＰＦ

Ｉの活用にしっかり取り組んでいくということ

が盛り込まれておりますけれども、時を合わせ

るようにＰＦＩ法が６月１日に改正されており
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ます。改正法のポイントは、１つ目に、ＰＦＩ

の対象施設の拡大、２つ目に、民間事業者によ

る提案制度の導入、３つ目に、民間資金等活用

事業推進会議の創設などでありますけれども、

この中で特に、公共施設等運営権制度の導入は

新たな手法として注目されております。そこ

で、今回の改正法にどのように期待しているの

か、その内容を見れば、積極的な活用を図らな

い手はないと考えておりますけれども、知事の

見解を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） ことし６月のＰＦＩ法

の改正では、厳しい財政状況を背景としまし

て、公共施設の整備を進めていくためにＰＦＩ

を活用できる幅を広げるということで、今、御

指摘のありましたようなさまざまな改正がなさ

れたわけであります。この中で、公共施設等運

営権制度の創設については、ＰＦＩ事業者に対

して、施設を運営する権利を設定するものであ

りまして、自由度の高い事業運営や施設運営権

を担保にした資金の借り入れが可能になるな

ど、民間事業者が参入しやすい環境の整備が図

られたところであります。県内におきまして

は、スポーツ施設を初めとして、公共施設の老

朽化による改修等が今後必要になってくる事例

が多く出てくると思われるものでありますが、

今回の法改正により、これらを整備する手法と

してＰＦＩの活用を検討する幅が広がったもの

と受けとめております。今後、こうした制度の

内容につきまして、市町村に対しても周知を図

るとともに、県としましても、ＰＦＩ手法の活

用について検討を進めてまいりたいと考えてお

ります。

○新見昌安議員 最後に、警察に係る課題等に

ついてでありますが、まず１点目です。

昨年の４月から、高齢者や障がい者、妊婦等

が利用できる道路の優先席とも言える高齢運転

者等専用駐車区間制度というものがスタートし

ております。ただ、全国的にこの利用が低調だ

というふうにも言われております。制度そのも

のがよく知られていないということも原因の一

つではないかと考えますけれども、本県の高齢

運転者等専用駐車区間の設置状況、そして、利

用する上で必要な標章の交付状況はどうなって

いるか、警察本部長に伺います。

○警察本部長（鶴見雅男君） 現在、県内では

３カ所設置をしております。場所は、宮崎市船

塚３丁目の県総合文化公園西側、都城市松元町

の寿公園西側、延岡市西階町の西階野球場西側

の３カ所でありまして、合計10台分を設置して

おります。標章の交付状況でございますけれど

も、本年11月末現在で、高齢運転者に94件、妊

娠中の方などに対して４件の合計98件を交付し

ております。この制度の周知のために、県警ホ

ームページに掲載しておりますほか、ポスター

やチラシ、ミニ広報紙等を作成いたしまして、

警察署や交番等での掲示や配布、さらに、高齢

者や障がい者の方々の関係機関・団体に対する

協力要請などを行ってきたところであります。

今後とも、県民の皆様の声には十分に配意しつ

つ、高齢運転者の方々が安全・安心かつ快適に

駐車できるよう、さらなる周知に努めてまいり

たいというふうに考えております。

○新見昌安議員 70歳以上の運転免許所持者は

男女合わせて10万人近くいると言われておりま

す。それを考えると、標章の交付件数が98件と

いうのはちょっと少な過ぎる感じがいたしま

す。いろいろ課題もあるかもしれませんけれど

も、せっかくできた制度ですので、周知に取り

組んでいただきたいというふうに思います。

２点目に、先週の渡辺議員の質問で、ブレー
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キがないピストバイクを取り上げておりました

けれども、全国的にも、自転車の事故、違反と

いったものが後を絶たず、ルールの遵守、マナ

ーアップが求められている状況の中で、警察庁

は10月25日に、自転車の車道走行の徹底を柱と

する「自転車交通総合対策」を発表しておりま

す。自転車の安全走行については、これまで

も、教育現場を初め、さまざまな取り組みがな

されてきたところでありますけれども、残念な

がら目立った結果が出ておりません。今回の自

転車交通総合対策では、自転車専用のレーンの

設置も検討されるようですけれども、その前

に、この総合対策を受けて、今後、警察とし

て、自転車に乗る上でのマナー向上にどのよう

に取り組んでいかれるのか、警察本部長に伺い

たいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） 自転車利用者に

よる交通事故でございますけれども、本県で

は、本年10月末現在で1,260件、前年同期と比較

してプラス７件、また、死者は、昨日現在５人

ということで、前年と同数であり、非常に厳し

い状況でございます。こういった情勢の中で、

自転車利用者の交通事故抑止及び交通ルールの

遵守を図るということで、本年７月から交通指

導取り締まりを強化してまいりました。11月末

現在で、交通事故絡みの違反を含めて24件検挙

しておりますけれども、今後とも、積極的に指

導警告を行うとともに、悪質、危険なものにつ

きましては検挙措置をとることとしておりま

す。

安全教育の面でございますけれども、これま

で、自転車利用者が守るべき基本的なルールの

周知やマナーの向上を図るために、小・中・高

等学校における自転車交通安全教室の開催、ま

た、高齢者クラブ、職域、地域において、参加

者に応じた講習をやってまいりましたけれど

も、今後とも、教育機関、高齢者クラブ等を初

めとする関係機関・団体と、より一層緊密な連

携を図ることと、学生、高齢者はもとより、あ

らゆる年齢層の県民の皆様に、自転車の安全利

用についてさらなる周知徹底を図ることにして

まいりたいというふうに考えております。

○新見昌安議員 繰り返し徹底してやっていく

必要があるというふうに思っております。

予定した質問はすべて終わりました。

以上で私のすべての質問を終わります。あり

がとうございました。（拍手）

○十屋幸平副議長 次は、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 公明党が続

きます。公明党の河野哲也でございます。知事

初め関係部長、教育長、警察本部長、どうか私

の質問に対しても、明快かつ予想以上に前向き

な答弁をよろしくお願いいたします。

「オールみやざき営業チーム」についてであ

ります。知事から「オールみやざき営業チー

ム」の東アジア地域へのアピール及びトップセ

ールスについて報告がありました。それぞれ充

実した内容だったようですが、知事、改めて、

今回の東アジアへの訪問での手ごたえはどうで

あったのかお伺いいたします。

知事はブログで、マカオフードフェスティバ

ルを通して課題点を述べています。11回目にし

て初めて宮崎ミヤチクが出展したとのことです

が、他県のブースの設営の工夫、規模の大き

さ、メディアの活用等に圧倒されたようでござ

います。京都から参加した方が、同じくブログ

で、フードフェスティバルについて書かれてい

ました。ことしのスペシャルは、日本村で合

計28店舗が参加しているとのことでした。九州

の店舗としては、知事も注目した宮崎の３倍以
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上の規模で構えていた鹿児島、「長崎和牛」ど

んぶりを出展した長崎のブースの様子を興奮気

味に報告してありました。残念ながら、宮崎の

記述は一行もなかったように思います。こちら

がアピールする素材が最高だからといってそれ

だけに頼ることなく、東アジアの方々を中心に

据えて、しっかり戦略を考えていく必要がある

と知事も述べられているとおり、企画段階の情

報収集、発信内容の充実、そして山下議員が指

摘した誠意あるアフターフォローのこの繰り返

しが、東アジアに打って出ることのできるポイ

ントであると考えますが、台湾、香港、マカオ

での今後の展開、戦略をどう考えているか、知

事にお伺いします。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、東アジアへの訪問での手ごたえについ

てであります。今回、台湾、香港、マカオにお

きまして、相互交流の進展・拡大等を目指しま

して、交通、観光誘客、ブランド、畜産の４部

門で、政府関係機関や企業等に対しまして、宮

崎を強力にアピールしてきたところでありま

す。まず、台湾におきましては、国際定期便の

維持・拡大や、本県農産物の安全性・安心確保

対策、輸出促進について、非常に好意的に理解

していただいたものと感じております。特に、

各関係者などを招いて開催しました「謝恩の夕

べ」におきましては、私みずから本県の食や観

光をプレゼンテーションし、宮崎の魅力をしっ

かりお伝えすることで、本県への関心を深めて

いただくことができたのではないかと考えてお

るところでございます。先日のブータン国王夫

妻の来日を見ておりましても、やはりトップが

直接現場に赴いて思いを届けるということの現

地に対するインパクトというものを改めて感じ

たところでございます。また、香港では、香港

の国会に当たります立法会や宮崎牛指定店での

意見交換を通じまして、宮崎牛などの輸出につ

きまして、今後とも良好な関係を維持できるこ

とを実感いたしました。また、地元最大手の旅

行会社への訪問の際には、おもてなし精神あふ

れた歓迎を受け、我々としても学ばせていただ

きましたとともに、グルメツアーによる宮崎へ

の送客など、社長さんから直接、今後につなが

る建設的な提案、アイデアもいただいたところ

であります。マカオでは、今、御指摘のありま

したマカオフードフェスティバルでの宮崎牛Ｐ

Ｒなどを行ったところであります。これにつき

ましては、今後の展開、さまざまな反省、見直

すべき部分等があるわけでございますが、現地

メディアの取材も受けるなど、和牛人気は大変

高うございます。現地の取引先との関係の維持

や今後の販路拡大の可能性につきまして、これ

も手ごたえを感じたところでございます。

次に、今後の展開についてであります。台湾

につきましては、大変親日的なところでござい

まして、日本食料品等を取り扱う量販店や飲食

店が数多くございます。また、香港、マカオ

は、富裕層や世界からの観光客を抱える大変重

要な地域でありますとともに、「食は広州にあ

り」というふうに言われますが、この広東文化

圏は、大変食にかけるお金、支出というものが

大きいというふうに伺っておるところでござい

ます。また、マカオのカジノなどは、勝った方

のお金の使い方が大変大きいというところもご

ざいます。さらには、この背後に中国の大市場

が控えておるところがございますので、これら

の地域を含めた東アジアの成長と活力を本県に
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取り込むということは、大変重要な課題である

というふうに考えております。このため、本県

の地の利を生かし、これらの地域とのビジネス

の拡大でありますとか、さまざまな人・物の交

流を促進することによりまして、本県の成長に

つなげますとともに、積極的に宮崎の魅力を発

信し、本県の認知度の向上やブランドの価値を

高めてまいりたいというふうに考えておりま

す。今回、現地に参りまして感じたこと、ま

た、反省すべき点、見直すべき点、さらに今

後、戦略的に取り組むべき点、これをしっかり

整理いたしまして、今回の訪問を契機として、

物産や観光、交通等の各分野が連携し、かつ民

間企業、関係機関・団体と行政とが一体となっ

て、総合的な情報発信や販売促進活動に努めま

して、東アジア市場の開拓や、経済・人的交流

の拡大を図ってまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○河野哲也議員 私たちも３年前、観光コンベ

ンション協会会員の集いで、ＥＧＬツアーズ社

の袁社長の講演を聞かせていただきました。こ

のときも、日本で学んだとおっしゃるおもてな

し精神をかいま見ることができました。たしか

お礼にと、参加者全員のお名前を花文字にして

いただいたと思います。我々も、我々なりの誠

意で、東アジアの方々が喜んでいただけるよう

な取り組みを行っていくべきだと考えておりま

す。情報誌「プレジデント」の中で袁社長も語

られていますが、中国には「飲水思源」という

ことわざがあります。水を飲むときは、その源

に思いをはせるという意味でありました。実は

大分県は、県内の温泉の魅力を中国人リポータ

ーが紹介する動画「温泉電視」を、中国版ユー

チューブ「ユウク」で公開しております。県内

に留学している女子学生２人が、県内温泉地の

見どころなどを紹介しているんです。その他、

周辺の観光地、グルメを連続して紹介していま

す。この留学生の行動こそが「飲水思源」の思

いではないかな、そういうふうに思いました。

ところで、外国人旅行者の延べ宿泊者数を調

べたところ、宮崎は５万人、それに対して、大

分は32万人となっていました。前回の議会で、

災害要援護者の件を取り上げましたが、その調

査の中で、外国人に対しての要支援ということ

で、宮崎県に多文化共生アドバイザーがいらっ

しゃいます。高柳さんという方なんですけれど

も、その方と意見交換をさせていただきまし

た。「内の国際化」ということを教えていただ

きました。全国外国人登録者数218万人、この方

々への支援というのが今後のポイントになるの

ではないかと、高柳さんの話を聞いてそう感じ

ました。ところで、県民政策部長、県内に在住

する外国人の現状はどのようになっています

か。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 本県の外国人

登録者数でございますが、平成22年末現在4,279

人で、平成２年の1,975人から、この20年間で約

２倍の増加となっております。国籍別では、中

国が1,893人で、全体の44.2％を占めておりまし

て、以下、韓国・朝鮮、フィリピン、インドネ

シア、米国の順となっております。

○河野哲也議員 宮崎も中国籍の方が多いとい

うことですが、技術を学びに来ているというふ

うにお伺いしています。高柳さんは、災害言語

ボランティア活動を通して、県内在住の外国人

の方とのコミュニケーションの中で、さまざま

な支援を行ってこられました。そのことによっ

て、外国人とつながりを大きく太く持って、そ

して、その繰り返しで、つながりが大きくなっ

ていくということを実感すると語られていまし
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た。そこで、県内に在住する外国人に、宮崎の

よさを海外に向けて発信してもらうためにも、

外国人の方々が暮らしやすい宮崎県にと考えま

すが、どのように取り組んでいかれるか、知事

にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今回の東アジアの訪問

でも感じましたことは、やはり観光にしろ食に

しろ、それはお客様に何が求められているの

か、お客様視点で考えていくこと、我々が何が

大事だと考えているかというよりも、そこを重

視することが大変重要だと考えておるところで

ございます。今、御指摘がありましたような本

県の観光振興や県産品の販路拡大などを考える

上でも、例えば、著名なブロガーを呼んでネッ

トでアピールをしてもらったり、いろんな取り

組みをしているところでございますが、まず

は、今、部長が答弁しましたような増加傾向に

ある本県在住の外国人の方に、地域に溶け込ん

で暮らしていただいて愛着を深めていただく、

そして宮崎はいいところだと発信してもらう、

これは大変重要な取り組みだと考えておりま

す。県では、ことし３月に策定しました「みや

ざき国際化推進プラン」におきまして、「多文

化共生社会づくりの推進」というものを柱の一

つに掲げておりまして、日本語能力が十分でな

い外国の方々を対象に、日本語講座やインター

ネットなどを通じました多言語による生活情報

の提供などの支援を行いますとともに、日本人

の県民の方々を対象にした国際理解講座や語学

ボランティアの育成などに取り組んでおるとこ

ろでございます。また、民間などでも、ＪＣ

（青年会議所）が、国際理解のフェスティバ

ル、そういうものにも取り組んでおられる。い

ろんな取り組みがなされておるところでござい

ます。今後とも、市町村や宮崎県国際交流協

会、また民間団体、関係団体とも連携しなが

ら、外国の方も暮らしやすい地域づくりに取り

組んでまいりたいと考えております

○河野哲也議員 また今後、注視させていただ

いて、しっかりとその支援の取り組みを応援し

ていきたいと思います。

次に移ります。鳥インフルエンザ、口蹄疫対

策でございます。複数の議員より、同じ趣旨の

質問がございましたので、これまでの答弁の中

で、１点だけ確認させていただきます。防疫体

制強化のために、全戸訪問等で消毒の徹底を

図っているとお聞きしましたが、特に季節的に

緊張感の高まる鳥インフルエンザ防疫に対し

て、家禽農家の全戸訪問を終えたとお聞きしま

した。そこで、新たに見えてきた課題はありま

せんか、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県では、高病

原性鳥インフルエンザの発生防止を目的に、渡

り鳥が飛来するシーズン前の７月４日から10月

末までに、県内100羽以上を飼養している家禽農

場999戸の全戸立入調査を行いまして、38の

チェック項目に基づいて調査指導を実施いたし

ました。昨年度、本県で13例の発生があったこ

と等もあり、全体として農家の防疫意識は高

まっている状況にありますが、今回改正された

飼養衛生管理基準に基づき、詳細な調査を行

い、細かい点についても指導を行ったところで

あります。立入調査時においては、防鳥ネット

等の網目が飼養衛生管理基準に示されました２

センチメートル以下でなかったこと、家禽舎の

屋根の壁面のすき間、防鳥ネット等の破損、ま

た、定期的なネズミ駆除等を行っていなかった

こと等が見受けられ、現在、家畜保健衛生所に

おいて、12月末をめどに改善指導を行っており

ます。今後、最も警戒を要する時期を迎えます
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ことから、市町村や関係団体と一体となって、

飼養衛生管理基準の遵守の徹底を図るととも

に、警戒心を高めるため、より一層の注意喚起

を行ってまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 やはり農家の納得する周知徹

底というんでしょうね、それをどうかよろしく

お願いしたいと思います。口蹄疫対策について

は、要望という形で１点、口蹄疫発生以来、特

に都農において聞き取りを私は続けています。

いまだに再開に踏み切れない農家の叫びを知っ

てほしいということを要望にしておきたいと思

います。「もうあげな思いはしたくない」と、

ほとんど外に出ることができず、実家の手伝い

をしている状況の農家の方がいらっしゃいま

す。この状況を把握しているのか、実は担当に

現在の再開状況をお聞きしたところ、「８月末

の調査で」と始められましたので、私はこの質

問はやめました。都農では、10月現在のデータ

を提供してくださいました。都農でさえ、ま

だ24％の農家が再開するかしないか考えあぐね

ているとお聞きしています。常に我が心として

農家の声を聞いていただきたいなと、そのよう

に感じております。

県北の農業振興についてであります。延岡の

畜産関係者と話してみますと、口蹄疫、ユッケ

食中毒、福島原発の牛のセシウム検出問題と、

トリプルパンチで牛肉の枝肉価格は暴落状態、

ＴＰＰ加盟の議論どころではないと、県北の肉

用牛振興の必要性をもっと発信しなければわ

かってもらえないのか、延岡は地域全体が冠水

地帯である、多様な品目はつくれない、耕畜連

携のモデルとして支援があれば、保水・治水

等、本来の多面的機能を再生できるとの声をも

らいました。このたび、県は第七次農業・農村

振興長期計画の地域ビジョンを発表されて、そ

れを見させていただきましたが、先ほどの声を

生かすには、もっと地域ビジョンの細分化が必

要ではないかというふうに考えます。そこで、

県において、第七次農業・農村振興長期計画を

定められているところでありますが、地域の特

色を生かした農業振興をどのように進めようと

しているのか、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県におきまし

ては、先般、地域や産業間の垣根を越えた連携

と参入の推進等によりまして、「儲かる農業」

の実現を目指します第七次宮崎県農業・農村振

興長期計画を策定したところでございます。本

県は、平地から山間地に至る多様な立地条件を

有しておりまして、この計画を県全域で推進し

ていくためには、それぞれの地域がその特色を

生かしながら、地域独自の個性的な農業・農村

づくりを進めていくことが重要でございます。

このため、県内を７つのブロックに分けて、地

域の農業者や消費者、市町村、関係団体などの

意見を聞きながら、それぞれの地域の特性や課

題に応じた農業・農村の振興を図るためのアク

ションプログラムの策定を進めておりまして、

間もなく公表できる見込みでございます。この

アクションプログラムにおきましては、それぞ

れの地域が農業・農村の目指すべき将来像を描

き、地域農業を支える担い手の育成・確保や、

地域特産物を生かした農商工連携と６次産業

化、鳥獣被害に強い集落と産地づくりなどにつ

いて、その方向性を明らかにすることとしてお

ります。今後、このアクションプログラムに

沿って、地域の特色に応じたきめ細かな施策を

展開してまいりたいと考えております。以上で

ございます。

○河野哲也議員 ありがとうございます。また
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アクションプログラムの内容を見せていただき

たいと思います。

雇用対策について、商工観光労働部長にお伺

いいたします。

雇用情勢の厳しい地域について、地域雇用開

発促進法に基づく地域雇用開発計画を策定し、

他の地域に先駆けて、県北地域が平成22年10月

１日より動き始めました。県は、戦略として、

各種助成措置を活用しながら、県北地域のあら

ゆる産業の成長を支えるため、東九州自動車道

及び九州横断自動車道延岡線等の基盤整備推進

をするほか、農商工連携の推進により、農林水

産物の高付加価値化を図る、また、地場食品産

業の育成・発展や医療・健康関連産業等の振興

により、新たな産業の創出を目指す等々掲げ、

以上のような諸施策を推進することにより、計

画期間（３年間）に1,200人の雇用創出を目指す

とありました。また、県北地域の各市町村が広

域的な連携のもと、戦略的な企業立地を促進す

るともありました。そこで、県北の地域雇用開

発計画は、1,200人の雇用創出を目標としていま

すが、雇用基金事業、企業立地の進捗状況につ

いてお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） まず、基

金事業につきましては、緊急雇用基金とふるさ

と雇用基金の市町村事業の合計で、22年度は延

べ533人を雇用し、23年度は延べ544人の雇用を

予定しております。また、企業立地による最終

雇用予定者数でございますが、22年度が５件

で207人、23年度が現在４件の59人となっており

ます。

○河野哲也議員 数字でなかなかわからない部

分がありますが、どれだけの人が安定して雇用

されていくのか、この継続の支援というのをど

うかよろしくお願いしたいと思います。

県北のリサイクル工場に会社訪問をしたとき

でございますが、今、瓦れき処理等の問題等、

あとちょっと意見等を聞きに行ったんですけれ

ども、そのとき、企業立地のお話になりまし

た。社長は淡々とお話しされたんですが、私は

その話を聞いていて、県の扱いにちょっと納得

できないなというところがありました。細かい

ことは時間の関係であれですけれども、見える

こととして、例えば、県外誘致と県内誘致の補

助金等の優遇措置の条件にちょっと差があるの

ではないかという気がしました。例えば、新規

雇用者についても、製造業の場合、県外だと11

名以上、県内になると21名となっています。私

が聞き取りした企業の社長さんは、大変気概の

ある方で、「我々はあらゆる企業を支えるため

にある企業だと自負している」と語られていま

した。青森とか秋田等は、要件緩和の動きがあ

ります。そこで、企業立地促進補助金につい

て、要件を緩和する考えはないか、商工観光労

働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 企業立地

促進補助金は、製造業や情報サービス業等が県

内に立地する際に、雇用機会の拡大などにおい

て、一定の効果が見込まれる企業に対して交付

することとしております。このため、先ほどお

話がありましたように、例えば、地場の一般製

造業については、21人以上の常用雇用が新たに

生み出されることなどを、補助金交付の要件と

して定めているところであります。交付要件の

緩和につきましては、今後とも一定以上の効果

を期待したいということ、また、現下の財政状

況等も踏まえますと、厳しいものがあると考え

ておりますが、企業立地の推進につきまして

は、地域経済の活性化に大変重要でありますこ

とから、引き続き、積極的に取り組んでまいり
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たいと考えております。

○河野哲也議員 ぜひ具体的な姿が見えるよう

に、地場産業の活性というのが、もしかすると

一番早い雇用の創出と、早道かもしれないと思

いますので、どうかよろしくお願いします。

うつ病対策について、福祉保健部長にお伺い

いたします。

まずは、本県のうつ病患者の実態をお伺いし

ます。

○福祉保健部長（土持正弘君） ３年に１回実

施されます厚生労働省の患者調査によります

と、本県のうつ病を含みます気分障害の患者数

でございますが、平成17年は8,000人、平成20年

は9,000人と推計されております。

○河野哲也議員 気分障害患者は、全国で17年

が92万人、20年で104万人と言われています。気

分障害患者の中にうつ病患者というのがあるん

ですけれども、17年と20年で分布を見たとこ

ろ、明らかにうつ病患者のウエートというか割

合がふえています。ＷＨＯの将来予測では、う

つ病は、2020年に総疾病の第２位になるとも言

われています。本県の自殺者数は、平成19年を

ピークに減少に転じていますが、自殺対策とし

て、うつ病対策にどのように取り組んでいるか

お伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 自殺者の多く

は、その直前にうつ病等の精神疾患を発症して

いると言われております。このため、自殺防止

のためには、うつ病を早期に発見し、適切な医

療へ結びつけることが大変重要でありますの

で、県では、かかりつけ医や看護師などの専門

職に対し、うつ病等に関する研修会を実施して

おりまして、平成22年度は、延べ933名の方に参

加していただいたところであります。

○河野哲也議員 減少は、関係各位の御努力は

もちろん、御答弁のような研修を通して、精神

科医療従事者のスキルアップなどが成果につな

がっていると考えます。国も22年度に「うつ病

に対する医療等の支援体制の強化」で、研修だ

けでなく、精神科医とかかりつけ医との連携強

化、先進的療法の普及を打ち出しています。も

う一歩の推進のために、うつ病対策先進県に

もっと学んでいただき、取り組みをぜひ導入し

ていただきたいと考えておりますが、その一つ

が認知行動療法であります。本年２月定例県議

会の我が会派新見代表の質問への答弁で、認知

行動療法について、研修に参加させるとの答弁

がありましたが、その後の状況をお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 認知行動療法

は、考え方や行動の偏りを改め、落ち込みやす

いといった気分を変えていく治療法で、うつ病

等に有効であるとされております。国において

研修会が実施されておりまして、本県からも、

これまで精神科医療機関等から、医師や臨床心

理士、保健師など、６名が研修会に参加したと

ころであります。なお、本年４月に、国におい

て認知行動療法センターが設立され、普及のた

めの研修・研究が本格的に実施されております

ので、県といたしましても、今後とも、認知行

動療法の普及啓発に努めてまいりたいと考えて

おります。

○河野哲也議員 普及啓発に努めると答弁があ

りましたけれども、今の県の動きでは無理で

す。沖縄でさえ相当な年数がかかって確立して

いるというところ、民間の病院で認知行動療法

を標榜しているところは宮崎県内にあります。

でも、この療法での治療実績がほとんどないと

聞いています。診療の合間に研修を積むことの

難しさ等が意見として出されてありました。や
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はり研修を指導する人材の育成というのが急務

になってくると思います。先日、我が会派は、

うつ病の治療方法として、作業療法と集団認知

行動療法という精神療法の併用による治療体制

を導入して、画期的な成果を上げていると報道

のあった沖縄県立総合精神保健福祉センターに

調査に行かせていただきました。仲本センター

長によると、平成17年から６年間、慢性うつ病

患者に対し、社会復帰を目的に認知行動療法デ

イケアを週１回、ワンクール12回―３カ月と

いうことになりますが―行っていること、開

始以来、新規修了者は本年10月の時点で215人と

なり、開始時人数270人に認知行動療法を実践し

てきたことになること、受講者には、学生、サ

ラリーマン、主婦など、職業はさまざまであり

ますが、特に最近、教員、公務員等もふえてい

るとのことでした。うつ病デイケアにおける修

了者の就労として、21年10月で開始前には、就

業中の方が23人、休職中の方は72人、無職の方

が31人、主婦の方は14人、それらが修了後に

は、就業中の方が55人、復職された方は18人、

そして就職された方は６人ということの報告も

受けました。開始前23人の就業者だったもの

が79人ということで、約３倍以上の転帰という

結果が出ているわけです。また、センターで

は、民間医療機関への技術移転・普及を目的と

したパイロット事業として、うつ病デイケア事

業を実施し、認知行動療法の普及活動及び専門

家の育成に取り組んでおられます。平成23年10

月末現在で、沖縄県内では10カ所の民間医療機

関で実施されているというふうに、確実に技術

移転されております。そこで、県が主体となっ

て、宮崎県精神保健福祉センターでの集団認知

行動療法の導入を考えるべきであると思います

が、見解をお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、今年

度から、うつ病医療体制の充実を目的に、宮崎

県医師会、それから宮崎大学医学部と合同で、

精神科医とかかりつけ医の連携の強化に関する

検討会を設けることとしておりまして、今

月、12月８日に第１回の会合を開催する予定で

ございます。この検討会では、お話にありまし

た認知行動療法を初めとする先進的治療法につ

いても、関係機関との意見交換を行うことと

なっておりますので、県の役割とかモデル的な

取り組みのあり方、さらには集団での療法の普

及について研究してまいりたいと考えておりま

す。今後とも、うつ病を早期に発見し、適切な

医療へ結びつけるための体制づくりなど、本県

のうつ病医療体制の充実に努めてまいりたいと

考えております。

○河野哲也議員 全国でも、このセンターの取

り組みの効果に着目して、センターでワーク

ショップを実施していますので、率先してそれ

に参加しているという実態があります。仲本セ

ンター長も、自分が発信源になって、どこでも

行かせていただくとおっしゃっていました。ま

た、宮崎県精神保健福祉センターの渡所長は非

常に優秀な医師だということをおっしゃってい

ました。どうか中心になって動いていただきた

いともおっしゃっていました。だれに伝えてい

いか、ちょっとわかりませんけれども……。沖

縄県は、精神保健福祉士の登録者数が651名なん

ですね。これが有効に活用されている事例も調

査してまいりました。そこでまず、本県の精神

保健福祉士の登録数をお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県では、本

年９月末現在、571名の精神保健福祉士が登録さ

れております。

○河野哲也議員 読谷村のうつ病ふれあいサロ
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ン「なかゆくい」を訪問してきました。精神保

健福祉士の資格を持つ読谷村の相談支援専門員

２名が、うつ病当事者を対象とした活動スペー

スを確保し、22年12月からスタートしていまし

た。ここでの特徴は、座して当事者を待つので

はなく、アウトリーチ─現場へ出かけ、訪問

して相談を受け、サロンに誘うという活動─

を行っていました。そして、グループワークの

中で認知行動療法の学習を行っていました。治

療ではなく、再燃の予防学習というスタンスで

した。ちょっと飛びまして問いに行きますけれ

ども、自殺対策として、「うつ病サロン」を本

県の重点地域でモデル的に実施してはどうかと

考えますが、いかがでしょうか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県ではこれま

で、市町村を初め民間団体等が実施いたします

自殺対策の取り組みへの支援などに努めてきた

ところでございます。この結果、県内では、Ｎ

ＰＯ等による自主的なサロン活動や、障がい者

同士で話を聞き合うピアカウンセリングが、医

療機関や地域活動支援センターなどで行われる

ようになってきたところでございます。うつ病

患者を対象としたサロン運営に当たりまして

は、地元の医療機関、市町村等の連携が不可欠

でありますので、実施体制のあり方などについ

て、検討を進めてまいりたいというふうに考え

ております。

○河野哲也議員 地元でつながりそうな、そう

いう活動を行っていると思いますので、導入の

考えがもしあるようでありましたら、ぜひ検討

をよろしくお願いします。

教師メンタルヘルスについて、教育長にお伺

いいたします。先ほども報告いたしましたが、

うつ病などの精神疾患により病気休職する教員

が少なくありません。直近の文部科学省調査に

よると、精神疾患が原因で休職した公立学校の

教員数は、平成21年度に過去最高の5,458名を記

録し、17年連続で増加しているとのことです。

本県の教職員の精神疾患による休職者数につい

てお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 過去３年間で申し上

げますと、平成20年度は病気休職者95名のう

ち51名、21年度は同じく100名中61名が、22年度

は114名中68名が、精神性疾患により休職してお

りまして、近年、増加傾向にあると認識してお

ります。

○河野哲也議員 教員のメンタルヘルス問題

は、教員個人の健康管理上の問題にとどまら

ず、児童生徒の学習、人格形成に多大な影響を

及ぼします。さらに、保護者や地域の学校教育

そのものへの信頼をも揺るがしかねない極めて

深刻な問題と考えますが、精神性疾患による休

職者の復職までの支援策とその成果についてお

伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 復職までの支援策と

成果でありますが、円滑な職場復帰と再発防止

を目的として、段階的に職場になれるための職

場復帰トレーニングを平成17年度から実施して

おります。具体的な内容といたしましては、所

属する学校におきまして、原則４週間の中で、

まず同僚や児童生徒との会話、次に授業参観、

授業準備等といった段階を踏んで、徐々に仕事

になれるようなものとなっております。また、

実施に当たりましては、校長は、家族や主治

医、関係機関との連携を密にしまして、本人の

状況に十分配慮するとともに、所属職員の協力

を得ながら、トレーニングが円滑に行われるよ

うに努めているところであります。その成果と

いたしましては、過去３年間で申し上げます

と、平成20年度はトレーニング実施者が25名で
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ありましたが、その中の17名が、21年度は同じ

く30名中24名が、22年度は32名中26名が職場に

復帰しておりまして、トレーニングによる成果

があらわれていると考えております。

○河野哲也議員 今の答弁の中にもありました

けれども、仲本センター長も、復職トレーニン

グの中で、最後の段階で管理職、つまり教員で

いうと、校長のかかわりが最後で決まるという

ことでありました。復職の際、管理職の言動と

いうのが非常に大事になってくると考えますけ

れども、管理職のほうの研修のあり方について

お伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 教職員のメンタルヘ

ルス対策につきましては、御意見のありました

ように、管理職の果たすべき役割が重要である

と考えております。このため、県教育委員会に

おきましては、これまでも管理職を対象に、専

門医等による研修を実施しておりますが、その

中で、不調を訴える職員の早期発見・早期対応

はもとより、休職者、復職者への対応の仕方に

ついても説明し、管理職としての意識づけと、

相談しやすい職場環境づくりの推進に努めてき

たところであります。メンタルヘルスに関する

管理職研修につきましては、今後、復職者支援

の視点も含めまして、より充実したものとなる

ように工夫を重ねてまいりたいと思います。

○河野哲也議員 本当に大事な人材です。私も

９年前まで教員でしたけれども、本当にまじめ

な男がうつ病等にかかって、残念ながら時間を

治療に費やしたとか、そういうこともありま

す。どうかよろしくお願いします。

防災教育についてであります。「稲むらの

火」という物語を御存じでしょうか。知事に質

問通告していませんでしたけれども、1937年か

ら国語の教科書に掲載されていました。実は05

年１月、インド洋大津波を受けてジャカルタで

開催された東南アジア諸国連合緊急首脳会議

で、シンガポールのシェンロン首相が当時の小

泉首相に、「日本では小学校教科書に「稲むら

の火」という話があって、子供のときから津波

対策を教えているというが、事実か」と尋ねら

れて、総理は知らなかったそうです。戦後とい

う理由もあったかもしれません。ちょっとその

後が悲しかったんですけれども、総理が直ちに

東京の文科省に照会したんですが、文科省の方

々もだれも知らなかったという情けない話が

ちょっとしたニュースになりました。粗筋を確

認します。村の高台に住む庄屋の五兵衛は、地

震の揺れを感じた後、海水が沖合へ引いていく

のを見て、津波の来襲に気づく。祭りの準備に

心奪われている村人たちに危険を知らせるた

め、五兵衛は自分の田にある刈ったばかり稲の

束にたいまつで火をつけた。火事と見て、消火

のために高台に集まった村人たちの眼下では、

津波が猛威を振るう。五兵衛の機転と犠牲的精

神によって、村人たちは津波から皆守られたと

いう粗筋であります。実はこれは、濱口儀兵衛

の史実に基づいてつくられたものでございま

す。有名な小泉八雲が原作者で、日本人の小学

校教師が訳して教材にしたと。この教材が今年

度から、小学校５年生の国語の教科書―光村

図書ですが―に64年ぶりに復活、「百年後の

ふるさとを守る」と題して、濱口氏の伝記とい

う形で掲載されることになりました。「稲むら

の火」には描かれていませんが、儀兵衛の偉業

は、災害に際して迅速な避難に貢献したばかり

ではなくて、被災後も、将来、再び同様の災害

が起こることをおもんぱかり、私財を投じて防

潮堤を築いた、そういう点が書かれています。

これにより、後に、今の和歌山県広川町の中心
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部では、昭和の東南海地震、南海地震による津

波に際して、被害を免れたと言われています。

この伝記の作者は、儀兵衛の堤防づくりの意義

を防災と復興の観点でまとめています。本当に

力のある教材だと思います。県では、国語の教

科書として採用しているのは、宮崎市と児湯地

区の２カ所だけです。ぜひ他の地域も、防災教

育の教材として用いていただきたいなと思いま

すが、防災教育では、「稲むらの火」のよう

に、子供たちが防災の必要性を実感できる教材

が必要だと思いますが、教育長の考えをお伺い

いたします。

○教育長（渡辺義人君） 防災教育では、児童

生徒が、防災に関する基本的な知識や過去の震

災の事例について学び、的確な思考・判断に基

づく適切な行動選択ができるようにすることが

大切であると考えております。その防災教育を

進めるに当たりましては、被災された方の体験

談ですとか、お話にありましたような先人の教

えなど、児童生徒が防災の大切さを実感でき、

心に届く効果的な教材の活用を図る必要がある

と考えております。

○河野哲也議員 もちろん国語で扱う教科書な

ので、この伝記で表現されている内容を正確に

読み取るとか、主張点を見きわめるとか、そう

いう読み取る能力というのを育てることが大前

提で、たまに国語を道徳的に扱ってやっていく

ことがありますけれども、そういうことを踏ま

えた上で、これを力ある教材としてぜひ使って

いただきたいと思います。

文藝春秋８月増刊号「つなみ 被災地のこど

も80人の作文集」が出版されました。一つの作

品を読みます。「つなみは黒くてくさかっ

た」、仙台市若林区東六郷小学校２年、なかむ

らまい。「帰る途中に強い地震が来ました。津

波が来たからびっくりしました。でも、津波が

大きかったのでびっくりしました。津波が来て

大きくなって初めてです。そのときはだれもい

ませんでした。頑張って学校の２階で１人でい

たので寂しかったです。２階に友達がいたので

大丈夫だと思いました。津波のせいで大切なも

のも流されてしまいました。でも、今度、家に

あったものを探しに行きます。窓から見てた

ら50メートル以上ありました。でも、頑張って

学校で１日過ごしました。避難している人の話

し声で眠られませんでした。余震が怖くて眠ら

れませんでした。夜寝るとき寒かったです」と

いうふうに続きます。この中で、実はお父さん

の評というか、お父さんの言葉がその後載って

いるんですが、この中に「津波のせいで大切な

ものを流されました」という一文があるんです

けれども、お母様が亡くなられました。ちょっ

と教育長に非常に酷な質問をしたいと思うんで

すけれども、東日本大震災後の学校再開におい

て、両親が犠牲になった児童に対して、もし教

育長がその子の学級担任の立場であったなら、

その子供たちにどう向き合うか、教育長にお伺

いします。

○教育長（渡辺義人君） 大変重い課題だと思

います。両親が犠牲になった子供たちにつきま

しては、大震災という過酷な状況に加えまし

て、はかり知れないほどの心理的なダメージを

受けていると思います。私が学級担任であった

ならばということでありますが、これは私に限

らず、どなたに対しても重い課題だと思います

けれども、子供たちはたとえ外見上は元気そう

に見えても、心の中には深い悲しみが宿ってい

ると、そういう状況ではないかなと思います。

そういう状況でありますから、子供たちの気持

ちに寄り添って、思いをまずはすべて受け入れ
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るとともに、どんなことでも話せる雰囲気をつ

くってあげることで、子供たちに安心感を与え

ることが大切ではないかなと思います。その上

で、「これからも、あなたを支え続けるよ」と

いうことをメッセージとして伝えることによっ

て、決してあなたは一人ではないんだよという

ことを子供たちが実感できるように、そういう

形で向き合っていくことが大事ではないかな

と、このように考えております。以上です。

○河野哲也議員 講評を教育委員長にお伺いす

るのがいいかもしれませんけれども、通告して

いませんでしたので……。本当に教育長の思わ

れているその思い、実は、被災地の教師集団

は、それが現実なんです。毎日、子供たちに向

かっていかなきゃいけないということ、それを

考えると、子供たちに生き抜く気力を身につけ

ることも、防災教育の大事な視点であるのでは

ないかなと考えます。今後、復興を見据えた防

災教育のカリキュラムの作成というのが必要だ

と思いますが、見解をお伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 防災教育は、災害時

の児童生徒の安全確保だけではなくて、その後

の復興までを見据えた内容であることが重要だ

と考えます。宮城県気仙沼市立階上中学校の卒

業式で、卒業生代表の梶原君が実に感動的な答

辞を述べております。「苦境にあっても、天を

恨まず、運命に耐え、助け合って生きていくこ

とこそこれからの私たちの使命です」というも

のでありました。このような、児童生徒一人一

人に、災害を乗り越え、前向きに歩み出す力

や、みずからの意思で地域の復興に参加してい

こうとする態度の育成の視点が重要でありま

す。そのため、各学校におきましては、困難な

状況に直面しても、未来への希望を失わず、あ

きらめない心を児童生徒にはぐくみますととも

に、地域や社会に貢献しようとする態度を育成

することが大切だと考えております。県教育委

員会といたしましては、一朝一夕になせること

ではありませんけれども、今後とも、各教科、

道徳等の指導内容と関連づけながら、学校の教

育活動全体を通して、防災教育の一層の充実に

努めてまいりたいと考えております。以上で

す。

○河野哲也議員 山元町の中学校の校長先生が

２名、講演会に来られましたけれども、その最

後に、「被災地を忘れるな」ということをおっ

しゃいました。これは本当に重たいなという気

がします。あらゆる場面で、被災地ということ

を常に考えながら、教育活動を進めていかな

きゃいけないなというふうに考えています。

最後の質問です。県警によるスクールサポー

ターについて、警察本部長にお伺いいたしま

す。平成22年度児童生徒の問題行動等生徒指導

上の調査結果が発表されましたが、本県を見て

みると、暴力行為の発生件数115件、1,000人当

たり0.94件、これは全国で見ると、全国が4.61

件ですから、非常に少ないですけれども、数と

しては115件あります。また、本当にさまざまな

関係者の御努力によって、前年より11件減少し

ていると、そういう報告を受けていますが、こ

れは先ほど言いました学校、教育委員会の真摯

な取り組みの結果だと評価しています。加え

て、県警によるスクールサポーターも効果を上

げていると聞いています。御案内のとおり、ス

クールサポーターは19年度に導入されました。

現在、宮崎、都城、延岡に５名配置されている

とお聞きしています。そこで、導入されて５

年、効果をどう分析しているかお伺いいたしま

す。

○警察本部長（鶴見雅男君） スクールサポー
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ターの活動内容でありますけれども、指導・助

言活動ということで、問題行動を起こす児童生

徒や保護者、または学校関係者等に対する具体

的な指導・助言を行っておりますほか、非行防

止教室や学校内外のパトロールの指導・支援、

環境浄化活動等を実施しております。こういっ

たスクールサポーターの効果的な活動事例とい

たしまして、教師への暴言・暴行、こういった

ことが繰り返されるというようなことで、派遣

要請を受けたスクールサポーターが、長期間に

わたって本人や保護者に対する指導・助言を

行って問題行動が解消したとか、また、学校の

ものを壊したり、指導にも従わず不登校になっ

た生徒について、派遣要請を受けたスクールサ

ポーターが、家庭訪問を繰り返して、本人や保

護者への指導・助言を行った結果、登校する頻

度が多くなった、問題行動がなくなっていった

といったものなどがあります。スクールサポー

ターの効果といたしましては、そういったよう

な学校関係者等との連携により、非常に大きな

成果が上がっているものというふうに考えてお

ります。

○河野哲也議員 続けて、スクールサポーター

の今後の拡大を考えておられないか、警察本部

長、お伺いします。

○警察本部長（鶴見雅男君） スクールサポー

ターは、先ほど議員からもございましたよう

に、現在５名で、本年度１名を増員したところ

でありまして、効果的運用に現在努めていると

ころでございます。今後の体制のあり方につき

ましては、必要に応じて、関係機関とも協議を

してまいりたいというふうに考えております。

○河野哲也議員 以上で質問を終わります。

（拍手）

○十屋幸平副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時51分休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、中野 明議員。

○中野廣明議員〔登壇〕（拍手） 今回はゴル

フで言いますとブービー賞であります。今回、

幸福論がいろいろ出ましたけど、私は今、いい

話がなくて、幸福論どころか、何かもやもやし

ております。そういうことで、今、日本の社会

情勢は、高度成長時代とはまる反対の減少時代

であります。例えば本県においても、項目だけ

申し上げますと、人口、子供、農業、林業従事

者、耕地面積、集落、宮崎空港利用者、鉄道利

用者、観光客、製造業、商店数、労働力、税

収、公共団体の予算、給与等の減少等、減少ば

かりの中で、なかなか元気の出る話がありませ

ん。先の見えない日本の社会情勢、世界情勢で

あります。

そういう中で県民政策部は、本県の「未来み

やざき創造プラン」なるものを作成いたしてお

ります。私たちは、これまでに経験したことが

ないような時代の大きな転換期に直面している

と言っております。社会が大きく転換していく

先に、豊かな未来の宮崎県を築いていくための

挑戦であります。なかなかいいことが書いてあ

ります。そしてまた総務部では「みやざき行財

政改革プラン」が作成されております。県政運

営においては行政と県民が健全なパートナー

シップを築き、行政だけでなく、県民が総力を

挙げて新しい宮崎県の姿を考え、その実現に向

けて取り組む環境づくりがこれまで以上に求め
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られている、まさしくそのとおりであります。

この大転換期においてこのような理念を真に実

行するためには、知事の強力なリーダーシップ

と職員のやる気、積極性、目的追求の意識が不

可欠であると思っております。このような時期

であればこそ、県職員は各業界と積極的に交わ

り、その業界の問題点を知ることによって、そ

の業界が必要としている真の政策ができるもの

と考えております。最近、業界、首長から「県

庁は変わった」という声を時たま聞きます。つ

まり、県と業界との間に何か乖離が生じている

のではないかというのが私の感じであります。

まずはこのような観点に立って質問をいたしま

す。

まず、みやざき行財政改革プランについてで

あります。１ページめくりますと、「これまで

の行財政改革の主な取組」というふうに書いて

あります。最初に出てくるのは、宮崎県職員倫

理規程、コンプライアンス推進委員会、宮崎県

準公金等取扱規程の制定となっております。こ

のことを裏返しますと、県職員はみんなコンプ

ライアンス（法令遵守）に欠如している。まず

はコンプライアンス（法令遵守）を実行しなさ

いというふうに言っているんじゃないかと思う

わけです。皆さんも御存じでありますけれど

も、この背景はやっぱり、４～５年前の官製談

合、預けの問題にさかのぼるのかなと思ってい

るんです。官製談合は、知事とその周辺の一部

の事件だったと思っているんです。それから預

けの問題にしても、長年のあしき行政組織の問

題だったと私も思っております。このことは前

屋敷議員も４～５年前触れておられます。そう

いう記憶があります。最終の幕引きは「県庁全

職員のコンプライアンスの欠如」という虚構で

終えんしたと思っております。虚構とは、事実

そのままでなく、作為を加えて一層強く真実味

を印象づけようとすること。つまりフィクショ

ンであります。そのときの知事の支持率は90％

ぐらいありました。私は虚構の支持率かなと

思っているんです。

そういう中で、倫理規程を見ますと、職員

は、公共の利益を目指し、全力を挙げてこれに

取り組まなければならない。職員は、県民の疑

惑や不信を招くような行為をしてはならない。

こういうところを見ておったら「李下の冠」を

思い出したんです。「瓜田に履を納れず、李下

に冠を正さず」、ウリ畑の中でくつを履くよう

なことをしたり、スモモの下で冠をかぶり直し

たりするようなしぐさは、ウリとかスモモをと

ろうとしているように勘違いされる。いわゆる

「君子危うきに近寄らず」、そんな雰囲気かな

と私は思っているんです。しかし、君子の処世

訓では、真に有意義に実践するためには、必要

なときには瓜田に靴を入れ、李下に冠を正すこ

とのできる真の勇気を持つ必要があるというふ

うにも書いてあります。そこでまず、倫理規程

の中で原則禁止となっている飲酒、ゴルフ、香

典の規定はどのようなことか、総務部長にお尋

ねいたします。

後は質問者席のほうから行います。（拍手）

〔降壇〕

○総務部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答えい

たします。

県職員倫理規程についてでございます。倫理

規程上は、利害関係者から費用を負担しても

らっての飲食、利害関係者とのゴルフ及び利害

関係者から香典などの金品を受け取ることは、

職務の執行の公正さに対する県民の疑惑や不信

を招くおそれがあることから、原則として禁止

されております。ただし、おおむね20名以上が
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出席する立食パーティーや会議等での2,000円程

度までの簡素な飲食であれば、利害関係者の費

用負担による飲食が認められております。ま

た、親族や友人といった私的な関係がある利害

関係者との飲食やゴルフ、香典の受領について

も一定の例外を認めているところであります。

以上であります。〔降壇〕

○中野廣明議員 いろいろ倫理規程等で議論し

ますと、いいとか悪いとかいう話は、私も悪い

とはよう言わんです。そういうことでちょっと

議論したいと思いますけれども、例えばゴルフ

なんか、私は前よく行っていました。海外から

見えたりとかね。１日しますと、その人となり

がしっかりわかって、次の日は電話でもできま

す。それとか、利害者という言葉が出ますけれ

ども、友達が利害者を連れてきた場合はいいで

すよといっても、はたから見た目はそんなふう

には映らんのですね。要は利害者と一緒じゃな

いか、そういう話なんです。例えば関係団体の

ゴルフコンペ、これなんかどうなんですか、自

費ならいいんですか。

○総務部長（稲用博美君） 利害関係者であり

ます関係団体とのゴルフにつきましては、自費

でありましても原則として禁止されておりま

す。ただし、県民の疑惑や不信を招くおそれが

ないと認められる場合で、倫理監督職員の許可

を受けたときは自費で参加することができま

す。なお、倫理監督職員が許可する場合としま

しては、企業誘致やイベントの誘致等の業務に

関係しまして、利害関係者とのつながりを構築

するのに有益であると認められる場合などを想

定しております。

○中野廣明議員 特に商工観光労働部長は観光

団体との総会とか多いんです。そういうのに気

楽に行けないとなったら、どこで友達になって

情報を交換するのかなと思うんです。

次に、市町村長は利害関係者になるんです

か。

○総務部長（稲用博美君） 倫理規程では、許

認可や立入検査、補助金の交付や契約締結な

ど、職員が職務として携わる事務に応じて利害

関係者を定めております。したがいまして、市

町村長につきましてもそのような県の事務の相

手方となる場合には利害関係者に該当いたしま

す。

○中野廣明議員 だから首長などが、「最近、

県庁の課長はつき合いが悪いな」、変わったと

いう意味はそういうことかなと思うんです。こ

こまで一々許可をとって、きょうは飲みに行き

ます、ゴルフに行きます、そんな話かなと思う

んです。悪いとは言いません。

次に、講演を行う場合は倫理監督者（総務部

長）の承認が必要となっているが、どのような

ことでしょうか。

○総務部長（稲用博美君） 倫理規程におきま

しては、報酬を受けて講演や討論、講習・研修

における指導、知識の教授、著述、監修、編さ

ん、またテレビ・ラジオ番組への出演をしよう

とする際、それが利害関係者からの依頼による

場合には、講演等に見合わない高額な報酬と

なっていないかなどを確認するため、あらかじ

め倫理監督職員である総務部長の承認を得るこ

とになっております。なお、大半は公務として

の依頼でありますので、その際は、職員個人に

対する報酬はもとより発生いたしませんし、県

としての公平性や中立性、県の施策との整合性

などを考慮の上、各所属において対応を判断し

ているところであります。

○中野廣明議員 だから、各課長とか部長と

か、自分の業界でちょっと話をしてとか言われ
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る場合に、どこまで講演に入るのか。今、部長

の答えがあったんですけれども、そんなことを

一々考えて許可をもらいに総務部長のところに

行くというのは、こんなことは各部長に任せて

いいんじゃないかと思うんです。そこまで部長

は信用できんのか。知事、どうですか。こんな

講演の許可は各部長に任せていいと思うんです

けど。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘の点、承認を要

するケースがどの程度の数あるかにもよるわけ

でありますが、判断の客観性、統一性を保つ観

点からは、職員の倫理保持というものを責務と

する総務部長の統一的な視点でチェックするの

が適当であるということで、このような仕組み

になっているところであります。

○中野廣明議員 いいか悪いか私はわかりませ

ん。また後で聞きますけど。

次に、適正な給与管理ということがあるんで

すけど、部長、例えば東京に出張した場合、出

張旅費と実際に使った金額なんか、どんな感じ

ですか。

○総務部長（稲用博美君） 私についてのお尋

ねでしょうか。

○中野廣明議員 はい。

○総務部長（稲用博美君） ありがとうござい

ます。私の旅費について御心配いただくという

のは、幸福度、それだけでも100点でございま

す。

旅費につきましては、ビジネスホテルに宿泊

して普通の食事をすることにつきましては、旅

費で足りております。なお、業務として懇談会

等に出席が必要になります。そのときの経費に

ついては、別途公費で支出することができるよ

うになっております。

○中野廣明議員 今、こういうことを職員に聞

いても、なかなかみんな君子になってはっきり

言いません。時たま聞きますけど、「今、出張

に行く人はおらんです。赤字だから。特に海外

なんか行っても」、そういう話です。例えば東

京に行きますと、東京駅までは大体旅費が出

る。東京から先の１日の活動費は1,100円しかな

いんです。弁当を食うか食わんかわかりません

けど、弁当代、雑費ということで1,100円なんで

す。それで東京事務所の企業誘致担当に聞いた

ら、交通費は１日マックスで1,500円ということ

なんです。オーバーしたときは請求すればやる

ようになっていますと。200～300円オーバーし

たのを一々書いて請求するかと、そういうこと

なんです。競馬に例えると、一生懸命むちを入

れて、一方では一生懸命たずなを引いて、馬は

走っていいかとまっていいかわからんような感

じ、これが今のこういう規程かなと思うんで

す。

最後に知事、どうですか、こういう問題、今

までの知事のやり方、今度は知事の新しい─

知事が旗を振れば職員がついてくる、そんな雰

囲気にするためには、間違いじゃないけれど

も、難しいですけど、もうちょっと緩やかにで

きんかなと思うんですけど。

○知事（河野俊嗣君） 議員の御指摘の根っこ

の部分、思いというのはよくわかるところでご

ざいます。ただ、議員からも御指摘がありまし

たように、談合事件なり不適正支出、さまざま

な反省のもとに、そういったことが二度と起こ

らないようなものをシステム全体としてつくっ

ていくということで、このような取り扱いに

なっているところでございます。例えば、宿泊

したときも必ず宿泊証明をとるということで、

私は、先日、呉市に中国木材を訪問したときも

実家に泊まったんですが、実家にも宿泊証明が
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必要だということで親にサインをしてもらった

というようなこともございます。そこまでし

て、しっかりとしたシステムでチェックをし合

うということになっておるところでございま

す。一方で職員のやる気をそぐようなことに

なってはいけませんので、その辺のバランスを

見ながら、適切な事務執行に努めてまいりたい

と考えております。

○中野廣明議員 このことはやっぱり、知事の

胸三寸じゃないですけど、知事の考え方でどう

なるかということだろうと思います。

最近、「トップセールス」というのがよく使

われたんです。知事のときじゃないですよ。今

まで３回、この議場で「トップセールスで決ま

りました」という虚偽の発言に、私は鳥肌が立

ちました。いわゆるごますり発言です。関係し

た職場はいっぱいおるわけですから、みんなそ

んなのはうそだと思っている。知事のトップセ

ールスで決まったはずがないとみんなわかって

おる。こんなことで部・課長の信頼ができるの

かなと思うんです。私はトップセールスが悪い

と言っているんじゃないです。正確に使ってい

ただきたい。これは本当に、知った人が聞くと

鳥肌が立ちます。議場で部長がこういうことを

やり出すとどうしようもない。ぜひ正確に使っ

ていただきたいと思います。

次に、林業公社についてお尋ねいたします。

全国の林業公社数41社、廃止が４社、現在37公

社、トータル借金１兆4,000億～１兆5,000億と

なっております。まず副知事にお尋ねいたしま

す。今後の杉に関する政策と杉の需要と供給、

価格については、国の見通しはどのようになっ

ているのかお尋ねいたします。

○副知事（牧元幸司君） 我が国の森林につき

ましては、戦後造成されました約1,000万ヘクタ

ールの人工林というものがございます。これが

造林・保育による資源の造成期から、いよいよ

資源の利用期、利用できる段階に入ったという

ことでございます。このため国では、木材利用

の拡大をより一層促進するという観点から、今

後、長期的な視点に立ちまして、長伐期化の推

進、あるいは針葉樹と広葉樹の針広混交林化な

ど、多様で健全な森づくりを進めることにして

いるところでございます。さらに平成21年に

は、現在、約1,800万立方メートルが国産材の供

給量でございますけれども、これを10年後には

約4,000万立方メートルにするということ、そし

て国産材の自給率を50％以上とすることなどに

よりまして、森林・林業の再生や山村の活性化

等を目指しました、いわゆる森林・林業再生プ

ランを作成したところでございます。

そこで、杉材の需給あるいは価格の動向につ

いてということでございますが、木材は国際商

品でございます。外材の供給量、為替の状況

等、国際情勢に左右されるということもござい

まして、その動向を見通すことはなかなか難し

い点があるわけでございます。しかしながら、

人口の増加等によりまして、特に中国におきま

して木材需要というものが非常に増大をしてお

るということ、あるいはロシア材のロシアにお

きます輸出制限という動きもあるということ

で、外材の供給に対する不透明感が増している

ということでございます。一方、国産材に対す

る期待は確実に高まっている状況にあるのでは

ないかと考えてございます。また、先ごろ成立

いたしました東日本大震災からの復興を中心と

いたします国の第３次補正予算に伴いまして、

今後発生いたします建築資材等の需要に対して

も、国産材の安定供給が求められている状況で

ございます。
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○中野廣明議員 副知事、今の杉の需要、これ

は副知事の考えですか。それとも国のそういう

予想があるんですか。今、副知事が答えられた

分は。

○副知事（牧元幸司君） 先ほどの答弁で、中

国、ロシアの動向、あるいは杉材の需給価格に

ついてのお話をさせていただいたところでござ

いますが、これは、林野庁の森林・林業白書の

内容等によりまして国において発表されており

ます見解を引用したものでございます。

○中野 明議員 昔は、南方のラワン材を切り

尽くせば杉が上がるという話があったんです。

何のことはないです。切り尽くしても、また次

が出るか、よその国から入るか。だから、今後

の杉の需要も、ロシアの輸出制限、あるいは中

国の需要増とかいうこと。中国とか韓国なんか

も、議員も一生懸命やりましたけど、全然家の

様式も違うし、杉が売れるかどうか、需要があ

るかというのは本当にわからんことだと私は

思っております。

次に、県の公社貸付金に対する国の平成20

～22年度の特別交付税の総額、それから公社が

これまで支払ってきた元利合計額と、そのうち

日本政策金融公庫に支払った元利合計額、そし

てまた、これまで分収益金の地権者と公社の取

り前分の合計は幾らになっているか、環境森林

部長にお尋ねいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 林業公社への

県無利子貸付金に対する特別交付税措置につき

ましては、平成18年度から実施されておりまし

て、平成20年度から22年度までの交付総額は３

億5,600万円となります。

次に、借入金につきましては、平成22年度ま

での償還した元金は267億3,900万円、利息は182

億8,200万円の総額450億2,100万円であり、この

うち日本政策金融公庫への償還額は、元金130

億5,500万円、利息102億200万円の総額232

億5,700万円となっております。また、これまで

土地所有者に支払った分収交付金と公社取り分

の額の合計金額は26億100万円となっておりま

す。

○中野廣明議員 ちょっと聞き忘れたんですけ

ど、県の無利子貸付額がありますよね。平成19

年８月で見ますと、公社の検討会で130億円の改

善効果があったと出ているんです。中身を見た

ら、100億円は県の無利子による効果なんです。

今まで県の無利子を利息として考えた場合、ど

れぐらいになるかわかりますか。手元になけれ

ばいいです。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 済みません。

手元にございません。

○中野 明議員 今、事実の数値を部長から

言ってもらいました。要は銀行のためにやって

おるような話です。450億とか、金融公庫に102

億の利息、今までの地権者と公社取り前は26億

しかない、そういう話なんです。そういう事実

の数字をぜひ頭に入れておっていただきたいと

思います。

次に、第３期計画（平成20～29年度）の実績

と計画はどのようになっているのか。特に県の

償還金はどのようになるのか。また、後期（平

成24～29年度）の経営改善策はどのようなこと

になるのか、環境森林部長にお尋ねいたしま

す。

○環境森林部長（加藤裕彦君） まず初めに、

第３期経営計画についてであります。実績の出

ています平成20年度から22年度までの計画と実

績の収支をこの３カ年の合計で比較しますと、

計画では2,500万円のマイナスとなっておりまし

たが、実績では9,300万円のマイナスとなってお
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ります。次に、この３年間の県貸付金実績につ

いてですが、計画と同額の38億5,200万円となっ

ております。

次に、公社の今後の経営につきましては、計

画の最終年度である平成29年度においては、今

回、過去最低の木材価格で試算したところ、12

億3,400万円の資金不足が見込まれるところであ

ります。そのため、公社においては経営改善策

として次のような取り組みを行うこととしてい

るところです。１点目は、森林施業の効率化や

木材の販売方法の見直しによるコストの削減、

２点目は、帯状複層林施業により高い収益が見

込める分収林においては分収割合の見直し、３

点目は、金融機関からの借入金利息の軽減など

でありまして、平成29年度までに４億円の収支

改善を見込んでいるところであります。そのよ

うな上で、なお公社運営のために必要な資金に

ついては、県は貸し付け支援を行いたいと考え

ております。また、公社の社員である12市町村

に対しても貸付金による支援を要請することと

しております。この結果、平成23年度以降の県

貸付金額は、第３期経営計画で当初予定してい

た額を含め73億5,800万円になると試算しており

ます。また、29年度末における県貸付金残高

は274億7,000万円となる見込みです。以上で

す。

○中野廣明議員 これも数字確認ですけど、３

年の計画の中でも6,800万円も開きがあってマイ

ナスになったということです。要は、杉が高く

売れなきゃ、何ぼしても県から税金をつぎ込ま

んとやっていけんということだろうと私は思っ

ております。

そういう中で、公社改革研究会がこういうこ

とを言っているんです。「今回、計画を見直せ

ば、県の新たな負担がなければ経営は成り立た

ないことは明らか。どれぐらい県なり県民が負

担することができるか、最終的には財政課や議

会が判断することである」、議会が判断するこ

と。「そのための政策判断のための資料をつく

ることが我々の役目であります」、研究会はそ

ういうことを言っているんです。総務部長、県

の財政を預かる担当部長として、公社の廃止、

存続の検討内容についてはどのような理解をさ

れているかお尋ねします。

○総務部長（稲用博美君） 林業公社のあり方

につきましては、公社の廃止、存続はもとよ

り、廃止した場合の分収林事業の取り扱いなど

複数の選択肢について、それぞれのメリット、

デメリットにつきまして検討が行われたもので

ありまして、県財政を預かる総務部といたしま

しても必要な意見を申し上げ、担当部局と鋭意

調整を行ってきたところであります。具体的な

検討につきましては、最低水準の木材価格をベ

ースに公社の収支見通しを明らかにし、県財政

に与える影響はもちろんのこと、森林整備の公

益性あるいは地域経済面における役割など、さ

まざまな観点から有識者の御意見もいただいた

上で行われたものと理解をしております。ま

た、検討の結果、方針案に示されました収支見

通しにつきましては、現時点で想定できる範囲

内のものであり、今後の取り組みの中で積極的

な経営改善措置を講じることで、可能な限りの

収支改善を図っていただく必要があると考えて

おります。

○中野廣明議員 ついでに、公益性とはどうい

うふうな認識か、部長にお尋ねします。

○総務部長（稲用博美君） 公益性につきまし

てはさまざまな面があると思います。いわゆる

県土の保全という問題もあります。水資源の涵

養ということもあります。また、地域経済の振
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興ということとも関連するかもしれませんが、

雇用の確保ということもある意味においての公

益性等々多々あるものと思っております。

○中野廣明議員 そう言えばそういうふうにな

ると思うんです。ただ、この場合、分収林面

積、人工林が25万ヘクタール、分収林は１万ヘ

クタールしかないんです。これで公益性という

言い方ができるかというのは、また議論のある

ところだろうと思っています。

それと、この検討会は、私に言わせると、公

社の廃止、存続そのものが、もともと存続あり

きでやっておるんです。どっちがデメリットか

メリットかというような話、そして収支がどう

なるかという話を、今の検討では24年から29年

の間の収支で比較しているんです。その間、補

完すれば、12億入れれば、とりあえずやってい

けるという話。廃止するとここで334億をどう処

理するか。そういう話だったら幾らしても一緒

です。そんな廃止論だったらね。今後、公社の

廃止、存続というのは視点が全然違うと思う。

これはまた議論させていただきたいと思ってお

ります。

これは総務省でありますけど、今、国の林業

公社の経営対策等に関する検討会報告書が出て

おります。一定期間内の集中的な改革を推進す

る。将来にわたり継続的な経営の見通しが立た

ない場合には、林業公社は廃止しなさい。総務

省、知事の出身地はそういうふうに結論づけて

います。それで、総務部長、林業公社のあり方

に関する県方針で、県は、公社の経営改善の取

り組みについて指導・監督した上で公社の資金

が不足する場合は、一定程度の運営資金が確保

できるよう貸付金の増額による支援を行うと

なっているが、公社は存続可能と見たから、今

後このとおり金を出すということだろうと思う

んですけど、存続可能というのはどこから出て

くるんですか。

○総務部長（稲用博美君） 今回の林業公社の

あり方に関する県方針（案）につきましては、

県財政への影響を初め総合的な観点から検討い

たしますと、現時点においては、第３期経営計

画の期間であります平成29年度末までは公社を

存続させることが最良の選択であると判断され

たと認識しております。県といたしましては当

面、計画終期の29年度まで必要な公社運営資金

について支援を検討してまいることとなります

が、その際は、木材価格の動向や国の制度の状

況など情勢の変化に留意しますとともに、公社

自身に最大限の経営改善努力を求めまして、毎

年度その成果等を厳しく点検・評価していく必

要があると考えております。５年間の計画の中

で、毎年度毎年度厳しく点検・評価をしてい

く、チェック・評価をしていく中で、当面はこ

のまま存続することが最良の選択であるという

ふうに判断したものと思っています。

○中野廣明議員 私も、何も今つぶせとかそん

な話じゃない。どこかでけじめをつけなきゃ仕

方がないだろう。私は今、29年度まで残すのが

最良の選択というか仕方がない、そう思ってい

るんです。どこかでけじめをつけなきゃいか

ん。要は、県が金を出さないことには何もやっ

ていけんということですよね。

もう一回総務部長にお尋ねします。公社の資

金が不足する場合、「一定程度の運営資金」と

いう言い方、これはどういう意味でしょうか。

○総務部長（稲用博美君） 林業公社に対しま

してはこれまで、平成19年度に策定しました第

３期経営計画に基づきまして、毎年度一定の無

利子貸し付けを実施してきたところでありま

す。今回の県方針（案）では、現時点で想定で
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きる範囲内の収支見通しを明らかにしておりま

すが、第３期経営計画で予定していた貸付額に

加えまして、今後の公社による経営改善に向け

た取り組みや関係市町村からの支援等によって

もなお不足する分について、一定程度ずつ増額

していく必要が生じたものと理解しておりま

す。具体的な貸付額につきましては、今後、毎

年度の予算編成の中で公社の経営改善等を精査

の上で総合的に検討してまいることにしたいと

考えております。

○中野廣明議員 言葉じりをとらえれば、今ま

でちゃんとせんかったかという話にもなります

けれども、いずれにしても、今のところは県が

出さんことにはでけんということでありますか

ら、それで仕方がないのかなと思うより仕方が

ありません。

また、「公社のあり方そのものの決定権限は

公社にある。今後も県は貸し付けを行おうとし

ている。事実上は、県という組織が公社のあり

方について実質上の権限を持っている。議会は

県の予算を決定する機関であることから、今後

の公社のあり方は実質的権限を議会が持ってい

ることになる」、そういう言い方もしてあるわ

けです。だから、結局この問題は、どこが責任

とるかという話じゃなくて、しっかりどこかで

整理をせんといかんのじゃないか。知事が予算

を出して、議会が認めんという話なのか。そう

いうことをどこかでけじめをつけんといかんと

思っているんです。

知事に聞きますけど、今、公社は、自己資金

も枯渇し借入金も返済できない状況だ。県が税

金を投入しないと公社継続はできない。現状で

は、杉の価格、需要の高騰も見込めない。県内

の森林面積は59万ヘクタール、そのうち民有林

は25万ヘクタール、そして分収林は１万ヘクタ

ール。この１万ヘクタールを維持管理、売買す

るために、これまで利息を183億入れ込んでき

た。現在の借入金残高が339億、これが総投資額

かな。聞いてもはっきり出ません。分収林の今

の時価相場97億という見方です。これまでの地

権者、公社の取り前は26億円、平成80年度の分

収林契約最終年度では205億円の収支不足になっ

ているということなんです。そして、再度、繰

り返しますと、日本政策金融公庫、元金130億

円、利息102億円、今まで232億円払っておるわ

けです。この問題はだれに責任があるかとかそ

んな話じゃないと思うんです。だれかがどこか

で─平成80年まであと55～56年持っていくの

かということなんです。そうなるとやっぱりこ

こは─知事は林業公社の理事長でもあります

よね。私は、とりあえず知事の責務かなと。そ

ういう案を出して、議会がどうするかというの

はまた議会の責務でもあると思うんです。とり

あえず、総務部長も29年までするのが最良の方

法だと。私もそれでいいと思っている。第３期

経営計画の結果次第では、やっぱり公社清算に

入るとかそういう決意を持って出していただか

ないと、私は、こんな状況で「はい、賛成で

す」とか予算の賛成なんかできんなと思ってい

るんです。知事の決意のほど、考え方をお聞か

せください。

○知事（河野俊嗣君） 林業公社につきまして

公益性というお話がございました。森林所有者

等が整備が困難な奥地の森林などを森林公社が

賄い整備をしている。それによりまして国土保

全、水源の涵養、多様な公益的機能を果たして

いる、また雇用等も確保しているということで

ございます。

今御指摘がございましたように、平成80年度

で多額の収支不足が見込まれるような大変厳し
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い状況ということで、これについては重く受け

とめておるところでございます。もうそのとき

には自分はこの世になく、それを見届けるとい

うこともできないわけであります。だからこ

そ、今この時点で、どのような考えで、どのよ

うな情報に基づき選択したのかということを

しっかりと県民の皆様にも説明した上で、ベス

トの選択をしていくことが必要であろう。県議

会はということでいろんな記述がございました

が、そういう意味で丁寧な説明を行っていくと

いうことの記述でございます。

これまで総務部長等答弁いたしましたよう

に、今後の木材価格の動向というものも大変大

きな影響もございますし、国の制度、現在、高

率の補助が活用できる、また特別交付税による

支援というものもございます。そういったもの

をトータルでとらまえて、現時点では公社とし

て存続させることが最良の選択であるという判

断でございますが、また今後の状況というもの

をしっかり勘案しながら、平成29年度のチェッ

クの時点では、改めてその存廃も含めてあり方

についてしっかり考えてまいりたいというふう

に考えております。

○中野廣明議員 本当に国内の公社では今、560

億、537億、566億、671億とかみんな借金を抱え

ております。そういうことにならないように、

我々はしっかり議論すべきだと思っておりま

す。29年、まだ先の話であります。とりあえず

ことしの予算もありますから、その間、部長も

含めて、総務部長、しっかりまた議論していた

だきたいと思います。今のままでは、私は、た

だ賛成とは言えないような気がします。

次に、スマートインターチェンジの設置につ

いてお尋ねいたします。

大分―宮崎の高速道路も２年先にはおおむね

でき上がり、本県の産業に大きな効果をもたら

すものと期待しております。また、スマートイ

ンターチェンジの設置は開通効果をさらに増大

させると同時に、その地域の発展に寄与するも

のであります。今、国富町はもとより、綾町、

宮崎市、日向市、これは西村議員からもありま

した。国富町のスマートインターチェンジの設

置を強く望んでおります。国富町が中心になっ

て活動を始めています。その取り組み状況、県

の考えを県土整備部長にお尋ねいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） スマートイン

ターの整備に当たりましては、地元自治体が

国、県、市町村、それから高速道路株式会社等

から成ります地区協議会を設立しまして、採算

性等の検証を行った上で連結許可申請を行う必

要がございます。このため、今、議員からお話

ありましたように、国富町が主体となりまし

て、昨年度に地区協議会設立の事前準備として

関係機関による勉強会を立ち上げ、必要性や整

備効果等につきまして検討を進めてきたところ

でありまして、先月18日にも勉強会を開催した

ところでございます。県といたしましては、ス

マートインターチェンジは地域振興や利用者の

利便性向上に寄与すると考えておりますことか

ら、この勉強会の検討結果や国富町の意向も踏

まえながら、早期に地区協議会を設立できるよ

う関係機関との連絡調整など積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 私は今、このことだけが楽し

みなんです。何もほかにないけど。知事、夢で

終わらせんように、ぜひ頑張っていただきた

い。部長もですね。

次に、海外からの誘客対策についてでありま

す。

宮崎県の外国人客は、シーガイアオープン当
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時、平成５年に宿泊者数２万6,000人、これまで

に最高で平成10年に18万5,000人、平成21年で６

万4,000人に減少しております。このような中、

日本―台湾の国際便はオープンスカイになり、

鹿児島空港には来年３月、台湾から週３便の就

航予定と聞いております。ことしの８月１日に

は、鹿児島の上海便は週２便から４便に増便さ

れている、こういうことであります。私は、宮

崎は本当に、このままにしておったら取り残さ

れるんじゃないか、そんな危惧を持っておりま

す。新たな路線開設をだめもとでいいからどん

どんやるべきだと思いますけど、県民政策部長

にお尋ねいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 本県では、こ

とし６月に策定しましたアクションプランにお

きまして、中国などとの国際新規路線の開設に

向けた動きを活発化させることとしておりま

す。このため現在、いろいろな観点から開設の

可能性や、どの都市との路線が本県にとって有

益かなどにつきまして検討を始めておりまし

て、先般は上海や北京に拠点を置く航空会社等

を訪問しまして意見交換を行ったところでござ

います。その意見交換の内容でございますが、

例えば、今御紹介ありました鹿児島―上海便で

ございます。現在、中国東方航空が運航してお

りまして、ことしの夏に増便いたしました。台

湾便とは逆のパターンで、鹿児島便に加え宮崎

便も就航していただけないか、そういう動き。

あるいは南九州には北京便がありません。この

あたりは、北京を拠点とする中国の航空会社で

あります中国国際航空などに対しまして、宮崎

―北京間の就航ができないか、そういう点につ

いて意見交換等をやっているところでございま

す。

また、中国に関してちょっとつけ加えますけ

ど、今、オープンスカイになっておりません。

したがいまして航空協定がありまして、日本の

運航地点として宮崎は入っていないわけでござ

いますが、実は定期便とほとんど同じでありま

すプログラムチャーター、こういう手法があり

まして、その就航をまずはお願いしていく、そ

ういう取り組みもやっていく必要があると思っ

ています。

新たな航空路線を開設するためには、長期的

な視点に立った継続的な取り組みが何よりも必

要でございます。引き続き、情報収集あるいは

実現可能性のある航空会社への訪問、あるいは

具体的な要望活動を粘り強く重ねていきたい、

そういうふうに思っています。以上でございま

す。

○中野廣明議員 宮崎は新幹線もない、このま

ましておるといろんな面で乗りおくれる。知

事、こういうときはトップセールスでいいんで

すよ。部長とかね。やっぱり知事が行けば、相

手は社長が会ってくれるんです。営業が行った

ら下の人しか会ってくれない。ぜひ頑張ってい

ただきたいと思います。

次に、カジノ誘致についてお尋ねいたしま

す。

先般、日経新聞に、政府は来年度カジノ法案

を提出するという記事が目につきました。民主

党であります。先進国の中でカジノがないのは

日本だけ。宮崎の観光の現状、将来を考える

と、このままでは本当に先細りの感じがしてな

りません。カジノは、雇用、税収、観光客誘致

等大きな効果が期待できると思っております。

知事のカジノ誘致に対する考え方をお尋ねいた

します。

○知事（河野俊嗣君） 先日、マカオを初めて

訪問したんですが、そのときに泊まったホテ
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ル、客室が3,000室ということで、中にショッピ

ングセンター、レストラン街、それと大きなカ

ジノがございました。そこに群がるといいます

か、中華系の皆さんがずっとやっておられまし

た。12時前と朝出発の前、５時半ごろも確認し

たんですが、同じような状況です。本当に不夜

城というイメージでございました。それを見て

いると、そこにある購買力といいますかお金が

非常にもったいないなと、それを何とか取り込

むことはできないのかという思いがいたしてお

ります。

カジノにつきましては、大きな集客力もあり

ますし、地域経済や雇用面での期待もできると

ころであります。一方で、治安、それから青少

年に対する悪影響の問題、ギャンブル依存症な

どの課題もあると言われておるところでござい

ます。これまでも国におきまして、超党派のカ

ジノ議連等でいろんな議論がなされておりまし

て、私も総務省の地方債課というところにおり

ましたときに、宝くじ担当、まさにカジノ担当

でもおりましたので、そういう議連での議論と

いうのも参加をし拝聴しておりましたが、なか

なか制度化に向けて難しい状況もあるというこ

とでございます。いずれにせよ、国による法律

制定なりの対応が必要になるわけでございます

が、今後とも、私ども宮崎としては関心を持っ

てその動向に注目をしながら、制度化に向けた

方針等が明らかにされるような段階になります

れば、県民の皆様と幅広い意見交換をさせてい

きながら、県としてもしかるべき対応を検討し

てまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 積極論から慎重論に変わった

かなと思いますけど、ぜひ頑張ってください。

次、口蹄疫関連。山田前農林水産大臣が「口

蹄疫レクイエム 遠い夜明け」を出版しており

ます。農政水産部長、読んでおれば感想をお聞

かせください。

○農政水産部長（岡村 巖君） 「口蹄疫レク

イエム 遠い夜明け」ですが、私も読ませてい

ただきました。その感想ということでございま

すけれども、その本の中では、著者であります

山田前農林水産大臣が、当時副大臣として、国

の現地対策本部長として、ワクチン接種の決定

や国道等への全車両消毒に向けての消毒施設の

迅速な設置、また国、各県からの応援の確保な

どにつきまして、県とか市町村、また農家等関

係者といろいろ意見交換していただきながら進

め、取り組んでこられた経緯などが非常に臨場

感を持って書いておられます。我が国で初めて

の感染拡大という事態の中で、現場も相当混乱

していたわけですが、現場の混乱を含めた対応

の大変さを、改めて思い出させていただいたと

いうことでございます。

こうした一連の取り組みの中で、早期の終息

や口蹄疫対策特別措置法、また家畜伝染病予防

法の改正等につながったわけでございますけれ

ども、元大臣を初めとした国、また関係いただ

いた全国の皆様には、改めて、本当に心より感

謝の気持ちを持ったところでございます。

また、この本の中でも描かれておりますし、

農家の方々や職員と話す中でも、常に深く感じ

るところですけれども、口蹄疫の昨年の発生時

には、口蹄疫ウイルスという見えない敵との戦

いの中で、農家の方は一番大変でもとよりなん

ですが、国、県、市町村、また関係団体、自衛

隊や警察の皆様、それぞれのお立場で、さまざ

まな状況の中で、本当に多くの悩み、苦しみ、

また深い悲しみがあったということも深く感じ

た次第でございます。二度と同じことを繰り返

さないということを肝に命じ、また、国や県の
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検証委員会からもさまざまな御指摘をいただい

ておりますので、二度と発生させないための事

前の対策及び、万が一発生した場合の迅速、的

確な対応につきまして、防疫対策の強化等につ

いては全力で取り組む使命があるということを

再認識した次第でございます。

○中野廣明議員 丁寧な説明をいただきました

けど、私の期待の半分しかありませんでした。

この中で言っていることは、埋却地がなくてい

かに困ったかというのが３分の２なんです。そ

ういうことを感じてもらいたかったけど、余り

出らんかったな。

次に、県警本部長にお尋ねいたします。幹線

道路における防疫消毒、交通どめに関して、県

警の役割はどうなっているのかお尋ねいたしま

す。

○警察本部長（鶴見雅男君） 口蹄疫の防疫に

関する警察活動は、家畜伝染病予防法に基づき

ます県、市町村の防疫活動を支援するものであ

ります。主な警察の活動といたしましては、発

生から72時間以内の発生場所への通行の制限ま

たは遮断、そして消毒ポイントにおける交通の

危険防止やトラブル防止のための固定配置、あ

るいは誘導、警戒等の支援活動に当たってきた

ところであります。また、道路に消毒ポイント

を設置するためには、警察署長の道路使用許可

が必要でありますけれども、事態の緊急性にか

んがみまして、口蹄疫発生の際は例外的に、休

日や夜間であっても申請を受け付けたり、電話

による仮受付などでも対応するなど、消毒作業

がおくれることのないよう措置をとったところ

でございます。万が一、今後また口蹄疫が発生

しましたら、迅速・的確な対応ができるよう関

係機関との連携をしっかりととってまいりたい

と思っております。

○中野廣明議員 本部長に聞いたのは―ここ

にこう書いてあるんです。「山田は、政府の現

地対策本部長として県の担当者に詰問した。

「どうして一般車両の消毒はやっていないの

か」「そんなことをしたら国道10号線が大渋滞

を起こしてしまいます」「今や交通渋滞を云々

する場合じゃないだろう」」というようなこと

で、幹線道路の使用はどうするかということを

明確にしておったほうがいいかな。やっぱり最

初は本部でしっかり口蹄疫対策をとることだろ

うと思います。

部長、口蹄疫は本当の検証をして、何が原因

であれだけ出たのか。今やっていることは起こ

る前の消毒ばかりです。一番困ったことは隠さ

ずにしっかりそこをやらないと、二度目起こっ

たときはまた同じことを繰り返すんじゃないか

と思っております。本当に虚構じゃだめだと、

しっかり本音でやっていただきたい。

知事、もう時間がありませんけど、今、本当

に、全国、世界的にもそうですけど、宮崎がよ

くなるかどうかは知事のリーダーシップ次第で

す。みんなついていくような雰囲気をぜひつ

くって頑張っていただきたいと思います。終わ

ります。（拍手）

○外山三博議長 次は、坂口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕（拍手） 今議会最後

というかことし最後の一般質問になりました。

よろしくお願いをいたします。

質問に入ります前に、去る11月22日に川南町

漁協所属のマグロはえ縄漁船火災事故によりま

して、４名の方がとうとい命を落とされまし

た。ここに心から御冥福をお祈り申し上げたい

と思います。

それでは、通告に従いまして、まず知事にお

伺いをしてまいります。
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初めは、国と地方公共団体との人事交流につ

いてであります。

本県の県民の方々が大変大きな関心を持って

見つめている中で、知事は、県の副知事として

農林水産省から牧元氏を起用になりました。こ

ういった国からの受け入れというのは、本県に

限らずでありますけれども、全国で広く行われ

ております。そしてまた同時に、逆に地方公共

団体から国への出向というのもなされておるわ

けでありますけれども、こういった人事交流と

いうものがなされる目的というのはどこにある

のか、まずお尋ねをいたします。あわせて、そ

の現状についてもお聞かせをいただきたいと存

じます。

ところで、本県におきましては、申し上げま

したように、今の副知事・牧元氏を初め、合

計14名の国からの職員の受け入れをいたしてお

ります。そしてまた本県からは、東京事務所所

属の各省庁への派遣を除いて、７名の方が国へ

出向いております。こういった人事をやってお

られるわけですけれども、まず、知事として、

こういった国との人事交流については基本的に

どうお考えなのか。これを今後続けていくとす

るならば、どういった方針でお続けになるのか

お聞かせをいただきたいと思います。

以上で壇上の質問を終わりまして、後は自席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、国と地方の人事交流についてでありま

す。その基本的な考え方ということでございま

すが、国と地方の人事交流につきましては、平

成10年に閣議決定された地方分権推進計画など

におきまして、国においては、相互理解の促

進、広い視野を持って政策課題に取り組むこと

ができる人材の育成の観点から、相互・対等交

流の促進を原則として交流を進めることとされ

ております。また同様に、地方公共団体におき

ましては、人事交流の促進について積極的に検

討することとされておるところでございます。

このような方針に基づき、国と地方との人事交

流につきまして、直近の国の公表資料によりま

すと、平成22年８月15日現在、国から地方公共

団体への出向者は、都道府県への1,220人を含め

て合計1,666人、地方公共団体から国への出向者

は、都道府県からの1,813人を含め1,996人と

なっておるところでございます。これは国全体

の人事交流の状況と考え方でございます。

次に、本県における人事交流の考え方につい

てでございます。県政の重要課題に的確に対応

し、県民本位の県政を推進していくためには、

行財政運営につきまして豊富な知識と経験を有

する人材を幅広く求めていくことが大切である

と考えております。あわせて、県庁内部におき

ましても、柔軟で幅広い視野や高度な政策立案

能力を持つ若手・中堅職員を育成する必要があ

るという考え方から、国との人事交流を行って

いるところであります。本格的な分権型社会を

構築していく上では、国と地方が対等の関係を

構築する必要があると考えておるところでござ

いますが、このような人事交流は、本県の抱え

る行政課題への対応、まずはこれが基本であり

ます。さらに、県と国の相互の実情の把握、連

携の強化、さらには人的ネットワークの形成に

もつながるものでありますし、人材育成という

点からも大変有効であるものと考えておるとこ

ろでございます。今後とも必要な見直しを検討

しながら、本県と国の双方にとってより効果的

な人事交流というものを行ってまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕
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○坂口博美議員 知事に、今の人事交流につい

て引き続きお伺いします。国から都道府県

へ1,220名、逆に都道府県から国へ1,813名出向

いておるということでありました。その基本

は、まず対等を旨とするということでもござい

ました。しかしながら、どうも率直に、本当に

対等なのかなという感じが払拭できないわけで

あります。例えばなんですけれども、本来、地

方の立場を一番わかるべく、そしてその上に立

つべき総務省でありますけれども、先ほど

の1,220名の中の203名は総務省から地方公共団

体へ出ております。その中の14名が副知事、34

名が部長以上ということで、部長以上が48名な

んです。逆に、地方から国へということで

の1,813名、この中に課長以上は１人もいないん

です。室長が１人。ただ、これは総務省49名の

中ですけど。全体で言われました1,813名で見て

も室長クラスは２人。具体的には消防大学校の

副校長と苫小牧の国土交通省の室長待遇の方で

ありました。こういったのを見たとき、本当に

対等と言えるのかなという感が率直にいたすわ

けでありますけれども、知事はこのことについ

てどう考えておられるのかお聞かせをいただき

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今御指摘にありました

ように、人数という面でも１対１となっておる

わけでもございません。また行き先のポストと

いう面でも、今御指摘にあったような実態があ

るところでございます。これまでもさまざまな

見直しがなされておるところでございますが、

今後とも、分権改革の基本的な発想である対等

ということで、人事交流につきましてもさらな

る見直しが必要であると考えております。

○坂口博美議員 そこのところとあわせてもう

一つ疑問なのが、その目的というのが人材育成

にある。分権時代にしっかり受け皿となれるよ

うな地方公共団体の体制を整備する目的だとい

うふうな趣旨の答弁でありました。地方分権推

進計画、閣議決定をされたのが平成10年であり

ますから、10数年が経過するわけです、こう

いった精神が改めてうたい込まれて。しかしな

がら、例えば本県を見てみますと、具体的に挙

げて恐縮ですけれども、総務部長とか副知事と

か財政課長というところが結構多いんです。現

在は県庁生え抜きの方が財政課長、総務部長で

すけれども。では、なぜそこが受けざるを得な

いのか、人材が育たないのかということ。そう

じゃないと思うんです。立派に仕事をしていた

だいている。ここのところもしっかり今後は、

県の立場でぜひ守っていただきたいと思うんで

す。

先ほどの1,220名の中の121名がたしか部長級

以上だったと思うんです。その中の48名は総務

省なんです。国土交通省が40名、２つで圧倒的

に占めているんです。地方の立場に立って本気

で人材を育成していただきたいし、その精神に

のっとった国との人事交流というものを構築し

ていただきたいと思いますけど、改めてまた御

答弁をお聞かせいただきたいと存じます。

○知事（河野俊嗣君） 今御指摘にありました

ように、本県職員の中にも、もちろんそれぞれ

のポストにふさわしい知識、経験、能力を有す

る職員多数育っております。一方で、先ほど申

しましたような行財政課題の対応というのもご

ざいますが、国、地方のいろんな意味での交流

なり連携を図っていく、人的なつながりをつ

くっていくという面もございますので、その辺

のバランスを勘案しながら、今後とも適材適所

で、県庁の内部、外部を問わず人材の登用に努

めてまいりたいと考えております。
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○坂口博美議員 ぜひよろしくお願いします。

先ほどの中野議員の質問でもそういった交流の

大切さは十分理解しますし、僕らも上京いたし

まして、要望活動等でここに過去おいでになっ

ていただいた方がおられるとほっとして、その

効果というのは十分感じるんです。でも、やっ

ぱり人材育成というのは─また地方にとって

は自立というのも大切な課題でありますので、

そこを含めてよろしくお願いをいたします。

また引き続いて人事問題で恐縮ですけれど

も、副知事の２人制について、知事に考え方を

聞いてみたいと思うんですが、これは通告して

いなかったんですけれども。

今、議会の多くがそう感じているんですけれ

ども、どうも最近の県職の方々、事なかれを期

待してというのか、何か小さくなったような気

がするんです。そういったことを感じている方

はたくさんあると思うんです。じゃ、河野知事

が副知事であった時代、あるいは今の牧元副知

事、優秀ということは衆目の一致するところ

で、大変すばらしい人材というのはみんなそう

思っておるところです。しかし、結果的にどう

も、閉塞とは言わないけれども、何かそういっ

た空気が感じられるわけです。これが何なのか

なと思うんですけれども、いつかは東京に帰っ

ていく人、いつかはよそに帰ってしまう人とい

うものが壁になったり、いまひとつ遠慮があっ

たりするのかな。こんなお話をすると、知事も

副知事も、我々は命がけで宮崎のために頑張り

たいのに、心外だと思われるやもしれませんけ

れども、現実的にそういうものを感じておる議

員が多いんです。県民の方からもそういうお話

を聞くんです。これは何なんだろうと考えるん

です。

御案内のように、宮崎県は再置県、明治16年

から官選知事が35代続いております。この35代

の官選知事の中で11名は２年以内に東京に帰っ

てしまっているんです。ひどい知事というの

は、「宮崎の知事を命ず」という辞令が出たと

たんに、そんなところに行くならおれは公務員

やめたということで辞表を出したり、宮崎の知

事の辞令が出ても、とうとう宮崎に来んまま、

４カ月で、ごねて中央にまた異動させてもらっ

たりとか、とにかく２年以内が11名なんです。

４年といったら本当ごくわずかしかいないんで

す。そういうのに県民は怒ってしまって、宮崎

は知事の練習舞台じゃないぞという騒ぎを県庁

前で起こしたこともあるわけです。これは今と

は時代も違うし、異次元の話ですけれども、そ

ういったＤＮＡというのを受け継いできている

のかなという感じがないでもない。ちなみに、

これは知事がそうだというんじゃないんです

よ。広島出身の知事というのも１人、19代知事

がいらっしゃいまして、この方は１年１カ月い

てくださったのかな。それと広島ゆかりとなる

とあと２人いらっしゃいまして、32代と35代。

１人は１年いなかったのか。もう１人は１カ月

ですけど、これは昭和22年の例の最後の県知事

で、これは制度的に変わったから仕方なかった

んですけど。それで県民は、お２人に、心外と

思っても、理解できないという部分がＤＮＡと

してあるのやもしれないんです。

そんな中で、全国の状況を見たんですけれど

も、今、本県を含めて１人制が15県ございま

す。ことしに入って、３月に長野県が２人制

へ、そして４月に長崎県が２人制へ。15の中の

２つが九州では佐賀県と宮崎県なんです。ほか

にも、２人から１人に減らしてまた２人にふや

してきているところもあるということで、一つ

には、我々は単純に、１人減らせば人件費の節
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約じゃないかということを言っていたんですけ

ど、仮に2,0 0 0万の費用をかけてでも、20

億、200億の県民サービスのかさ上げというんで

しょうか、サービスの増大、質の向上ができれ

ば、このことについてはかたくなに聖域とすべ

きじゃないと思うんです。これは通告も何もし

ておりませんでしたから答弁のしようがないや

もしれませんけれども、できますれば、知事が

御判断になることですから、何か考えがあれば

お聞かせをいただけるとありがたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 今、過去のデータも含

めてさまざまな御指摘もいただいたところでご

ざいます。私も牧元副知事も県外出身でござい

ますが、牧元副知事はいずれ農水省ということ

でございます。ただ、私は総務省のキャリアも

すべて捨てて退路を断って、まさに骨を埋める

ということで今務めておるところでございま

す。ぜひその覚悟は御理解をいただきたいとい

うところでございます。

副知事の２人制の御指摘でございます。これ

は以前も答弁申し上げましたが、以前そのよう

な提案がなされたときに、その当時のいろんな

状況があるということでございますが、やは

り、行革の観点からいかがなものかということ

で実現がなされていなかったところでございま

す。また、さらに財政状況が厳しくなるとき

に、それが理解が得られるかどうかということ

を強く感じるところでございます。

牧元副知事の選任に関しましては、これまで

も御説明申し上げましたような、口蹄疫、鳥イ

ンフルエンザ、新燃岳さまざまな農業被害があ

る中で、しっかりと農水省との連携も図りなが

ら取り組んでいきたいという政策的な課題に基

づく選任で、実際、現場にも足を運んでいろん

なことをきめ細かく対応いただいているところ

でございます。それに加えて、今、議員から職

員の士気についても御指摘があったところでご

ざいます。２人制にすることに伴うコスト、そ

の効果、それから職員、県民の皆様に与える影

響さまざま勘案しながら、一つの御提案として

受けとめて、私なりに考えさせていただきたい

と思います。

○坂口博美議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思うんです。決してだめだというんじゃないん

です、よそからおいでになっても。そうじゃな

くて、何か感じるものがあるんです。特にこれ

から行政というのは、市町村との連携とか、場

合によっては痛みを伴わせることのお願いとか

説得、そういったときに、申し上げましたよう

にＤＮＡが仮に県民性としてあるならば、なお

さらのことこれはやっぱり考えていただきたい

と思います。気象予報士よりも、そこに住んで

いるじいちゃんの天気予報のほうが当たるわと

かそういう話、そこらを県民の皆さんにどう理

解していただくかという作業、その前に当然、

損益の判断というものがあるでしょうけれど

も、そういったことに取り組んでいただければ

なということを強く期待をいたしております。

次に、今度は地方交付税関係についてお聞き

したいんですけれども、せんだって国の概算要

求がなされました。それを見てみますと、この

議会でも質問があったんですけれども、総務省

の地方交付税要求額が約17兆1,000億円、対23年

度比で3,000億円ぐらいの減です。これは今まで

の経験則からいくと、本県に30億ぐらいのマイ

ナス影響が出ることが心配されるんですけれど

も、こういった交付税含めた財源の不足という

か、その確保とか影響等についてどのようなお

考えをお持ちか、知事にお伺いをいたします。
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○知事（河野俊嗣君） 今御指摘のありました

ような、９月末に示された概算要求時点の総務

省の地方財政収支の仮試算、あくまで仮試算で

ございますが、今お話がありましたように、地

方交付税の要求0.3兆円の減になっておるところ

であります。国におきましては、地方税、地方

交付税、臨時財政対策債を合わせた地方の一般

財源総額につきましては、前年度並みの水準を

確保するという方針のもとに仮試算がなされて

おるところでございますが、本県の場合、自主

財源が乏しく、依存財源の占める割合が大変大

きいというところがございますので、まずは地

方交付税として確保していただくことが大変重

要であると考えております。現時点では概算要

求に基づく見込みでありますので、今後の税制

改正の状況なり地方財政対策の議論の動向を注

視していく必要があると考えておるところでご

ざいますが、本県としては交付税の総額の確保

というものを強くこれからも求めてまいりたい

と考えております。

○坂口博美議員 総額確保というのは当然入り

口ですけれども、問題はその後だと思うんで

す。きょうは避けますけれども、まず基準財政

需要額の算定のあり方でありますとか、今の税

と配分の一体的な改革、特に今、32～40％とい

う要望事項も上げておられますけれども、その

具現性の見通しとか、ここらを本県にとってど

ういう選択がいいのかしっかり判断していただ

いて、ぜひとも強い活動を期待いたしておきた

いと思います。

また、国の概算要求に関してですけれども、

これについては、まず一つには中期財政フレー

ム、もう一つには概算要求の組み替え基準とい

うんですか、これと照らし合わせて、社会保障

費の自然増への対応も含めた中での概算要求を

やるんだと。具体的には、公共事業であります

とか、裁量的経費の一律10％カットということ

が基本でなされた概算要求でありますけれど

も、そうなりますと、こういった部分に具体的

には補助金、国庫支出金として大きく依存して

いる本県にとっては大変気がかりなところなん

です。まずは国の必要な裁量的・公共的予算の

確保というのが大切になると思うんですけれど

も、国がまずその予算を確保することについ

て、知事としてはどういう対応をしていかれる

のかお聞かせをいただきたいと存じます。

○知事（河野俊嗣君） 今御指摘のあったよう

な概算要求組み替え基準によりまして、義務的

経費を除くほとんどの経費が一律10％削減とさ

れている。また、別枠措置とされております日

本再生重点化措置につきましても、7,000億の予

算枠に対しまして要求が２兆円出されていると

いうことでございまして、地方向け補助金を含

む来年度予算の見通しは、非常に厳しい状況に

ありますし、先行きが不透明だと不安に思って

おるところでございます。自主財源に乏しい本

県におきまして、今後とも必要な社会資本整備

を図る、また県民に必要なサービスを提供して

いくためには、しっかりとした予算の確保とい

うもの、国からの補助金は欠くことのできない

ものであるというふうに考えております。これ

までも政府や各省庁に対して要望活動を行って

まいりました。道路予算につきましては、先日

も御説明申し上げましたような国土交通大臣へ

の要望なり、また民間での70万人署名なり女性

の会の動きなど、いろんな県民総力戦で取り組

んできたところでございますが、今後ともさま

ざまな機会をとらえてさらに強く働きかけを

行ってまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 今答弁の中にありました日本
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再生重点化措置の閣議決定枠の7,000億ですけれ

ども、これに２兆円近い要望がなされて、これ

からその確保合戦ということになるんでしょう

けど、今回、要望として上げられている再生枠

ですが、例えば防衛省、これは国家防衛のため

の警戒でありますとか監視のための燃料費、そ

のための装備の維持補修費、あるいは原子力災

害時における対応のための装備費、それらを含

めて前者が660億ぐらいですか、後者が97億ぐら

い、合わせて防衛省だけで960億。それから農水

省に至っては、戸別所得補償の米価の価格変動

への補てん金としての1,020億ですか、これと合

わせて総額で1,506億を要望しているんです。そ

のほかにも、額は小さいながら、会計検査院で

ありますとか皇室費、裁判所費、国会費、ほと

んどが義務的な経費なんです。どこにターゲッ

トがくるかというと、国土交通省の6,600億余り

の復活予算だと思うんです。これが10マイナス

の1.5掛けですから、仮に３分の１しか認められ

ないと、対前年比で95％になってしまう。そう

なると、言われましたように直轄の重点配分で

すから、直轄で食ってしまって、仮に国が対前

年98％も食ってしまったら地方には91～92％し

か来ないわけです。

毎回問題になりますように、本県のインフラ

整備、あるいは危機への対応といった急ぐとこ

ろばかりなんです。大変なことになると思うん

ですけれども、こういったことを考えるとき

に、知事として公共事業費の確保というのも大

きな仕事になってくると思うんですが、これに

対しての考え方をお聞かせいただきたいと存じ

ます。

○知事（河野俊嗣君） 公共事業予算に関して

でございますが、国土交通省などに要望に参り

ましたときに、ミッシングリンクというような

ことで東九州自動車道等も含めて予算要求をし

たという説明を受けまして、大変心強く思った

一方で、今御指摘のありましたような、重点化

措置の枠については義務的なものがかなり含ま

れているのではないか、公共事業にどれだけ回

されるだろうか、大変厳しい状況になるという

ような認識でございます。ただ一方で、本県は

全国に比べておくれている高速も含めたインフ

ラ整備をしっかり進めていく必要がございます

し、東日本大震災の教訓を踏まえた防災対策な

ど数々の公共事業を取り組んでいく必要がござ

います。そのようなところで大変厳しい財政状

況でございまして、第３期財政改革推進計画に

基づく一定のシーリングは行うこととしており

ますが、特別枠の地域経済活性化枠（仮称）を

設けて、何とか地域経済の活性化を図るという

ことを、この予算の中のやりくり、また国の今

後の予算編成の状況等を勘案しながら、しっか

り財源を確保してまいりたいと考えておりま

す。

○坂口博美議員 ないそでは国も振れないで

しょうから、今言われたように、より効率的な

予算の執行に向けて一層の努力をお願いしてお

きたいと思います。

ここで一つだけ会計管理者にお聞きしたいん

ですけれども、今、県は幾つかの基金を持って

おります。当然これは運用されていくわけです

けれども、この基金がどのようになっているの

か、また運用の実績がどうなのか、運用に際し

ての基本的な考え方はどういうものをお持ちな

のかお聞かせいただきたいと存じます。

○会計管理者（豊島美敏君） 基金につきまし

ては、平成22年度末現在ですけれども、41の基

金があり、その残高が約1,250億円となっており

ます。また、その運用により平成22年度は約１
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億7,200万円の利子収入を得たところでありま

す。こうした基金の運用につきましては、地方

自治法において、「最も確実かつ効率的な方法

により運用しなければならない」とされてお

り、これを前提としまして、ペイオフ対策など

による元本の確保、またいつでも現金化が可能

となるような流動性の確保、そして収入確保の

ための効率性の追求を基本的な考え方として、

定期預金や国債等により資金運用を行っている

ところであります。今後とも適切な運用に努め

てまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 ありがとうございました。今

の基本的な考え方からすると、定期預金と国債

ということだったんですけど、具体的には、い

つでも現金化となると、サイトの問題で大方が

定期預金かなと、金利を常に気を配りながらの

運用かなという気で、少しは安心したんです

が。

と申しますのも、この問題をあえて取り上げ

たのは、一つはギリシャに端を発したユーロ危

機です。国が背景にある国債だといっても、安

心できる時代ではなくなったと思うべきだと思

うんです。ですから、国債は安心だよというこ

とでそこに簡単に投資というのは、運用の面で

はちょっときつくなってくるのかなという気が

いたします。我が国の国債は心配ないと思われ

るかもわかりませんけどですね。僕もそう思っ

ていたんです。日本政府の財政に対しての管理

はしっかりしていて、日本は違うがなと思って

いたんですけど、そうでもないんじゃないかと

思えることが、今回の国の３次補正です。総額

では106兆4,000億で、12兆1,000億余りの増額補

正をやったんです。これはこれで歓迎すべきこ

となんですが、問題は赤字国債なんです。平

成23年の当初予算には、歳入では赤字国債によ

る部分というのが38兆2,080億円あったんです。

これがせんだっての３次補正のときには36

兆9,880億、だから１兆2,200億の減額です。

今の政府・与党、あるいは財務省あたりは仕

分けまでやって徹底した無駄の削減をやってい

るんだということで、大いに期待されていると

ころですけれども、申し上げましたように12兆

に上る増額補正です。国債も赤字国債です。そ

ういうときに減額を１兆円余りもされるなんて

いうのは、僕の頭では理解できない行為なんで

す。もしここで知事が何か知見をお持ちならお

答えいただきたいし、恐らく推測では言えない

ことだと思って。理解できないんです、どう考

えてもですね。尋常なことじゃないですね。そ

れほど財政運営が未熟なのか、あるいは最初の

予算の組み方がいいかげんだったのかと思うと

きに、我が国の国債、トータル的には歳入で言

えば税収とかに頼る部分が106兆4,000億の中

の50兆6,000億でしょう。それをはるか５兆円余

り上回る55兆8,000億が公債による歳入ですよ

ね。こんなことも前代未聞。年度末にはこのま

まいくと676兆円でしょう。これを財務省では国

民の皆様にわかりやすくということで、我が家

の家計に例えると、40万円の所得の家庭の皆さ

んが毎月84万円の生活をしているような状況な

んですよ。だから44万円はローンを組んで生活

しているんです。ことしの３月末にはあなたの

ローンの総額は6,419万円になりますよ。破綻と

一緒なんですよということを一方では言ってわ

かりやすくしているんです。

国とか地方の財政状況のあり方を見たとき、

消費税も増額しなきゃなとか、所得税について

も累進も含め見直して、やっぱり増額ありきか

なということ。よく考えてみると、地方議会の

議員の立場で税金上げろなんて本当はおかしな
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行動ですよね。こういったのに乗っけられたと

いうと語弊があるかもわからないですけど、そ

れだけきついと思ったけれども、こんないいか

げんな赤字国債を組んでいるんじゃ、やっぱり

もう一回出直せと、消費税についてもですね。

その中で地方の立場を考えた配分をやれ、５％

のうち４％の30％の1.2ですか、こんなのじゃな

くて半分ぐらいよこせと言いたくなります。

これは答弁は求めませんけれども、そういう

ことで会計管理者には、今どれぐらい国債で運

用されている部分があるのかもわからんけれど

も、我が国といえども国債神話というものは壊

れたというスタンスのもとで、ぜひ運用してい

ただきたいなと思っております。

次に、地産地消についてお伺いをしていきた

いと思います。まず県民政策部長に、地産地消

について、県は「広い意味での地産地消」に取

り組むんだという言い方をなされておりますけ

れども、「広い意味での地産地消」というのは

どういうことを意味するのか。特に「産」とい

うのは何を意味するのか、「消」というものは

何を意味するのかについてお伺いをしたいと存

じます。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 「広い意味で

の地産地消」でございますが、県内産の農林水

産物の生産、消費にとどまらず、工業や商業、

さらには観光などさまざまな分野にわたりまし

て幅広く取り組んでまいりたいと考えておりま

す。この中で「地産」の意味でございますが、

文字どおり「地域で生産されたもの」というこ

とになりますが、農林水産物に加え、工業製

品、伝統工芸品、あるいは鉄道、バス等の交通

機関による移動・輸送サービス、あるいは飲食

・宿泊サービスなどさまざまな形での生産活動

等が含まれてくると考えております。また、

「地消」の意味でございますが、「地域で消費

する」ということになります。県内のレストラ

ンで県産食材が使われた料理を食べたり、地域

の文化を体験したり、県内のホテル・旅館に宿

泊する、あるいは県内素材を使った最終製品の

生産・加工、あるいは企業活動における原材料

等の県内調達、そして公共交通機関の利用、さ

らには公共事業における県産材の利用促進や、

行政が発注する場合の地元企業の活用など幅広

く含まれてくると考えております。

○坂口博美議員 ありがとうございました。

引き続いてもう一つ、その意味での地産地消

を進めるというわけですけれども、そういった

意味から、広い地産地消というものを進めるそ

の目的というのはどこに置かれているのかをお

聞かせいただきたいと存じます。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 本県経済は、

口蹄疫や新燃岳の噴火等によりまして、県内需

要の低迷、またそれに伴う消費活動の停滞など

によりまして大変厳しい状況が続いておりまし

て、経済活動の早急な回復が求められておりま

す。また、県際収支の面から本県経済を見てみ

ますと、平成20年度では約5,400億円の移輸入超

過となっておりまして、このことは大まかに言

えば、県内需要に対し県内での生産活動がこた

え切れておらず、県外から物品等が流入してい

る状況を意味しているところでございます。ま

た、厳しい環境下に置かれております県内の中

小企業の振興の観点からも、県民がもっと地元

の中小企業を支えていくことが必要であると考

えております。

今後の本県経済の活性化を図る上で、県外、

海外からの需要を積極的に取り組んでいく、こ

れはもちろん必要でございますが、一方で、県

内における消費を喚起したり、価値や資金が効
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果的に循環する流れを強化していくことが大事

であります。このような取り組みとしまして、

現在、農林水産物の地産地消などが進められて

いるわけでございますけれども、広い意味での

地産地消の目的は、これをもう一歩進めまして

経済活動のさまざまな部分に拡大し、本県経済

の活発化、ひいては地域の活性化につなげてい

くということでございます。

○坂口博美議員 次に、農政水産部長にお伺い

をしたいと思います。地産地消推進協力員であ

りますとか、こだわりの店でありますとか、こ

ういった形で農政水産部としては積極的な地産

地消の取り組みをなされているわけですけれど

も、本県におきます農畜水産物の生産と消費の

現状はどうなっているのか。それからまた、本

県で消費される農畜水産物の中に県内産がどれ

ぐらい占めるのか、県外産がどれぐらい占める

のか。かなりな移出県ではありますけれども、

そこらのところが把握できているなら、それも

含めてお聞かせいただきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県内で消費す

る農水産物は、市場や小売段階での多様な流通

によりまして、県内生産が少ない時期や品目な

ど消費ニーズに応じて県外等から供給されてお

りまして、その状況の把握は困難な状況にあり

ます。このため、県内消費に対する県内供給力

という視点で各種の生産データや食料需給表を

もとに試算いたしますと、本県における皮やし

んを除く食べられる部分に換算した生産量は

約94万トン、一方、消費量は約46万トンであ

り、生産は消費に対し約２倍となります。品目

別には、本県の基幹品目である畜産で、牛肉

が3.5倍、豚肉が5.6倍、鶏肉が12.8倍、耕種作

物では、米が1.4倍、野菜が2.7倍、水産物が1.9

倍などと、本県農水産物の高い供給力がうかが

えるところでございます。なお、県内外の流通

・消費動向は各種施策を推進していく基礎資料

として大変重要であると考えておりますので、

品目ごと、需要先ごとにターゲットを絞りなが

らその把握に努めてまいりたいと存じます。

○坂口博美議員 かなりな、２倍以上の供給県

ですよね。でも、周りを見てみますと、ほとん

どのものが宮崎で生産されながら移入されてい

るという実態もあるんです。だから、出と入り

等何らかの形で統計をとって、また次の手だて

を講じていくべきではないか─本気で取り組

むならですね。これはまた今後の課題としてお

願いをしておきたいと思います。

それから、公共三部を代表して県土整備部長

にお伺いをしたいと思うんですけれども、今、

県民政策部長の「広い意味の地産地消」という

考え方の中には、公共工事における県内での資

材の調達、あるいは県内企業への発注というも

のも含めているんだというお答えでありまし

た。そういった視点からの公共三部における地

産地消は、どういった考え方で、どういう取り

組みをされて、どういった効果を上げておられ

るのかをお聞かせいただきたいと存じます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県発注の建設

工事等につきましては、地域における建設産業

の果たす役割等を考慮しまして、特殊な橋梁等

の、県内において施工可能な業者が少なく競争

性が不足する工事などを除き、原則として県内

業者に発注することとしております。また、技

術的難易度が高い工事につきましては、特定建

設工事共同企業体、いわゆる特定ＪＶの形態を

活用することによりまして県内企業への技術移

転を進めているところであります。さらに、県

工事におきます下請業者への発注や建設資材の

購入につきましては、相手方を県内業者から選
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定するよう努めることを県の工事請負契約約款

に明記しますとともに、県外業者を選定した場

合には、その理由を報告することを義務づけて

おります。また、これらの地元企業の優先活用

につきましては、工事発注の都度、受注者に対

しまして要請文書を交付するなど、さまざまな

機会を通して建設業者への協力要請を行ってい

るところであります。このような取り組みの結

果、建設工事におきます平成22年度の県内企業

への発注率は、件数ベースで約97％、県内下請

業者への発注率及び建設資材の県内調達率は、

件数ベースでそれぞれ約90％となっておりま

す。

○坂口博美議員 ありがとうございました。

これは、知事、県民政策部長どちらかにお尋

ねしたいと思うんですが、知事はよく、県民100

万泊運動をいろんなところで発言され、またア

クションプログラムにも提唱されているんです

けれども、100万泊の定義、それから今後の取り

組み方について、基本的なところをお聞かせい

ただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 100万泊県民運動、100

万のところでございますが、今、県民は113万人

ということでございまして、１人が年間１泊す

れば、それを足し合わせると113万ということに

なり100万を超えると。100万という数字はイン

パクトがございますし、標語（スローガン）的

な意味合いで「100万泊県民運動」ということ

で、その数字を使っておるところでございま

す。心としましては、一人一人の年間１泊とい

うことで一歩踏み出していただく、その取り組

みが、寄せ集めると大きな効果を得るのではな

いかというところを訴えたい。困ったときは、

厳しいときはお互いさまという精神、それから

県民としても県内の観光地なりさまざまな資源

を改めて見つめ直す、いわばディスカバー宮崎

のような取り組みができないだろうか、そのよ

うな思いで提唱させていただいたところでござ

います。

発想のもとがそういうことでございますの

で、県民の皆様にこの取り組みなりコンセプト

というものを知っていただくことがまず重要で

ありますし、じゃ、協力してみようかという思

いになっていただくことが大変大切だと思って

おります。今、まだ具体的な形にはなっておら

ないところでございますが、経済団体、市町村

などと連携しながらこれをいかにＰＲしていく

か。それを受けていただく宿泊地、観光地の側

もそのような意識で受けとめていただくかとい

う仕組みづくりというものを今後考えていきた

い。それは、先ほど来答弁しておりますような

「広い意味での地産地消」を県民運動的に進め

ていく中で取り組んでまいりたいというふうに

考えております。

○坂口博美議員 流れに任せてイメージだけ

で、本当に実質的な地消につながるかなと心配

でもあります。

また、今もおっしゃいました。それから知事

はよく、県政報告会のときもおっしゃいました

し、いろんなイベントで、「広い意味での地産

地消を県民総力戦で進めるんだ」という発言を

よくなされます。大歓迎なんです。じゃこれを

どうやって具体的に進めていこうと考えておら

れるのか、引き続きお伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 「広い意味での地産地

消」というのは、県民一人一人の総力を結集し

ていくということが大変重要でありますので、

県民一人一人がこの趣旨を理解して行動してい

ただく、協力していただくことが何よりも重要

であると考えております。したがいまして、そ
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の機運の醸成、またその認知を高めていくこと

が大変重要でありますので、新たな県民運動、

官民一体となった県民運動を立ち上げてまいり

たいと考えておりまして、現在、各分野におけ

る、経済団体でありますとか市長会、町村会な

どとの相談を進めておるところでございます。

その推進体制、取り組み方針等につきまして協

議を進めております。できれば早いうちに、年

度内にスタートということで作業を進めておる

ところでございまして、100万泊県民運動なり中

山間地域の活性化、さまざまな効果をねらいな

がら取り組みを形づくってまいりたいと考えて

おります。

○坂口博美議員 これからいろんな過程を経て

最終的な形が決まるんでしょうけれども、

今、100万泊にしても標語的な感じの答弁であり

ました。ですが、これは必ず効果のあることで

もあります。しかし、100万泊というものを確実

に物にするためには、今、何泊やられている

の。県民１泊というのは何の定義をもって─

じいちゃんところに夏休みに孫が来るのも１泊

なのとか、それとも消につながる宿泊を泊とい

うのとか、ここらをまず整理していって基礎数

字を確保することから始める必要があるのか

な。

もう一つには、公共三部でも、それぞれの発

注部局としては、今の答弁を聞くと、これ以上

努力のしようがないよ、100％完璧に地産地消の

精神で工事契約なりその先の施工のあり方なり

には取り組んでいますよということで、達成

感100％というのを恐らく持っておられるんじゃ

ないかというぐらい完璧な地産地消の実態だっ

たと思うんです。公共工事、物づくりというの

は、まず設計書があって物ができます。設計書

には仕様とかいったものがある。そこで契約し

て守るべきものがその中に含まれるんですけ

ど、設計の中に、宮崎にない資材であったり機

材であったり、仮設なんかも含めた工事、それ

から施工方法であったり、いろんなものが設計

の中で固定されてしまうと、「県内で探したっ

てありませんでした」とか、「技術的にその技

術はパテントが要るものですから」とか、「そ

の技術者がいないものだから、同じものをつく

るためにほかの工法でお任せいただければその

機能を確実に達成できるものができるけど、残

念ながらこの設計では」という、設計の限界ま

で今の地産地消は来ているのかな。これを、同

じコスト、あるいはそれ以上のコスト、同じ機

能、性能が確保できるような工法なり資材なり

施工のあり方なりというもので発注すれば地産

地消がもっと広がる―公共事業は金額が大き

いからですね―という可能性を秘めながら、

その整理というのはなかなか難しい気がするん

です。

例えば、今ぽっと頭に浮かんだんですけれど

も、農政水産部は過去、県の間伐材を使った魚

礁の開発というのをやりました。これは県内業

者が登録を持っているはずです。でも、その魚

礁が入ったという話は聞かないんです。ですか

ら、こういったことを全部調査し、肝心なのは

コンサルタントがその知識を持つことだと思う

んです。コンサルタントが、こういう設計でい

けば県内の消費につながるよということ。だか

ら発注者側とコンサルタント側とがこれをしっ

かり共有される。ＮＥＴＩＳ（新技術情報提供

システム）に登録されるとか、新技術の紹介に

徹底してそこはやっていかれるとか、そうなる

と県で製造される２次製品とか、県内業者が

持っておる特許の実際の普及がもっと促進でき

るんじゃないかと思うんです。
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今言っていることは、言うほうは簡単なんで

す。聞くほうは憤りを感じるくらい難しいこと

だと思うんです。100万泊のカウントにしてもで

す。だから、今まで新ひむか運動で「なんでも

挑戦、みんなが参加」とか、安藤知事のときの

３つの部門へのボランティア、福祉部門とかの

登録制度とか、その責任を持つ部署をまずつく

りましたね。今回のは県民総力戦だから、官、

民、市町村まで抱き込んだ対策本部なり推進本

部をつくって、そこに予算措置をやって、横田

議員だったですか、「入るを量りて出るを制

す」、その逆の発想も必要なんだと言われまし

たけど、まさにそこだと思うんです。先ほどの

副知事２人制もですね。これはぜひ専門的に

─行政というのはかなりなコスト能力を持っ

ていますから─検討していただいて分析して

いただいて、本気で県民総力戦での地産地消と

いうものを進めていただきたいと存じます。

時間が参りましたので、要望にかえさせてい

ただきまして、終わります。（拍手）

○外山三博議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案第37号から第39号まで採決

○外山三博議長 ここで、さきに提案のありま

した収用委員会委員及び同予備委員の任命の同

意についての議案第37号から第39号までの各号

議案を、一括議題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

質疑並びに討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第37号から第39号までの各号議案につい

て、一括してお諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

◎ 議案第１号から第33号まで、第36号、

第40号及び請願委員会付託

○外山三博議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第33号まで、第36号及び第40号の

各号議案について、質疑の通告はありません。

当該議案及び新規請願は、お手元に配付の付

託表のとおり、それぞれ関係の委員会に付託い

たします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす７日から12日までは、常任委員会並びに

特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、13日午前10時開会、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時50分散会
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◎ 常任委員長審査結果報告

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、常任委員長の審査結果報告か

ら採決までであります。

まず、議案第１号から第33号まで、第36号及

び第40号の各号議案並びに請願第７号から第13

号まで、及び継続審査中の請願第３号を一括議

題といたします。

ただいまから常任委員長の審査結果報告を求

めます。まず、総務政策常任委員会、山下博三

委員長。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。御報告いたします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外８件及び新規請願１件の計10件で

あります。慎重に審査いたしました結果、お手

元に配付の議案・請願委員会審査結果表のとお

り、議案については全会一致、請願については

賛成少数により決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、平成23年度宮崎県一般会計補正予算に

ついてであります。

このうち、議案第１号に係る補正は、東日本

大震災対策、口蹄疫・経済復興対策及びその他

必要とする経費について措置するものであ

り、45億5,600万円余の増額補正となっておりま

す。この補正予算に要する歳入財源の主なもの

としては、国庫支出金31億5,600万円余、繰入金

９億3,800万円余となっております。

次に、議案第36号に係る追加補正は、国の平

成23年度補正予算の成立及び公共事業費の国庫

補助決定に伴うもの、並びにその他必要な経費

について措置するものであり、74億6,700万円余

の増額補正となっております。この補正予算に

要する歳入財源の主なものとしては、国庫支出

金36億8,100万円余、県債27億6,200万円余と

なっております。

次に、議案第40号に係る追加補正は、宮崎海

区漁業調整委員会委員補欠選挙に伴う経費とし

て1,600万円余を措置するものであり、歳入財源

は繰入金となっております。この結果、議案第

１号及び議案第36号に係る補正額を含めた補正

後の一般会計の予算の規模は5,963億9,700万円

余となります。

次に、議案第16号及び議案第17号「公の施設

の指定管理者の指定について」であります。

このことについて委員より、「地域経済を循

環させるという観点から、県内の施設について

は県内の企業・団体のみが指定管理候補者とな

るような制度の運用について検討を行ってほし

い。また、指定管理者制度になじまないと思わ

れる施設もあるので、制度導入の適否について

関係部局で議論を行ってほしい」との要望があ

りました。

次に、防災拠点としての県庁舎のあり方につ

いてであります。

このことについて当局より、「災害時に災害

対策本部が置かれる県庁１号館は、建築基準法

に基づく耐震性能は確保されているものの、老

朽化が進んでいるため、震度６強以上の大地震

が発生した場合、使用が困難となる事態が懸念

される。また、防災拠点施設としての活動スペ

ースが不足しており、関係部署の連携が図りに

くいなどの問題を抱えている。このようなこと

から、災害時の行政機能の維持を図るため、防

災拠点としての県庁舎のあり方について検討を
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行ったところ、新たな防災拠点施設の整備が適

当であるとの結論に至った」との報告がありま

した。

これに対して複数の委員より、防災拠点施設

を整備する際の財源等について質疑があり、当

局より、「施設整備の具体的な内容について

は、民間の有識者等を含む検討委員会を設置し

て調査・検討を行うこととしている。財源につ

いても、国の補助事業や交付税措置のある県債

の導入、あるいはＰＦＩ方式の活用など財政負

担がより少なくなる方法について調査・検討を

行ってまいりたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、県民の安全・安

心を守るためにも、災害時の情報収集や復旧・

復興の拠点となる施設の整備を可能な限り早急

に進めていただくことを要望いたします。

次に、部の名称についてであります。

このことについて委員より、「部の名称が

誤って使われる事例があるため、部の名称のあ

り方について検討してはどうか」との意見があ

りました。

当委員会といたしましては、部の名称でその

業務内容が県民に容易にわかるよう、名称を改

めることについて検討していただくことを要望

いたします。

最後に、「総合政策及び行財政対策に関する

調査」につきましては、地方自治法第109条第９

項の規定により、閉会中の継続審査といたした

いので、議長においてその取り扱いをよろしく

お願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、厚生常任委員会、黒木

正一委員長。

○黒木正一議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外９件及び新規請願３件の計13件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、お

手元に配付の議案・請願委員会審査結果表のと

おり決定をいたしました。なお、請願第９号に

ついては賛成多数により、その他の議案及び請

願については全会一致により決定しておりま

す。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で37億1,700万円余の

増額補正及び3,900万円余の追加の増額補正であ

ります。この結果、一般会計と特別会計を合わ

せた補正後の福祉保健部の予算額は1, 0 2 6

億6,500万円余となります。

このうち、地域医療再生基金事業についてで

あります。

本事業は、本県の地域医療が抱える課題解決

のため、地域医療再生計画に基づき、医師確保

や救急医療機能の強化、県医療計画に位置づけ

た４疾病６事業に係る医療提供体制の充実な

ど、各種事業を実施するものであります。

このことについて委員より、「国からの交付

金は要求どおりであったのか」との質疑があ

り、当局より、「今回の拡充分については、43

億円余りを要求したのに対し、内示額は30億円

であった。認められなかった主な部分は医療機

関の機器の整備であり、各関係機関と調整しな

がら事業を実施していきたい」との答弁があり

ました。

当委員会といたしましては、交付金を有効に

活用して地域の医療体制の充実に努めるよう要
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望いたします。

次に、議案第７号「宮崎県における事務処理

の特例に関する条例の一部を改正する条例」の

うち、民生委員の定数設定に関する事務におけ

る市町村への権限移譲についてであります。こ

れは、民生委員の定数設定に関する事務につい

て、えびの市へ移譲するものであります。

このことに関連し、委員より、民生委員の活

動経費について質疑があり、当局より、「活動

経費は、県負担分と各市町村の上乗せ分から成

り、平成23年度に支払われる活動経費の平均額

は１人当たり年額10万5,387円である」との答弁

がありました。

これに対して委員より、「各民生委員の仕事

量は大変多く、引き受け手が少ない状況にあ

る。また、この先、地域の高齢者の増加が見込

まれることもあり、民生委員の増員が必要であ

ると考えるが、増員には県や市町村の財政負担

が伴うため、今後、市町村とともに検討してほ

しい」との要望がありました。

次に、議案第18号から第20号までの「公の施

設の指定管理者の指定について」であります。

このことについて委員より、「委託料につい

て、いずれの施設も第２期と比較して減額と

なっているが、どのような理由があるのか」と

の質疑があり、当局より、「ここ２年間の実績

をもとに算出した結果である」との答弁があり

ました。

当委員会といたしましては、経費節減も重要

でありますが、利用者へのサービスの低下を招

かないよう十分に配慮していただくことを要望

いたします。

次に、県立病院事業の平成23年度上半期の業

務状況についてであります。

このことについて当局より、「平成23年度上

半期の結果を前年度と比較すると、収支差はほ

ぼ横ばいとなっている。しかし、昨年度は、年

度下半期の患者数や診療収入が大きく増加して

おり、そのことを考慮すれば大変厳しい状況に

あるのではないかと認識している」との説明が

ありました。

このことについて委員より、「厳しい経営環

境の中で、下半期はどのような取り組みを考え

ているのか」との質疑があり、当局より、「病

床利用率を高めることや材料費の節減を図るこ

となど、これまで取り組んできた収益確保と経

費節減をさらに徹底していきたい」との答弁が

ありました。

これに対して委員より、「これまでにかなり

のコスト削減を行ってきているが、引き続き、

県立病院の中では人員体制が整っている宮崎病

院において病床利用率を上げるなど、収益の増

加が図られるよう努力してほしい」との要望が

ありました。

また、より一層の経営改善のためには、病院

経営に当たる職員の専門性をさらに高めること

が必要でありますので、当委員会といたしまし

ては、その実現に向けて、人事体制の見直しを

行うなどさまざまな方策を検討することを要望

いたします。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件の外、「福祉保健行政の推進並

びに県立病院事業に関する調査」につきまして

は、地方自治法第109条第９項の規定により、閉

会中の継続審査といたしたいので、議長におい

てその取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、商工建設常任委員会、

松村悟郎委員長。
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○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外13件の計14件であります。慎重に

審査をいたしました結果、継続審査中の請願１

件を含め、お手元に配付の議案・請願委員会審

査結果表のとおり、いずれも全会一致で決定い

たしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で20億9,000万円の増

額補正であり、この結果、一般会計及び特別会

計を合わせた補正後の商工観光労働部の予算額

は535億9,600万円余となります。

このうち、宮崎県緊急雇用創出事業臨時特例

基金積立金についてであります。

このことに関連して、委員より、「国の補正

予算の成立に伴い、ふるさと雇用再生特別基金

についての積み増しはあるのか」との質疑があ

り、当局より、「ふるさと雇用再生特別基金に

ついては、現在のところ、国において増額補正

の動きはない」との答弁がありました。

これに対して委員より、「雇用対策について

は、一時的な雇用だけでなく、安定した雇用の

創出を図ることが重要である」との意見があり

ました。

当委員会といたしましては、安定した雇用の

確保は本県の重要課題であるので、今後とも積

極的に雇用対策を進めていただくよう要望いた

します。

次に、口蹄疫復興中小企業応援ファンド事業

についてであります。

このことについて委員より、「この事業は、

景気対策のためにも早急に実施する必要がある

ので、今後とも市町村等に対して適切な助言を

行い、当該ファンド事業の有効活用に努めてい

ただきたい」との要望がありました。

次に、みやざき東アジア経済交流戦略（仮

称）の中間素案についてであります。

この戦略は、平成20年度に策定した「みやざ

き県産品東アジア販路拡大戦略」を、これまで

の成果や情勢の変化等を踏まえて見直すととも

に、新たに観光交流の推進や経済交流基盤の整

備等の分野を加え、県内企業、関係団体及び県

が一体となって東アジア市場の開拓や経済交流

の拡大等に取り組むための共有の指針とするも

のであります。

このことについて複数の委員より、「今後、

東アジア市場の開拓、交流の拡大を図ることは

重要であるため、他県におくれをとることのな

いよう推進していただきたい」との要望があり

ました。

当委員会といたしましては、目指す姿である

「東アジアに開かれ、東アジアとともに成長す

るみやざき」となれるように、現地法人などか

らも情報を収集するなどして、実効性のある戦

略を策定していただくよう要望いたします。

次に、県土整備部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で２億円の増額補正

及び33億3,800万円余の追加の増額補正でありま

す。この結果、一般会計及び特別会計を合わせ

た補正後の県土整備部の予算額は844億6,100万

円余となります。

このうち、直轄高速自動車国道事業負担金に

ついてであります。

このことについて委員より、「今回の増額補

正により開通時期に変更が生じるか」との質疑



- 318 -

平成23年12月13日(火)

があり、当局より、「今回の増額補正のみでは

開通時期に変更は生じない」との答弁がありま

した。

当委員会といたしましては、高速道路の整備

は県政の重要課題であるため、国に対し十分な

予算を確保するよう求めるなど、早期整備に取

り組んでいただきますよう要望いたします。

次に、議案第25号から第29号までの「公の施

設の指定管理者の指定について」であります。

このことについて委員より、「指定管理者の

選定を行う委員については、どのように選んで

いるのか」との質疑があり、当局より、「担当

部局で選定し、指定管理者を募集する際に公表

している」との答弁がありました。

これに対して委員より、「委員の公表の時期

については、制度の公平性に疑義が生じること

のないように検討していただきたい」との要望

がありました。

また、別の委員より、「自主事業について

は、指定管理者の自主性が発揮され、利用者の

サービス向上を図る上で重要なものであるの

で、今後とも事業が円滑に行えるよう配慮して

いただきたい」との要望がありました。

当委員会といたしましては、指定管理者制度

における公平性や指定管理者となった団体の自

主性を確保するため、委員の選定や公表の時

期、自主事業のあり方などについて検討してい

ただきますよう要望いたします。

最後に、「商工観光振興対策及び土木行政の

推進に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第９項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、環境農林水産常任委員

会、田口雄二委員長。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外８件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で１億7,100万円余の

増額補正及び６億1,000万円余の追加の増額補

正、特別会計で2,400万円余の増額補正でありま

す。この結果、一般会計及び特別会計を合わせ

た補正後の予算額は262億4,500万円余となりま

す。

このうち、放射能測定調査事業についてであ

ります。

このことについて委員より、「国からの委託

事業であり、調査結果は国に報告しているとの

ことだが、関係市町村にも報告は行っているの

か」との質疑があり、当局より、「調査結果に

ついては、県のホームページで公表するととも

に、市町村には調査結果が出るごとに電子メー

ルで通知している」との答弁がありました。

また、別の委員より、「福島原発事故後、衛

生環境研究所の仕事量はふえたのではないか」

との質疑があり、当局より、「例えば、降下物

の調査については、これまで降下物を１カ月間

通して採取し、毎月１回調査してきたが、この

調査に加えて、１日間の降下物量を毎日調査す

るようになるなど、調査の方法や回数が変更さ
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れ、業務量がふえている」との答弁がありまし

た。

次に、宮崎県林業公社についてであります。

このことについて当局より、公益性や県の財

政負担など総合的に判断し、公社を存続させる

に当たっての今後の経営改善に向けた取り組み

について説明がありました。

このことについて委員より、「関係者に理解

を求めて分収割合を改善すべきではないか」と

の意見や、「借入金の利息の減免について、市

中銀行の金利の引き下げや、日本政策金融公庫

の繰り上げ償還を検討しているが、粘り強く交

渉し、成果を上げてもらいたい」との要望があ

りました。

また、別の委員より、「経営改善を行うとし

ているが、これ以上改善する余地はないという

ところまで徹底して行うべきである」との意見

がありました。

当委員会といたしましては、公社存続に当

たっては、方針案で示された経営改善に向けた

取り組みを確実に実行することはもとより、さ

らなる収支の改善を検討するよう求めるもので

あります。

次に、農政水産部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で２億3,600万円余の

増額補正及び13億3,300万円余の追加の増額補正

であります。この結果、一般会計及び特別会計

を合わせた補正後の予算額は411億7,300万円余

となります。

このうち、肉用子牛市場口蹄疫影響緩和対策

事業についてであります。

この事業は、昨年度の人工授精自粛の影響に

より、今後、子牛の出荷頭数が大きく増減する

ことが見込まれるため、子牛の価格安定や導入

促進を支援することにより、競り出荷時期を調

整し、出荷頭数の平準化を図るものでありま

す。

このことについて委員より、「生産農家に対

しての子牛導入支援については、どのように対

応されるのか」との質疑があり、これに対して

当局より、「宮崎牛資質向上緊急対策事業など

の既存の補助事業において、要件を緩和して対

応することとしているので、活用してもらいた

い」との答弁がありました。

次に、県有種雄牛の凍結精液配布体制の見直

し経過についてであります。

これは、これまで、家畜改良協会に所属する

家畜人工授精師に限定してきた県有種雄牛の凍

結精液の配布を、来年度以降、協会以外の授精

師にも広げることにしたものであります。

このことについて委員より、「県有種雄牛の

凍結精液は本県の宝であるので、新しい体制と

なっても凍結精液が不適正に県外に流出しない

ように管理体制の整備に努めてもらいたい」と

の要望がありました。

最後に、「環境対策及び農林水産業振興対策

に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第９項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取り扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもちまして、当委員会の報告を終わり

ます。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、文教警察企業常任委員

会、河野哲也委員長。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外３件及び新規請願３件の計７件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、お
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手元に配付の議案・請願委員会審査結果表のと

おり、いずれも全会一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、公安委員会所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で180万円余の増額補

正であり、この結果、一般会計の補正後の予算

額は279億8,800万円余となります。

次に、サイバー犯罪の現状と対策についてで

あります。

このことについて委員より、「未成年者への

啓発活動が大変重要だと思うが、教育現場での

取り組みはどのような状況か」との質疑があ

り、当局より、「県民に対して、サイバー犯罪

の実態やネット上のトラブルへの対処方法等の

情報提供を行うサイバーセキュリティ・カレッ

ジを実施しており、これまでに中学生が3,603

名、高校生が5,482名、教育関係者が511名参加

している」との答弁がありました。

次に、教育委員会所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で5,600万円余の増額

補正であり、この結果、一般会計と特別会計を

合わせた補正後の予算額は1,119億8,600万円余

となります。

次に、議案第30号「公の施設の指定管理者の

指定について」であります。

当委員会といたしましては、今後、指定管理

者の固定化の傾向が強まれば、施設の有効利用

や管理等に懸念が生じる可能性もあるため、指

定管理者の選定に当たっては、施設の効果的な

運営や利便性の向上に重きを置いて実施される

とともに、指定管理者に対し適切な指導・監督

にも努めていただくよう要望いたします。

次に、宮崎県立高等学校教育整備計画につい

てであります。

このことについて当局より、「この整備計画

は、第二次宮崎県教育振興基本計画の具現化を

図るもので、平成25年度から平成34年度まで

の10年間を見通した基本計画とし、さらに、前

期３年、中期３年、後期４年の３期に分け、魅

力と活力のある高等学校教育を推進するための

計画である」との説明がありました。

このことについて委員より、「不登校経験者

や中途退学者等への支援について、今後はどの

ような取り組みを行っていくのか」との質疑が

あり、当局より、「県立高校においては、入学

から卒業まで生徒を見守っていくことが基本姿

勢であり、まずは、不登校や中途退学とならな

いよう生徒指導・相談体制を一層充実すること

が求められている。しかし、やむを得なく中途

退学となった場合には、生徒の希望を尊重しな

がら、転校先など次の進路までしっかりとした

対応が必要である」との答弁がありました。

このことに対して委員より、「今後とも、私

学と十分協調を図るなど、中途退学者等の一層

の支援を取り組んでいただきたい」との要望が

ありました。

また、別の委員より、「地域の活性化を図る

上で、学校の存在は重要な要素の一つであり、

地域に学校がなくなると地域の衰退や過疎化が

進行するのではないかと、地域住民や保護者は

不安や心配を抱えている。高等学校は今後どう

あるべきか、子供たちがどのような教育を受け

られるのかしっかりと念頭に置いて、魅力と活

力ある学校をつくっていくためにも、県議会と

教育委員会が十分議論するとともに、その議論

のもととなる資料等も随時提供していただくよ

うお願いしたい」との要望がありました。
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当委員会といたしましては、今後の計画作成

に当たっては、次代を担う宮崎の子供たちに魅

力と活力ある教育環境を提供できるよりよい計

画とするためにも、地域の実情やニーズに十分

配慮し、また、県議会に対して理解の得られる

しっかりとした説明をしていただくとともに、

県議会の意見も十分反映したものとしていただ

くよう強く要望いたします。

次に、企業局の施設見学についてでありま

す。

このことについて当局より、「これまでも発

電所の見学会を毎年行ってきているが、細島工

業団地に対する関心が高まっていることから、

今年度から新たに工業用水道施設等の見学会を

実施することとし、先月、地元日向市の小学生

を対象に実施した」との説明がありました。

このことについて委員より、「今後は、企業

局庁舎の総合制御室等の施設見学会を企画する

など、企業局が行っている事業や自然エネルギ

ーに対する理解をより深めるための取り組みを

してはどうか」との意見がありました。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第９項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 以上で、常任委員長の審査結

果報告は終わりました。

◎ 質 疑

○外山三博議長 これより、委員長の審査結果

報告に対する質疑、討論に入りますが、質疑、

討論についての発言時間は、議会運営委員会の

決定どおり、１人10分以内といたします。

質疑の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員 共産党の前屋敷でございま

す。

ただいま各常任委員長からの御報告がござい

ましたが、文教警察企業常任委員会で審査され

た、「ゆきとどいた教育で楽しい学校づくりを

すすめる宮崎県実行委員会」─代表が河内進

策氏ですが─ここから提出をされた新規請願

の第11号から13号について、いずれも教育関連

の請願ですけれども、不採択との結果報告でご

ざいました。私、紹介議員の一人として、どの

ような審査の結果─新規請願ですので、こと

さら、どういう理由で不採択となったのか、そ

の経過を御説明いただきたいと思います。

○河野哲也議員 委員会の審査におきまして

は、委員の皆様に御意見をお伺いし、継続審

査、または採択をするか諮った結果、委員のほ

うから「採決」との意見がございまして、採決

という形になりました。採決によって賛否をお

諮りしたところ、不採択となったものでござい

ます。

本請願の趣旨につきましては、各委員十分理

解した上での審議であったと思います。審査結

果はそのように至ったものであると、委員長と

して考えております。慎重に審査をした結果の

総意として認識しているところでございます。

以上です。

○前屋敷恵美議員 十分に委員の皆さん方が理

解をされた上で採決に至ったということですけ

れども、新規請願ですから、もっと論議をして

いただくべきじゃなかったかと思います。ま

た、判断をする材料だとかそういうものが不十

分であるとすれば、請願人を招致するとか、新
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たな資料を提供するとかいうことで真剣に受け

とめていただいて、十分な論議に付した上での

採決に当たっていただきたいというふうに思っ

たところですが、そういう委員の皆さん方から

の意見や要望は出なかったんでしょうか。

○河野哲也議員 審査に必要な資料、また請願

者の説明等いろいろ方策はあったと思います

が、今回、議論の中ではその要求はございませ

んでした。

○前屋敷恵美議員 私は少なくとも、県民の皆

さんの多様な意見というのはしっかり委員会で

受けとめていただくことが、そしてまた議会で

も受けとめることが重要だというふうに思った

ところです。とりわけ新規請願で即不採択とい

う状況でしたので、改めて、委員会の質疑、採

決に至る状況をお聞きしたところでした。以上

で終わります。

○外山三博議長 以上で、常任委員長の審査結

果報告に対する質疑は終わりました。

◎ 討 論

○外山三博議長 これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 おはようございま

す。日本共産党の前屋敷恵美でございます。議

会の最終日となりましたが、今定例会に提出さ

れました議案及び請願について討論を行いま

す。

まず、議案第29号「公の施設の指定管理者の

指定について」、反対の立場から討論をいたし

ます。

同議案は、県営住宅について、宮崎、日南、

串間、都城、小林、高岡、西都、高鍋の各土木

事務所管内の県営住宅89団地の管理を、宮崎県

宅地建物取引業協会にゆだねるというもので

す。この指定管理者制度は、官から民への構造

改革の路線の一環として導入をされ、あらゆる

部署で現在進められております。３年ないし５

年間の期間で公募を繰り返す手法で、今回は議

案第16号から第30号の議案で、109施設について

新たな指定管理者の選定議案が提出をされてお

ります。

私は、特に公営住宅については指定管理者制

度はなじまないと、これまでも反対をしてまい

りました。一つには、指定管理者制度が始まっ

て、住民から寄せられるさまざまな意見や要望

がなかなか届かず、対応はおくれにおくれ、

「以前のように県の直接管理のほうがいい」、

こういった意見が出されており、サービス低下

が否めないことです。

さらに、公営住宅は、他の公共施設の維持管

理と違って、効率性だけを追求できない側面が

あります。本来、地方自治体は、公営住宅法が

うたう健康で文化的な生活を営むに足りる住宅

を整備し提供すると同時に、公・行政が責任を

持って維持管理に当たることは、この住宅の確

保とともに個人のプライバシーを守るという重

要な役割があるからです。とりわけ、民間委託

による家賃の徴収・督促業務等に関しては、個

人情報守秘等の扱いがしっかり担保されている

のかも含めて考えなければならない課題を抱え

ており、公営住宅に関しては指定管理者制度は

ふさわしくないと考えます。よって、今回提案

をされた県営住宅の指定管理者の指定につい

て、反対するものです。

また、議案第36号「平成23年度宮崎県一般会

計補正予算（第４号）」については、反対する

ものではありません。

国の第３次補正予算が成立をし、その財源確
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保についての問題はありますが、その予算を受

けて県では、緊急雇用創出事業臨時特例基金の

積み立て、治山事業や農地の防災事業、学校校

舎の耐震工事、また口蹄疫復興対策費用などが

予算化をされており、大いに事業効果を上げて

いただきたいと思います。しかし、歳入におい

て、農林水産業や土木費に関する１億3,540万円

の市町村負担金が生じていることについて、こ

れまでも負担金については問題を提起してきた

ところであり、この点は改めて指摘をしたいと

思います。

次に、請願についてです。

新規請願で不採択と報告されました、請願第

７号「高等学校の公私間格差解消のため、私学

助成の大幅増額を求める請願」、請願第11号

「小・中・高の30人以下学級等の実現、義務教

育費国庫負担制度の拡充・復元、学校給食費の

無償化について、国に意見書の提出を求める請

願」、請願第12号「教職員の増員、障害児教育

の充実、学級編制基準・学級編制基準日の改

善、高校の納付金の軽減、災害・事故被災児へ

の援助、安全・安心の学校を求める請願」及び

請願第13号「全国一斉学力調査の廃止と教員免

許更新制度の廃止について、国に意見書の提出

を求める請願」について、私は採択を求めるも

のです。

いずれの請願も、子供たちの学びのための環

境整備や教育費の父母負担の軽減、学校現場で

直接子供たちと向き合い指導・援助に携わる教

職員の真の意味での資質向上を求めるものな

ど、行き届いた教育を求め、子供たちの健やか

な成長を願う立場からのものです。30人以下学

級の実現や、義務教育費国庫負担拡充を求める

ことについての請願は、９月の定例県議会で可

決し、国に意見書が提出をされております。そ

うであればなおさらのこと、県民の思いと議会

の意思が一致した点では大変望ましいことであ

り、請願を不採択にすることをせず、請願の趣

旨を採択することは可能ではないでしょうか。

今回提出の新規請願を即不採択などとせず、請

願者の子供たちへの思いを県議会がしっかり受

けとめることは重要であり、同請願の採択を強

く求めるものです。

以上、議員各位の賢明な御判断をお願いし

て、討論を終わります。〔降壇〕

○外山三博議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議案第29号採決

○外山三博議長 これより採決に入ります。

まず、議案第29号についてお諮りをいたしま

す。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○外山三博議長 起立多数。よって、本案は委

員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第１号から第28号まで、第30号から

第33号まで、第36号及び第40号採決

○外山三博議長 次に、議案第１号から第28号

まで、第30号から第33号まで、第36号及び第40

号の各号議案について、一括お諮りいたしま

す。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され
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ました。

◎ 請願第11号から第13号まで採決

○外山三博議長 次に、請願第11号から第13号

までについて、一括お諮りいたします。

各請願に対する委員長の審査結果報告は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○外山三博議長 起立多数。よって、各請願は

委員長の報告のとおり不採択とすることに決定

いたしました。

◎ 請願第７号採決

○外山三博議長 次に、請願第７号についてお

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○外山三博議長 起立多数。よって、本請願は

委員長の報告のとおり不採択とすることに決定

いたしました。

◎ 請願第８号採決

○外山三博議長 次に、請願第８号についてお

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本請願は委員長の報告のとおり採択されま

した。

◎ 請願第３号採決

○外山三博議長 次に、請願第３号についてお

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は取り

下げ承認であります。委員長の報告のとおり決

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本請願の取り下げについては承認すること

に決定いたしました。

◎ 閉会中の継続審査及び継続調査案件採決

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、各常任委員長及び議会運営委員長より、閉

会中の継続審査及び調査の申し出がありますの

で、これを議題といたします。

閉会中の継続審査及び調査については、各委

員長の申し出のとおり決することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続

審査及び調査とすることに決定いたしました。

◎ 議員発議案送付の通知

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会から議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成23年12月13日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 議会運営委員長 押川修一郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に
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より提出します。

記

議員発議案第２号

新たに創設が見込まれる地球温暖化対策税

（環境税）の免除・還付措置に関する意見

書

議員発議案第３号

サイバー攻撃・情報保全対策に関する意見

書

議員発議案第４号

九州各県議会議長会 九州・沖縄未来創造

会議広域行政懇話会への議員の派遣

議員発議案第５号

第８回九州各県議会議員研究交流大会への

議員の派遣

◎ 議員発議案第２号から第５号まで

追加上程、採決

○外山三博議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第２号から第５号までの各号議案を日

程に追加し、議題とすることに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第２項

及び第３項の規定により、説明、質疑及び委員

会の付託を省略して直ちに審議することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第２号から第５号までの各号議案

について、一括お諮りいたします。

各号議案を原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は原案のとおり可決されました。

◎ 閉 会

○外山三博議長 以上で、今期定例会の議事は

すべて終了いたしました。

本年も、あと18日を残すのみとなりました。

当局並びに議員各位におかれましては、一層御

自愛の上、新たな年を御健勝で迎えられますよ

う心から御祈念申し上げます。

これをもちまして、平成23年11月定例県議会

を閉会いたします。

午前10時48分閉会



資 料
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平成２３年１１月定例県議会日程

１９日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

開会 議会運営委員会 9:30
会議録署名議員指名
議会運営委員長審査結果報告

１１．２５ 金 本会議 会期決定
議案上程
知事提案理由説明
議案委員会付託（給与改定関連）

２６ 土
（ 閉 庁 日 ）

２７ 日

常任委員会（総務政策、文教警 一般質問通告締切 12:00
２８ 月 察企業）

休 会 （ 議 案 調 査 ）

２９ 火 （ 議 案 調 査 ）

一 般 質 問 議会運営委員会 9:30
３０ 水 常任委員長審査結果報告、質疑

討論、採決（給与改定関連）
本会議

１２． １ 木 請願締切 12:00
一 般 質 問

２ 金

３ 土
（ 閉 庁 日 ）

４ 日

５ 月 一 般 質 問
議員発議案締切 17:00
（会派提出）

本会議

６ 火
一 般 質 問 議会運営委員会 9:30
議案・請願委員会付託

７ 水

常 任 委 員 会
８ 木 休 会

議員発議案締切 17:00
（会派提出を除く）

９ 金 特 別 委 員 会 議会運営委員会

１０ 土
（ 閉 庁 日 ）

１１ 日

１２ 月 休 会 （ 議 事 整 理 ）

常任委員長審査結果報告 議会運営委員会 9:30
１３ 火 本会議 質疑、討論、採決

閉会
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平成２３年１１月定例会

一 般 質 問 時 間 割

１１月３０日（水）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 黒木 正一 １０：００～１１：００

２ 自 由 民 主 党 山下 博三 １１：００～１２：００ 休憩

３ 郷 中 の 会 有岡 浩一 １３：００～１４：００

４ 自 由 民 主 党 丸山裕次郎 １４：００～１５：００ 休憩

５ 社 会 民 主 党 鳥飼 謙二 １５：１０～１６：１０

１２月１日（木）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

６ 自 由 民 主 党 中村 幸一 １０：００～１１：００

７ 自 由 民 主 党 福田 作弥 １１：００～１２：００ 休憩

８ 自 由 民 主 党 松村 悟郎 １３：００～１４：００

９ 自 由 民 主 党 二見 康之 １４：００～１５：００ 休憩

１０ 自 由 民 主 党 押川修一郎 １５：１０～１６：１０

１２月２日（金）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１１ 新 み や ざ き 渡辺 創 １０：００～１１：００

１２ 新 み や ざ き 井上紀代子 １１：００～１２：００ 休憩

１３ 自 由 民 主 党 清山 知憲 １３：００～１４：００

１４ 自 由 民 主 党 横田 照夫 １４：００～１５：００
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１２月５日（月）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１５ 社 会 民 主 党 太田 清海 １０：００～１１：００

１６ 日 本 共 産 党 前屋敷恵美 １１：００～１２：００ 休憩

１７ 自 由 民 主 党 内村 仁子 １３：００～１４：００

１８ 新 み や ざ き 田口 雄二 １４：００～１５：００

１２月６日（火）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１９ 公 明 党 新見 昌安 １０：００～１１：００

２０ 公 明 党 河野 哲也 １１：００～１２：００ 休憩

２１ 自 由 民 主 党 中野 廣明 １３：００～１４：００

２２ 自 由 民 主 党 坂口 博美 １４：００～１５：００

＊ １人当たりの質問時間 ３０分以内
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平成２３年１１月定例会

議案 委員会審査結果表

［議 案］

常 任 委 員 会

番 号 件 名 総務 商工 環境 文教

政策
厚生

建設
農林 警察
水産 企業

第３４号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 可決

第３５号 市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改 可決
正する条例
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平成２３年１１月定例会

議案・請願 委員会審査結果表
［議 案］

常 任 委 員 会

番 号 件 名 総務 商工 環境 文教

政策 厚生 建設 農林 警察

水産 企業

第１号 平成23年度宮崎県一般会計補正予算（第３号） 可決 可決 可決 可決 可決

第２号 平成23年度宮崎県山林基本財産特別会計補正予算 可決
（第２号）

第３号 平成23年度宮崎県港湾整備事業特別会計補正予算 可決
（第１号）

第４号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 可決

第５号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に 可決
関する条例の一部を改正する条例

第６号 宮崎県消費者行政活性化基金条例の一部を改正する 可決
条例

第７号 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部 可決 可決 可決 可決
を改正する条例

第８号 宮崎県障害者施策推進協議会条例の一部を改正する 可決
条例

第９号 ふぐ取扱条例の一部を改正する条例 可決

第１０号 宮崎県認定こども園の認定基準に関する条例の一部
可決

を改正する条例

第１１号 宮崎県感染症対策審議会条例の一部を改正する条例 可決

第１２号
みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例

可決
の一部を改正する条例

第１３号 宮崎県屋外広告物条例の一部を改正する条例 可決

第１４号 宮崎県スポーツ推進審議会条例 可決

第１５号 工事請負契約の締結について 可決
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常 任 委 員 会

番 号 件 名
総務 商工

環境 文教

政策
厚生

建設
農林 警察

水産 企業

第１６号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第１７号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第１８号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第１９号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２０号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２１号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２２号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２３号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２４号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２５号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２６号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２７号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２８号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２９号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第３０号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第３１号 財産の処分について 可決

第３２号 当せん金付証票の発売について 可決

第３３号 都市公園条例の一部を改正する条例 可決

第３６号 平成23年度宮崎県一般会計補正予算（第４号） 可決 可決 可決 可決 可決

第４０号 平成23年度宮崎県一般会計補正予算（第５号） 可決
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［請 願］

常 任 委 員 会

番 号 件 名
総務 商工

環境 文教

政策
厚生

建設
農林 警察

水産 企業

第３号 宮崎地方最低賃金改正についての請願 取下げ

第７号
高等学校の公私間格差解消のため、私学助成の大幅

不採択
増額を求める請願

第８号
災害時などにおける妊婦と胎児に対する支援の充実

採択
に関する請願

第９号 消費税によらない最低保障年金制度の創設を求める 継続
請願

第１０号 無年金・低年金者への基礎年金国庫負担分３．３万 継続
円の支給を求める請願

小・中・高の３０人以下学級等の実現、義務教育費

第１１号 国庫負担制度の拡充・復元、学校給食費の無償化に 不採択

ついて、国に意見書の提出を求める請願

教職員の増員、障害児教育の充実、学級編制基準・

第１２号 学級編制基準日の改善、高校の納付金の軽減、災害 不採択
・事故被災児への援助、安全・安心の学校を求める

請願

第１３号 全国一斉学力調査の廃止と教員免許更新制度の廃止 不採択
について、国に意見書の提出を求める請願
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閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

平成２３年１１月定例会

委 員 会 名 事 件 理 由

総務政策常任委員会 県民政策及び行財政対策に関する調査 調査を要す

るため

請願第９号 消費税によらない最低保障年金制度の

創設を求める請願 慎重な審査

厚 生 常 任 委 員 会 請願第10号 無年金・低年金者への基礎年金国庫負 ・調査を要

担分3.3万円の支給を求める請願 するため

福祉保健行政の推進並びに県立病院事業に関する調査

商工建設常任委員会 商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査 調査を要す

るため

環 境 農 林 水 産
環境対策及び農林水産業振興対策に関する調査

調査を要す
常 任 委 員 会 るため

文 教 警 察 企 業 教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に 調査を要す

常 任 委 員 会 関する調査 るため

円滑な議会

議 会 運 営 委 員 会 次期県議会の会期日程及び議会運営に関する調査 運営を図る

ため



議 案 議 決 件 名 一 覧 表
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 平成23年度宮崎県一般会計補正予算（第３号） 12月13日・ 可 決

〃 第２号 平成23年度宮崎県山林基本財産特別会計補正予算 〃

（第２号）

〃 第３号 平成23年度宮崎県港湾整備事業特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第４号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 〃

〃 第５号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に 〃

関する条例の一部を改正する条例

〃 第６号 宮崎県消費者行政活性化基金条例の一部を改正する 〃

条例

〃 第７号 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部 〃

を改正する条例

〃 第８号 宮崎県障害者施策推進協議会条例の一部を改正する 〃

条例

〃 第９号 ふぐ取扱条例の一部を改正する条例 〃

〃 第10号 宮崎県認定こども園の認定基準に関する条例の一部 〃

を改正する条例

〃 第11号 宮崎県感染症対策審議会条例の一部を改正する条例 〃

〃 第12号 みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例 〃

の一部を改正する条例

〃 第13号 宮崎県屋外広告物条例の一部を改正する条例 〃

〃 第14号 宮崎県スポーツ推進審議会条例 〃

〃 第15号 工事請負契約の締結について 〃

〃 第16号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第17号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第18号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第19号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第20号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第21号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第22号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第23号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第24号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第25号 公の施設の指定管理者の指定について 〃
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第26号 公の施設の指定管理者の指定について 12月13日・ 可 決

〃 第27号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第28号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第29号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第30号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第31号 財産の処分について 〃

〃 第32号 当せん金付証票の発売について 〃

〃 第33号 都市公園条例の一部を改正する条例 〃

〃 第34号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 11月30日・ 可 決

〃 第35号 市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を 〃

改正する条例

〃 第36号 平成23年度宮崎県一般会計補正予算（第４号） 12月13日・ 可 決

〃 第37号 収用委員会委員の任命の同意について 12月６日・ 同 意

〃 第38号 収用委員会委員の任命の同意について 〃

〃 第39号 収用委員会予備委員の任命の同意について 〃

〃 第40号 平成23年度宮崎県一般会計補正予算（第５号） 12月13日・ 可 決

議員発議案 第１号 軽油引取税の免税措置及び農林漁業用Ａ重油に係る 11月25日・ 可 決

石油石炭税の免除・還付措置に関する意見書

〃 第２号 新たに創設が見込まれる地球温暖化対策税（環境 12月13日・ 可 決

税）の免除・還付措置に関する意見書

〃 第３号 サイバー攻撃・情報保全対策に関する意見書 〃

〃 第４号 九州各県議会議長会 九州・沖縄未来創造会議広域 〃

行政懇話会への議員の派遣

〃 第５号 第８回九州各県議会議員研究交流大会への議員の派 〃

遣



意 見 書、そ の 他
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軽油引取税の免税措置及び農林漁業用Ａ重油に係る石油石炭税の

免除・還付措置に関する意見書

軽油引取税については、平成２１年度税制改正において一般財源化され、目的税

から普通税への移行に伴い、道路使用に直接関係しない機械等に使われる軽油に係

る免税措置が、３年間の経過措置を経て、平成２４年３月末をもって廃止されるこ

ととなっている。

また、農林漁業者の経営安定を図ることを目的に設けられた農林漁業用Ａ重油に

係る石油石炭税の免除・還付措置についても、平成２３年度租税特別措置法改正に

より、平成２４年３月末で廃止される予定である。

こうした軽油引取税や石油石炭税の免税措置等がなくなれば、本県の基幹産業で

ある農林水産業をはじめ、鉄道や船舶などの運輸業や製造業など幅広い事業に深刻

な影響が生じる恐れがあり、長引く景気低迷や近年の農林水産物の価格低下、燃油

価格の高騰なども相まって、関係事業者の経営体力の急速な低下が懸念される。

よって、国においては、下記の事項について実現を図られるよう強く要望する。

記

１ 軽油引取税の免税措置を継続すること。

２ 農林漁業用Ａ重油に係る石油石炭税の免除・還付措置を継続すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２３年１１月２５日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 殿

参 議 院 議 長 平 田 健 二 殿

内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 殿

総 務 大 臣 川 端 達 夫 殿

財 務 大 臣 安 住 淳 殿

農 林 水 産 大 臣 鹿 野 道 彦 殿

経 済 産 業 大 臣 枝 野 幸 男 殿

国 土 交 通 大 臣 前 田 武 志 殿

内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 殿
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新たに創設が見込まれる地球温暖化対策税（環境税）の

免除・還付措置に関する意見書

平成２３年度税制改正法案に盛り込まれた地球温暖化対策税（環境税）は、今年

１０月からの導入が予定されていたが、与野党協議により、今年度の導入は見送ら

れたところである。しかしながら、今月中に閣議決定される予定の平成２４年度税

制改正大綱には、地球温暖化対策税（環境税）の創設が見込まれており、早ければ

平成２４年度中にも導入がなされる可能性がある。

地球温暖化対策税（環境税）は、広範な分野にわたりエネルギー起源ＣＯ２排出

抑制を図るため、全化石燃料を課税ベースとする現行の石油石炭税にＣＯ２排出量

に応じた税率を上乗せするものであり、課税の公平性を確保するため、幅広く負担

を求めていくこととしている。

東日本大震災発生後の相次ぐ原子力発電所の運転停止に伴う原油需要の増加や、

中東諸国の政情不安から、原油価格が上昇傾向にある中でのこうした新たな負担は、

多くの燃料を使用する上に経営基盤が脆弱な農林水産業に深刻な影響を与えること

となり、このままでは本県の基幹産業である農林水産業が存続の危機に陥ることに

なりかねない。

よって、国においては、地球温暖化対策税（環境税）の創設にあたっては、農林

水産業者の負担が増えることのないよう所要の免税・還付措置を設けるよう強く要

望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２３年１２月１３日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 殿

参 議 院 議 長 平 田 健 二 殿

内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 殿

総 務 大 臣 川 端 達 夫 殿

財 務 大 臣 安 住 淳 殿

農 林 水 産 大 臣 鹿 野 道 彦 殿

経 済 産 業 大 臣 枝 野 幸 男 殿

環 境 大 臣 細 野 豪 志 殿

内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 殿
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サイバー攻撃・情報保全対策に関する意見書

衆議院や参議院、政府機関を狙ったサイバー攻撃が明らかになり、サイバー

攻撃に対する国民の不安はこれまでになく高まっている。

わが国の重要な情報がサイバー攻撃で海外に流出することは、国益に大きな

影響があり、政府が一体となってサイバー攻撃・情報保全対策を構築すること

が求められている。

特に現在、不定期開催となっている情報セキュリティ政策会議を定期開催す

ることや、情報保全の危機分析、内外情報分析、諸外国の政策動向等を定期的

に国会に報告することで、わが国の情報保全対策に対する決意を内外に示すこ

ととなる。

よって、政府及び国会におかれては下記の事項について積極的に実現を図り、

サイバー攻撃に対する国民の安心・安全を守るよう強く求める。

記

１ 国家としての安全保障の観点から、情報保全の基本戦略を早急に構築する

こと。

２ 我が国の情報管理、保秘体制を強化すること。

３ 政府は重要な社会基盤に対するサイバー攻撃の可能性を評価・検証し、地

方自治体に対するサイバー攻撃対策についても、早急に法整備を含めた戦略

を構築すること。

４ 民間の優れた人材の技術をさらに活用し、官民一体となった情報保全対策

を構築すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２３年１２月１３日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 殿

参 議 院 議 長 平 田 健 二 殿

内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 殿

総 務 大 臣 川 端 達 夫 殿

経 済 産 業 大 臣 枝 野 幸 男 殿

防 衛 大 臣 一 川 保 夫 殿

国家公安委員会委員長 山 岡 賢 次 殿

内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 殿
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九州各県議会議長会 九州・沖縄未来創造会議広域行政懇話会への

議員の派遣

１ 目 的 「九州広域行政機構（仮称）」等に関する調査、論点整理、

協議等を行うため

２ 派遣場所 福岡市

３ 期 間 平成２３年１２月２２日（木）

４ 派遣議員 丸山 裕次郎

西村 賢

重松 幸次郎

以上３名
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第８回九州各県議会議員研究交流大会への議員の派遣

１ 目 的 議会機能の充実や活力に満ちた地域づくりなどについて

の意見交換

２ 派遣場所 大分市

３ 期 間 平成２４年２月２日（木）から

平成２４年２月３日（金）まで

４ 派遣議員 議会運営委員会において決定する１２名以内



請 願 一 覧 表
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総 括 表

請 願

委 員 会 計 備 考

新 規 継 続

総 務 政 策 １ － １

厚 生 ３ － ３

商 工 建 設 － １ １

環 境農 林水 産 － － －

文 教警 察企 業 ３ － ３

計 ７ １ ８
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新 規 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 ７ 号 受理年月日 平成２３年１２月１日

宮崎市希望が丘４－１８－７

請 願 者 ゆきとどいた教育で楽しい学校づくりをすすめる

住所・氏名 宮崎県実行委員会

代表 河内 進策（署名 １，８２２筆）

高等学校の公私間格差解消のため、私学助成の大幅増額を求める

請願

請願の項目と趣旨

１ 学費と教育条件の公私格差を解消するため、私学助成を大幅

に増額してください。

請願の件名

公立と私立の教育費を比較すると、高校の３年間では156万円

と313万円、大学の４年間では293万円と580万円という格差があ

るという調査結果が出ています。最近では、親の失業・倒産等に

よって学業をあきらめなければならない子どもも多数生まれてい

ます。経済的な格差が、そのまま子どもの成長発達の機会を奪っ

ています。お金の心配なく子どもたちが学べるように、私学助成

を大幅に増額し、特に授業料などの親の負担軽減につながる措置

を講じてください。

紹 介 議 員 西村 賢 前屋敷恵美 鳥飼 謙二

摘 要
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 ８ 号 受理年月日 平成２３年１２月１日

請 願 者
宮崎市生目台東１丁目１１－９

住所・氏名
ワン＆オンリー宮崎いのちの会
代表 安東 史乃

災害時などにおける妊婦と胎児に対する支援の充実に関する請願

平成23年３月11日に発生した東日本大震災とその後の福島第一
原子力発電所事故により、現在もなお、多くの人々が避難生活を
余儀なくされています。とりわけ、妊産婦や母子にとっては、こ
のような厳しい環境の中、生活や身の回りの不自由さに加え、将
来に対する不安など、精神面や健康面でも過酷な状況のもとに置
かれています。
災害時はもとより平常時におきましても、安全かつ安心して妊

娠・出産ができ、母と胎児、母と子の命が守られることは、国民
誰もの願いです。
つきましては、下記の事項について、国においてしっかりと取

組が進められますよう、宮崎県議会としても御尽力賜りますこと
を要望いたします。

請願の件名
記

１ 災害時においては、災害救助法等に基づき、助産師等の相談
員の避難所配置や訪問支援に取り組むこととされていますが、
今回のような原子力発電所事故の影響が甚大となっている状況
にあっては、妊娠かっとう相談が増大することが想定されます。
このため、早期に相談体制を確立してください。また、国の

取組として、恒久的な公的妊娠かっとう相談制度を導入してく
ださい。

２ 胎児被ばくを避けるとともに、不必要で正当化されない妊娠
中絶の増加を防ぐためにも、胎児と放射能について、国が把握
している情報を早急に開示するとともに、正確でわかりやすい
情報提供に努めてください。

３ 原子力損害の賠償に関する法律による賠償対象の対象に、胎
内被ばくや、避難等による母子の心身的被害を加えてください。

４ 出産育児一時金や妊婦健診費補助制度の拡充を図ってくださ
い。

紹 介 議 員 内村 仁子 中野 一則 宮原 義久 新見 昌安 有岡 浩一
岩下 斌彦 図師 博規 井上紀代子 鳥飼 謙二

摘 要
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 ９ 号 受理年月日 平成２３年１２月１日

請 願 者
宮崎市大和町１３４－２

住所・氏名
全日本年金者組合宮崎県本部

執行委員長 津守 信弘

消費税によらない最低保障年金制度の創設を求める請願

請願事項

財源を消費税に求めない最低保障年金制度の一日も早い実現を

求める意見書を採択し、関係各機関に送付すること。

請願理由

４月から年金が0.4％引き下げられました。この10年以上、た

びたびの引き下げはあっても年金が引き上げられたことはありま

せん。この間、年金課税は強められ、医療・介護保険料は上がり

請願の件名 続けています。「社会保障・税一体改革成案」にも「低所得者へ

の加算」が打ち出されたように、低所得高齢者の生活は厳しさを

増しています。

格差と貧困の広がりを反映して、国民年金（１号被保険者）保

険料納付率は下げ止まりしません。実質的な納付率は50％を割り

込み、下がり続けています。

将来の高齢者の無年金・低年金が懸念される状況です。

消費税は、食料をはじめ生活に欠かせないものにも課税され、

低収入の人ほど負担の重い税金であり社会保障財源にふさわしく

ありません。

「社会保障・税一体改革成案」では、事実上当面棚上げされて

いますが、消費税によらない「最低保障年金」は喫緊の課題です。

意見書採択をお願いするものです。

紹 介 議 員 前屋敷恵美

摘 要
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 10 号 受理年月日 平成２３年１２月１日

請 願 者
宮崎市大和町１３４－２

住所・氏名
全日本年金者組合宮崎県本部

執行委員長 津守 信弘

無年金・低年金者への基礎年金国庫負担分3.3万円の支給を求め

る請願

請願事項

「最低保障年金」実現までの救済策として、基礎年金国庫負担

分3.3万円に満たない部分を無年金・低年金者に支給する措置を

求める意見書を採択し、関係各機関に送付すること。

請願理由

請願の件名 ４月から年金が0.4％引き下げられました。この10年以上、た

びたびの引き下げはあっても年金が引き上げられたことはありま

せん。この間、年金課税は強められ、医療・介護保険料は上がり

続けています。一人暮らしの高齢者の生活は特に深刻です。「社

会保障・税一体改革成案」にも「低所得者への加算」が打ち出さ

れています。

「最低保障年金」の創設は喫緊の課題ですが、高齢者の生活実

態は、その実現を待てない状況です。また、「社会保障・税一体

改革成案」に骨格が示された「最低保障年金」は現在の高齢者に

適用するものではありません。「最低保障年金」が実現し適用さ

れるまでの緊急措置が必要です。よって意見書の採択をお願いす

るものです。

紹 介 議 員 前屋敷恵美

摘 要
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新 規 請 願

文教警察企業常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 11 号 受理年月日 平成２３年１２月１日

宮崎市希望が丘４－１８－７

請 願 者 ゆきとどいた教育で楽しい学校づくりをすすめる

住所・氏名 宮崎県実行委員会

代表 河内 進策（署名 １，８２２筆）

小・中・高の30人以下学級等の実現、義務教育費国庫負担制度の

拡充・復元、学校給食費の無償化について、国に意見書の提出を

求める請願

請願項目と趣旨

１ 小・中・高等学校の30人以下学級（高校職業科25人・定時制

20人）を早急に実現するよう、国に意見書を出してください。

宮崎県では、現在小学校１年生と２年生については30人以下学

級（35人以下の学年は除外）が実施され、ゆとりある教育条件が

実現されています。しかし、国庫負担が付かないもとで、宮崎県

独自の財政措置を行なわずに実施されています。特別な増員なし

で実施されているため、高学年では専科教員が配置できなくなる

請願の件名 など、逆に教育条件が低下しています。少人数学級の有効性が認

められてきている今日、教育の機会均等という立場からも、国の

責任で「30人学級」を実現していくべきです。2011年度から、「小

学１年生についてのみ『35人以下』」と法改正が行なわれました。

引き続き、国の制度として学年の拡大が実施されるよう求めます。

高校の職業科については高度な実験実習を伴うために「25人以

下学級」を、様々な困難をかかえている定時制については「20人

以下学級」が必要です。

２ 義務教育費国庫負担制度を維持・拡充し、負担率を２分の１

に戻すよう、国に意見書を出してください。

2006（平成18）年度より、義務教育費の国庫負担割合が２分の

１から３分の１へと引き下げられました。そのため、教職員給与

費の県の負担が２分の１から３分の２となり、従来の33％も増え

てしまいました。この状態では、現在の40人以下学級制さえ危う

くなると思われます。そのためか、最近特に臨時的任用の教職員

が増えています。また、非常勤講師も増えています。教職員の身

分は、安定したものでなければ教育の質の向上は実現できません。

仮に、国が30人以下学級制度に踏み出すとしても、国庫負担割

合が３分の１の現状では、その財政的な負担は都道府県に重くの
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しかかって来るわけですから、教職員の増員は困難となります。

従って、要求項目の１と２とは表裏一体の要求であり切り離せ

ないものです。

３ 給食費は無償にするよう、国に意見書を出してください。

学校給食は、子どもたちの心身の健全な発達と国民の食生活の

改善に重要な役割を果たしています。現在、食材について保護者

の負担となっていますが、深刻な経済状況の悪化を受けて、給食

費の負担が困難となる世帯が増えています。教科書と同様に、給

食費についても無償とするよう求めます。

紹 介 議 員 前屋敷恵美 鳥飼 謙二

摘 要
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新 規 請 願

文教警察企業常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 12 号 受理年月日 平成２３年１２月１日

宮崎市希望が丘４－１８－７

請 願 者 ゆきとどいた教育で楽しい学校づくりをすすめる

住所・氏名 宮崎県実行委員会

代表 河内 進策（署名 １，８２２筆）

教職員の増員、障害児教育の充実、学級編制基準・学級編制基準

日の改善、高校の納付金の軽減、災害・事故被災児への援助、安

全・安心の学校を求める請願

請願項目と趣旨

１ ゆとりをもって子どもとふれあえるよう、教職員を増やして

ください。

宮崎県では、現在小学校１年生と２年生については30人学級が

実施され、成果も上がってきていると思います。しかし、30人学

級のための正規の教職員を増やさずに行なっているため、専科教

員が減らされてます。専科教員は、音楽や理科や図工などの専門

的な教育を担っていたばかりではなく、出張や休暇などで指導教

員が不在となる時間を保障する教員としての役割も担っていまし

請願の件名 た。また、高学年と低学年の担任の授業時数のバランスをとると

いう意味も持っています。専科教員が少なくなるということは、

専科教員が手薄になると同時に、高学年の教員の負担が増大しま

す。また、休暇のとりづらい状況も生まれ、病気による休職者も

増えています。教職員を増やしてゆとりある教育ができるように

することが必要です。

２ 学級編制基準日を４月１日にしてください。年度途中での学

級減・職員減をしないでください。

十数年前に行なわれていた「年度当初からの41人学級」はほと

んどなくなりましたが、学級編制基準日が現在は入学式・始業式

の前日の正午とされているため、職員の配置が直前まで定まらず、

新学期の準備に支障をきたしています。また、年度の途中で、児

童生徒数に減があり学級そのものがなくなるといった場合に、職

員の減員が行なわれるために、学校の全体の教科担任・校務分掌

が大きく変動する事態となります。このような場合でも、教職員

の減員を行なわずにすむようにしてください。なお、来年度から

学級編制が市町村教育委員会からの「届出制」になりますが、こ

の場合でも、従来の県の役割を効果的に発揮できるよう運用して
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てください。つまり、学級編制の基準日は４月１日としても、入

学式・始業式の前日正午までの増学級に対しては、県教委の発令

で教職員の配置を行なうことです。

３ 障がいの多様化に応じた手厚い人員配置をしてください。

小中学校では、児童生徒の約６％が発達障害等があるといわれ

ています。各学校にはコーディネーターが配置され、必要に応じ

て支援員がおかれています。しかし、多動性のある子や、車いす

を使う子どもなどの支援におわれ、ＬＤ（学習障害）やコミュニ

ケーションをとるのが苦手な子どもたちへの支援はほとんど行わ

れていません。学校に一人の支援員ではなく、支援の必要な子一

人一人へ支援ができるよう人員配置をお願いします。

４ 高校の入学金を不徴収とするとともに、授業料以外の学校納

付金を軽減してください。

授業料についてはこの春から無償化されましたが、教科書代や

教材費など、学校納付金がかさみます。

少しでも学校納付金の軽減ができるような措置をお願いしま

す。

５ 米飯を中心に、地元の食材を使った安全・安心の学校給食に

してください。

「食育」が見直されている今、学校給食への関心は年々高まっ

ています。給食は単に昼食を提供するだけでなく、健康な体作り

と学びの場でもあります。米どころえびのでは、毎日が米飯給食

で大変好評です。ふるさとへの愛着、地域との交流のため、また

地産地消・地場産業を応援するためにも、安全な地元の食材を使

ったメニューを増やしてください。

６ 学校が避難所としての機能を果たせるよう、耐震工事・避難

経路等を再確認してください。

また、災害・事故等で被害を受けた子どもたちに、授業料免

除・給食費 補助等、特別の援助制度を設けてください。

県下の学校の耐震化がまだまだ不十分な状況です。学校の耐震

化を進めると同時に、避難所としての機能が果たせるような措置

をお願いいたします。

紹 介 議 員 前屋敷恵美 鳥飼 謙二

摘 要
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新 規 請 願

文教警察企業常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 13 号 受理年月日 平成２３年１２月１日

宮崎市希望が丘４－１８－７

請 願 者 ゆきとどいた教育で楽しい学校づくりをすすめる

住所・氏名 宮崎県実行委員会

代表 河内 進策（署名 １，８２２筆）

全国一斉学力調査の廃止と教員免許更新制度の廃止について、国

に意見書の提出を求める請願

請願項目と趣旨

１ 全国一斉学力調査を廃止するよう、国に意見書を出してくだ

さい。

全国一斉学力調査は、もともと児童生徒の学力傾向を把握する

趣旨から始められた制度ですが、その当初から目的遂行にあたっ

ては抽出調査だけで十分と言われてきたものでした。問題点は、

以下の２点です。

まず第一点は、予算のむだ遣いの問題である。この実施には、

年間で数十億円もの巨額の予算が投じられている。それを教育現

場の施設整備費や備品費、少人数学級の実施等に振り向いてほし

請願の件名 いというのが教職員・保護者の声です。

第二に、これまで以上に、地方自治体間および児童・生徒間の

過度の競争を引き起こす要因となることです。過去、日本政府は

国連の子ども権利委員会から「日本の過度な競争教育が子どもた

ちの人格発達にゆがみを生じさせている」と２度にわたり勧告を

受けてきました。全国一斉学力調査の継続は、こうした勧告に反

するばかりか、勧告が指摘している「子どもたちの人格発達のゆ

がみ」をいっそう深め広げる懸念があります。

２ 教員免許更新制を廃止するよう、国に意見書を出してくださ

い。

2009年度から本格実施となった教員免許更新制度ですが、政権

交代後、一旦は廃止の方向性が打ち出されたものの、制度が継続

しています。かって本制度導入にあたっては、全国都道府県教育

長協議会も、「都道府県教育委員会は、教員に対する分限処分等

の権限を持っており、そのうえに講習の修了認定等を行う権限を

持つことは、好ましくない。」といった懸念を表明していました。

全国都道府県教育長協議会が懸念した問題は、上記にとどまり

ません。
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○ 大学等が行う免許更新講習内容、方法は、それぞれの大学の

規模や特色によって異なることが予想され、修了認定に関して

公平性を欠くおそれがある。

○ 学校における教育活動の現状において、講師等の臨時的な教

員を一定数任用することは不可欠であり、講師が任用できない

場合は、教育活動に大きな支障をきたす、等です。

何より夢やロマンを持って教員をめざし、また勤務している

教員を１０年という期限付きの不安定な身分に処することによ

って、教員の生活に対する不安を招き、勤務意欲を減退させ、

ひいては教育の土台そのものを切り崩してしまうのではないか

とも言われています。数ある免許の中で、教員の免許を取り立

てて更新制にすることは、その他の免許との整合性を欠きます。

また特に、公務員制度との整合性を欠くものです。

紹 介 議 員 前屋敷恵美

摘 要
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継 続 請 願

商工建設常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 ３ 号 受理年月日 平成２３年６月１５日

請 願 者 宮崎県宮崎市別府町３番９号 宮崎県労働福祉会館４階

住所・氏名 日本労働組合総連合会宮崎県連合会（連合宮崎）

会長 横山 節夫

請願の件名 宮崎地方最低賃金改正についての請願

紹 介 議 員 田口 雄二 井上紀代子 西村 賢 徳重 忠夫 鳥飼 謙二

髙橋 透 太田 清海 前屋敷恵美 有岡 浩一 図師 博規

摘 要



議 事 経 過
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

開 会

会議録署名議員指名（後藤哲朗議員、井上紀代子議員）

議会運営委員長審査結果報告

会期決定

11月25日 金 本 会 議 議案第１号～第35号上程

知事提案理由説明

議案第34号、第35号委員会付託

議員発議案送付の通知

議員発議案第１号追加上程、採決（可決）

11月26日 土

11月27日 日

11月28日 月
常任委員会（総務政策、文教警察企業）

休 会 （議案調査）

11月29日 火 （議案調査）

議案第36号～第39号追加上程

知事提案理由説明

一般質問（黒木正一議員、山下博三議員、有岡浩一議員、

11月30日 水 丸山裕次郎議員、鳥飼謙二議員）

常任委員長審査結果報告（総務政策、文教警察企業）

本 会 議 討論（前屋敷恵美議員）（議案第34号、第35号に反対）

採決（議案第34号、第35号）（可決）

一般質問（中村幸一議員、福田作弥議員、松村悟郎議員、
12月１日 木

二見康之議員、押川修一郎議員）

12月２日 金
一般質問（渡辺 創議員、井上紀代子議員、清山知憲議員、

横田照夫議員）

12月３日 土

12月４日 日

12月５日 月
一般質問（太田清海議員、前屋敷恵美議員、内村仁子議員、

田口雄二議員）

本 会 議
議案第40号追加上程

12月６日 火
知事提案理由説明

一般質問（新見昌安議員、河野哲也議員、中野 明議員、

坂口博美議員）
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

12月６日 火 本 会 議
採決（議案第37号～第39号）（同意）

議案・請願委員会付託

12月７日 水
常任委員会

12月８日 木 休 会

12月９日 金 特別委員会

12月10日 土

12月11日 日

12月12日 月 休 会 （議事整理）

常任委員長審査結果報告

質疑（前屋敷恵美議員）

討論（議案第29号に反対、請願第号７、第11号～第13号不採

択に反対）（前屋敷恵美議員）

採決（議案第29号）（可決）

採決（議案第１号～第28号、第30号～第33号、第36号、第40

号）（可決）

12月13日 火 本 会 議
採決（請願第11号～第13号）（不採択）

採決（請願第７号）（不採択）

採決（請願第８号）（採択）

採決（請願第３号）（取り下げ）

採決（継続審査・調査案件）（委員長の申し出のとおり決

定）

議員発議案送付の通知

議員発議案第２号～第５号追加上程、採決

閉 会



署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 外 山 三 博

宮 崎 県 議 会 副 議 長 十 屋 幸 平

宮 崎 県 議 会 議 員 後 藤 哲 朗

宮 崎 県 議 会 議 員 井 上 紀代子


